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0議長(高橋通夫君〉

本日の会議を開きます。

午前 10時 50分開会

これより昭和 59年第 3回日野市議会定例会を開会し、直ちに

ただいまの出席議員 29名であります。

これから議事に入りますが、その前に私から、前回の議会の運営を含めて一言申し上げます。

前回、定例議会の開催中における議事運営については、組織機構である、議会運営委員会と

の連絡に不十分であったことを痛感しております。

今後は、本会議運営に当たっては、長E織機構を充分に考慮した中で、議事を進めてまいりた

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

次に日程第1. 会議録署名議員の指名の件については、会議規則第 81の規定により、議長

において、

1 2番板垣正男君

1 3番 鈴木美奈子君

を指名いたします。

次に日程第 2. 会期の決定の件を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇〕

。議会運営委員長(中山基昭君) おはようございます。本日よりの第 3回の定例会

の運営につきましては、去る 8日、土曜日でございますけれども、議会運営委員会を開催をし、

協議を行ってまいりました。その内容は、お手元に配付をされております、会期、日程の予定

表のとおりでございますので、ぜひ参照をしていただき、御審議と御確認をお願いをしてまい

りたいというふうに思います。

特に要点のみに限り触れてまいりますと、市長からの提出議案は、 5 8年度の各会計の決算

を初め、 61号から 85号までと、追加議案の 86号、 87号を含めて 27議案になりますが、

いずれも関係の委員会に付託をし、審議を進めてまいりたいというふうに思います。しかし、

国保関連の本日追加されております2議案につきましては、法令施行の 10月1日、こうした

日程的な関連によりまして、 26日に審査結果の報告を行い、議決をしてまいりたいというふ

うに考えております。
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また、一般質問の通告者は、 22名 39件が予定をされておりますので、 1日4名ないし 5

名の消化を予定しながら、 14日から 20日までの 5日間を設定をいたします。

さらに、決算特別委員会につきましては、一般会計3日、特別会計 1日を設定をしておりま

すが、一般会計と特別会計の委員会の連携、さらには、特別会計の委員会の日程の明確化、こ

うした点から、 1 0月2日を予備日、こういうふうな設定をしてまいりたい、というふうに思

います。したがいまして、会期は、本日 9月 12日から 10月5日までの 24日間といたしま

す。

以上、大変雑駁でございますが、報告にかえさせていただきます。よろしくひとつお願いし

ます。

0議長(高橋通夫君) ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、会期を決定するに

御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって会期は本日から 10月5日

まで、期日 24日間と決定いた しました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

午前 10時 55介休憩

午後 1時 31分再開

次に日程第 3. 行政報告を行います。市長から行政報告を求めます。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 6月定例会以降、今定例会の聞の主要な行政事項について、

市長より報告いたします。なお、私からは 4件、それから、助役が 1件、一般的な各部の所管

事項につきましては、文書をもって報告にかえさせていただきます。

第 1の報告は、東京都予算編成(6 0年度)に対する市長会の要望についてであります。こ

の件につきましては、東京都市長会でまとめ、都の予算編成期に先立ち、 8月31日、関係各
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局に要望を行ったところです。お手元に配布した資料をもって、報告にかえさせていただきま

す。

第 2に、日野市福祉事業団の設立についてであります。

現在、旭が丘の文化福祉ゾーンに心身障害者の福祉作業所を建設中でありますが、その経営

を社会福祉事業法に基づく社会福祉法人日野市福祉事業団を設立し、これに業務を委託する方

針であります。

この福祉事業団設立の趣旨は、公設民営の方式を適正に運用し、今後、 多様化する関係事業

に取り組む、機能性の確保を目指すものであります。

目下、設立申請の準備を進めていることをここに報告し、御理解をいただきたいと存じます。

第 3に、南多摩斎場組合加入についてであります。

南多摩斎場組合加入については、 6月定例市議会会期中の全員協議会において、加入条件等

の概要を斎場組合に一任することで了承をいただきました。

7月19日には、高橋議長とともに管理者である町田市長に、文書をもって重ねて配慮、をお

願いしてまいりました。

このたび、南多摩斎場組合より加入に伴う条件等の提示がありましたので、資料をもって御

報告し、このことの推進に御理解をお願いいたします。

第4は、向川原団地市営住宅の建てかえについてであります。

向川原団地は、昭和 32年から昭和 36年の問に 157戸が建築され、市営住宅として今日

まで供用されてきております。かねて、老朽化対策と戸数の増加に合わせて、環境整備のため

に建てかえをすべく検討を進めてまいりました。

現在、 127戸が入居しておりますが、これら入居者に対し、これまで 2回にわたり建てか

えについて説明会を行っております。

今後、一団地開発の条件を整え、 60年度には国庫補助金を予定し、都市計画法に基づく開

発行為及び建築基準法による一団地申請手続を行い、 61年度には、実施設計と建てかえ工事

を行う計画で鉄筋コンクリート 4階建て、 6棟、 25 0戸程度を期するものであることを御報

告し、御理解と御指導をお願い申し上げます。

私の行政報告は、以上もって 4件報告をさせていただきました。

0議長(高橋通夫君) 次に助役から報告を求めます。
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〔助役登壇〕

O助役(赤松行雄君) 第 5点目としまして、助役より日野地区高等学校の用地造成と

開校について、御報告を申し上げます。

かねてより、市議会の御尽力をいただいております日野地区高等学校の件につきまして、御

報告申し上げます。

まず、用地造成工事の進捗状況でありますが、南側のり面の擁壁工事は、約 80%完了し、

これから整地作業が本格化いたします。また、大里 1号線進入路工事につきましては、水道及

び排水管の埋設が完了し、街路の築造に近.く着工いたします。

なお、当高校の 60年開校を確実にするため、潤徳小学校の空き教室と市が借地して地区広

場に供用している全農元グラウンド用地を一時使用する仮開校計画について、都教育庁当局と

協議を行っております。

限られた日程の中で、工事の完成と開校に向けて万全を期す所存でありますので、今後とも

御理解と御支援をお願い申し上げます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 収入役以下については、報告書のとおりですので、報告を省略

いたします。

これより行政報告全般についての質疑に入ります。滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君) 今回の市長、助役その他の行政報告にはないわけであります

が、一言お聞きをしておきたいと思うんですが、実は、けさの読売新聞を見てみましたら、コ

アラが来日する、来月の 25日に。こういうふうなことの見出しがあったわけであります。

御案内のようにオーストラリアの政府から、今回日本に 6頭のコアラが送られてくる、こう

いうふうなことでございますが、そのうちの 2頭が、わが日野市の多摩動物園に来る、こうい

うことでございます。

そこで、日野市の対応といたしまして、当然、東京都の動物園でございますから、東京都が

ほとんど面倒を見てやる、というふうなことであろうかと思いますが、地元の日野市へこのコ

アラが来るということで、日野市の対応ですね、どういう対応をされるか。

実は、私は前からこの話を聞いておりまして、今回の予算の中にも、そういう問題が計上さ

れているんではなかろうか、そういうふうに思っていたんですけれども、何もなされていない、
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こういうことであります。したがって、このコアラの来日に対しまして、日野市の対応をどの

ように考えているか、お聞かせをいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 多摩動物公園にコアラがオーストラリアから入場するという

ことで、都民の期待は、大変高いわけであります。特に動物園当局から、日野市に要請という

形の事項は、今まで参っておりませんが、これからもちろん市民に PRをするとか、あるいは

飼料の植栽のことについて御協力をするとか、なすべきことがあるだろうと思っております。

交通の頻度が高くなって、一層ふくそうするというような事情も伴うと思っておりますし、状

況判断をいたしまして、とるべき措置があれば、的確に対応をしなければならないと思います。

何か、こういうことはという御意見があったら、お教え願えれば幸いでございます。

0議長(高橋通夫君) 滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君) 先ほども申し上げましたように、 1 0月の 25日には、 多摩

動物園へコアラが来るわけであります。それで、 1 1月だと聞いておりますが、一般市民に公

開をしていくんだ、こういうふうなことが見出しにあったわけでありますが、日野市で何も手

だてをしなし¥こういうふうなことでは、私はし、けないんではなかろうか。聞くところにより

ますと、観光協会ですか、こちらの方では何か方策を考えている、こういうふうなことを聞い

ておりますが、いま、市長がおっしゃられましたように、交通の問題、大変日野市にもこの問

題については、プラスになる問題が多いと思います。観光問題についてもそうだと思いますが、

そういう面で、やはりもっと真剣になってやっぱり日野市民として取り組んでいかなければな

らないんではなかろうか、こういうふうに考えて質問をしたわけであります。これから対策を

講じていくんだというふうなことでございますが、これは部長の方で、何か観光協会ですか、

このようなものを通じて、何かそういう対策があるんですか。

0議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) お答えし可たします。

1 0月の 25日にコアラが参りますと、約 1カ月間コアラの生活順応と申しますか、環境に

順応させる期間をとりまして、オープンは 11月の半ばごろ、 しかも、野生の動物でございま

すので、なるべく混雑のない、土曜、日曜日にはオープンしないで、ウィークデーにオープン

するんだ、というような動物園側の意向をお聞きいたしました。私ども産業経済課が事務局と
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なっております観光協会といたしましては、コア ラが参るということがはっきりしましたのが、

ことしの初夏のころでございます。それから、 今まで内々でいろいろ案を練ってまいりま した

けれども、歓迎的な行事を何かやらなければいけないんじゃないか、こういう必要を感じてお

ります。たまたま本年度観光協会におきましては、日野の観光というバンフレットを印刷し可た

す予定になっておりますので、そのパンフレットの何割かを割きまして、動物園特集のような

形で、コアラをその中に紹介する。さらに、日野市内の観光案内図というものをつくりまして、

今年 10月の第 1土、日と、 第 3土、日この 2回にわたりまして、東京ふるさと祭り という催

しが代々木公園と立川の公園で行われます。そういうところにこの観光案内図を持ってまいり

まして、大々的に宣伝をいたしたい、こんなことも考えております。さらに、 1 1月に毎年行

われます産業祭り、これにはおよそ 5万人からの市民が集まる機会ができますが、この場をと

らえまして、オーストラリアの原地の方においでをいただいて、コアラの紹介なども考えてお

るわけでございます。そのほか立て看板のようなものにつきましては、関係部局に考えてもら

えないか、こういう申し入れをしてございます。

。議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 災害時を想定して、いろいろな市民生活に直ちに必要とする

物資の供給体制、これらは重要なことであります。当市といたしましても、食料品について、

この米穀販売庄、あるいはそば等を扱っておられるお庖、これらとの有事の際の放出をしてい

ただしつまり災害対策本部の指示に沿って、御協力をいただくそういう協定を行っておりま

す。また、建設協和会、つまり市内の土木建築業者の方々 との協定でありますが、これも協定

を結びまして、有事の際にやはり災害対策本部の指示によって、いろいろな出動をしてもらう、

こういう約束事を整えております。今、その府中市で行ったその飲料水ということであります

が、飲料水につきましても、防災会議の中で、その供給体制を検討しでございます。市内には

幸いわき水等も豊富でありますし、それから、 避難所は学校が主に充てられておりますので、

学校のプールに常時水を張っておいて、それをろ過し、ろ過器もまたそれぞれに配置をしてあ

ります。ろ過をして飲用に供する、あるいは火災に供する、こういうこともあり得るかと思っ

ております。地元のそういった備蓄、あるいは地元に保有されている能力をこれを有事に極力

御協力をいただくということは、極めて適切であり、また、役立つことだと思いますので、今

後もそれらの関係を密にしてまいりたい、このように考えております。水につきましては、担

当の方から特に補足することがあればお答えをいたします。

。議長(高橋通夫君) 滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君〉 どうもこの問題に対して、積極性がないといいますか、東京

都でやるんだから、東京都に任せておけばいいんだ、というふうな、何かそういうふうな気が

してならないわけでありますが、わが日野市にある動物園でありますので、日野市民を挙げて

やっぱり歓迎をしていかなければならないんではないだろうか。こういうふうに私は思うわけ

です。そういう面で、いま少し真剣にこの問題を取り組んでいただきたい。こういうことを要

望して終わります。

0議長(高橋通夫君)

。議長(高橋通夫君) 水道部長。

小山良悟君。

。水道部長(永原照雄君) お答えいたします。

東京都では、現在、多摩地区に 66カ所の給水拠点を設けております。これを今後整備いた

しまして、 90カ所にふやしたいということを方針を立てております。この基本となりますの

は、人間が生きていくための 1日の必要な水というのを、大体 3リットルというぐあいに見込

んでおるわけでございます。本市といたしましては、大坂上の浄水場に 1，800立米、多摩平

に2，600立米、それから、三沢の配水場に 4，400立米、このほかにたびたび御説明してお

りますところの都がっくりました程久保給水場がございます。これに 1万 500立米の水が蓄

えてございますので、この 3リットルで住民割りしていきますと、 1 0日以上の水は確保でき

るというぐあいに考えております。

04番(小山良悟君) これも新聞の報道で知ったわけでありますけれども、府中市で

地震など災害が発生した場合、市内の 9事業所と災害時における飲料水の給供協力に関する協

定書というのを締結したということでありますが、このことは日野市においても、十分考えら

れていいことだな、というふうに思ったわけであります。そこで、この府中市のこの協定締結

ということについて、市長の考え方、それから、もう一つは、災害時におけるこの飲料水の確

保が、現在、日野市はどのような見通し、対策を立てておられるか、そういった点を御説明い

ただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

ただいまの件については、それで了解しましたんですが、もう
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1点都立高校用地の件で、これは、同僚議員が後ほど質問も予定しておりますので、私は、第

1点だけちょっとお伺いしたいんですが、いよいよ工事も進みまして、来年開校予定とい うこ

とでありますが、私どもの議員控室から南平高校用地の現場を眺めてみますと、南平の丘陵地

帯、緑豊かな丘陵地帯に、のり面には防壁工事といいますか、三つ、われわれの部屋からは二

つしか見えませんが、三つ生々しく緑を伐採して、生々しい傷跡を何か見せているような感じ

がするわけであります。緑と清流を守ろうという市の基本姿勢があるわけですけれども、これ

は、今さらどうのこうの言っても始まりませんけれども、もう少し妥当な用地が平たん地があ

ったんではなし可かな、あんなに生々しいほど緑を削り地肌を出したような感じの防壁工事であ

りますけれども、日野市内に何か大きな三つのつめあとを残したような感じをしたわけであり

ますが、あののり面、あのままの状況で終わらせるのか、何か対策を考えていらっしゃるのか。

あの生々しさを出しただけで終わってしまうのか、その辺ちょっとお伺いしたいと思うんです

が。

ればよかったんですが、最後にもう 1点、収入役にお伺いいたしますが、市役所の出納業務で

ありますけれども、日野市には、指定金融機関があります。税金などそういったものは口座に

振り込まれる。また、支払いはそれを通じて行われる、というふうな業務になっているかと思

うんですが、そうしますと市役所の金庫といいますか、そこには現金があるという状況が余り

ないんではなし、かなというふうに思うんですが、その辺、どのような数字だけ収入役に報告が

されるような形になっているのか、ちょっとお伺いしたいなと思うんですが、心、かがでしょう

か。

。議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 私の方からお答え申し上げたいと思います。

御指摘のように、七生の多摩の横山と言われています貴重なところを、前々から砂利採取と

いうふうなことで、荒廃しているところでございますけれども、そこを利用してまいるという

状況の中で、どうしても 30度という斜面をああいう形で保護しまして、学校用地をっくり出

していく、こういう状態になるわけでございますけれども、これは学校用地だけではなしに、

もともとあの砂利採取 しました荒廃 したところを、 基本的に造成工事をする、災害防止をする、

こういう状況の中からも必要なわけでございます。御指摘のような、今のところ傷跡、に見える

わけでございます。こののり面につきましては、芝張り、あるいは現在見えるところが 6段目

と5段目とこうのり面が小段を経まして、傾斜になりまして、 しま模様でのり面がつくられて

おるわけでございますけれども、小段につきましては、背の低い木を植え、それから斜面につ

きましては、芝張りというふうな工夫をいた しまして、 緑を回復していきたい、そういうふう

に考えておるわけでございます。御指摘の面につきましては、そういう形で緑を回復し、緩和

0議長(高橋通夫君) 収入役。

。収入役(加藤一郎君) 御質問にお答え申し上げます。

現在の現金の保管と申しますか、これにつきましては、すべて指定金融機関、ここを通しま

すので、収入役としての現金は、つり銭、若干ございます。これは金額で申し上げますと、 90

万ほどでございますけれど、これだけを収入役が保管している。その他資金前渡等におきまし

て、各課長さんに支出したものがございます。そういった額につきまして、保管の場所がござ

いませんので、そこへ一時預かってしぺ、という形もございます。その額等は、収入役は具体

的に数字は承知はしていないわけでございます。ただ保管をしているということでございます。

以上です。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

収入役も御存じかと思いますが、ある地方自治体では、収入役

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

一つ一つの質問でまことに申しわけありません。一括で質問す

を廃止したとい うところがあるわけです。これは、行政改革のことで、私も 6月議会でちょっ

とやりましたけれども、そういういろんな行政機構の見直しという中で、こういう話をすると、

いわゆる市長、助役、収入役、三役がいなきゃひな壇が何ともおさまらない、というふうない

ままでの慣例がありますから、今、図らずも笑いが出たように、 若干唐突なことを申し上げて

いるように思えるかもしれませんけれども、現実には、 しかしそれを廃止した自治体があるわ

けです。そこでは、監査担当というのを置いて、毎日チェックして助役に報告しているという

ことであります。そういったことも現実には、行われ始めてきているということでありますの

で、収入役は、毎日いろんな役割で忙しいということで、充実されているとは思いますけれど

も、体制し可かんによっては、そういったことも可能ではないか、というふうな面も考えられる

ような時代になってきたと思うわけなんです。そういう点についてはどうでしょうか。これか

していきたいこういう考えでございます。
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らの流れだと思いますけれども、現実にそういったことを担当されておりまして、御自分がい

ま収入役であるとかなんとか別にしまして、こういう収入役を廃止した自治体があるというこ

とを踏まえて、どのような感想を持たれるか、お伺いしたいと思います。収入役が答えなけれ

ば、また市長でも結構でございます。市長の立場で答弁されても結構でございます。

0議長(高橋通夫君) 収入役。

0議長(高橋通夫君) 収入役。

0収入役(加藤一郎君) 監査委員という ことでお話がございました。監査委員は、御

承知のように監査委員ですね。いろいろお話がございましたけれど、現在の先ほども言いまし

たけれど、現在の中におきましては、余りそういういわゆる収入役というような役は、必要で

あるというふうに考えております。

0収 入役 (加藤一郎君 ) ただいま収入役の廃止論といいますか、こういったことがあ 。議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

収入役を何か個人的に責めるような形ですので、また、受けとったわけでございますけれど、廃止したところということは、私、初めてどこかというと、そ

ういったあれは聞いてないわけですけれど、伺ったわけです。ただそういう論議が監査委員会、

全国の監査委員会ですか、そういった中で、論議されているということは伺っております。し

かしながら、現在の収入役の立場といいますか、やはり自治法上決められているわけで、いわ

ゆる現金の出納保管、この出し入れ、実際には指定金融機関にその実際の実務的なものを行っ

ているとしても、責任といいますか、これをやはりいわゆる市長との分離の中で、行われてい

るという責任、こういったものは明確にされているわけでございますので、私としては、いま

すぐそれを実施するとか、廃止、そういうことは、いま少しこれは、検討しなければならない

んではないか、というふうに考えております。

0議長 (高橋 通 夫 君 )

04番(小山良悟君 )

小山良悟君。

これは、現実に愛知県であったわけです。いま、収入役が言わ

め方が、何か収入役をなくせというのはどうの、というふうに収入役は言っているので、私は、

そういう意味で申し上げているんじゃないですが、一つの考え方として、行政改革、それはも

ちろん後の方で議員の数を減らすのが先だとかいうふうな声もありますけれども、いろいろな

角度から改善できるものは、やっぱり勇気を持って改善する、というやっぱり基本的な心構え

が必要だろうと思います。

そのことで申し上げたわけでありますから、収入役の役割をなくせなどという乱暴なことを

申し上げたわけでありませんので、それは念のためつけ加えておきますけれども、今後そうい

うことで、ひとつ行政改革を真剣に政府もまた日野市政も東京都も一生懸命取り組んでおりま

すので、日野市政もひとつ真剣に取り組んでいただきたい、ということを申し上げて質問を終

わります。

0議長 (高橋通夫君) 石坂勝雄君。れるように、自治省のそういう法律的なものがあるので、ということでありますけれど、私は、

その収入役の役割をなくせということを言っているわけじゃないわけです。収入役の役割を、

監査担当という形で、はっきり申し上げますと、収入役だとたとえば 50万払わなければいけ

ないけれど、監査担当なら 25万で済むとか、という極端なことを言うとそういうことになる

かと思うんですが、しかし、役割が十分に果たせるということであるならば、それはそれでい

いんじゃないか。収入役の役割がないというのは、これは、また問題ですよ。執行する側だけ

が、自由に金をあれするということじゃいけませんから、それは当然ですから、市長とか、助

役が兼務するというわけにはし可かないと思うんですね。私は収入役の役割までなくせという乱

暴なことを言 っているわけじゃなくて、現実に収入役の役割が、その監査担当ぐらいの役割で

済む状況になってきているんではなし、かな、というふうに思うんですが、御自身では、その点

についてはどう思いますかということをお伺いしたいわけであります。

028番 (石坂勝雄君 ) 市長の行政報告の中で、日野市福祉事業団の設立について、

公設民営だというモノレー jレ構想じゃないけれど、第三セクターのようなお話で、それだけな

ので、いま少し何というか、こういう発表をされるには、内容があるんではなかろうか、内容

のちょっと説明をしていただきたい。それから質問したいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) ただいま、今年度事業として建設を進めております。障害者

生きがい作業所と仮称しておる施設のことでありますが、この経営はどうすべきか、というこ

とに真剣に検討を行ってまいりました。この福祉事務所という観点からの障害者福祉行政は、

相当制度化していますから、もう型に一定の型があるわけでありますが、この障害者の福祉作

業所、あるいは生きがい施設ということになりますと、かなり未知の内容、あるいはこれから
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開発すべきいろいろな課題が伴ってくるというふうに予測をいたします。そこで、先ほど申し

述べました公設民営の、公設と申しましたが 公立民営の方式を適正に運用し、今後多様化す

る関係事業に取り組む機能性の確保、とこのようにごく抽象的に申し上げたところでございま

す。この機能性と申しますのは、障害者の場合は、非常にこのケースが多様、個々でもある面

がありますので、それらをなかなか画一的な行政組織だけでは対応しにくい、とこう思ってお

ります。 したがいまして、その委託することによって、あるいはすでに民間等で経験済みのこ

となどを採用することにあたりましても、役所方式よりも事業団方式がいい、こういう考え方

であります。また、東京都の指導もいただいておりますが、福祉の特に施設事業は、行政が直

営することは、いろいろな面で硬直性が伴いがちなので、応用のきく法人格を持った団体をつ

くって、そうして正確に国の制度の中の施策に当てはめながら、運用することが適当である、

このような指導もいただきましたものですから、既存の団体といいますか、そういうところを

あれこれ探してみました。結局、 日野市で行います事業ですから、日野市自身の行政の組織機

構の中で、 しかも運用の妙味のある方法がよろしいんではないか、こういう考え方でございま

す。したがいまして、今までいずれ条例化をする必要もございますし、今回の予算の中に、ほ

んの少額ではありますが、科目存置的な予算計上もさせていただいております。理事会の体制

をつくらなければなりません。そして、それに伴って定款を定めなければなりません。それら

のことにつきまして、職員も当面 10名前後の専門職、つまり専門職といいますか、経験者、

1 0年以上の経験者ということだそうでありますが、そういう人員の採用もしなければなりま

せん。その際に、なかなか定数の中で、計らうことも困難でありますし、定数増はできるだけ

避けたい。人件費は、そのために節減されるということではありません。日野市職員相当の給

与にしなきゃなりませんが、それにしましても、第三セクターというような考えではなくて、

とにかく民間的な活力の伴う経営をすべきだ、こういう考え方でございます。市長が理事長を

担当いそれから、市の関係部長でありますが、これらが大多数理事に参加し、 議会からも理

事に入っていただしそして、監査機能を日野市の監査委員にお願いをする。こういうような

形で運営をさせていただきた(，.)0 このようなことを今素案としてまとめつつございます。なお、

具体的なことは、 もう少し担当の方からお答えできると思っております。

。議長 (高橋通夫君 ) 石坂勝雄君O

029番 (石坂勝雄君) この今社会福祉事業団設立の費用という形で、 1万円になっ
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ているのは、そうですね。それで、ただ私障害的なものが中心になるんですか。その点が 1点

と、それから、いつもいろんな社会の中で叫ばれている高齢者社会に入っていく中で、いま、

日野では高齢者事業団はできているんですが、 9月の 4日から読売新聞にずっと連載で老後の

新事情というような形の中で、 6日間出ているのを私も読んでいるんですが、武蔵野でとらえ

ている問題、これは大体障害的なことが中心ですか。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) その点落としておりました。当初といいますか、当面障害者

施設をつくりますので、それの経営をいずこに実体を置くか、ということから、考え方が進ん

だわけでありますが、特に福祉事業団という広範な呼び方をすることによって、今後の社会福

祉的な事業、これらも広く行われる。そういう組織にすることが適当ではないか、このように

考えまして、福祉事業団という名前に、仮称ではございますけれども、そういう考え方で臨ん

でおります。

0議長(高橋通夫君) 飯山茂志

01 5番(飯山 茂君) 私は、市営住宅のことでお聞きしたいんですが、一団地とい

うことでございますけれども、今、一番橋を渡ってすぐ左へ入るところ、それから、要するに

取り入れ口といいますか、通路といいますか、進入路、私前回のときにも、一番橋と高幡橋の

間へ橋をかけたらどうだなんていうこともちょっとお話 ししたことがあるんですが、進入路に

ついては、どういうようなお考えなんでし ょうか、ち ょっ とお聞きしたいんですが。

0議長(高橋通夫君 ) 建設部長。

。建設部長(中村亮助君) お答え申し上げます。

確かに現状の川原付の周辺の道路状況を見ますと、京王線に沿いまして、南平 20号線とい

う道路がございます。これは 4メーターの道路でございまして、これをかつては 6メーターに

するという一つの条件もございました。しかし、なかなか移転補償だとか、そういう問題で非

常にむずかしい問題もございますし、当面、今申し上げた 20号線から、今回さらに当初予算

でお願いしてございますけれども、市営住宅側に 20号線からつなぎます約64メーターほど

の距離ですけれども、幅は、これは一応 6メーターでございます。これの用地交渉が進んでお

りまして、これについての築造が本年度中にはできるという予定になっておりまして、そうい

う中で、現在の周辺道路からの団地内への接続ということについては、そういう具体的な考え
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方が一つございます。それから、今御質問の中にございました、 一番橋を渡り して、すぐ堤

防沿いに来る道路がございますけれども、 これは、 いわゆる建設省の用地でございまして、堤

防管理道路として、位置づけられておりますので、性格的には、市道として管理 しております

けれども、これを拡幅したり、改良するということは、非常にむずかしい問題がございます。

そういう点で、当面、先ほど市長が御報告申し上げましたように、都市計画法によるところの

一団地の開発で、 250戸ぐらいの計画を、今後数年次の計画の中で、 具体的にしていこう、

こういうふうになっておりまして、東京都の立川にございます多摩西部建築指導事務所、これ

とも折衝しておりまして、周辺のいわゆる市街化図を書きなさい。そういう中で、東京都もそ

れに対して指導していきましょう、こういうふうに言っております。

そういう中で、可能な限り、今後周辺の道路については整備をしていきたい、というふうに

考えておりますけれども、当面、やはり建築の中で必要になってきますのは、現在ある団地の

中の周辺道路を含めまして、団地内の整備をする、こういうことによって、建てかえが可能に

なる、という可能性が出てまいりますので、まずそれをやりまして、それから、先ほど申し上

げた具体的な一つの市道、仮称 34号線と呼びたいと思っておりますけれども、今回、明日 の

議案上程の中にも、市道認定の議案をお願いしてございますけれども、そういう具体的な取り

組みをしながら整備をしていきたい、というふうに、いまのところは考えております。

のことは。ですけれども、それをぜひ、ひとつやっていただきたいとい うこ とを要望しておき

ます。

0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎) 日野台二丁目の自治会の方たちから、日野警察の方にこうい

うような要望が出ておると思うんですけれども、八王子と日野を結んでいるバイパスですか、

そのところの沿道対策について、日野警察ま たは私は、この役所の方にも要望 してございます

けれども、この 20号の差しかかった、バイパスから、そのところの交差する場所の右折禁止、

これを改良していただきたいということを日野警察の方にも要望しております。また、役所の

方にも要望しておりますけれども、それが何か日野警察の方では、この交差のと ころで何か調

査をするというようなことをちょっと聞いておったんですけれども、その調査は、どこから出

たものはわかりませんけれども、 9月の 24日に調査するということが、この文書に来ている

わけなんですけれども、または 8月の 24日ごろに日野警察の方では調査いたします、という

ことをお聞きしておったんですけれども、これが、どちらの方が本当なのか、ちょっとお聞き

させていただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 建設部長。

0議長(高橋通夫君)

01 5番 (飯山茂君)

飯山茂君。

大変むずかしいことだろうと思うんですけれども、これは要

0建設部長(中村亮助君) それでは、お答え申し上げます。

先般、たしか前回の定例会のときにも一般質問の中で、関連して御質問があったと思います

けれと、も、かねて三小からおりてまいりまして、しわゆる東京都が築造しました道路が、国道 20号線

とクロスをいたしまして、日野駅の方へ下るわけですけれども、その坂の途中からいわゆる右

折できるような方向がとれないだろうか、ということで、地元の住民の方から街}要望があると

いうふうには聞いておりますし、また、藤林議員さんも大変熱心に地元の関係も含めまして、

日野警察署との折衝を進めておる、というふうにはお聞きしております。そういう中で、私ど

もの方も市道と接するということですから、単に国道のいわゆる八王子にございます相武国道

工事事務所だけの問題ではなくて、市道管理者としての問題があるわけでございます。そうい

う中で、やはり交通安全対策という面で、地元の利益になるようなそういう規制の方向がとれ

れば、それにのっとった改良をしていく、というような立場に立っておるわけでございますけ

れども、何分にもあそこは御存じのように、国道 20号線、特に朝晩のラッシュ、上下線とも

非常な渋滞をいたしております。そういう中で、あそこに信号がございますので、その信号と

望として、 先ほど市長のお話の中にありましたように、予算ということがございますけれども、

市営住宅へ入るというのは、非常に入居基準というのが高いというんですか、そういうところ

で、あの川原付ができたときには、かなり日野自動車の社員もおりました。おかげさまで日野

自動車の社員も、給料をど うやら蓄えながら、長いことお世話になりましたということで、い

ま、ほとんどというくらい、あの市営住宅からは出ていっております。

そういうことで、やはり入居基準を低く定めて、この次 250戸を建てるというときに、で

きるだけ入れるような形で、なかなかむずかしい問題でしょうけれども、市としても考えてい

ただきたい。何か話をすると、都営住宅の規定があるからだめだと、こういうことですけれど

も、せっかく森田市長がお建てになるんですから、私は、そういう面では、日野市のやっぱり

日野市だけの条例をつくるとか、そういう形で、入居基準なかなかむずかしいと思います、こ
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の兼ね合いなどにつきましては、当然、これは道路管理者という ことではなく て、 交通管理と

してα也元の日野警察の意向とし、うも劫えかなり重大に反映してくるわけでござし法す。そうし、う面で、

日野警察署の方でも独自に調査をなさって、あそこの交差の伏況、あるL可は車G重行状況、こうしづも劫ま

どうし可うふうになっているんだろうかとし可うことで、今朝]質問の中にござし、ました8月の24日とし 1うお話で

ございましたけれと、も、たしか8月の末ごろ20日以降でしたか、私どもの方も立ち会いをするというふう

なことで、日野警察署のあ盈担当の係官とそれから本庁の方からも、完直担当の係官が参りまして、私ど

もの方の交通安全対策担当の管理課の職員なども一緒に参りまして、あそこを 1時間半ほど一

応実態の状況を見たわけでございます。そういう中で、必要ならば右折を今後できるような形

で改良してし可かなくちゃならないというこ とになるわけですけれども、それには、やはりあの

交差点のやはり改良が必要になってきます。右折できるような方向で事故のないような、そう

いう安全な改良が必要になってきます。それについては、国道工事事務所の国道の関係ですか

ら、当然八王子にございます建設省の相武国道工事事務所管理 1課が担当しておりますけれど

も、ここが一応いろんな面で出てくるわけです。そこの関係でやはり地元の道路交通上の問題

として、日野警察署は、どう考えているのか。これについて一応市の方でも警察署の方と連絡

を取りながら、その辺の考え方をまとめてほしいというふうな話もございました。そういう中

で、実際に実態調査が行われたということでございまして、その結果につきましては、まだ私

どもの方も警察署の方から連絡を受けておりません。どういう結果が出るか、それによって文

書で建設省の方に改良方の要請を していきたし¥こういうふうに思っております。今後の進展

状況につきましては、そういう中で、やはり市の一昔日負担金の問題などもあるいは出てくるかも

しれませんけれども、そういう問題を含めまして、一応地元の要望ということで、建設省、そ

れから日野警察署、それから市と三者で今後やはり協議を進めていきながら、対策を講じてい

きたい、というふうには思っております。

0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) 今の説明を聞きまして、大体了解いたしました。ところ

が、これは私、文書を先ほど申し上げましたね。 9月の 24日じゃなしに 8月の 24日にもう

終わったということですね、その調査。その文書によりますと、 9月の 24日金曜日となって

おります。それをもう今部長の話では、 8月の 24日に調査が行われたということです。そう

すると、何ですか、 9月の 24日というのは書き間違いですか、これは。書き間違いになって
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いるわけですね。これは、間違いなら間違いでよろしいんですがね。こういうものを間違って

書いて出して前後私の方としてはわからなくなってしまうということでお尋ねしているわけな

んです。これは、間違いだったら間違いでよろしいと思います。先ほど、部長は、調査を終わ

ったということで、そして、その調査の結果は、まだ聞いておりませんという回答のようでご

ざいますけれども、できるならこの建設省国道 1課というんですか、こちらの方に一日も早く

日野警察と、市当局と話し合いを行っていただきまして、まとめていただいて、国道 1課にそ

の旨を伝えていただければ、国道としては、地元の要請があれば、話し合いに応じてやってい

かなきゃし可かんということを私も聞いておりますので、その辺を私聞いておりますものですか

ら、それをもう一度はっきりと答えていただけないでしょうか。

。議長(高橋通夫君) 建設部長。

。建設部長(中村亮助君) 先ほどのお答えの中で、調査を実施したという話を申し上

げたんですけれども、その結果については、まだ私どもも聞いてないということは事実でござ

います。それからちょっと日がいつ実施したかという日がはっきりしないですけれども、警察

署の方で実態調査をしたわけです。それに対して市の方でも立ち会ってほしいという要請があ

って、立ち会ったということです。それは1回のことでございます。その後に、日野警察の方

でさらに独自に調査をした、ということについては、私の方は存じておりません。したがって、

私どもの方で存じておる範囲内というのは、 1回の実態調査が行われた、ということです。で、

その 1回の実態調査だけでは不十分だから、さらに警察署の方で、その後にもう一度実態調査

をしたという事実があるならば、それはまた確かめてみたいと思いますけれども、その辺の確

認は、今しておりません。

それから、今御要望のございました、建設省の方に対する要望につきましては、御指摘のよ

うにしたいと思っております。ただ建設省の方では、国道工事だけじゃなくて、先ほども申し

上げましたように、市道との絡みがございますので、それを管理しておる、日野市のいわゆる

道路管理者の意見、それから、交通規制なり、交通対策を担当しております日野署の意見、こ

れも十分反映したような形の中で、意見を聞きたい、こういうふうに言っておるわけなので、

それらを織り込んだ要望書を出したい、ということでございますので、先ほど申し上げました

ように、さらに警察署の意向も確かめまして、その上で判断をし、そして要望書を出していき

たい、というふうに今後の取り組みとして、考えているということでございます。
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0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) 今の説明で、部長さんの方は私了解いた しました。できる

だけ早く解決をつけていただきたいと思います。要望しておきます。

それから、 もう 1点でございますけれども、実は、 9月の 5日でございましたけれども、市

長さんが私の方の自治会の会館で対話集会を行いまして、その中で、非常に私、またはほかの

議員さんが私道について質問なり一般質問行われております中で、対話集会の中で、実は、市

民の意見というんですか、要望というんですか、質問ですね、その中で、市長さんが、私道の

今までは幅員 4メーターなければ、認めない、買い上げはしない、移管も認めないという こと

でございましたけれども、何かこの間の市民の中で、市長さんが、 4メーターなくてもセッ ト

パックしていただきまして、 4メーターにする場合、買い上げをしていこうではないか、とい

うようなことをちょっと漏らしたわけなんですけれども、そこで市民の方たちが非常に喜んで

おります。そういうことが、本当であるのか、ということを担当の方に聞きましたところ、担

当の方は、それは間違いじゃないか、あくまでも 4メーターなければ移管は、ということです

ね、おっしゃっているんです。そして、もう 1点は、私道の中に、水道ですか、個人個人でい

ま現在引いている、それが水圧がなくて時々水が通ってこない、出ないというような中から、

市長さんも質問の中で、回答は、それもできるだけやっていきましょう、というようなことを

ちょっと回答したわけですね。それで私もこれは大変なことになったなと思っておったんです

が、その場は、そのままでおいておきました。そして後、その市民の方だけは、 1回市長さん

にもう一度確かめに参りたい、こういうようなことをおっしゃっておりますけれども、これは、

私の方で来ても大変なことになるからということでとめておりますけれども、一度市長さんの

返事をはっきりと聞いて、その上で市民の方々と話し合いしていきたいと思うんですが、それ

をひとつよろしくお願いします。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) 先般、緑ケ丘自治会館におきまして、対話集会を行わせてい

ただきました。その際に出席をされた第三小学校の多分北側だと思うんですが、その地域の住

民の方から、今のお話がありまして、つまり私道の今取り組んでおります原則、それから、水

道の場合は、 1日にとぎれる場合があるというふうに聞きましたので、水道がとぎれていいと

いうことは絶対にありませんので、改善を早速調査をして改善することを指示いたします。と
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いうことを当然、の答えとして行いました。その水道の方は、後で聞きますと、連合管らしいと

いうことでありますので、それなりのすでに連合管を用いている方が、私道ですから、多分連

合管だろうと思うんですが、 数が多 くなればなるほど水圧は下がるわけでありますし、そのた

めに一方が、水をたくさん取る場合には、 一方に出ない部分が出る、こういうことがあ るわけ

ですが、連合管にいたしましても、要する に水道がとぎれて、そして使うときに役立たないと

いうことでは、これは済まないことでありますから、それなりの連合管であろうと、それなり

のまた対応策はあると思いますから、それでいいと思っております。そ のこと は、水道部にす

でに伝えられて、一定の調査を行い、対応策を今検討しておる、このように承知しております。

それから、私道のいわゆる整備に伴いまして、一連することなんですが、今御承知のとおり、

大和田 1号線、昨年来そのかなり必要な私道の状況を改善をする必要がありますので、その対

応といたしまして、赤道のつまり 4メーターに満たない部分も、適当な価格設定によって、や

っぱり有償で求めるということにしないと、なかなか解決しないので、そのことに一歩踏み切

りますということは、議会にも御了承をいただいておるというふうに思っております。それと

同じケースにないし、あるいは近いだろうという気持ちでその整備のことについて、場合によ

りますと、有償で譲ってもらえるならば、整備が大変しよくなるというふうにお答えをした

ところであります。原則はそれでいいんですが、その場の実態がどのような状況であるか、正

確に把握をし、また、それに対する対応をやらなければなりませんから、そのことについても

誠意を持って取り組んでいこうということであります。

藤林議員さんが、地元でよくその状況を御存じであるがために、今のこの私道等に臨んでお

る原則では、あるいはそれは適合できない性質だ、と思われているかもしれませんが、なるべ

くその前向きにやっぱり解決をしていくということが、市民の期待にこたえることにもなりま

すので、ケ ースパイケースのことはありましょうけれど、その意思が、地元にしっかりあれば、

やっぱりそれにおこたえをする。有償で、もちろん有償というのは、一定の割引率が伴うわけ

でありますが、それでやらせていただきたし¥このように考えております。よろしいでしょう

か、こういうことで。

0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

020番 (藤林理一郎君) いい答弁をいただきまして、なんですね、それは市長、

どの場所でも今の市長が言われた考え方でいいわけですね。間違いないんですね。
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0議長(高橋通夫君〉 市長。

。市長(森田喜美男君) その点なんですが、どの場所にでもということには、当然、用

途の高い道路であること。それから、その他公道化するために起点、終点が公道に接している

とか、当然の原員Ijはあるわけでありますから、どれでもいいというふうには言えませんけれど

なるべく適合できるように努力をしよう、こういう考え方でございます。

0議長(高橋通夫君〉 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) そうしますと、建設部長に今の市長が言われたことについ

て、そして、私この問、部長にお聞きしましたように、それと話がちょっと違うんですが

ね、その辺はどうなんですか。お互いにやっぱり話し合いは通じて、そのようなことでよろし

いんですか。

ましょう、 こういうことでございます。したがって、 1.8メーターから 4メーターにするため

には、 2.2メータ一足りないわけですね、こ の分については、現況が農地だとか、あるいは遊

休地だとか、あるいはまた家を建てるために道路に面したセットパックをしたところもござい

ます。それから、開発行為によりま して、いわゆる位置指定がなされたところもございます。

こんなふうな大ざっぱに申し上げて、その用地なり、土地の買収の対象になるものは、 3種類

ほど大ざっぱに分けて言えると思うんですけれども、いずれにいたしましても、そういう用地

を 4メーターにするために買収をしていくんだ、そして、道路改良整備をしていくんだ、とい

うのが一つでございます。それから、もう一つは、後段の私道の取り扱いの問題です。この私

道の取り扱いにつきましては、御存じのように、市道認定の基準がございます。この基準に当

てはまらないものにつきましては、これは市道にできません。したがって、まず一番ネックに

なりますのが、幅員が 4メーターないということ、一部幅員が 4メーターに満たないところが

あるわけです。たとえばあるお宅のブロックの塀が多少道路側に出ておりまして、その部分で

4メーターの幅員が保てないというふうな例もございます。それから、もう一つの条件という

のは、その私道が、公道から公道につながっておりまして、そして、 しかもその地域の生活道

路として、非常に利用度の高いというふうな条件もございます。これらが市道に認定をするた

めのもいわゆる私道から市道に認定するための条件でございます。その私道を市道にするため

の条件として、そういういろんな構造的なものがございますけれども、それでは、地益権とい

うか、土地はどうなるのかということになりますと、これは、あくまでも私道を公道にする場

それと、水道部長にもちょっとお聞きをしますけれども、先ほどお開きしましたら、そうい

うことは絶対にあり得ない、こういうことを申しておりましたね。間違いないと思いますが、

私それを聞いておりますけれど、その辺のところはどうなんですか、やっぱり市長なんかと話

が通じているわけですか。

。議長(高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは、私の方からただいま御質問ございました第 1点

目の関係につきまして、お答え申し上げます。

取り組み姿勢としては、市長が申し上げたとおりでございます。ただ、取り扱い上の問題と

して、 混同しないように御理解をいただきたいと思うんですけれども、まずその点を先に申し

上げておきますけれども、現状がどうなのかという道路、そのとらえ方が一つございます。一

つは、公道になっているということです。それから、もう一つは、まだ私道であるということ、

この区別によ って扱いが変わってまいります。その辺のことをまず前提といたしまして、公道

である場合には、公道であって現在まだ 4メーターの幅員に満たない。これが先ほど市長がケ

ースとして申し上げた、ごく最近これから取り組まなければならない具体的に計画をいたして

おります、大和田中 1号線の例がございます。これは公道でございます。市道になっておるわ

けです。そして、 4メーターに、約1.8メーターしか幅員がございませんので、これを 4メー

ターに拡幅するためには、用地買収が必要になってまいります。その用地買収については、今

後は 4メーターまでは寄付という取扱基準を前向きに取り組みということで、一応買収でいき

合には、寄付行為でやっていただしということについては、変わりがございません。そうい

う中で、いろいろ誤解なりがあると困るわけですから、扱いとしては、私道の扱い、それにつ

きましては、そういう形でいこうという基準がちゃんとございますので、それを崩すわけには

いきませんので、今後ともその基準を守っていきたいというふうに考えております。

0議長(高橋通夫君) 水道部長。

0水道部長(永原照雄君) 御答弁申し上げます。

市長がおっしゃいましたように、確かに 5日の日に市民対話集会が開かれまして、 6日の目、

私の方に直ちに連絡がございました。早速水の圧が少なくて水の出が悪いということでござい

ますので、調査をさせました。これは、私道でございまして、入っている管は連合管でござい

ます。今の藤林議員さんがお聞き取りになったのと私の取り方が違ったのかと思うんでござい

A
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ますけれども、市長は、このようにおっしゃったと私は取ったわけでございます。連合管であ

っても水の出が悪いということは、あってはならないはずである。これについて、水道部に調

査を命じた、ということでおっしゃったと思います。これを都の水道を入れます、というよう

なことは、おっしゃってなかったというぐあいに私は取っているんでございますけれども、そ

ういうことでございます。

0議長(高橋通夫君) 藤林理一郎君。

020番(藤林理一郎君) 何かちょっと私理解に苦しむんですけれども、市長さんが

対話集会で話ししたことと実は、私の方は聞き間違い じゃないと思うんですが、ここで余り時

間をとっても悪いと思心、ますので、テープがとられてありますから、そのテープを公開してい

ただきまして、お互いに了解を得るということになれば、一番いいんじゃなし、かなと思うんで

すが、それは相談室にありますよ、テープは。それを持ってきて聞かせていただければ、市長

さんも理解できると思うし、私も理解できると思います。どうもこの私の聞いたことと、市長

が今答弁なされているのと多少の食い違いがあると思うんですよ。このままでお互いにわかっ

たやらわからないような形でなにしたんじゃ、どうかなと思うんです。

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) 何といいますか、この交渉とか、協定の中で、言い分の理解

の食い違いというふうなことではないはずでありますからもなるべく善意に、要するに市民生

活に支障をなるべく少なくするということが、前提だと思っておりますし、したがって公道化

が成り立てば、公道化は、つまり寄付してもらうことから始まる、公道化されれば、水道もま

た公共水道が入れられる。こういう順序ですから、一つのきっかけだと思いますから、ぜひそ

のように地元にも御協力をいただしこういうことで、両方が解決できれば大変幸いだ、こう

思いますから、私もまだ現地を歩いたわけではありませんので、よくつまびらかにして、そう

して、可能な解決を探したい、このように思いますので、そのようにひとつまた御指導をお願

いいたします。

0議長(高橋通夫君) 夏井明男君。

016番(夏井明男君) 第 1点お尋ねいたします。市内循環パスが、一部そうし、う

ことで、日野の駅から豊田の駅まで始まったわけですけれども、始められてから、現在までの

総利用者数は.どのくらいに上っているのか、第 1点お尋ねしたいと思います。
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第 2点として、老人いこいの家ということで、 しの木荘が近く開設になるわけですけれど

も、将来の利用者数をどのくらいに見込んでおられるのか、お尋ねしたいと思います。

第 3点としまして、国の方の新聞報道によりますと、国の方で学校給食のあり方について、

さまざまな検討がなされているという報道がございます。具体的に申し上げれば、学校内での

給食から集中化方式的なことを考えているというような報道もあるわけですけれども、その辺

どのように受けとめられておられるのか、お尋ねをしたいと思います。

第 4点目としましては、いわゆる婦人問題協議会ということで、婦人問題についてのあり方

を精力的に進められてきたわけですけれども、また、日野の婦人の方の意識調査ということも

されて、実際にアンケート調査をされ、報告書も出ているわけですけれども、その後の見通し

がよくわかりません。将来いつごろに具体的な答申、さらには要綱に基づいたものができるの

か、その辺の見通しをお尋ねしたいと思います。

第 5点目としましては、これは市民の方からも、何人かの市民の方から、尋ねられている問

題ですが、市民プールは将来どうなるのかということであります。前からのお話ですと駒形公

園の近くの方に市民プールを移設をしてやるというお話ですが、現時点での見通しはどうなの

か、その点をお尋ねしたいと思います。

さらに、 6点目としましては、いわゆる健康生活センターといいますか、旧市役所の跡地に

健康関係のセンタ一、さらには消費生活情報センターといいますか、そのようなものの構想が

おおわく定められつつあると言われておりますけれども、この日野市の議会におきましでも、

この構想に向けては、何人かの議員がこの構想は、こうあるべきだというふうに質問されてい

るように記憶しております。現在、大綱も整っているようでございますので、どのような構想

に立たれているのか、ぜひお知らせ願いたいと思います。

さらに、この件もぜひ今回行政報告であるかと期待した点でありますが、最後の点でありま

すが、豊田駅の南口の再開発の件であります。しばしば新聞にも載りまして、かなり具体的な

私の感じでは、急速な展開をしているんだなというふうに認識しているわけですけれども、こ

の近くに住んでいる方からも再三家の建てかえに関連して、家を建てていいんだろうかどうか

ということを聞かれておりますので、ぜひこの点もお尋ねしたいと思います。以上です。

O議長(高橋通夫君 〉 関係部長の答弁を求めます。企画財政部長。

0企画財政部長〈前田雅夫君) お答えいたします。
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第 1点目の市役所線の利用者の状況でございますけれども、手元に資料がございませんので、

後刻御報告申し上げます。

それから、 7番目の保健生活センターでございますけれども、ようやく庁内のプロジェクト

チームで、その答申の内容がまとまった段階でございます。近く印刷をしまして、皆さんにも

御報告したいというふうに考えております。

。議長(高橋通夫君〉 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 老人いこいの家の開設と利用者をどのくらいに見込んでい

るか、という御質問でございますけれども、老人いこいの家の開設につきましては、 9月の15

日の老人の日を開設式に選んでお披露目をしたいとい うぐあいに考えておると ころでござい ま

す。そして、利用者は、 1 0月1日から募集をいたしまして、供用開始は、 1 0月の半ばを予

定しております。

大体どのくらいを利用者として見込んでいるかという御質問でございますけれど も、大体 1

日お泊りの方を 19人ぐらい見込んでおります。月々 25日ぐらいの予定でおります。また、

短期利用が、もしもあいている部屋がありまして、短期利用ができるような場合には、その方

も大体 5人ぐ らいは予定をして、 予算を組んでおります。 25日ぐらいの利用で考えておりま

す。以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長長沢三郎君) 3番目の学校給食のあり方についてお答え申し上げます。

確かに今御質問のように、国の行政改革との絡みの中で、学校給食のセンター化と申します

か、集中化こういうものが話題に取り上げられていることは事実でございますけれど、 学校給

食という問題が、戦後非常に長い歴史を持っている。そういう中で、それぞれ学校給食会とい

うような組織等も設けられて対応している。また、センタ一化と申しましても、特に東京都の

場合等につきましては、センタ一用地の問題その他がございますし、必ず全部センターに切り

かえていくんだというような方式で問題が、今提起されているという状態ではない。現状の給

食のあり方について改革できる点を極力改革していく、こういう点で受けとめている。そんな

ような状況でございます。

O議長(高橋通夫君〉 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 4点目にお答えをさせていただきます。
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婦人問題協議会委員の選出でございますが、第 1期の委員さんの任期が切れてから空白が続

いております。最近になりまして、学識経験と、それから婦人センターを利用いたします友の

会と、その両者から推薦をいただくような形をとっておりますが、学識経験者の 5名につきま

しては、大方その人選が終わっておりまして、あと残された友の会からの推薦の委員さんの選

出を今後精力的にやっていきたいと思っております。委員さんが決まりますれば、婦人の行動

計画、そういったことにつきまして、いろいろ御協議をいただしそういう予定になっており

ます。

0議長(高橋通夫君) 教育次長。

。教育次長 (小山哲夫君 ) 第 5点目の市民プールのいわゆる移設の問題についての計

画の問題の御質問のお答えでございますけれども、市民プールにつきましては、御承知のとお

り、昭和 40年の8月に現在の浅川の河川敷を利用いたしまして、進めてきてい るわけでござ

いますけれども、たまたま昭和 57年度に至りまして、建設省の方で一番橋から高幡橋に至り

ます右岸、北側の堤防のいわゆる築堤工事を行いたいという計画がございまして、たまたまそ

の築堤工事によりますと、現在、市民プーノレの面積が約 6，000平米ございますけれども、そ

のうちの 720平米がこの築堤工事にかかるわけでございます。 したがいまして、建設省の方

といたしましては、この 720平米をどうしても削らなきゃならない、そういった意味で、市

民プールをそれに対応できるような形で移築をしてもらいたい、というこういう状況が出たわ

けでございます。そこで、先ほど夏井議員さんからもお話がございましたとおり、非常に現在

の市民プールの面積は狭いものですから、一時、その下流にございます駒形公園の方に移す、

というふうなことも必要ではなかろうかということで、市長部局の方の関係になりますので、

建謎Bの方の関係課とも協議したわけでございますけれども、これは、一つの都市公園になっ

ておりますいろんな関係がございますので、こちらの方の駒形公園の方に移設することについ

ては、不可能であるというふうな結論に達しましたので、 、したがいまして、市民プールの移設

につきましては、現時点におきましては、 6，000平米の中の削られた部分の中に、縮小した

中で、市民プールの改築計画を立てるということで、現在、これにつきましては、京浜国道事

務所の方が所管でございますので、折衝中でございます。

その案でいきますと、昭和 61年度がいわゆる築堤工事の最終年度に当たりますので、 6 0 

年度までの間に、いまの市民プールの面積の縮小された中でのフールの改築計画を図っていき
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たいということで、進めているわけでございます。現在のところ、建設省の方の考え方といた

しましては、 61年度の最終年度に一応築堤工事の改修計画があるわけでございますけれども、

国の方のいわゆるマイナスシーリングといいますか、予算が非常に厳しい中で、果たして 61 

年度に築堤工事の建設費を計上することが可能であるかどうか、ということもございますので、

これにつきましては、本年の 10月ごろまでの間に、その辺の建設省のいわゆる築堤工事の改

修の見通しにつきましての返事をいたします、ということになっておりますので、これらの建

設省の返答を待ちながら、今後の改修計画につきましては、市側の態度を決めていきたいとい

うふうに考えておるところでございます。以上でございます。

0議長(高橋通夫君〉 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) 私から最後の 7点目の豊田駅南の再開発の問題につ

きまして、お答え申し上げます。豊田駅の南口の再開発につきましては、昨年度予算をいただ

きまして、調査を行ったその結果として、 8月に新聞発表を行ったものでございます。この内

容等につきま しては、地域の自治会、 2自治会でございますが、そのほか商庖会あるいは商工

会の方々にこれから内容の説明等具体的に説明に入っていきたいということで、その辺につき

ましては、すでに御連絡をして、日取りの設定等図っておるところでございます。

今後、そういう中で、この地域の開発をどうしていくかということは、具体的に検討をして

いく予定でございますが、一方再開発以外に、南口の方の区画整理事業が現在進行してござい

ます。この 10月に東京都の都市計画審議会に、都市計画決定をお願いする ことで、現在準備

を進めておる段階でございます。これの事業の認可が、一応来年度早々に私どもは予定してご

ざいますので、この区画整理と再開発をドッキングしていくという構想で再開発事業も合わせ

考えているところでございますので、今後は、この事業が、両立し得るように地域の住民の方

々と、また、十分話し合ってし可かなければならない、というふうに考えておるところでござい

ます。最終的に両事業が、 ドッキングする時期でございますが、区画整理事業の仮換地を発表

する時期に当然再開発事業のめどをつけておかなければならないというふうに考えておるわけ

でございます。以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) 先ほど答弁を保留いたしました日野駅一豊田駅間の

パスの利用者の状況でございますけれども、 5月25日に調査をいたしました。豊田駅行きが

1日13 8人、日野駅行きが 150入、合計 288人でございます。

O議長(高橋通夫君〉 市川資信君。

01 9番(市川資信君) 1点お尋ねいたします。

助役が報告いたしました、日野地区高等学校用地造成と開校について、という件に関連いた

しまして、お聞きしたいと思います。 I風が吹けばおけ屋がもうかる jということわざがあり

ます。これはとんだところへとばっちりが来る、というふうに私は理解しております。まさに

そのことわざのとおりであって、まさか南平の都立高校が、潤徳小学校にこのようなとばっち

りが来るとは夢にも想像してなかったことで、今申し上げたわけであります。

まず 1点目に、 いつから潤徳vJ、学校を使用して、いつ明け渡すのか、という年限の見通し

についてお聞かせくださし可。

0議長(高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君)

ます。

おっしゃるとおり、小学校でございますので、高校の計画から見ますと、小学校としては、

助役。

南平の都立高校の件につきまして、お答え申し上げたいと思い

おっしゃるとおり、御迷惑な一つのとばっちりかと思うわけでございますけれども、一時のよ

うに片倉高校ができる、あるいは松ケ谷高校ができる、日野台高校ができるというふうな生徒

急増の時期を過ぎてきておるものでございますので、京王沿線に開校して間もない高校があれ

ば、それのあいている部分を利用しまして、仮開校ということになるわけでございますけれど

も、そういう時期を過ぎておるわけでございます。それで、 60年度に開校しますのは、東京

都全体を見ましても、中学校卒業生が最後まで急増しているこの 7学区の 71グループと、そ

れから、 6学区の方の葛飾ですか、の方に 1校、こういうふうな極めて急増しているところが、

局部所的なところに限られておるわけでございます。その中での対応でございますので、おっ

しゃることは、よくわかるわけでございますけれども、地域の中でのぜひとも御協力をいただ

かなきゃならない、こういうふうなことに相なるわけでございます。時期につきましては、高

校の用地の造成の関係もございまして、南平の用地に都立高校を建設始めますのは、来年の 1

月からというふうなことになろうかと思います。 10月ころから、用地の中での根切りとか、

いろんなことを始めまして、具体的な建設に一歩突っ込むという段階は、 1月ごろから東京都

が始めてまいるんじゃないだろうか、 という予定でございます。そういう中で、高校ができ上
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がりまして、当初の考え方の中では、夏にでき上がって 2学期から移転する、というふうな一

番ベターな方法でございますけれども、今の要するに校舎の建築の状態からまいりますと、 3

学期も末になるんではないだろうか、ということになりますと、潤徳小学校での仮開校という

お願いは、大体 1年間丸々お願いするというふうな状況になるんではないだろうか、このよう

に考えているわけでございます。

。，臼
つd

ですけれども、埜光灯を取りかえるとかあると思うんですが、その辺の対応等がとれる ような

仕組みにな っているのかどうかということと、グラウンドは、聞くところによると、 全農のグ

ラウンドをお借りする。 この全農も先般の議会で、ょうやくあ の地域に遊び場のないところに

確保でき たや さきに、また取り上げられてしまう。中には、御存じのよ うに、ゲートボール場

も、今まで子供広場を、幼ない子供たちが遊んでいた子供地区広場を使ってやっていたものを

よゃくあそこへ移れる、よかったなとお年寄りからも喜ばれているやさきに、またあそこを占

領されてしまうという結果になるわけです。その点等を含めた上で、ひとつ細かな構想、ある

いは抱負等がありましたら、お聞かせいただきたいと存じます。

0議長(高橋通夫君〉 助役。

0助役(赤松行雄君) 私からお答えしたいと思います。

し、ずれにしましても、潤徳小学校の学区としましては、市の方から、いろいろと都立高校に

かかわる問題として、 お願いをせざるを得ない事柄でございますけれども、来年の 4月に開校

します高校につきましては、 2 5学級という ことで、 初年度は、 8学級という考え方でござい

ます。 8クラ スということでござい ます。それで、潤徳小学校の方にお願い申し上げておりま

すのは、後で増築しまして、学校の同じ教室でございますけれども、後で増築しました別建て

の棟になっておるわけでこ・さ・います。一番4階は、図書館になっておるわけでこ・ざいます。けれども、図書

館分につきましては、特別な構えになっておりますので、そのまま学校で使ってし 1ただく、小学校の方で。

それで 1階、2階、3階の各2教室ずつの6教室を月iJ棟になっておりますので、高校生とLづお兄さん、そ

れから、小学生という弟と年歯拍守に大きな差がございますので、やはり月I腫てに区分できるような状況の方

がし'1(，'だろうということで、そこの 6教室をお願いしておるわけでございます。この 6教室の一

番下には、 2教室を学童クラブが使っておるわけでございますけれども、別棟の 6教室という

ことでございますので、やはり協力してもらうということで、すぐ隣接した旧教室の向い方の

方へ移ってもらう、こういうふうな状況の中でございます。

それから学校の方でも、やはり 6教室のうち何教室かは、い ろいろとほかの用途に使って

おるわけでございますけれども、全体的にやはり協力してもらうという状況が出てくるわけで

ございます。学校の方としましては、理科教室という特別教室と、音楽という特別教室、それ

から先生方とか、PTAの会議室というもの等は、 6教室をお借りしましても、二つの要する

に特別教室、それから集会室というもの等は、とれる状況のようでございます。それにしまし

-33一

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

01 9番 (市川資信君〉 丸々 1年間潤徳小学校の空き教室を利用する、地理的には大

変近いので、遠くのと ころへ行かれるよりはそれはベターであるとい うことは、私ども も理解

しないではないんですけれども、いずれにしましても、御存じのように、潤徳小学校というの

は、日野市内きつての長い間の過密校で有名で して、 第八小学校を分離し、百草台小学校を分

離し、程久保小学校、南平小学校、第八小学校、みんな分離して、こんな母体校という のは、

日野市内に例がないわけです。孫校までができ ているという学佼であります。長いそういう経

緯の中で、非常に先生等は苦労した、ようやくほっとでき たという やさきに、つい隣にあった

全農の学童クラブも学校の空き校舎の方に入ってもらって、聞くところによれば、 その学童

クラブも、またいまのあるところを追い出されて、先生の更衣室として使っている教室を利用

するんだというようなことも聞いております。先ほども全協の中で、いまの校長の心労という

んでしょうか、 3年間で 3人も亡くなるなんていうのは、異常だということを、私は、先ほど

指摘したわけですけれども、校長の苦労というのは、もう私は長L潤のPTAとか、いろしもとの

おつき合いで、まことに言葉に尽せない心労というものが重なり合って、 本当に体の弱い人で

は続かない重責だ、と思っており ます。

そこへこのようなまた降ってわいたよ うな都立高校の生徒の 1年ぐらいお預かりするという

ことでございますが、よほどそれなりの対応というものが必要ではなし、かと思うんです。具体

的に、当然ここに発表するからには、具体的なある程度の対応というものが、 しかるべきある

だろうと想定いたすわけですけれども、それをお聞かせいただきたい点が 1点と、それから、

やはり初めて入ってくる生徒も胸を躍らせて、希望に輝いて入ってくると ころが、潤徳小学校

の古い校舎へ入ってくる。ある意味では、心をそぐわれる点もないではないので、入ってくる

からには、それなりの対応というものもまた必要ではないか。たとえばペン キを塗り直すとか、

あるいは廊下の壊れているのを直すとか、窓の破損を直すとか、いろいろとあろ うとは思うん



ても、黒沢校長には、 大変な御迷惑をかけるわけでございますけれども、さっき申し上げまし

たような状況の中で、京王沿線に仮開校する適当な場所がございませんので、こういうお願い

をせざるを得ない。あるいは、東京都の教育庁の方からもぜひ貸してほしい、こういう要請が

来ておるわけでございます。学校の中のいろんな問題につきま して は、いろいろ御意見がござ

心、ましたような、やはり貸していただくからには、それなりの学校に対する対応も必要かと思

います。

まおっしゃられる面については、はっきりした条件として、話を進めていき たい、 こう 思って

おるわけでございます。いろいろとこれから正式化してまいりますので、地元の意見、あるい

はPTAの皆さんの意見等も十分徴して参考にしていき たいと思っております。何にしまして

も、御協力いただかなきゃ仮開校になりません。という状況下に置かれておりますので、何分

の御理解と協力をお願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君 〉 市川資信君。

01 9番(市川 資信君) いずれにしても、助役に対応等は、日野市のみならず東京都

との関連の部分の方がむ しろ 多いわけでありますから、よく 東京都と綿密なる相談というんで

しょうか、話し合いの上で、抜かりのない対応をお願いした心、。特にこの件につきまして、私

は、何人かの父母から言われておるということは、やはり小学校の校庭の中に、高校生が入っ

てくるという一つの不安を抱いている人が相当いるわけです。これは、当然のことでありまし

て、日野台高校ができたときに、大坂上中学とのいろいろと生じたトラフゃルの件等を想定して

みても、これは当然、の不安であって、黒沢校長がいかに しっかりしている校長といえども、 し

ょせん人間であります。それらの点についても、十分抜かりのないように、市としても行政指

導、あ るいは対応を図っていただきたい、という こと を強く要望しておきます。以上です。

それから、全農林のグラウンドでございましたけれども、 8，00 0平米ばかりあるわけでご

ざいます。これにつきましては、この 4月から地区広場として、地域のいろんなスポーツだと

か、ゲートボール等に使っていただいておるわけでございますけれども、今、申し上げたよう

な形で、やっと地についたという状況でございますけれども、 しばらくの問、共用とい う形で

使わせていただきたい、協力をお願いしたい、こういう状況でございます。それで、ゲー トボ

ールは、午前、高幡の御老人方が、福祉センタ 一等もあるものでございますので、毎日のよう

に土、日を除いてお使いのようでございます。そういう状況を見まして、高幡の福祉センター

の堤防沿いに、やはりゲートボールができる、要するに市営住宅敷地に続きまして、確保した

いということで、予算等もこの 9月にお願いしているわけでございます。それで、何とか代替

施設というものにしていきたい。それから、子供さんが、小学生が土曜日とか、日曜日、毎週

ということではございませんけれども、やはりキャッチボールだとか、ソフトボールだとかや

っておるわけなんです。これにつきましては、土、日でやられているようでございますので、

これにつきましても、やはり既得権益というか、あるいはスポーツというものに親しむという

ことは、非常に少年期には大事なことでございますので、なるべくそういう運動を中止しない

ような方途を講じていきたいし、共用していきた心、。東京都の教育委員会とも、そういう面で

は共用できるような余地を残して話し合っていきたし、。このように考えておるわけでございま

す。それ以外にも代替的な施設というものが、市の方で講じられれば、青少年のキャッチボー

ルだとか、何かについては考えていきたし¥という考え方を持っておるわけでございます。何

せまだ東京都の方では、 8クラスでございますので、全農のところに仮校舎を建てなきゃなら

ん、ということ等につきましては、まだ予算も折衝中でございますので、まだ正式には、日野

に仮開校をするんだ、ということは、正面切っては、内部は固まっておりますけれど、表に対

しては、まだ明らかに言っておりませんので、公式な形になれば、我々の方からも東京都に心、

0議長(高橋通夫君)

05番 (谷長一君)

谷長一君。

3点についてお伺いいたします。

この第 1点は、黒川下水道建設に関しまして、その他人の用地を侵犯している、ということ

でいま八王子の地裁で訴訟が行われているようですけれども、それらの経過と今後の見通しに

ついてお伺いいたします。これが第 1点です。

それから、第 2点は、第一中学校を見ますと、 4月以降夏休みに至るまで、過去におきまし

て、生徒の非行というのが、非常に目立っておりましたけれども、夏休みが一つのこの非行の

勝負どきだということで、その後どのようになっておるか。新聞紙上等を見ますと、 3分の 1

にもこの青少年の非行が低下しているようなことが書いてあります。非常にいい記事だと思っ

て、私も感心して読んだわけです。それで、日野市の現状ということで、 4月以降、 9月に至

るまでの刑法犯または補導等がどのような形で行われたかということをお伺いいたします。

それから、第 3点につきましては、この日野市営住宅の建てかえであります。現在 127世

帯が入居しておりまして、 2回の説明会が行われているわけです。それで 2回説明会が行われ
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ておりますが、大体賛否の空気というのはわかるのではな心、かと思いますので、どのような雰

囲気であるか、その点をお伺いいたします。以上です。

O議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、 1点目の黒川都市下水路の施工に絡みま

して、境界査定の点で、地元の墓地との境界が不明確であるということで、現在地元の方々、

特にお寺の住職の方から、訴訟が提起されております。 これは、主として国の土地の境界の問

題でございまして、市の方は、すでに境界査定が行われている地域の中に、これは水路、公有

地でございますが、その中に、都市下水路を埋設していったわけでございます。ただ、その境

界査定が、誤りであったという点で訴訟が起きてございますので、直接市には、現在は関係な

心、わけでございますが、関連上、当然市の方としても、裁判に現在訴訟が進行中でございます

ので、必ず担当課長が出席をしておるというのが現状でございます。これの主たる被告と申し

ますのは、国でございます。東京都の査定官が査定をしておる関係もありまして、東京都もか

らんでおります。そういうことで現在証拠書類等の提出等も終わり、いま、たしか 4回目の訴

訟が行われたところでございまして、今後、この各証人等の喚問も行った上で、最終的には結

審されていくということがあろうかと思心、ますが、この点につきましては、今後どのように進

んでいくかは、私ども現在聞いている範囲内では、定かでございません。したがいまして、今

後の訴訟の裁判の成り行きを見守ってし、く、ということで、お答えを申し上げておきます。以

上でございます。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 第 2点の、中学校の非行問題現況はどうか、という点につい

てお答え申し上げておきたいと思います。

谷 議員さんの方から御質問があったとおり、本年度に入りましてから中学生の校内暴力、

あるいは器物破壊というような、いわゆる非行関係の件数というものは、非常に落ちつきを見

せまして、毎月生活指導担当教諭の会合を持ちまして、各学校での取り組み、あるいは状況、

こういうものについて交換をしているわけでございますけれど、夏休み期間も含めまして、ほ

とんどの中学校で 校内暴力、あるいは器物破損、こういうような関係での暴力行為というも

のは、すっかり影を潜めているといっても過言ではないと思います。ただ幾つかの学校で、こ

れはごく限られた生徒でございますけれど シンナ一等の吸飲、こういう形で警察の方の補導

を受けているというケース、これもございますけれど、それらの問題につきましても、全体的

には非常によい方向に進んでいる。それから、長い夏休みを終えて新学期を迎えたわけですけ

れど、これも夏休み期間中の生活指導等につきましでも、各学校真剣に取り組んでいただきま

して、夏休み明けで生徒のそういうものが、またぶり返してきているというような傾向は聞い

ておりません。以上です。

O議長 (高橋通夫君) 総務部長。

。総務部長 (伊藤正吉君) 3点目の向川原団地の市営住宅の建てかえの説明会の雰

閤気についてお尋ねでございます。つきましては、 2回ほどやり ました。第 1回目については

役員の方を対象にやったわけです。それから、第 2回目につきましては、入居者全員をお呼び

しまして、説明会をしたわけでございます。非常に私川原付のときにもこの建てかえにつきま

しては、担当したわけでございますけれども、川原付の場合と非常に雰囲気が違っております。

意見等の集約をちょっとここにしてございますけれども、非常に建設的な御質FJ明fあったよう

でございます。まず具体的なあれとしましては、 1戸当たりの面積はどのくらいなんだとか、

あるいは建物の戸数、それから階層はどのくらいに考えているんだとかもそれから、使用料で

すか、この辺についても質問がありました。そういうことでもそれから、建設年度は何年から

やるんだ、こんなような質問もございました。そういうことで、一応説明会は終わりました。

これからもこの雰囲気を踏まえまして、絶えず私の方では、建てかえの建設につきましては、

建設部の担当でございますけれども、建設の段階に向川原の方へ参りまして、いろいろと意見

その他を踏まえまして、この建設計画に着工していきたい、かように考えております。以上で

す。

0議長(高橋通夫君 )

05番(谷長一君)

谷長一君。

この第 1点のいわゆる現在、訴訟中であるということで、これ

Fo 
n
d
 

からの見通しというのはもそれを待つ以外にないということですけれども、このいわゆる市が

管を入れるときに、境界等がない場合には、再表示等を行うために、いわゆる管財から来てや

られたと思うんですが、その再表示ゃなんかのときには、それに従って、現在の管は入れられ

たわけなんでしょう。そこいらをちょっと確認したいと思うんです。

それから、中学校の件にきましては、非常に少なくなった校内暴力、または器物破壊等が、

これは非常にいいことだと思し、ます。そのようなことで、これからもひとつ教育長におかれま

-37-



しては、努力をなさって、やはり少しでも、青少年、特に生徒児童の校内暴力、器物破壊等が

ないように面倒を見るように、ひとつ尽力してもらいた(.，'，これはお願心、です。

それから、この市営住宅の建てかえに関しましては、前回、川原付住宅等におきましては、

非常に強い反対等もありまして、家を取り壊すときに、取り壊しができなかったというような

こと もあるわけです。ただいまの説明ですと、今回はそのような ことがないように見受けられ

ますけれども、やはりこの二、三の方でも反対をするような場合がありますと、 この計画に従

いました事業年度にこの事業が行われない、というようなことも、懸念されないわけではあり

ませんので、ひとつその点も十二分に留意をなさって、この 250ですか、市営住宅が無事に

建てられるように、ひとつ努力をお願いしたい、これは要望です、

それで第 1点のみ境界の再表示等について、それが確実に行われ、また、その再表示の範囲

内において、管が埋設されたのか。そのようなことが確実に行われていれば、これは事業は市

でありますけれども、境界は、このないということは、これは国の土地ですから、問題はない

と思うんです。そこで、その査定に従って管が入れてあるかどうかということ、あ と一つは、

今おくれましたけれども、この弁護費用等が、これは当然弁護士に依頼してありますから、支

払わなければならないわけですけれども、これらが間違いがないということになりますと、当

然弁護費用は、原告の弁護費用、これは、この前もちょっと議会で、説明があったんですけれ

ども、市が依頼しているんですね、原告が、依頼しているんでしょう、してないんですか。そ

れで、結局依頼していなければ、これは弁護士がついていなければ、それでいいですけれども、

ついてた場合に、もし、それらの費用を将来勝訴の場合どうなるかということも、これは重大

な問題ですから、お伺いしておきます。その 2点ですね。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、ただいまの 2点につきまして、私からお

答え申し上げます。

境界査定が、すでに行われておりまして、確定した範囲内で、黒川都市下水路は、管を埋設

してございます。その範囲内を離脱したものではございません。したがいまして、すでに確定

が行われておる隣地境界の確認印もちゃんと押しである範囲内で、区域をさらに再確認いたし

まして、管渠は埋設してございます。したが~，まして、すでに査定が行われた範囲内である、

こういうことでございます。それから、これの弁護費用でございますが、市が直接関連するも
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のではございません。当然国の用地であり、また、それを境界の確定を行いましたが、東京都

の職員が出向いて行っております。そういう過程もございますので、あくまでもこれの被告は、

国であるわけでございます。したがいまして、現在、国では、担当者が出ていろいろ説明して

おるようでございますが、将来、また弁護士を国で雇うというようなことがあれば、そういっ

た弁護士費用の問題が出てこょうかと思いますが、それはあくまでもこの裁判の結果によって、

たとえば国が敗訴した場合に、その費用は、当然国で持つという形になろうかと思います。あ

くまでも市は、直接この裁判には関係あるものではございません。ただ、国が敗訴した場合、

現在の下水道の管の位置が誤りである、ということになってくるわけでございます。したがい

まして、そのときに下水道管の位置を、また新たな境界に移しかえる、あるいは現在のところ

の用地をお寺の方から買い入れるか、それは将来の問題かと思います。あくまでも結審になっ

て判決が下された時期で、また判断しなきゃならない問題であろう、というふうに考えており

ます。以上です。

O議長(高橋通夫君) 谷長一君。

05番(谷 長一君) いいですか。いま、私が発言した中に、原告と言ったのは、市

と言ったのは誤りであって、原告は、寺側であり、被告は、固ということです。

。議長(高橋通夫君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

~ ，ますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(高橋通夫君)

次の質問者旗野行雄君。

休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 3時 37分休憩

午後 4時 10分再開

01 0番(鎌野行雄君) 1点だけ市長に質問したいと思います。

2・2・6号線、平山橋と京王線の立体化の工事ですが、当初完成が年末、遅くとも年度末

という予定でありましたけれども、意外に工事が早く進行しまして、すでに今月の初めから取

りつけ部分の工事が一部残っておりますけれど、供用されております。これに関連しましてで

すけれども、前の行政報告で、市長があの路線が完成すれば、将来京王側でニュータウンから、
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豊田への路線パスの運行をする ことになるであろう。時期的に来年 4月から、実現されるので

はないか、というようなたしか行政報告があったと思います。地域の住民の皆さんも、 この問

題に関しては、非常に関心がありまして、どうなっているんだというようなことをよく私も聞

かれるわけであります。それで、この問題のその後の進行状況はどうなのか、あるいは前に言

われたとおり、 4月からの運行が実現できるのか。その辺をまずお伺いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 2 . 2・6都市計画都道でございますが、いわゆる平山橋通

り、平山橋のっけかえ並びに京王線の立体交差、そして、その南にあります北野街道の取りつ

け、この工事が大部介完了されまして、そして、先々週の初めごろだったと思いますが、開通

をいたしております。まだ仮開通とい う姿ではございますが、一番この平山橋の京王線との聞

になります部分、これの工事が~¥ま進められておりますので、間もなく全面完成ということに

なると推測できます。この事業は、多年日野市としても、また地域の方としても、大変期待を

していた、いわゆる道路改修工事の完了でございまして、神益するところ極めて大きいものが

ある、このように感謝をしておるところであります。余計なことでありますが、早速南建に出

向きまして、所長に心からの感謝の意を申し上げた次第です。それから、今の街質性1つまりこの道路の開

通によって、具精できますのが、パス路線のニュータウンそれから豊田品1この計画が予定されております。

市としても京王に強く罫青をしているところでありますし、なお、またその本数等についても相当期待でき

るものがあるようであります。企画財政部において、いま街漣絡、あるいは市のお願~ ¥をしておりますので、

そのことをまず報告をさせ、あと私から少しまた補足させていただきたい、こう思います。

O議長 (高橋通夫 君 ) 企画財政部長。

0企 画財政部長(前田雅夫君) お答えいた します。

2・2・6にかかわるパス路線でございますけれども、京王帝都電鉄は、 6 0年の 4月運行

ということで、現在関係機関への折衝を進めております。現在、やっぱり一番ネックになりま

すのは、豊田の駅の北口 のロータ リーが駅広が狭いわけでございます。現在あの場所で、発着

できないということで、それにかわるいわゆるターミナルといいますか、発着場のいま選定を

しているというところでございます。市の方からは、そのパスの発着場の問題のほかに、こ の

路線の延伸の問題、さらには一部 2・2・6を迂回できないか、そういったお願いを現在京王

帝都に行っている、という状況でございます。

0議長(高橋通夫君)

0市長(森田喜美男君〉

市長。

ただいま、 事務的な現状を話をしたわけでございますが、 確

かに豊田駅のロータ リーが、ふく そういたします。したがって、むしろこれを日野駅まで延ば

してほしい、庁舎前を通ればなお幸いであ る。 このようなことをお願いをしかけておるとこ ろ

でありまして、聞くところによりますと、約 100回の往復があるというふうなこともありま

すので、これが達成できれば、大変便利になる ことは、もう言うまでもありませんので、極力

それの実現化を求めていきたい、このように考えております。

。議長(高橋通夫君) 藤野行雄君。

01 0番(藤野行雄君) 前回の循環パス、市の構想ですね。 これも相当実現の可能性

が強~¥と、私は、市長なりの発言で推測して、地域の住民の皆様にもこれは実現できるであろ

う、というふうなことでお伝えしていたわけですが、あのような状況になって、私、議員はど

うもうそつきだと言われて、非常に迷惑したわけでございますけれども、今聞いた話によりま

すと、非常に 4月からの運行される可能性も強いというようなことで、非常に結構だと思いま

す。市としてもこれが実現すると、南北の日野市の交通問題が大きく前進するわけであります。

これからもひとつぜひ早期に実現するように、積極的にひとつ働きかけをお願いしたい、この

こと をお願い して おきます。以上です。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 最初に市長に何点かお聞きをして、それから、 助役の方にー

土地開発公社理事長に、南平の高校建設予定地のことについてお聞きをしたい と思います。

最初に、ことしは広島、長崎に原爆が投下されて 39回目の記念日といいますか、原爆の日

が訪れたわけでありますが、日野市では、市長が先般、核兵器廃絶・平和都市宣言、これをひ

っ提げて、いろいろな会議にも御出席になるということで、熱心に運動をおやりになっている

ようであります。そして、 8月の 1日、そして 15日、広報で、こ のことが大々的に取り上げられて

おりますので、 1カ月にわた って市民に対 して、市長の方から こうした PR、こ ういう運動の

高揚と いうこ とを図るために、こういう紙面の構成をされたんだろうと思いますので、このこ

とについてお聞きをしたいと思います。まず最初に、もちろん私も核兵器が削減され、そして

廃絶をされるように、また恒久の平和が確立されるように、という 願いは同じでございます。

日野市民だれひとりとして、そのことに異論があるという方はないと思うわけであります。ま
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ず 8月の 1日の、市長の市長室からという囲みの記事でありますが、この中に書かれておりま

す広島、長崎という言葉が、すべて片仮名で市長はお書きになっております。私たちは、広島、

長崎という地名、または都市の名称を普通記す場合には、きちんと漢字で普通に書くわけでご

ざいますが、市長は何ゆえにこの御自分でお書きになった原稿に限って、広島、長崎というこ

の被爆都市の名称を、片仮名でお書きになったのか、その点をまずお聞きをいたします。

それから、原爆忌は反核平和運動の原点、と題名がつけられておりますが、この原爆忌の

「忌jつまり忌み嫌うの忌むという字なんですか、これはどういう意味で市長はお使いになっ

ているのか、この点をお聞きをしたいと思います。と申しますのは、私が、ちょっと疑問に感

ずるといいますか、市長のお考えを聞きたいと思う真意を申し上げますと、普通「忌jという

言葉は、私たちが仏教で普通使う言葉だと思うんです。たとえば 1周忌とか 7回忌、 1 3回忌、

1 7回忌、 2 3回忌というような呼び方で呼びます。そして、キリスト教徒では、こういう

「忌」という言葉はも普通は使わないわけであります。また、神道におきましても、例祭とい

う普通言葉で言いあらわすようにしているようであります。 50日祭とか、 1年祭、こういう

言い方で呼んでおります。市長は、この「忌Jという忌むという言葉をどうしてここでお使い

になったのか、その点をひとつお聞きをしたいと思います。

それから、 もう一つ、 8月1日の広報で、情報Eというところに、フィノレムの貸し出しとい

うことが紹介されております。私は、ことしの昭和 59年度の一般会計の予算を審議をいたし

ました委員会で、市が、フィ jレムを購入するということで、予算が計上されているということ

で、ひとつ原爆についてのいろいろなフィルムをお集めになって購入されることは、かまわな

t，ということで申し上げましたが、それと同時に、いわゆる原子力の平和利用についてのフィ

ルムというものもあるわけでありますから、そうしたものを一つでも加えてもらえないでしょ

うか、というお話をいたしましたら、市長は、そのときそのような配慮をするということで、

図書館長とともに、私がお願いしたことを了解されたと思っております。このフィルムの中に、

いろいろ出ておりますが、そうした原子力の平和利用に関する、いわゆるフィルム、つまり見

て市民の方が、いろいろ判断されるのは、それは自由でありますが、そうしたものも入ってい

るのかどうか。どうしたフィルムを購入をされたのか その点をお聞きをいたします。それか

ら、市長のひとつお考えをお聞きしたいんですが、原水爆禁止の運動というのは、これは一つ

の長い歴史があるわけであります。御承知のように、ことしは、原水禁、原水協というこつの

大きな団体があるわけですが、この団体が対立抗争といいますか、長年なかなか歩みを一緒に

そろえることができない。そういうことで、日本における原水爆禁止の運動というのは、二本

立てになっているわけです。ことしは 8月1日に東京の上野の池之端文化センターで行われま

した原水爆禁止 84年世界大会総会、この場所で双方の団体がなじり合うという非常にこうじ

た運動を熱心に支持しておられる方からすれば我慢のならないような光景が繰り広げられたわ

けであります。御承知のように原水禁は、社会党系、原水協は、日本共産党系ということで、

ともに 20年にわたって対立を繰り返してきているわけでありますが、核兵器廃絶 ・平和都市

宣言を行って、こうした運動に熱心に取り組んでおられる市長として、こうした原水爆禁止運

動の国内の現状をどのようにお考えになっているのか。その点をお聞かせをいただきたいと思

t，ます。あとはまた再質問をさせていただきますの

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君〉 ことしの第 39回目原爆記念日という言葉も使えると思いま

すが、そのような内容を持った記事を広報に掲載をいたしております。その中の私の執筆しま

した、コラムふうな記事の中に、いま質問の部分が出たのでありますが、広島、長崎というの

を仮名でなぜ書いたか、特別の理由は感じておりませんが、よく慣例的にそういう印象を明ら

かにするということもありましょうし、あるいは「ノーモアヒロシマ」というふうなフレ ーズ

で、仮名で用いられるということもありますので、理由といえばそういうことであります。

それから、原爆忌というその「忌j という字をなぜ使ったか、こういう御質問でございます

が、 「忌Jという言葉は、よく過去の出来事に対する一つの不幸な出来事の方が多いと思いま

すが、用いられることがしばしばだと私は思います。それから、一般紙にもこの表現は使われ

ておるように思います。したがって、特別に忌むという意味で書いたというよりも、過去の不

幸な出来事こういう意味であります。

それから、 1日号の情報ということで、 NHKの二つのドキュメンタリーふうの放映をなる

べく市民に広く知らせてほしいという NHKからの依頼文もありまして、そのことを重ねてお

知らせを出しております。その中に第 3の情報ということで、関連フィルムの貸し出しのこと

を出しております。そこで、これは一連のシリーズものでございますし、一方に平和利用と

いう問題は、また別個に扱う一つの核分裂、核融合のエネノレギ一利用としての平和利用法も、

これは重要な意味を人類のために持つことは間違いありません。そういう資料をもちろん整え

つ臼A且τ
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01 8番(古賀俊昭君) 最初の私お聞きしました用語の問題です戸広島、長崎という

ない、という規定があるわけですね。ですから、日野市広報は、 もちろん公金で出されるもの

でありますから、こうした特定のいわゆる宗教団体ではありませんが、いわゆる一般には仏事

でしか使わない用語を、殊さら広報で掲げて使うということは、やはり、少し私のような指摘

をする方が、ある場合も私は考えられる、というふうに思います。ですから、その点について

の市長のもう一度憲法との問題にかかわって、御答弁をお願いをしたい、このように思います。

それから、原水爆禁止運動の現状について、市長は、困ったことだというふうにおっしゃった

わけであります。こうしたこつの潮流といいますか、大きな団体が、互いに非難を繰り返して

被爆者の心情を逆なでするようなことを毎年繰り返している。そして、私たちが、本来目指さ

なけれJ品、けなしを寝室について、避けられてしまっている、そうしたことが後回しになってしまってい

る、ということも私思いますので、市長も特にこのようなことを広報で取り上げておやりにな

っているわけでありますから、ひとつそうした現状については、 できるだけこれらの問題が、

被爆者ないしは国民の願いに合致するような形になるように、市長のお立場で努力していただ

きたい、このように思うわけであります。

それから、 もう一つ、今度 8月15日の広報になりますと、市長は、このようなことをお書

きになっているわけであります。現憲法の柱の一つである恒久平和主義、戦争放棄の理念を改

めようとする動きが、年ごと強まっているのです。こうお書きになっております。こうした動

きというのは、どのようなものを具体的に指して、広報にお書きになっているのか、 こうした

記事が掲載されるように、御指示をなさったのか、具体的な内容でお答えをいただきたいと思

し1ます。以上です。

O議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) 用語は、なるべく正確が望まし l¥わけでありますが、特に原

爆忌という際に、この「忌」を用いて憲法に抵触する解釈が生れるのではな l¥かということはも

私は、ちょっと疑問に思います。つまり、そういうことはないというふうに、今のところ考え

ます。したがいまして、仏教上の文字だということに断定することは、いかがかと、こう思い

ます。一般の通念といたしまして、過去の不幸な出来事を回顧する場合に、こういう「忌Jと

いう字が用いられるのは、この日本人の通念ではないか、こういうふうに思っております。

それから、 1 5日ということで、いわゆる国際的にも、国内的にも核問題に関心が高まり、

いろいろな形でこの広島、長崎の事件が国際的に理解され、批判されて、そうして反核運動と

ることに異論は、ないんですが、このシリーズの中にそういる形で合わせるべきものではない

んではなかろうか、こんな感想も持っております。したがって、平和利用の、要するに原子爆

弾、広島、長崎の不幸な事件という意味で扱う場合には、そのことはまた別個の問題だ、この

ように考えてよろしいんではないかと思っております。

それから、質問 2番目の原水爆禁止運動、この言葉に別段のこの支障といいますか、論議は

ないと思っておりますが、その運動方法の運動体制、いわゆる社会党系、共産党系の運動の仕

方が、これが確かに ことしはし、ろいろ議論をされておりました。しか し、私どもは、そのこと

を超越をして、そうして、なるべく広い参加のもとに、世界的な世論となって形成されること

を期待をするものでありまして、今の御質問に答えるとしますならば、その一致できない運動

部分があるということは、遺憾である、残念である、惜しいことである、このように言うべき

かと思っております。以上です。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君r

言葉を片仮名であえて書いておられる 件については、市長のおっしゃることは、わからないわ

けじゃないんですが、市長は、月曜スピーチの中で、職員の方に配付しておられるものにはち

ゃんと漢字で普通に書いておられるわけですね。ですから、私は、別にこの日野市広報をアジ

ビラだとは言いませんが、よくこうしたある特定の団体等が配付するビラ等に、よく広島、長

崎というのが片仮名で書いてあったりいたしますので、市長のお考えをお聞きしたわけであり

ます。広報の方にもそうなされば、統一がとれておったとい うことになるわけです。

それから、原爆忌の「忌Jという言葉、これは殊さらこういうことを取り上げて言うのは、

どうかとも思うんですが、実際民間の新聞、つまり中央 5紙及び一般では、こういう言葉がよ

く使われているのが事実であります。 しかし、長崎、また、広島の市が主催して行う行事では、

こうした用語は、やはり使われておりません。長崎市が主催した行事では、被爆 39周年原爆

犠牲者慰霊平和記念式典というような呼び方で、原爆忌というような呼び方は、当然入ってい

ないわけです。これは、先ほども申し上げましたように、 「忌Jという言葉を用いることに若

干いろいろやはり疑問といいますか、憲法上も問題が出てこないとも限らないという点が、私

は、あるのではなl¥かと思います。と申しますのは、御承知のように、憲法の 89条では、公

金を使って特定の宗教、いわゆる宗教に対して援助や促進、または干渉や圧迫を加えてはし 1け
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いうものが、だんだんと普及している、というそういう認識でありますから、事実とは違うと

いうふうにおっしゃるならば、意見が違うということではな~'¥かと思います。

を述べられる場もないのではなかろうかと思いますが、この分裂、お互いのなじり合いこう

したものについて、さらに突っ込んで共産党、また社会党の方と、何かそういう場をお持ちに

なるような気持ちがおありかどうか。と申しますのは、やはりこんな宣言をやってます、とい

うことを幾ら広報でお書きになっても、やはり具体的なそうした行動がないと、私は宣言倒れ

になるのではな~'¥かと思いますので、園内のこと、それから中国でのことをお聞きをいたしま

す。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君〉 私には認識は持っているつもりでありますが、政治能力とし

ては、非力だと言われても残念ながら仕方がないと思います。そこで、東京、北京友好提携に

基づく区市町村長の 1人として、参加させていただいたわけでありますが、そういう機会は、

実のところございませんでした。 したがって、そういう話題、あるし、はイデオロギーに属する

問題は、ほとんど双方の発言の中にないというのが、現在の友好関係の姿だと、こう思ってお

ります。それから、園内で何かそのような努力をする能力はないのか、こういうふうに伺うわ

けでありますが、共産党の党創立記念日、あるいは社会党のセレモニーこれらについては、そ

れぞれ御招待をいただいております。しかし、そのときの行事の都合もございますし、それか

らなるべく市長といたしましては、自分みずからが政党人でございませんので、それらを超越

をして市民に幅広く御支持、御理解をいただきたい、こういうこともございますので、そうい

う考え方で行動しておる、このように御理解をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 中国でのことについてお聞きをいたしますが、 8月6日付の

市長の月曜スピーチの裏側に、非核都市宣言自治体連絡協議会結成総会決議というのが全文出

ております。これは、もちろん日野市も参加をして、市長もこういう会議にお出になったんだ

と思うんですが、この職員の方に、皆さん読んでください、と言ってお配りになったこの決議

には、全国の自治体さらには全世界の自治体に核兵器廃絶・平和宣言を呼びかけ、その輪を広

げるための努力を続けることを確認した。こういうふうになっております。市長は、この決議

に加わり、そして、その協議会にも日野市は、加入しているんだろうと思いますが、この決議

からすれば、当然この決議は、 8月5日になされておりますから、その後に中国に行かれたわ

けであります。世界の人たちに呼びかけよう、ということを決議をしておられるわけですから、

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 意見はまさに違うわけですから、私は、そのように考えてい

ないということで、市長のお考えをお聞きしました。先ほどの原水爆禁止運動のこととまた少

しかかわるんですが、市長は、今回 8月に 10日間中華人民共和国を訪問されたわけですね。

そこの訪問された先で、いわゆる核廃絶 ・平和都市宣言をしている市長として、せっかくの機

会でございました。向こうのいろいろな要人とも会われたと思います。こうした平和運動を進

めていく上で、またとないいろいろなお話、意見を交換する場としては、ふさわしかったので

はなかろうかと思いますが、そこで、中国の要人の方とそのようなお話をなさったかどうか、

ひとつ確認をしておきたいと思います。

それから、これももう一つ市長のお考えをお聞きしたいんですが、先ほどの原水爆禁止運動

の分裂、こうした抗争が、先ほど 20年来続いてきているというふうに申し上げましたが、こ

れは、御承知のように、中国が核実験をしたときに、社会党系の方は、あらゆる国の原水爆に

反対しようということを主張された。しかし、日本共産党の方は、社会主義の原水爆の実験、

原爆は、これは防衛的なものだから、これは認めるということで、そもそも分裂が具体的にな

ったわけであります。こうしたお互い非常にイデオロギ一的に政治的な考え方が違うものが一

つになるというのは、大変困難ではなかろうかと思うんですが.、市長は、こうした共産党の考

え方にどのような所信を持っておられるか、ひとつお聞きしたいと思うんですが、参考までに

申し上げておきますと、ことし日本共産党は、 7月の 15日、党創立 62周年記念招待会とい

うのを椿山荘でやったわけであります。たくさんの方が招待をされたんですが、市長は、今回

は出席されなかったようであります。例の中野区の青山区長、それから、都丸保谷市長、坂本

三鷹市長等は出席なさったようでありますが、市長は、 1 9 7 8年、昭和 53年に、一度この

日本共産党の党創立記念招待会に招待をされて、美濃部当時の東京者朕口事らと一緒に出席をし

ておられるわけでありますが、最近は全くお呼びがかかっていない。このことを考えますと、

市長は、一緒に仲よくやってもらいたいんだとおっしゃっても、なかなか市長の思うとおりに

はならないのではな~'¥かと思いますが、市長を支えておられる、今は日野市では与党の第一党

である共産党から、最近お呼びがかからない、なかなか市長が統ーしてもらいたいという意見
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せっかくの機会中国に行かれた折に具体的にこれを行動に移すとすれば、現に核兵器を持って

いる国でもあります。どうぞ中国でもどしどし非核都市宣言、平和都市宣言、核兵器廃絶都市

宣言をしていただきたいと思う、私たちはこういう宣言をやっ て運動をいたしております。と

いう話がちょっとぐらい出てもいいのではな~¥かなと思います。それが、具体的な行動、決議

を生かすということになってくるのではな~¥かと思いますが、そういう政治の話はしないんだ、

全くなかったというこ とでは、何のためにこういう協議会に入って決議をされ、満場一致か何

か知りませんが、決められたのか。そして職員の皆さんにわざわざ読んでくれということで、

月曜スピーチの中にお書きになるのか、さっぱりわからなくなるわけであります。具体的な行

動ということを、こういう機会におやりになるべきではなかったかと思うんですが、いかがで

ございましょうかの

0議長(高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君) この訪中関係の行動にもし 1ろいろスケジューノレがあるわけで

ありまして、そういう政治論議をする機会というものは、確かにあるべきだというふうにも思

います。ただ、北京、 東京とい う友好関係の枠の中ということ もありますので、 しかも、その

お会いをする相手は、これは北京市の人民政府のごく幹部の方、こういうことでありまして、

すべて団長を通じてあいさつが行われますので、確かに御指摘のある、その際に発言をしてお

けば、 もっと訪中の意味が高かったのだというふうには思いますが、ひとつ今後そういうこと

を期しながら、中国との関係を日野市民の立場において進めたい、このように考えます。

0議長 (高橋通夫君)

01 8番(古賀俊昭君〉

古賀俊昭君。

赤松土地開発公社理事長に伺います。

先ほど、都立高校建設予定地の現況について、御説明がありました。市川議員の方からも御

質問があったわけですが、私、先日、議会の始まる前に、現地に ちょっと行ってみました。大

変な大型土木工事が行われておりました。重機、それから大型 トラ ックが行き交いまして、 さ

ながらダム建設の現場のような様相を呈しておりました。そして、そこの場所でふと看板が目

につきましたんですが、日野地区高等学校(仮称)用地造成工事というふうになっておりまし

て、工期が昭和 59年、ことしの 5月17日から、明年昭和 60年の 3月30日までというふ

うになっておりました。そして、鹿島建設が、実際には作業に当たっていたようであります。

尉般のお話では、先ほど来年の 1 月ぐら~¥からは、校舎の建設に入れるのではなし 1かというお
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話があったんですが、来年の 3月30日まで、まだ造成工事が予定されておるにもかかわらず、

1月からは校舎建設が、 もう東京都が始めるんだというような見通しをお述べになったんです

が、本当に大文夫なのか、まだまだ大きな基礎を打っておりましたし、擁壁も建設中でありま

した。作業日程のことですから、専門的な方の見積もりでそういう見通しが立つのかもわかり

ませんが、来年の3月30日までは少なくとも、造成工事をやるんだ ということで、工期が設

定されておりますので、本当に来年の 1月から建設が可能なのかどうか、もう一度確認をさせ

ていただきます。

そして、もう 1点は、先ほど小山良悟議員も触れましたが、大変大きな土木工事でありまし

て、よく自然保護団体や、緑を残そうと言っている方々がだまっているな、というふうに私不

思議に思いました。大変な工事でありますので、まさに自然の破壊といいますか、緑が壊され、

樹木がなぎ倒されておりました。殊に日野市の緑のマスタープランでは、この地域は骨格的な

緑地ということで、はっきりと位置つ。けがなされております。骨格的な緑地の場所でこうした

ことが、堂々と行われているということで、非常に高校建設はもちろんいいわけでありますが、

そのことに対して、非常に異様な感じを持ったわけであります。この緑のマスタープランの中

に書いてあります。この緑地としての位置づけ、これは今後日野市は、これを再検討して変え

ていく必要はないのか、私どもに発表された緑のマスタープランのままでいいのかどうか、そ

の点をひとつお聞かせをいただきたいと思います。以上です。

。議長(高橋通夫君) 助役。

。助役(赤松行雄君) 発開発公社の方で責任を持ちまして、工事の施工をいたしておる

わけでございます。私の方からお答え申し上げたいと思います。先ほど、市川議員さんの方か

らの御質問に対しましては、 1月から要するに学校校舎の建築というものが稼働する、こうい

うふうにお答え申し上げておるわけでございます。それで、確かに現地で 5月半ばから工事が

始まりまして、 3月の末でもって完成することに工其肋1なっておるわけでございます。これは

変えられない要するに時間でございます。それで、この工期の中での工事の区割りでございま

すけれども、東の要するに高いところでございますけれども、ここが全体の学校用地は、 2万

5，8 0 0平米というのが学校の用地でございます。この2万 5，800平米の左側といいますか、

方角から言いますと、東側が学校の校舎が建つ部分でございます。この部分につきましては、

いち早く造成が完成するI1買序になっております。それで、西側の方向からいきますと、西側で
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ございます。これにつきましては、学校のグラウンド分でございます。これの分につきまして

は、校舎が建築されるところよりもちょっとおくれまして、 3月の半ば過ぎには完成させる、

こういう段取りになっておるわけでございます。そういうふうなことで、校舎の建築とい うこ

とも急がれておりますので、校舎が建つ東側の部分につきましては、完成が要するに全体より

も早くなる、こういうふうな段取りになっておるわけです。

それから、大変な工事ということでございますけれども、当初の要する 2万5，800平米というのが、学

校の用地でございます。それから今7.000平米ばかり 3カ所山肌を削りまして、大きな擁壁になっており

ます。この3カ所の擁壁部分が 7.000平米ばかりでございます。全体に3万2，800平米はかりが、今おっ

しゃられるような当初計画での要するに大変な工事になっているところでございますけれども、 この面積

については、当校劫〉ら変わりがございません。それから、学事初九先ほど市川先生にも申し上げたんです

けれと、も、学校じゃなくても、 あの地域がかつて荒廃されて、非常に大雨が降ると民家に土砂が

流入するというふうな御迷惑をかけてきておるわけでございますので、そういう防災的な面を

考えますと、日野市として、やはり防災工事を実施すべきところでございますので、そういう

観点から要するに安全性というふうなことの点から、 7，0 0 0平米の要するに、擁壁の造成と

いうことも必要なわけでございます。そういう点から考えていただきたい、とこう思うわけで

ございます。あと 7，00 0平米については、緑をお答え申し上げましたけれども、いろんな低

木を植えていくとか、あるいは斜面については、これを芝等を張って緑化していくというふう

な手を加えまして、緑の回復を図っていきたい、こう考えておるわけでございます。それから、

全体に多摩動物園を抱えたところの公園緑地として、位置づけられておりますし、緑のマスタ

ープランとして、位置づけておりますので、その考え方には変わりはございません。今後も同

じ考え方で、日野市の中での市街化調整区域として残っているのは、この地域と、それから、

要するに動物園を囲んだ周辺だけでございますので、公園を含む公園緑地、あるいは緑のマス

タープランという考え方には変わりなく、今後も守ってし 1く。高校用地の造成の工事につきま

しても、別にいままで緑が荒らされ、荒廃地になっているところを造成工事、防災工事として

施工したわけでございます。緑の回復は、今後も図っていきたい、高校用地の中での緑の回復

は、今後も図っていきたいと考えておるわけでございます。以上でございます。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長'(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間の延長をすること

に決定いたしました。

古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 今の助役の話なんですが、実際最初に鈴木独歩氏が、大きな

穴をあけてしまった、つまり砂利を不法に採取して、あの土地を荒らしたというときの現状を

見ている人、そして、また今回訪れた人が仮に比べる ことができ るとすれば、鈴本独歩氏のあ

の砂利不法採取の穴というのは、小さかったんだな、そう余り大きな穴でもなかったんじゃな

かろうか、 というふうに私は思えるんじゃなし可かと思います。というのはそのくらい今、今度

新たに樹木を伐採した用地というのは、すごいんですね。ですから、確かに これから緑の回復

を図ってし 1かれるということですが、今まで自然林としてあった地域が確かに荒らされたとい

う面は、荘、あるのではなし 1かと思いますので、ぜひ緑の回復ということについては、 一生懸命

取り組んでいただきたいというふうに考えております。

それから、この新しい高校の実際校舎がいつから使えるのかということを、先ほど、市川議

員の方からもお聞きになったと思うんですが、最初に潤徳小学校の方に 1年間ほどはお世話に

なるんだということでございました。 60年の 4月からの開校ということで準備を進めてきて

いる。いろいろな作業、また手続上の大きな問題がたくさんありましたので、押せ押せでおく

れていってしまうということは、ある面ではやむを得なし、かと思うんですが、やはり最初のま

ず取りかかりからして、非常に問題が多かっただけに、今でもこうして当初の見通しが大きく

狂ってしまうというような今現実が、我々の前に報告されているわけであります。新しい高校

で、実際今造成をされています土地で、高校に通っていただけるようになるのは、具体的には

大体いつなのか、もう一度改めてお聞きをしたいと思います。

。議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

東京都の方の新校舎の建設というものにつきましでも、約 1年

0議長(高橋通夫君) お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延

かかるというふうに言われておるわけでございますので、 61年、ある t¥は 60年の 12月な

りには、南平八丁目の要するに仮称で言いますと、日野地区高等学校の新校舎は、 60年の12

月、あるいはお正月を越して 61年の 1月には完成する、こう考えておるわけでございます。

実際の供用ということになりますと、やはり 61年の 4月からになるのかなとこう考えておる長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
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わけでございます。 1月、 2月の寒い時期に、ちょうど学期の区切り自がちょうどいいときな

ら別でございますけれども、お正月前に完成しましでも、お正月をまたいで移転という ことも

どうかと思いますので、大体 1年近くかかるということでございますので、 6 0年の 12月な

り、 61年の 1月には完成するんじゃないだろうか、それ以上はおくらせられない。さっき申

し上げましたように日野市の校地の造成もそういう意味で、力ある業者を入札しておるわけで

ございますけれども、 3月の 31日にはどうしても、それ以上おくらせられない、こういう状

況でございます。校舎の方につきましては、さっき言ったような形で、 60年の 12月なり、

6 1年の 1月には完成するということだと思います。 1年かかるということでございます。供

用は 61年の 4月からということになるんじゃないだろうか、こう考えておるわけでございま

すO

O議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君〉

ほかに御質疑はありませんか。橋本文子君。

ごみの問題ーっと、それから、 C 1ジェッ卜 の騒音測定のこと

に関して、さらにちょっと婦人問題懇談会に関して、それぞれ二、三点ずつ簡単にお伺いした

いと思います。

まずごみの問題に関して申し上げますと、使用済み乾電池の水銀問題で、かなり新聞などに

ぎわっておりましたが、日野市もいよいよ広報など読みますと、赤い箱を公共の施設、あるい

は協力してくださる電気屋さん等に設置して、まずはそこに入れていただこうということが、

広く知らされているわけですが、これと一緒に、各家庭に赤い袋を各戸配布してやっていった

らどうか、というふうな話が、かなり出ていたように思うんですけれども、その問題は、今ど

うなっているのか、ということを 1点お伺いしたいと思います。

それから収集した後の処理の方法は、ほぽ方向が決まったのかどうか、その点をお伺いし

たいと思います。ごみについてはその 2点。

そして、 C1ジェットのこの騒音の測定がここに報告されているわけですけれども、仲田小

の北側の土手ですか、ここで 7月の 9日、着陸のときが 89ホーン、離陸が 85. 5ホーンとか

なり大きな騒音になっているようです。そこで、お伺いしたいのは、仲田小学校のその校舎の

中で一体どのくらし 1の騒音になっているのかと l~うこと、測定もしなさっているのでしたら、

そのことをお伺いしたい。もし、測定をしていらっしゃらないようでしたら、ぜひ測定をして

いただきたいと思います。仲田小学校だけでなく、やはりその通路の下側の旭が丘小学校にし
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ても、四中にいたしましでも、さらに滝合の方に至るまで、かなり強いと ころがあると思われ

ますので、校舎の中で、一体どのくらい Clジェッ トの騒音がするのか、その点もしお調べで

したらお教えいただきたい。調べてなければやっていただきたい、という ことなんですけれど

も。

それと、先ほど婦人問題懇談会のことしのメンバーに関しまして、御答弁がありました。学

識経験者は、ほほ決まったということでございますので、その選定は、どのような方法で、あ

るいは基準も含めてなさったのか。どんな方が選ばれているのか、最終的に。それと、 この委

員会については、 もちろん昨年度の解任の時期もわかっておりましたし、 ことし も年度当初か

ら、予算化されておりましたにもかかわらず、かなり長い問、 6カ月という長い問、何の音さ

たもなくて、ょうやく今学識経験者が決まった、ということを伺ったわけです。そのなぜ 6カ

月もおくれたのかということ。ですから、懇談会のメンバーについては以上の三つのことをお

伺いしたんです。それぞれ担当の部長からぜひお聞かせいただきたいと思います。以上です。

O議長(高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) まず第 1点の乾電池の各家庭に保管します赤い袋の配布と

いうことで、これは一応市民の認識の高揚ということで、それぞれ市民の方が、自分のところ

の乾電池は、自分のところで、そういうふうな容器とか、袋、そういうふうな認識を持って、

一応そのボックスまで、要するに捨てていただく聞の保管はしていただくということ、それか

らモニター制度、 これは、活用しまして、モニターさんの意見等をお聞きした中で、そういう

ふうな考え方を市が示しますけれども、一応、年末年始に保管袋を配布いたします。その時点

において、モニターさんの意見を聞いて、その時点でまた考えていきたいと思います。

それから、収集後の処理でございますけれども、これは、広域処分組合で、各市町村を対象

として、一括処理をするという こと で、一応集積の数量が 10トンになったらば、広域処分組

合を通じて、北海道に現在あります野村興産という会社があるんですけれども、そこで処理を

していただくということで、広域処分組合の中で、各都下の市町村では、そういうふうな方向

で決定をされております。以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 生生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) C 1輸送機の騒音測定でございますが、仲田小学校

教室の中、あるいは校舎の中の測定はやってございません。今後測定につきまして、実施をし
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てまいりたいと J思います。

さらに、婦人問題懇談会でございますけれども、学識経験の者 5名は、ほぼ候補者が決定を

いたしましたが、その他友の会から推薦をいただく委員さんと一緒にお名前を発表したいと思

います。なお、今回の委員さんにつきましては、前回のように御婦人で全部を占めるというこ

とでなくて、その中に、多少の男性の委員さんも入れて、 男性の意見も徴したい。このように

考えております。それから、 6カ月間の空白でございますけれども、 一度全委員さんをベース

に委員の選出を試みたのでございますが、なかなかうまくし 1かない面がございまして、友の会

からの推選という方式で、やり直したために時間がかかっていたわけでございます。

それから、さらに学識経験の選出の方法でございますが、これは市長の私的な諮問機関とし

て位置づけられております。私ども生活課の意見、市長と協議をいたしまして、候補者を選出

したものでございます。以上です勺

もいし 1かと思いますし、今、お話の中にありました友の会のことにつきましても、 2月の段階

から募集をなさって、全くこの 9月になるまで御報告がなくて、例えば書類ででも中間報告が

あればよろしいんですが、全く何の音さたもなくて、いきなり 9月に集められて、そして、そ

の場ですぐ委員を選定するんだというふうな大変こう性急な初めて顔合わせした中から、委員

がそんなに簡単に選べるものじゃないというふうなことは、多分行政側の皆さんも御存じだと

思いますし、担当の部課長さんも御存じだと思う んですが、ど うもこの長い 6カ月 の空白とい

うのが、いろいろな意味でしわ寄せをつくってしまったというふうに思っています。どうぞ婦

人問題大変問題を抱えております。山積しております。そのためにもできるだけ市民の皆さん

の気持ちをくみ上げながら、これからの行政は進めていただきたいと思います。以上要請いた

しまして、私の質問は終わります。どうもありがとうございました。

。議長 (高橋通夫君 ) 清掃部長。

0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

まずごみの問題に関して、再質問させていただきたいんですが、

。清掃部長(大貫松雄君) まず再質問のお答えをいたします。

広域処分組合で一括処理をするとい うことが決定した。 10トンになったら野村興産に送ると

いうことですが、 この10トンを送るために要する経費と いいますか、それが一体幾らなのか、

そして、それを負担するのは一体だれなのかということ、と申しますのは、消費者の立場から

申し上げますと、どこ までもそれは税金で賄うべきものではない、というふ うに考えられるか

らでございます。それらをつくっている企業が、どこ までも最後まで責任を持って、処理をす

るというのが、当然ではなかろうか。そして、 それに対して、ある程度国が補助をするのは、

仕方がないといたしましても それぞれの自治体に完全に任されてしまうとい うのは、どう も

消費者の感覚からいくとおかしい。税金の二重払いのような気が してしょうがない と思うわけ

ですが、そのあたりをどのぐらい経費がかかるのかという こと と同時に御見解をお聞かせいた

だければと思います。校舎の騒音については、測定していただけるという ことなので、ありが

とうございます。よろしくお願いいたします。

婦人問題懇談会のこの人選、大変生活課と市長ということで、すれすばらしい学識経験者が

選ばれてくるものと期待をしております。どうぞできるだけ市民のニーズを集めて、そして、

市民参加のやり方で市の行政が行われるというのが、民主主義のやり方であろうと思いますの

で、おくれるならおくれるで、かなり気をもんでいらっしゃる方々に何らかの御報告があって

経費は、 トン当たり約 7万 6，000円でございます。それから、負担は各自治体ということ

です。ただ補足をいたしますと、こ れは市長会等で、今議員さんのおっしゃるように、これは、

あくまでも企業責任ということで 今の時点では、各自治体でも保管場所が、もう いっぱ~¥で

ございません。そうい う中で暫定的に これは処理をやらなければならないというふうなもので、

こういうふうに広域処分組合の中で、決定したわけなんですけれども、あ くまでも国に対して、

それから企業責任とい うことで、これは今後強力にそういうことで運動を展開していくという

ことでございます。以上でございます。

。議長(高橋通夫君)

08番 (馬場弘融君)

馬場弘融君。

図書館の友好関係のことについて質問をいたします。

先ほど全協でも説明を受けたわけですけれども、よ くわからない部分がございますので、質

問をいたします。

この米国のミシガン州サウスフィールド市の図書館、こちらからの申し入れがあって、日野

の図書館としてもいいでし ょうというこ とで、友好関係に入 ろうという ことですね。ところが、

各紙で新聞報道されているんですが、ある新聞によれば、既に姉妹提携する話がまとまった、

という報道もありますし、さらには、ある新聞によりますと、これから煮詰めていって、うま

く話がまとまるようであれば、姉妹提携も考えよう、というふうな報道もされているわけです
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ね。その辺のことがよく先ほどの説明ではわからなかったので、再度よくわかるように説明を

していただきたい、というふうに思います。

それから、 もう 1点は、実は この新聞報道がされたのが 9月の 6日です。その 6日の翌日 7

日に、図書館協議会というのがあったんですね。私も、そのメンバーですから、ぜひそのとき

に申し上げなければいけないと思ったんですが、わざわざ図書館協議会が聞かれる前々日にな

りますかね、市長が発表を したわけですね。 こういう重要な問題ですから、 当然図書館協議会

等で、 こういう発表をいた しますよ、御了承いただきますよ、という形のことをや ってから市

長が発表する。そ ういう段取りをとるべきだと私は考えるんですけれど も、そうではなく て、

まず市長の方がかまわず記者会見を して発表してしまった、それちょっと順番的におかしいん

じゃないか、とい うふうに思いますので、その辺もあわせて お答えをいただきたい と思います。

よろしくお願いします。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

。教育長(長沢三郎君) お答えし 1たします。

各社の取り扱いによっ て確かにいろいろな表現の仕方をしておりますけれど、相手側のこの

ノてーコフ さんとい う教授の方を通して、日野市の図書館の方に申し入れられてきている内容と

いうのは、将来姉妹図書館提携を目指しつつ、 当面両館の友好関係を推進したい、こういう形

で申し入れをされているとい うことですから、当面はあく までもその友好関係、お互いにそれ

ぞれの図書館の活動状況の取り組み、そういうものの交換とか、それぞれの文化、産業等の紹

介、図書の交換、こういうこと を通しながら、将来、姉妹図書館としての提携ができ るよ うな

素地をつくっていきたい、こういう申し入れだというように聞いております。

それから、 9月6日の日に記者会見が ございまして、その際に発表をしたとい うことで、 9 

月7日に図書館協議会が開かれ、図書館協議会に、記者発表をいたしますよ、ということを事

前に行わないで、記者発表が先行したとい うこと、これは、図書館長の方からも私伺って いる

範囲では、その前に、まだ正式申し入れ前に、パーコフさんが図書館を訪れて、友好関係を一

応取り組んでいきたい、というような話が出た時点で、 図書館協議会の方にも相談を図書館長

の方でされて、満場一致と申しますか、協議会のメンパーの方々が、そういう ことは非常に結

構なことだという ことで、 一応了解をされているよ うに伺っていたんですけれど、その辺間違

0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

それは、今教育長がおっしゃったのは、朝日新聞の記事のとお

いでしょうか。

りなんですよ。これは、いいですか、友好関係樹立を進めることを決定した、というふうに記

事になっています。いいですか。そうじゃないんですね、こういうふうなお話がありまして、

今交流といいますか、 話を詰めていますよ、そ ういうことを進めてよろしいですね、と いうふ

うなお話はありましたけれども、このように、今教育長がおっしゃったように、友好関係樹立

を進める ことを決定した、とこういうものじゃないんですねu ですから、市長が記者会見で発

表したということは、もう一歩先をいっているわけですよ。いやいや確かにそのとおりなんで

す。ですから、 7日の図書館協議会の席でも、館長が実は少し困っちゃったんですね。 I実は、

私にもよく話がなくて、こういうふうなことになったもんですからJというふうな話で始まっ

たんですよ。それがありましたので、皆さんほかの委員さんも余り特別なことは言いませんで

したけれど、 ともかく 、いずれにしても細かい話はいいですよ。 7日に、翌々日ですよね、

図書館協議会があるという こと は、わかっているわけでしょう。少なくとも、そ こで了承をと

って、それからやるべきでしょう。一つの図書館としても、かな り大きな ことだと思うんです

ね。そういう方向でいくべきだと思うんですね。さ らに私申し上げたいことがございます。 そ

れは、これ姉鯨提携等のこの言葉も出ているわけですけれども、姉妹都市というのがあるわけ

ですね、レッドランズ。市長御存じですか、非常に立派な図書館があるんですよ、 このレッド

ランズというところには。アメリカという国は、 200年の歴史です。そのうちの 100年の

歴史のある、すぐれた図書館があるんです。南カ リフ ォルニア地域でもかなり高名な、名の通

った図書館であるわけです。その図書館との交流は、市長やっているんですか。

0議長 (高橋通夫君) 市長。

。市長 (森田喜美男君 ) 前段の記者会見の問題ですが、これは 5日の目に、議員さん

に今回の定例議会の議案を送付し、大体その直後に記者会見を行って、今回の議案等の内容を

発表することにいたしております。それで、その際に、特に特定をして項目に挙げた事項では

なかったんですが、教育長に、こういう状況のあることを話 したらどうですか、という形で話

が出たわけですが、大変関心を持たれて、 要する に記事になった、こういうことであります。

故意に私が、特別に記者会見を して発表 した。こういう性質のことでは実はなかったわけであ

ります。そして、図書館協議会があるというようなことも、 もちろん存じませんし、私のこれ
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はつまり決裁をいたしました。その決裁というのは、図書館の方から、つまり教育委員会を経

て、こういう行為を進めていいか、こういう内容であります。その説明には、図書館協議会で

( r了解Jと呼ぶ者あり)

O議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって行政報告

も、大変積極的に理解をされ、むしろ推薦すべきである、こういう御意見であった。異論のな

いということは、つまりむしろ我々としては進めなきゃならん、という責任も感じました。そ

のような進め方になったとい うことであります。 顔をつぶしたという ことでもないと思います

し、また、私がまた功を何か主張したということでもございません。そういうことですから、

今後うまく市民に効果のあるような方法で進めるべきである、このように思っております。

それから、 レッドランドの図書館は、立派なのがあるということは、よく承知しております。

姉妹提携のまさに文字どおり、議決に近い状況で行われておる姉妹関係ですから、 もちろん図

書館といわず、病院といわず、もっと積極的に交流ができる取り組みをそれぞれの機関におい

を終わります。次に日程第4 諸般の報告を行います。

会務報告については、お手元に配付してあります報告書のとおりですので、事務局長の報告

は省略いたします。

諸般の報告全般についての質疑に入ります。

なければこれをもって諸般の報告を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

本 日はこれをもって散会いたします。

午後 5時 27分散会

てやってほし~'0 このようには思っております。

0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

私は、何も、新しい図書館と交流しちゃいけない、と言ってる

んじゃないんですね。そのアメリカという国のいろんな面を勉強するといいますか、そういう

意味で新しい図書館との交流をする、それは当然いいことでしょ う。しかし、すでに姉妹都市

を結んでいるその町にも立派な図書館があって、そ ことの交流が全くなされていないのに、新

たに同じ国の別の都市の図書館と別な交流に入ってし 1く。新聞報道によれば、姉妹提携関係ま

で結ぼうとする。それは、どう考えてもちょっとおかしいと思うんですね。一つの方の関係が

十分できている、それでは不足だから、こちらをやっていくという、それはわかるんです。し

かし、一方は全然やっていない。やっていない中で、新たに次のことをやっていくという こと

になりますと、それでは、本当に責任がとれるんで、すか、ということが言いたくなるわけです

ね。市長、どうですか、いかがですか、これ。

0議長(高橋通夫君) 市長。

。市長 (森田喜美男君) 御意見の趣旨も理解できますし、それぞれの独立をした別々

の自治体同士であります。アメリ カの自治体と日本の自治体は、随分様子は違うわけでありま

すが、特に向こうから求められて、そういう機会を得たということは、日野の図書館として、

ある t'は日野市として、私は大いにおこたえをしていいというふうに思います。レッドランド

ともいろいろと実を上げていこう、こういうことでよろしいんではないか、と思います。
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午前 10時 7分開議

。議長(高橋通夫君) 本 日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 26名であります。

審査報告に入ります。

これより請願第 59-1 2号、自治会会館市当局に移管に関する請願の件を議題といたしま

す。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

0総務委員長(竹ノ上武俊君)

し上げます。

請願第 59 - 1 2号、自治会会館市当局に移管に関する請願でございます。これは、日野市

日野台 2丁目にある旧陸軍高射砲陣地兵舎を取り壊した廃材を利用して、古くできた自治会館

請願審査について総務委員会の審査結果を御報告申

でございます。現在、維持管理に不自由を来しているということで、何とか市に引き取ってい

ただきたい、という請願でございました。請願者は、日野市日野台2丁目の中田さんほか 905

名でございます。

総務委員会では現地調査を行いました。その結果、この自治会館の下に貯水槽があるなど、

いろいろ問題があるのではないか、ということで慎重審議を重ねてまいりました。審議の結果

は、面積や今後の建ぺい率、それから、地主さんが日野市にこの土地を寄付してくれるなど、

条件は十分にあるということで、この請願を全会一致採択と決した次第でございます。よろし

く御審議をお願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。本件は

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 59-12号、自治会

会館市当局に移管に関する請願の件は、委員長報告のとおり採択と決しました。
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これより日程第 2、日野市議会昭和 58年度一般会計決算特別委員会の設置及び委員の選任

の件を議題といたします。

委員の選任については、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

これより本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって日野市議会昭和 58年度一

般会計決算特別委員会の設置及び委員の選任の件は、原案のとおり可決されました。

これより日程第 3、日野市議会昭和 58年度特別会計決算特別委員会の設置及び委員の選任

の件を議題といたします。

委員の選任については、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

これより本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり)

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって日野市議会昭和 58年度特

月IJ会計決算特別委員会の設置及び委員の選任の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 61号、昭和 58年度日野市一般会計決算の認定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長 (森田喜美男君 ) 議案第 61号、昭和 58年度日野市一般会計決算の認定につ

いての提案理由を申し上げます。

本議案は、地方自治法第 23 3条第 3項の規定に基づき、昭和 58年度日野市一般会計決算

の認定を求めるものであります。なお、同規定により、監査委員の意見書並びに主要な施策の

成果等の書類を添えて提出いたしますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君) 監査委員から監査報告を求めます。

〔監査委員登壇〕

O監査委員(高崎克好君) 監査報告をさせていただきます。

昭和 58年度目野市一般会計の決算審査につきまして、前もって市長から提出を受けました

歳入歳出の決算書類、財務諸票、付属明細書等につきまして、一ノ瀬監査委員とともに慎重な

る監査を行いました。また、関係職員よりもその詳細にわたりまして内容の説明を受けたわけ

でございますが、監査の結果は、決算書を初めすべての書類に計数等の誤りはなく、予算の執

行状況等もおおむね議会の議決に沿って執行されていると認められましたので、ここに御報告

させていただきます。

簡単でございますが、以上をもちまして監査報告にかえさせていただきます。

。議長 (高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 61号、昭和 58年度日野市一般会計決算の認定の

件は、一般会計決算特別委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認め一般会計決算特別委員会に付託いたしま

す。

これより議案第 62号、昭和 58年度日野市国民健康保険特別会計決算の認定、議案第 63 

号、昭和 58年度日野市都市計画事業特別会計決算の認定、議案第 64号、昭和 58年度日野

市下水道事業特別会計決算の認定、議案第 65号、昭和 58年度目野市立総合病院事業会計決

算の認定、議案第 66号、昭和 58年度日野市受託水道事業特別会計決算の認定、議案第 67 

号、昭和 58年度目野市農業共済事業特別会計決算の認定、議案第 68号、昭和 58年度目野

市老人保健特別会計決算の認定、議案第 69号、昭和 58年度目野市仲田緑地用特別会計決算

の認定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

(市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) ただいま上程されました議案 8件について、それぞれ提案の

理由を申し上げます。

議案第 62号は、昭和 58年度日野市国民健康保険特別会計決算の認定についてであります。
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本議案は、地方自治法第 23 3条第 3項の規定に基づき、昭和 58年度日野市国民健康保険特

別会計決算の認定を求めるものであります。御審議の上認定をいただきますようお願いいたし

ます。

議案第 63号は、昭和 58年度日野市都市計画事業特別会計決算の認定についてであります。

本議案は、地方自治法第 233条第 3項の規定に基づき、昭和 58年度日野市都市計画事業特

別会計決算の認定を求めるものであります。

議案第 64号は、昭和 58年度日野市下水道事業特別会計決算の認定についてであります。

本議案は、地方自治法第 233条第 3項の規定に基づき、昭和 58年度日野市下水道事業特別

会計決算の認定を求めるものであります。

議案第 65号は、昭和 58年度日野市立総合病院事業会計決算の認定についてであります。

本議案は、地法公営企業法第 30条第 4項の規定に基づき、昭和 58年度日野市立総合病院事

業会計決算の認定を求めるものであります。

議案第 66号は、昭和 58年度日野市受託水道事業特別会計決算の認定についてであります。

本議案は、地方自治法第 23 3条第 3項の規定に基づき、昭和 58年度目野市受託水道事業特

別会計決算の認定を求めるものであります。

議案第 67号は、昭和 58年度日野市農業共済事業特別会計決算の認定についてであります。

本議案は、地方公営企業法第 30条第 4項の規定に基づき、昭和 58年度日野市農業共済事業

特別会計決算の認定を求めるものであります。

議案第 68号は、昭和 58年度日野市老人保健特別会計決算の認定についてであります。本

議案は、地方自治法第 23 3条第 3項の規定に基づき、昭和 58年度目野市老人保健特別会計

決算の認定を求めるものであります。

議案第 69号は、昭和 58年度目野市仲田緑地用地特別会計決算の認定についてであります。

本議案は、地方自治法第 23 3条第 3項の規定に基づき、昭和 58年度日野市仲田緑地用地特

別会計決算の認定を求めるものであります。

以上、議案第 62号より第 69号まで、 8議案につきましてそれぞれ提案の理由を申し上げ

ました。よろしく御審議の上認定をいただきますことをお願いいたします。

。監査委員(高崎克好君) 監査報告をさせていただきます。

昭和 58年度日野市国民健康保険特別会計、同じく日野市都市計画事業特別会計、同じく日野

市下水道事業特別会計、同じく日野市立総合病院事業会計、同じく日野市受剥く道事業特別会

計、同じく日野市農業共済事業特別会計、同じく日野市老人保健特別会計、同じく日野市仲田

緑地用地特別会計、これらの事業会計及び特別会計の 58年度決算審査につきましても、一般

会計と同様、前もって市長から提出を受けました決算書、財務諸票、付属明細書等につきまし

て、一ノ瀬監査委員とともに慎重なる監査を行いました。また、関係職員よりも同様種々事情

を説明を受けたわけでございますが、監査の結果は、決算書を初め、すべての書類に計数等の

誤りはなく、予算の執行もおおむね議会の議決に沿って一般会計同様執行されていると認めら

れましたので、ここに御報告させていただきます。

以上でございます。

。議長(高橋通夫君)

たします。

本 8件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 62号、昭和 58年度日野市国民健康保険特別会決

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

。議長 (高橋通夫君)

〔監査委員登壇)

監査委員から監査報告を求めます。

算の認定、議案第 63号、昭和 58年度日野市都市計画事業特別会計決算の認定、議案第 64 

号、昭和 58年度日野市下水道事業特別会計決算の認定、議案第 65号、昭和 58年度日野市

立総合病院事業会計決算の認定、議案第 66号、昭和 58年度日野市受託水道事業特別会計決

算の認定、議案第 67号、昭和 58年度日野市農業共済事業特別会計決算の認定、議案第 68 

号、昭和 58年度日野市老人保健特別会計決算の認定、議案第 69号、昭和 58年度日野市仲

田緑地用地特別会計決算の認定の件は、特別会計決算特別委員会に付託いたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認め、特別会計決算特別委員会に付託いたし

ます。

これより議案第 70号、日野市職員の定年等に関する条例の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕
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0市長(森田喜美男君) 議案第 70号、日野市職員の定年等に関する条例の制定につ

いての提案理由を申し上げます。

本議案は、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年等について定めるため、日野市職員

の定年等に関する条例を制定するものであります。詳細につきましては、担当部長に説明いた

させますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

。総務部長 (伊藤正吉君) それでは議案第 70号、日野市職員の定年等に関する条例

の詳細につきまして御説明申し上げます。

この条例は 6カ条と付員iJからなってございます。さる昭和 56年、法律第 92号をもちまし

て地方公務員法の一部改正がございました。第 1条に趣旨が書いてございますけれども、 28 

条の 2、 28条の 3、 28条の 4、この条項が加わったわけでございます。それに基づきまし

て東京都から準則が示されております。それらをもとにしましてこの条例をつくったわけでご

ざいます。それでは逐条的に御説明してまいりたいと思います。

まず第 2条でございますが、定年に達した日は最初の 3月31日に定年による退職と、こう

いうことでございます。

第 3条につきましては、一般職につきましては年齢 60年で定年、それから医療業務に従事

する医師及び歯科医師につきましては 65年とすると、こういうことでございます。

それから、第 4条といたしまして定年による退職の特例、これは、勤務延長ということだと

思いますが、これにつきまして、一応任命権者が、定年に達したときに、次の 3号に該当する

場合には、勤務延長を認めることができると、こういうことでございまして、 1号につきまし

ては、高度の知識、技能経験を有する人、あるいは 2号につきましては、欠員が容易に補充で

きない職にある人、あるいは 3号につきましては、その職員の退職によって公務に重大な影響

を及ぼすと、こういう 3号に該当いたします職員については、勤務の延長を認めると、こうい

う内容でございます。

2項につきましては、その勤務延長の日は、職員に係る定年退職自の翌日から起算しまして

3年を超えることができないと、こういうことでございます。それから、 3項につきましては、

当然勤務延長の場合につきましては、当該職員の同意が必要である。それから、 4項につきま

しては、勤務延長が 1年区切りで 3回できるわけでございますが、条件が 3年ということで、
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それも一応その都度任命権者が決めるわけでございますが、当該職員の同意を得まして、期日

を繰り上げて退職させることができると。それから、詳細につきましては、任命権者が定める

というものでございます。

第 5条でございますが、これは定年退職者の再任用でございます。これは、任命権者がすで

に退職したものにつきまして一一後に 1号、 2号に該当する職員でございますが、 1号につき

ましては退職する前の勤務成績が良好であること、それから 2号につきましては、採用に係る

職務の遂行に必要な知識または技能を有している人。これらにつきましては、定年退職者につ

いて再任用ができる、こういう内容でございます。

それから、 2項につきましては、これは 1年ごとに更新すること。それから、 3項につきま

しては、これが 3年を超えることができないと、こういうことでございます。それから、その

再任用につきましては任命権者が別に定めるということでございます。

それから、第 6条、任命権者の努力義務がここに成文化されております。

それから、付則でございますが、この条例は、昭和 60年 3月 31日から施行すると。こう

いうことで、組邑的な措置とし 1たしましては 2と3がござし 1ます。それぞれ日野市の場合につ

きましては、事務職員につきましては 60歳の勧奨をしておりました。そういうことで、これ

には該当することがございませんけれども、技能労務者につきましては 65歳でや っておりま

すので、 2項 3項の経過措置が必要になってくるわけでございます。

以上、雑駁でございますが説明を終わらせていただきます。

0議長(高橋通夫君 ) これより質疑に入ります。石坂勝雄君。

028番 (石坂勝雄君) 第 4条の 1項、 2項、 3項、特にいま詳細説明の総務部長の

中で、当該職務を担当するものが職務遂行上に重大な云々というか、しかも、運営に著しく支

障を生ずると、こういうことの何ていうか判定というか、現実のいまの中で実際に行われるの

かどうなのか。 こういう条項を設けておかないと、何か有能な人が何かしたり、何か重大な支

障が来したとき因るということで、一つの歯どめというか、ころばぬ先のつえというような形

で設けたのか。実際問題そういうことが適用されるケース・パイ・クースが相当数出てくると

予想されるのかどうか、その辺のところが 1点。

それから、 60年度、来年度から定年制がいわゆる法によって実施なので、今年度は、やは

りいままでの何ていうんですか、慣例に従って勧奨退職というんですか、そういう勧奨制度を
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やられるのかどうなのか。

その以上 2点です。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

。総務部長(伊藤正吉君) お答えいたします。

1点目の件につきましては、一応当面は、こういう職責にあるということが、ちょっと私の

知る範囲では考えられないと思いますけれども、これらにつきましても、今後こういう、いわ

ゆる地方公務員につきましでも専門的な知識技能が必要なときが来る場合があろうと、こうい

うことで規定を設けてございます。

それから、 2点目の勧奨の問題につきましては、次の 71号に条例の改正等のからみもござ

いますけれども、一応勧奨制度についてもこの条例で残してございますので、定年のように勧

奨をしてまいりたいと思います。

以上です。 C 1"了解」と呼ぶ者あり〕

O議長(高橋通夫君 ) 大柄保君

025番 (大柄 保君) 簡単に一つ聞いておきたいんですけれども、第 3条の中なん

ですが、医療機関に従事する職員とい うふうなことですけれども、この中で、たとえば薬剤師

とか看護婦とか、これらの職についている職員の取り扱いはどうなるのか 1点お聞きしたいと

思うんです。

以上。

O議長(高橋通夫君) 総務部長。

。総務部長 (伊藤正吉君) これは、 65歳につきましては、医療業務に従事する医師

及び歯科医師ということで、限定してございます。そういうことで、いま御質問の看護婦、そ

れから、その他につきましては前段の 60歳の定年と、こういうことになります。

以上です。

O議長(高橋通夫君 ) 馬場弘融君。

08番 (馬場弘融君) 4条と 5条にかかわります特例を受ける方、あるいは再任をさ

れる方、この方々の給与ですね、これは、いままでの給与表に基づいて支給をされるのか、あ

るいは全く別個につくられるものか、それをお答えいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 総務部長。
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0総務部長(伊藤正吉君) 4条の勤務延長につきましては、その身分がそのまま継続

するわけでございますので、給料等については変更ございません。それから、第 5条の方につ

きましては、 これは再任用の関係でございます。これから煮詰めてし 1かなきゃいけない大きな

課題でございまして、一応ーたん退職いたしますので、その後の取り扱いについては、これか

らは細部については組合とも協議し決めていきたいと、かように考えます。

以上です。

。議長 (高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君) 第 4条関係で申し落としましたけれども、動務延長でござ

t ¥ますので、そのまま身分は続きます し、給料もそれ相当の、あるいは継続するわけですけれ

ども、一応定昇についてはその裏づけがない、 こういうことで解釈しております。

。議長 (高橋通夫君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) ちょっといまの最後のがよくわからないんですけれども、継続

するんだから前のと同じ形でいく八ノだというんであれば、定昇も当然あるわけですし、もしそ

っでないとすれば、全く違う給与体系でやられるんではないか、というふうに思うんです。そ

の辺がよくわからなし 1。もう一度説明をいただきたいと思います。

。議長 (高橋通夫君) 助役。

。助役 (赤松行雄君) 私の方からお答え申し上げたいと思います。

第 4条の勤務延長にしましでも、 60歳を迎えた方でございます。そういう年齢を考え、そ

れから、石坂議員さんのお答えの中で、勧奨というものもことし実施するというふうな考え方

でございますけれども、今後も勧奨退職というのは、一つの制度として残していきたい、と考

えておるわけでございますけれども、それは、部課長の職につきまして早めに退職を勧奨し、

人事を更新していきたいと、こういうふうな考え方でございます。したがいまして、早めにこ

の面につきましては定期昇給の停止というものが、58歳当時から伴うというふうな形になろ

うかと思います。それらの全体が考え方の中から、やはり勤務延長につきましでも、延長した

ものについては、定期昇給はさせないんだと、こういうことに全体的な制度としてなろうかと

思います。

それで、昭和 42年当時に、大学卒などが大量に入ってきているわけでございますけれども、

なかなか管理職になりきれな い、なれないというふうな先詰まりというふうなものの打開が必
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要なわけでございますので、そういう考え方に立っているわけでございます。

。議長 (高橋通夫君 )

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

もう 1点だけ。勧奨退職を受けて、さらにまた再任ということ

もできるわけですね。

0議長(高橋通夫君) 助役。

。助役(赤松行雄君) 勧奨を受けた一一再任用についてはあり得るわけでござし可ます。

( Iはい、わかりました」と呼ぶ者あり)

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) いよいよ地方公務員も定年制がこれで実施をされるわけであ

りますが、この問、これまでの問、組合との間でいろいろ話し合いが続けられてきたと思いま

す。それで、私は庁内のいろんな意向をくみ上げてこの条例というものがつくられたものだと

思いますが、早l¥自治体では 6月議会に提案もされてきておりました。ところが、日野は今回

9月議会の提案ということで少し一一間に合うわけでありますが、結果的にはおくれての提案

ということになろうかと思います。そこで、庁内でたとえば現業職の皆さんについては、たと

えば東村山等では 63で一度提案をしたことがあった、というようなことで、多分組合の方の

意向としては、そういう線で要求といいますか、意向が市当局に示されたのではなし 1かと思い

ます。組合との交渉の経過をひとつまず教えていただきたいと思います。

それから、最初申し上げましたように、庁内ではどのような意思統ーを行ってこられたのか。

組合交渉とは別に、市側の中でこの条例をまとめるに際して、どのような協議をなさったか。

その点についてお聞きをいたします。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) この定年制の件につきましては、いま御質問のように、組

合の主張といたしましては 63歳と、こういうことが強力に打ち出されておりました。そうい

うことで、現在の企業体系等の管理の中で、 一応組合とも 10数回に及びまして、いろいろ交

渉を持った結果、組合でも他の都下 11市ですか、これらにつきましても一応 60歳定年とい

うようなことで、御理解をしていただきまして、それで、最終的にこういう条例が御提案申し

上げるような事態になったわけでございます。

これにつきまして、庁内の関係につきましては、先般庁議が月曜日にございまして、いろい
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ろこの考え方等についても、私どもから御説明いたしまして、各部課長さんの方にお伝えいた

だくようには御説明してございます。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) いま庁議のお話があったんですが、月曜日一一ついこの間、

一番最近の月曜日ですか。職員の皆さんの退職年齢が何年になるのかということで、大変それ

ぞれ部下をお持ちの管理職の皆さんも、その辺についてはl¥ろいろ御意見もあるでしょうし、

お考え方もあろうと思います。庁議で初めておわかりになったのは、この間の月曜日なんです

か。それまでに定年制については、こういういま状況にあるんだというようなお話は全くなさ

らなかったんでしょうか。

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

私の方から補足、御答弁申し上げたいと思います。

今回の提案しました案についての一一議会に 71号として御提案申し上げる案につきまして

の庁内での説明といいますのは、まだ議会にこれから御提案申し上げるという段階でございま

すので、部長を対象にしまして、庁議の席で説明しておるわけでございます。これらについて

は、初めての説明ではございません。いち早く 117カ月というふうなことで、現段階では一

一57年度の段階では都下の中では一番高い方で、いろいろと議会の中からも御指導いただき

ましたし、新聞、世論というもの等もいろいろあったわけでございまして、そういう段階で、

すでに議会にも一般質問等でお答え申し上げておるわけでございますけれども、 117カ月を、

5 9年の 3月段階では 38年勤続に年数を引き下げまして 98. 9 5カ月と、それから、こと

しが 36年勤続で 89カ月というふうに、毎年 10カ月くらいずつ急カーブで引き下げて来て

おるわけでございます。そういうふうな経過をその都度職員の方には説明しておるわけでござ

し1ます。

今後につきましても、助役会の 63年、 75カ月を中間の目標にすると。それから、日野市

としましても 61年の 3月を、当初の目標としましては都並みを目標にすると。これも中間目

標でございます。それで、国の現在の勧奨のレベルは 63.525カ月でございます。それから、

こういうものを一応それぞれ各 26市目標にして世間並の退職制度に改めていくと、こういう

ふうなことに相なっておるわけでございまして、その都度説明しておるわけでございます。職
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員の中にはし 1ろいろと不満があろうかと思います。それぞれ期待権もございます。恩給制度が

あるからといって入ってまいった職員も大多数でございます。定年制がないんだ、ということ

で入ってきた職員の期待もあるわけでございます。そういう中での大改革でございます、職員

にとっては、いろいろと不満もあろうかと思いますけれども、なるべく現状認識を説明しなが

ら認識を得ている、というのが現状でございます。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 勧奨退職そのことについては、後でまた次の議案のところで

お聞きいたしますが、私がお聞きしておりますのは、いま伊藤総務部長から庁議のお話があり

ました。月曜日ということは 9月 10日ですよね。ですから、議会の始まる直前なんですが、

それ以前に一ーもちろん勧奨退職の問題もからんできます。また、現業の方はどういう年齢で

定年を設けるんだろうという、いろんな考え方、意見があるわけですから、そうしたものを庁

議でお話しになったことがありますか、ということを、いま再質問でお聞きをしたわけです。

と申しますのは、こうした問題を処理する場合に、一つの傾向として、組合との交渉という

ものが中心になりがちである、というふうに私は思います。確かに組合の意見、また、組合が

主張するところのいろいろな要望等は聞いていかなければならないわけでありますが、かとい

って、それがこうした条例をつくる際の中心の作業になる、というのはどうであろうかと思い

ます。やはり並行して庁内の組合とは別の形のこういう庁議とか、また、いろいろ役所内での

会議等もあろうかと思います。そうしたところでの話し合いというのは、どの程度行われたか

ということをいまお聞きをしたわけでありますので、その点についてもう一度お答えいただき

たいと思います。

。議長(高橋通夫君) 助役。

。助役(赤松行雄君) どうも先ほどの御答弁の中で、説明の中心が勧奨とし 1うふうな

ことになり、そのような御認識を得たと、御理解を得たようでございます。説明の中ではそう

でございましたけれども、実際は、新しく迎える公務員としては、革命的な定年制の導入とい

うことについて、これにつきましては、組合とも何回も、総務部長が申し上げましたように回

を重ねて事務折衝を重ねてきておるわけでございます。職員の方につきましでも、なかなか理

解を得がたいことでございますので、 117カ月から今日までの 89カ月に引き下げる、ある

いは条管リ化していくということについては、その都度庁議等で説明し、部長から課長、係長等
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の、要するに朝礼等で説明するように庁議でもって連絡をとっているわけでございます。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君 ) 私は、庁議の内容というのは全くわからないわけですが、実

際この条例案が出てくるまでに一一本当は 6月議会に出されるのではな L¥かな、というふうに

思っておりましたが、出てこなかった。いろいろ組合との折衝に手間取っている、事務折衝が

難航しているとし1うことを灰聞しておりました。組合との交渉というものは、もちろんそれは

私は否定するものじゃありませんが、いま非常に抽象的に庁議での議論のことをいま助役おっ

しゃったんです。具体的に、こういう画期的な変更が行われる場合には、積極的に庁議でも取

り上げて、職員の皆さんのお考えを聞いてし、く。そして、それを条例の中に反映させていくと

いうことがあっていいと思うんです。私、月Ijになかったとかあったということを中心的にいま

話をしているんじゃなくて、具体的に 6月議会以降回数、また、こういう内容で話をしたんだ、

組合折衝とは別にこういうことも庁内でやっていた、ということをお話、私はお聞きをしたい

ということでいま聞いたわけなんですが、 3月以降、 6月以降構わないんですが、もう少し具

体的にお話をお聞きしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 助役。

。助役(赤松行雄君) なかなか御理解を得ないようでございます。制度の本質を踏ま

えて御理解いただきたい、と思うわけでございます。 11 7カ月から率を引き下げるという段

階につきましては、部課長会等を経まして、何度となく説明をし、その率の引き下げというこ

とでございます。それから、 3月以降の問題につきましては、一般職は前々から 60歳の定年

制ということで、それが 28条の 2の今度は定年制というものに同じ 60歳で変わるわけでご

ざいまして、大きな変革はないわけでございます。それから、現業職につきましては、日野市

におきましては、 65歳だったわけでございます。それが法律で 60歳とこうなるわけでござ

います。そういうわけで、法律というものが一般職につきましては 60歳ということになって

おりますので、これは、われわれの方としては 60歳だけれども、おまえたち 63がいいのか、

6 4がいいのか、というふうな説明はしておりません。法律だから 60歳なんだよ、というふ

うなことで、それについてのいろんな取り扱いは説明しておりますけれども、定年一一年齢に

ついては、これは法律事項だというふうなことで、組合との交渉とは違った、要するに法律事

項ということで、職員の意向はその中には一ーやむを得ないものだ、というふうな考え方で対
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処しておりますので、ただ 60歳でやめた場合の定年の場合の、要するに退職金というものに

ついては、同じように 89カ月を適用していくんだ、という説明はしているわけなんですけれ

ども、その点が組合交渉と庁議等を経て職員に流した点の違いでございます。そういう違いを

踏まえて説明はしている。ですから、 3月以降については明らかに組合交渉とは違った、要す

るに内容になっている。それ以前については、日野市は 11 7カ月ということで年々引き下げ

ざるを得ないんだという理解は、庁議等を経て職員に、職員の意向を吸い上げてきましたと、

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

そういう考え方でございます。

ただ、退職金の取り扱いについては、やはりいろいろと意向を吸い上げなきゃならん、とい

うふうな意向には立っておりますけれども、定年の年齢については、組合との間では、それが

論議の中心になりましたけれども、対職員と市長部局としての考え方では、それは法律事項な

ので、そう大きく論議すべき事項ではない、という考え方に立っておりました。そういう形で

ございますので、その問題については、 3日以降は定年年齢については論議しておりません。

組合とは論議しているけれども、職員とは論議しておりません。そういうことです。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) わかりました。しかし、私ちょっと納得しがたいのは、やは

り組合とこういう交渉をいましているというようなことは一一先ほど助役がおっしゃったよう

に、非常に大きな変革がここで公務員制度について行われるわけですから、やはり逐次説明を

やはりされるというようなことがあってもいいんじゃなt'¥かなと思います。先ほど総務部長は

9月 10日に、月曜日、庁議で話をしたということで、議会直前にお話しになるというのでは、

ちょっとお粗末ではな t'¥かなと思いますので、組合も大切でしょうが、そうした庁議の場もひ

とつ重んじていただきたい、ということを申し上げておきたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 市川資信君。

01 9番(市川資信君) 私のお聞きしたい点、大体他の議員が質問されましたので、

一、二点だけちょっとお尋ねしておきたいと思います。

そもそもこの定年制に関しては、本来社会の中で平均寿命が大幅に延びているという中で、

各私企業においても定年延長を図られている中、また、その反面では、行政改革を唱えて、体

質改善だ、あるいは経済情勢の大幅な変状に対して合わせるんだ、とし 1う、相矛盾した一つの

問題提起ではなかろうかと思うわけです。そういう視点からとらえてみれば、この定年制の条

例制定ということは、公平でなければならない、ということが大前提だと思うんです。だとし

ますと、私はもう、いま、きょう私は質問本来する予定はなかったんですが、数日前に、日野

の組合の、職組のニュースを見ました。そのニュースの中に、あたかも私のとらえ方が、そう

いう偏見でとったのかどうかわからないけれども、当然 60歳定年だとうたわれているのにも

かかわらず、 63歳をかち取る、というような意味のニュースを見たわけです。と、これは一

体何なんだろうと、私は私なりに疑問に思っておったんですけれども、片や、いわゆるいま 2

こういうことでございます。

01 8番(古賀俊昭君) ちょっと私がお聞きしていることと、助役がお答えになるこ

とと食い違っているように思うんです。私は、組合と折衝をなさっている問、部課長さんあた

りが、一体定年制条例はどういう形でいま条例の案が作成されているんだろうか、ということ

がおわかりにならない。そういうケースがあったのではないか。そういう経過がもしかすると

あったのではなし 1かなと思いましたので、いまお聞きをしているわけです。ですから、組合の

幹部、いわゆる執行部の方は、いまこういうことを当局と交渉していると、いまこの辺で議論

をやっているんだということで、この条例がまとまるまで、かなり詳しく経過については掌握

をしていたでありましょう。ところが、肝心の上司であります部長さんや課長さんあたりは、

一体どうなっているんだろうということで、むしろつんぼさじきに置かれているような形があ

ったのではないか。そういうことで、具体的には庁議では一一この定年制条例の案の作成だけ

ではありません。いろいろな行政施策を決める上で、もちろん諮られているとは思いますが、

この定年制条例の案をつくる際には、どのような庁議での議論をなさったのですか、というこ

とをお聞きしたかったわけです。どうでしょうか。

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

先ほどお答えしていると思います。部課長につきましての説明

については、はっきり法律事項で一般職員については、 60歳だという前提に執行部として立

っており ます。ですから、そういう面については、組合との交渉の中心になりましたのは、 63

歳とかという現業員の、あるいは現行 65歳でございますので、その取り扱いが中心になるわ

けでございますけれども、われわれの方で、部課長なり一般職員に対しては、やはり法律事項

でございますので、定年の年齢については 60歳で行く八ノだ、という考え方でおりますので、
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項、 3項に該当するところだろうと思うんですが、これを、要するに解釈をとると、いわゆる

一般行政職は 60歳定年、現業職は、 65歳がいわゆる勧奨というか、肩たたきのいままで対

象になっておったものが、現業職とれば、 63歳も可能であると。一般行政職においても、こ

れをとり方によれば行政職の方が、むしろ私は不公平ではなかろうかな、と思うと同時に、今

度、管理職になった方々が、これは場合によると、とりようによっては 60歳定年前でも退職

があり得るという、先ほどの助役の答弁などは、そういう感じもしないではなかったんですが、

一体それは職務定年制のような形をとっておるのか、 60歳でいわゆるそういったシステムを

取り入れるのか、まずそこら辺がちょっとわからなかったので、はっきりと、いわゆる管理職

の部課長の定年というものが、 60歳ではっきりと定年なんだということなのか、それとも、

その前にもあり得るのかどうか、ということについて、まずお尋ねしたいと思います。

堅幹部がそういう状況にあるので、そういう状況の士気を、要するに更新してし 1く。人事を更

新してし 1く、という策も必要だろうというところから、そういうことが考えられているわけで

ございます。具体的には要綱でございます。

。議長(高橋通夫君)

0 1 9番(市川資信君)

市川資信君。

当然、これは総務委員会付託される議案だと思いますので、

。議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

お答え申し上げたいと思います。

総務委員会でまた篤と審査をしていただきたいと思うんですが、要は、私がその組合ニュ ース

を見て感 U得たところと、いわゆる 70号の議案とは、 2項、 3項によ。つては、いわゆる実際

6 0歳の定年を線でヲ Il¥ておりながら、現実には、それが有名無実化する可能性があるんだ、

ということが十分にあり得るということを、 l点指摘しておきたいということと同時に、私は、

いわゆる管理職の定年制云々の、いま助役の答弁でございますけれども、かつて私は、こうい

った指摘をしたことがございます。いわゆる民間企業一一私は例に日本航空をとったわけです。

日本航空の労働組合が、職務定年制を要求した。それはどういうことかというと、いわゆる係

長、課長候補がうぞうぞいて、いわゆるポストがないために、下でいわゆるストレス化現象を

起こして、企業の活性化が図れなl¥。何とかこれをもっと企業が生き生きと活動ができるよう

にということで、組合が逆に職務定年制というものを提言したということを、かつて私は、一

般質問の行政改革の項で申し上げた点があるわけです。私は、決して活性化を図る意味におい

て、職務定年制ということの導入は悪いことではない、かように思うわけです。ただし、いま

の部課長の、いわゆる制度では、余りにもかわいそうだと思うんです、そういったものをしい

た場合には。いわゆる確かに、きのうも私は石坂議員から調整手当、あるいは管理職手当等の

基本的なものは教わって、たしかそうい った面はある程度の優遇はされておりますけれども、

基本給においては、決していまの部課長は優遇されておるというものではない、と思うわけで

す。そういう中で、こういったシステムを導入した場合には、退職金、あるいは年金等におい

て、相当のハンディが出てこざるを得ないという状態だと思うんです。ぜひこの辺についても、

総務委員会で篤と審査していただきたい、ということを要望して終わります。

0議長(高橋通夫君) 川嶋博君。

まだ勧奨についての要綱が、 59年度の要綱、あるいはそれ以降の勧奨につきまして、要綱

があるわけじゃございませんので、基本的な考え方でございます。それで、 71号の方の中に

ちょっと入るわけでございますけれども、その者の事情によらないでやめるというのが、いま

までありますところの勧奨の制度になるわけでございます。その制度が今後残るということに

ついては、さっき申し上げました一一日野市の場合におきましては、昭和 42年当時一遍に大

学卒等の新しい職員が、 82名という多数の職員が一遍に入ってきた人口急増、あるいは日野

市が市制をしいて間もない時代でございましたけれども、ございました。そういうふうな一つ

の年齢構成が急激に一一職員の年齢構成というか、職員数が急激にふえたという時代等のあお

りがございまして、なかなか係長、課長になり得ないというふうな制度上の問題がございます。

それを一つずつ少しでも解決してし 1かなきゃならん、というふうなこと等で考えておるわけで

ございますので、まだ基本的な考え方だけを申し上げているわけでございますけれども、さっ

き言いましたように、 58歳程度で勧奨、要するにその者の理由によらない退職ということで、

勧奨して後進に道を譲って l¥く方向も考えなきゃならないんじゃないだろうかということで、

し1ま申し上げましたその者の理由によらない退職、と l¥う勧奨の制度が、続けて残ることにな

るわけでございますけれども、それが 58歳かどうかということは、そのときの勧奨の要綱に

よって定めるということになるわけでございます。考え方としては大体現在の職員構成が、中

0 14番 ( 川 嶋 博 君 ) いままでの理事者側の答弁を聞いた中で、私が 5条の定年退

職者任用についての質疑をしたいと思います。

1項の問題で、5条の 1項、退職する前の勤務の成績が良好であること。この項について、
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。総務部長(伊藤正吉君) 第 5条の 1項の 1号の勤務成績の関連でございますが、先

0議長(高橋通夫君 ) 川嶋博君。

01 4番(川嶋 博君 ) 1項の問題で、 退職する前の勤務成績が良好であると 、こう

いうことは、地方公務員としてもあたりまえのことだと思います、私は。ですから、このあて

はまる 一ー ただし1ま市長がお話しになったような内容があったら、別な項目に言い方があるん

ではないか。私は、一般市民がこれを読んで、まだこういう ことを重んずるとか別な解釈をさ

れるんじゃな~¥かと、そういうように私は感じますので、この辺について、別な考えがあるか

どうかお伺いしたいと思います。

それでは退職するのについて、どの辺のところの判断をされるかまずお伺いしたいと思います。

O議長(高橋通夫君 ) 総務部長。

ほど条例の説明の中でも、この項につきまして、やはりこれからこういう点については客観的

なものを煮詰めてし 1く必要があると、こういうことで、これから詳細については決めていきた

いと、かように考えております。

。議長(高橋通夫君 )

01 4番(川嶋博 君)

川嶋博君。

この項の問題は、いろいろ解釈によっては 60歳定年という 0議長(高橋通夫君 )

O助役(赤松行雄君)

助役。

市長から御説明申し上げ‘ましたように、こ の1条の中に地方公退職の項を決めたが、この項にあてはまって 63歳になるということがわかります。ですから、

6 0歳定年というもので、一度定年退職をし、それで、職務上必要なという方々が、 3年以内

に再任をする、という項にできなし 1かどうか。または、こういうことによって、これからの若

い優秀な職員の採用、または職員の中の活性化という問題について、いろいろ影響してくるの

で、その問題についてどういう考えでいるか、お伺いしたいと思います。

務員法の 28条の 2、それから、 28条の 3、28条の 4が 1条に網羅されておるわけでござ

います。これが、 56年度の地方公務員法の改正で、地方公務員の定年制として改正になった

新しい条項でございますけれども、この条例の 2条、 3条、 4条、 5条、 6条というのが、こ

の1条の内容を細かくしたものでございます。それで、地方公務員法にございますところのお

条の 4までを、そのまま国と東京都の方から準則として条例化するように来ておりますので、

そのまま条例化 しておるわけでございます。

ですから、4条において勤務延長がございます。 5条において再任用がございます。それか

ら、 6条は、これは定年制についての努力義務ということで、急激に職員が定年一一要するに

職を離れていくということについての、アフタ ークアみたいな調査を十分にしなさいと、こう

いう内容になっておるわけでございますけれども、いずれも国の方から定年制の条例として準

則で規定する、ということで指示されている内容でございまして、抜け穴として日野市が特別

に考えてうたい込んだものではございません。

市長がさっき言いました 5条の再任用でございますけれども、 60歳になりまして非常に、

要するに退職する前の勤務成績が良好ということにつきましては、お年でもございます。それ

から、病気等も多くする状況の年でございます。それらの中ですべての、要するに人間を再任

用、あるいはノミート的な、あるいは嘱託的な待遇で全部の人間を再任用するということじゃご

ざいません。その中で意欲もあり、それから、体も丈夫であり、病気についても息災だという

人を対象にしまして、ごく少数でございます。職員の、要するに正規採用の領分を侵すことに

なりますので、ごく少数の限られた人間について、要するに法律で、言うならば急激に定年化

。議長(高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君) いろいろ御心配をいただいておるようでありますが、これは、

何か抜け穴をつくったということではないつもりであります。つまり、たとえばまだ 20年に

満たないために、年金が付加されないというようなケースがあり得ますので、その人たちに、

もう一、二年で足りるということであるならば、そういうチャンスを与えようと、こういうこ

とも考えておかなきゃなりませんし、日数の上で、それらのことも十分勘案して出しておるわ

けでありまして、抜け穴をつくるとか、あるいは条例の趣旨を損なわさせよう、というような

ことは全くありませんが、条例の中へやっぱりそういうことはうたっておかないと、今後の運

用に支障があってはならない。そしてまた、職員は、これからいろいろなこともありますが、

とにかく定数は余りふやすわけにはし 1きませんから、したがって、別途の考え方で、また同じ

行政の経験の中で得たその能力を活用してし吋、このような方途もこれから考えなければなら

ないと、こういうふつに思っております。時局のおもむくところでありますから、これには市

民にこたえる、そういう立場をとらなければなりませんけれども、しかし、これによって何か

非常に意欲が損なったり、あるいは不当に不利益を得るというようなことがあってはならない、

ということは重々に考えておるつもりでございます。
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するわけでございますので、アフタ ークアとしてこの条項が設けられておりますので、そうい

う意味での要するに適用を図っていきたいと、こう考えておるわけでございます。

。議長(高橋通夫君)

01 4番(川嶋博 君)

ていただきたいと思います。

。議長(高橋通夫君)

01 6番(夏井明男君)

川嶋博君。

了解しました。この件については、総務委員会で十分審議し

「関連」と呼ぶ者あり)

夏井明男君。

いまの川嶋議員との市長と、それから助役との答弁の中で非

常に疑問な点がありますので、ちょっと確認をしておきたいと思います。

いま定年退職者の再任用ということで、先ほど市川議員との質疑の中でもあったわけですが、

この 5条というのは、何も定年制の抜け穴的な運用を図る制度では決してない、というお話で

した。この文面を見ましても、明らかに客観的に「公務の能率的運営を確保するため特に必要

があるとき」とかいうことで、むしろおやめになる方の事情よりも、市の行政の方に支障がな

いようにという配慮で、特に市の行政のスムーズな運営のために設けられている規定だな、と

いうふうに私は解釈したわけですけれども、先ほどのお話ですと、市長は非常によくわからな

いことをおっしゃったんですが、要するに年金一一 20年たたないでおやめになる方がいらっ

しゃると。あと 1年くらいになれば、それを満たすであろうような場合も考えられると、ごく

少ないけれども一ーということをおっしゃったように聞こえたわけです。あと助役がそれを抽

象化した言い方で、ごく一般的なこととしても少ないんだと。特別な運用の中での話なんだ、

というお話で、ちょっとそれをふくらましたようなお話なんです。これは非常に問題だと思う

んです。民間で年金が足りなくておやめになって、再就職で必死になって次の退職された後の

職場を確保して、そういう手当のあるところへ行こうということで、かなりな方が苦労して再

就職図っている事情があるわけです。人情としては非常にわかるんですけれども、これは非常

におかしな、いわゆる定年退職者の再任用という、この制度から見て一つの具体例としては異

質なものではなし、かというふうに考えるんですが、どうでしょうか。

。議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 異質というべきものだと思います。そして、人事であります

から、制度の精神を最も優先させるべきものでありますし、また、理と情のこの使い方も、こ

れは人をまとめる上で重要なことだと思っておりますから、いま御指摘になりました、いわゆ
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る条例の精神というものはお説のとおりだと、このようには思っております。原則を最優先さ

せるということはもちろんでありますが、そのあたりのところをよろしく御理解をお願いして

いただく部分もあると、このようなことであります。

。議長(高橋通夫君) 旗野行雄君。

01 0番(旗野行雄君) いまの夏井議員の質問に関連することですが、確かに年金の

受給期間を満たしてなし 1から、 1年くらい任用するというようなケースもあり得るんだ、とい

うことを市長は説明されておりました。しかし、そういうことを提案理由の質疑の中でおっし

ゃられるということは、この定年の条例が空文化する恐れがある、と私は判断します。 5条に

つきましては、厳密に拡大解釈しないで「公務の能率的運営を確保するため特に必要である」

と、こう書いてあるわけですから、余人をもってかえがたい場合に限ると、こういうふうな説

明なり解釈をすべきだとこう判断しますがし 1かがですか。

。議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) そのとおりであります。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君) 地方公務員に定年制がしかれたという中で、いまこの条例が

出たのですが、私の通告質問にもあしたやる予定なんですが、意見として、こういう定年制が

出たということ、どうしても連動して退職金の問題、給与の問題というのは、やっぱり総体的

に検討すべき段階に来ているんではなし 1かということを意見で申し上げておきます。

それから、先ほどのいろんな市長の特例事項というのは、私はいま法務大臣が、何ていうか、

場合によると指揮権発動するなんていうことは、やたらやっちゃいけないということであるけ

れども、やっぱり法では許されると同じ、条例ということで、私、都の指導等でこういうこと

の、いわゆる条項は入れていくということは理解します。しかし、さっき市長が言った一一撤

回されたからいいですけれども、ああいうことをすると、またこれもあした聞きたいと思うん

ですが、任命や採用するときに、そういうことは当然わかっているんではなかろうかと。そう

いうことで、みだりにああいうことをこういう本会議場ですべきでない、ということを意見で

申し上げておきます。
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以上です0

0議長(高橋通夫君 )

結いたします。

ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

お諮りいたします。これをもって議案第 70号、日野市職員の定年等に関する条例の制定の

件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なし」 と呼ぶ者あり〕

。議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第 71号、日野市職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定の件を

議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇)

O市長(森田喜美男君 ) ただいま上程されました議案第 71号、日野市職員の退職手

当支給条例の一部を改正する条例の制定についての提案の理由を申し上げます。

本議案は、職員の定年制の施行に伴い、日野市職員の退職手当条例の一部を改正するもので

あります。詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお

願いいたします。

。議長(高橋通夫君 ) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君) それでは議案第 71号、日野市職員の退職手当支給条例の

一部を改正する条例の内容につきまして街竜見明申し上げます。

上段から 3行自でございますが、 2ページに、第 5条の見出し中 「勧奨退職」を 「定年退職

等」に改め、ということでございます。これは、見出しの改正でございまして、その中に改正

条文が各ございます。 I定年に達したことにより退職した者」それから一一括弧内は省略さし

ていただきまして 一一「これに準ずる理由その他その者の事情によらないで引き続いて勤務す

ることを困難とする理由により退職した者で規則で定めるものに対して支給する退職手当の額

は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分 して乗じた金

額を支給する」と、こういうことでございます。お手元に、きょう配付申し上げました規則が

ございます。御参照いただきたいと思います。 規則の、議案第 71号一一きょうお配りした資

料なパノですが、 「日野市職員の退職手当支給条例施行規則の一部を改正する規則」と、こ うい
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うことでお手元にお配り してあると思うんですが 一一よ ろしいですか。

それで、第 4条でございますが、ここに条例の 5条の見出 しの中でう たってある、三つにわ

たります説明がしてございます。

まず、 「これに準ずる理由」 という ことでございますが、これにつきましては、規則の第 4

条、 2段目から「退職日の年齢が 55歳以上で 25年以上勤続して退職したもの」と、これが

「こ れに準ずる理由」でございます。

それから、 「その者の事情によらないで引き続き」 云々の文面につきま しては、 2項といた

しまして「条例第 5条第 1項に規定するその他その者の事情によらないで引き続いて勤務する

ことを困難とする理由」ということで、これが「勧奨退職」こういうことで従来の条例では勧

奨退職一本やりな条文でございましたけれども、ここで条文を改正いたしまして、定年退職と、

それから、永年長期勤続後の退職と、それから、勧奨退職と、こういう 3本建てになると、こ

ういうことでございます。

それから、その本文の次に、第 8条一一条例の方ですが、条例の2ページでございますが、

「第 8条を削り」ということでございますが、この第 8条につきましては職歴加算の条項で、ご

ざいます。これを削るということでございます。

それから以下は 1条を削ることによりまして、それぞれ 1条ずつ繰り上がっていくと、こう

いうことでございます。

その次に、付則といたしまして、 「この条例は、 60年 3月31日から施行するJと、こう

いう ことでございます。

経過措置がここに書いてございますけれども、この条例の改正が、職員退職手当支給条例第

5条というのはこういう形でございます。すでに、ことしまでの要綱で 60歳、現業職 65歳

で勧奨いたしましたが、それに応じない人については別だと、こういうことでございます。

それから、 3項につきまして、勧奨退職で規定するその他の事情によらないで引き続き勤務

することを困難とすると、こ ういうことで、同整理退職の場合ですね、3ページの下からマイ

ナス 4行目の後段でございますが、 「第 8条で定める規則で定める職にあった者の退職手当の

額に係る旧条例第 8条の規定は、その職にあった期間のう ち、昭和 60年 3月31日までの期

間については、なお従前の例によるJと、こういうことでございまして、第 8条そのものは60

年の 3月 31日で、職歴加算の制度は打ち切られるわけでございますけれども、それ以前に職歴
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加算に該当する職種にありましては、勧奨を受けた場合にはこれを通算すると、こういう内容 す。ぜひこの際、退職手当の支給条例を改正する件について、もう一度市長あるいは関係者の、

この制度の改善というものを、どういうふうに取り組む意思があるのかどうかということを、

1点お聞きしておきたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 理事者答弁。市長。

。市長(森田喜美男君) 通し号俸制の是否の課題は非常に重要であります。今後の課

題になるもの、というふうに私も考えておりますが、当面いま提案を申し上げております方法

で、つまり役職加算を算入するという方法でここのところは移行していきたいと、こういう考

え方でございます。

でございます。

以上の雑駁な説明でおわかりにくかったと思いますが、説明を終わります。

O議長 (高橋通夫君) これより質疑に入ります。石坂勝雄君。

02 8番(石坂勝雄君) 1点だけ聞きたいと思って、 8条、これを削るとし 1うことな

んですが、この職歴加算というのは、いわゆる私t¥ま想像するのに、管理職の手当で、なかな

かいまこの規則を説明されてややわかるんだが、われわれのような頭ではなかなか 1日ぐらい

教育受けなきゃわからないんだが、これはあれですか、係長とか課長だとかによるのか、何年

から云々というようなことがあるんではなかろうかと思うんで、その辺どうなんですか、いま

少し説明してもらいたいんです、管理職。

O議長(高橋通夫君) 総務部長。

。議長 (高橋通夫君)

01 9番(市川資信君)

市川資信君。

役職加算で、現在は対応しておると、これはわかるんです。そ

0総務部長(伊藤正吉君) 管理職の職歴加算の件でございますが、日野市職員の退職

れは、管理職手当として支給されていることはわかるんですけれども、それは退職金にも年金

にもほとんどはね返らない、ただ単なる役職加算。部長になれば部長なりの交際、課長になれ

ば課長なりの交際、たとえば葬儀、結婚式等に呼ばれても、恐らく月に 1回あれば、それで飛

んでしまうような、仲人でもして赤ちゃんが生まれれば不足するような金額であります。です

から、むしろやはり希望を持って、部長になればこれだけの職務給、責任給がいただけるんだ

という誇りと、何にもしなくても課長職、部長職と同じような給料がもらえる制度であっては、

やはりおのずとそこに職員の士気の活性化というものに、私は影響してくるんだということを

かねがね指摘しているわけです。ぜひ部長になったら部長になった、その責任に応じた給与制

度、職務に応じた給与制度というものの導入を 1日も早く図れるよう、市長も積極的にひとつ

働きかけていただきたい、ということを要望しておきます。

手当支給条例施行規則の第 5条に、それぞれ職歴に対応します加算率がうたってございます。

課長補佐につきましては加算率が 0.5、課長におきま してはしそれから、部長及びこれに準

ずる職にあっては1.5と、こういうことで換算率を換算しまして加算するわけでございますが、

その中で、さらに組織規則の施行前においてすでに係長の職にあった期間を課長補佐のあった

期間とみなし、これを通算すると。こういうことでございますので、 45年以前に係長であっ

た者については、課長補佐のような扱いをして換算率を計算して退職金を計算すると、こうい

う内容でございます。

以上です。

O議長(高橋通夫君 )

01 9番(市川資信君) 先ほどの 70号の定年と関連するわけで、私は、かねがね申

。議長 (高橋通夫君)

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

この条例改正案は、簡単に言いますと勧奨退職の場合は、こ

市川資信君。

し上げているように、通し号俸制の、いわゆるいまの給与制度が存する限りは根本的な、いわ

ゆる退職手当も基本的に少しやっぱり狂ってくるということで、やはり通し号俸制は早く撤廃

しなければならないということは、かねがね主張しているわけでございますけれども、いわゆ

るいまの給与制度であるならば、せっかく重責を担った部長、あるいは課長、係長等が退職す

るときの、いわゆる退職金というものに役職加算、いわゆる管理職手当あるいは調整手当等は

加算されないわけですから、おのずと一般職の方と大差がないような状態でなっているわけで

としは 59年度 89カ月になるという内容だと思います。そこで、この 89カ月の対象者とい

うのは何人くらいいらっしゃるのか、その人数と金額。それから、これは先ほどお聞きしても

よかったんですが、来年、 60歳定年で来年度おやめになる方の数は何人なのか、それをちょ

っと教えていただきたいと思います。

それから、もう一つ。先ほど勧奨退職制度は残るということの御説明がありました。それで、

ここに「定年退職等」ということで「等」の字を 1字入れて勧奨退職の制度は存続していこう、
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というお考えだと思うんです。先ほど助役がおっしゃった多摩 26市の助役会が決めたガイド

ライン 75カ月以内というものには、いつごろ到達をするお考えなのか。都並みには 61年か

6 2年くらいにということを、たしかいまおっしゃたと思うんですが、その点についてもお考

えをお聞きかせをいただきたいと思います。

。議長 (高橋通夫君) 総務部長。

。総務部長(伊藤正吉君) 第 1点目の件につきまして、お答えいたします。勤続 36 

年以上の場合は打ち切りでございますが、この職につきましては 89カ月と、こういう頭打ち

の現在の条例になっております。来年 60歳を迎える人につきましては I名でございます。そ

れから、現在 60歳以上の職員でございますが、総数でございますけれども、行政職、技労職

を含めまして 34名でございます。 60歳以上でございます。

0議長 (高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

8 9カ月の対象者でございます。来年定年を迎える-60年

の 3月に定年を迎える人間につきましては、ことしの場合ですと、 60年の 3月の場合ですと、

いままでの 61歳、 62歳、 63歳というふうなたまりがございますので、それらの方も含め

まして、全部初年度でございますので、 60歳の定年と経過措置でそう称しているわけでござ

いますけれども、その人が全部89カ月の対象者でございます、全部。人数につきましては、

6 5歳が 1名というふうな形で、 60歳が 15名という形で 34名でございます。それで、こ

れの計算の基礎は、給与月額と調整手当だけでございます。いままでですと、定年の退職はい

ろんな役職加算だとか、名誉昇給だとかいろんなもの含んでおりましたけれども、定年の退職

というのは、給料月額に暫定手当だけ含んだものが今度は計算の基礎で、最高 89カ月一一36

年勤続で 89カ月。これは最高ですから、 34人が全部 89カ月になるわけじゃないわけです。

ずっと下回る方もいるわけなんです。ですから、大体平均は 2，000万ちょっと欠けるんじゃ

ないだろうかと、そういうことでございます。

それから、ガイドラインでございますけれども、助役会の 75カ月は、 63年の 3月でござ

し、ます。 63年の 3月が、ガイドラインとして 75カ月に持ってし 1く、ということでございま

す。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 3 6年、 89カ月の対象の方がいらっしゃるということです
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が、いま平均の大体額は 2千万円くらいだろうというお話がございました。最高の方はどのく

らいの額におなりになるんですか、ということをいまお聞きしたんで、す。

それと、助役会のガイドライン 75カ月以内というのは、 63年目標だということを助役お

答えになった八ノで、すが、日野市においては、 63年に、この 75カ月ということに持っていく

というお考えがはっきりおありなのかどうか。助役会の考え方と、また、日野市の考え方、食

い違いがないのかどうか、もう一度お聞きをいたします。

。議長 (高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

ことしの最高につきましては、定年退職というふうな計算でま

いりますと、 3，000万ほんのちょっとという状況じゃなし 1かと思います。大体 117カ月、

元金4千万と仮定しますと、現在では 3千万を大体 23%くらい減額になってますんで、 117

カ月で 4，000万が、現在の 89カ月に直しますと 2，900万程度でございます。そのくらい

に下がってきておるわけでございます。ですから、 60年 3月の 34名の中での最高は 3，000

万ちょっと、 3，200万欠けるんじゃないだろうかと、こう思っております。

それから、助役会のガイドラインでございます。組合との方の折衝も、他市と比べますと順

調な方だろうと思います。おくれたじゃないか、というふうなお声で励ましをいただいている

わけでございますけれども、今後も続けて、組合との話し合いでは 89カ月の 60年の 3月ま

でで話が一ーまでしておるわけでございまして、それから先につきましては、今後継続して話

し合ってし 1く、ということになっておるわけでございます。前々申し上げているとおり、助役

会の中の協議等にも参画しておるわけでございます。その中でのガイドラインというものに沿

いまして、都並みというものを当面目指して減額し、民間並みにしていくと、こういう考え方

でおるわけでございます。

0議長 (高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 71号、日野市職員の退職手当支給条例の一部を改

正する条例の制定の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。 本議案は、福祉センタ ーの利用時間を改めるため、日野市立福祉センタ一条例の一部を改正

するものであります。

議案第 75号は、日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定についてであります。

本議案は、東京都の児童育成手当に関する条例の改正に伴い、児童育成手当の支給額を改め

るため、日野市児童育成手当条例の一部を改正するものであります。

以上 4議案につきましては、担当部長に詳細説明をいたさせますので、よろしく御審議のほ

どお願いいたします。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

( 1異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前 11時 42分休憩

午後 1時 5介再開

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 。議長 (高橋通夫君 ) 関係部長から詳細説明を求めます。福祉部長。

これより議案第 72号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の制定、議案第 73 

号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定、議案第 74号、

日野市立福祉センタ一条例の一部を改正する条例の制定、議案第 75号、日野市児童育成手当

条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

( 1異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇)

O市長(森田喜美男君) 議案第 72号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条

例の制定について提案の理由を申し上げます。

本議案は、東京都の老人福祉手当に関する条例の改正に伴い、老人福祉手当の支給額を月額

16，500円に改めるため、日野市老人福祉手当条例の一部を改正するものであります。

議案第 73号は、日野市心身障害者(児 )福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定に

ついてであります。

本議案は、東京都の心身障害者(児)福祉手当に関する条例¢改正に伴い、 心身障害者(児)

福祉手当の支給額を改めるため、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する

ものであります。

議案第74号は、 日野市立福祉センタ一条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

0福祉部長 (高野 隆君) 御説明申し上げます。

す。

7 2号は、ただいま市長から説明のありましたように、この条例の改正につきましては、東

京都の条例の改正に伴いまして一一 59年 3月 31日公布された条例の改正に伴いまして、市

の条例の一部を改正するものでございます。

お手元の議案書の 2ペーク、 3ページのとこ ろをお開き願います。ここに掲げましたように、

日野市老人福祉手当条例の第 3条、 115，500円」を 116，500円」 に改めるということでご

ざいますけれども、この対象の御老人は条例の第 2条に蝿げますように、市内居住の 65歳以

上の老人で、 6カ月以上寝たきりの状態の老人を対象にいたします。しかしながら、施設入所

の御老人は除外の対象となります。現在、この手当の対象の老人は 26 3名、 59年8月末の

数字でございます。

以上でございます。

引き続き議案第 73号の御説明を申し上げます。

この条例も、 3月都の定例議会で条例の改正が行われました。その後、東京都の準則で身障

児者の手当を 500円増額されております。これに準じまして市の手当も含め、今回各手当の

5 0 0円の増額をお願いするものでございます。

走手元の資料の 2ページ、 3ペークをお開き願いたいと思います。ここに燭げましたように、

第 3条第 1項第 1号の 19，00 0円」 とありますものを 19，50 0円」に改め、 17，000円」

とありますものを 17，50 0円」に改め、同第3号の 15，00 0円」を 15，5 0 0円」に改め

る。さらに、同条の第 2項 12，50 0円」を 13，00 0円Jに改めるものでございます。今回

の身障者の福祉手当受給の対象者は、総体で 8月31日現在 1，04 8名を対象としております。
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引き続き議案第 74号の、日野市立福祉センタ一条例の一部を改正する条例の御説明を申し

上げます。

この条例の改正の趣旨は、現行の開館時間を、午前 9時から午後 9時となっておりますもの

を、午前 9時から午後 9時 30分に改めるものでございます。現在福祉センタ ーの9時となっ

ております時間につきましては、他の公民館、あるいは地区センタ 一、七生公会堂等が 9時30

分という形で運用されておりますので、それとの関連を考えまして、市民の利便を考えて、今

回 9時 30分に改正するものでございます。

引き続きまして議案第 75号、日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の御説明をい

たします。

これにつきましでも、 3月都定例議会の条例卜部改正、その後の都の準則で児童手当の 500

円の増額が改正されておりますので、これに伴いまして日野市の条例の一部を改正するもので

。議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

これより質疑に入ります。馬場弘融君。

老人福祉手当及び心身障害者(児)樹止手当、この二つ、それ

限度を超えている方が該当となるということでございます。また、身障手帳の三、四級の方も

市の制度に該当いたします。また、難病の方も市の制度に該当するということで、これにつき

まして、さらに重複手当ですね、これも市の制度でございますので、これも市の負担で実施す

るということでございます。その他は東京都の負担でございます。また、児童育成手当につき

ましでも、これは東京都の負担でございます。

以上でございます。( i了解」と呼ぶ者あり 〕

。議長(高橋通夫君) これをもって質疑を終結いたします。

本 8件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 72号、日野市老人補止手当条例の一部を改正する

条例の制定、議案第 73号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条例

の制定、議案第 74号、日野市立福祉センタ一条例の一部を改正する条例の制定、議案第 75 

号、日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定の件は厚生委員会に付託いたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認め厚生委員会に付託いたします。

これより議案第 76号、日野市立総合病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

(市長登壇〕

O市長(森田喜美男君 ) 議案第 76号、日野市立総合病院事業の設置等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、提案の理由を申し上げます。

本議案は、日野市立総合病院に脳神経外科を開設するため、日野市立総合病院事業の設置等

に関する条例の一部を改正するものであります。詳細につきましては、病院事務長をして説明

いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。

。議長(高橋通夫君 ) 関係部長から詳細説明を求めます。病院事務長。

0病院事務長(佐藤智春君) それでは議案第 76号、日野市立総合病院事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明を申し上げたいと存じます。

本案は、ただいま市長から提案の理由がございましたように、市立病院の現在の診療科目に

ございます。

お手元の資料の 2ページ、 3ページに掲げましたように、第 5条第 1項の月額 i7，000円」

を i7，5 0 0円」に改める。また、障害手当の月額 i9.0 0 0円」を i9， 5 0 0円」に改める

ものでございます。なお、この条例の施行につきましては、 10月 1日からの適用ということ

で実施していきたいと考えております。

以上でございます。

に児童育成手当、三つですね。これの増額分の負担をするのが都だけか、それとも市もあるの

か。あるいはそれ両方あればどれだけの金額になっているかということを教えていただきたい

と思います。

。議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君 ) 老人福祉手当の分につきましては東京都の負担でございま

す一一全額でございます。

それから、身障福祉手当につきましては都のものと市のものとがございまして、これにつき

ましては、都の制度は(1)の精神発育遅滞程度、 1度、 2度、 3度、脳性麻痔、進行性筋萎縮症

が該当いたします。それから、市の制度に該当いたしますのは、都制度に該当しない方で所得
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新たに脳梓経外科を新設いたしたいと、こういうものでございます。御承知のとおり、脳神経

外科につきましては、現在市内には施設はほかにはございません。したがいまして、患者のほ

とんどが他市に搬送されているのが現状でございます。当病院では、本年 6月から脳神経外科

の専門医が採用されまして、すでに治療を開始しております。今回、医療救急体制の整備充実

の意味で、新たに脳神経外科の新設をお願いするものでございます。

新旧対照表を恐縮でございますけれどもごらんをいただきたいと存じます。第 2条の経営の

基本でございます。従来の内科以下歯科までの 9科目ありました診療科目の中に、新たに 5番

目といたしまして脳神経外科の設置をお願いする。 6番目以下の皮膚ひ尿器科以下順次繰り下

げて、今後 10科で診療させていただきたいと、こういうものでございます。よろしくお願い

いたしたいと存じます。

さらに付則でございますけれども、この条例は公布の日から起算して 1カ月を超えない範囲

内において規則で定めると、こうございますけれども、この科目の新設につきましては、保健

所経由東京都知事の認可が必要ということでございますので、施行の日を規則にゆだねるとい

うことでございます。

よろしく御審議をお願いいたしたいと存じます。

。議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君) 脳神経外科というのが新たに入るというようなことで、大変

市民といたしましでも期待をするところでありますが、大変脳神経外科、私どもしろうとでよ

くわかりませんけれども、大変むずかしい病気といいますか、むずかしい技術を必要とするん

ではなかろうか、こういうふうに感じるわけでありますが、それに対して医療機械とか、ある

いは設備だとか、そういうことはどのように考えているかお伺いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 病院事務長。

0病院事務長(佐藤智春君) ただいまの御質問でございますけれども、次に80号議

案で実は補正予算をお願い申し上げておるわけでございます。 3，000万円補正で医療備品の

購入ということでお願いするわけでございますけれども、とりあえず私どもの方で、脳神経外

科を開設するに当たりまして、医師を初めといたしまして、各方面で協議いたしましたところ、

大体 5，000万円くらいでそれぞれのとりあえずの医療機械については、脳神経外科の開設に

伴うものではまあまあ充足できるであろうと。 CT等につきましても、大きな機械につきまし
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ては別でございますけれども、とりあえず現在の市立病院で出来る範囲ではこの程度であろう。

こういうことで 80号議案で、また、補正でお願いしたいとこういうことでございます。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 2点お聞きしようと思ったんですが、 1点目は、いま滝瀬議

員の方からお聞きになりましたので結構です。もう一つは、よく私わからないんでお聞きする

んですが、今度診療科目が一つふえたということで、 5番目に脳神経外科ということが挿入さ

れたわけです。先般設置をされました歯科については、一番最後の 10番目にいま出ておりま

すんですが、どうして 5番目に脳神経外科が入ったのか。 10番目に歯科の後に持ってこられ

てもよかったんじゃなし 1かなというふうにも思うんですが、何か理由があれば教えていただき

たいと思います。

。議長(高橋通夫君) 病院事務長。

。病院事務長(佐藤智春君) 理由とし 1たしましては、医療法等をよく見ますと、この

ような大体順序になっておりますので、一応形式的にこういうふうにさしていただいたと、こ

ういうことだけでございます。

。議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 76号、日野市立総合病院事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例の制定の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第 77号、昭和 59年度日野市一般会計補正予算(第 2号)の件を議題といた

します。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

(市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 77号、昭和 59年度日野市一般会計補正予算(第 2

号)について提案の理由を申し上げます。
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本議案は、昭和 59年度目野市一般会計補正予算第 2号であります。補正額は、歳入歳出そ

れぞれ6億 5，41 6万円を追加し、歳入歳出予算の総額を 311億 3，87 8万 3，000円とす

るものであります。詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議の

ほどお願いいたします。

。議長(高橋通夫君) 歳入歳出全般の説明を関係部長から求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(前田雅夫君) 御説明申し上げます。

まず 2ページ、 3ページでございますけれども、内容につきましては後ほど詳細を説明いた

しますので、表につきましては説明を省略をいたします。

歳入歳出予算事項別明細書でございますけれども、まず 8ページの歳入でございます。これ

は、まず民生使用料でございます。老人いこいの家使用料、これは開設に伴う使用料でござい

ます。 280万8，00 0円を計上いたしました。

次は 10、 1 1ページでございます。国庫支出金のうち国庫負担金、民生費国庫負担金でご

ざいます。これは、福祉手当一一国制度でございますけれども、人数分の増加がございました。

この増額の補正でございます。 15 1万9，00 0円でございます。人数といたしましては 15 

人分の追加でございます。

次のペーク 12、 13ベーグへ参りまして、教育費国庫補助金でございます。これは、地方

社会教育活動費でございます。内容といたしましては、高齢者教育促進会議、あるいはことぶ

き大学にかかる経費の補助金でございます。 13万円でございます。

次のページ 14、 15ページでございます。都支出金、都負担金、民生費都負担金でござい

ます。まず最初が地域社会福祉負担金でございますが、地社協運営費とございます。これは、

自社協に対する補助金でございますが、決定に伴う増額の補正でございます。それから、民生

(児童)委員とございますが、まず初めに総務手当 8，00 0円が減額してございます。これは、

その下に書いてございますけれども、活動費の中に、民生委員の下に総務とございます。この

活動費として収入が入ったわけでございます。少し内容が変わった形での歳入になるわけでご

ざいます。これが 8，00 0円減額をいたしまして、ちょっと前後しますけれども、総務として

1万4，00 0円の収入があるということでございます。一つ上へ上がりまして民生委員でござ

し1ますが、これは単価アップでございます。その単価アップに伴う歳入 12万 2，000円でご

ざいます。それから、最後の総務会費でございますけれども、これは単価アップに伴うもので
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ございます。 7，000円の補正でございます。

次が心身障害者福祉費負担金でございます。これは人数の増加、それから、アップ分に見合

うものでございます。 150万 2，000円でございます。

次のページ16、 17ページでございます。民生費都補助金のうち心身障害者補止費補助金

でございます。まず、 ひの共同作業所でございますけれども、補助金が確定をしたものでござい

ます。当初予算では 600万円が 650万円になったものでございます。それから、精神薄弱

者生活寮、これは、やはり単価アップでございます。 5万円が 5万 2，0.00円になったもので

ございます。その差額分の 2万 4，00 0円でございます。

それから、老人樹止費補助金でございます。これは、やはり基準額のアップに伴うものでご

ざいます。

次が農業費者E補助金でございます。これは、ここに書いてございますように、水田利用再編

対策推進事務費といたしまして内示がございまして、その内示の差額分の補正でございます。

次が東京都優良集団農地保全育成事業でございます。これは、当初基準単価がヘクターノレ当た

り20 0万円であったものが、 187万円になったための減額でございます。次は米穀消費拡

大推進事業並びに米穀流通消費改善対策費は記載のとおりでございます。

次が土木費都補助金でございます。まず多摩平幹線 2号線舗装改良でございますけれども、

これは水道部の事務所から、多摩平の交番がございますけれども、そこに通ずる道路でござい

ます。基準額のアップに伴う補助金の増でございます。

次が都市計画補助金でございますが、緑化推進事業でございます。これは、緑化推進宝くじ

の収益金が補助として都から来るわけでございます。この増額分 1，000万円の計上でござい

ます。

次が 18、 19ペークに参ります。財産収入、財産運用収入、利子及び配当金でございます

が、土地開発基金の利子でございます。これは、運用に対して利子がございます。これを一般

会計に入れまして、さらに歳出で積み立てをするという性質のものでございます。

次が 20、 21ページでございます。繰越金でございますけれども、今回、ここに記載して

ございますように 6億 1，353万 8，00 0円を繰越金として計上をいたしました。

次が 22、 23ページでございます。雑入でございますが、高速道路関連公共施設整備費で

ございます。これは、昭和 55年度から市が補助を受けて、雑入として受けているものでござ
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います。この増額分 73 7万円でございます。それから、その下に財団法人自治総合ゼンタ ー

コミュニティ助成金(コミュニティ花壇推進事業)とございます。これは、この団体が緑化推

進宝くじの収益金を受けまして、緑化推進事業を行っているわけでございます。この団体が、

日野市にさらに助成金を出しまして緑化事業を市が行うと。これも、歳出にこれから出てまい

ります。それから、その下の昭和 58年度目社協運営費補助金返還金とございます。これは、

5 8年度の日社協の事務局長の人件費分 3カ月分が浮いたわけでございます。いわゆる人員配

置をされなかったわけでございますので、この人件費分の返還金を自社協から受けるというも

のでございます。これも、当然歳出に関連をするわけでございます。

歳入につきましては以上でございます。

次が歳出でございます。 24、 25ページからでございます。特に共通する問題といたしま

して人件費関係がございます。人件費のうち、まず給料でございますが、これは、欠員の職員

補充に伴う給料、それから、職員の補充に伴いまして当然、共済費が出てくるわけでございます。

これは共済費でございます。それから、職員手当につきましては、補充分の職員手当と、それ

から、 6月期に期末勤勉手当を支給をいたしました。そのときに予算計上をした数字と、支給

したいわゆる数字と o.28カ月分の差があるわけでございます。この差を手当として計上して

ございます。 したがいまして、これから給料並びに職員手当につきましては省いて説明を進め

ます。

2 6、 27ページにお願いいたします。総務費、総務管理費の一般管理費でございます。ま

ず共済費の 4，7 2 1万円でございますが、これは、東京都職員共済組合に対するところの追加

費用としての支払い分でございます。

次が賃金でございますけれども、これは……( r一つずつゃなくてもいいぞ」と呼ぶ者あり)

賃金でございますけれども、欠員補充臨時職員雇い上げでございます。

それから、七生公会堂の使用料でございますが、これは、職員共済組合の役員選挙のための

使用料の借り上げでございます。

それではいま少し簡略に説明をいたします。

まず、この中段でございますけれども企画調整費でございます。この中に市民意識調査420

万円のっております。これは、当初予算のときにも強い要望がございましたし、また、前回実

施いたしまして 5年を経過しておりますので、今回行い、来年度事業に反映をしたいというも

のでございます。

次に参りまして 28、 29ページでございます。返還金でございます。 これは、 58年度の

実績に伴いまして、実施が減になるわけでございます。その差額分を返還するものでございま

す。内容につきまじてはこの説明欄のとおりでございます。

それから、 34、 35ページでございますけれども、市長選挙費でございます。これは、来

年市長選挙が執行されますその費用を、来年度の当初予算で間に合わないものを計上したとい

うものでございます。

次が 40、41ペークでございます。民生費でございます。社会福祉総務費、それから、身

体障害者福祉費でございますけれども、これは、歳入で先ほど説明いたしましたけれども、歳

入に関連するものでございます。特に、この中段から下の扶助費につきましては、先ほど条例

が出ておりましたその関連でございます。

次のページに参りまして 42、43ページの中段でございます。心身障害者福祉施設費でご

ざいますが、この中に社会福祉事業団設立準備用ということで、消耗品が 1万円計上してござ

います。これは、きのうの行政報告の関連するものでございます。

4 4、45ペーヅでございますけれども、老人いこいの家の関係でございます。これは、当

初予算に全面委託をするということで 1，08 0万円を計上いたしました。しかし、単純作業に

ついては全面委託をするわけでございますけれども、行政的な判断等を要するものにつきまし

ては、やはり市の職員を置かざるを得ないだろう、というような方向の変更もございまして、

予算の組みかえをしたというものでございます。

それから、 54、55ページでございます。衛生費でございます。衛生費のうち、し尿処理

費でございますけれども、これは本年度東京都が浄化槽の標準清掃費の改定をしております。

その差額を当然、 2分の l市が補助をするわけでございます。それにかかる費用でございます。

それから、次は 56、57ページでございます。先ほどちょっと御質問がございましたけれ

ども、市立総合病院に脳神経外科の設置をする件がございましたけれども、その機材といたし

まして、一般会計から 3，00 0万円出資をするというものでございます。

少し飛びまして 68、 69でございます。土木費のうちの道路橋梁費、道路新設改良費でご

ざいますけれども、この中の 13、委託料がございます。 1，588万円でございますが、これ

は道路改良に伴う測量ということで、本年度実施、あるいは来年度の実施に伴う予備の調査費
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用の委託でございます。それから、 1 5の工事請負費の 8，86 8万円でございますけIれども、

これは、本年の雪害等に対するところの道路復旧費でございます。

少し飛びまして 74、 75ページでございます。消防費でございますが、この説明欄に印刷

製本費で消防水利地図というのがございます。これは、市内の消防用の水利施設を地図に落と

すものでございます。金額としては 89万 1，000円でございます。

次が 76、 77ページ、教育費でございます。ここでは教育指導費については記載のとおり

でございます。林間施設の修繕料につきましては、これは大成荘のいわゆる凍結防止を行うた

めの修繕でございます。

それから、次のページ 78、 79ペークでございますけれども、教育費の小学校費、学校管

理費でございます。この中で需要費 1，22 0万円でございますけれども、これは潤徳小学校、

平山小学校のダムウェタ一、それから、旭が丘小学校の電気料低減のための トランスの交換、

そういった費用を含んでおります。

それから、 82、8 3ページ、幼稚園費でございます。これは、説明欄に修繕料とございま

すけれども、第三幼稚園の水道管がさびまして、さびの水が出ますので、これを改善するもの

。議長 (高橋通夫君) 福祉部長。

ざし 1ました。これは、 58年 12月に大下前事務局長が退職されましたので、その後に市から

土方参与が出向いたしました。その問、 1月から 3月まで出向という ことでございますので、

市から給料が支給されておりましたので、この 3カ月分は返還をしなきゃならんということで

ございますので、補助から外れて返還ということで、 83万6，00 0円を計上したわけでござ

し1ます。それから、現在の事務局長は杉山亘氏でございます。

。議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 77号、昭和 59年度日野市一般会計補正予算(第

2号)の件は、歳入全般及び歳出の内、議会費、総務費を総務委員会へ、歳出の内、民生費、

衛生費、労働費、消防費を厚生委員会へ、歳出の内、農業費、商工費、土木費を建設委員会へ、

歳出の内、教育費を文教委員会へ、それぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

。議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認め、それぞれの委員会へ付託いたします。

これより議案第 80号、昭和 59年度日野市立総合病院事業会計補正予算(第 1号)、議案

第81号、昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 2号)の件を一括議題とい

たしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、一括議題とし、たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 80号、昭和 59年度日野市立総合病院事業会計補正

予算(第 1号)について提案理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度日野市立総合病院事業会計補正予算第 1号であります。補正予定額

は、収益的収入及び支出それぞれ 810万円を追加し、さらに資本的収入を 3，00 0万円、支

出を 5，00 0万円それぞれ追加するものであります。

議案第 81号、昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 2号)について提案

でございます。

次のページ、 84、8 5ページでございます。社会教育費の文化財保護費でございますが、

説明欄にございますように、万願寺土地区画整理事業の調査費といたしまして 1億円、その他

緊急事業ということで 700万円計上いたしました。

以上でございます。

。議長 (高橋通夫君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) 簡単に一つだけお聞きいたします。

雑収入の中で、先ほど 58年度の自社協の運営費補助金、これが返還されたということで御

説明がありました。事務局長さんの人件費だということでございますが、事務局長さんがいら

っしゃらなかった期間は、いつからいつまでになっているのか。そして、現在事務局長はどな

たが当たっておられる か、その点についてお聞きをいたします。

0福祉部長(高野 隆君) ただいまの御質問の 22、 23ペーグの雑入の日社協の返

還金でございますけれども、これは、先ほども御指摘のように事務局長が不在な月が 3カ月ご
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理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計補正予算第 2号であります。補正額は

歳入歳出それぞれ 74万 4，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を 12億 4，467万 8，000

円とするものであります。

以上の 2議案の詳細につきましては、それぞれ担当部長に説明いたさせますので、よろしく

御審議のほどをお願いいたします。

。議長 (高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。病院事務長。

。病院事務長 (佐藤智春君) それでは議案第 80号、昭和 59年度日野市立総合病

院事業会計補正予算第 1号につきまして、御説明を申し上げます。 37ページの実施計画書に

よりまして御説明を申し上げたいと存じます。

今回の補正は、収益勘定では収入支出それぞれ 810万円ございます。まず収入でございま

すが、都の補助金、これは公立病院の運営費補助金、いわゆる 1ベット当たりの補助金でござ

し1ますけれども、本年度は 5万円の増額で 1床当たり 60万円となり ました。増額分の 5万円

の 16 2床分で 810万円の補正でございます。

次に支出でございます。支出でございますけれども、これは他会計と同様に病院職員の手当

のうち、 6月期の期末勤勉手当の支給率の変更によりますところの額を計上させていただいた

0議長(高橋通夫君 ) 水道部長。

。水道部長(永原照雄君 ) 引き続きま して受託水道の特別会計第 2回補正でございま

すけれども、説明をいたします。

まず歳入でございます。 46ページ、 47ページでございますが、水道委託金を 158万円

追加するものでございます。次に 48、 49ページをお願いいたします。これは、下水道使用

料徴収事務委託金を 83万 6，00 0円減額するものでございます。これは、 58年度精算いた

しましたところ、 5 7年度分で 83万 6，000円多くいただいておりましたので、これを精算

するものでございます。歳入歳出合計を 12億 4，467万 8，000円にするものでございます。

次に歳出でCざいます。 50、 51ペークをお願いいたします。目 1の浄水費でございます

が、 67万 4，000円の減額でございます。その内訳は、節 11、需用費の導力費 11 7万円

の減額でございますが、この理由は、現在多摩平で使っております動力費を 1本でいままでこ

こに計上いたしておりましたけれども、やはり性格別に分けるべきであろうということで、次

にお願いしてーちょっと下へ見ていただきますとわかりますように、業務費の方へ事務費で

使う動力費を組み替えをしたい、性格別に明らかにしたいというものでございます。次に節の

使用料及び賃借料。これは日野増圧ポンプ場ができまして、平山台との間の専用回線を I回線

ふやしましたので、それに必要な使用料でございます。次に工事請負費でございます。 39万

5，0 0 0円は、平山浄水場ポンプ場の配水管の塗装をいたすものでございます。約 500平米

でございます。以上差し引きいたしまして 67万 4，000円の減額となるものでございます。

次に自の 3、給水費でございます。これは、 6月の議会でも御説明いたしました家庭用の給

水装置の診断の費用といたしまして、都から 20万 5，00 0円の追加がございましたのでお願

l ¥するものでございまして、これは件数をふやすわけではございません。

次に目 5の需用費でございますが、これは、先ほど御説明申し上げましたように、性格を明

確にしたいということで組み替えをするもので、動力費の方はそういうことでございます。次

に役務費でございますが、この前ごら八ノになった議員さんもいらっしゃると思いますけれども、

緊急自動車を購入いたしますためで、これに必要な車両の強制保険料に不足を生じましたので、

4万 3，000円の追加をお願いするものでございます。

ひとつよろしく御審議のほどをお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

ということでございます。

次に 38ページの資本的収入支出でございます。 3，00 0万円の補正は、先ほど企画財政部

長からお話がございました一般会計からの出資金を、建設改良費分としてお願いをしたもので

ございます。

支出の 5，000万円でございますけれども、先ほどもちょっと御質問ございましたけれども、

7 6号でお願いいたしました脳神経外科の新設に伴います関連の中で、脳神経外科の初度医療

機械器具の購入を行いたいというものでございます。内容といたしましてちょっと御説明申し

上げますと、脳外科用の顕微鏡、超音波外科用吸引装置、誘発反応記録装置等、脳外科用の診

療手術に必要な機械器具の購入を行いたいというものでございます。

なお、収入支出補正分の不足額の 2，00 0万円につきましては、内部留保資金で補てんをさ

していただきたいと、こういうものでございます。よろしく御審議をお願いいたします。
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本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 80号、昭和 59年度日野市立総合病院事業会計補

正予算(第 1号)、議案第 81号、昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 2

号)の件は厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め厚生委員会に付託いたします。

これより議案第 78号、昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計補正予算(第 1号)、議

案第 79号、昭和 59年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第 1号)、議案第 82号、昭

和 59年度日野市農業共済事業特別会計補正予算(第 1号)の件を一括議題といたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認め、一括議題と l¥たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

(市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 78号、昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計補

正予算(第 1号)について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度日野市都市計画事業特別会計補正予算(第 1号)であります。補正

額は歳入歳出それぞれ 516万 8，00 0円を追加し、歳入歳出予算の総額を 10億 3，096万

2，000円とするものであります。

議案第 79号、昭和 59年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第 1号)について提案の

理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第 1号)であります。補正額

は歳入歳出それぞれ 2，639万7，00 0円を追加し、歳入歳出予算の総額を 16億 6，752万

円とするものであります。

次いで議案第 82号、昭和 59年度日野市農業共済事業特別会計補正予算(第 1号)につい

て提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度日野市農業共済事業特別会計補正予算第 1号であります。補正予定

額は、収益的収入及び支出それぞれ 17万8，00 0円を追加し、収益的収入及び支出の総額を
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2，3 8 1万3，000円とするものであります。

以上、 3議案の詳細につきま しては、担当部長に説明いたさせますのでよろし く御審議のほ

どお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君 ) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

。都市整備部長(結城邦夫君 ) それでは私から議案第 78号、昭和 59年度日野市

都市計画事業特別会計補正予算(第 1号)につきまして、まず御説明を申し上げます。

事項別明細書に基づきまして御説明を申し上げます。 6、7ページをお開きいただきたいと

思います。まず歳入でございますが、繰越金でございまして、前年度からの繰越金でございま

す。

次に 8、9ペークをお開きいただきたいと思います。歳出でございます。ここの一般管理費

と次のペークの区画整理総務費、それから、その次の区画整理総務の職員手当につきましては、

これは、一般会計で企画財政部長から御説明があったとおりの内容のものでございます。

それから、12、13ペークの 3の事業費でございますが、 14の使用料及び賃借料ー一土地

の借上料でございますが、これは、現在万願寺の区画整理事業が事業として進行しております

が、来年度工事をいたします部分の遺跡調査を、今年度から先がけて実施をしようということ

で、ここにかかります用地の借り上げと、それと、残土の搬入を現在行っておりますが、それ

の置き場の用地を借り上げるものでございます。面積としては 2万 4，300平米でございます。

続きまして、議案第 79号の昭和 59年度日野市下水道事業特別会計補正予算第 1号につきま

して御説明を申し上げます。

この会計につきましても、事項別の明細書に基づきまして説明を申し上げます。 20、21 

ページをお開きいただきたいと思います。歳入でございます。前年度からの繰越金でございま

す。

次の 22、23ページ、雑入でございますが、これは、都道の監督事務費を歳入として受け

入れるものでございます。

次 24、 25パーヅの歳出でございますが、総務費は、職員が 1名ふえたことに伴います給

料、職員手当等の増額でございます。ここの 19の負担金、補助及び交付金で ございますが、

浅川処理場周辺環境整備連絡協議会負担金とございますが、これは、浅川処理場は今年度から

都の方で用地買収に入ることで、現在その準備等も進めておる段階でございますが、処理場の
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建設に合わせまして、処理場周辺の環境整備を行っていくということで、周辺の自治会の方々

の代表を選びまして、この協議会をつくったわけでございます。この中で今後の環境整備につ

きまして御審議をいただく、あるいは他の処理場の見学を地域として行ってし 1く、それらの経

費の負担金をここに計上したものでございます。

次に 26， 2 7ページの下水道建設費の委託料でございますが、秋川処理区の公共下水道の

認可設計を 40 0ヘクタ ーノレにつきまして実施をするということで、その額を補正いたすもの

でございます。

次に 28、 29ペークの総務費の委託料のところで減額が出ておりますが、これは、先ほど

水道部長が御説明いたしましたように、料金の収納事務に伴います額の確定に伴いましての減

額でございます。

それから、その下の 15の工事請負費でございますが、これは入札金によりまして差金が出

ましたので、この分を減額いたすものでございます。

3 0、31ベークの予備費は、これらの経費に必要なものを充当するために、減額をいたす

ものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

O議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

。生活環境部長(坂本金雄君) 昭和 59年度日野市農業共済事業特別会計補正予算

第 1号につきまして、補正額 17万 8，000円をお願いするわけでございますが、この額につ

きましては、先ほど一般会計補正予算の中で、企画財政部長が御説明いたしました期末勤勉手

当支給率の変更に伴うものでございまして、 0.28分に相当する額でございます。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 78号、昭和59年度目野市都市計画事業特別会計

補正予算(第 1号)、議案第 79号、昭和 59年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第 1

号)、議案第 82号、昭和 59年度日野市農業共済事業特別会計補正予算(第 1号)の件は建

設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
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( I異議なし」 と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 8 3号、日野市衛生処理場ごみ焼却施設建築工事請負契約の締結、議案第84

号、 (仮称)日野市立第七幼稚園建築工事請負契約の締結の件を一括議題といたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め一括議題とし 1たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

(市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 83号、日野市衛生処理場ごみ焼却施設建築工事請負

契約の締結について提案の理由を申し上げます。

本議案は、日野市衛生処理場ごみ焼却施設建築工事請負契約を締結するもので、地方自治法

第 96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第 2条の規定により提案するものであります。入札の結果 17億 8，000万円で西松建設

株式会社が落札し 1たしました。

議案第 84号は、(仮称)日野市立第七幼稚園建築請負契約の締結についてであります。提

案理由を申し上げます。

本議案は、(仮称)日野市立第七幼稚園建築工事の請負契約を締結するもので、地方自治法

第96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第 2条の規定により、提案するものであります。入札の結果、 1億 2，200万円で、株式

会社清水組が落札し 1たしました。

以上、 2議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議の

ほどお願いいたします。

。議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

。総務部長(伊藤正吉君) 議案第 83号の内容につきまして御説明申し上げます。

工事件名、日野市衛生処理場ごみ焼却施設建築工事、契約金額が 17億 8，00 0万円、契約

の法方、指名競争入札、 8月 20日に指名業者選定委員会を開きまして、 12社を指名いたし

ました。 9月1日に入札を執行しております。それから、工期、契約の翌日から 62年 3月31



日まで 3カ年間の継続工事でございます。それから、契約の相手方、東京都港区虎子門一丁目

2 0番 10号、西松建設株式会社、代表取締役社長柴田平。

2ページでございますが、こちらに入札調書が書いてございます。西松建設が 17億 8，000

万円で落札。

それから、次に工事概要でございますが、建物の延べ面積は 8，13 1. 5 8平米でございます。

これで工場棟と管理棟に介かれているわけでございます。

5の構造及び建物階数でございますが、工場棟につきましては地下 2階、地上 5階建てでご

ざいます。この面積が 7，15 8平米でございます。それから、管理棟が地上 3階建ての鉄筋コ

ンクリ ー卜造、延べ面積が 97 2. 7 3平米でございます。

次に 4ページでございますが、建物でございます。各フ ロア ごとにいろいろの機械の設置の

室を建築するわけでございます。この詳細につきましては図面が 11ページから 19ペークに

かけましてかいてございます。それから、管理棟につきましては、それ以降 20ページから 23

ページですか、これにかいてございます。それから、 2番目といたしまして煙突工事でござい

ます。高さ 59メー トルの2基の煙突を建てていくと。建物構造につきましては鉄筋コンクリ

ー卜造と、こういうことでございます。

ットいたしまして、それで、試運転を行い、その結果によりまして一一 Bと書いてございます

が、ここには現在焼却炉が稼働しているわけでございます。そういうことの中で取り壊し後、

この管理棟をつくっていくと、こういう工事内容でございます。

それから、先ほど申し上げました工場棟の平面図につきましては、 11ページから 19ペー

ジにかいてございますので御参照をいただきたいと思います。

それから、 20ページでございますが管理棟でございます。事務室、あるいは小会議室をこ

の管理棟の 1階のフロアにつくってし吋。

それから、21ページでございますが、ここは現業員の控室、それから、休憩室等をここに

つくっていくと。これが 2階でございます。それから、 3階が会議室、それから、実験室がご

ざし 1ます。この実験室は、現在は管理棟に設置されておりますが、管理棟が下水道処理場のか

らみで取り壊しになると、こういうことでこちらの方に実験室を持っていくんだと、こういう

内容でございます。

以上で議案 83号の説明を終わらせていただきます。

次に議案第 84号でございますが、工事件名(仮称)日野市立第七幼稚園建築工事でござい

ます。契約金額が 1億 2，200万円。契約の方法、指名競争入札。 8月20日に指名業者選定

委員会を開きまして、 7社を選定いたし まして、 9月 1日に入札を執行しております。工期、

契約の翌日から 60年 3月30日まで。契約の相手方、東京都日野市大字石田 410番地の 6、

株式会社間く組、代表取締役清水保雄。

2ページでございますが、こちらに入札調書が書いてございます。なおこの欄にナンバー 2

の業者につきましては、入札時間に遅刻いたしましたので失格と、こういう扱いでございます。

落札金額が 1億 2，200万円でございます。

それから、工事概要につきましては鉄筋コンクリ ート造の 2階建て。なお、これは躯体工事

のみでございまして、電気設備工事及び給排水、衛生設備工事は別途に発注する予定でござい

ます。なお、この建物につきましては併行防音の補助金が別に来る予定でございます。建築面

積といたしましては 45 4.9 6平米、延べ床面積が66 3.9 0平米でございます。

5ページに案内図があります。それから、 6ページに配置図。それから、 7ページが 1階の

平面図でございます。保育室が2室、 56平米の保育室がございます。それから、職員室が

3 2.1 9平米、そのほか管理諸室でございます。

7の付帯設備でございますが、給水設備ほか 7項目にわたります工事を施工すると。それか

ら、空気調和設備でございますが、機械設備ほか四つの項目にわた ります設備工事を行ってい

くと。それから、 6ペークでございますが電気設備工事。これは、幹線、動力設備工事ほか8

項目にわたります工事を施工していくと。それから、 4番目といたしまして、昇降機の設備で

ございますが、積載量が 13人乗りでございます。 1分間に 60メー トノレの早さで動くと、こ

ういうことでございます。御参考までに申し上げますと、本庁の東側のエレベーターが 15人

乗りでございまして、 1分間に90メートノレと。こういうことですから、若干本庁よりエレベ

ーターの速度が遅いエレベーターがつくと、こういうことが申し上げられるかと思います。

8番目でございます。 既設道路拡張ほか五つの項目にわたります工事を施工すると、こうい

うことでございます。

それから、 9ページにつきましては案内図でございます。

それから、 10ページにつきまして配置図がかいてございます。このA ，Bと区分けしてご

ざいますが、まずA棟を一一工場棟でございますが、これをつくりまして、それで、機械をセ
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それから、 8ページでございますが、 8ページにつきましては遊戯室、それが 1f4平米の

遊戯室。そのほかに器具室、教材室等の管理諸室を建築してし 1く計画でございます。

以上、 83号、 84号の内容につきまして御説明申し上げましTこ。よろしく御審議をいただ

きたいと思います。

をどう取り扱っていくかという問題等とのからみもございますので、日野市としてもじみちな

研究を進めていきたい。現在では第一幼稚園の方で一一第一幼稚園と多摩平の保育園、これを

対象にしながら、重松先生を中心に幼児研究の関係一一 センターを第一幼稚園の空き教室と申

しますか、第一幼稚園の方に設置してやっておりますけれども、今回の旭が丘につきましても、

すぐお隣には旭が丘の保育園というものがございますので、第七幼稚園ができた暁には十分旭

が丘の保育園とも連携をとりながら、幼児の教育というもののあり方、こういうものについて

それなりの研究、こういうものを進めてし 1かれれば大変幸せだと思っております。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 川嶋博君。

。議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。川嶋博君。

01  4番(川嶋 博君) 日野市立第七幼稚園の工事に関連して、公立の幼稚園が日野

市の西部の方につくられて、いま実際ない地域に非常に喜ばれていると、そういうふうに思い

ます。それで、この幼稚園に関連して、現在の収容人員、それから、新しく第七幼稚園ができ

るという関連について、どのような収容児に対する考え方。それから、いま教育臨調とか言わ

れて、幼保一元化というようなことも政府の中でも意見がありますけれども、この問題につい

て、この第七幼稚園がどのような関係をしているのか。その問題について質問いたします。

014番(川嶋博君) ただいまの説明でよくわかりました。案内図の 5ページを見

。議 長 ( 高 橋 通 夫君)

0教育長(長沢三郎君)

関係部長から説明を求めます。教育長。

お答え申し上げます。

ていただくとわかりますけれども、旭が丘二丁目のこの配置図からいきまして、この 15日に

は老人いこいの家が落成があります。それから、 l¥ま心身障害者の生きがいの家の工事中、そ

れから幼稚園と、いろいろと工事が完成しますと交通安全の問題が非常にクロ ーズアップされ

てくると思います。この関連して安全対策はどのようなことを考えているか。いまこの道路は

信号機がなくて通過道路になっているんです。四中、工科短大の前の広い道路は信号がありま

して、それよりもこの道路を通過して現在通ってますので、安全対策はどのようなことを考え

ているかどうか質問します。

新しくできる第七幼稚園、これにつきましては 4歳児 1クラス、 5歳児 1クラスという形で

2クラス規模の幼稚園で出発したいと、こういうことで、現在第一幼稚園の方に 5歳児だけ

1 4 3名ほど、現在 5歳児を第一幼稚園の方でお預かりしているわけでございますけれども、

第一幼稚園の一部を第七幼稚園の方へ割くという関係から、第一幼稚園の方の 5歳児は 3クラ

ス、それから、第七幼稚園の方の 5歳児は 1クラスという形で、 5歳児につきましては、一応

希望者全員が受け入れられる。こういうような考え方に立って、第一幼稚園を分離したいと考

えております。

なお、 4歳児につきましては、 60年度から全園で 4歳児募集を始めるということで、第一

幼稚園については 30名クラスを 2クラス、それから、第七幼稚園につきましては、 30名ク

ラスを 1クラスということで募集をしていきたいと、こういうように考えております。

0議長(高橋通夫君) 関係部長答弁。建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは私の方から、いまの御質問に、私の方の立場でお

答え申し上げたいと思いますが、まず安全対策ということで御質問がございましたんですけれ

ども、御存じのように、東側といいますか、緑道がございます幹線道路がございます。これは

旭が丘 4号線と呼んでいるわけですけれども、ここに一応身障施設の関係、あるいは現在間も

なく発足いたします老人いこいの家の関係、そして、さらには御指摘のように第七幼稚園がで

きるということで、いままでいわゆる 64ブロックの空き地のような状態のやつが、こういう

施設がいろいろできてまいります。そういうことで、いろいろ施設への出入りという関係では、

当然交通安全施設の問題が出てまいります。そして、福祉の方のサイドからも、来年度心身障

害者の作業所ができる段階で、歩道を設置してほしいという内部的な要望もございます。した

がって、来年度に早々旭が丘 4号線の片側一一施設をつくる面に段差の正式な歩道をつけたい

なお、第 2点の幼保の一元化の問題。これ非常に高度の形で、今回設置されております臨時

教育審議会等の中でも、いろいろな角度から審議が進められていくと思いますけれども、いま

確かに系列的には文部省、厚生省というような 2元行政が行われているという中で、単に幼稚

園と保育園を単純に日野市だけで一体化するという観点での取り扱いというものは、上部官庁

との関係から非常にむずかしい。いずれにしても大きな国家的な観点の中において、幼児教育
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というふうに考えております。

それからもう一つは信号の問題ですけれども、信号機の問題につきましては、ここはやはり

中央分離帯が、いわゆる緑道で区別されておりまして、片側の通行というふうな実際の関係も

ございまして、緑道の切れたところを渡らないと、つまり右側車線から左側車線に入れない、

というふうな交通の流れの状態もございますので、そういう点で、日野警察署ともごく最近協

議をした事例がございますけれども、こ の緑道を一部取 り壊しまして、左側から右側に渡れる

ような、そういう利便はやるということにつきましては、問題もあるんじゃなし 1かということ

で、現在その辺については協議中でございますけれども、具体的には歩道を設置するというこ

とで考えております。( r了解」と呼ぶ者あり)

0議長 (高橋通夫君 ) 滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君 ) 8 3号の衛生処理場の建設でありますが、大変旭が丘の方と

違いまして、新井、石田はこういうふうな悪いものばっかり来るわけであり 、大変迷惑するわ

けでありますが、こ の建設に当たって、地元の対策協議会ですか、また自治会等、こ ういうふ

うなところへ完全に話し合いといいますか、そういうものがなされているかどうか。これが l

丸

それから、大変大きな額で、これ見てみますと、したがって大変超大手の業者でなされたわ

けでありますが、こ の内容を見てみますと、たとえば、根川の2号橋増設だとか、道路の造成

だとか、これ私地元の業者あたりでもできるんではなかろうかと、こう いうふうに思うんです。

何でこういうあれを、いま大変地元の業者あたりも仕事がなくて困る、というふうな話を聞く

わけであります。そういうふうな面から見れば、大変大 きな額でありますけれども、地元の業

者とのジョイン 卜もできたんではなかろうか、こうい うふうに思うんですけれども、その辺を

お答えを願いたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君 ) 最初1点目の、地元への話 u合いはなされているか、 というこ

とでございます。まず国の補助金のか らみの関係で、補助申請する場合に、地元の同意書が必

要でございます。そういうことで、すでに地元の同意書はl¥ただいております。それと、地元

の対策委員会。これは、ここで新井と石田の自治会が中心になりまして、新しく対策委員会が

設けられたわけでございますけれども、その委員会にもすでに一応お話がしてございます。
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以上でございます。

。議長 (高橋通夫君) 助役。

。助役(赤松行雄君 ) 私の方から補足してまし 1りたいと思います。

日野市の衛生処理場のごみ焼却炉の上屋の工事でございますけれども、 17億 8，000万円

というふうな金額で落ちておるわけでございますけれども、大変大型な工事でございます。こ

れを施工するに当たりましては、担当の清掃部の方からも、大型工事であり、市民会館あるい

は市庁舎の工事と同じように大型なものであるので、それと同じようなクラスの業者選定をし

てほしいんだ、というふ うな要請等も清掃部から受けまして、こ の指名選定に入っておるわけ

でございます。非常に慎重な対応をしまして、 選定したつもりでございます。

それで、内容を見ますと 、おっしゃるとおり根)112号線の橋の拡幅といいますか、増設とい

いますか一ーもの等も含んでおるようでございますけれども、一環の工事でございます。かつ

て市民会館のときにも外構工事というのがあるわけでございますけれども、外構工事だけでも

地元業者へ譲れないだろうか、というふうな検討等もしたわけでございますけれども、 一環工

事としてなかなかむずかしいという状況のようでございます。この根川の 2号の橋に限らず、

全般の工事のうち、土木関係につきまして、地元業者がジョイン トと いうのはお話ございまし

たけれども、プラン卜の方と上屋、あるいは設計業者という中での共同作業というふうな中で

ございます。中にプラン 卜が入りますので、ちょっと上屋工事をします業者のジョイントとい

うのは、むずかしかろうかと考えておるわけでございますけれども、土木関係で地元業者が協

力できるものがございましたらば、落札業者に地元業者の推薦をしていきたいと、このように

考えておるわけでございます。市民会館の場合にも外構工事というのがございましたけれども、

やはりジョイントだとかというような形での、ある いは分離発注という形での、要するに仕事

の分割は無理だったわけでございますので、大林の方がいま担当しているわけでございますけ

れども、地元との協力関係の中で担当できるものがあるなら、やはりそうできるような便宜を

図っていきたいと、こう考えておるわけでございます。この点で御理解いただきたいと思いま

す。

0議長 (高橋通夫君 ) 滝瀬敏朗君。

02 9番(滝瀬敏朗君) いま助役の説明でわかるわけでありますが、最初からこの間

題につきましては、先ほど申し上げましたように別なんですね。あくまでも別でありますから、
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根J11の2号橋のかけかえだとか、こういう のはほとんど関係ないと思うんです。 この処理場の

焼却炉のとは別でありますから、ぜひ今度そういうことで 一一い ま助役の話の中で、地元の業

ます。 しかし、 まだこれは建設省の堤防敷の関係をお借りしている関係がございまして、民地

ります。

との境が約 7メート ノレほどあるわけですから、まだ 2メート ルの余裕があるということです、

部分的に多少違いがございますけれども。それから、さらに中央道がクロスしております下流

の部分については、 これは御存じのよう に、万願寺の区画整理事業の区域に入りますので、こ

の辺の区画整理事業と、それから、建設省の用地との境の問題、これについては、区画整理の

者とのジ ョイント はできないけれども、業者の方から、ぜひそういう問題は地元の業者にやら

せていただきたいというふうなこと も、ぜひつけ加えていただきたいと要望をいたすものであ

それから、話をしてある、地元の対策委員会に話をしてあると いう ふうなことですが、了解 方は 1メートル逃げているような形で、計画がなされておるようです。そういう中でこの建設

工事が、本年度を含めまして 3年計画で進みますので、その聞に、やはり路肩の整備をすると

いうことで、私の方は道路行政の面で、今後有効幅員を 6メート ノレくらいにするような整備計

はとれているんですか。

それから、いま 1点は、 この工事に対する進入路はどちらから入っていくんですか。工事の

車ゃなにかの進入する道路ですね、どちらから入ってし 1くんですか。

。議長(高橋通夫君 ) 清掃部長。

。清掃部長(大貫松雄君 ) 一応地元の方の話 し合いという ことで、地元の方の了解は

なされております。それから、 これは工事関係でございますので、直接まだ業者等の折衝とい

うことは、清掃部の方ではまだやってないんですけれども、要するに大型の車が入りますんで、

画を立てていきたい、というよ うに思っております。

。議長 (高橋通夫君 ) 滝瀬敏朗君。

02 9番(滝瀬敏朗君 ) いま道路の問題で、中村部長の方からあったんですけれども、

じゃあこれはあれですか、 6メー トノレにするということは、工事をする前にやるんですか、き

ちっと。

日野橋ですね一一日野橋の方からじゃないと、ちょっと新井橋の方からは入れないと思う八ノで

す。ということで恐らく日野橋の方一一 多摩川寄りですねーー を通るんではなし 1かと思ってお

ります。

0議長 (高橋通夫君 ) 市長。

。市長(森田喜美男君) このごみ焼却炉の建設に当たりましては、地元の了解という

続いて申し上げますが、大変あそこは御案内のようにいま大輿石材さんだとか、前田道路さ

んだとか、それじゃなくたって、大きいダンプが行き来しまして、大変ほこりだとか何か迷惑

をしているわけですね、付近住民が。その上またこの工事で、恐らく相当の数の大きな車が出

入りをするんではなかろうか、こういうふうに予測されます。そこで、いま部長が言ったよう

に、 6メート ノレにきちっと して、 それでまだ舗装をされてない部分もあるわけです。そういう

ことが一番大切なことでございますので、従来からのいろいろなお話し合いもしてまいりまし

たし、今回新たに地元の対策委員会が再編成されまして、そちらとも私も出向いて御了解をい

ただいておる。そのかわり地元にかける御迷惑は最大限に配慮いたします。このようなことを

お約束をしておるところでございます。

0議長 (高橋通夫君) 建設部長。

ところを工事前までにきちっとできますか。ぜひやっていただきたいと思うんですけれども。

。議長 (高橋通夫君) 建設部長。

。建設部長 (中村亮助君 ) 私の方からさらに補足的にお答え申し上げます。

。建設部長(中村亮助君) お答えいたします。

工事の着手までにはちょっと部分的に間に合わないところがあるかと思いますけれども、で

きるだけ努力をしてみたいと思います。これは、建築確認の関係の中で、東京都の方からも審

査の段階でそう いう指摘 も受けておりますんで、それらの関係もございますので、できるだけ

あ尋ねのございました道路の問題ですけれども、これにつきましては、 日野 1号線と呼んで

おりますいわゆる堤防管理道路が、いま清掃部長がお答えの中に申し上げましたとおり 、日野

橋の南詰めから真っすぐに提防に沿いまして、処理場のところまで抜けているわけですけれど

も、これにつきましては、現在有効幅員が5メートノレということで、道路認定がなされており

早く整備できるようにいたしていきたい、というふうに思っております。

。議長 (高橋通夫君 ) 滝瀬敏朗君。

02 9番(滝瀬敏朗君) 別々に質問をして大変申しわけないんですが、煙突で 59メ

一トルの高さだというふうなことが一一煙突をつくるというふうなことでありますが、いま、
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この前お話が出た南多摩の斎場、これなんかいま煙突がないんですね、そういう施設になって

いるんですけれども。こういう焼却炉なんていうのは煙突がなくちゃだめなんですか。煙突が

なくてもできるような方法はないんですか。

。議長(高橋通夫君) 清掃部長。

。清掃部長(大貫松雄君) 煙突 59メー トノレということは、まず航空法の関係が 60 

メートノレ以下ですか一ーということと、それから、現在の焼却炉の場合には、やはり煙突がな

いとちょっと、何ていうんですか運行の中に差し支えるというか、ちょっといまの時点では無

理だと思います。

。議長(高橋通夫君) 滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君) どういうことでだめなんですか、具体的に。

。議長(高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) ちょっと私もいま的確な御回答はちょっとできませんけれ

ども、要するに公害関係の、たとえば硫黄酸化物、それから、窒素酸化物とか、それぞれのそ

ういうふうな公害防止基準等がございます。そういう上から、やはり現状の施設は煙突がなけ

ればちょっと無理ではなかろうかというふうに思っております。

。議長(高橋通夫君) 滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君) 教えていただきたいんですけれども、先ほど申し上げました

ように同じ理屈だと思うんです。南多摩斎場をここで市で管理するというふうなお話がある。

あそこなんか煙突がないんです。ですから、そういうことができるんではなかろうか。しろう

と考えですとできるんではなかろうかと、こういうふうに思うんですけれども、あとでまたそ

れは教えてください。

終わります。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 議案第 83号、衛生処理場ごみ焼却炉施設、それから、次の

第七幼稚園の建築に関する議案、これらにかかわる工事の建築確認の関係は、いまどうなって

いるかということを、まず最初にお聞きをしておきたいと思います。いつお出しになって、現

在確認はおりているのかどうか、ということをお尋ねをいたします。

0議長(高橋通夫君) 建設部長。
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。建設部長(中村亮助君) それではお答え申し上げます。

まず 83号関係のごみ焼却施設の関係でございますけれども、これにつきましては、建築物

と、それから、工イ乍肋一一これは出入口のスロ ープの擁壁なども含めました建築確認の申請手

続、これを 8月 2日付で起案をいたしまして、つまり建築確認申請を出すという起案をいたし

まして、私どもの方は 8月 4日に決裁をいたしておりますので、その後、 8月6日に提出をい

たしております。

それから、次の 84号関係の、七幼関係の建築確認申請でございますけれども、これにつき

ましては、 8月の 14日に提出がなされております。現在東京都の多摩西部建築指道事務所で

審査中でございます。現在のいまの時点では、まだ建築確認がおりておりません。この建築審

査の関係につきましては、御存じのように建築基準法の第 6条の規定に基づきます申請と許可

でございまして、さらには消防署の関係等が、この 6条の関係が進みますと出てまいりまして、

いわゆる消防上の関係の建築基準法の 93条の許可、または確認の関係の同意がございます。

これら一連の手続があるわけでございまして、審査の順序を申し上げますと、まず建築物の

関係、それから、日影の関係、構造の関係、そして最後に設備の関係。この設備の関係が終わ

りますと、者自の方の建築指導事務所の手を離れまして、いま申し上げた建築基準法の 93条の

規定によりまして、消防署の方に構造設備のさらに審査が回って許可がおりる、こういう段階

でございまして、まだ現在さっき申し上げましたように、建築確認はおりておりませんけれど

も、今月いっぱいのうちには確実におりる、という見通しで、いま東京都の方にもお願いをし

てございます。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 先月 8月の 27日の臨時議会のときも、第二幼稚園の建てか

えの議案が出たわけですが、第二幼稚園についても建築確認がおりてない一一まだ確認がおり

てないものを議案としてお出しになった。しかし、第二幼稚園の場合には、併行防音工事等も

ありまして、補助の関係で単年度でやらなくちゃいけない、という事業でもありましたから、

多少わからないわけでもないんですが、今回の第七幼稚園、そして、衛生処理場のごみ焼却施

設については、特に衛生処理場のごみ焼却炉の方の建物については、大変大きな建物でありま

す。ですから、東京都の建築指導事務所の方で出された書類をいろいろ見て~¥く、そして、日

野市と協議をなさるという過程において、きょう出されてきたいろいろの設計設備一一設計に
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かかわる設備ですね、それから、構造等について変更を生じないとも限らないわけです。です

から、本来議会に対して提出なさる議案の作成時点では、建築確認がおりていなければl¥けな

いんです。そうした、いわゆる作業の 日程について、私は問題があるのではなし 1かと思います。

これは第七幼稚園についても同じだと思うんです。建築確認がおりて、それから議案としてお

上でも、やはり確認がおりてからでないと、何かの変更が生じた場合には大変困るわけです。

ですから、自治体といえども建築確認がきちんとおりて、そして、建築確認がおりたことを確

認して議案をつくり、それから議会に諮るということが当然なされてしかるべきなんです。そ

うしたことがこの日野市では今回の第七幼稚園、それから、焼却炉の本体については、まこと

出しになるようなことはできないのかどうか。本来そうすべきだと思うんですが、いかがでし

ょうか。

にお粗末というふうに私は思います。

それで、こういうふうに来年の 4月から、たとえば幼稚園の場合には開園する、本体の工事

。議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

私の方から補足いたして答弁申し上げたいと思います。

一一ごみ焼却施設についても 3カ年でやってし 1くんだ、ということが決まれば、それから逆算

をしてくれば、どういうふうな日程で設計をやり、予算を計上していくか、ということがおの

ずから決まってくるはずなんです。たとえば隣でいま第七幼稚園の建設予定地で作業をやって

おります生きがい作業所、ネ爵止センタ ーの場合には、ちゃんと前年度に設計費を計上して設計

を上げる。そして、翌年度に工事費を予算化して工事に入っていくということで、スム ーズに

やろうと思えばやれるわけです。何ゆえ第七幼稚園または焼却施設の本体工事については、こ

うした手続上の一一私から見れば非常にお粗末なことだと思うんですが、こういうことが起こ

ってくるか。もう少し前年度から、降ってわいた工事じゃありませんから準備をして、これか

らは、やはりおやりになるべきじゃなかろうかと思うんですが、第七幼稚園、それから、焼却

施設についても、どうしてこういう工事日程、それから、設計等の日程が出てきたんですか。

当然建築確認をおろして、取ってからお出しになるというのは、普通は最初お考えになるはず

第二幼稚園のときにも御指摘を賜ったわけでございますので、今回の 2議案の承認につきま

しても、事前にその点の遺漏のないような進めを内部で協議してまいっておるわけでござし 1ま

す。そういう中で、第七幼稚園といいましでも、やはり 9月議会で議決を賜りまして、それで

建築を進めなきゃ来年に間に合わない、こういうふうな状況でございますし、それから、ごみ

焼却場の上屋につきましても、 59年度の事業としまして 一一 約 3年計画といいましても、 59

年度で 2億 5，00 0万というふうな範囲での、やはり工事計画があるわけでございますので、

9月議会で議決を賜るという、ぜひいただかなきゃならん、というふうな状況に置かれておる

わけでございますので、提案申し上げたわけでございます。事前に建築確認がおりてませんけ

れども、議会に上程しまして、御承認いただくというからには、現状の事務手順の中で十分に、

あと変更等がないだけの十分な対応を建設部の方でしていただいておるわけでございます。そ

ういうふうなことで、 9月議会には、ぜひ承認していただきたいというふうなことで、議案を

上程しておるわけでございますし、それぞれ 2議案とも、 59年度中の事業であり、あるいは

上屋の方は 2億 5，00 0万という年度内の要するに仕事量というものを踏まえておっての提案

でございますので、お願いとしましては、追っつけ建築確認が参りますので、その点よろしく

御配慮をいただきたl¥。二幼の中でも御指摘いただきましたので、私たち等閑視しているわけ

じゃございません。いま申し上げたような事情によるものでございますので、何分の御寛容を

なんです。この 2件については、どうしてそういうふうになったのか、ひとつ理由をお聞かせ

いただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

おっしゃるとおりでございます。おっしゃるとおりの本当は運

いただきたいと、こう思うわけでございます。

びをしまして、建築確認をいただきまして議会へお願いするというのが本当の筋でございます

けれども、月Ijに怠けておってこうなったわけじゃございませんけれども、次善の方策として、

慎重な、あと変更のないような十分な気配りをしてございます。変更なしで建築確認がいただ

けるもの、と確信しておるわけでございます。次善の策として議会にお願いしておるわけでご

ざいますので、その点は、おっしゃる基本的なあるべき原則としてはそのとおりでございます

し、そのような努力をしなきゃならんわけでございます。次善の策として議会にお願いしてお

るわけでございますので、何分の御理解をいただきたいと思います。

〈濃長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) これが個人の住宅の場合でも全く同じことが言えるんです。

建築確認がおりていないのに、もちろん工事始めるわけにいきませんし、いろいろ準備をする

つ臼qL
 

qa 
ヮ
“



上屋の方につきましては、ことし国会の方が大分予算編成等で厚生省関係の予算等がおくれ 処理にも正確を期してやっていくというふうに思っております。 Cr了解」と呼ぶ者あり〕

まして、日野市に対する、要するに仕事もおくれました。今度は、その後で 6月の半ばにはど

うしても厚生省の方にプラント 一一業者の方を決めて出すようにというふうな、非常にスタ ー

卜が遅く、それで、 6月の半ばには出しなさいという反面、非常に急がれた工程の中での設計

だとか基本計画の提出と、こういうふうなことでございましたので、どうしても事務の最終段

階、要するにいま申し上げました建築確認が事務としては最終段階になるわけでございますけ

。議長 (高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 第七幼稚園については、いまだ確認はおりておりませんから、

工事に入るのは多分 10月に入ってからじゃなし 1かなと思うんです、確認がおりて、契約をそ

れども、そこにしわ寄せが来てしまったと、こういうことでございますので、何分の御理解を

賜りたいと思います。 C r了解」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 市長にちょっとお聞きをしたいんですが、第七幼稚園につい

ては、 4月に、新年度になって予算が執行される。そこで設計に出すと。それから、設計が基

本設計から実施設計、それから、その設計が上がって今度は工事を発注するということになっ

てくるわけです。それを 9月議会に間に合わそうと思えば、かなりなハードなスクジューノレを

こなしてし 1かないと、ちょっと困難であろうと思うんです。最初からこういう日程で建築確認

まで取った上で、 9月議会に出せるというふうに踏んでおられたのかどうか。建築確認なんて

れから行うわけですから。そうすると 3月いっぱし 1で来年完成をさせるということになると、

6カ月の工事期間一一そう大きい建物じゃありませんので、できるだろうとは思いますが、い

ろんなところにしわ寄せが来るわけです。ですから、現在の発注方法もう少しやはりお考えい

ただいて、関係法令等もきちんと守っていただくような、そうしたルールをやはり行政がみず

なくてもまあいいや、というような気持ちでおられたのか。市長に、こういう事務の処理につ

から示していただきたいと、このように考えます。

それから、もう一つ第七幼稚園について、さらに建設部長にちょっとお尋ねをしたいんです

が、現在建設予定地に一つ看板が出されているんです。東京都中高層建築物の建築にかかわる

紛争の予防と調整に関する条例に基づく掲示物が出ております。この掲示物と、今回出されて

おります議案の工事概要の中の面積に関して異なる数字が出てきております。これは建設部長

御存じですか。

。議長(高橋通夫君) 建設部長。

。建設部長(中村亮助君) お答え申し上げます。

いてどのようにお考えになっているのか、お聞きをいたします。 お尋ねの件でございますけれども、確かに規定に基づきまして、これは中高層の建物を建築

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) もちろん事務処理は正確を期するということが大前提であり

ます。その考え方でそれぞれの責任において取り組んでおるわけでありますが、事業の流れと

いうものも一面にあるわけでありまして、何か特にまた行政の立場が優先ということではあり

ませんけれども、しかし、われわれの信頼をしておるのは、設計なり、あるいは工事の監督も、

専門の業者の方に依頼をしておるわけでありますし、役所との、つまり行政庁との事務打ち合

わせということは、十分やりながら進めておりますから、全く確認が心配だなんていう状況も

ありませんし、私は、厳密に言えば御指摘のこともそのとおりでありますが、仕事の流れとし

する場合には、現場にその旨を表示しなければならないことになっておりますんで、その旨を

いたしております。ちょっといま御指摘のございました契約内容の中との面積の相違について

は、私存じておりませんけれども、調べさせていただきたいと思います。あるいはまた、これ

は早い時点でその掲示をいたしておりますので、その辺と、正確な設計ができ上がった時点で

のきちっとした面積との相違が、あるいは出たのかもしれませんけれども、調べさしていただ

きたいと存じます。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) これは、東京都の条例では面積に差異が生じた場合、掲示し

ある程度のダブる面は、これはどこの仕事でも避けられない、むしろそういうことによって仕 たものと、後で設計いろいろ進めていく上で、異なる結果が出てきた場合にはどうしなさい、

ということをちゃんと書いてあるかけです。その手続をおとりになってないように私思うんで

すが、東京都の条例に違反をいたしておりませんか。

事は相当促進をされている、というふうに思います。かっていろいろと指摘を受けておるわけ

でありますから、なるべく厳正は期したい、というふうに考えております。今後一層事務的な
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0議長(高橋通夫君 ) 答弁。建設部長。

。建設部長 (中村亮助) 内容的にちょっと私も詳しく存じておりませんゐで、その辺

十分調べさせていただきたいと思いますので、時間をいただきたいと存じます。

0 1 8番(古賀俊昭君) もし私がいま発言しております内容に、間違いがあるとし 1け

ません。ここで確かにいま議案として出されたものの数字と、 現地に掲示 されている数字が違

う、または、いやそうでないという ことを、この場ではっきりしていただきたいと思います。

。議長(高橋通夫君 ) 古賀俊昭君。 議長にお願いです。

O議長 (高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君) そのことが、確かに正確を期さなければならないということ

は、大きい原則でありますが、このことが特にこの審議に支障があるというふうには私は考え

られませんので、願わくは、ひとつ前向きに議会は進めていただきたい。その間で誤ちは訂正

いたします。( rそうだJ r了解」と呼ぶ者あり)

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番 (古賀俊昭君 ) この議案書によれば、建築面積は45 4 9 6平米となってお

りますが、また、延べ床面積 66 3.9 0平米、この数字とは違う異なる数字が建築計画のお知

らせの中には書かれているようであります。 この東京都の条例は、正確な建物の概要を付近の

住民の方に知っていただいて、後から紛争とか トラブノレカ注じないように掲示するものであり

ますから、変更を生じたり、また、特に内容が異なる 一一虚偽といいますか、そうしたものは

書いちゃいけないわけで、変更が生じたら直ちにその旨また改めて数字を書きかえる、または

立てかえるということをやらなければならないというふうになっているんですが、どうしてお

やりにならなかったのか。数字を確認していただいてもいいんですが、どうでしょうか。

0 1 8番(古賀俊昭君) いや、私は別にこの第七幼稚園の建築に関して、これをいい

C議長(高橋通夫君)

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

建築確認の問題も同じですし、これもまた同様だと思うんで

とか悪いとか言っているわけじゃないんで、そういうことは全く別で、いま日野市のこうした、

特に建築に関するものをいま取り上げて言っているわけですが、ささいなことかもわかりませ

ん。市長はそのようにおっしゃるんですが、やはり一事が万事だと私は思うんです。こうした

ものもきちんと処理をされていくという姿勢、体制、また、そうした意識が職員の方の中にも

市長初めなくちゃいけないと思うんです。 これを、どうでもいいというような意識でいらっし

ゃるとすれば、これは大変な問題だと思うんです。一応、私この場で指摘をいたしましたので、

私の言っていることが間違っていれば、またそうおっしゃっていただきたいし、確認するのに

そんな時間がかからないと思うんです。ひとつその確認は議長に私お願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 建設部長も

0建設部長(中村亮助君) いま手元に私も掲示の内容の資料を持っておりませんので、

若干時間をいただきまして調べさしていただきたいと思います。御了解いただきたいと存じま

すけれども…-。

す。非常にそういう面で事務処理上、私スムーズに職場の中で、こういう問題が処理されてい

ないんじゃなし 1かな、というふうに思います。東京都の条例の施行規則によりますと、計画に

変更が生じたときは速やかに標識の当該事項を訂正しなければならな L'0 r速やかに」となっ

ておりますが、この表示物が掲示されたのは 8月であります、 8月の 8日。いまもってそのまま

まになっている。この事態、市長はじゃあどのようにお考えになりますか。

。議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 間違っているなどという姿勢で言い方をしているわけではあ

りません。御指摘があるわけですから、あるいは間違っているというふうに私も思いますので、

そのことは時間をいただいて間もなく訂正はいたします。したがいまして、このことの審議を

ストップするということではなくて、前向きなお願いをしたいと、そのようなことでお願いを

したわけであります。言われることに対して、決してないがしろにするつもりはもちろんござ

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) そう L'うそごは大変遺憾だと思っております。本来、仕事と

いうものは、正確に手際よくやるべきものでありますから、もちろん誤りがあれば、これは直

ちに直すということで処理をしたいと、こう思っております。

し、ません。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

く主義長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番(古賀俊昭君) 市長の考えは、よく私いまお聞きして、二度お聞きしました
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からよくわかります。私は議長に、いまこの数字の確認は時間かからないと思います。ストッ

プさせる必要もないと思いますから、掲示されている数字と、この議案として出セきた数字が

違っているということを担当の方、確認すぐできると思いますので、お願いしたいと思います。

l ¥かがですか。

。議長(高橋通夫君) 議長としては・…一( 1"議長、休憩だJ 1"委員会付託」と呼ぶ者

あり)これは、総務委員会にかかりますから、そのときまでに確認していただいて、そういう

ところではっきりさしてもらっていし、かと思うんですが……。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君} いや、総務委員会までにはまだ日にちもありますし、私がい

まここで指摘をしたんですから、その担当なさっている方も、この役所の中にいらっしゃるわ

けです。確認はすぐ取れると思うんです。議長にそのことをお願いしたんです。私は、総務委

員会までということじゃ、ちょっと納得できません。( 1"休憩」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) これは、審議についてはそれほど何でもなし 1から、総務委員会

ではっきりさしてもいl¥かと思うんです。( 1"議長、議事進行」と呼ぶ者あり) 飯山 茂君。

01 5番(飯山 茂君) いまここで、論議をやっていれば、ますます時間がかかります

ので、 1時から始まりましたから、休憩をとっていただいて、休憩の間に担当が数字を計算す

ると、こういうことでお願いしたいと思います。( 1"異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

。議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

答弁を求めます。建設部長。

午後 3時 6分休憩

午後 3時 32介再開

。建設部長(中村亮助君) 大変御迷惑をおかけしましたことをおわび申し上げます。

時間を浪費いたしまして、まことに申しわけございません。

先ほどお尋ねございました件でございますけれども、議案書の方の関係につきましては、延

べ面積が 66 3.9平米ということで記載されておるわけでございます。そして、設置の関係に
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つきましては、現場に設置いたしました、 「建設計画のお知らせ」 というこの内容の中に記載

されております面積につきましては、総体の面積が記載をされております。その数字は 686.

8 7平米でございます。この契約書にございます延べ面積 66 3.9 0平米と比較をいたします

と、 22.9 7平米だけこちらの方が少ないわけです。この 22.9 7平米の内容につきましては、

併行防音工事の機械室の分でございます。したがいまして、この分だけ今回の契約の議決をお

願いする関係の面積が少ない、ということでございまして、現場に渇示してございます面積に

つきましては正しいものでございまして、今後建築が進む段階の中で、追加工事というような

形の中で、あわせて併行防音工事を実施しまして完成をさせて l¥く、というものでございます。

大変御迷惑をおかけしました。おわび申し上げてお答え申し上げます。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 私も専門的な知識がありませんで、指摘をさせていただいた

んですが、最初そういうふうに御説明をいただければ、よく理解できたわけであります。大変

勉強になりました。ありがとうございました。

。議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 83号、日野市衛生処理場ごみ焼却施設建築工事請

負契約の締結について、議案第 84号、 (仮称)日野市立第七幼稚園建築工事請負契約の締結

の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第 85号、市道路線の認定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 85号、市道路線の認定について提案の理由を申し上

げます。

本議案は、南平 34号線及び神明上 145号線を道路法第 8条第 2項の規定に基づき、市道

認定するものであります。詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく
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御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君 ) 関係部長から詳細説明を求めます。建設部長。

。建設部長(中村亮助君) それではただいま上程をいたしました議案第 85号につき

まして御説明申し上げます。

今回市道路線の認定をお願い申し上げますのは二つの路線でございます。議案書に添付され

ております説明図がございますので、ごらんをいただきたいと存じますけれども、まず南平の

3 4号線ですけれども、これにつきましては、昨日、飯山議員さんの御質問の中で、ちょっと

お答えを申し上げたわけでございますけれども、南平 5丁目地区の京王線北側の市道南平 20 

号線というのがございますが、これから向川原の市営住宅への進入路として、新しく路線を新

設するものでございまして、本年度当初予算で、築造費につきましてはお認めをいただいてお

ります。今回、土地所有者との買収契約が成立いた しましたので、御提案を申し上げ、御認定

をいただきたいというものでございます。

C議長 (高橋通夫君) 御異議なし 1ものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 86号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定、議案第 87 

号、昭和 59年度目野市国民健康保険特別会計補正予算(第 1号)の件を一括議題としたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

C r異議なし」 と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

。市長(森田喜美男君 ) 議案第 86号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条

それから、もう 1本の神明上の 145号線でございますけれども、これは、本庁舎の南側中

央公園の南側のところの、神明二丁目地内に計画されま した建設省が築造を予定しております、

いわゆる都市計画路 1・3・2号線の完成までの問、建設省との協定によりまして、区画整理上

設置された暫定路線でございます。この暫定路線につきましては、説明図にもございますよう

に、神明上の幹線 1号線と、それから、神明上の 44号線を結ぶ区間でございまして、片側 1

車線の一方通行の路線でございます。この路線は、建設省所有地と なっておりますけれども、

暫定的に市道としてお認めをいただきたい、というものでございます。道路認定がなされてお

りませんと、周辺の土地の関係の利用というものもございますので、暫定的に市道として今回

御認定をいただく、ということでお願いを申し上げるものでございます。

よろしく御審議のほどお願い申し上げる次第でございます。

例の制定についての提案理由を申し上げます。

本議案は、医療保険制度の改革のための健康保険法の改正に伴い、日野市国民健康保険条例

の一部を改正するものであります。

次いで議案第 87号、昭和 59年度目野市国民健康保険特別会計補正予算(第 1号)につい

て提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計補正予算第 1号であります。補正額は、

歳入歳出それぞれ 2，796万6，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を 27億4，779万8，000

円とするものであります。

以上、 2議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議の

ほどお願いいたします。

。議長(高橋通夫君 ) 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

。議長(高橋通夫君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 85号、市道路線の認定の件は、建設委員会に付託

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

。市民部長(加藤一男) それでは議案第 86号と議案第87号の内容説明をさせてい

ただきたいと思います。この 2議案につきましては、本議会の冒頭、議会運営委員長さんの方

から御報告がございましたように、追加で御審議を賜る二つの議案でございます。しかも、加

えまして、 9月中に御決定をいただきたい、というお願いでございまして、どうぞよろしく二

つの議案につきまして、お願いをいたしたいと思います。

それでは、最初に第 86号の日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の内容につきま

いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

して、説明をさせていただきたいと思います。

ただいま市長の方から提案理由にもございましたように、 8月の7日に健康保険法が成立を

nu 
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いたしましたことは御承知のとおりでございます。この健康保険法の内容を申し上げますと、

長い間続きましたいわゆるサラリーマン、公務員などの 10割給付が 9割になうた、というこ

とがーっと、それから、退職者の医療制度が生まれたこと、これが大きな改正の二っかと思い

ます。その中で後段の退職医療の問題が本条例に関係をいたすわけでございます。いわゆる法

律以外の今回の改正項目はございません。

それでは内容に入らしていただきたいと思いますので、議案の 2ページ、 3ページをお開き

いただきたいと存じます。まず条例の方でございますが、第 5条及び第 5条の 2を次のように

改めるということでございます。この 5条は、一部負担金の問題でございます。従来の国民健

康保険の被保険者につきましては 3割の御負担をいただいております。これは従来と変わりは

ございません。変わりましたことは、国民健康保険の被保険者の中で退職医療の関係者がござ

います。今回の法律に該当いたしますところの被保険者がございます。その方は従来の 3割が

2割負担に相なるわけでございます。

それから、その方たちの被扶養者は 3割の御負担をいただくわけでございます。これは従来

と変わりございませんけれども、その被扶養者の方たちが入院等を行った場合は、 2割負担と

ども、 1億 9，99 1万 6，00 0円を減額をいたすものでございます。これは、ただいま条例の

中でも御説明をさせていただきましたように、退職者医療制度実施に伴います国庫負担金の減

額でございます。

御承知のように退職者医療の問題につきましては、国庫負担制度がございません。いわゆる

従来の会社の保険組合、あるいは公務員でいうならば、共済組合等で御負担をいただくという

ことで、あとは保険税で賄う、ということで国庫負担はございません。従来は国民健康保険の

被保険者に対しましては 100分の 40の国庫負担がございましたけれども、それが削除にな

ります関係で、ここに 1億 9，90 0万円の減額補正をお願いするものでございます。

めくりまして 8ページ、 9ページは、 58年度の繰越金を全額計上さしていただし 1たわけで

ございます。

いうことでございます。

それから、 10、11ペークでございますが、これは追加でございまして、 2億859万6，000

円の追加でございます。これは、退職被保険者等から療養給付費といたしまして、日野市国民

健康保険会計に交付金として入ってくるものでございます。これは、先ほど申し上げましたよ

うに、退職者医療制度に伴いまして本人の方は 2割の御負担をいただき、 8割は保険税一一国

民健康保険税を控除した残りを退職被保険者からいただくわけでございます。そのいただく金

が2億 85 9万6，00 0円を一応積算をさしていただいたわけでございます。

以上が歳入でございます。

めくりまして 12、 13ページでございますが、これは、今回の保険条例の改正には関係ご

ざし 1ません補正をお願いするものでございまして、昭和 59年度から 1人職員をふやしていた

だきました関係で、ここにそれの費用の追加をお願いするものでございます。ただ 12の役務

費につきましては、今回のいわゆる保険法の改正に伴いますそれぞれのいわゆる一覧表等の打

ち出し費用を、ここにお願いをいたすわけでございます。もちろんいわゆる電算等にお願いす

る費用でございますが、少額でございますが、 6万 8，00 0円の追加をお認めいただきたい、

ということでございます。それから、下段の 13の委託料の 18万 6，000円でございますが、

これも診療報酬の明細書の電算の処理委託料でございますが、この項目は、医療通知のことで

ございます。本年は、 59年の 9月の診療分を 12月に御通知申し上げたい、という計画を立

てております。従来は 9月分の 5分の 1の方たちの医療通知を考えておりましたけれども、こ

としは 2分の lの通知をいたしたいということで、ここに若干のふやしていただきました。 こ

これが第 5条の関係でございまして、変わりましたことは、退職医療制度の問題が生まれた

ことによりましての条文改正でございます。それから、第 5条の 2は、これも従来あったこと

でございますけれども、この項目につきましても、退職医療に伴います、いわゆる看護、移送

の問題が、それぞれここにございますように、 20、 30の負担割合になります、という改正

でございます。この保険条例は、 10月 1日から施行をさせていただきたい、ということでご

ざいます。

以上が議案第 86号の内容説明でございます。

続きまして議案第 87号の昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計補正予算第 1号の内容

説明をさせていただきたいと存じます。

今回の補正予算 2，79 6万 6，00 0円で追加をいたしまして、予算現額を 27億 4，779万

8，0 0 0円といたすものでございます。

事項別明細書のまず 7ペークをお開きいただきたいと存じます。この款は国庫支出金の関係

でございまして、療養給付費の国庫負担金の減額でございます。大きな数値でございますけれ

円，
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れが費用の追加をお願いするものでございまして、これが 18万 6，00 0円でございます。

それから、めくりまして 14、15ページは、 49万円の追加をお願いするものでございま

すが、これは、保険法の改正に伴いまして、退職者の医療制度実施によります、いわゆるリス

トの打ち出しをお願いする委託料でございま して、 49万円をお認めいただきたいというお願

本報告は、地方自治法第 243条の 3、第 2項の規定に基づき、昭和 58年度目野市土地開

発公社の決算を報告するものであります。詳細につきましては、公社常務理事、総務部長に説

明をいたさせますので、よろしく御承認のほどお願いいたします。

。議長 (高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長与

。総務部長 (伊藤正吉君 ) お手元に昭和 58年度日野市土地開発公社決算書がお届け

しであると思います。それにページを追いましてちょっと御説明を申し上げたいと思います。

1ページについては事業報告書でございまして、理事会の開催状況は2ページ、 3ページに

つきましては役員に関する事項でございます。

4ページ、 5ページにつきましては、昭和 58年度の取得用地の一覧でございまして、下に

2 3件の、面積にいたしまして 2万 3，718.31平米、金額にしまして 20億 7，617万5，39 4 

円という用地を 58年度に取得しております。

6ページ7ページでございますが、 58年度に処分をしました用地でございます。 9，52 6. 

1 3平米でございまして、金額にして 4億 1，327万 2，00 1円と、こういう用地の内訳でご

ざいます。

8ページ 9ページでございますが、収入でございます。事業収益といたしましては、先ほど

7ページで御説明いたしました処分用地代4億 1，32 7万2，00 1円、決算額の欄をごらんい

ただきたいと思います。それから、借入金につきましては 19億 9，40 1万2，00 0円と、こ

れは 30ペークに記載してございます。それから、事業外収益といたしまして 3 6万円につき

ましては、資本金の預かり利息等でございます。それから、雑収益といたしましては 13ペー

クにございますが、 2億 6，55 0万 4，96 6円、これは市からの利息等々の補助金でございま

す。

次に 10ページ、 11ページでございますが、支出でございます。これにつきましては決算

額の欄でございますが、事業費といたしまして 21億 3，66 2万 8，49 4円、土地取得費は先

ほど5ペークに申し上げました 23件介でございます。それから、土地造成費でございますが、

これは 14ペークに詳細が掲げてございます。それから、販売管理費でございますが、これは

事務的な経費と、こういうことでございます。それから、借入金の償還金につきましては 31 

ページに書いてございますが、 7件介で 4億 7，19 0万円。それから、支払利息については31

ページに書いてございますが 2億 7，079万 7，009円と、こういう決算額でございます。

それから、飛びまして 18ページから 19ページでございますが、公共用地の明細書、これ

いでございます。

それから、めくりまして 16、 17ページは、療養給付費の関係でございます。 2，05 1万

2，0 0 0円の追加をお願いいた しまして、 17億 51万 2，00 0円の現額にお願いをいたした

い、という補正のお願いでございまして、当面 59年度の療養給付費につきましては、この金

額で運営できるだろう、という見通しで補正をお願いしているわけでございます。しかしなが

ら、御承知のように、退職医療がまだ生まれまして日が浅うございまして、これが少し運営を

いたしてみませんと、果たしてどういう状態になるか、ということがいささかっかめません。

また改めて 12月の時点では、療養給付費等の御審議を賜わるかもしれませんが、目下のとこ

ろでは、この数値で療養給付費を賄っていきたい、というお願いをいたすわけでございます。

以上、大変雑駁でございますが、よろしく御審議を賜りたいと存じます。終わります。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 8 6号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する

条例の制定、議案第 87号、昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(第 I号)の

件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより報告第 5号、昭和 58年度日野市土地開発公社決算の報告の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 報告第 5号、昭和 58年度日野市土地開発公社決算の報告に

ついて。
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が 23ページにわたりましてここに記載しでございます。総ト ータルといたしまして、 4 9件

の面積が公社保有面積でございますが、 10万 4，87 0.1 1平米でございます。用地費が 51 

億 4，41 5万 2，41 7円とこういう形になっております。

それで、これを事業別にちょっと御参考に申し上げたいんですけれども、南平八丁目関係で

面積は 7万 1，33 5.9 1平米、約 21億でございます。それから、区画整理事業関係でござい

ますが、これは三つ、万願寺、高幡、豊田南と、この 3事業でございますが、 2万5，151.83 

平米でございます。これは 20億 1，00 0万円でございます、約。それから、都市計画道路用

地ほかでございますが、 8，38 2.3 7平米で 1億 3，300万円と、このような内訳になってお

ります。

雑駁な御説明でおわかりにくかったと思いますけれども、以上をもちまして御報告にかえさ

せていただきます。

買い増しをされたり、つけ替えの用地を買ったり、あるいは測量、設計費用、さらには利子補

給というふうに、いろんな経費が上積みされているわけでありますが、いよいよ来年の4月開

校予定ということで順調に事が進んでおるようですけれども、この 11月なり年末までには東

京都の買収契約といいますか一一 いうものを進む運びになるかと思いますけれども、これまで

のかかった総費用、また、東京都に売り渡すまでの予定費用といいますか、かかる費用、 トー

タノレの金額等も、ある程度東京都が幾らで買ってくれるか、その金額の見込みといいますか一

ーというものがわかれば、そろそろ示していただきたいというふうに思います。

以上でございます。

。議長 (高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

理事者答弁。助役。

開発公社の理事長ということになっております。その立場から

く浩義長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

これより質疑に入ります。小山良悟君。

公社理事長に質問いたします。

お答え申し上げたいと思います。

それで、開発公社の理事 12名おるわけでございますけれども、助役以下市の部長一一全員

ではございませんけれども、それぞれ開発公社の事業と関係のある部長あるいは収入役に理事

をお願いしておるわけでございますけれども、民間あるいは議会の議員さんも理事に加えられ

ないのか、というふうな、一つのお考えの提案があったわけでございます。

調べましたところ、特別、市の執行部の内部の部長以外の方になっていただくということに

ついて、なっちゃいけないとか、あるいは拒むべき理由は特別ないようでございます。よその

市での開発公社というのは、 26市のうち 25市ございます。 1市開発公社を設けてない市が

あるわけでございますけれども、それら調べますと 、ほとんど内部の職員といいますか、部長

がそれぞれなっているようでございます。一つの土地を買収していくと、一つの投資というふ

うな面から考えますと、やはり内部の事務職員の方がいいんじゃなし 1かなと、こう思うわけで

ございます。そういう要するに特別になっちゃいけないという理由もないわけなんですけれど

も、 25市の例と、それから、性格から考えまして内部の職員がよろしいんじゃなl¥かと、こ

う思うわけでございます。

それから、八丁目用地の公共用地、面積にして 6万 5，00 0というふうなお話ございました。

これは、ちょうど公共用地の明細書のナンバーからいきますと 20番じゃなl¥かと思います。

これについての諸経費でございますけれども、 5，734万 4，00 0円かかっておるわけでござ

います。概略申し上げますと一一費目だけ申し上げます。鑑定料が入ってございます。それか

まず第 1点は、先般の定例会において、開発公社の理事役員について、日野市の土地開発公

社の役員は、理事長の赤松助役を初め、理事は全部部長クラスの方がなっておりますけれども、

この開発公社の役員は、民間側の代表、議会の代表も役員にできな l¥かどうか、ということを

提案しておったわけでありますけれども、そういった例があるかどうか調べてみます、という

ことも回答の一つにありましたが、その後どのように考えておられるか、その点を第 1点とし

てお伺いします。

それから、第2点は、公有用地明細書の中で、日野市南平八丁目地内公共用地、これは高校

用地でありますけれども、当初買収された 6万 5，52 9平米の諸経費 5，73 4万 4，00 0円、

大ざっぱで結構ですがこの諸経費の明細をお願いしたいと思います。

それから、第 3点目は公道の、いわゆる誤買収ということもありましたですが、その点と、

それから、測量し直しによって面積がふえたという問題もございました。さらには、墓地の用

地の面積も、当初公簿で計算され、その後は実測において計算した、その差異が出た。そうい

った点の処置はどのようにされたか。エンタープライズに対しての処置をされたのか、あるい

は、そのまま結局うやむやなのか、その点をはっきり示していただきたいと思います。

さらに第 4点目として、当初 16億 8，00 0万で買収したわけでありますけれども、その後
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ら、買う前に 2万 5，00 0とか、あるいは 2万6，00 0という判定が出た鑑定料が入っており

ます。それから、開発公社という市に近い団体が持つわけでございますので、けががあっては

ならなl¥。それから、相当子供とか何かが入り込むというふうな危険性等もございますので、

ある程度中へ入れないようにフェンス等も張りました。それから、石組み。 それから、 買った

後一一買う際に論議されておりますけれども、全面測量じゃなくて、計数損Ij量をやっておりま

す。 これも入っております。それから、基本設計というのは防災工事のための基本設計、 実施

設計、それから、 測量と、そういうものを含めま して、非常に概略で申しわけございませんけ

れども、そういう費目五つ、六つですか一一で 5，73 4万 4，00 0円ということでございます。

それぞれの金額必要でございま した ら、いま持ち合わせてございませんけれども、御報告 させ

ていただきたl¥0 ここのと ころは費 目だけでお許しいただきたいと、こう思うわけでございま

す。

請求すると いうことにつきましては、途中までは二度ほど電話かけ、一度は向こうの責任者が

出てまいりまして、赤松さんがそう言うならば、き ちっとしたものならばお返しもします、と

いう話等もあっ たわけでございますけれども、 最終的にプラ ス面で落着 しておりますので、 さ

らに要求は してございません。

それから、あと 6万 5，00 0のう ち、高校用地に組み入れられるのは 2万平米ちょっとでご

ざし 1ます、エン タープライズの分は。それから、清水修身 さんから買ったのはし300平米。

それから、そのほかの地主さんいろいろお名前申し上げると差し さわりも ございますので、そ

のほか…・ー( I簡単でいいです」と呼ぶ者あり )ですから、2万 のエンタ ープライズのほかに、

ほかの地主 さんから約 5，90 0平米買っております。それで、 2万 5，95 2平米、これが高校

用地の全部でございます。そのほかに約 8，00 0平米ののり面がございます。これは、当初エ

ンター プラ イズから買った用地から差 しヲ|く分でございます。そういうことを見ますと、 3万

3，0 0 0平米ばかりが高校用地として東京都へ売るものでございます。東京都が幾らで買って

くれるかというのは、ここでなかなかできませんけれども、東京都は予算としては 25億用地

費を持っておるわけでございます。その中で買っていただけるんじゃないだろうかと、こう思

っておるわけでございます。それで、市でかかった費用はその中で償っていただけるんじゃな

いだろうか、こう思っております。

概略でございます。

それから、公道の誤買収というふうなこと等もございま した。それで、公道の誤買収につき

ましては、全体的にふえたという ところもございます。それから、墓地 につきま しては、これ

は公簿上の面積というのが29平米でございましたけれども、周り を昔から生けがきというふ

うなもので囲って一一生けがきというふうなものが 4点ございます。それが、墓地の実際にお

使いになっている、平辰雄さんとかがお使いになっている墓地の区画でございます。それで測

量しますと 11 4.1 0平米と、こういうこ とでございますので、 85平米ばかり 、やはりこれ

は誤買収、とこういうふうなこと等は、いままでの中で率直に認めざるを得ないわけでござい

ますけれども、そういう過ちもございますけれども、全体測量と いう中で 14 2.4 0平米、総

体的には買収面積がふえたと、市の買収した面積が、エンタ ープ ライズから買った地積という

のが 6万 5，39 0.5 3平米であったんだけれども、実際の総体的な最終調IJ量では、 6万5，532.

9 3平米というようなことで、 14 2.4 0平米ふえた、これが結果的な内容でございますけれ

ども、中には墓地の誤買収、大里 3号線の誤買収では 67.4 6平米のマイナス買収、墓地の方

は、いま言ったように 85平米のマイナスというものはございますけれども、全体的には、そ

のほかにプラス面が 29 4.9 6平米ございますので、このマイナスをカバーしますと、さっき

言ったように 14 2.4 0平米のプラスになりました、ということでございます。

そういうふうなことで、まだエンタ ープライズに、そういう経過も報告しておりません。途

中飾品の中で、この墓地と公共用地でマイナス分だけを取り上げてエンタープライズから金を

。議長 (高橋通夫君 )

04番 (小山 良悟君 )

小山良倍君。

この高校用地の買収金額、それから、 もろもろの経費、その ト

ータルの、つまり高校用地分が幾らというだけじゃなく て、 全体のかかった トー タルと、東京

都が買収しようとしてし 1る一一予算が 25億ということでありますけれども、その辺の差がど

のくらいになるかというのが一番関心を持ちたいところでありますけれども、こ れはまたひと

つ、ある程度明細を書いていただきまして一一いや、細かい明細はいいんですよ。用地費が幾

らとかと、総額で幾らというふうなものは、後でひとつ示していただきたいと思います。

それから、開発公社の役員に民間代表、 2 6市ではどこも入れてないよということでありま

すが、関係法令では民間とか、あるいは議会代表を役員にする、拒むものは何もないというこ

とでありますから、現実には、これは議員が公社の役員になっているところは、 26市じゃな

くて、私がたまたま研修に行った岩手県の盛岡市では議員が入っております。ですから、ひと
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つ盛岡の開発公社に議員を役員にされたその背景といいますか一一考えをひとつ日野市側でた

だしていただいて、参考になれば、ぜひ民間側、議会側の代表も公社役員にしてLJただきたl¥0 

なぜならば、この開発公社の事業が、私どもが安心して任せられるような納得いくような事業

推進であれば、あえて申し上げることはないわけでありますけれども 、今回の高校用地の買収

に関してもそうですが、われわれの常識とは、およそかけ離れた事業推進というものをやって

おりますんで、それをただす意味でも、ぜひ議会側の代表、あるいは民間の代表も入れていた

だきたい、ということでお願いしているわけですので、ぜひこれは前向 きに御検討をいただき

たいというふうに思います。

質問を終わります。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 決算の審査意見によりますと「保有土地の適正な処分につい

て、なお一層の努力を望みたl¥J という意見が付されております。そこで、公有用地明細表を

見てみますと、 1番からずっと番号が振ってありまして、 49番まであるわけですが、 1 0年

近く一一市の求めに応じて公社が取得したものの、利用されていない用地がかなりあるわけで

すが、しかし、たとえば区画整理や都市計画道路の用地として確保しであるということで、こ

れから事業が進められていく計画及び検討に、長い時間を要するものについては理解できるわ

けでありますが、たとえば 7番の栄町 1-18-30というものがあります。 376平米、こ

れは都市計画道路用地及び代替地ということになっておりまして、ほかの都市計画道路はちゃ

んと都市計画道路のナンバーが付されているんですが、これだけナンバーがございません。ど

の都市計画道路の用地としてこれはお買いになったのか。また、代替地としても、この用地は

性格を持っているようであります。そう広くない土地なんですが、二つの目的が付されており

ますが、これはどういうことなのか、ひとつ教えていただきたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 私の方からお答えしたし 1と思います。

おっしゃるとおり 49点に及ぶ土地を擁しております。 53億か 4億になるわけでござし 1ま

すけれども、旧開発公社時代からの土地等もあるわけでございますけれども、ここでほとんど

有効にそれぞれ市の公共事業の方に用地が役立っていると、こういう状況でございます。それ

で、もうほとんどかつてのように長く保有しているという土地はございません。御指摘を受け
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ました点などがはっきりしない一つの中に入っておるわけでございますけれども、この 7番の

都市計画道路用地というのは、中央線沿いの薬王院の北隣、この土地でございます。 37 6平

米と、こういうものでございますけれども、これも 2・2・11、モノレーノレが通り、日野の要

するに都市計画路線としましては、外郭環状を一回りします 2・2・11のための道路用地でご

ざいますし、それのためのまた代替地というふうなことで、買い取っておるわけでございます。

買いましたのは 50年ということで、新公社になってからでございます。旧公社のときには先

行取得ということで、ちょうど土地が値上がりがひどい時代でございましたので、ある程度本

当に先行取得という ことでございますけれども、 これは新公社でございますので、はっきりし

た都市計画 2・2・11という形でございます。そのための用地として 50年に買い取っておる

わけでございます。ほとんど万願寺区画整理、高幡区画整理、こういうふうな形の中で、ほと

んど公社用地が、ほとんどはっきりした目的、はっきりした用途に確立されたと、こういうふ

うな状況になっております。

。議長 (高橋通夫君 )

0 18番(古賀俊昭君 )

古賀俊昭君。

私この 7番を見まして、 ちょっと不思議だなあと思いますの

は、たとえば都市計画道路の 1・3・1ですと、 この事業を進めるために逐次用地の確保をして

いっているわけです。たとえば 1、 2、 3とありまして 15番でも確保しております。ところ

が、いまの御説明では、都市計画道路用地だということで、 2・2・11というお話なんですが、

これどうして 2・2・11ということをお書きにならなかったのか。 しかも、この用地ぽつんと

一つあるだけでは、 2.2・11というのは延びてし 1かないわけです。少なくとも、都市計画道

路の用地だとするならば、これにかかわる用地を付近に確保されても私はいいんじゃな l¥かと

思います。市長から、こういう目的で使うから買いなさい、という命令が出て初めて取得され

るわけでありますので、市の方はどういう理由でこれをまずお買いになったのか。もう少し詳

しく教えていただきたいと思います。

。議長 (高橋通夫君 )

O助役 (赤松行雄君)

助役。

買いました土地につきましては、現在は高幡の区画整理という

ふうな、はっきりした名目に変わりまして、有効に使っていただくというものもございますけ

れども、買った当時は旧七生中学校の代替用地というふうな形の中で、潤待、の東側に 10 0坪

ばかりあるんですけれども、そういう経過等のものもあるわけでございまして、この用地につ
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きましては、 2・2・11というふうな現状の状態の中、あるいは 50年、あるいは 50年ちょ

っと前の時代には、立川との話の中で、 日野橋から 10 0メートル くらい上のところに立川か

ら日野に来る道路をつくろうと、こういうふうな計画等もあるわけでございます。ですから、

ここにございますように、総体的な都市計画道路用地、というふうな踏まえ方の中で買収して

うに記憶しておりますことをお答えいたします。

O議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) よくわかりました。じゃあ正確に事業名をここに記載される

とすれば、都市計画道路 2・2・11というふうに私は入れなければならないんじゃなし 1かなあ

いるということで、事業計画の進展によって、はっきり名前がつけられてくるものもあるわけ

でございます。そういう形態のものも途中ではあるわけでございます。

と思うんですが、これを入れると、事業名に何か差しさわりがあるんですか。これだけ入って

ないんですよ。何か理由があったのかどうか、その点をもう一度お願いします。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 大体わかるんですが、 2・2・11をやはり進めていこうとい

。議長 (高橋通夫君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) 薬王院を保存するためと、薬王院の森を保存するため、とい

うことであれば、当然付近の用地も確保していきませんと、ここぽつんと一つ離れノト島のよう

な形で、約 70坪くらいになるかと思いますが、これだけじゃ永遠に未利用地のまま残ってし

うふうに当初考えておりますけれども、現実には、 2.2・11というふうに書くべきだろうと、

このように思います。 2.2・11関連ということで今後は記載を、それが正しいと、こう思っ

まうんじゃな l¥かなと思います。いまのお話で、私がお聞きした 2・2・11という都市計画道 ております。

O議長 (高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。滝瀬敏朗君。路のナンバーが、どうしてこの道路に限って付されていないんですかという質問に、ちょっと

お答えにならなかったようなんです。ちょっとよくこの7番について、その点を教えていただ 02 9番(滝瀬敏朗君) 1点お伺いします。

聞くところによりますと、今年度下水処理場の用地を買収をするんだと、こういうふうなお

話を聞いておりますが、これを見ますと流域下水道終末処理場用地として、大変買収した面積

が少ないわけでありますけれども、大変代替地を希望される方が多いように感じるわけですけ

れども、そういう関係で、公社として、そういう面の代替地に充てる用地というものを、もっ

けますでしょうか。

。議長(高橋通夫君 ) 市長。

。市長(森田喜美男君) 私の記憶の範囲でお答えをいたしたいと思います。

たまたまちょうど薬王院の北隣になる場所なんですが 2・2・11の関係。もう一つ、これは

現実は、われわれ決して賛成はしてないわけでありますが、いわゆる十字路になる、そういう

ところにちょうと、ぶつかる用地であります。そして、その持ち主が、たしか遠隔の、要するに

と確保をしてし、かなければいけないんじゃなかろうかと、こういうふうにも思うんですけれど

も、その辺し、かがでしょう。

ります。長い間寝たことになってはおりますけれども、ようやく必要なときが生じてきた。つ

。議長 (高橋通夫君) 都市整備部長。

。都市整備部長(結城邦夫君) それじゃあ、ただいまの御質問につきまして、私の

方からお答え申し上げます。

流域下水道関係につきましては、これは本来東京都が買収するものでございますが、当時こ

れを、この中で公社が買収しである介につきましては、当時まだ事業の認可が取れる前だった

と記憶しておりますが、その時点で先行的に買う必要が出てきたわけでございます。これは、

地主さんの関係で、ぜひそこを買ってほしいという御要望がございまして、東京都の方とも協

議をいたしまして、市の方の公社で先行的に買収をしておこうということで、東京都の了解の

もとに公社が買収したものでございます。したがいまして、この分につきましては将来、東京

地元でない方だったと思いますが、そういうことでともかく日野市に、都市計画道路になって

いるようだから、ということで持ち込まれたんだろうと思うんです。それで、確かに薬王院が

ちょうどその十字路に接触する位置でありますし、薬王院の森というのは、私らの認識では日

野市内でも有数のいい林相を持っている森でありますから、できるだけひとつ保存をしたいと

いう考え方も一方あります。そういうことで、かなり安い価格だったというふうにも考えてお

まり 2・2・11の事業が、いまちょうどあのかいわいの地主さんの開発事業とあわせて意味を

持ってきた、したがって、大変貴重な財産になってきたと、こういうふうに理解をいたしてお

ります。ですから、ちょっと年月はたっておりますが、 2・2・11関連用地であると、このよ

つUA
q
 --

qa 
auτ 



都が買い上げるという前提で私どもは買収をしたわけでございます。

それから、今後この事業が進んでし 1く中では、当然代替地という問題が派生してくるわけで

ございますが、この代替地につきましては、公社でも本来は買うべきではあるかもわかりませ

んが、それよりも東京都が、この事業についての代替地はすべて用意するということで、東京

都の方で現在相当数の土地をすでに確保してございます。しかし、これだけではまだ足りない、

というような事態が起こりかねませんので、そういう中では区画整理事業の現在進行中の保留

地等につきましても、ある程度は、これらの代替地に充てていかなければならないんではなか

ろうかというふうに考えているわけでございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏明君) 東京都で建設する処理場とありますから、そういう考え方に

立つのが当然だろうと思いますが、いま、じゃあ東京都でその代替地として買っている土地は

どのくらいあるんですか。

0議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

。都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

一番面積としてまとまっておりますのは、第二桑園の横にございました鈴木タイヤというの

がございます。これをそっくり東京都でもって買収をしてございます。その横の第二桑園につ

きましては、これは東京都でもって国から譲渡を受けるということになっておりますが、この

分については、高校用地のグラウンドのっけ替えという形で、そちらの方に振り向けていく形

になっております。これも東京都の用地の中の代替地という形でもって確保してある。そうい

うものを全部含めますと、約 2.5ヘクターノレくらいの現在面積を確保しであるかと思います。

らL上でございます。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって報告第 5

号、昭和 58年度日野市土地開発公社決算の報告の件を終わります。

これより報告第 6号、交通事故(東京都庁第一庁舎前路上の市の義務に属する事故)の専決

処分の報告の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇 〕
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0市長(森田喜美男君) 報告第 6号、交通事故(東京都庁第一庁舎前路上の市の義務

に属する事故)の専決処分の報告について報告をいたします。

本報告は、東京都庁第一庁舎前路上における交通事故について、専決処分により相手方との

損害賠償額及び和解の締結をいたしましたので、地方自治法第 180条第 1項及び第 2項の規

定に基づき報告するものであります。

詳細は担当部長に説明いたさせますので、よろしく御承認のほどお願いいたします。

O議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

。総務部長(伊藤正吉君) それでは報告第 6号の専決処分書でござし 1ますが、事故

名は、いま提案ございましたように、東京都庁第一庁舎前路上の交通事故でございます。和解

の相手方といたしましては、東京都荒川区 8丁目 1番 11号、大日本自動車交通株式会社、代

表取締役、北村博文。損害賠償額 4万5，59 7円でございます。

事故の発生原因でございますが、都庁の第一庁舎から第二庁舎に車を回送するため、片側 3

車線の前面道路を、手前 2車線の車が停止したのを確認し、右折しようと併すしながら前進し

たのですが、対向車に気をとられまして、 中央分離帯寄りの車線を直進してきた大日本

自動車交通株式会社吉野栄男運転の車に接触した事故でございます。 59年 6月 28日に示談

が成立いたしました。そういうことで処分した次第で、ございます。

よろしくお願いします。

。議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって報告第 6号、

交通事故(東京都庁第一庁舎前路上の市の義務に属する事故)の専決処分の報告の件を終わり

ます。

これより報告第 7号、交通事故(日野市落川 35 9番地先百草橋付近路上の市の義務に属す

る事故)の専決処分の報告の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

(市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 重ね重ねの事故で申しわけありません。

報告第 7号、あ亘事故(日野市落川 359番地先百草橋付近路上の市の義務に属する事故)

の専決処分の報告をいたします。

本報告は、日野市落川 359番地先百草橋付近路上における交通事故について、専決処介に
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より相手方との損害賠償額及び和解の締結をいたしま したので、地方自治法第 18 0条第 1項

及び第 2項の規定に基づき、報告をするものであります。

諮田につきましては、担当の部長より説明をいたさせますので、よろしく御承認のほどお願

いいたします。

やはり管理は、きちっとしたあ亘のマナーというものを指導していただきたし 1。

私は、なぜいま申し上げるかというと、まだ 1月ほど前でございました。ここを出まして市

立病院の方へ向かっていったわけですが、私の車ですら 50キロ近く出てる車を、ブーツと逆

の追い越し車線でない方から追い越していったんです。ひょっと見たら市の車なんです。はは

ーっと思ってね、私の車は普通の車だから、私が乗っているとは知らな liから追い越していっ

たんだろうと思うんですが、パンで 4人乗っていました。字も書いてあったんですが、私はあ

えて言いませんけれども、ああいったことが現実に恐らく車乗っている人は何人かそういった

ことを経験したことあるかもしれませんけれども、余りにもひどいので、いまあえて苦言を、

また注意を私は申し上げたいと思います。

。議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。古賀俊昭君。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

。総務部長(伊藤正吉君) 報告第 7号の報告につきま して御報告いた します。

事故名につきましては、いま市長が提案理由に説明したとおりでございます。和解の相手方

といたしましては、日野市落川 12番地の 3、グリ ーンコ ーポ金田 4- 1 0 3、被害者が国分

辰夫、 4歳の児童でございます。それから、保護者が国分幸一。

損害賠償額が 7万60円。

本事故の概要でございますが、都市整備部の下水道課職員の運転する乗用車が多摩市方面か

ら進行してきたわけでございますが、事故名にございます橋上近くに差しかかりましたところ、

前方で子供が道路上で遊んでいた。こういうことで最徐行しながら通過しようとしたわけです

が、そこに遊んでいた子供が急反転しまして、それで、車の前輪に足を接触して負傷したもの

でございます。先ほど申し上げましたが、 59年の 8月に示談が成立いたしました。こういう

ことで御報告する次第でございます。

よろしくお願いします。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。市川資信君。

0 1 9番(市川資信君) この際ですから、私は一言申し上げておきたいと思います。

ここのところ議会のたびに報告事項が何回か続いていると思うんです。もちろん市の職員も、

また車の台数もふえてますから、従来より、いわゆる比率からいけば事故の多くなるのはやむ

を得ない。これは、やむを得ずいまのように事故が起きるということもあるだろうとは思うん

ですけれども、ひとつやはり管理者も、この辺で反省してみる必要があるんじゃなし、かなぁと

思うことは、一つは、まず現在集中管理方式をとっている車の運行について、自分のなれた車

の中で運転していた場合と、乗るたびに違う車の運行では、おのずとこれは運転者の車に対す

る、アクセルにしてもプレーキにしても、踏み方が浅いのもあれば深いのもある。重いのもあ

れば軽いのもある。幅の広いのもあれば狭いのもある。いろいろと違うというここら辺にも一

つつながることもあるんじゃなし、かと、そこら辺を一つ検討してみていただきたいということ、

018番(古賀俊昭君) 私、報告の仕方なんですけれども、この 2件の交通事故、最

初の方は私ちょっとよくわかりませんでしたけれども、第 7号の方については、事故の発生日

をおっしゃらなかったんです。やはり報告である以上、事故の発生日については、市長か総務

部長の方でおっしゃるべきじゃなし 1かと思いますが・…一。示談成立の日は、確かにお聞きしま

した。いつ事故が起こったかということを、やはり言う必要があるんじゃなし 1かと思いますが、

どうでしょうか。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

。総務部長(伊藤正吉君) 報告に落ちがございまして、まことに申しわけござし、ませ

ん。

第 6号につきましては、事故の発生日は 59年 6月13日、 12時 40分ころでございます。

それから、 7号につきましては、 59年の 7月 5日、 3時 10分ころでございます。

以上です。

O議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって報告第 7

号-…一( I議長、意見」と呼ぶ者あり)小山良悟君。

04番(小山良悟君) 質疑というから手を挙げなかったんですが、いま報告の仕方で

指摘がありましたけれども、私が一番気になったこと一言だけ申し上げておきます。

この最初の報告、 2件目の報告いずれも被害者に対する敬称をつけてないんです。これはち

ょっと気になるわけであります。日野市側は加害者で、あります。相手方は被害者であ ります。
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しかも、 こういった公の席で発表される場合、最初の大日本自動車の運転手さんの場合でも呼

び捨てであります。 日野市内の国分さんについても呼び捨てであります。相手は被害者であり

ますから、こうしづ場合に公の席で発表する場合、敬称をつけるのが当然、じゃないか一一礼儀

だと思し 1ますんで、そのことを一つ気になったものですから一言申し上げておきます。

。議長(高橋通夫君) これをもって報告第 7号、交通事故 (日野市落川 35 9番地先

百草橋付近路上の市の義務に属する事故 )の専決処分の報告の件を柊わります。

次に請願第 59 -1 4号、衆議院議員定数格差是正に関する陳情、請願第 59-1 5号、少

額貯蓄非課税制度の現行維持を求める請願が提出されました。

お諮りいた します。 この際、本 2件の請願を一括議題といた したいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

C 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 59 - 1 4号、請願第 59 - 1 5号の常任委員会への付託は、会議規則第 138条の

規定により議長において総務委員会に付託いた します。

本日の日程はすべ、て終わりました。

本日はこれにて散会いたします。
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市 長 森 田 喜美男 君

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総 務 部 長 伊

市民部長 力日 藤 男 君 生活環境部長 坂

清掃部長 大 貫 松 雄 君 都市整備部長 結

建設部長 中 村 フ主主ロ 助 君 福 祉 部 長 作ロヨヨ

水道部長 万く 原 照 雄 君 病院事務長 佐
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立川速記者養成所 所長 関根雪峰

速記者 川久保友子君

0副議長(米沢照男君)

午前 10時 5分開議

おはようございます。高橋議長所用のため本日私が議長を務

藤 郎君
めますのでよろしく御協力をお願いをいたしますO

藤正吉君
本日の会議を開きますO

君

君

君

君

君

雄

夫

隆

春

夫

金

邦

智

哲

本

城

野

藤

山

ただいまの出席議員 24名でありますO

一般質問に入ります。

1の1. 地方公務員(市職員)の採用、給与、適性配置、昇進制度について問うについての

通告質問者、石坂勝雄君の質問を許します。

C 2 8番議員登壇〕

028番(石坂勝雄君) 議長からお許しが出ましたので 2年半ぷりの通告質問で非常

に恐縮をしたり緊張をしているというのが実感でございます。

私が通告いたしましたタイトルは質問用紙に 1から 8まであるのを 1問ずつやっても何とい

うか、そのことで十分何か 1時間半の時間がするものを私機械的に最初は聞くという考え方を

持ってお ったんですが、いろんな情勢を踏まえまして重点的なものを質問の要旨を申し上げて

8問を聞いて、後は重点的に 5番の市民に対する奉仕者である地方公務員はし 1わゆる政治に対

する中立性と給与と退職金、諸手当の問題を主として取り上げたいと思っております。それで

は私の通告質問を始めたいと思います。

1番目の質問に入る前に、来年3月に卒業して 4月に大学なり高校を出る人は非常にことし

は景気が上昇して、昨年から見ると非常に大学の求人が多し 1。こういう中で世の中というのは

ここのところ二、三年冷えておったんですが、経済が上昇して恵まれた時代に入ってきてると

いうようなことが新聞で報道されておりますO ちなみに就職の希望者は明春3月で卒業する大

学の卒業生が 32万 1，000人、短大が 15万8，000人、高専が 7，000人、専修学校が

1 8万 6，000人、高校生が 53万 5，000人、中学生が4万人ということのようでございま

す。これを前年に見ると、男子の特に大学生は 17.2 %も求人が伸びておるO 女子は昨年まで

はいわゆる求人が減員しておった。こういうにもかかわらず、ことしは 5.3%の増員が期待、

いわゆる求人が多くなってくるというような新聞に報道をされております。

そういう中で市職員の応募状況を私はちょっと振り返ってみたいと思うんですが、昭和 55 

年の 4月の 1日から 56年の 3月31日までの事務報告書によると一般事務で受験者が 254
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名、募集人員は 25名であった。また 56年度は一般事務の受験者243名の内訳ですね、高

校生が 44名、短大生が22名、大学生が 17 7名で募集人員は男女若干名であったにもかか

わらず何というか、こういうとてつもない競争率がなされているというのが現状であります。

その次に 57年度を申し上げますと受験者が 369名で、その内訳は高校生が90名、短大生

が 43名、大学生が 236名。大体ここ数年の趨勢を見ると倍率というのが大学の場合なり高

校の倍率というのは驚くようないわゆる倍率で日野市役所の職員、一般職員の応募をされてい

るというのが現状であります。

ちなみに国家公務員を見た場合には昭和 56年から連続ここのところもう四、五年、 5 6年

をたとえば 100とした場合にはいわゆる 58年度は 66人、国家公務員の上級試験というの

は応募者が減員している O これは私の推測なんですが、恐らく人勧の凍結、こういうような問

題にもなっているんではなかろうか、こういうことで、いわゆる国を将来しよって立つという

か国のいろんな立案なり機関の上級職試験が、こういう競争率が低下をしているということを

非常に憂えるというような新聞報道もなされております。

そういう中で非常に3年来見ると市職員のいわゆる応募者というのが見方によっては 30倍

いわゆる 25倍、こういう 25よりも 30倍、こういうような応募をされるというのは、いわ

ゆる何に魅力を感じているのか、寄らば大樹の陰というのか、会社日の丸というのか、給与が

いいのか、こういうところの問題を私少しく考えさせるゆえんであります。その中で採用試験

に当たってどういう形の採用試験をやっているかということを私も余り深くは知らないんです

が、普通考えられるのは 1次試験に学力テストをやるというのが各市 26市とも普通では共通

の問題ではないか、こういうように思います。それで恐らく 2次試験に面接なり身体検査なり

論文というかレポートを書かせる、こういうのが通常のパターンではなかろうか。ただ私、1

次試験の学力テストというのは大学生が25 0人も来て実際には 10人か 15人きり合格者は

いない、こういう中で 1次試験を通った者が、倍数通ったとしても 20倍ぐらいの中で恐らく

何か点数のいわゆる差というのが本当に 1点違いか、こういうようなことになっていくんでは

なかろうか、こう思います。しかし、その判定をしているという者は恐らくその衝に当たって

いる者以外に知るよしでもなし、また知る必要もないと 言えるかもしれないんですが、そうい

う中でいろんな市民から諸説が出るんではなかろうか。私は決して公正に行われている、こう

いうように確信し、また期待もしております。
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そういう中で、いわゆる試験の方法ですね、まず 1番目に申し上げるのは恐らく私は先に私

の意見を、私見を申し上げれば統一の26市なら 26市の統一の試験というのはできないんで

はなかろうか、こう思います。しかし、現実の場合にはいわゆる 6月なり 12月のいわゆる期

末手当、それからいろんな諸制度、特に人事のいわゆる給与の問題、こういう問題は必らず市

長会なり助役会で取り上がっております。また共通のいわゆるある程度の見出すべく努力をさ

れておりますO 国ではそういう点でさっきも申し上げたように今年度も人事院勧告で 6.44で

すか、こういうもう勧告もすでになされているO こういう中で 26市のそういう統一的なこと

が私はできないと思うんですが、理事者はそういうことを担当者会議なり、そういうことで今

後やられるというお考えがあるかどうか。まずこの 1点をお聞きしたいと思います。

次にお聞きしたいことはそういう試験を通った中なり、また最後に面接をする段階でいまの

何か技術革新とか、こういう産業の構造の変化という中で銀行なり証券なり商社でもいわゆる

技術系の学生を採用する、こういう中で果たして私は一遍のペーパーテストなり簡単な何てい

うか面接なり作文的なレポートなりでその人の人格なり適性ということが見出せるかどうか。

しかし、これ私がやってみろと言われてもむずかしいという ことは十分覚悟しております。し

かし、現実にそういう競争率を突破してきたり選ぶなり選んだ後の適性ということが非常に

大切ではないか。そういうことを踏まえた場合に 1次試験の結果、僅少の差で落ちる者もいる、

1次試験落ちる者もあ って2次試験へ行って逆に2次試験では逆に言えば 30番の人でもいわ

ゆる 10番で通るというようなことがあり得ると思うんですねO そういう中で私の私見を申し

上げては恐縮なんですが、私も人数こそ月とスジポンほど違いますが、幼稚園の教諭の採用試

験を年々やっております。昭和 52年ぐらいまではぜひ幼稚園の先生になってきてくださいと

学校に懇請をした、こういうのが現況です。市でもいわゆる昭和 38年ぐらし 1から私ずうっと

業務報告書を見ていろいろ経緯を見てみるとここ五、六年、広く言っても 10年間ぐらいは非

r 常に市職員に応募が殺到しているO こういう中なのでその以前は市職員、看護婦なり保母さん

なり幼稚園教諭の場合にはむしろ市でも市職員といえども 1人なり 2人とる場合にはほとんど

倍数の 4人なり何ていうかわずかな競争率だった、こういうことですね。

そういう中で私つくづく私のことを申し上げては幼稚園のことを申し上げては恐縮なんです

が、最初は作文なら作文書かせてすぐ 2次に入っていわゆる役所で言えば 2次には面接なり、

たとえば一般常識では健康問題だとか、それから幼稚園の教諭として当然何か知っておらなけ
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ればならんいわゆる 6教育の問題、こういう問題を聞きました。しかし、そういうことの一般

常識の問題もなかなか答えられないのがいまの学生です。しかし、幼稚園の将来、教諭になっ

た場合に何が一番必要かということになるとピアノがで きると いうことは初歩なんですね。と

ころが、どうして も子供たちに接するには発表力の問題だと か、いわゆる音感 リズム的な問題

だとか、それから、いわゆる話し方の話術の問題だとか、こうい うことが必要だと いうこ と

で私もいわゆる 2年前から 1冊の絵本なら絵本をぽんと投げ出してこれを読んでみなさいとか、

たとえばあなたが覚えてきた童話をここで何ていうか 10分なら 10分のうちに聞かせてみな

さい。こういうことで私なり副圏長の前でやらせるとい うようなこと をやっております。そう

いう中で市でも採用時の2次試験に何か創意的な画期的なことを取り入れていくかどうか。

それで 2番目の質問の中で私一番申し上げたいのは必ずしも何かいわゆる理工科を出たから

一般事務職には適しない、こういうこ とではないと思うんですねO 逆に理工科を出たから必ず

しも何ていうか、いまの何か特定な、いわゆる高度の技術をやっている者は別にしても必ずし

も一般事務職行って案外学校ではだめだったが将来の才能を伸ばせるということがあり得るん

ではなかろうか。こういう中で採用後の何ていうか、含んでなんですが、 3番目に採用後の問

題があるんで、この 2番目の中ではそうI いうこと で技術革新の中で、私、 りっぱな評論家とい

うか、私はいい発想を持っているなというように感ずるんですが、竹村健ーさんの何てい うか、

ここにも持ってきているんですが、ニューパラダイムとオ ールドパラダイム、こういうことの

いわゆる本を私読んでみると石油ショ y クを境に民間企業というのは一大の発想の転換をした。

いわゆる 49年の石油ショックの前も、 49年、 50年ですか、 5 0年前の時代というのはい

まから考えると全部オールドパラダイムの古い枠組みの中に入って いるO その後はニ ューパラ

ダイ ./...0 この対応ができなかった会社が非常に栄枯盛表をしているんだ、こうい う発想、この

間も私本でも読み、京王プラザで私は講演も聞きました。そういう中で、いわゆる何か変わっ

てないのが、よく新聞で言われるのが政治も変わってないかもしらんけど、役所の機構とか、

役所のあり方というものが変わってないんだ、こういうことの中でいわゆるどうか一般職の採

用に当た ってそういう何か特殊な適性なり、特定な何ていうか技術を一般職であっても見出す、

私、一般職に限定してますのでそういう何か見出す方法のことをお考えにな っているのかどう

かというのが2番目の問題でございます。

次に 3番目、採用後の問題を申し上げますが、何ていうか、3番目は私申し上げる前にちょ

っと申し上げますが、数年来、東海地震だとか、そういう、いつ災害というのが来るかわから

なし'0こういう中で何ていうか、私ちょっと先に申し上げますが、日野の職員の住居状況を調

べてみました。日野にお住まいになっている人が85 7名、八王子に236名、それからその

次に立川が29名、多摩市が 28名、秋川市が24名です。あと都内から 27名とか神奈川県

から 22名と いう のがありますが、 ずうっといろんな ことで 1，397名いるO こういう中で適

材適所の配置というのは一つは私は申し上げたいのは防災上、いわゆるーたん災害なり大地震

が来たというと きになかなかいまのこれだけのいわゆる交通状態の中であっても神奈川県なり

都内から市にやってくる ということにはなかなか大変ではなかろうか、 こういうこ とを考えた

場合にそういうことを勘案して、たとえば建設部の管理職、管理課だとか水道部の工務課だと

か、それからいわゆる公害防災課だとか、こうい う私まだほかにあると思うんですが、そうい

うとこ ろの配置をお考えになってるのかどうか。もちろん、それは私が言う適性、能力的な問

題である者は窓口に適するという、ある者は立案なり何か計画を立案する者が適しているとい

う者もあるだろうし、ある者はボランティア的な ことをする者も適している人もあるだろうし、

ある者はお話を絶えず、いわゆるいろんなことの説明会等に行ってお話をするのが卓越してい

る人があるんじゃなかろうか、こうい う職員の適性を見出して何か配置をされているのかどう

か。住居等を勘案して配置されているのかどうか。全く任命権者である市長なり職員の人事権

を持っている総主締日長なり助役さんが何ていうか任命権者なり市長の補助職ということでおや

りになっているのかどうか、こういうことです。

私、あらかじめここでお断りしておきますが、私の質問は人事権の持っている市長なり、そ

ういう執行権に介入するような質問があるかもしれませんが、あくまでも私別に会派を代表し

てるんではありませんし、石坂個人の発想で申し上げているんで、その辺は御容認いただして

お答え願いた~，。こういうように思っております。本音でお答え願いたいということを真ん中

辺で申し上げておきます。

その次に申し上げたいのは、4番目は社会の変化と高度の機械化に対する職員の研修なり、

いわゆる職場というか、たと えば市民課なら市民の何か意見なり、たとえばそういうものをど

ういう形で吸い上げているかをやはり理事者なり助役さんなり、部長さんが踏まえて庁議なら

庁議に臨んでいられるのかどうか、こういうことを聞きたいと思います。

時間がかかりますのでちょっと申し上げますと、 4番目質問でやはり私事務報告書で全部調
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べましたんですが、市長で申 し上げますと古谷太郎町長さんから市長さん、それから有山市長

さん、古谷栄市長さんO こういう時代には大体市外の研修 という のは東京都なり市町村会なり 、

ある優秀な人というか市長なり恐らく部課長が選考したか私知りませんが、自治大学等へ 6カ

月間派遣をした、 こういうのがいわゆる森田市長さんの就任される以前の研修の特色ですね。

いわゆる何ていうか都なり市町村なり自治大学へO それで後は専門的には各税務なり保母さん

なり用地の取得なり建築課なり、たとえば係長指導なり 、こうい う者がいわゆる専門研修とし

ては行われているO ある場合には全国市長会、ある場合には都市財政主幹研究会、こういうと

ころに出席されていますO それ以外として市の独自の新任研修なり議員研修、管理職研修、保

母の研修、こういうものが行われてきているO 大さっぱに言って森田市長さん以外の市長さん

がやられた内容です。

それからここ数年ですね、 5 3年ぐら し1からの研修報告を見るとやっぱり大同小異専門的な

いわゆる各部署にいる専門的な研修と いうのはもちろん変わっておりませんO そういう面でい

けば東京都の職員研修だとか、それから日野自体の独自研修だとか東京都の市町村職員の研修

だとか研修所だとか、こういう問題は変わっておりませんO ただ私あくまでも事務報告書を見

ただけのあれなんですが、前と違っているのは多摩自治問題協議会、こういうところへ共同研

究で 3日間行ってて何か人員が何ぼだとか、ごく 人員も少ないようです。その次にその上の機

関の関東都市職員研修協議会、また多摩と関東都市職員研修会というのが森田市政にな ってか

ら新しい研修を取り入れられている、こう いうことなんで、この内容と何か派遣される人の、

どういう人を、名前は結構、どういう人を派遣されてるか、こういうことをお聞き したいと思

その手当の中で私申 し上げて該当 している人には申しわけないんですが、幼稚園の保母さんに

幼稚園の何か1号俸いわゆる教職員だから公立の先生だとそのよ うに給与の特別な扱いを受け

てるというのに対 しては大賛成なんです。しか し、 幼稚園の先生だと いうために幼稚園の先生

に手当がつくとか運転手さんのために運転手手当がつくとか、こ ういう何かどう見ても納得で

きないような手当をこの機会に見直しされる考え方があるのかどうかということです。もちろ

ん対組合との問題があると思うんで後で私も資料に基づいて聞きたいと思うんですが、それか

ら政治に対する中立性とい うことを申し上げたいのは私はともする と国は政党政治が完全に行

われております。都においても政党政治ではないけど、いわゆる議会としては伺ていうか、こ

ういう政党的な動きをされてる ことが多いと思うんですが、 しかし、市の段階になるとなかな

か何ていうか政党的な イデオロギーだけでは何かやり切れないというのが特に理事者になれば、

だれがな っても振幅の度合いと いうのは多少何ていうか 1割なり 2割は違うかもしらんが、そ

う発想、で大げさになるかもしらんが、 180度変わったというようなこ とはできないんではな

かろうかというのが私の政治理念であります。そういう中で、いままではいいとしても組合が

何ていうんですか、自治労というものが私は組合の運動の建全な発展に対しては私も大賛成だ

というのが私の考え方です。ただし一つ例を挙げて申し上げちゃいけないんですが、私なんか

国鉄が盛んなころどうして国鉄がス卜をやることに対しては違法ストだと言う人もあるけど、

いわゆる自分の給与の問題、いろんな問題を貫徹するためにはス卜もやむを得ないんではなか

ろうかなという考え方を持っておりました。しかし、電車に山手線の電車にああいう私か ら見

れば落書きを書いてしかもまた終わればすぐ何ていうかお金をかけて消すというような ことは

どうしても私の常識というか脳裏では理解ができなかった。電車に乗るのはお客さんではなか

ろうか、こういうことを私は考えました。そういう点で、そうかといって私は工場を多少見た

こともあるんですが、 もちろん工場でもピケを張ったり工場内にいろんなアジピラを張ったり

これは私もそれなりにそのころに理解をしました。別にその建物は敷地内だけで行われている

んで、いわゆる少なくとも国鉄さんがああいう電車に落書き、私が言えば落書きなんですが、

そういうことというのは常識では考えられない、こういうのが私の発想です。 しかし、そうい

う時代も過さて国鉄も民営されるんではないか、こういうことがほうふつして巻き上がってお

ります。その中で自治労とい うのが私こういうことを言うときょう 多少お聞きにくい人もある

かもし らんが、いままでは社会党さんなり 、政党の名前で、言って恐縮なんですが、社会党さん

~ ~ます。

5番目は、先ほど言ったように後で給与の問題、地方公務員の中立性の問題、諸手当の問題、

こういう退職金の問題等を 1回自の質問が終えたときに私多少深く聞きたいと思うんで 5番目

は第 1 回目の質問の中ではどういうお考えで、たとえば~~まの給与の場合には不完全通し号俸

制と給与の考え方をお続けになるのかどうなのか。それからいま一つは退職金の問題がまた去

年の 12月 117カ月か ら89に改正されて昨日退職金の問題、定年制の問題が条例が提案さ

れて総務委員会に付託されております。こういう経緯の中でこういうものがこのまま総務委員

会でもし可決したならば金科玉条のものなのかどうなのか。それからいま一つ、この前にも私

聞いたことがあるんですが、諸手当ですね、 38、日野でも恐らく手当があると思うんですが、
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なり共産党さんの自治労というのは 1枚看板だ。またこれに通して組合運動が健全な発展をし

ているんだということを思っていられない人もいると思いますが、そうだとすればさっき言う

ニュ ーパラダイム時代に来て私は少なくとも発想を変えるべきではなかろうか、こういうこと

を考えております。そういう中で少なくとも後でこれに触れたいと思うんですが、そういう中

で日野の現在の段階で組合の職員の人は政治に対する中立性が保たれているかどうか理事者は

し上げる、こういうことはどういう形で行われているのかなということをお聞きしたいと思い

も結構だから本音を聞かせていただきたい、こう思っております。そういうことが6番目O

あえて課長のたとえば私任用試験というのを申し上げたいんですが、少なくとも課長のこれ

からのいまの高学歴社会、いま課長さんになっている人は別問題にしてもこれからの問題を、

いままでの人はどういう形になってきているのかなということを聞きたいんですが、これから

の問題は非常に高学歴社会の中でなかなかもうやはり大学を出ても課長になれる人はまず10 

人のうちに2人ぐらいではなかろうか、 2人か 3人ではなかろうか。 3人ぐらいではなかろう

かと思うんですねO その辺でたとえば課長の場合には自分の一般行政取得しても最低でも、 20

年なり二十二、三年が課長の任用の資格だとすれば 20年前後が資格だとすれば、いわゆる一

つのポジションを 4固なり 5回歩った、こういうようなことも参考にあるのかどうなのか。部

長に対してはもちろんそういうことがもっとも っと加味されなければならなl¥0 

それといま一つ、できれば、言うのは、いわゆる課長職というなり特に私は部長職に申し上げ

たいんですが、部長職というのは私の考え方で申し上げますと四十七、八年ごろ決して私部長

に早いとは言えなし 1。国家公務員なり都の職員を見た場合に名前を挙げて恐縮なんですが、い

まの東京都の水上教育長なんかは恐らくいわゆる部長になったのは 45歳ぐらいで、いまも恐

らく五十二、三ではなかろうか。こういうことを見ると私決して若l¥からいけないという、年

配だからいけないということじゃなし、ただ、ある程度の基準ということがなくてはならない

んじ ゃなし 1かなということの中で特に部長になった場合には部長に早くなる部長と遅くなる部

長との差というのはある程度あってもやむを得んではなかろうか、こういうことでそういうい

わゆる基準を何かお考えにな っているかどうなのか、こういうことを聞きたいと思いますO

それから 7番目のこの問題は後の問題にも触れるんで簡単に申し上げてみますが、地方公務

員に定年制がしかれたというのは私この間もいろんな新聞の報道やいろんなのを見てよその一

般、民間企業というのは逆なんですねO いままで 55歳の定年を 56にしたり 57にしたり、

6 0にしてきている、いわゆる情勢の中で課長さパノなり部長さんは勧奨対象というような形の

中で 60歳以上お勤めになった人はない、こう思いますが、いまもっていわゆる国家公務員が

そうだったからということは社会の趨勢か何か私若いことや大体のことはわかるんですが、根

本の理由というのはわかりませんが、社会の趨勢から機械的に見た場合にはここで公務員に定

年制をしいたというのは事態から見ればなんか逆行しているんではなし 1かなという形の中で特

に私幹部職員と 言うと語弊があるけど、昨日出た有能な職員と言った方が語弊でなくなると思

どうお考えになっているかということをお聞きしたいと思います。

次に 6番目なんですが、係長さんなり課長さんなり部長の昇進の私が、これ勝手に基準と申

ます。さ っきも言ったように多くの応募者の中で厳選に厳選された人が将来ここ五、六年前に

入ったとしても 10年たって 15年が私が思うには大体係長というのが 15年か20年たてば

いわゆる係長の任用資格になるんではなかろうか。こういう中で私は係長なり課長なり中には

気楽な稼業で一生いまの給与体系なら私は平でいた方がいいなという職員もいないとは限りま

せんO しかし、職務に忠実な者はなれることならがんば ってみようというのが普通ではなかろ

うか。そういう点を考えた場合に、ただ、こういうことが私決していまやっていることが公平

に行われていないということを言っているのではなく、かくも公平だったとか公平ではないと

いうことを言っているんではありませんO これからの発想として何かまたいま現在までの森田

市政 10年、 12年にいますぐなんなんとする中で何かどういうことでおやりになっているの

かなということをお聞きしたいと思います。

その中で一つ私が申し上げたいのは、たとえば最低でも係長になるのは職員に登用されて最

低でも職場を、たとえば2カ所ないし 3カ所歩ってそれなりのいわゆる一般職としての業務を

取得してたとえば上司の係長の3人なら 3人の推薦があって部長なり課長のもちろん推薦なり

同意があって後はいわゆる任命権者がやるという、もちろパノだから課長の場合には逆に係長の

何か 3人なり 5人の推薦なり、それからその上の部長の同意なり、こういうものがあ って任命

権者がやっぱり任された裁量の中で決めていく、こういうことが行われているのかどうなのか。

全く任命権者の、言葉が悪l¥かもしれないけど、裁量権でおやりになっているのか。先ほど言

ったように私は決して市長の人事権や市長の執行権に介入する気はないんです。その辺のとこ

ろをできればさ っきも言ったように本音でやってないならやってない、や ってるならやってる

というような市長の、おれの任された権能だからやってるんだよ、こういう胸を張った答えで
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うんですが、そう いう人をいわゆる再雇用というんでなく て少なく とも私が考えている発想は

市長も何か市政報告の中に福祉事業団、いわゆる日野ではいままで高齢者事業団がで きてるん

ですが、見方によれは‘こうい う地方公務員の定年制がしかれて特に幹部職員とか優秀な職員の

ために見方によればごみの焼却場の運営だって設備なり何かはいわゆる間接でやって後は公団

なり公社なり 、見方によれば会社組織なり 、こ ういうことでもできるんではなかろうか。たと

えば公園の管理にしても私はそ うだと思います。公園の管理なんかこれから恐らく莫大に金が

かかってくるんではなかろうか。それから当然、市長がおっ しゃられた障害者の施設、いわゆる

老人憩いの家、市民会館、こういういままでできてる福祉会館等の運営の問題、これは私全部

職員を張りつけちゃt¥かんということじゃないんです、私が言うのは。その中である程度何か

まだまだ 60歳で元気な人はそっちへたとえば回るなりさっき言ったように部長職に早くなる

者もいれば遅くなる者もいると言ったのはある場合では部長職にならない人はむ しろそっちの

ようなところへ、いわゆる出向的に出して才能をいわゆる発揮させること があとは民営的な運

営なり、そういうことをやった方がこれからの私はばかの一つ覚えと言われるがニュ ーパラダ

イム時代でいいんではなかろうか。こういうことの発想をお考えになっているのかどうか、こ

ういうことを 7番目にお聞きしたいと思いますO

8番目が行政改革というのは叫ばれております。政党によ っては行政改革は何か財界なり大

会社なり、そういうことの発想でよくないんだ、こういうことをいま私は、固なんかのいまい

わゆる行政改革というのは固なんかのが私から見ても不要なものというのは戦後の何ていうか

日本が経済を復興させるためにつくった金融公庫とか、いわゆるああいう中小企業の金融公庫

とかこういう銀行関係でも輸出入銀行だというようなそう いう官的な銀行だけでも 12社もあ

るようですねO これはもう日本のいま銀行というのは世界に冠たる 10社ぐらいは業績を上げ

ているのでよっぽどそれに膨大な補助金を出しているならむしろすっかり任した方がいいんで

はなかろうか、こういう自分は自分なりに発想を持っております。そういう中で役所、日野市

でも決して私は行革をやったから国なりの段階のようにいわゆる部署を統合しろとかというこ

とでなくて窓口に行ってもたとえば開発のことを聞きにくいということはどの事務所、どの担

当へ行ってもわかるんだなという一番御婦人なんかの場合には多いと思うんです。そういう点

で少なくとも道路の管理課なり、いわゆる都市整備部のそういういま開発指導要綱をやってい

る、平井課長がやっているような担当なり、それからある点では財政的な問題を考えた担当な
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りの者が1人で聞いて横の連携をスム ーズにできると いうような内部的な機構改革ということ

はいまの時代にやるべきではなかろうかと いうこと を考えてそ うい う機構改革をやったから私

何ていうか、いまの発想に基づいたいわゆる機構改革というか、やるべきだ。それでしかも余

った人員ということじゃないけれども、そういう こと で部署の終えた者はさっき言ったような

7番目の事業団なり 、いわゆる開発公社も日野にあるようですからそういうと ころのいわゆる

公団、公社なり 、そうい うものを設立して送り込むこ との方がいいんではなかろ うか。私、民

間の会社と決して役所を一緒に同一物差しでやる とい うことを毛頭持っておりませんO しかし、

民間会社もやっぱり発想というものをこれから取り入れるということは、いわゆる理事者なり

最高幹部である助役さんなり収入役さんなりがお考えになることが必要ではなかろうか。それ

で庁議で部長とけんけんごうごうの議論をすることが必要ではなかろうか、こ ういうように私

考えております。

そういうことで私の質問を、第 1回目の質問を終わるんですが、ひとつよろしく本音でお答

え願いたいと思います。以上ですO

O副議長(米沢照男君 ) 石坂勝雄君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君 ) それでは 7点にわたります御質問につきまして順次お答え

していきたいと思いますo ( 18点」と呼ぶ者あり)8点でございますO どうも失礼しました。

まず 1点目でございますが、これは採用試験の過激な競争の関係でござ います。私どもの方

ではいま御質問のような形で 58年度につきましては異常な競争率があったわけでございます。

そういうことの中で 26市の職員課長会議が先般あったようでございます。それで、これにつ

きまして試験について統ーした日に実施 しようではないか。それからもう一つ提案があったよ

うですけれども、これは試験問題を委託したらどうか、こんなような二つが討議されたようで

ございます。

1点目につきましてはやはり先ほど御質問の形で相当な競争になりますし、また私ども採用

側といたしましても会場とか事務処理その他が非常に複雑、ふくそういたします。こういう形

の中でやはり統ーした試験日はした方がいい、こういうことでこれからも検討していきたいと

考えております。

それで競争率の異常な形でございます。これにつきましては先般東京都並びに 23区が試験

日を統ーした、こういうことで発表されております。その際にも前例に比較しまして相当競争
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率が落ちた、こういうこともございますO それの場合やはりかけ持ち受験、これが相当あるん

ではな~)かと思いますO ですからこの辺のかけ持ち受験組のこれは弊害を除去できる、こうい

うことで適正な競争によりまして試験を受験することができる、こういうことが言えようかと

思います。

またもう一つの受験問題の件につきま してはやはり地域性等の考えの中で今回は見送られた

ようでございますけれども、将来の課題、こういう形になろうかと思います。

それから 2点目の試験の面接、ある いは試験問題その他についてでございますが、私どもの

方では試験問題につきましては技術、一般職、一般事務職ですね、それから保母、そういった

試験につきましては各専門項目を入れてテス トをしております。 ですか ら土木につきま しては

技術的な課題の数学とか、そういうものを試験科目に入れま して一般事務職とは違ったような

形で試験問題を出しておりますO なお面接等につきましでもやはり技術の部課長さんが列席い

たしまして、そこでいろいろやりとりをする、こう いうこと で、いま までは実施をしておりま

す。それから特に市販の履歴書があるわけですけれども、それには私の方で要望する項目が欠

けておりますので日野市独自の履歴書をつくりま してそれで記入していただしこういう方式

をとっておりますO

それから適材適所の配置につきましてでございますO 先ほど市内居住者の職員と市外居住者

の数が発表されたわけでございますけれども、もちろんたとえばーたん問題が出た場合に緊急

に招集をしなければいけない、こういうような形の中ではやはり最大限な形で配慮して~)かな

きゃいけないんだということも考えております。

それから 4点目の職員の研修でございますが、これにつきましては職員の地公法上にも研修

につきましていろいろ規定がございます。また私どもの方では職員の研修規定、こういうもの

を設けておりまして理事者サイト¥市のサ イドではやはりこういう研修の機会を設けなければ

いけないんだという義務設置がございます。それから一方職員についてはそれを積極的に受け

るような市民の環境もつくっていかなきゃいけないんだ、そのような規定もございます。そう

いうことで昨年の実績につきますと 1人の職員が大体2回程度の研修を受けている、こういう

ことでございます。これにつきましては都下 26市でも研修回数については相当上位にランク

をされております。それから 58年度の新しい試みといたしまして女子職員を対象に研修を実

施しておりますO これも女子職員のみでございますが、これについても今後も続けていきたい、
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かように考えており ます。

5点目の特殊勤務手当の整理の関係でございますO 確かに御指摘のように 38項目にわた り

ます特殊勤務手当があるわけです。先般都下のある市でこれについて調整し特殊勤務手当を整

理した、こんなような報告も聞いております。そ ういう 形の中でいろいろこれか らまた検討し

てし 1かなきゃならない問題だと思いますO では、この一つの問題点といたしましてはすでに勤

務手当そのものが生活費に組み入れられている、こういうことで非常にむずかしい面もござい

ますけれども、適用されてない特殊勤務もあるようでございますので、その辺も踏まえまして

これから取り組んでいきたい、かように考えております。

それから 5点目でございますが、課長、係長、部長の昇進の問題でございます。( r 6点目 J

と呼ぶ者あり)6点目ですね、失礼しました。確かにいままでにつきましては年功序列、こう

いうような形で昇進がある程度はそういう形の中でウエ ート を占めておりましたけれども、こ

れからの対応といたしましては同一年代で六十何人 も入ってくる、そういう年代もございます。

そういう形の中ではやはり同ーのいわゆ る年功序列制度、こういうものがこれからはそういう

形ではできない、かように考えております。 ですから、これからについては能率主義、そうい

ったものを加味した中で一応実施をしていきたい、かように考えます。

それから管理職の試験制度でございますけれども、都下でも何市か管理職の登用試験をやっ

ているようでございますが、非常にこの点についてはメ リッ卜もあるわけですけれども、それ

に引きかえまして試験勉強一本やりというような形の弊害も出つつありますので、その辺の絡

みの中でこれからもやはり検討していく必要があると思います。

それから 7点目の定年制の実施の後の職員の再雇用でございますけれども、これにつきまし

ては先般条例等でお願いいたしまして一応御審議をいただいているわけでございますけれども、

ーたんやめた人についての再任用制度、これについても 2項目に該当する場合には採用してい

しそれから、嘱託制度ですね、それか ら再雇用制度、こんなようなものも取り入れていきた

い、 かように考えております。

それから 8点目の行政改革の件でございますけれども、これにつきましてはモァ卜ーといた

しましては主眼といたしましてはやはり最少の経費で最大の効果を上げる、こういうことに尽

きる と思いますのでその辺につきましての実施の対応、これについても真剣に取り組んでいく

必要があろうと思います。以上でございます。
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0副議長 (米沢照男君 )

0 28番 (石坂勝雄君 )

石坂勝雄君。

いまの中で3番目 の中で係員、係長、課長、部長は一定の部

署に、いすに大体何年間ぐらいいられるという こと をお考えになっているかどうか ということ

が1点と、それから 8番目ね、さっき私が述べた行政改革というか内部の近代化というか、そ

ういう ことをお考え、担当の総務諾Eとしてね、市長、助役に後で聞き たいと思うんです、お考

えが現実にあるか、なし1かとい うこと だけ、企画財政部長でも結構なんです、その辺、 その点

だけ。

0副議長(米沢照男君 ) 総務部長。

0総務部長 (伊藤正吉君 ) 大変失礼いたしました。 3点目の市職員の適材適所の配置

の件でございますが、きちんとした基準はございませんO ごく例外な職場を除きまして一応本

庁関係は 4年をめどに、それから出先につきましては 3年をめどに、それから技能労務職につ

きましては 5年程度を目安に異動の対象、こ ういうことで考えておりますO

それから最後の 8点目の件でございますけれども、こ れは先般各部課長さんの方で一応事務

事業の見直し、こういうことで ヒヤリングを しておりますO その結果をいま企画財政部と私ど

もの方でその案をいろいろ検討しましてまた部課長さんにお伝えして、それでこういう行革の

方向もある程度進むような形でいま進めております。 以上ですo

O副議長(米沢照男君 ) 石坂勝雄君。

0 28番(石坂勝雄君) 1番は何か期日の統一と 26市のいわゆる共通 1次ができる

かどうか、期日を統一するということと、それから試験を委託するかどうかというようなこと

がお答えとして返ってきた。あとは私が大体そうではなかろうかなという ことで再質問はしま

せんO

ただ先ほど申し上げました 5番と 8番を連動させて、いわゆる 7番、 8番も多少入ってくる

んですが、再質問をさせていただきたいと思います。

私は、 言う前にちょ っと退職金、諸手当ですね、諸手当というのは見直しのことを考えるや

に総務部長言われたんですが、特に私が申し上げるのは給与、給与からくる退職金、こういう

ものの考え方をまず申し上げる前に数字を申し上げてみたいと思います。昭和 35年に恐縮な

んですが、市長の給与が 7万 5，000円だったんですね。 35年の 10月1日に市長の、その

ころは 35年は町長といったパノでしょう、 7万 5，00 0円、助役さんが6万 3，00 0円、収入
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役が 5万 6，000円、 教育長が5万 5，000円O ただ教育長だけはちょっと後で申し上げますが、57 

年にいきな り教育長は 6万2，000円になって収入役さんより5，000円上がっているという変則

がありますO それからそのときの議員は議長が1万2，000円、 副議長が1万 1，000円、 常任委員長

が1万500円O それで議員が 1万円で、 そのときの費用弁償が500円だ。 それで議員の1万円の給

与は 4等級の7号に匹敵する。そのときの一般職の給与をちょっと参考までに申し上げますとー殻職の

5等級というんでしょ うね 担勺 それが7，200円から 2万3，500円で、 それから 1等級というんですか、

1号給とい うんですか、これが2万 5，800円から 4万8，900円、いわゆるいまの部長職の最

高と同じように 4万8，90 0円であっ た、こうい うことで、す。ちょっと これを私、先に私見を

申し上げますと一般職の給与の 1号、いまの部長職相当だと思うんですが、給与の2万 5，800

円から 4万8，900円ということはまず左に置いて議員としての方の比較対照したい関係から

7，200円からいわゆる 5等級が2万3，500円だった というときのを見ると大体町長さんの

給与というのは一番最低の5等級の 2万 3，500円の2.3倍ぐらいに匹敵するO 議員の場合に

は4等級の、そのころは 4等級と言ったのか 5等級はなかったのかもしらんね、 4等級の 7号

俸に相当する 、こ ういうことです。それからいきなりずっと調べてあるんですが、飛びまして

4 9年に初めていわゆる私も 49年の2月に議席を占めさせていただいていまの給与体系の不

完全通し号俸制と いうんですか、生活給といいますか、年齢給と いいますか、現業員には有利

だと いうようなことを言う人がいるんですが、こういう給与体系にな った、こ ういうわけです。

そのときのを申し上げますと 49年の 10月1日に給与、市長が32万円、 助役が28万円、

収入役は 25万5，000円、 教育長が 25万 5，000円、それから議長が 16万円、副議長が

1 4万円、 常任委員長、特別委員長というのはいまは少し 5，000円ありますが、そのころに

は常任委員長も特別委員長もありませんO それで一般議員がいわゆる 10月1日になりまして

は8万円だったんですが、給与改定が 10月1日にな って職員の間接導入もまたありまして議

員の給料が 13万円になった。それが 5級の 24号というか 5級職としては一番最高給の方に

なった、こういうことですねO それからずっといろんな変遷があるんですが、最後に私飛ばし

て見たいと思うんですが、いま59年、私の調べたのは間違いがあるかもしらんが、 59年の

9月1日で市長がもっとも 56年の9月1日から変わらないんですが、市長が67万円、助役

が 56万 7，000円、収入役と教育長が 53万円、それから議長が34万 5，000円、副議長

が33万5，000円、常任委員長が 32万5，000円、議員が32万円、こういうふうな数字
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が出ております。そのときに私一般職の給与体系を見るとこれは恐らく一般職の 5等級、 5号

俸というか 5等級だと 1号、 2号、 3号、 4号、 5号とあれば 5等級だと思うんですが、 9万

9，700円が 5等級の1号俸で、この最高が28万2，00 0円、いわゆる部長職の1号俸と い

うんですか、それの 1等級の 1号俸が 26万400円から 37万300円、こういうこと にな

っております。私のあくまでも私見なんですが、 35年なり、 49年なり 59年の市長、助役

収入役、教育長の給与というのはそのときのいろんな貨弊価値等があるにしてもそう職員との

倍率は変わらないということを私は申し上げられる と思います。ただ議員の方ははっきり言い

ますと 49年の 10月の改正前までは非常に位置づけが名誉職的ないわゆる給与体系で、報酬

であったと言わざるを得ません。その後はある程度いわゆる生活給、あえて言えば責任給、生

活給というか責任給、こういう位置づけになった ということ を私は理解していると いうこ とを

申し上げておきます。

そこで申し上げたいんですが、昨日提案された 70号の 日野市職員の定年に関する条例、そ

れから 71号の日野市職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定の件を提案されて

総務委員会に付託されたんですが、私もなかなか理解が出来ないんで先に私の方からお聞きし

たいことは、まず第 1点というのはいわゆる 49年に通し号俸制というか年齢給になって 1級

1号俸、 1級職ですね、いわゆる私もどうも 1級とか2級言いにくいから部長相当職の給与体

系を見ると私は非常に一般の作業員というんですか、学歴で言えば私決して学歴が低し 1からど

うだということじゃないんですが、 5級職の給与から見ると年数が伸びているだけで最後のず

っと定年制がしかれないでいれば上限が決まっててとまるのかも、とまるような点もやや聞く

やに聞いてますが、そういう面でいけばそう部長職の最後の先ほど申し上げた 37万300円

もそれから 28万2，00 0円の差が非常にせばまってきた、こういうことは事実のようですねO

そういう中で私、手当という方に触れてみたいんですが、調整金という 、調整手当というのが

全職員に正式採用になっている者、恐らく全職員に私が知ってる範囲では 7婦、 8婦、 9婦、

こういうふうになってきていま現在は 9婦が全職員の採用になっている人は一律になっておる

と思います。それから係長に対してはいわゆる管理職手当として 15 %、それから課長職に対

しては 20%、課長補佐なり心得に対しては 18%、それから部長職に対しては 25係の手当

が出ております。ただし、この管理職手当というのは非常に私は矛盾を感ずるO 矛盾点だけを

先に指摘しておきたいのは係長は組合員ではあるが超過勤務というか残業しても早出をしても
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そういう自治労さんから日野の職員組合の組合員ではあるけれど、いわゆる超過勤務は受けら

れない、こういう何か不合理だなという感じを受けるということ、これに対してのお答えが 1

点。

それからいま一つは課長、いわゆる管理職手当という 15、 18、 20、25のこの手当が

期末手当というのに、いわゆる 6月なり 12月の期末手当に加え られない、ほかの何というか

調整金なり住居手当なり扶養手当、こういうものは交通費を除くものは公務員の場合には基準

内賃金といって全部算定に入るわけです。ところが非常に幹部職員と称せられる人にだけは、

これがいわゆる手当がならなし 10 そういうことであれば2点目に聞きたいんですが、この手当

を私は当然本給なり最低でも調整金を入れるか、さ もなければこの調整金という のは、いろん

な地域格差をなくすために設けられたものだから私不勉強でわからないんですが、 法的なこと

があってできないとするなら管理職手当を最低でも期末手当に入れるなりもっと 1歩踏み込め

ば給与に加えるべきではなかろうか、こういうことをしておけば退職金が 117カ月からいわ

ゆる 89に入ってしかもまたここで率が落ちて数年後には都並みにされるというようなことで

特に私がここで申し上げたいのは、そういう ことのいわゆるいま申し上げますけど、そういう

点で係長の超過勤務手当は認めるのか、認めないのか、できないのかということが1点と、課

長なり部長のいわゆる最低でも調整金というのは本俸にくりいれられないのか、くりいれられ

るとするなら管理職手当を最低でも期末手当等に算定すべきではないか。これは市独自で幾ら

2 6市共通とはいっても日野のいわゆる状態、こういう点は特に近隣市との触れ合いもあるだ

ろうが、こういう点をできないのかどうなのか。またそれがいわゆる勢い退職金を 117から

8 9に下げて特に私はここで決していま部長職なり課長職に私はごまをするということはござ

いませんO むしろ私がさっき申し上げたのは日野にでんでんとしていられるということは日野

の住所を持っている人は 870名ぐらい職員がいるO 恐らくそういう点では議員より理事者の

方がこの数字に対しては非常に神経が敏感に扱われるんではなかろうか。見方によると私何て

いうか片方は少なし 1から余り考えないでもいいんじゃないのかなというお考えがあるとすれば

いわゆる幹部職員の士気なりいわゆる今後の市の業務の遂行上に非常に影響がしてくるんでは

なかろうか。人ごとではない、いわゆる 10年後に来る、いま50人いる課長職にあっても必

ずそういう問題が来るということは目先に見えていますO しかも、いまの 50、以下、私が言

うのは昭和の 10年、 11年、 12年生まれだという者が非常に多くなっております。こうい
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う中で退職金の問題、そういう点を考えた場合に昨日も議論になって私ちょっとこういう定年

制をしく機会に退職条例を改正するとするなら退職手当条例を改正するなり給与とか手当とい

うものを連動させて考える必要が余りないんではなかろうかということの意見を述べておいた

のはきょう私は通告質問で聞きたし 1からそういう点を述べておきました。そういう中で少なく

とも何ていうか、これは少し言い過ぎるかもしらんですが、助役さんは 31年から 2年に恐ら

く日野の町役場に何ていうか、ほかの民間企業からお入りになってずっといわゆるいい役職を

通ってきされて定年を迎え総主結E長をやられて開発公社のいわゆる理事長をやられて助役に市

長の推薦を受けて議会が同意を得た。こういう中で恐らく一番こういういわゆるいまの部課長、

特に私が申し上げたいのは五、六年で定年を迎える部課長なりの気持ちは一番心情的にわかる

のは助役さんではなかろうか、こういうように思います。そういう中でいま少し私なんかも議

長会に私出ておりました。一度や二度はあります。日野は、石坂君、何というか 117カ月だ

ねO ただ内容を知らないで言われるから私市長に対しても助役に対しても 117カ月を低く下

げることは何としても早くやらなけりゃまずいんではなかろうかということを市長にも助役に

も進言しました。しかし、私はそのときには内容的なものを余り勉強はしておりませんでした。

しかし、きのうのいろんなことや、ここで私この通告質問をするのに数日来いろんなことを私

なりに研究というか調査をしてみると昭和 45年前にたとえば係長になっていれば係長加算は

認められる。しかし、 45年以降はもう係長になった人じゃだめだ。しかし、課長職なり、い

わゆる管理職加算というのは 45年以前でも認められる、こういう中でさっき言っていた、私

は決していまの部課長さんに何かする気はないが、恐らくこういう人は戦後の混乱期の中で私

なんかも実を言うと頼まれたことはないんだが、七生役場へ入ろうなんて気は全くありません

でした。農家を一生懸命やっていれば一番腹がさんざん食っていて一番いい職業だ、こういう

ふうな物の考え方で進みました。そういう中でそのかわりそのころの役所、七生村の役場なり

日野町の役場へ行かれた人がそれなりの外の給与が私は決していいものではなかった。しかし、

じゃあ、これでいいときもあるんではなかろうかという反論が来るかもしれませんが、そうい

う点を踏まえた場合にいま少、ししかも私そういう人はそういう人なりの苦労をしてきたことを

思うとそういう点に対してよく私は議員に当選以来6月の期末手当、 12月の期末手当のたび

に時限立法でいつでも職員のは組合交渉でやってると議員も市長と特別職の方もスライドして

2. 5カ月かち取るとわれわれの方もスライドした。しかし、議員というのはいいんだなと

いうことを私もつくづく感じました。そういう点ではいま 10年の歳月が流れると私も麻揮し

ておりますけれども、基本的な考え、ようやく議員の年間 5カ月というのが高く、多く出し過

ぎているんではな t¥かというぐらいのことを民間企業なり中小企業からは言われるような時代

に入ってきた。こういう中で見ると私は心情的に少しなるかもしれませんが、いま少し昨日提

案された定年制に基づく問題、退職金の一部改正の、制度の一部改正の問題というのはまだ伺

か不備があるんではなかろうか。こういうことでまた時限立法的に年々変えていくとするなら

そういうことをもっといわゆる部課長会なり組合の折衝ももちろん大事だと思うんですが、部

課長会等で徹底的に煮詰めるべきではなかろうか、もっとするならこういう問題というのは必

ずその衝に当たってる市長なり助役というのは大変だということも十分知っておりますO そう

いう面でいけば議会も一緒に行革の中で特別委員会等を設けて、ある場合にはさ っき言った、

いわゆる議員全体各派とも理解すべきではなかろうかという私の提言はそこにあるんです。ど

うか、そういうことで議会も一緒に取り組むべきだ、こういうふうに考えております。

そういう点で要約しますと係長は組合員ではあるが残業という、いわゆる早出勤務等のそう

いう手当というのはできないのか。できるのか、できないのかということ。

それから、いまの地方公務員法の定年制がしかれて退職金の一部改正のいま中で管理職の手

当、いわゆる手当の中の調整金、そういうものをさっき私が言ったようなことを現実に給与体

系の中に盛り込む、私なかなか口では言うけど、いわゆるいまの給与体系ですね、不完全通し

号俸制というんですか、この給与体系はなかなか組合で交渉して一気に覆すということはでき

ないというように私も、できないと私が言っ ちゃいけないかもしらんけど、と思うんですね。

それだけにいいものは吸い上げる、いわゆる組合員の人だって恐らく組合の幹部だって将来は

やっぱ り組合の幹部をやるような人は課長なり部長にな っていくんではなかろうかと思うんで

すねO そういう中で、またそうなることが健全な組合ではなかろうかというふうに私は思うん

で、すO

そういうことを考えた場合に私は申し上げたことの、いわゆる改正するなり、することの意

思はあられるかどうかお聞きしたいと思います。以上です。

O副議長(米沢照男君) 再質問についての答弁を求めます。助役、答弁O

0助役(:赤松行雄君) 助役の方から御答弁申し上げたいと思います。

昨日御提案申し上げて総務委員会に付託にな っておりますところの定年制の問題、それから
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退職金の改正の問題。定年制につきましては 56年の地方公務員法の改正によりまして長い間

の懸案でございました公務員の定年制がしかれたわけでございまして、これは一つの長い懸案

の中での要するに時代的な背景がございまして実現したという ふうな ことだろうと思います。

退職手当につきま してはあるお話がございましたように今後さ らに公務員ベースといいます

いますので、制度として管理職手当を一気に係長からとるというわけにはし 1きませんので 15 

%という形で幾らか率が、 率をふやした形で現状に来ている O したがって超過勤務手当支給の

外に置かれている、こういうふうなことでございます。

か、あるいは民間横にらみという形の中でさらに改正して C¥かなきゃならな C¥。これは最高限

それから管理職、現在の給与制度というのが部長さんの給与を見ても御説明があったとおり

年限が違うだけで号俸が違わない不完全通し号俸だ、要するに生活給だというふうな御指摘で

ございます。 こういう面からまいりますと管理職手当を期末手当に含めたらいいん じゃないだ

ろうかというような提案でございます。都下におきましては前々から申し上げておりますけれ

ども、 1市期末手当に管理職手当を入れている市があるわけでございます。それから園、都の

要するに取り扱い等もあるわけでございますので、それらの例を参考にしながら検討していき

たい。要するにおっしゃるとおり不完全通し号俸といえども一気に改正するということは給与

制度でございますので果敢に改正するということでも一気に改正することはおっしゃるとおり

むずかしいわけでございます。そういう面での要するに中和的な作用として管理職手当を期末

手当に含めるべきかどうかという こと は全体の改正の問題と含めて考えるべきでございますの

で中和的な要するに一気にできないわけでございますので徐々に改正を進行させていくという

考え方でおりますのでそういう面からいくならば中和的な措置としての期末手当の法案という

こと等も検討していくべきだというふうに考えておりますので検討を進めさせていただきたい、

このように考えるわけでございます。

非常に雑な答弁でございますけれども、御理解いただきたいと思いますo

O副議長(米沢照男君 ) 石坂勝雄君。

度の支給率だけではございませんで、確かにおっしゃるような給与そのものを基礎にしまして

計算されておりますものでございますので、いろいろ不備があるわけでございます。それらを

含めて両々相まって改正して時代の要請なり職員のやはりそれぞれの考え方もございますし、

それから事務体制としてのやはり給与体制でなければならない、こうい うふ うに考えているわ

けでございます。民間における給与とか職員体制という のはやはり生産性なり 、あるいは能率

なりと深くかかわったもの として打ち出されているわけでございますO ですから給与が生産性

と全然別個のひとり歩きということは考えられないわけでございます。なるべく能率を上げる、

生産性を上げる、市民にいいサービスを提供するという観点に立って給与体系が考えられてい

く、こ ういうふうに考えておるわけでご ざいます。そう いう面で今後なお一層の努力、改正を

していきたいというようなことで総務部長の方からお話があった、説明があったわけでござい

ますけれども、現在職員の定数管理等のいろいろと検討を進めておるわけでございますけれど

も、全般的な行政の、行政を改革してし1く、こ ういうふうな推進委員会を内部に設けまして全

般的な体制に過敢に取り組んでいきたい、このように考えておるわけでございます。

それから調整手当はやはりおっしゃるとおり 9係ということで、これはどの職員も給与月額

にリンクしまして、 99るというのが公平に、公平というか一様に支給されているわけでござい 028番(石坂勝雄君 )

ます。

0~1j議長(米沢照男君)

O市長 (森 田喜美男君 )

市長、何か質問に対してないですか、それで結びたいと思い

ますけれども、超過勤務手当でございます。一般の職員につきましては労基法に基づくところ

の要するに超過勤務手当が残業に対して支給されておるわけでございますけれども、係長の場

合には本当はこの枠内に、管理職という枠に入るわけじゃございませんので超過勤務支給の対

象になるわけでございますけれども、 40年、 41年ごろでしょうか、課長補佐制度というの

があったわけでございます。当時はこれが今日の係長であるわけでございます。課長補佐とい

うのが要するに管理職でございます。労基法の適用を受けまして要するに管理職手当を支給す

るということになるわけでございまして、超過勤務支給の対象外というふうな当時の取り扱い

で労基法に適用したものでございます。それが係長というふうな形に変わってきたものでござ

市長O

時代の変化に沿いまして当面しておる特に職員の任用、ある

いは服務、給与、それから退職、その後のことまでにかかわりまして示唆に富む質問をちょう

だいいたしたいと思っております。その中の一部につきましてはすでに検討を指示している部

分もございますし示唆を十分実現の中に吸収して実現する方向でいま取り組み、また指導も御

批判もいただきたい、こう思っておりますので、よろしくお願いをいたします。

0副議長(米沢照男君) 石坂勝雄君。
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028番(石坂勝雄君) 今回の答弁としては努力するとか考えるということ以外に出 C 2番議員登壇〕

02番(福島敏雄君) それでは通告に従いまして高齢化社会に対応する町づくりの推ないということは私も重々承知しております。

最後に時間も来ましたので要望というか私の意見を述べてこの質問を終わりたいと思うんで

すが、いまの趨勢の中で地方自治体というのはまだ自主権を持っておりますが、どなたが市長

なり理事者になってもそう何ていうかとっぴもないことは私はでき ないというふう に考えてお

ります。( Iそのと おり Jと呼ぶ者あり)そういう点で見た場合に固なり都な り、こういうも

ののいわゆる趨勢ということを見きわめる必要があると思います。しか し、任された自主権の

中で日野の財政力、日野の内部努力、こういうものの積み重ねの上の中で何かやはり実施する

0副議長(米沢照男君) 街]異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前 11時27分休憩

午後 1時 5分再開

進をということで一般質問をさせていただきます。ちょうどあした 15日は敬老の日でござい

まして今議会におきましても鈴木美奈子議員、あるいは旗野行雄議員が同じような問題を取り

上げてますので足らない分は補完をしていただけるものと思っております。

昭和 59年 4月に実施をいたしました高齢化社会に対する市民の意識調査の結果が昭和 59 

年 7月1日付で日野市社会福祉協議会から報告をされました。これがそうでございます。調査

対象は 65歳以上の男女各300名、それから 40歳から 64歳までの男女各300名、合計

1，2 0 0名にアンク ー ト用紙を郵送いたしまして回答のあった 844名について集計したもの

でありますO 現在、日野市における 65歳以上の人口はその報告書によりますと、 8，622名

で実際に回答した人は 454名ということで 5.24婦の人が回答をしていることにな っており

ますO さらに 40歳以上 65歳未満はこれまた報告書によりますと 4万 3，85 8名いるそうで

ございますけれども、回答した数は 390人で、これはコンマ 89婦の内容でございます。し

たがいまして 40歳から 65歳未満のこの抽出数におきましてやや少ない嫌いがありますけれ

ども、高齢化社会に向けての意識が読み取れるものであります。しかし、この報告書も指摘を

しているとおりでございますけれども、基本調査の項目が大変少なくていま一つ調査結果が物

足りないというふうに感じております。これはこの調査結果をお読みになった方はそういうふ

うに感じているのではな t，かというふうに思います。たとえば、この調査では老後の不安につ

いて聞いてる部分があるわけですけれども、回答いたしました 65歳以上の人の中で 20%の

人が老後に不安はない、こういうふうに答えているわけであります。そういう 20%の人が収

入がどのくらいあるのか、要するに不安はないとしている人は収入はどの程度あるのかという

ことがこの調査ではわかりませんし、あるし 1は日常家族と同居しているのか、あるいはその辺

の日常生活が友人との交流とか趣味をどの程度持っているとか、そういう日常生活の内容もわ

かりませんので、そういう意味で私はやや物足りない面があるということを申し上げているわ

けでございますけれども、それにいたしましても調査内容はおおよその老人の方の意識を反映

ということも必要ではなかろうか、こう思いますO

そういう中でどうかいま退職金の問題、給与の問題、こういう問題はどうか組合との交渉も

非常に私は重要だと思いますO もちろん何ていうか 1，35 0人もいるんですか ら重要だという

ことは私決して否定もしませんO むしろ積極的にやることを願いますO ただし少数ではあるが、

部長職なり課長職なり、いわゆる係長職、こういう人のやはりいわゆる理事者は意見を十分間

いていろんな条例改正とか、これからの施策を断行するには必要ではなかろうか、また、そう

することが日野のためになるし、いわゆる管理職の士気の高揚にもなるし、仕事に対する活性

化も図れるんではなかろうか、こういうことのできるように強く要望いたしまして私の質問を

終わります。

O~U議長(米沢照男君) これをも って 1の1.地方公務員(市職員)の採用、給与、

適性配置、昇進制度について問うに関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長 (米沢照男君) 午前中に引き続き会議を開きます。 しているというふうに考えております。

そういう意味でこの調査結果を読んでいくうちに地方行政がなさねばならない、あるいは考

えなければいけない内容が数多くあるのではなし、かというふうに感じたわけでございます。も

一般質問2の1. 高齢化社会に対応する町づくりの推進をについての通告質問者、福島敏

雄君の質問を許します。
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ちろん、この中にはすでに行政が政策として取り上げ、市民の皆さんに評価されているものが

数多くあるわけであ りますけれども、本格的な高齢化社会を目前に控えてこの意識調査結果に

示された行政への要望を しかと受けとめレベノレアップ させたいという気持ちを込めて調査結果

に基づいて質問をしてまいりたい と思いますので、よ ろし く御答弁をお願いいた したいと 思い

ます。

質問の第 1点目は老後の不安に対して行政はどんな政策をもってこたえるのかと いうことに

ついてであります。この調査結果を見てみますと 65歳以上で老後の不安は何かということで

1番目に挙げられておりますのが健康のことということであります。 63.2婦、 複数回答をし

ている人がいますのでノご ーセンテージは合いませんけれども、 6 3.2婦の人は健康が不安です

よ、最大の不安ですよO こう言っております。次に2番目がぼけること、これが 46%、老後

にぼけりゃしないか、これを不安に思っている人が 46%。それから経済的に果たしてやって

いけるだろうかという経済的な不安、これが 24.7弥一-4分の 1の人が経済的な不安を持っ

ているO それで先ほど紹介しましたように 4番目が65歳以上では不安がないというのが

2 0.5%で4番目にランクをされておりますO それでは 40歳から 64歳までの人はどういう

ようなものを挙げているかといいますと、これも一番不安に感じているのが健康のことで、こ

れはむしろ 65歳以上の方より多くて 71. 3 %の人が健康が不安です、こういうふうに老後は

健康が不安です、こういうふうに言っております。 2番目にこれも順位が繰り上がりまして要

するに老後の生活が成り立っかどうか、経済的な不安が2番目にきておりまして、これが

5 2.5%の人が言っております。 3番目にぼけること、これが 38.5婦ということでありますO

アンケ ー卜 に丸をつけることですから幾つかあるわけですけれども、 40歳から 64歳までで

不安はない、こうつけた人は、老後に不安がないとつけた人が 10.5 %ということで 7番目、

一番最後の方になっているわけです。

したがって以上申し上げましたように老後の最大の不安は健康のことであります。約7割の

人が挙げているわけであります。老人が健康について気になるのは必然かもしれませんけれど

も、ぼけること、こういうぼけることとの不安を合わせますと不安全体、いろいろある不安の

全体の中で 63.3婦に達しているO 要するにぼけること、健康のこと、これについて不安を解

消してやればお年寄りの不安の 65弼近くは解消します。こういう結果が出ているわけであり

ます。したがって老人の健康、医療の充実は高齢化社会に向けて最も力を注いでいかなければ

ならない課題であるというふうにこの意識調査から読み取ったわけであります。

さらに注目すべき結果といたしまして先ほども紹介いたしましたが、 65歳以上の人の

2 0.5婦が不安がないというふうに答えていることであります。 65歳未満では10.5%なの

で老後を前にした人が不安と感 じていることも 65歳以上になればその不安が半減する、こう

いうふうにこの意識調査の結果に出ているわけであります。では、なぜ不安を感じないのか、

不安なしの回答をした 20.5%をもっと分析をする必要があると思いますけれども、先ほど申

し上げましたようにそれぞれのクロス集計ができませんので非常に残念であります。しかしな

がら、限られた資料から推察をすればやはり家族と同居をしていること、経済的にも まあまあ

である O それから健康であって生きがいのある生活を送っている人、こういう人が不安がない

というふうに答えているんではないかというふうにほかの意識調査の結果から見て推察をする

わけであります。裏返して言えば要するに御老人、高齢者のおよそ 20婦の人が生活をエンジ

ョイをしているという姿がいまあると いうふ うに言っても言い過ぎじゃない、 あるいは過言じ

ゃな いん じゃなし、かという感じがしているわけであります。現在の国民の中流意識化 というも

のが進んでおりますけれど も、 格差が少なくなっている時代、こういう ふうに言われておりま

すが、老後について言えば恵まれた人から困っている人までの距離がまだまだ広がっているん

ではなt¥かなというふうに感じたわけでございます。

年金、恩給、医療費、こういったものは国の政策による部分も多いわけでございますけれど

も、地方自治体が受け持つべき分野もまた、これまた大変大きいものがあると考えるわけでご

ざし 1ます。老後の最大の不安である健康、そして医療について現在行政で行われている施策を

ちょ っと洗い出してみますと老人健康診査、老人医療費の助成、老人性白内障の手術費助成、

これはみんなの幸せというようなところからその施策をいま読み上げておりますけれども、 4

番目が寝たきり老人への訪問看護、身障老人機能回復助成、高齢者理容美容利用券、7番目、

健康管理手当というようなのがこ この現在行われている行政の高齢者に対する施策というふう

にみんなの幸せに出ておりますのでそのほかは余り、さらに生きがい対策などでほかにもあり

ますけれども、そう いったよう な健康、あるいは医療という面に限って言えばそういうような

ことが言えると思います。そして、いま言ったような行政の行われております施策が果たして

老後の不安解消、これに果たして ミートした政策なのかどうか、こ ういったことを考えますと

私はもっと他の政策で行政が補完をしなくてはいけないんではないかというような感じをこの
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意識調査から読み取ったわけでございます。そういう意識調査に答えられた人が健康、医療面

に関して要望、意見というものを別の項で書く欄がありまして、それを集計した内容がこの集

計結果の後ろの方に出ているんですけれども、その健康、医療に関しての要望をちょっと読み

上げてみますと 13項目ばかり一一 14ぐら いあるんですけれども、市民病院の拡充強化、 50

床以上の開放型病棟をつくってほしし ¥0 それから総合保健センターにショー卜ステイ施設の整

備をしてほしし、。それから 3番目は保健婦の増員と訪問看護の強化をしてほしし 1。四つ目が寝

たきり老人に訪問看護が容易に受けられるようにしてほしし 1。五つ目が老人専門のリハビリ施

設を持った病院の建設を進めてほしl¥0 6番目が老人がで きる体操の施設をつくって月二、三

回指導してほしし ¥0 7番目が市立の総合の大病院をつくってほしl¥。 特に旧七生地区にお願い

します。それから 8番目は、ち ょっと病気にな ったときに買い物でも家事でも依頼で きる制度

が欲しl¥0 9番目が入院時付添看護婦料金に対し市の助成、補助金の支給が欲しし ¥0 1 0番目、

定期的に病院に通うときの送り迎えをボランティアでできないか。 11番、寝たきりになった

とき市内で入所できるホームが欲しし、。 12番、訪問看護、給食サ ービスなど制度として確立

して欲しl¥0 1 3番、老後を市で見ていただくかわりに土地、家などを市に提供する方法を考

えてほしし ¥0 1 4番、余生を静かに送れる武蔵野市のような行政を頼む等でありますO

これらの要望を私なりに整理しますとやはり第 1段階としては病気にならないための健康づ

くりに市の行政も力をかしてくださし 10 いまは老人健康診査、高齢者理美容券、健康管理手当、

こういったようなものの制度がそれに当たると思いますけれども、ここで具体的には体操の施

設をつくって月二、三目指導してほ しいというよう なのがこれに当たるんではなし 1かと思いま

す。さらにはグートポーノレへの助成、こういったようなものが第 1段階としての健康維持、増

進という面での施策、これを進めてほしい、こう言っているんだと思うんです。

第2段階としては、ちょっと病気になったときに、これは近くに病院が欲しいで、すO 特にリ

ハビリ施設を持った老人専門の病院が欲しし 1。それから老人世帯で買い物や家事、病気になっ

たときにそれを依頼できる人が欲しいよO どこかに電話をすれば飛んできてくれる人が欲しい

よ、こういうようなこと O それから入院時の付添看護料金にも市のちょっと補助金が欲しし、。

これは確かにあれだけは別枠でございますのでお金がかなりかかるわけで、この辺のところも

少し助成してくれないか、こういったようなことO

第 3段階目といたしましては寝たきり、またはそれに近い状態になったときに市内に入所が
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できるホ ームが欲しいです。それから、いまある市民病院をもっと拡充強化してほしし 10 三つ

自に訪問看護、あるいは給食サービス、こういったようなものを制度として確立してほしし ¥0

こういうのが市民意識調査の中の要望を取りまとめた内容だというふうに私は思うわけでご

ざいます。

したがいまして質問の第 1点目は、いま申し上げました第 1段階から第 3段階におきまして

現状で十分であるというふうにお考えになっておられるか、さらにはこの辺についてはこうい

った工夫を施していきたいということ を考えておられるか、その辺ありましたら具体的にこの

場でお聞かせいただきたいというのが質問の第 1点目でございます。

質問の 2点 目で ございます。私は先ほど 14項目言いました 13番目の要望の中に老後を市

で見ていただくかわりに土地、家を市に提供する方法を考えてほしい、こういう要望と 14番

目の余生を静かに送れる武蔵野市のような行政を頼むという意見に大変興味を持ったわけでご

ざいますO 大変不勉強で数日前までこの要望を自に通すまで武蔵野市がどういうことをやって

いるかわかりませんでございましたので早速武蔵野市の老人対策を図書館に行って調べてみま

した。中央図書館に 2冊本がありましたのでちょっと紹介をいたしますと 1冊は深谷安男さん

という方の銀の輪の町、サブタイトルは武蔵野市のユニークな高齢者対策、これが一つであり

ます。いま一つは森山康平さんというんでしょうか、福祉公社の時代という本がもう 1冊であ

りますO 私はこの著者がどういうお考えの人かよくわかりかねますけれども、いずれもこの2

冊の本は 1982年の夏に発行されているものでありまして武蔵野市の高齢者対策、特に福祉

公社を紹介しているものであります。

時間の関係で武蔵野市に直接聞きにいけなかったわけでありますけれども、先輩諸氏、ある

いは理事者にはすでに御存じだと私は思いますので大綱ここで紹介をさせていただきたいと思

いますO

福祉公社は日本で初めて生まれた老人のための有償福祉制度を行う任意団体で昭和 55年

1 2月に設立され 56年 4月から事業をスタートしております。これは金がなくても宅地、住

居などの不動産を所有する高齢者にそれを担保に福祉資金を融資するという貸付制度で武蔵野

市老後保障制度、あるいは武蔵野方式とも呼ばれております。これは行政福祉の及ばない面を

有償サービスで補い、金のない者には不動産を担保でも金を貸すという制度で従来の福祉は無

料サービス、こういう観念からいけば大きく方法が違う制度であるわけであります。今日の生

-177 -



こういったようなもののサ ービスをそこでする、これが個別サービスのうちの家事サ ービスで

事、旅行、葬祭執行、墓地管理などのサ ービスもこの福祉公社でやっているということが紹介

をされております。三つ自の福祉資金サ ービスということでございますけれども、この中には

月々生活費を貸す制度があります。生活費を月額御老人 1人 8万円O これを貸します。ですか

ら夫婦2人ですと 16万円貸すということになっておりましてここでは満足ですと藤原鎌足さ

んがインタビュ ーに答えているわけですけれども、私の家では現在御殿山のマンションを担保

に同市から福祉資金を月額 16万円 2人分ほど借り基本サ ービスと夕食サ ービスを受けていま

すO 自の遠い鎌足さんにかわって保恵さん一一奥さんですね、年寄りの口に合った献立で御飯

もやわらか自に炊いてあり主人も喜んでいます。足の悪い主人を車でリハビリセンターに送り

迎えしてくれるなど公社の人も親切で満足、何より安心感がありますO こういうような記事が

載っているわけであります。さらに医療費の貸し付け、これもありまして月額70万円が限度

だそうでございますけれども、貸す。それから住宅改良費の貸し付け 1件につきまして 100

万円を限度、こういうことで利息は年 5婦、こういうことになるわけでございまして、これが

昭和 56年にスター卜いたしましたわけでありますけれども、この本によりますと 1年たった

ときに 57年 3月現在の利用者は 58世帯 80人がこの福祉公社に入りました。市の方では 1

年後の予想、は 50人、こういうふうに見ていたんでかなり多いです。特にこの本によりますと、

あるいはきょうの新聞にもよりますと武蔵野市のこういう福祉制度に入りたいということで、

よそに住んでいる人がそこを処分して武蔵野方式の方に移って入ってきたという人がかなり多

い。そういう人はちょっと遠慮、してもらうのでここでは 1年未満の居住者の人には入っていた

だかないようなことも考えてます。こういうような新聞記事、報道もありますけれども、 1年

たったときに 58世帯 80人というのがありまして、昨日電話で福祉公社に問い合わせをいた

しましたら現在 12 9世帯 173人がこの福祉公社に入っておるということのようであります。

住宅、あるいは土地、こういうものを担保にお金を借りている人は 1年前が 14世帯というこ

とのようだったんですけれども、いまは 29世帯ということで、ですから全部で 129ありま

すから土地とか家とか、こういうものを担保に借りてる人は非常に少なくてむしろずっと頼ん

でおきますと月末に現金で決済をするんだそうですけれども、現金払いの人が 100世帯ある

ということでございまして必ずしもこれがキャッテフレーズにな ってますように資産がある人

だけがこれに入ってるというふ'うな制度でないというふうにここでも読み取れるわけでござい

ます。

活をそのまま大切に御希望に応じてさまざまなサービスを、住みなれた町、住みなれた家、心

の通った友、この大切な財産をそのまま生かしてより豊かな熟年の月日を歩むために私たちは

新しいシノレバ ーライフシステムを考えました。在宅のままで御希望に応じたサ ービスを提供す

る、これが高齢化時代のパイオニア武蔵野市福祉公社の仕事でありますというのがこの本に書

かれたキャンチフレ ーズでございました。公社の理事長は助役、理事は市の部長、公社の事務

局長と次長は市の職員との兼務でございます。

サービスには、大きく三つあるわけでございますO これはけさの読売新聞にも出ておりまし

たからごらんになった方あると思いますけれども、基本サービスというものと個別サ ービス、

それから三つ目が福祉資金サ ービスO 大綱三つに分かれておりまして基本サ ービスというのは

月額 1世帯 1万円を払いますとその公社との契約が成立をいたしまして週 1回相談員と看護婦

が訪問をしてくれるO さらに緊急事態通報装置のサ ービスもそれが月 1万円払うとそういうサ

ービスが基本料金の中で施されますということでございます。この基本サービスだけでいる人

もかなりいるそうでございますけれども、これが基本サ ービスO この基本サ ービスの上に個別

サービスが追加されておりまして家事サービスというのが一つありまして、これは 1時間 600

円から 1，000円をそれぞれの仕事によって決まってるようですけれども、 600円から 1，000

円時給来る人に払う。そうしますと食事の仕度、衣類の洗濯、それから買い物、通院の援助、

あります。 2番目の個別サービスは家事、介護サービス、これは時給がちょっと上がって 700

円から 1，500円ということのようでございますが、この前に言いました家事サービスのほか

に入浴介助とか、こういった介護サービスが追加をされるO 三つ目が食事サービス、これは昼

食 1食 700円、夕食1食 800円O この本によりますとこれがそういう値段になっているん

ですけれども、きょうの読売新聞を見てみますとどうも昼は 1食 800円、夕食は 900円と

いうことにな っておりますのでその後値段が改定されているんだと思うんですけれども、そう

いうものを申し込みますと老人ホームでつくってホームから直接自宅に配送される、こういう

サービスがあります。四つ目に看護サービスというのがあるそうでございまして、これは看護

サービスにはA、B、Cの3段階ありまして時給は 900円から 2，000円ということでいろ

いろな看護サービスがそこにあるということで家事、看護サービスよりも看護密度を濃くした

ものだ、こういうことでありました。そのほかにはランドリ一、外出付き添い、大掃除、力仕
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以上、武蔵野市の福祉公社の概略大綱について紹介をしたわけでございますけれども、いま

言った こういったサービスの内容を見てみますと先ほど日野市の老人意識調査で示された、こ

ういうことをしてほしいといった老人の要望をそのままそっくり大げさに言えば、そのままそ

っくり この福祉公社が受け持っているということで非常にお金を取るということについての議

論はいろいろあるでしょうけれども、やっていることというのは老人が望んでることそのまま

やってるという ことを感じたわけでございます。

そういうわけで先ほどの要望の中に、質問の 2点目になりますけれども、老後を市で見てい

ただくかわりに土地、家を市に提供する方法を考えてほしい、こう言っていた日野市民の要望

と余生を静かに送れる武蔵野市のような行政を頼む、こういう意見に対しまして関係部長、ま

た市長はどのように答えられるのか、その辺2点目、よろしく御答弁のほどお願いを申し上げ

ます。

質問の 3点目でございますけれども、質問の 3点目は老後の生活と生活費の確保についてで

ありますO これは~，ずれもこの意識調査の結果に基づいておりまして、アンク ートの結果によ

りますと一番多いのが年金、恩給だけでは生活が心細い、働ける聞は働きたい、こういう 回答

が65歳以上で 50%一一約 50婦、 65歳未満で 70婦に達しております。 65歳以上の人

は働ける聞は仕事を続けたいという人と趣味など自分の好きなことをしたいという人が半分半

分にな っているわけでありますけれども、 65歳未満では先ほどお話ししましたように70%

の人が仕事を続けたい、こういうふうにしておりますので 65歳以上では仕事を続けたいとい

う人がそれ以下の人より 20%減っているというのがこの調査の特徴であります。なぜ 65歳

以上の人はそういうふうに減ってくるのか。これは働きたくても仕事がないということなのか、

あるいは働かなくても生活が成り立つのか、この調査では先ほど紹介しておりますように判断

ができないわけでありますけれども、そういう状況にあるということを紹介をしておきたいと

思います。

さらに、こうした意識を現在の実態と 比較をしてみますと意識と実態がさらにかい離している

ことがわかるわけであります。 65歳以上の男性 240人のうち仕事を続けたいと答えた人が

114人、 47.5%にな りますけれども、この中で実際に働いている人は 61人であります。

114人働きたい、こう言っているんですけれども、働いている人は 61人であります。 25 

%にしかすぎないわけでありますO 全体の 25%。そして、ここでは働きたいと思っている人
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の半分の人だけがどうにか働く場所を確保しているというのがこの意識調査の結果で読み取れ

るわけであります。くどいようですけれども、今回の調査では、じゃあ仕事はないのか、ある

いはもう足りてるのか、こういうことが読み取れませんけれども、多くの人が働きたくとも仕

事がないというふうに考えておられるんではな~，かというふうに推察をするわけでございます。

生活費はどういうところからきているか、こういう質問に対しましては 65歳以上の場合、年

金や恩給という人が76%、それから自分の収入や預金の引き出しというのが25婦、子供た

ちの仕送りや扶養というのが 14.5%というふうになっております。生活費がどこからきてい

るか、これでわかるわけでございます。しかしながら、その水準で満足しているかということ

に、足りないのか満足しているのかということにつきましてはどのくらいの収入がありますか

という項目がありませんので、これはわからないわけでございます。

ただ、これも最後の方に要望、意見の中で 65歳以上の人のものを幾つか紹介をいたしたい

と思いますけれども、一つは年金で暮らしていけるような状態でありたし、。現在は年金で生活

しても預金がなければ不安であるo 7 0歳から 74歳で夫婦と子供の世帯の男性であります。

2番目は会社は定年、厚生年金以外収入がない、年金だけでは心細い、健康なうちは経験を生

かした仕事がしたし 1。これも 70歳から 74歳、親と同居の男性であります。三つ目が年金の

増額、高齢者の就労あっせん、求人開拓に強力な行政指導を望む。 70歳から 74歳夫婦と未

婚の子と同居しております男性からであります。 4番目が老人にできる勤労奉仕の場を持ちた

い。 65歳か ら69歳の夫婦のみの男性の方でございます。 5番目が現在働きながら厚生年金

で生活をしていますが、働けなくなったときが心配であるO 老人ホーム等考えてほしし、。 65 

歳から 69歳、夫婦と未婚の子と同居している男性でございます。

これらの要望を見てみますと年金、特に厚生年金では心細い、厚生年金だけでは心細~'0働

けるうちは働きたいとしづ状況が浮き彫りにされていることが理解できるわけであります。こ

れらの人たちが高齢者事業団の会員かどうか、これまたこの調査からは知るすべがございませ

んが、この調査の中で高齢者事業団の知悉度、これ辞書引きますと知ってるかどうかというこ

とらしいんですけれども、知悉度についての設問では 65歳以上 45 4人のうち利用した 59 

人O よく知っている 126人で合わせて 40%に達しております。聞いたことがある 89人O

知らない 30人。無回答 148人で 60婦の人が、無回答を入れますと 60係の人がこの制度

をよく知らな l'0こうい う結果が出ております。幾らよい制度があっても知られていないとい
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うことであればこれは酷な言い方かもしれませんけれども、ないのと同じだというふうな感じ

になるわけであります。

そこで質問の 3点目でございますけれども、以上の調査結果を踏まえて質問をいたしますが、

行政でできることが老人向けの仕事、職種をできるだけふやすことが必要であると思いますO

先ほどの一般質問で石坂議長も一部それに触れられていたような気がいたします。前議長も触

れられていたような気がいたしますO そのためには高齢者事業団に譲るべき仕事がまだまだあ

るんではないか。たとえば行政の中の仕事を見てもまだまだあるんではないか、 そう いう ふう

に思います。高齢者の経験と粘 り強さ、こう いったものに合った仕事があればそれを高齢者事

業団に移していくべきだというふうに私は考えるわけでありますけれども、これらについての

見解をお聞きをしたいと思います。

これは 58年 3月議会での私の一般質問を したとき市長からは高齢者事業団はそのねら いが

生きがい対策から生まれたものであるO 生活費を得るというより生きがいの面から見ていきた

いという意味のお答えがあったふうに記憶をしておりますけれども、いま言ったような生活実

態、あるいは、これから予想されます年金がふえない、こういったような状況を考えると果た

してそれだけでいいのか。生きがいという ことに加えて生活費を得るための高齢者事業団に脱

皮をしていくべき必要があるのではな~¥かというふ うに考えますので、こ の辺の御見解を賜り

たいと思います。

それから質問の 4点目は老後の家族生活について質問したことでございます。この項のアン

クー卜 は老後はだれと住みたいか、こ ういうふうに聞いた ものでありますけれども、調査結果

は65 歳以上 454 人がまず一番初めに子供と一緒に暮らした~¥。これが 199人、 43.8 %。

2番目は、これ特に2番目ということではないんですけど、元気なうちは別居して弱ったら子

供と住みたし 1。こういう人が 33 人で 7 . 2 婦であります。それから子供の近くで別に住みた~ ¥0 

こういうふうに思っている人が86人、 18.9 %。これが要するに三つ合わせますと 70%が

子供と暮らすか、それから近くに一緒に住みたいか、こういう お年寄りの意識でございます。

4番目が夫婦だけで暮らしたい 87 入、 19 . 0% 0 5 番目に老人ホームに入りた ~ ¥。こう いう

人が 17人、 3.7%でありますO くどいようでありますけれども、 70係の人が子供と住みた

い、あるいは子供の近くに住みたいとしておりますO これは当然、のことで一番自然だと思いま

すO 残る 30婦の人が別の回答をしているわけですけれども、私は恐らく現実を踏まえた上で
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の回答ではなかろうかというふうに考えるわけであります。できれば一緒に子供と住みたいが、

子供と住めない事情があるのだろう、こういうふうに推察するわけでありますO それと注目し

たいのは老人ホ ームに入りたいというふう に答えた人が 3.7%しかいないということでありま

す。ここに武蔵野市のユニ ークな高齢者対策、こういうことの中で、本の中で日高 登、東京

老人ホ ーム施設長という人が言っている言葉があるんですけれども、多くの老人は 1人暮らし

になってもできるならば自分の家で一緒に暮らしたいと望んでる、こういうふうに言っており

ます。まさにこの言葉は 日野市の先ほどの調査結果と一致をしているわけであります。こうし

た老人の意識に対応するには老人ホームの建設も必要ではありますけれども、在宅福祉、在宅

サービスの充実を基本にした行政施策の展開が何よりも必要であろうというふうに考えるわけ

であります。そうした視点で現在の日野市の施策を見るとまだまだ在宅サ ービス、在宅福祉で

やるべきこと があるという ふうに考えるわけでございますけれども、先ほどの武蔵野の福祉公

社とも関連するかもしれませんけれども、いかなる見解を持っておられるかお聞きをいたした

いと思います。

それから質問の 5点目でございますが、老後の生きがいについてでありますO 老後の生きが

いは何か、これは複数で三つ答えろというふうになっているわけですけれども、これは結果が

かなり分かれております。年齢、性別、家庭環境、これによって回答の内容がかなり違います

けれども、全般的に見れば 65歳以上一番目が家庭の団らん、これが一番の生きがいです。 2

番目が趣味です。 3番目が子や孫の成長。 4番目が友人や隣人との交流。 5番目が信仰宗弘

6番目が仕事。 7番目が社会活動、奉仕活動。 これが 65歳以上の平均的に合計した数値であ

ります。 40歳から 65歳未満はかなり変わってまいりまして、 1番目が仕事、仕事に生きが

いを感ずるo 2番目が家庭の団らんo 3番目が社会活動、奉仕活動。 4番目が趣味。 5番目が

友人や隣人との交流。 6番目 、子や孫の成長。 7番目、信仰宗教。こういうふうに大まかにす

ると回答が出ております。ただ特徴的に言えますことは65歳までの人の中では女性が仕事を

通して最大の生きがいを感じてるという結果が出ております。これは何も私が推測するに、よ

そに出て働 くと いうのが仕事じゃなくて家の中で家事もできるよ、子供、孫のめんどうもでき

るよ、そういう仕事だというふうに私は読み取るわけですけれども、女性が仕事をしていると

きが一番の最大の生きがいだ。同じ年代で見ると男性では趣味というのが1番にな っておりま

す。 65歳以上では男女とも家庭の団らん、趣味、子や孫の成長、友人や隣人との交流、こう
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いうふうに続くわけでありますO

こうした意識から行政が果たさなけれは、ならない、要するに環境づくり 、これは何をしたら

いいのか、要するにくどくなりますけれども、働く場の確保というのが一つあると思います。

それに加えまして趣味、隣人との、友人との交流、こういうのがかなりのウエ ー トで生きがい

の中に入ってきているということになりますとそういう場所を行政は確保して L火、言うなれ

ば現在の福祉センタ一、憩いの家、こういったようなものがそれのニ ーズに ミー卜 している、

こういうふうに思うわけでありますけれども、あるいはグー トポールのできる広場、こういっ

たようなものがこういった要望、お年寄りの生きがいに催促にミ ー 卜して いるというふうに読

み取れるわけでありますけれども、私が考えますとそれぞ、れの配置につきまして、市内におき

ます配置、こういったようなものが必ずしも多くの御老人が使えるような形になっていないん

ではないか。お年寄りのニ ーズを満たしていないんではなし 1かというふうに感じるわけです。

やってる施策についてはそのとおりだと思いますけれども、そういったもっと多くの御老人が近

くで参加できる、こういう環境づくりが必要だと考えますけれども、どういうふうな御見解が

あるかお聞きをしたいと思います。

それから質問の6番目が行政に対する要望についてでありますO いままでも幾っか申し上げ

ましたけれども、アンク ー 卜の中で行政に対する要望で一番多かったのが年金増額など社会保

障の充実。 2番目が寝たきり老人などが入所できる老人ホームの建設。これは特別養護老人ホ

ームの建設、こういうふうにいうんでしょうか。三つ目が老人専門病院やリハビリ施設の建設。

4番目が一般老人の入所できる老人ホームの建設。このアンクー 卜のまとめのところでは養護

老人ホームというふうなまとめ方にされております。この中には軽費老人ホ ーム、こういった

ようなものも含まれるかもしれませんo 5番目が生きがい、就労のあっせんo 6番目が家事援

助や訪問看護などの在宅サービスo 7番目、老人集会施設や広場の建設。 8番目、雇用保障に

よる収入の安定。 9番目、老人向け住宅の確保o 1 0番目、老人のグループ活動の援助。こう

いったように続いておりますけれども、この結果を見て国がやる、都がやる、こういったもの

もあるかもしれませんけれども.日野市はこういったお年寄りの要望に対して何をやらなけれ

ばいけないというふうに考えておられるか御見解を賜りたいと思います。

最後に 7番目になりますけれども、現在市で、行っている施策が理解浸透されていないという

事実にどう対処するかということでお聞きをいたしたいと思います。今回の調査では行政が行
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っております敬老祝い金、健康管理手当、高齢者居室増改築資金、高齢者事業団、ゲートボー

ノレ普及事業、かしの木学級、老人農園、理美容券。こういったようなものについてどの程度知

ってますか、こういう質問でありますが、敬老祝い金、 51%利用したという、それから、聞

いたことはあるを含めますと 64%。健康管理手当、 47婦が利用した、知っている、聞いた

ことがあるを含めますと 53婦。高齢者居室増改築資金、これは利用した、知っている 8.6婦、

聞いたことがあるを含めますと 19係、高齢者事業団、利用した、知っている 41婦、聞いた

ことがあるを含めますと 60婦、ゲー トポール普及事業、知っている、利用した 25%、聞い

たことがあるを含めますと 40%、かしの木学級、利用した、知っている 7.5婦、聞いたこと

があるを含めますと 16.5 %、老人農園、利用した、知っている 13%、聞いたことがあるを

含めますと 27婦、老人理美容券、利用した、知っている 50婦、聞いたことがあるを含めま

すと 62%。これは特に、これ 65歳以上の 454人に聞いたわけですから 70歳以上でなけ

ればやっていない施策もありますから当然そういうことを割りヲ|し 1て考える必要があると思い

ますけれども、いずれにいたしましても敬老祝い金、理美容券、健康管理手当など市の方から

いただける物はこれはよく知っているという結果が出ておりますけれども、増改築資金、かし

の木学級、老人農園、こういったようなものについては 10弼程度しか知らない、こういう結

果が出ているわけであります。こういう結果を見ましてこういった施策を、いい制度を、施策

があるとすればこれをまず浸透させていかなければいけないというふうに考えるわけでござい

まして、どういうような方法、手段をと ってし可かれるおつもりかお聞きをいただきたいと思い

ますO

以上、長くなりましたけれども、7点につきまして理事者側の御答弁をお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたしますO

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ただいま御質問をいただきました日社協の高齢化社会に対

する市民の意識調査に基づく調査結果でございますけれども、私どもといたしましてはこのよ

うな市民の意向を十分に踏まえて福祉の施策を前進させてまいりたいというぐあいに考えてお

るところでございます。市といたしましても現在近々に老人の意識調査を実施し、これを基本

といたしまして市の施策を十分担っていきたい、こういうぐあいに考えております。先般予算

を認めていただいたわけでございますので、来年度予算には十分に間に合うように市としまし
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ては老人意識調査を実施しましてその結果を十分に検討いたしまして施策に反映させていきた

い、こういうぐあいに考えておるところでございます。また 自社協の意識調査につきましても

十分に参考にいたしまして今後の施策を進めていきたいというぐあいに考えております。

まずーっは老人の不安の最大のものである健康をどのように守るかというような御質問でご

ざいますけれども、これは大変基本的であり 、また大きな問題でもあり市として全体でかかわ

り合いを持たねばならない、このような大きな問題であると いうぐあいに考えておるところで

ございますO 現在、医療に偏った制度、予防、 リハビリ 、また保健指導を含めた総合的な施策

を実施するという形になっております。事実上、 5 8年の2月に老人保健法が施行されました

けれども、この保健法の内容も医療にとどまらず予防、 リハビ リ、 保健という内容を老人の健

康対策として打ち出しておるところでございますO 健やかに老いること、または老後を美しく

生きる、老いること、これが老人の老後を健やかに過ごすいかに大切なことか、ある いは老人

の大きな願いであろうというぐあいに考えておりますけれども、福祉の面ではさらに高齢者が身

体的な問題にとどまらず精神的にも健やかであり、また社会的にも健やかであるo YWO、

WHOの健康基準では健康の基準を単に病気がないということではなくて身体的、精神的、社

会的に最高水準であるというぐあいに言っておりますけれども、われわれといたしましては単

に医療にとどまらず、精神的、社会的な面も十分に今後の施策の中に反映しながら施策の展開

をして t¥かなきゃならんと考えておるところでございます。

不幸にして病気になられた場合には医療を受けることになるわけでございますけれども、こ

のような方々にも在宅福祉が主流となるという現在でございますので、市民の声を十分に耳に

傾けまして一層の老人福祉対策の充実に努めてまいりたいと考えておるところでございます。

( I具体的に。抽象的なことばっかり じゃな t¥ Jと呼ぶ者あり)福祉の面での問題はさらに福

祉部にとどま らず他の部にも関係をいたしますのでまた不足しているところにつきましては関

係の部局からのお答えもいただけるかと思います。

また 2番目に武蔵野市の福祉公社をどのように考えるかという御質問でございましたけれど

も、武蔵野市の福祉公社につきましては前々から新聞等でいろいろと記載されておりますし、

また、われわれも関心持っているところでございます。しかし、また、この福祉公社の施策の

展開につきましては具体的にまだどのような形のものかは検討をいたしておりません。今後、

武蔵野市の有償福祉については検討をしてまいりたいというぐあいに考えます。
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ここ で展開しておりますのはあくまでも財産、あるいは金を払って福祉を受けるということ

が前提になっておるわけでございますので、ここで展開しております福祉の対応できない人た

ち、特にまた金で福祉が買えない人たち、この人たちに対する施策もかなり重要なものを持ってくる

であろう、こういうぐあいに考えておるところでございます。非常に大担な施策の展開である

というぐあいに考えておりますので当然またこれは今後のわれわれが福祉を展開していく際に

はこれも福祉の中に含めて考えていかなきゃならない、そういう問題であろうというぐあいに

考えておりますので法的な福祉サ ービスの展開とあわせてこのようなものも検討してまいりた

いと思っております。

現在、武蔵野市ではプロジェクトチームをつくって検討中であるということを聞いておりま

すのでまたその検討をまって具体的なお話を伺いながら検討していきたいというぐあいに思い

ます。

3番目の生活費の確保の問題が質問の中にございましたけれども、私どもは実際にいまの日

野市の老人、あるいは東京都の老人がそう裕福な状態にあるというぐあいには考えておりませ

んO 先般、東京都で調査の結果が発表されておりましたけれども、いま手元に細かい資料ござ

いませんけれども、 65歳以上の老人の平均所得は 10万円を平均とするというようなことで

ございましたように記憶しておりますけれども、決して生活費が十分であるということではな

いように考えておりますO したがって、仕事を見つけてあげること、あるいは働けなくな って

からの福祉をどのようにするか、この辺のところが今後の大きな問題になっていくのではない

か、こういうぐあいに考えます。したがって日野市ではさらに高齢者事業団の充実を行い、ま

た先ほどの御指摘にありましたような仕事の確保をしていくということが大変必要になってく

るだろうと，思います。

また生活の困難な家庭に対する福祉的な援助とあわせて施設的なもの一一特養老人ホームな

り養護老人ホームなりの施設を考えてし 1く、こういうこともやはり必要な問題が出てくるだろ

うというぐあいに思います。( I早くしなけりゃだめだよ jと呼ぶ者あり)

第 4の老後の老人の希望は家族との同居である、こういうことがこの調査の、意識調査の中

ではっきりしたから、この辺のところはどうかということでございますけれども、事実、私ど

もとしては老人の希望は家族との同居、あるいは家族との団ら八ノということが非常に生きがい

ともつながってし 1く、こういうぐあいに思います。また、 しかし、その中で在宅サービスを中
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心とした展開もますます必要だろうというぐあいに考えておるところです。生きがいの問題は

かなり個人によって異なっておりますけれども、この個人の主体的な相違というものを行政の

中では十分に把握して展開していく必要があるだろうと思っております。現在、老人クラブ、

あるいは老人農園、かしの木学級等の政策として展開しておりますけれども、さらにこれから

も整備もしていく必要がある、努めてまいる必要があるということで考えております。

その他の在宅サービスといたしましては訪問看護を展開して大変喜ばれておりますけれども、

これについても一層充実をしてまいりたいと思っております。また施設に対する社会的な開放、

たとえば短期就業事業、あるいは独居老人の給食サ ービス、寝たきり老人の入浴サービス、通

材、リハビリテ ーションサ ービス、あるいは食堂、集会室、作業室等の開放、このようなことも

今後施設の社会化とあわせて近くの老人ホーム、または市内の施設の開放の中で老人の要望に

こたえていくことも必要ではなし 1かと考えておるところでございます。

5番目の老後の生きがいを働く場の確保として進める一方、趣味の確保ということでござい

ますけれども、先ほど申しましたように、かしの木学級等の内容をさらに豊富にし、あるいは

高齢者事業団の職域をさらに広め、老人の就労、あるいは趣味のエンジョイ、享受をさらに広

げ多くの人が勤労、あるいは趣味に生きがいを感ずるような施策の展開を必要とするのではな

いか、こういうぐあいに思います。

その他6番目には行政に対する要望が幾っかございます。確かに個々には何点かに分けて行

政への要望がまとめられております。まず一つには年金増額、社会保障の充実、 2番目には養

護老人ホームの建設、 3番目には老人病院、 リハビリ施設の建設、 4番目には特養老人ホーム

の建設、 5番目には生きがい就労のあっせん等が掲げられておりますO この中でもわれわれと

いたしましてはできることをやってし 1く、一つ一つ確実にやっていくという以外にないんじゃ

なし 1かというぐあいに考えておりますけれども(笑声)、特に老人ホーム等の御要望が高い要

求でございますので、この問題についても前向きに考えて民間施設の周知、あるいは一定の他

の利用を十分に広げていくということも考えてまいりたいと思っております。現在、市内の老

人ホームを待っておられる御老人は年々ふえてきておるということでございまして、現在は日

野市の待機者は9月1日現在で養護老人ホームが 17名、特別養護老人ホームが 36名でござ

いますので建設希望者があれば資金助成等も十分に考えていきたいということでございます。

最後に福祉に対する PRが不足している、こういうような御質問がございましたけれども、
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私どもとしては機会あるごとに広報を使って PRに努めておるつもりでございますけれども、

まだまだ不足しておる、 PRの下手な記事もある、こういう御批判もいただいている面もあり

ますので今後PRには努め、そしてさらにリフレット、ノごンフレット等もいろいろ準備し色の

美しい物を、美しい宣伝物等も用意いたしましてできるだけ施設の宣伝、あるいは、それぞれ

の施策の PRに努めてまいりたいというぐあいに考えておるところでございます。以上でござ

~ ¥ますO

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) いま答弁いただいたんですけれども、総体的な感想を申し述べ

ますと確かによくやっていただいてるというふうに思いますけれども、答弁、私の質問も大し

たことないと言ゃあ大したことないんですけれども( IそんなことないJI自信を持てJI爆

笑だ」と呼ぶ者あり)、余りにもちょっとどっか高齢者社会に対する本のどっか抜き書きをし

てきたような感じという感じにしか見えませんO 非常に要するに、 ( Iそのとおり jと呼ぶ者

あり)~ \や、ちょっと黙っていてくださ~¥ 0 (笑声)私が期待した回答とはほど遠いというこ

とをまず官頭に申し上げておきたいと思います。時間もありませんのでしぼって市長の方にお

聞きをいたしたいと思います。

1点目は武蔵野市の福祉公社について市長の御見解を賜りたいと思うんですけれども、私は

無料で、無料で要するに御老人の方の要望の、要するにニーズに公的な福祉サービスが行き届

くんであればこ八ノないいことはないということを考えているのが基本であります。ただ、いま

意識調査の結果を見てみますと、いまの中ではもっとこういうことをしてほしい、さっき言っ

たようにまた例を挙げれば老夫婦で定期的に病院に行くときにはだれかちょっと送ってくれる

ような人をちょっと頼んでも来てくれるとか、あるいは食事のサービス、武蔵野市は公的サー

ビスは週3回やっているそうであります。要するに公的サービスと武蔵野市の場合、公的のサ

ービスにつきましでもかなりレベルアップした。それに加えて特に公的サービスにつきまして

は所得制限とか、そういうものがあって、そこの谷間にいる人にサービスが行き届かない、こ

ういったような感じでそういうようなところにせっかく家も建った、それで子供も独立してど

っかへ行っちゃ った、老夫婦だと。老後をこれを担保にやってくれりや非常に安らかに余生を

送れます。こういったようなことがそういう公的サービス、無料サービスで全部に行き渡らな

いということの上にある程度有償のサーピスもそこでやむを得ない、こういうようなことで実
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際やってみるとかなり喜ばれているという結果が出ているそうであります。先ほど福祉部長か

らは余りいままで関心は持ってま したけれども、検討したこともない、こういうお話でござい

ましたけれども、今回これからは少しいろいろなプロジェクトチームの話も聞いて検討はして

みたい、こういうお話ですけれども、私は何も福祉公社じゃなくてもいいんですね。 要するに

寝たきりの人が望んでる介護、あるいは 1人暮らしの人が食事が欲 しい、こういったようなと

きにいま果たしてそういう ニーズに対応しきれていない、こう思うわけでありますので、そう

いった観点で武蔵野市の福祉公社と特にこの中では老後のサービスが施設よりも老人一一お年

寄りは在宅サービスを望んでいるという結果が完全に出ているわけですO その辺で在宅サービ

スでもっと補完をしていくものはないのか、こういった観点からお聞きをしたいと思います。

それから 2点目は高齢者に対する仕事についての考え方であります。特にこれから老後を迎

える人は非常に老後について健康なり特に仕事、これも生活できるかなというような観点から

仕事というものについて相当不安を持っているということの中で先ほど質問をしているわけで

ありますけれども、高齢者事業団が生きがいという面からとらえられる、 これは私もそのウエ

ー卜 は非常に大きいと思いますけれども、もっと実技を望んでいる人もいらっしゃるというの

がこのお年寄りの方の要望からくみ取れるんだと思うんです。( iそうだJと呼ぶ者あり)

そういったこととの絡みで高齢者事業団にもっと積極的にやっていこうという、たとえば行政、

行政の仕事の分野もあると思いますし、さらには市内に企業その他数多くあるわけでございま

して、そういった企業との結びつきを強める中で就職のあっせんというようなことも考えてい

くか、そういったようなお考えがあるかどうか。

それから三つ目は、今回の行政報告の中で福祉事業団の設立ということが報告されたわけで

あります。この福祉事業団につきましてはとりあえず身障者のことについてやってしベ、こう

いうお答えがありました。さらには、昨日の石坂議員が、一昨日ですか、石坂議員が武蔵野の

ようなこともやっていくのかというような質問があった中で幅広く今後とらえていきたい、こ

ういうような御答弁が福祉事業団にあったと思います。先ほどの福祉公社との関連もあるかも

しれませんけれども、福祉事業団というものについてその辺のところまで本当に広げていく考

えがあるかどうか、この辺も含めて以上3点をお聞きをしたいと思います。

それから 1点、その前に福祉部長に一つだけお聞きをしておきますけれども、実はことしの

5 9年の 2月大分市に参りまして大分市の寝たきり、あるいは 1人暮らし老人のサービスの中
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で私はヤクノレ卜おばさんが朝声をかけて配っているよ、こういう話をしまして、そのときに助

役の方からはヤクルトと言わす、、ありますけれども、牛乳というようなことも含めて検討して

いきたい、こういうような話があったわけであります。 1人暮らし老人の在宅サ ービスという

中では非常にやりやすいものだと思いますので、もう半年をたってますのでこの辺についてど

のような検討がなされているか、 1点だけ聞いておきたいと思います。

0副議長(米沢照男君 ) 再質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長 (高野 隆 君 ) ただいま御質問にありました 1人暮らし老人の対策という

ことでヤクノレトを配る、毎朝配る、あるいは牛乳を毎朝配ることによって接触を保ってし火、

こういうような施策を展開したらどうかという御質問がございました。これにつきましては私

どもとしては検討しておりますけれども、東京都は~¥ま緊急通報システムをいま開発してきて

いるO これをどのように市として受け入れるか、このような問題も出てきておりますので、こ

ういう中で総合的に考えていきたい、こういうぐあいに考えて担当の者と検討しておるという

状況でございます。

Oij!;1j議長(米沢照男君) 市長。

0市 長 ( 森 田 喜 美 男 君 ) 高齢者社会が大変な勢いで進行しつつあるわけでありまして、

日野市はいままで平均人口、平均年齢は若い市の方に属しているわけでありますけど、今後は

そういうことだけではなし 10 つまりお話の中にあります武蔵野がいろいろな福祉施策を開発し

たその需要、動機、これらがやっぱり年齢層の問題もあると思います。相当特徴のある施策を

開発をしてそういったそれなりの理由があるに違いない、このように思っております。いままで

老人福祉と申しますとどちらかと言うといろいろな施策の、施設の提供という形がまず出たわ

けでありますが、続いて施策、場所というよりもいろいろなきめ細かい施策を必要'とする、こ

ういう段階に目下あると思いまして何かにやってはおりますが、なおまだ不十分である、こう

いうことはもう御指摘のとおりと思っております。

端的に聞かれましたことからお答えをいたしますと武蔵野の福祉公社方式を日野市でも行う

考えはないか、こ ういうことになると思いますが、私も武蔵野の方式を何年来見守ってきてお

るつもりであります。成功している一面、またかなり深刻な問題になっておる一面、何事の事

業にもそういうことが伴うわけでありますが、私の市民相談の中でこれまで 1件だけそういう

御相談をいただきました。つまり子供に相続する家があるが、子供はよそに行って受け継がな
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l ¥。したがってそのことを市に委託をすれば何か食事なり、あるいは医療なり日常的な生活の

めんどうが見てもらえる仕組みが与えられないでしょうか一一一度ございました。これからだ

んだんそういうケ ースがふえてくる、そういう方向になるものと考えます。したがいまして今

回始めようといたしております日野市福祉事業団、公社という言い方、あるいは事業団という

言い方、定款上の受け継ぎの理由もおのずからあるわけでありますけど、日野市の場合この事

業団の中でやっていける事業が組めなし 1かというふうに現在のところ考えております。当面は

障害者施設の経営ということが来年度早々からの問題でもありますので今後老人施策、高齢者

社会の中の施策、いわゆる老人福祉施策、これらも行える機能を持ちたいものだというふうに

考えております。

それから現在の高齢者事業団にもっと仕事を開発せよ、こういう御趣旨でありますが、私も

全く同感でありまして組織が固まってしまうと一定化 してしまう、創意工夫が足りなし、もっ

と開発をすべき分野があるはずだ、このように担当の方にも相談をかけております。また庁内

の業務を委託という形で個人の能力、あるいは事業団としても受ける形、そのような形で極力

仕事を行政側から進めてしペ、行政側から提供してし川、そして行政の仕事を簡素化 してし 1く、

こういう両者の役割り分担をしながらそういう方向が一番有益な、有能な有効な方法だ、この

ように考えております。現在のところ行政から出している仕事というのは他市、あるいは区部

の各都市と比較しましでもたしか一番高い部類に属しておりますけど、これからも単純労務の

こともありますし、あるいは多少技術的、あるいは頭脳的な仕事も出せると思っておりますの

でそういう方向を目指したい、こう思います。

3点、それで、この間の広報にもちょっとコラム記事を書かせていただいたんですが、理念

的には老人憲章というものを掲げておるわけでありますからあれに施策をどのように折り込む

か、きめ細かく折り込むか、それが当然の仕事でありますし、それから今日高齢者社会になれ

ばなるほど何か老人自身の自立心の高揚ということがこれまた健康に役立ち、生きがいにもな

り得るはずでありますからそのような激励をする、励ましをする、そして自立心を高めてし 1く、

こういう抽象的ではありますけど、やり方によっては、つまり場所を提供することも必要だと

思いますし、また施策を編み出すということも直接あり得ると思いますのでそのような努力を

していきたい、このように考えております。高齢者対策協議会という御相談相手の組織も各関

係の代表の方も参加していただきましてその機会は十分あり得ると思っておりますので広く御

意見を拝聴できる、そういう中からなるべく早く具体性のあることに取り組みたl¥。いま言わ

れました 1人暮らしに対します情報の、情報といいますかね、連絡の取り方、これなどはきわ

めて緊急を要することだ、このように思っております。

0副議長(米沢照男君) 福島敏雄君。

02番(福島敏雄君) それではきょうは何か総論的な話に双方なったような感じがい

たしますけれども、いろいろな機会をとらえてディスカッションをさせていただきたいという

ふうに考えてますので、よろしくお願いしたいと思います。

ただ、ここで一つ、二つ要望しておきたいわけですけれども、一つはやはりこの意識調査を

生かす、こういうことでぜひ先ほど福祉部長の方からは市も独自にやりますよ、いい意識調査、

もっと言外、そうは言ってられませんけれども、もっといい調査をやってその結果に基づいて

いろいろなことをやっていきますよ、こういうふうに聞こえたわけですけれども、これらの方

の意識調査につきましても十分読んでいただいて、その中を中身をそしゃくをいただいて生かすもの

は生かしてし 1く。これから調査をやっていくことになると来年度予算編成の中にどれだけ盛り

込めるのかわかりませんけれども、ぜひ、せっかく自社協がやられたこの調査、ぜひ有効に使

っていただきたいというふうに思いますO その中でやはり私がこれを読んでいきまして考えさ

せられましたのは最後の要望というところが幾つかあるわけです。こういうことを要望する、

その要望の中に幾つかある中の話が武蔵野の福祉公社が実際の事業としてメニューとして並べ

ているというふうに私は感じたわけでございます。したがっていろいろ有料の福祉ということ

になりますと確かに担保物件を入れるとかということで問題なところもあるのかもしれません

けれども、要はそういうお年寄りが望んでいることを実際にやってやる、やってやるためには

何をしたらいいか、そういう議論をぜひ始めていただきたいと思うのであります。

たとえば食事サービスを希望しているんであれば食事サービスはどうしたらいいか、こうい

うところでやって、要するに施策を考えていただきたいと思うのであります。したがって、い

ろいろ老人の協議会とか、いろいろな意見を聞く会、意識調査もいいんですけれども、出たも

のについてどれとどれはやってやろう、やるにはどういう方法でやろう。これは一部食事です

とお金かかるわけですし老齢年金ぐらいのもらっているぐらいの負担はその老人に希望する人

には負担してもらおうとか、こういったような考え方が出てきてもまる っきり反対はないと思

うんです。
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この福祉公社の時代、あるいは銀の輪の町とか、こういうのを見てみますと武蔵野がこれを

導入するときに非常に賛否あって結果としては議会も同意をしたということで特に共産党の畠

山さんといいましたかね、この市議会議員は非常にこの制度はやるべきだ、自分が 13年来そ

ういうがランティアの活動をしてきて、この制度はやるべきだという率先して共産党議員団に

説いて回った、こういうようなエピソ ー ドもここにあるほどでございまして、これは必ずしも

金持ちの、あるいは資産のある人のための福祉だというふうじゃなくて、これから高齢化がま

すます進んでいくという中で、日野市の中ではいま下水道とか、都市基盤整備とかいろいろそ

の前にやらなきゃいけないこともあるのかもしれませんけど、いずれ高齢化社会が進む、それ

から核家族化が進む、そういった中で行政は何をしていかなきゃいけなし 1かという先を見てぜ

ひ施策を先取りをする形、もうすでに先取りといいましても武蔵野市でもやっているO 武蔵野

市でやっている弊害の部分があるんだったらその弊害の部分は残して、喜ばれてるところはや

っていくというようなことで前向きに取り組んでいただきたいという要望をしておきます。

それから 2点目は老人に対する生きがい対策ということの中で一つはやっぱり仕事、これに

つきましては確かにいまから話すことは言い過ぎの部分もあるかもしれませんけれども、たと

えば職員がいま仕事をされてる範鴎の中でこれは高齢者にやっていただし先ほども議論が出

てましたけれども、再雇用の人にやっていただくとか、こういうふうなものの方がふさわしい

という仕事が見直せば幾つかあるんじゃな l¥かと思うんです。そういったようなものをぜひそ

ちらに見直した中で譲っていただく、こういったようなのをぜひお願いをしたいと思うわけで

す。それから高齢者事業団の中にも社会課あたりが働きかけていただきましていま民間のある

仕事、こういったような中でも探せばいろいろ出てくるんだと思うんですけれども、そういう

御努力をぜひお願いをしておきたいと思います。

それから三つ自の要望ですけれども、これは質問ではなかったわけですけれども、私は高齢

化社会、あるいはし 1ろいろな社会の変動の中で現在の役所の機構がそれを仕事を求め、役所に

求められている仕事を遂行する組織にふさわしし 1かどうか、こういったようなところもぜひ見

直して老人なら老人対策、これを進めるなら少なくとも老人部長がいてもいいと思いますし、

そういったのを、あるいは障害者部長、兼任でも構いませんけれども、要するにそういうくら

いにしませんと老人のことはあそこへ行きやもうみんなやってんだ、医療からアフタークアか

ら何かみんなやってんだ。それが行ってみますと確かに国との関係で福祉事務所が措置をした

りなんかすることがあるかもしれませんけれども、やはり老人のことはここへ来たら任せろと、

( iそうだJと呼ぶ者あり)そういったような部署をぜひつくるべきではないのかなというよ

うな感じもいたしておるところでございます。したがいまして行政のあり方というようなもの

もぜひ不都合なところがあれば前向きに仕事をやる上でこうした方がいいというようなことが

あればぜひそれを採用していただいて市民の要望に沿ったような役所の仕事になっていただく

ように要望いたしまして、ちょっと口幅ったいところがあったかもしれませんけれども、以上、

要望申し上げまして私の質問を終わります。以上でございます。

0副議長(米沢照男君)

をに関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思います。これに御異議ありま

これをもって 2の1. 高齢化社会に対応する町づくりの推進

せんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後2時28分休憩

午後2時 52分再開

。副議長(米沢照男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問 3の1. 日野市もサイクリングロ ー ドを積極的に建設せよについての通告質問者、

市川資信君の質問を許します。

C 1 9番議員登壇〕

o 1 9番(市川|資信 君 ) 日野市もサイクリングロードを積極的に建設せよという通告

質問をいたしておりましたので、ただいま議長の発言のお許しをいただきましたので質問させ

ていただきたいと存じますO

浅川利用計画調査報告書が昭和 55年 3月、当時委員長でありました東京大学工学部教授

高橋 裕氏ほか 8名からのスタジフの調査結果が提出され、それぞれ各議員にも配付されまし

たので記憶に新しいことと思います。目的は、日野市を貫流する浅川の現在及び将来にわたる

位置づけを行うとともにそれに基づき浅)11の保全と活用を基本構想として浅川刺用計画を策定

することを目的として行ったと記されております。

大変り っぱな調査報告書ができております。これでございます。この報告書によれば 4章か
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ら成り、まず 1章は浅川親水計画の構想、についてo 2章は浅川親水計画のための調査o 3章は

浅川保全利用計画の基本的方向と全体計画。そして最後の 4章に浅川親水計画の概要から成っ

ております。この調査委託を株式会社石勝エクステリアに 99万円で行い、その 8人のそうそ

うたるメンバーでその結果が報告されたのでございます。それらを受けて日野市の対応も日野

の市長を筆頭に建設部長、企画財政課長、都市計画課長、下水道課長、流域下水道準備室長、

公園緑政課長、土木課長、土木課水路清流係長から成っており、報告書についての市の今後の

対応として河川管理者は構造物の、河川構造物の建設や管理に当たって治水、利水面を重点に

許可されていた、許可されていたが、今後はこれと同程度に環境保全機能高水敷利用かすみ堤

の接続堤防に対しても十分な配慮をお願いし新しい管理体制ができることを期待した l¥0 その

ためには建設省京浜工事事務所と十分に連絡を取って報告書にある計画が生かせるよう努力し

たい、こうなっておりますO さらにこれらに基づいて市が考えている幾つかの利用市案につい

て浅川に沿って人、自転車等の移動を想定し、現在行きどまりとなっておるかすみ堤6カ所を

通行可能となるようにしたし ¥0 2番目に駒形公園にある市民プールと対岸の南平向島とを結ぶ

通路として夏季のみ河川敷に簡単な木橋を設けるように河川管理者と協議したl¥0 3番が平山

橋下の親水公園について積極的に河川管理者と協議していきたし ¥0 それから親水計画ゾーンの

中では日野田園公園の項においてリバーサイドプロムナードと位置づけ浅川親水空間計画の所

定公園親水スポッ卜を結んだ回遊的レクリェーションや散策路としての利用を想定したのがこ

の川辺プロムナードの計画でございます。このプロムナードは単に人の移動を目的とした道路

整備主体のものではなく緑践、緑ですね、一部として整備し地域の水と緑のネットワークの基

本軸のーっとして位置づけ、あわせて景観的配慮、災害対策としての避難路、緑帯としての性

格をあわせ持たせていくことが必要であるO 以下、整備方針を記すとして、 1. 歩車道の分離、

浅川に沿って通行可能とする、変化性に富ませる、親水スポットの設定などを行う。 4. プロ

ムナード沿いに緑帯を設ける、 120メートノレぐらいの間隔で木製ベンチを設置するO エトセ

トラとなっております。まだ8項目から成っておるんですが、割愛いたします。

大変すばらしい浅川利用計画調査報告書が昭和 55年に提出されたわけでございます。 55 

年の 5月20日にこれらの調査報告書に基づいて各議員に 5月20日付でその概要をまとめた

ものが私どもの手に渡されました。そしてさらにそれらを昭和 55年の 8月 15日に日野市広

報に全段抜きでこのように発表されたのは 2期目の議員であられる方々は記憶に新しいことと

思います。そして浅川利用計画調査報告書の清流公園やプロムナードとして全段抜きで掲載さ

れたそれらの広報と同時に全体スクッチと浅川親水公園イメ ージプラン日野清流公園のイメー

ジスケッチがあたかもこれらを見た市民は一、二年で完成するように感じられたのは私のみで

はないと思います。以来、 5年を間もなく経過しようとしているわけでございますけれども、

一体これらの計画はどのようになっておったのかということでございます。

私は先日の日曜日、 9日でございます。朝7時に家を出まして自転車に乗ってまず浅川伝い

に南平に向かい一番橋を渡って日野市の唯一の散策路浅川の堤防を走ってみました。一番橋か

ら平山橋の簡易舗装ではありますが、大変走りやすい道路でございますO ジョギングをする人、

釣りをしている人、家族で散策をしている人、河川敷を利用したグラウンドで野球の練習をし

ている人、犬を連れて散歩している人O 右を、逆に見ますとたんぼが一面にありまして家並み

も数軒もう建っておりますが、たんぼには稲がもう早くも黄色ばんで穏をたわわに実らせて実

りの秋、豊作を漂わせておりました。そのような中で一番橋から平山橋を行き、平山橋からま

たもとへ戻ってきたわけでございます。その聞の距離は1.9キロ、一番橋から平山橋までの聞

が1.9キロ、大変走りやすい道路ですのであ っと言う聞に過ぎ去ったわけでございます。一番

橋に戻ってまた歩車道一体の一番橋を渡って高幡橋の方に市営住宅の桜並木通りというんです

か、浅川沿いを高幡橋方面に向かいまして、日曜日のせし 1か車の数はほとんどございませんで

した。あの細い道路で数台の車に対面した程度でございますが、やはり私もしばらく自転車に

乗っておらないんで細い道で自動車と対向するときには多少の不安は感じましたけれども、ま

あまあそれほど車の台数が少なかったために楽しいサイクリングが、あそこは人車一体の道路

ではございますけれども、舗装でございますので楽しいサイクリングができたわけです。しか

し、高幡橋から新井橋方面にかけては砂利道でございます。同じように新井橋から浅川、多摩

川合流点までも砂利道であります。石ころがごつご、っとおしりに当たってショックはそれまで

のいわゆる快適なサイクリングの気分ではないわけでございます。周囲の状況は同じように先

ほどの平山橋から一番橋の間と同じように釣りをしている人もジョギングをしている人も状況

は全く同じでございますが、とにかく砂利道、あるいは穴ぼこの道のためにごつご、っとク γ シ

ヨンのない自転車ですから当たる不快感で自転車を運転しておってもそれを穴ぼこをよけよう、

石をよけようという神経が集中する余りにむしろ非常に危険性を感じるということは自転車自

体の危険性よりもむしろ歩行している人、あるいは散策をしている入、ジョギングをする人た
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ちに、よけようとしたときに相手がその対面するような危険性もあるということでぜひそうい

ったところを早く舗装ができないものかなと感じた次第でございます。やがてサイ クリン グは

浅川、多摩川の合流点までそういうでこぼこ道を行くわけでございますが、それから合流点か

ら少し迂回をして程久保川に接する所からいよいよ多摩市の行政境に入っていくわけでござい

ますけれども、多摩市に入るともう全面舗装でございます。多摩市に入っていわゆる河川敷に

は御存じのようにテニス、あるいはサッカ 一、 野球場、そしてグー トポーノレ場等が設置されて

るわけでございますが、その多摩川の橋を渡るのにもあの交通混雑な関戸橋を渡るんではなく

て、ちゃんと橋の下に舗装されたジョギング、サイ クリングロ ー ド専用の道路ができておりま

す。下をくぐって上を渡って、また出るO 出て間もなく終点、いわゆる大栗橋との合流点に達

するわけですが、その合流点に達した所には御存じのように市民プーノレ、あるいは交通公園等

ができてるわけでございます。交通公園を、交通公園の所まで私はよくサイク リングでは行く

わけでございますが、まずここで私、交通公園というものを行ったことのない方のために一部

簡単に説明申し上げますと、ちょうど自動車練習所、教習所の自転車のそれだと思ってくださ

ればいいわけです。鉄道の、いわゆる遮断機があり赤信号があり、あるいは橋があり、いろい

ろと下り坂、上り坂、小さい所でございますけれども、そこに全部自転車の設置は多摩市が設

置して足踏みでこぐ 4輪車と、それから電動自動 4輪車と全部これを無料で貸し出しているよ

うな設備で、いわゆる子供に交通マナーというか、交通ノレ ーノレというものをお父さん、お母さ

ん方に連れられてきて楽しみながら学ぶという施設でございます。

多摩市のサイクリングロ ー ドから私どもは念のためにさらに関戸橋を渡りました。関戸橋を

渡ると きにあれほどり っぱないわゆる歩行者専用道路ができてるとは想像もしてなかった八ノで‘

すが、あの交通渋滞の厳しい関戸橋に 4メートルぐらいの歩道あるいは自転車専用道路ができ

ております。そして向こう側の府中市におりましてまたあの交通渋滞の激しい所を全然通らず

に橋の下を舗装されたサイクリングロードを通ってずっと下へ下っていくわけでございます。

一応書いてあるんで読んじゃった方が早いと思うんですが、やはり橋の下のジョギング、サイ

クリング専用道路の看板がまず最初に大きく出会うわけですO そこには府中市健康増進施設場

案内図でございます。そのすぐ前にジョギング、サイクリング専用道路の標識も立っておりま

すO そしてその先にはすばらしい総合体育館、また木立に囲まれた何面もあるテニスコート、

隣接して野球場が 4面できる球場、この場所は河川敷外河川敷、いわゆる旧河川敷のように思
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われるんですが、そこを利用したものだと思います。

さら に進んでいきますと河川敷には 4面ゆっくり とれる、 とってある野球場が設置されてお

ります。全部試合をしておりました。球場には府中市市制施行30周年記念、軟式野球大会会場

と書かれてあり、河川敷球場なのにその 4面の球場には全部スプリンク ラーが設置されており

ました。サ イクリング ロー ドで行き交う人たちの中に大変お年寄りが大分多かったんですが、

ジョギングを している老人の方々が同じようなテ ィーシ ャンを着てジョギンク、をしておりまし

た。府中市ジョギングを楽しむ会という同じようなティ ーシャツを着て楽しんでるわけでござ

います。このサイクリングロードは延々と南武線の大丸にし 1く鉄橋をくぐり抜けて調布市まで

続いているわけでございますO そして上流は関戸橋から私どもは下流に下ったわけでございま

すが、いわゆる音の五本松、三本松ですか、あの油面の反対が三谷といった所ですね、上野公

さんのコンク リート のあるあたりでございますO あそこまで続いてるO 府中市のですからサイ

クリングロ ードは6キロ、 それから調布が大体4キロぐらいではないかなということでござい

ます。

このようにこの目で実踏してみますと隣接してる近隣市の河川敷を実に有効に活用している

中でひとり日野市だけが乗りおくれておると言わざるを得ないのでございます。すばらしい浅

川利用調査報告書を99万円もかけて作成しておきながらそれを 5年近くも前に市民に報告し

ておきながらいまも って初歩的手段も講じないで推移しているということはこの際厳しく指摘

しておきたいと存じます。古谷議員が作文を書くのは実にうまし 1。作文で市民はごまかされて

いると先般の発言がございましたけれども、こ の件につきましても同様の指摘をせざるを得な

いのでございます。( Iそのとおり Jと呼ぶ者あり)実施に移すベく理事者の真剣なるこれよ

り答弁を求めるものでございますO

まず、これからが質問に入るわけでございますが、まずこの浅川親水利用計画調査報告書の

ような大変りっぱな計画書はまずこちらへ置きまして一番単純なジョギン グ、サイクリ ングが

できる程度の簡易舗装の建設、施設というんですか、まず直ちにつく っていただきたいという

ことが質問の 1点目でございますO

それから 2点目は、いま申し上げた浅川利用計画調査報告書に基づく経過はその後どうなっ

ておるのかということでございます。この件につきましても市長から御答弁をいただきたいと

思います。まず質問を最初させていただ きたいと思いますO
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それから市が考えている幾つかの利用市案、この浅川利用計画調査報告書というものが報告

されてそれに対する市の先ほど言ったメンバーの対応ということで市がこれだけは直ちに実行

したいということが議員に配られた報告書の中に印刷されております。その一つがまず浅川に

沿って人、自転車等の移動を想定し、現行行きどまりとなっておるかすみ堤6カ所を通行可能

となるようにしたいとなっておるんですが、その後の状況、かすみ堤6カ所が通行不能となっ

ておるということに対してその後の推移はどうなっておるのかということが2点目 O

それから平山橋下の親水公園について積極的に河川管理者と協議していきたいとなっており

ます。平山橋下の親水公園を積極的に河川管理者との協議、これがその後協議されたのか、さ

れてどうなって、いまもってまだできないのかということでございます。

そして 3番目に駒形公園内にある市民プーノレと対岸の南平向島とを結ぶ通路として夏季のみ

河川敷に簡単な木橋や、木橋を設置できるよう河川管理者と協議したし 1。恐らくこれが駒形の

渡しのことだろうと想定するわけでございますけれども、木橋の当初予定が渡しにな ったとい

ういきさつ等もできればお答えいただきたし、。

それからさらにサイクリングロード建設後のーできたと仮定した場合ですね、管理、所管

でございます、位置づけであります。一体これはどこが管理して、するのかということでござ

います。

またさらに最後には、これは全体をくるめた浅川利用計画調査報告書と、これらの一体とな

った実行意思が果たして本当にあるのかどうか、そして、もしこれらを実行するとしたらその

所管を一体どこへ置くのかということでございます。

以上、 5点だろうと思うんですが、御答弁をいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君 ) 市川|資信君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは私どもの方から前段をお答え申し上げます。

まず第 1点のサイクリングロードの建設の計画でございますけれども、これにつきましては

さらに 3点目で御質問のございました現在浅川の右岸、左岸を見通しますと 6カ所ほど確かに

御指摘のように水門だとか、あるいは用水路が浅川に流れ出ておりますので、そこがいわゆる

かすみになっております。いわゆる堤防が切れておるわけです。その 6カ所の通行の問題がど

うなっているか、こういうご質問でございましたのでこの 2点についてまずお答え申し上げた

いと思いますO
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サイクリングロ ー ドの建設計画につきましてはすでに御存じのように 59年度の予算の中で

予算をお認めいただいておりまして現在建設省と協議を進めておりまして年度内にはまず右岸

の一部を計画をするということでいま計画を進めております。全体的に見ますと浅川利用計画

の基本計画の中では市街地に残る貴重な市民のための広い意味でのレクリェーションの空間と

いう形の中で基本的にはとらえましてまずできるところからやっていこうというふうな考え方

を持っておるわけでございます。そしていろいろ後ほど御質問の中でお答えをする中で出てま

いると思いますけれども、まず河川敷の中にいろいろな施設をつくるということは特に浅川の

場合ですと鉄砲水の現象が非常に多いわけでございまして、そういう現象の中で中に施設をつ

くりましでも、せっかく施設をつくりましても流れてしまうというような危険性が非常にござ

います。そういう点も考えますとなかなか河川敷の中にそういう施設を永久的な工作物として

つくるということにつきましては建設省の方も許可をしないというふうなこともございますの

で、できるだけそういう影響のない恒久的な施設として広く市民にも御利用いただけるという

ふうな考え方で、まずサイクリングロードということで堤防敷の活用ということの実行をまず

移すわけでございます。その中でかすみになっている所を木橋でつなぎまして自転車なり、あ

るいは歩行者なりが渡れるというような計画をまずつくるということで本年度約 1，400メー

タ一一番橋から高幡橋下流までの問をまず第 1期的に本年度実施をしたいというふうに計画を

いたしております。堤防の幅そのものにつきましては約3メーターほどですからそのうちの半

分をいわゆる自転車のサイクリング道にいたしまして、あとの半分をジョギングだとか、ある

いは遊歩道という形でカラ ー舗装をしていきたいというのが計画の内容でございます。

さらに今後の計画でございますけれども、今後の計画につきましては、浅川につきましては

6 0年から 61、62年度、さらに計画を伸ばしまして右岸、左岸を、地域の右岸、左岸を一

応全体的にやっていこうというのがいま考えております計画でございます。

それから多摩川の関係につきましても多少出てまいりますけども、先ほど御質問の中にもご

ざいましたように、いわゆる国道だとか、あるいは中央線の鉄橋、これらをつなぐということ

になりますと勢い平面的なつながりというのは非常に技術的に困難だと思いますので、そうい

う点では多摩川の場合ですとちょっとネ y クがございます。そういう点も含めまして検討はい

たしておりますけども、さらに浅)11とあわせまして多摩川の計画等につきましても、これは日

野地域が、つまり右岸だけでございますけれども、一応の計画は考えていきたし 1。つまり浅川
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と多摩川の上流地点から谷治川の合流点までの区間が多摩川の対象区域になるわけでございま

すけれども、一応計画としてはそのように考えていきたいというふうにいま思っております。

それから、その後の浅川利用計画調査報告書の作成の後の、その後の活動でございますけど

も、この基本計画一一浅川利用計画の調査報告書につきましては、いわゆる将来の計画できる

範囲内の指針というものをまとめたわけでございまして、この中にはかなり学者の先生方がお

考えになった中での一つの考え方でございますので建設省との折衝の中ではあるいは現実的に

むずかしいというふうな点も若干はあるようでございますけれども、それらを踏まえましてさ

らに 57年の 6月にこの浅川利用基本計画策定の関係につきましてはさらに具体的な指針をま

とめるということでこの委託をいたしまして先ほど御質問の中にございましたように石勝エク

ステリアに委託をいたしまして、さらにその後の指針をまとめております。これが 58年の 3

月にでき上がっております。このでき上がった結果を踏まえまして浅川親水都市調査会を 57 

年、あるし 1は58年に開いて、またさらにその指針についてのいろいろな御意見をメンバーの

方からも拝聴いたしておりますし、それからなお現在はこの調査の関係、あるいは今後の実施

計画、これらを担当する一応の主管というのは私ども建設部の水路清流課が担当しておるとい

うことでございますけれども、さらにはそういう組織的な中でさらにこの基本計画策定につい

ての実施計画をどう促進させていくかということで内部的な関係部課との調整をその後 57年、

5 8年、そして 59年に入りましても内部調整という形の中で取り組んでおります。簡単に申

し上げますと経過というのは今日までそのような状況でございます。

それからさらに御質問のございました、いわゆる平山橋の下の親水公園との関係でござし 1ま

すけれども、これは大名淵のある所でございますO 平山橋のすぐ上流の所でございまして景観

的にも浅川としては非常にすぐれた所でございまして対岸にはかつて植えられましたまだ桜の

並木が続いてるというふうな所でございます。これについては建設省とも協議を進めておりま

すけども、先ほどもちょっと申し上げましたように、いわゆる河川敷の中にいろいろな施設を

つくるということについては建設省も難色をいたして、示しております。しかし、堤防から河

原におりる、いわゆる階段護岸といいますか、そういうものがこの計画の中にございますけれ

ども、それらの階段護岸の3カ所については一応許可がいただけるという見通しがございます。

それからさらには現在ございます夏場のいわゆる駒形の渡しの個所、あるいはまた南平と豊

田地区を結ぶ個所、この2カ所に橋をかけよう、そういう交渉がこの基本計画の中にはうたわ
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れてございますけれども、これについても具体的な実施年度等についてはまだ定めておりませ

んけれども、夏場の関係についてのいわゆる木橋計画、それから豊田と南平を結ぶ橋の計画に

つきましてはやはり将来の豊田の区画整理事業との関連、これなども出てまいりますので、そ

れらを踏まえた中で木橋ではなく本格的な橋の計画というものが将来当然、考えられていいんじ

ゃなし 1かというふうに思っておりますO

それからサイクリング、ジョギングの散策路の関係につきましての所管でございますけれど

も、これは建設省からいわゆる堤防管理道路として位置づけられておりますので現在私どもの

方の所管では管理課が所管をするという形をとっております。いわゆる道路というふうな、道

路に準ずるというふうな考え方でございますので、その所管につきましては一応現在のところ

では管理課というふうに考えておりますし、このサイクリングロ ー ドの関係が整備されますと

いわゆる建設省では自転車道路としての認定を求めてくるだろうと思いますO その辺につきま

しての手続はその時点でまたお願いをしたいというふうに思っております。

以上、御質問の内容についてはお答え申し上げたつもりでございますけれども……。

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

日野のすばらしさというのは、まさに水と緑のネァトワーク

であるO これをいかに今後守り言質していくかということにあるというふうに思います。そこ

で特に水に恵まれているという特徴はこれはもう何といっても日野市の大きな自然、の資産であ

りますから特にまた町の真ん中を浅川が西から東に貫いて流れている O 南北交通の分断とかと

いうようなこともありますけど、こういう資産こそ生かして日野市のすばらしさを後世に伝え

る、このことが非常に大切だと考えております。ところが、河川の管理というのは建設省、特

に1級河川でありますから京浜工事事務所の所管に多摩川、浅川ともに所属しておるわけであ

りますO そうして建設省の河川局というのは最も役所としてもかたい役所であるO これは堤防

という、堤防じゃない、洪水という自然災害のことがありますから古くからいろいろな管理上

の行政責任を全うする意味でなかなか川を都市河川として見直すというようなことはむずかし

かった、むずかしい状況にあるわけでありますO

そこで高橋 裕先生、これは河川|学者としては日本の権威者としての評価の高い方でありま

すが、この先生をお願いをいたしまして、そうして検討チームの中には京浜工事事務所の所長

もこれは行政関係の立場で、あるいは河川管理という意味で学問的にも深い関係があると思い
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ますので参加をしていただきました。そうして京浜工事事務所の所長さんの頭からまず都市河

川|に対する物の考えを変えていただこうという試みがこの浅川計画には大きく背景になってお

りました。そうして東急河川環境財団という 、これは東急の、何ていいましょうか、いろいろ

な関係機関を網羅して河川環境に対する企業としての役割りを保とうということだと思うパノで

すが、そこからチ ーム は調査費を相当額受けることになりました。日野市はまた現場の機関と

して調査を依頼をした形になっております。そういうことが浅川計画、浅川計画というのはと

りもなおさず浅川自然、公園計画であります。いま言われておりますようないろいろな内容が入

っております。そうしてサイクリングロ ードの問題、あるいはかすみ堤をつなぐ問題ぽつぽつ

前進しつつあります。私は黒川の清水谷公園からかけての遊水地帯、あそこにこのたび昨年か

ら流水公園というものも着手しておるわけでありますが、これもとりもなおさず浅川計画の一

環である、このように位置づけております。

日野市の中の一番流域を南側も北側も一番幅広く流域を持っておる浅)11でありますし、それ

から町の真ん中を流れているO それから、これはもう永久の公共の、公共が使えるオ ープンス

ペースでありますから釣りでありますとか、あるいは水辺の親水関係の施策でありますとか、

いろいろ可能性は高いと思っておりますので一気にどんどんと片づけるというわけにはまいり

ませんが、着実に進みつつあるO どっかに行ってしまったということじゃなくて着実に進みつ

つある、大規模に進みつつあるというふうに御理解がいただきたいところであります。

したがいまして実行の意思が、有無は、これはまさに後世どなたの行政におきましても浅川

計画はそのような計画に基づきまして考えが施策として進められていくべきものである、この

ように認識をいたしております。私も責任を持つ聞はそのレーノレを正し く(笑声)布石をして

おきたい、こういうふうに考えております。

二番橋計画というようなものも、これもその一連の中に属するわけでありまして、浅川計画

というのは日野市の今後の一番背骨になる自然、と、自然の中の緑と水をつなぐネジトワークと

して、ネットワークの、つまり一番幹線として位置づけられるものだということが、それが自

然、浅川計画であるO このように認識を同じくしておりますので実行の意思はいままで申し上

げたとおりだというふうに御理解をお願いいたしますO

0副議長(米沢照男君)

o 1 9番(市川資信君)

市川資信君。

またちょっと再質問をさせていただきたいんですけれども、
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各議員はみんな知ってると思うんですが、この浅川計画利用計画書のイメ ージスクァテ、これ

が。イメ ージスケジテとかイメージプランO まあ、これ大変な仕事ですよね、これをそうです

よ、もうこれを絵を見ただけで市民は一ころでまいっちゃいますよO 本当にまだまだこんなん

じゃなくていろいろとあるわけですけど、これなどもそうで、すね。

ただ私、この質問をするについてとりあえず私は実地踏査した府中市と多摩市に問い合わせ

てみたんですが、まず府中市の担当課は公園緑政課が担当してるんですtlo そして多摩市は企

画が担当しているんですねO 企画課でわかりました。それで日野市に私はこの質問をするにつ

いて担当へ水路清流へ行ってお聞きしたんですけれども、土木課ですよね、いわゆる答申を受

けてる時点では水路清流課はまだ単独独立したばかりですから所管が大変まずあいまいだとい

うふうに受け取ったんです。きちっとした所管というものができてないんですね。これだけの

答申を受けていながら所管が、これ、ここまではうちだけれども、ここから先は公園緑政の方

がむしろいいんじゃなし 1かというような質問に対してのいわゆるはっきりしてなし 1。そういう

ような状態の中でなぜ私はt¥ま市長に実行意思云々あるのか、実行された後の所管はどうなの

かと 言ったのはまさしくこれだけの大きな事業をするについてはまず所管をきちっと決めてそ

れで市長の示唆がなけれは、とうていできる事業ではないと思ったからいま市長の意思をお伺い

したわけでございます。

それではもう一度先ほどの質問を翻って再質問させていただきたいと思うんですけれども、

冒頭に建設部長の方より 59年度の予算で浅川右岸から徐々に進めていきたt¥0 6 0年、 61 

年、 62年にわたって計画年度で図っていきたいというようなことをいま御答弁されたわけで

ございますO 大変結構なことで非常にタイムリーだと思うわけでございますけれども、ひとつ

先ほどまず府中市は昭和 30年代にサイクリング、ジョギングコースというものをつくってお

ったんだそうです。 30年代前半だということでございました。もう所管がわからなくて、そ

れ以上詳しいことはわからないということでございました。それから関戸橋から調布境までは

昭和 43年にできたそうです。多摩市の方はサイクリングロードは昭和 48年だそうです、舗

装がされてるのが。交通公園が 54年、プール場、サッカ一場が昭和 49年、こういうことで

ございます。それで私も同じ日野市の同じようなやはり利用方法ですからこういう大きな利用

計画書等作成された上で実行に移されたんでしょうか、そういった資料があったらぜひ見させ

ていただきたいと申し上げたら、そういう物は何にもございません、ただ実行しただけであり
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ます。こういうお答えが返ってきたんですね。日野市はこんなりっぱな利用書を作成しておき

ながら、まだ、 5年 もたとうというのにサイク リン クロード一つできてなし 1。一体これはどう

いうことなんだろう。やはり作文をつくるのが先行して実行に移すのがあれなのかな。

いま聞くところによると 58年の 3月にさらにこれを実行に移すための石勝エクステリアと

いうんですか、とかというところにまた再度調査依頼をしたという こと をいま部長は申されま

ゆたか ひろし

したけれども、市長は先ほど高橋 裕さんとおっしゃった、私、 裕さんと申し上げたんですが、

ひろし

裕さんという東京大学のこれは大変有名な私ども聞いたことがある方なんですが、これだけの

調査報告をされて、まして日本のノごイオ ニア的方がそのほかに市長もおっしゃられましたけれ

ども、西谷ー一何とい うのかな、隆亘さん、法政大学法学部助教授。進士五十八、 東京農業大

学農学部講師。 加藤 辿というんですか、 NHK科学産業部チ ーフディレクタ 一。松田雄孝と

いうんですか、東京都公害局副主幹。涌井史郎、石勝エクステ リア代表取締役。そのほか東急

環境浄化財団事務局長。山道省三、山道環境設計代表取締役。こういうような、いわゆるすば

らしい面々の調査報告が実施段階になかなか実行段階に移すことに建設省との折衝の過程で構

築物をつくることは非常にむずかしいということ 、そんなことは私どもにもわかっておるんで、

野球場をつくってもコンクリのパックネットすらつくることができないということはわかって

おるO 素人ですらわかってるんですから、このような大先生方がわからないはずがない。わか

らないはずがない、こういうすばらしい計画書をではなぜつくったんだろう。 これに基づいて

またさらに 58年の3月にまた再調査利用計画調査書を発注している、実行段階のものを発注

しているということについては何か屋上屋を重ねておるというふうにとらざるを得ないんでご

ざいます。そこら辺のところについての再度の見解を求めたいと思います。

それから、かすみ堤でございます。かすみ堤も、 これは市のこれらの答申に基づいた直ちに

日野市の対応について第 1段階でかすみ堤6カ所を接続して将来の遊歩道、あるいはあらゆる

面に活用したいということの状態でございますが、いま聞くところによると 6カ所ともまだ何

ら手を打つてないということでございます。一体それでは昭和 55年のこ の調査報告書に対応

するというこちらのいわゆるプロジェクトは一体どうなっているのか。いわゆる先ほど私が指

摘したように所管がしっかりとしてなし、から、その調査報告に基づく対応ができなかったんだ、

こう指摘しでもやむを得ないんではないかと思うわけです。ぜひひとつその点についてかすみ

堤はそれじゃあ今後とも放置するのか、今後一体建設省との見解はどうなっているのか、交渉
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してるんなら。そういったこともお聞きしたいと思います。

同じようなことは平山の、いわゆる平山橋の下流の親水公園についても大変すばらしいこう

いった図面ですね、これ、皆さんもう見てるから、もうイメ ージスケッテ、何ていうんですか

ね、橋がつり橋でできてるんだとか、階段で釣りを楽しむ、こういった橋ができてるO すは‘ら

しい大きな計画がまるで絵にかいたもちでまさに終わらんとしておるということでございます。

私どもはこれを受けたときに官頭申し上げましたように一、二年後に当然このことは森田市長

が市長選に出馬したときにあの漫画のような絵の中にこういったことも記されておるわけですO

5 7年です。それらを現在まだ何もできてない。いま市長は聞くところによると着実に進みつ

つある O 浅)11自然、公園、計画は少しずつでも前進しておると言うけれども、現在のところはそ

ういった着実に進みつつあるという 、いわゆる形跡という、実績というものはないわけであり

ます。

二番橋もそうだと言うけれども、こ の浅川利用計画調査報告書にはあの万願寺から高幡へ抜

けるこ番橋の計画がこの中に入つてない、入つてないものがまた今度突知として飛び出してく

るO だとしたらこの調査報告書というものの価値観、いわゆる意義というものは一体どこにあ

るのかということも私はこの際指摘せざるを得ないんです。

そのほか駒形公園と南平の向島の木橋についてはお答えがなかったんですけれども、恐らく

これが木橋の築造が許可されなかった、されないために渡しをしたんではなかろうかなと思う

んですけれども、その点ももしお答えいただければ再度お答えいただきたし'0

それから堤防は日野市は管理課である O 管理をするのはですね、所管は管理課であるという

ことでございました。たしか道路管理は管理課であることは間違いないんですけれども、管理

課の仕事の量というものはあれば膨大なもうそんなこといまさら私が申し上げるまでもなく非

常に精神的にも肉体的にも労働、非常に仕事量の多い、また複雑怪奇な課であります。そこに

このような大きな膨大な計画を所管を管理課へゆだねるということは暴挙にも等しいことであ

って、少なくとも私は他市のように公園緑政であるとか、あるいは企画が担当するとか、少な

くとも水路清流あたり 、水路清流が余りにも重荷fごと思いますが、そこら辺が適当ではなかろ

うかと思うわけでございますけれども、その点についてもしっかりとした、もしいま答弁がで

きなければさらにプロジェク ト、あるいは庁内で、次の庁内会議等開いたときに申し合わせ、

ある いは確認をしていただきたい、こう思うわけで‘すO
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それと年次計画に基づいて部長はこれから実行段階に入っていくということでございますけ

れども、どこから年次計画に実行段階に入るのか構想があるだろうと思うんです。 60年、 61

年、 62年、一番橋から平山橋はできてるとすれば当然恐らく一番橋から高幡橋のあの堤防を

指すだろうと思うんですけれども、それからどこまで行って次の年度はどこまで行くんだとい

うような計画がもしあるならば、それを街]提示いただきたし 1。以上でございますO

0副議長(米沢照男君)

O市長(森田喜美男君)

再質問についての答弁を求めます。市長。

私から答えるべきことを答えて、あと引き続き所管部がお答

えをするようさせていただきますO

先ほどのお答えの初めに言いましたとおり河川管理は建設省、具体的には京浜工事事務所の

所管でありますから、ここの河川管理上の頭で考え方を変えていただし変える機会に大変役

立っているというふうに言えるかと思っております。かつては河川敷の中に物を構築するとい

うことは思いも寄らなかったんですが、どうにかそういう頭が新たに都市河川としての別の見

方が生まれつつある、こういう効果がまず大きかったと思っております。それから具体的には

いわゆる駒形の渡しはその一例でありまして木橋といえどもまだ許可される段階にまでなりま

せんO ようやく船の渡しを期間を限って認めていただいた。これが大きなきっかけだというふ

うに言えるかと思いますO

それから一番御指摘のとおり役所の機構組織の中でどのように所管をするかということが確

かに不明確の部分があります。都市整備部、建設部、それから公園緑政謀、あるいは最近っく

りました水路清流課。事業事業によってそれらは分担をさせる、こういう考え方でおりますけ

ど、そのことがまだ徹底してないという嫌いもありますO したがいましてそのことを明確に仕

事の分担を明らかにしていきたい、このことは大変重要だと思っております。

それからかすみ堤のことなんですが、これは都市整備部長が万願寺区画整理の中でまず第一

にかかわっております。新井橋の地点、新井橋のつまり北岸の地点ですね。あそこのかすみ堤

をまず通行できる形にっくり直そう。その次は南平だと思っております。それからなお調査を

指示して可能だと思っておりますのは大名淵の上の平山住宅、あそこの関係だというふうに思

っております。 6カ所ありますが、できる所から着手をして、そうしてめがね橋にするとか、

あるいは何か技術的に考えられる、このように思っております。年次計画はそれらがずっとつ

ながっていけばいいんですが、そのあたりはひとつまた担当の方に検討をしてもらいたいと思
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いますO

それから河川敷の中の特に平山橋下の親水公園、あるいは高幡橋際の清流公園。アイディア

は大変いいんですが、われわれから考えますと 1年に 1回、 2回洪水があって堤防から提堤ま

でつながってしまう。 だからせっかくつくったものがみんな流れてしまう。先生方はそれは流

れることを承知でやれと、こうおっしゃいます。そのあたりはちょっとちゅうちょする点があ

りまして、ある程度このようなことの方向が決まりましたら、これとて河原の中の、川敷の中

の砂利を大きく動かしてし 1かなきゃなりませんので一々許可条件になってまいりますO 所長が、

京浜の所長が大変その気になって所長がまた交代されたということもありましでもう一遍取り

直してひとつ交渉を進めてし 1く、こういうことになっておりますO

その他は担当の方でお答えをいたしますO

0副議長(米沢照男君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは私の方からお答えすべきところをお答え申し上げ

たいと思いますO

多少前後するかもしれませんけれども、まず第 1点御質問のございました利用計画の調査報

告書が御指摘のようにできておりまして、その後なぜまた調査報告書をつくったのかという御

質問があったわけでございますけれども、これにつきましては普通の建設などの関係で申し上

げますと基本設計があって、そしてさらに実施設計をつくった、こういうふうに御理解をいた

だきたいと思っております。

利用計画の調査報告書につきましては、いわゆるこれは当初まとめられたかなり膨大なもの

でございまして、その中にはかなりまだ夢を実現するための計画などもあったようでござし 1ま

す。それをさらに受けまして実施計画的な段階での策定をもう一度した、こういうことでござ

いまして、その策定の内容に基づきまして、さらにできるところから今後取り組んでいきたい

というふうに思っているわけでございます。

それで年次計画でございますけれども、現在私どもの方で持っております年次計画のうちの

サイクリングロードの計画につきましては特に需要が多いだろうと思われる、いわゆる浅川、

浅川の一番橋の上流につきましては一部を含めまして先ほど申し上げましたように 59年度で

やるわけでございますけれども、さらにはそれの継続的な関係につきましては、いまの計画で

は高幡橋の下流から、つまり 59年度で高幡橋の下流までやりますので、さらにその下流から

-209 -



6 0年度で新井橋からずっと下りましてちょうど衛生処理場の対岸ぐらいまでを 60年度で考

えたいというのが一つの計画でございます。それからさらにその下流は合流点までを 61年度

でやりたい、そういう計画でございます。それからさらに 62年度におきましては一部飛び飛

びになりますけれども、高幡橋の下流から多摩川の合流点までのこれは左岸になります。左岸

をやりた t¥0 その中にいま市長も申し上げましたようにかすみ堤のつなげるものはつないでい

こう、こういう計画でございます。それについて区画整理事業との関連も出てまいりますけれ

ども、このつなげるサイクリングロ ー ドで整備できるところの中にあるかすみ堤については逐

次同じ計画の中で取り組んでいこう、こういうことで実現できる可能性が出てまいります。そ

んなことでとりあえず3年計画を立ててございます。

それからさらに先ほどもちょっと申し上げましたけれども、多摩川の関係等についてはもう

少し先になりますけれども、これについては全般的な整備ということで日野市の体育協会から

も58年の 4月でしたか、陳情書という形で要望が出てまいりまして私どもの方でこれを受け

ておりますO その受けた中で需要の多いまず浅川の関係をまずやっていこう、こういうふうに

計画を立てたわけでございますO さらに浅)11も全体的に見回しますとも っと上流部分のたとえ

ば日野地域は大和田橋の下流からずっと左岸の方の整備なども当然考えられてくるわけですけ

れども、そういう計画も一応ぜひ実現させてほしいということでこの体育協会から出ておりま

す陳情書の中には指摘をしておりますけれども、とりあえず需要の多いところから 3年計画で

まずやってみよう 、こういうふうな考え方でございます。

る人、最近は特に激しいジョギング等から軽い一種の運動というものが要請されてる傾向にあ

ると聞いております。そういう意味で私は健康的、医学的な面からもこの整備というものがい

かに早く実現しなければならな t¥かという観点で今回は申し上げたわけであ ります。ましてや

小さなお子さまが、いま一般の道路でサイクリングということは事実上不可能でございます。

交通渋滞の厳しい中で少なくとも日野市には全長7キロ弱でございます。全部縦で 7キロ弱で

すから、もうそのうち 2キロは一番橋一平山橋はできてるわけですからあと 5キロです。そ

して左岸の方へ行きますとまたさらに同じような距離は出てくるわけですが、いずれにしても

左岸の方にはし 1ま市長も申されたようにかすみ堤が何カ所もあるためにすぐというわけにはい

かないじゃなし 1かと思います。これらは答弁の中にもあったように建設省と十分なる協議を重

ねてかすみ堤等も一日も早く処理できる、解決できるようにしていただきたいと思います。

私が実踏した中で下はいわゆる多摩市が多摩川の日野市の行政境を越えて施設をつくってき

ておるO それで上流に関しては奥住議員がいつも指摘するように八王子市が谷治川にまで乗り

込んできておるという中で上と下からのサンドイジチをされてるO 日野市は一体何をしてるの

かなということが実感でございました。

ひとつ、この辺で日野市も壮大なる市長の先ほどの計画を少しずつではなくてできる限り精

力的に取り組んでいただきたいということを強く要請し 1たしまして、質問を終わらせていただ

きます。

。副議長(米沢照男君 ) これをも って 3のl 日野市もサイクリングロードを積極的

0副議長(米沢照男君 ) 市川資信君。 に建設せよに関する質問を終わります。

4の 1. 就学援助制度について問うについての通告質問者、小俣昭光君の質問を許します。

C 3番議員登壇〕

03番(小俣昭光君) 通告質問に従いまして就学援助制度について問うを質問させて

o 1 9番(市川|資信君) ‘ 大変私もちょっと口調が強いものですから別に怒って言って

るわけじゃないんですけれども、質問したかいがあったといいますか、大変積極的な遅まきな

がらもそういった具体的ないま御答弁いただいたということで安心いたしました。

まだいろいろと聞きたいことありますけれども、きょうはお祭りでもありますし、あんまり

長々と(笑声)しゃべると( rいいぞ」と呼ぶ者あり)あれですから( rりっぱJと呼ぶ者あ

り)この辺で終わらせていただきたいと思うんですが、最後にちょ っと二、三分で結構なんで

すけれども、要は私、サイクリング道路とか、 ジョギングとか、散策路とか現代のいわゆる要

請、自然なる要請、いま長寿国世界ーとかという中にはやはりきめ細かな医師の指導、健康管

理というものが行き渡るがゆえに医師の指導に基づいてジョギングする人、あるいは散策して

いただきます。

いま教育や福祉の充実を求める国民の戸は臨調行革のあらしの中で押しつぶされようとして

いるO 多くの政党が自民党一一政府に追随して国民の声に耳をふさいで教育、福祉を切り捨て

に手をかしている現在、国会、都議会、市議会でどこでも国民の声を議会に届けている共産党

が国民とともに教育、福祉の充実の先頭に立って声を上げることが重要であると考え、この問

題を取り上げさせていただきました。市民に喜ばれる回答をお願いいたします。
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いま、臨調にせ行革の中で憲法25条の宣言する健康で文化的な最底限度の生活を営む権利

を根底から覆され国民がこの三十数年間、不十分ながら獲得してきたさまざまの権利の中身が

薄められ、あるいは奪い取られようとしているO 就学援助制度もその一つであります。経済変

動、サラ金など家庭崩壊が進み、片親家庭はクラスの 1割と言われ、またほかにもいろいろの

困難な事情の中で義務教育を受けている子供が少なくない中で教育費が年々家計を圧迫するこ

とを考えるとより多くの人が就学援助制度を活用することによって義務教育の充実につながる

第一歩となるO 多くの人はこの制度を理解していくには、一つにはまだまだ就学援助制度の存

在すら知らない多くの人々にこの制度をいかに知らせ、理解を深めていくかという点でありま

す。もう一つは、この制度を利用できる対象者の拡大と支給品目の増加、実際の必要額への引

き上げなどまだまだ不十分な中身の充実の問題であるO この制度がなかなか浸透しにくい、あ

るいは制度は知りつつも住民側が利用しない最大の理由はお恵み的な制度というとらえ方が国

のみならず自治体にも色濃くあるからであるO しかし、この考え方は根本的に間違っているO

なぜなら、この制度が教育の機会均等、教育を受けさせる義務、義務教育の無償を定める憲法

2 6条に基づくことは明らかであるO 政府も一応それを認めている。衆議院文教委員会におい

て共産党議員は次のように質問しております。憲法第 26条の教育を受ける権利、受けさせる

義務、また教育基本法の 3条の精神に沿って教育の機会均等という権利、これも保障してし、か

なけれは‘いけなし 1。いまの憲法のもとでは就学援助制度というのは窮貧対策とか慈恵対策とい

う何か恩恵的に貧乏でしょうがな~¥から伺かしてあげようというものではなくて憲法や教育基

本法の精神に従ってこれを保障する立場に立つものだと思うと質問しております。これに対し

て文部大臣はまさにそのとおりだと思いますと答弁しております。

この制度は 19 5 6年に憲法26条、教育基本法3条の精神に基づいて経済的事由によって

就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して学用品、給食費など支給し義務教育のより円

滑な運営を図ることを目的としてスター卜した。当初文部省は全児童生徒の 7%程度の利用者

が望ましいと予算を組んだ、こう言っております。 19 6 7年には 7.2%を境に利用率も落ち

て、 1975年 4.2%に減少しているO 日野市では 19 7 7年には 2.6婦、国の利用率が 4.69

%と半分ぐらいしか利用していなかったのであります。 78年、日野市は 2.7婦、国が 5.0婦、

7 9年、日野市 3.4%、国 4.6%、 80年、日野市が 3.7%、国 4.6係、 81年には日野市が

4.3係、 82年には 5.3係と日野市では少しずつ利用率が上がっているが、これらは 81年共

産党議員団の具体的な提言により申請方法が変わり、 82年には 1領以上の伸びを示しました

が、まだ国の発足当時の7~惑を超えるところまでは達しなかったけれど、去年 7 係、ことしは

7.5%まで受けるようになりました。

最高の受給率を誇っていると言われている長崎県香焼町の坂井町長は次のように語っており

ます。就学援助制度利用の実情を言いますと私どもは昭和 40年の段階で 10%でした。 41 

年は少し多くなって 20 9るちょっと超していますO 生徒の数 50 9るちょっと超したのは 43年

の段階でした。それからぽつぽつふえて 50年には生徒の数の 80%ぐらいになりました。そ

れに生活保護の教育扶助を加えますと 100%になります。ほかの子供がみんな飯を食ってい

るときに弁当も持ってこずパンも買えずに運動場の隅の方で石ころなどをけっている子を見て

心中穏やかでいられず市民団体が中心になって、この運動を進めてきたと坂井町長は語ってお

ります。

このように市当局が真剣にこの問題を取り組むなら長崎県の香焼町のように多くの市民が利

用し、いまの物価高に悩むお母さんに喜ばれる施策の一つで、あります。この制度をより広く知

らせ、多くの人々が利用できる制度にするために具体的に質問いたします。

この利用度を高める上で必要なこと、先ほど言いましたように学用品の問題であります。体

育着、絵の具の道具、習字の道具、あるいは水着、裁縫道具など笛、ハーモニカ、 ドリル、教

材、また遠足の写真など多くの学用品費が必要となっております。また通学用品は靴、長靴、

上履き、帽子など通学用品が必要であります。学用品、通学用品は年間小学校で 1万320円、

中学校で 1万 9，12 0円支出されているが、これらの増額ができるかどうかお答えをお願いい

たします。

第2は医学費の、医療費の利用状況は健康診断の結果、異常ありと診られた児童生徒がどの

くらい利用しているかわかればお聞かせいただきますO

第3については体育用具、クラフ.活動費は国基準にスキークラブ、スキークラブにはスキー

用具一式が組まれているが、野球部、バレーボール部など一般に幅広く行われているものも対

象にするよう国に働きかけると同時に当面市独自の補助対象としていただきたいと思うが、ど

うかお答えいただきたし 10

以上、 3点についてお聞きいたします。

0副議長(米沢照男君) 小俣昭光君の質問についての答弁を求めます。教育次元
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0教育次長(小 山哲夫君 ) それでは、教育次長でございますけれども、御質問に対し

ましてお答えをいたします。

ただいまの就学援助制度につきましては小俣議員さんから申し上げたとおりでございます。

御質問の具体的な内容につきまして 1番、 2番、 3番につきましての答弁をさせてもらいます。

まず第 1点目のいわゆる学用品の関係につきましての、いわゆる小学校、中学校に対しまし

ての現在の単価改正、あるいは増額ができなし 1かというふうな御要望でございます。これにつ

きましては御承知のとおり就学の困難な児童及び生徒にかかわる就学奨励につきましての国の

援助に関する法律が昭和 31年に施行されたわけでございますけれども、その中で国が2分の

lを負担するO そうして地方公共団体がその残りの2分の lを負担するという制度がございま

すO これにつきましてはあくまでもこれは国の方の基準単価、あるいはその種類ということを

決めた中で支給するわけでございますので、おのずからそこに限度があるわけでございます。

したがいまして市の方といたしましては、いわゆる国の方の補助制度以外に実際に各学校で実

施していますところの学用品とか、あるいは購買教育指導費であるとか、そういったものがそ

れぞれ当然不足するわけでございます。そういった意味におきまして教育委員会といたしまし

ては、実際に学校で実施しておる学用品その他の費用の中で国の方でめんどう見ない部分につ

きましては従来ともに日野市の方で負担をしてきてるという実情がございます。したがいまし

て市の方といたしましての従来の方針に従いますならば、できるだけそういうふうな国の方の

財政のいわゆる援助の不足の中でその児童生徒の保護者が負担をしないような方法でも って従

来とも運営を進めてまいるO そういった意味でできるだけ今後といたしましても、そのような

負担がかからないような方法でもって検討してまいりたいというふうに考えてるところでござ

し1ます。

それから第2番目の医療費の保留の範囲の問題につきましての御質問がございました。これ

につきましては御案内のとおり伝染病または学習に支障を生ずる疾病、この学習の支障を生ず

る疾病というのは御承知のとおり学校保健法の施行令第7条に規定する疾病ということでござ

います。 トラホームとか結膜炎とか、あるいは中耳炎だとか、あるいは虫歯であるとか寄生虫

であるとか、こういうものが保健法施行令に定められております。これをこの制度で用います

と国の方の補助金並びに市の方の負担金をもちまして援助をするということでございます。こ

のことにつきましては現在日野市の場合はすべてこれらの疾病にかかった場合にはそれぞ、れ児
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童生徒がお医者さんにかかりまして、 かかった費用につきましては全額市の方で負担をしてい

るのが現状でございます。

なお御案内のとおり生活保護者の児童生徒につきましては、このほかに生活保護費の中の一

般保護費の中で負担をするという制度が生活保護の中にございますので、こ の学校保健法、あ

るいは伝染病等以外の疾病に児童生徒がかかっ た場合には生活保護者の場合にはほかの面での

負担がついてございます。 したがいまして、これらの病気にかかった場合の保護者の負担はな

いというのが現状でございます。なお、これにつきましての支給状況の数字はどうかと申し上

げますと小学校の場合ですと昭和 57年度の数字でございますけれども、年間 107名の方が

受給を受けております。御参考までに申し上げますと一人当たりの平均が 4，050円という単

価でござ います。中学校の場合を申し上げますと 41名が支給を受けておりますO そうして一

人当たりの単価が 7，45 1円という実績でございます。なお 58年度の状況を申し上げますと

小学校の場合につきましては 141名、一人当たりの平均が 4，200円という ことでございま

す。中学校を申し上げますと 59名でございます。そしてその単価につきましては一人当たり

6， 7 0 0円ということでございます。この数字から申し上げましてわかりますとおり、利用者

は毎年増高の傾向にあるということがおわかりになるかと思います。そういうことで今後とも

どもこれらの日野市の普及状況につきましてもできるだけ保護者の負担がかからないような方

法でもって教育委員会としても検討してまいりたいというふうに考えておるところでございま

す。

それから第3点目のクラブ活動費、その中で野球とかスキ ーとか、こういった面につきまし

ての特別教育活動の保障ということを国で見ない場合に市の方として考える意思があるかどう

か、こういうふうな御要望を含めた質問だろうと思います。これにつきましてはいろいろと各

市町村の実情に合わせた中で決定することになっておりますけれども、しかし、各市町村とも

に国の方のいわゆる法律がございますので、その法律に定めた範囲内におきましての学用品の

処理、あるいは支給の額等を決めているわけでございますO 各市の 26市の状況を見ましでも

一応就学援助に関する法律に基づきましての支給が大部分のようでございますO いわゆる何て

いいますか、法律で認めた以外のクラフ・活動等の問題につきましては相当の予算等もかかる問

題でありますので、これにつきましては当然財政当局の方の予算措置の問題も絡んでまいりま

すのでいろいろと御要望がございましたので今後の検討課題ということで十二分に検討させて
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もらいたいというふうに考えておるところでございます。 以上でございます。 母には説明会を持つなど先生方にも協力の依頼をするO 学務課で 2人の職員がこの問題に取り

組んでおりますが、とても各学校へ行って説明するにはそれだけの余裕がありませんので、ぜ

ひ学校の先生などの協力を得てこの問題を進めていただきたし、。また適用者が30%を超える

と事務職員がふえることなどの理解を深めることが学校の先生たちの協力を得る、ふえること

の一つになりますo P T Aなどの協力をいま以上高めることにより一人でも多くの人たちが利

用できると思いますが、教育委員会がどのように今後利用率を高めるかお考えがありましたら

0副議長(米沢照男君) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君) 第 2点目の医療費の利用状況の中で学校で健康診断が行われ、

そして異常のあったお子さんには紙を渡されましてお医者さんに、たとえば虫歯があれば歯医

者さんに行って治療してきてくださいという紙が渡されます。これはほかの課でもそうなんで

すけども、渡されます。ところが、健康診断が 4月から 5月に行われて紙がすぐお知らせが来

るわけで、すO ところが、就学援助の認定が、認定されるのが 7月ぐらいになっておりますので

そういう点ではその学校からのお医者さんに行って診てもらいなさいという紙が先に来てしま

うわけですし、ですからお母さん方は子供さんをすぐに病院に連れて、お医者さんに診てもら

うという形で実際にはこの医療券を 1学期には余り使われてないというのが現状だということ

をお母さん方から聞いております。その後にこの医療券が来るということでもっと早く来れば

これが利用できるのにというような声も聞かされておりますので、この辺についてはなるべく

早く券がいただけるようにしていただければ医療費は幾らかでも利用できるんじゃなし 1かとい

うように思っております。

それと第3点目の体育の実技用具、これには国の基準でも柔道、あるいは剣道、余り中学で

も、この辺の中学でもやられていないものがその対象になっているO 北海道なんかでは札幌の

市民運動の中でスキークラブができていてこれの費用が大変高いからこれを認定してほしいと

いう運動の中でスキー具、靴とか、あるいはスクー卜の靴がこのクラフ.活動費として認定され

たということが言われております。日野市の中でもスキーとか、そういうのは余り行われてお

りませんのでやはり一番目野で行われている野球などに対象を広げることによって、そういう

点では利用者がふえるというように思うわけであります。

その辺でこの医療費の利用の状況と、それと、このクラブ活動費をぜひ真剣に検討していた

だきたいと思います。

また、この就学援助制度があるということを知らない人が先ほども言いましたように意外と

多いのでありますO ひの広報にたしか 1回載っておりますが、これを 1回だけではなく何回か

載せていただく必要があるのではないでしょうか。この申請はいつでも4月1日、 5月 1日だ

けではなく、いつでも申請がされるわけですから何回かひの広報でもお知らせをしていただけ

ればもっと利用者がふえるのではな~¥かと思います。また学校の先生の協力を得て新入生の父

お聞かせいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 再質問についての答弁を求めます。教育次長

0教育次長(小山哲夫君) 第 1点目と第2点目につきましては先ほど答弁したとおり

でございます。

第 3点目のいわゆる PRの問題がございます。これにつきましては確かに機会均等、教育の

機会均等ということがございます。広く一般の対象者が全額、全員が受給されるということが

必要であります。 PRにつきましては先ほど年 1固とおっしゃいましたけれども、 4月の 1日

の広報と 4月の 15日の広報と 2回に分けて PRをしております。それからなおあわせまして

毎年 3月の下句ごろでございますけれども、学校の事務職員、あるいは就学援助を担当してお

ります生活指導主任等を教育委員会の方で招集いたしまして、それに対しましての説明会を開

いております。その際、各学校の方から当然父母等に対しましての問い合わせがありますので、

その際はひとつよくその内容を説明してほしいということを披露しておるところでございます。

今後ともどもそのPRにつきましては周知徹底を図っていくように最大限の努力を傾注してま

いりたいというふうに考えております。

それから事務職員の派遣の問題がございました。これにつきましては御指摘のとおり就学援

助に関しましてのいろいろと学校の事務職員等の手を煩わすわけでございます。その事務の簡

素化を図る意味におきまして、昭和 47年度に東京都の新しい制度といたしましてこの事務の

軽減を図るためというふうに職員の、事務職員の派遣ということを考えてます。これにつきま

しては御案内のとおり一つの基準がございます。 15学級以上、小学校の場合でいきますと

1 5学級以上24学級まで 300人以上の学校であり、かつまたそこで受ける受給者が30%

以上の該当者がおる場合、中学校の場合につきましては 15学級以上22学級まで 300人以

上、これまた 30弼以上の受給者がいる場合ということに限りましての事務職員の 1名の派遣
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ということを考えているわけでございますけれども、特にいままでは各学校に対しましての事

務職員の相当事務量があったわけでございますけれども、最近の傾向といたしまして各区市町

村とも共通でございますけれども、各学校における事務のことよりも各区市町村が肩がわりで

就学事務をやってるという傾向がございますので、 東京都の方と いたしまして もこの派遣につ

きましての定数の見直しと いうこと を考えておりますO しかし、一応これらの要するに定数の

枠がございますのでその範囲を超えた場合には当然事務職員の派遣がされるわけでございます

ので、そういう該当校が出ました場合には教育委員会といたしましては事務職員の派遣につき

まして東京都の教育委員会の方に要請 してまいり たい、こうい うふうに考えておるわけでござ

t ¥ます。以上でございます。

0副議長(米沢照男君 ) 小俣昭光君。

03番(小俣昭光君 ) どうもありがとうございました。

それでは最後に市長にお願いいた します。いま臨調にせ行革が推 し進められ (笑声)あらゆ

る補助金が削り取られようとしております。軍備拡張のための臨調路線と教育臨調を食いと め

る上でも就学援助制度の拡大、充実の運動を大きく盛り上げていく必要があると思います。そ

して新しい形で日本の貧困が進められ子供たちの身も心もむしばもうとしているときに義務教

育を充実させなければならないと思うが、市長はどのようにお考えかお聞かせいただきたいと

思いますO

0副議長(米沢照男君 )

O市長(森田喜美男君 )

市長。

私も制度上のことを必ずしも詳しくは存じませんが、 ( Iこ

りゃだめだJと呼ぶ者あり) (笑戸)憲法に言われておりますとおり義務教育はこれを無償と

するという精神の発展だというふうに考えるわけでありますO そうしてまた法のもとに平等で

あるとか行政施策は絶えず市がまんべんなく当たることでなければならない、こ ういう原則が

あるわけであります。したがって適用できる分野には十分手落ちなく適用し、図るO このこと

はまた行政のきめ細かさ、あるいは温かさという意味においても大切だと思いますから教育委

員会でもそのように努力をしていただこう、このようにお伺いをしたところでございます。

0副議長(米沢照男君) これをもって 4の1. 就学援助制度について問うに関する質

聞を終わります。

次に 4の2.滝合小、平山中の施設改善について問うについての通告質問者、小俣昭光君の
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質問を許します。

03番(小俣昭光君)

だきますO

滝合小学校、平山中学校の施設改善について問うをさせていた

滝合小学校は開校して早くも 13年になります。 この間毎年 1，00 0人を超す児童数となっ

て市内の小学校でも大きな学校の一つに数えられています。学年 181名。 2名足りないとい

うことで 5クラスが4クラスに減らされ学年が多くなって、そういう学年が多くなり、すし詰

め教育がふえています。 40入学級の早期の実現を望まれると ころでありますo 1 3年たつと

校舎や体育館など施設の傷みがあちこちに見られるようになりました。早自に老朽化対策を施

し、 また施設の新たな設置をお願いいたします。 5点について具体的に質問いたします。

校舎の内装、外装をお願いし汚れが目立って教室や廊下が暗いと言われておりますので、ぜ

ひ外装、内装の塗装をお願いいたします。

2番目としては、プール施設では、 プーノレサイドがでこぼこになっていてプールを開放する

前には草刈りから始める、こ のように言われております。また更衣室の補修などプーノレの排水

対策。プールの深い所に排水口があるのではなく、わきの方に、排水口より下にプールの底が

あるというので (笑戸)水がはき切れないと いうようなところがある、こ のようなところの改

善をぜひお願いしたいと 言われております。

3番目には体育館の床の問題であります。 13年たって床や線引きなどがすり切れておりま

す。バレーポーノレコ ー トや、あるいはノ《スクッ卜のコ ー トが白線や緑の線が消えている、この

ように言われております。また床が滑ってしょうがない、危なくでしょうがないとも言われて

おりますので床の修理をお願いいたします。

4番目は体育館の問題でありますが、体育館の倉庫、いま新しく体育館ができているところ

は体育館倉庫というのがあるそうですが、滝合小にはその体育館倉庫がありませんO マジトや

飛び箱、あるいは平均台などが体育館の中に横の方に寄せてあるO 体育上、体育の上でも支障

を来すということで出し入れの便利な所にぜひ倉庫を設置してほしい、このように言われてお

りますO また体育館も日曜日など地域のお母さん方やお父さん方がバレーポーノレなどで利用す

るのが多くな ってきております。滝合小学校も機械警備になりまして体育館を使うのにトイレ

がなし 1。そこで近くのプーノレのトイレを借りて利用しております。 トイレをぜひ体育館に設置

してほしい、こ のような戸も出ております。
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また 5番目としてはグラウンド開放のためのやはりここにもトイレが設置されておりません。

し、ま日曜日などではサッカーや野球、大ぜいの人たちが滝合小のグラウンドを利用しておりま

すO この子供たちがプーノレ、校舎をぐるっと回ってプーノレのトイレを利用する、このように言

われております。ぜひグラウンドにもトイレの設置をお願いしたc'0 

以上が滝合小学校の問題であります。

あと平山中学校の問題で、は開校以来電車騒音で悩まされておりますo 1 0分間置きぐらいに

電車が通るO 普通電車の場合まだいいんですが、特急や急行、南平駅を通過するような電車の

場合は相当の騒音が教室の中まで響いてまいります。至急にこの問題、防音壁をつけるなど解

決をお願いしたいと思います。

またグラウンドの砂ぼこりの問題であります。これは滝合小でも平山中でも同じように砂ぼ

こりが春、あるいは冬など大変な砂ぼこりが起きるO 教室の中や、あるいは地域の民家の家の

中までその被害が及ぼされておりますO

これらの対策をぜひお願いしたいと思いますが、以上、改修や新築を含めて 7項目の回答を

お願いいたしたいと思います。

0副議長(米沢照男君) 小俣昭光君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) それでは私の方から 7点に渡りましての御質問がございま

したのでお答えしたいと思います。

まず第 1点目の校舎のいわゆる内装、外装の塗装といいますか、これにつきましての御要望

がございました。校舎の塗装、内部塗装につきましては教育委員会といたしましでも各小中学

校にそういうところがございますので、これにつきましては特に傷みといいますか、内装をし

なければならない緊急度の高い学校から順位をつけまして年次計画を立てまして実施をしてお

るところでございます。現在、小学校の場合ですと 7校を塗装してきておりますO 中学校の場

合ですと 3校を塗装してきております。したがいまして各小中学校の内容をよく調査いたしま

して特に塗装しなきゃならないという緊急度の高いものから逐次この塗装を予算化してやって

いきたいというふうに考えております。

それから第2点目のプールサイドの傷みの問題がございました。これにつきましては教育委

員会といたしましてもできるだけプールの運営に支障を来さないような形の中で考えておりま

すので、この辺につきましてのよく実態を把握した中でプールの改修をしてまいりたいという

ふうに考えております。

それから第 2点目のプーノレサイドの傷みの問題がございました。これにつきましては教育委

員会といたしましても、できるだけプールの運営に支障を来さないような形の中で考えており

ますので、この辺につきましてもよく実態を把握した中でプーノレの改修をしてまいりたいとい

うふうに考えております。

それから体育館の床のラインが消えて非常に体育の授業を進めていく中で支障を来しておる

ので、このラインのところの改修をしてもらいたいという御要望がございました。これにつき

ましても各学校とも滝合小学校のみならず共通している問題でございます。 1校当たり大体

300万円程度の改修費がかかるというふうに聞いておりますので、これにつきましても各学

校の実態を把握して、そして緊急度の高いものから逐次予算化した中でこれらの改修を進めて

まいりたいというふうに基本的に考えておるところでございます。

それから第 4番目の体育館の倉庫の問題、新設につきましての御要望がございました。これ

につきましては現在小学校の体育館には体育館の中に倉庫を設けている学校は 1校もございま

せんO したがって、これは小学校全体の共通の問題でございます。御指摘のとおり確かに小学

校の体育用具につきましては、そういった倉庫がございませんものですから体育館のわきに置

くとか、あるいはステージの下に地下、半地下式の倉庫がございます。そういう所に置きます。

これにつきましては相当また費用もかかる問題もございますので、これにつきましても今後の

教育委員会全体、各小中学校全体の共通の問題でございますので、これらの問題につきまして

は鋭意検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。

それから第 5番目がグラウンド開放、体育館の倉庫に続いておりましてトイレの設置の問題

がございました。確かに滝合小学校の場合には体育館の中には便所がございませんO そこで第

5番目の学校開放に絡んでの現在兼用の便所がないので、それもあわせてつく ってもらいたい

というふうな御要望が、御質問がございました。私どもといたしましては確かに学校開放とい

うことで滝合小学校の体育館、あるいは校庭等を一般市民が利用しておりますので今後児童が

使う体育館の便所とあわせまして一般市民が使える校庭開放の便所をですね、これは兼用でき

るような便所を何とかひとつつく っておく必要があるだろうということで、これにつきまして

はできるだけ設置する方法で、なるべく早い機会に設置する方法で検討してまいりたいという

ふうに考えております。

-220- 明

ω



それから第 6番目が平山中学校の騒音問題につきましての防音壁の設置の問題についての御

提言がございました。これにつきましてはたしか 3月の議会の中で米沢議員さんからの御質問

があったというふうに記憶してますけれども、昭和 58年度の教育予算の中に平山の中学校の

騒音を防止するために平山の京王線の軌道敷の中に防音壁を設置するべくたしか 600万円の

予算を計上いたしました。そ こで教育委員会といたしましても京王帝都の方に参りまして何と

かひとつ軌道敷地内に防音壁をセッ卜してもらうように要請をしてきたところでございますけ

れども、結果的にはその段階では、いわゆる保安距離の問題がございまして、それが3メー タ

一以上なければ軌道敷地内に防音壁ができないという、そういう ことで 58年度につきまして

は大変雑念でございますけれども、流産してしまったというふうないきさつがございます。そ

こで、これにつきましては確かに小俣議員さん、おっしゃるとおり 10分間に 1本ずつ電車が

通るわけでございますので非常にきつい音が出ます。非常にこれは装備の急を要する問題だと

いうふうに私ども理解しておりますので、今後ともども私どもといたしましては京王帝都の方

に参りまして何とかひとつ軌道敷地内に防音壁がセ y 卜できるように交渉を進めてまいりたい

と思います。これが解決次第これは予算も大した額でございませんので財政当局の方にお願い

いたしまして解決次第補正予算でも計上いたしまして、何とかひとつ防音壁をつくるような最

大限の努力を傾注してまいりたいというふうに考えておるところでございます。

それから第 7番目の校庭の砂ぼこりのいわゆる砂じん対策につきましての御質問がございま

した。確かに、これにつきましては滝合小学校と限らず大坂上中学校初め確かに砂じんが舞い

上がって付近の住民に対しまして、いろいろと迷惑かけてるというふうな実情があることは事

実でございます。教育委員会と いたしましでもこの対策を何とか講じていく必要があるだろう

ということで、いまそれらの検討を進めているところでございますけれども、一番いい方法は

塩化カルシウムに砂を混ぜた、混合したものを特にそういう砂ぼこりのひどい所に散布いたし

ますと 1年ぐらいは何とか砂ぼこりが防げるという 、こういうふうな新しい方策があるようで

ございますので教育委員会と いたしましては特に校庭の砂ぼこりのひどい所につきましては、

そういうふうな措置で何とかひとつ対応しまして付近の住民に迷惑を及ぼさないような最大限

の方策を講じてまいりたい、こういうふうに考えておるところでございます。以上でございま

03番(小俣昭光君 ) 最後の砂ぼこりの、グラウンドの砂ぼこりの問題でありますO

これは塩化カノレシウムを混ぜた砂ということで大体1つの学校グラウンドでやった場合にどの

くらいの予算がかかるのか、もしわかりましたらお聞かせいただきたいと思います。

それと校舎の内装や外装の問題ですけど、滝合小の廊下、特にA棟と B棟とありますが、 B

棟の方、北側の校舎ですけど、ここの渡り廊下の部分、当然、こ こは窓も少なく外からの明かり

が届きにくい所なんですけど、ここは非常に暗いんですね。私なんかも父親参観や、あるいは

授業参観にときどき行きますけど、そのときでも非常に暗いというように印象を持って、私た

ちの子供のころこんなに暗かったかなというよう に思っていたんですけど、実際にはいま新し

くつくってる学校は相当明るいと言われておりますので、ぜひそれらのと ころ考慮をしていた

だいて早急に改善をお願いしたいと思います。

0副議長 (米沢照男君) 教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君) それでは 2点の再質問が出ましたのでお答えいたします。

第 1点目の、いわゆる砂じん対策に対しての塩化カノレシウムと砂を混ぜたものを、混ぜた場

合に 1校当たりどのくらいの費用がかかるかということでございますO これはまだ教育委員会

の方として これから検討して散布するわけでございますので具体的に各学校どのくらいかかる

かということはl¥まのところ額はよくわかりませんO いずれ、大した額でないというふうに聞

いてますので、これがわかり次第議員さんの方にお伝えしたいと思いますO

それから第 2点目 の、いわゆる B棟の廊下の渡り廊下の所が非常に暗いということで、これ

を何とか早急に対策を講じてほしいというふうな御要望でございます。これにつきましては学

校の運営に支障を来さないようなことが必要と思いますので私もよく実態を把握してませんの

で学校現場へ参りまして、それらの支障を来さないような方策を講じてまいりたいというふう

に考えておりますO 以上でございます。( Iどうもありがとうございました」と呼ぶ者あり)

0副議長(米沢照男君)

うに関する質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

これをもって 4の2.滝合/J'，平山中の施設改善について問

本日はこれにて散会いたしますO

す。 午後4時 43分散会

0副議長(米沢照男君 ) 小俣昭光君O
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説明のため会議に出席 した者の職氏名
午前 10時 26分開議

市 長 森 田 喜美男 君
0議長(高橋通夫君〉 本日の会議を開きます口

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日 藤 良E ー君
ただいまの出席議員 25名でありますo

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総務部長 伊 藤 iE =口と 君
一般質問に入ります。 5の 1、学校施設(学校教育〉についでの通告質問者、馬場繁夫君の

市民部長 力日 藤 男 君 生活環境部長 坂 本 主ノ¥ 雄 君
質問を許します。

清掃部長 大 貫 松 雄 ::G 都市整備部長 結 城 ?た 君
C 7番議員登壇 〕

建設部長 中 村 フ1主乙デ 助 君 福 祉 部 長 I主ロ司 野 隆 君
07番(馬場繁夫君) それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

水道部長 万く 原 照 雄 君 病 院事 務長 佐 藤 智 :基 君
日本は、明治以来欧米の科学技術、社会制度、文化等吸収し、発展してまいりました。吸収

教 育 長 長 沢 一 虫B 君 教 育 次 長 山 哲 夫 君
することが急な余り、かえって従来の文化を破壊してしまった点もあり、今、大きな反省に迫

られていることは周知のとおりでありますo

会議に出席した議会事務局職員の職氏名
中曽根首相は、臨時教育審議会を構成する 25人の委員を、幅広い分野から人選し、ともか

局 長 日 倉 高 光 君 f、R 長 そ2ム玉4 沢 代 亡口と 君
くスタートをすることになったのでありますD 今日においては、欧米のモデルを単なる輸入、

書 記 栗 原 元フ主ロ 次 君 書 言己 萩生田 ，E』Ed-E &ー， 司 君
消化を続けるのではなく、世界平和を基調とし、国際社会の中でどう役割りを果たすべきか、

書 記 寸，ぅコ氏、『 野 省、 君 書 言己 串 田 平 手口 君
さらには次代を担う子供たちが喜んで 21世紀を迎えるためにも、今こそ親 と教師、学校と行

書 記 佐々 木 茂 時 君
政、さらに社会の各介野の人々が協力し合い、教育の改革、改善に全力を挙げるときであると

されておりますo

昭和 59年 9月 17日 4月)

午前 10 時開議

今回は、現状の 6・3・3楕Ijの中で実施可能な問題を取り上げてみたいと思います。

総理府の子供人口についての調査結果を見ますと、 4月 1日現在 2.66 8万人で、前年度よ

り39万人減少しております。総人口に占める割合は 22.3婦と、前年より O.4ポイン卜減り、

6年連続で記録を更新しております。

さらに、出生児数は 151万人で、昨年より 1万人減り、 50年以来の減少傾向はとまらな

いとされております。米国、フランスとほぼ同水準であり、厚生省の人口問題研究所は、 70 

年ごろは西ドイツと同水準の 17弼程度まで下がるとされております。

都道府県の子供の割合が、出生率全国 1位の沖縄が 29. 1婦で、最も低いのは東京の 18.6 

婦となっております。

そこで、質問第 1点といたしましては、市内における子供人口の現状と、将来の予測、さら

に子供人口の減少の中で、小学校の空き教室の状況と、今後の予測についてお聞きいたします。

質問第 2点目といたしましては、空き教室は現状において、第 2音楽室、美術室、図書室等

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の 3

立川速記者養成所 所長 関根雪峰

速記者 小野口純子君

議事日程

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1

可
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の特別教室として利用されております。今後、さらに空き教室の増加が予測される中で、各小

学校の独自利用制を尊重しつつ、地域に根差し、地域文化の消化の役割りが必要な時期に来て

おるとされております。

さらに、学校開放の声も高まりつつあります。市内の全小学校、または各学校単位でプロジ

ェクトチ ームを編成し、空き教室、学校開放問題の対策に本格的に取り組むべきでありましょ

う。空き教室は、まず学校教育の充実が第 1であることは当然でありますo さらに地域に開か

れた学校づくりも必要であります。

管理運営、責任体制と、今後検討課題も多いが、前向きの姿勢で検討すべきだと思われます

が，どうお考えになっておりますか，お開きいたしますD

第 3番目の質問といたしましては、東海銀行の調査によりますと、パソコン、マイコンを持

っている児童、学生は、小学校が 6.9婦、中学生が 14.6.%、高校生 1O. 4婦、大学生 8.8婦

と、中高生の比率が高くなっております。好奇心旺盛な上に、コンピュータ ーに無理なく入っ

ていけるのがこの年代とされております。子供が欲しがっているものの中で、男子に限った場

合では 29.9%と、約 3割近い男の子がノマソコン、マイコンを欲しがっているとされておりま

す。

と聞いております。

岡山県では、拡声機騒音では初めての条例規制も行っており、東京都では近隣騒音問題懇談

会を設置し、鈴木知事は、カラオケだけではなく、デモの拡声機使用、ピアノ騒音などを含め

た広い意味での近隣騒音規制について、調査検討する予定で、さらには政治活動、労働運動、

学校、保育園などの拡声機使用について、集会、結社の表現の自由との兼ね合いで規制すべき

か等、近隣騒音規制の本質に触れる議論が展開されると予測されております。

現在のホーンスピーカ ーからコラムスピーカ一、またはワイドホンスピー力 一等を 3ないし

4カ所設置することにより、 3分の lから 5分の lぐらいまで騒音が減少されると言われてお

りますo 早急に対策を検討していただきたt)0 

さらに、学校建設、公共建物におきましては、基本計画の段階で周辺の騒音対策、また音質

とも十分配慮していただきたし 1。お考えをお聞きいたします。

第 5点目の質問といたしましては、近年社会構造の変化、あるいは核家族化の進行に伴し¥

非行化が全国的な問題になっております。さらに、低年齢化傾向にもあります。非行から守る

ためには、家庭、学校、地域社会が一体となり取り組むこと以外にないとされております。

教育問題、非行問題等が気楽に相談できる家庭と相談員をホットラインで結ぶ「家庭教育電

話相談Jの設置を検討してはどうかと思います。これは曜日を定めて、元校長、元教師等の方

に電話で相談に乗っていただくことであります。

さらに、できれば特別相談日を設けて、 「子供の悩みの 110番」も設置することができな

いか、早急に検討していただきたいと思います。

第 6点の質問といたしましては、学校と家庭をホットラインで結ぶ「学校情報テレホンサー

ビス」の設置であります。

学校の行事予定や学期末試験、生活指導等の注意など、さらにPTAからのお知らせなど、

必要な情報を録音テープに吹き込んで受信専用電話にセッ卜すれば、学校に関する情報が知り

たいときは、専用の電話にダイヤノレすればテープが流れ、学校と家庭がホットラインで結ぶこ

とになります。このホットラインを通じて、父兄と生徒、学校とのコミュニケーションが活発

になると思われます。特に諸問題の多い中学校に試験的に行い、結果が良好であわば全市的に

行ってはどうかと思いますので¥お考えをお聞きいたします。

第 7点目の質問といたしましては、市民団体の調査によりますと、大人の喫煙率は徐々に下

生徒と教師の話題の共通性も広がり、生徒の学ぶ意欲を喚起し、生徒の成長発達にふさわし

いものを与えられることに通じてくることもありますし、さらに教師のコンピュータ 一利用は、

成績や健康の管理等、教師の教育事務軽減のためにも利用は高まってくると予測されておりま

す。

文部大臣の諮問機関である社会教育審議会におきまして、このほど小中学校の教員や社会教

育関係者が、マイクロコンピューターの利用技術を身につけ、教育の現場でマイコンを活用で

きるようにと、マイコン研修カリキュラムをまとめ、全国の教育委員会に送付されたと言われ

ております。積極的に取り組む施策がありますか、お聞きいたします。

第 4点目といたしましては、学校の屋外放送施設の場合には、校庭にトランペットスピーカ

ー、またはホーンスピーカーが lないし 2カ所設置されております。音楽の専門家の中には、

高音で音域が狭いために、聞く側に圧迫感を与えたり、音感上懸念する声もあります。

さらに、ホーンスピー力一等は音量が遠くまで届くために、学校周辺の市民は大変に因って

いるとの声を聞いております。ある学校では、屋外放送の騒音問題になっているところもある
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がっている中で、未成年者の喫煙は逆に増加しております。高校生は 7割以上、中学生は 5割

以上、小学生でさえ 3割に喫煙の経験があるとされております。

わが党の西多摩地域の 3市 5町で、 2.500人を対象に教育問題のアンケート調査を行し¥

調査結果によりますと、過去 3年間の非行では、喫煙 22.9婦、万引き 18.4%と圧倒的に多

く、 早急な対策が必要であると分析しております。

日教組においても、児童生徒に対する禁煙教育を進める必要があると指摘されており ます。

子供への禁煙教育の必要性を訴えたWHOの勧告や、カナダ、スウェーデン等の禁煙教育を参

考に、小学校から禁煙教育を考える必要な時期に来ているのではないかと思われます。お考え

をお聞きいたします口

第 8点の質問といたしましては、府中市歯科医師会の調査によりますと、子供たちの、最初

に永久歯が生えかわる 6歳きゅ う歯の虫歯患者率が、 1年生、 2年生に急増 しているこ とが、

調査により明らかにされました。 学校での給食後の処置が原因ではないだろうかとされており

ます。学校と家庭ぐるみの指導が大切だとも指摘しております。

さらに、学校保健法によ ります と、虫歯の予防指導は大切な職務 とされておりますD どのよ

うな予防を実施しているか、まずお聞きしたいと思います。

さらに、今後の対策についてもどうされているか、 お聞きいたします。

また、厚生省が来年度よりモデル地区を定めて実施予定の虫歯予防のフ ッ化物塗布について

は賛否両論がありますが、どのようなお考えをお持ちになっておりますか、お聞かせくださし 1。

第 9点目の質問としましては、東京都がまとめた窓ガラス等の落下物実態調査によ りますと、

3階以上の建物で、震度 4ないし 5程度で落下物のおそわのある建物は、全体の 15. 6婦と さ

れております。

宮城県沖地震の教訓によります と、 怖いのは窓ガラスで、割れると、ガラ ス片は とがった先

を下にして落下します。そのときの風の強さによっては、数十メートル四方に落下するそうで

あります。

仙台市では、けがをした人の 4分の lがガラス片の落下によると報告されております。

行政面での対策として、科学的な面における落下物防止対策を早急にする必要があると、指

摘もされております。宮城県沖地震規模でも、合わせガラスや網入りガラスだと、 割れても飛

び散らず、安全率が高くなるとされております。

学校施設は避難場所にも指定されておりますし、児童の安全を考えた場合、学校の 3階以上

の窓ガラスにポリエステルのフィノレムを張りつけ、窓ガラスの補強を早急に検討する必要があ

るでしょう。

さらに、今後公共建物を建設する場合におきましては、安全ガラスや強化ガラスの使用を考

えていただきたいのであります。特にはめ殺し窓や大きな開口部等につきましては、十介な対

策を講じていただきたいと思います。お考えをお聞きいた したいと思います。

以上、よろし く答弁のほどお願いいたします。

。議長(高橋通夫君〉 馬場繁夫君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

。教育次長(小山哲夫君〉 学校施設につきま しての 9問の質問が出ましたので、そ

れぞれ順を追いまして回答させていただきたいと思います。

まず第 1点目の、市内の小学校の児童数の現状と将来の予測、あわせまして空き教室の現状

がどうか という御質問でございます。

小学校の児童数の推移を見ます と、 本市では昭和 55年度をピークと いた しまして、その数

は減少の傾向にございます。今後とも児童数につきましては減っていくんじゃなし、かというふ

うに予想をしていると ころでございます。

また、中学校は、逆に生徒数は現在ふえております。 この傾向につきましては、昭和 61年

度まで増加いたしま して、 昭和 62年度からは漸減していくような傾向にあるんじゃなかろう

かというふうに、私どもは推測をしているとこでございますo

本年度の 5月 1日現在の児童数でございますけれども、 l万 4.3 1 0名の小学校の児童がお

るわけでございます。前年度と比較いたしますと、 566名の減少でございます。クラス数に

いたしますと、 9クラスが減っておるというのが現状でございます。

空き教室の問題でございますけれども、小学校 20校の保有教室につきましては、現在普通

教室が 492教室でございます。クラス数につきましては、 380クラスということでござい

ます。したがいまして、これを差し引きいたしますと、 109教室がいわゆる空き教室という

ふうな形になってくるか と思いますD

それに対しましての今後の空き教室の利用についてはどうかということが、第 2問自の御質

問でございますけれども、現状におきましての空き教室でございますけれども、これは御承知

のとおり教育行政財産でございます。そういった意味で、文部省並びに東京都の方の教育委員
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会の指導がございます。

また、近い将来にわたりまして、現在 45入学級でございますけれども、児童数が減少 して

いく中で、文部省の方の、固といたしましても、 40入学級にするというふうなことが、将来

予想されるわけでございます。

そういうことを踏まえまして、東京都並びに文部省の方の指導といたしましては、できるだ

けそれらのことを十分に将来計画を考えた中で、これらの空き教室につきましては本来のいわ

ゆる教育活動に使うようにという、 こういう大前提のもとに指導を受けているわけでございま

す。

校長会の中で検討を進めてもらうようにということで要請いたしまして、現在これを受けまし

て、校長会の中で検討委員会を設置し、 これら空き教室の対策をどうするかということについ

ての検討を進めていくというのが現状で ございます。

校長会の意向といたしましては、視聴覚室が現在非常に足らないというふうな各学校の共通

の問題がございますので、特にそういった面に利用したいということを考えているようでござ

います。

したがいまして、これを受けまして、現在は各小学校とも、第 2特別教室と申しましょうか、

要するに図工室であるとか、あるいは視聴覚室である とか、音楽室であるとか、そういった面

の特別教室は現在少ない状況にございますので、そういった面での活用というものを奨励して

いるとこでございます。

なお、これらの学校教育の目的以外になおかつ空き教室が空いた場合におきましては、特に

一般市民の学校開放の中での、現在行われております体育関係の学校開放につきましては進ん

でおりますけれども、いわゆる文化施設等の学校開放は行われておりませんので、これらの問

題につきまして、教育委員会、あるいは市長部局の関係者、あるいは一般の住民等を交えまし

て、これらの空き教室の今後の利用につきましての検討を進めてまいりたい、というふうに考

したがいまして、各小学校ともこれを受けまして、現在はそのような第 2特別教室という形

の中で利用しているのが現状でございます。したがいまして、純然たる意味におきます空き教

室ということは、本当に数少ないというのが現状でございます。

これに対しましての今後の空き教室利用の問題についての教育委員会の考え方はどうかとい

うことでございます。これにつきましては、東京都を初め各都道府県におきましても、空き教

室の利用につきましては非常に大きな問題という形の中で、今後各市町村におきまして、教育

委員会の中で検討委員会を設置いたしまして、これらの空き教室の合理的な利用につきまして

の利用を進めたらどうかというふうな指導を受けているところでございます。

近隣の八王子市におきましては、すでに議会の方にも報告してございますけれども、空き教

室に対しましての特別の検討委員会を設置するというふうな形の中で進めておるのが現状でご

ざいます。

当市といたしましても、これらの問題につきましては特に理事者側からも要請がございまし

て、できるだけ空き教室につきましては学校教育の運営に支障がない範囲内におきまして、特

に一般地域住民に解放したらどうかというふうな強い要請も受けておりますので、教育委員会

といたしましては、先般 4月の校長会におきましても、この点につきましてよく市内の実態を

明らかにしてもらいたいということと同時に、空会教室の利用につきましては、何とかひとつ

えているところでございます。

第 3番目の、いわゆるパソコン、マイコンの導入問題についての御質問が出ました。これに

つきましては、教育委員会といたしまして、昭和 59年度におきまして一つの試験的な意味で、

中学校でございますけれども、マイコンを 1台導入いたしまして、児童生徒の学校の教育上の

効果の面を考えまして、これらのマイコンにつきましても試験的に取り入れまして、そしてこ

の結論を踏まえながら、今後各中学校等につきましての導入問題につきまして、検討を進めて

まいりたいと思っておりますO

御提言がございました児童生徒のいわゆる教育面のほかに、教職員の事務の簡素化、あるい

は事務職員の事務の合理化、簡素化という御提言もございました。これらの問題を踏まえまし

て、 59年度は一つの試験的な年ということで、 l台を購入いたしまして、総合的な中でのマ

イコンの導入につきましての、今後の導入等につきましての検討を進めてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。

それから、いわゆる学校騒音の問題につきましての御質問がございました。 9月 1日の東京

新聞によりますと、特に学校から流れますスピーカ一、あるいは音楽等の騒音が地域住民に害

を及ぼしているというふうな情報を私どもも受けておりますo

そういった中で、確かに御提言がございました学校から流れますスピーカーの騒音につきま

しては、十分に私ども教育委員会といたしましては配慮をしてし 1かなきゃならぬというふうに
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考えているところでございます。特にこれから運動会等を迎えますと、いろいろと放送等がご

ざいます。そういった中でこの指導は十分に考えていく必要があろうかと思います。

その対策でございますけれども、われわれといたしましては、二つのこ とを考えております。

一つは、現在取りつけてあります学校のスピーカーの位置の問題があると思います。

もう一つは、いわゆる音量調整の問題があろうかと思います。

したがいまして、これらの音量調整、あるいはマイクロホン、スピーカ一等の設置の位置の

問題等も多少絡んでくるんじゃなかろうかと思いますので、われわれといたしましては、校長

会、あるいは教頭会を通しまして特にこれから運動会、あるいは文化祭等の行事を迎える中に

おきまして、こういった騒音が起こらないような対策を十分に指導してまいりたいというふう

に考えているところでございます。

その上に立ちまして、なおかつマイクロホンなりスピーカーが、性能的に見てどうしても騒

音がやまない、騒音がどうしてもとまらないというふうなスピーカーにつきましては、御提言

がございましたスピーカ一等の、あれは今、安く買えますので、特にそういうスピーカーにつ

きましては、買L¥かえ等のことも検討をしたいというふうに考えているとこでございます。

それから、家庭教育の中の一環といたしましての電話相談、いわゆる悩みの 110番の電話

等の設置の問題についての御提言がございました。特に家庭教育につきましては、非常に重要

な教育におきます要素がございます。そういう意味におきまして、家庭教育、学校教育、そし

て地域社会とあわせましての家庭教育の位置づけは大変重要な要素だというふうに、私ども考

えておりますので、家庭教育学級を初め、いろいろと家庭教育相談等を行っているところでご

ざいます。

現在、家庭教育相談につきましては、御案内のとおり一般教育相談の相談員を 1名、それか

ら身障学級等の就学等につきましての問題につきましての相談員を 2名。

そうして、昭和 58年度でございますけれども、御提言がございました、特に小中学校児童

生徒の非行化の問題、あるいは健全育成に向けてのこれからの相談が非常に重要な要素である

というふうに判断をいたしまして、先ほど御提言がございましたけれども、小学校、中学校の

退職されました、経験を踏まえた校長先生を 2人お迎えいたしまして、青少年の健全へ向けて

のいわゆる家庭教育相談員を 2名配置をいたしております。

御提言がございましたテレホン相談につきましては、文部省の昭和 59年度の指導方針を見

ましても、家庭教育等が非常に電話相談が重要な要素であるということで、三重県を初め宮崎

県、あるいは群馬県等におきまして、すでに電話相談を受けているようでございます。非常に

好評でもございますし、また、相当効果を上げているというふうなことも伺っておりますので、

私どもといたしましては、できるだけ悩みの相談につきま して、両親はもちろん子供たちの悩

みも聞けるような相該を電話相談ができるような配置を考えております。

特に現在 5人おりますけれども、いろいろと相談の内容によりましては、外へ出かける用事

がございます。そう いった意味で、留守にする相談員も相当おりますが、できるだけひとつ留

守にならないように、一般家庭から受ける、あるいはまた子供たちから受ける電話を積極的に

受けとめまして、これらの電話の対応が十介できるような対応を今後 とも進めてまいりたいと

いうふうに考えていると ころでございます。

第 7番目の、喫煙、禁煙教育についての対策はどうかということでございますけれども、御

提言にありましたとおりでございますので、今後ともども生活指導、あるいは校長会、教頭会、

保健主任会等を通しまして、これらの規制問題につきましては十分に指導を進めてまいりたい

というふうに考えておるところでございます。

それから虫歯の予防対策、今後の対策はどうかというふうな御質問が、第 8番目に出ました。

確かにおっしゃるとおりのことでございます。

虫歯の予防につきましては、毎年 6月に健康診断を実施いたしますけれども、その際に各学

校に歯科医がおりますけれども、歯科医からの一応指導を受けながら、中央その他の指導を受

けているとこでございます。歯科の健康診断の結果によりましては、それらの実態につきまし

て各家庭の方にもお伝えし、その歯科医の指導に基づく治療を早期に行うように、指導を進め

てわるとこでございます。

なお、指導した結果、治療した結果につきましては、必ず学校の方に報告をするようにとい

うふうに各父兄の方にもお願いしておりますので、必ず治療した際には各学校の方に、父兄を

通しまして報告をさせているところでございます。これらの報告結果をまとめまして、各学年

におきましては治療の結果をグラフ等にまとめまして、教育の中で歯の指導をしているとこで

ございます。

特に歯の健康管理につきましては、歯磨きの問題、あるいはうがいの問題、こういったよう

な問題が非常に重要な要素を占めておりますので、幼稚園におきましてはこれらの歯磨き、あ
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御提言だと思います。

御案内のとおり、各小中学校には現在、電話が平均 2力所ほど設置してございます。これら

の電話につきましては、日ごろの学校運営に使っているとこでございますけれども、御提言が

ございました録音テープを取りつけるということにつきましては、今、非常に電話の使用が多

いものですから、これをセ y 卜するとなりますと、新たにまた電話を設置するようなことにな

るんじゃなかろうかというふうに、私ども懸念をするとこがございます。

ただ、私どもといたしましては、開かれた学校、地域に根差した学校ということを目指して

おります。そういった意味におきまして、各学校におきます月間行事等につきましては、学年

会、あるいは学級を通しましてのお知らせ版、行事お知らせ版等を積極的に流しておりますの

で、その中で一応は各父兄方も学校におきます行事等については、それによって理解をしてい

るというふうに、私どもは考えているところでございます。

したがいまして、なおかつそれにつきまして細かな点とか、わからない場合には、各学校の方

に直接お問い合わせすれば理解できるんじゃなかろうかと思いますし、教育委員会の方といた

しましでも、日野市の方で各学校の月間行事、あるいは年間行事につきましては、これをよく

把握しておりますので、そちらの方に問い合わせれば十分にお答えができるんじゃなかろうか

というふうに考えておるところでございます。

したがいまして、現時点におきまして、各学校に録音テープをセットすることについては、

今のところ考えていないというのが現状でございます。

ほかにございましたか。(I第 8点の虫歯予防」と呼ぶ者あり〉

歯の予防に対しましてのフッ素等の問題がありまして、これにつきまして、励行することに

より確かに虫歯が予防されることは十分に承知していますけれども、これにつきましては、現

在、特別フッ素を入れた歯磨き等については導入いたしておりません。これらの問題につきま

しては、いろいろと今後の検討課題の中で、われわれといたしましては考えてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。

以上でございます。

るいはうがいを実施をしておりますし、また、各小中学校におきましでも、給食等が終わった

後の歯磨き、あるいはうがいをするような指導を進めているところでございます。

最後の、 9番目の窓ガラスの問題につきましての御質問がございました。確かにお説のとお

り、災害等に対しましての学校につきましては、特に避難所になっておるということもござい

ます。児童生徒、あるいはそこに避難してくる方々の住民の、いわゆる人災等、あるいは窓ガ

ラスが落ちガラスでけがをしないようにするという、この配慮は非常に大切なことだと思いま

す。

御提言がございました安全ガラスの問題でございますけれども、これは確かに 3階以上全部

張りかえろという、こういう御提言でございますけれども、実は安全ガラスにつきましては、

非常に高価なものでございますO 全体的にこれを取りかえることは、非常に予算等も伴います

問題でございます。

しからば、また、窓ガラスの内側に透明のフィノレムを張って、そしてこれらが倒壊の際に、

落ちた場合にこれが割れない というふうな御提言で、フィノレムの、いわゆる内側から張ったら

どうかというふうな御提言がございました。これらにつきましては、私ども十分に考えている

ところでございますけれども、これまた大変費用を伴うものでございます。

したがいまして、われわれといたしましては、今後ガラスを張りかえるような場合、あるい

はまた学校を新設するような場合、あるいはまた増設するような場合、そういう場合におきま

しては、御提言がございましたガラスの張りかえ等におきましての安全ガラスの導入の問題、

あるいはガラスにフィノレムを張るというような問題、これらの問題を含めまして、人災に遭わ

ないような措置を十分に講じてまいりたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。(I 6点が抜けているんですよ、学校と家庭のホットライン。それから

あと、虫歯予防の問題」と呼ぶ者あり〉

0議長(高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長(小山 哲 夫 君 ) 大変失礼しました。学校テレホン、録音テーフ。の問題につ

きましての御質問を落としまして、大変申しわけございません。

学校行事等につきましての、これを一般の父兄等に対しまして周知をするという、その手だ

てとして、学校にセットしてあります電話に学校行事等を録音したテープを張って、そこへ電

話すればすべてがわかるという、そういう意味におきます録音テープを張ったらどうかという

。議長(高橋通夫君〉

07番(馬場繁夫君)

お願いいたします。
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第 1点の質問は、これにて終わらせていただきます。

0議長(高橋通夫君〉 これをもって 5のし学校施設(学校教育)に関する質問を終

わります。

次に 5の2、新しい都市づくりへの一つの試みについての通告質問者、馬場繁夫君の質問を

許します。

07番(馬場繁夫君) 低成長経済高齢化社会の進展など、 21世紀に至る道は決して

自然を保護し、伝統的な建築物と調和し、優れたデザインの建築物を建設し、都市に潤いを

生み、創造的総合的な都市づくり、さらに意識の昇華を図るために都市景観条例が制定され始

めております。

質問第 l点といたしましては、多摩川、浅川などの河川、沿岸、さらには甲州街道、北野街

道等の主要道路に沿って、日野市らしい都市景観を形づくって l¥く地域、南部丘陵地帯、段丘

は、自然、と緑にマッチした日野市らしい都市景観を形成していく地域、さらに伝統的な建物そ

の他の工作物が一体となって、その区域の特色を示す地域、さらに駅周辺で新しい日野市を形

成する地域等、都市景観形成のために計画的に整備していく必要があるとされる地域等を踏ま

えた都市景観づくりを実施する必要があるでしょう。 一、二年後の条例化をめどにプロジェク

トチームを編成し、検討する必要があります。

さらに、公共建築物、工作物等におきましては、都市景観条例を踏まえた計画、設計、さら

に建設を行い、条例制定の条件づくりを早急に行う必要があろうと思いますが、施策をお聞か

せください。

第 2点目の質問といたしましては、 これは市長にお願いいたします。

第 2次日野市基本構想、によりますと、目標とする都市像は、 「緑と文化の市民都市」とされ

ております。 3要素から成り立っておりますが、 「緑と清流と太陽の都市Ji文化と潤いの都

市Ji人間尊重、自治参加、連帯の都市」であります。

さらに、都市像を実現するためには、自然環境を骨格とし、 これと調査した土地利用を行う

ことを基本とする。また、市街地計画は、緑と清流、都市景観を重視し、だれもが快的に暮ら

せるようにすることを基本方針に云々とされております。これは、まさしく基本構想、の都市像

が都市景観であると考えられますが、市長は具体的に条例化する考えがあるか、お聞きいたし

ます。

第 3点目といたしましては、都市建物を利用する大部分の人々は、健常者でありました。し

かし、急速な高齢化で老人が増加し、 さらに障害を持っている人々も、同じ生きる人間として

ともに生きようとする時代となり、施設中心から地域社会への参加と変わり始めてきておりま

す。そこで、不特定多数の市民が利用する建物等は、障害を持った人々も安心して利用できる

都市環境整備が必要となってきます。

そこで、公共施設、不特定多数の市民が利用する施設整備等を基本とした福祉環境整備要綱

平たんではないことは、多くの人々が予測しておるところでございますO 多くの困難な課題に

挑戦しながら、次の世代に誇れる日野市にしていきたいことは、だれしも同じ考えでありまし

ょっ。

人間も生物も、すべて環境の影響を受けて生存しております。われわれを取り巻く環境がど

のようであるかは、これから生き続けていく上でも、よりよい生活をするためにも、最も重要

な要件になってまいります。人間が他の生物と異なることは、環境に支配されるだけではなく、

改革できることとされております。また、自然を軽視したとき、人間そのものの存在が危うく

なることは周知のとおりであります。

現在のような都市時代を迎えても、基本は少しも変わっていないことであります。経済的、

合理的主義偏重の抜きがたい風潮が蔓延し、その結果としての都市、村落風景の混乱であるこ

とは、周知のとおりであります。

しかしながら、近年における都市環境に対する注目は、都市を人間居住の場として総合的に

取り上げられ始めてきております。

時代的に法規制を振り返ってみますと、明治 21年、東京を何とかロンドンやノマリのような

近代都市にしたいとの悲願により、東京市区改正条例が公布され、都市計画の成文的典拠を持

つことになりました。

また、昭和 25年建築基準法が制定され、さらに 4 5年建築基準法が改正されました。用途

地域が細分化され、 しかしながら急速に変化していく都市に対して、現行用途地域制では、建

築物の用途、規模、形態を規制することはできないため、住居専用地域では限定規制法であり

ます地区計画制を導入し、住環境の保全を図るように各自治体で条例化され始めております。

日野市におきましても、 5 9年の第 2固定例会で条例化され、すでに開発行為で 1カ所適用

されております。
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の制定を早急にしていただきたいと思いますが、お考えをお聞きいたします。

さらに第 4点目の質問といたしましては、 1 0数年前ごろから交通事故が減少してまいりま

したが、昨年から急に増加し始めております。発生場所は、昭和 45年当時は国道等が多かっ

たのでありますが、最近の特徴として、市町村道の比率が高まってきております。特に身近な

生活道路の安全整備がおくれていることも原因となっているといわれております。

人と車が共存する道路として、建設省は 59年度より安全で快的な町、 「ロ ー ドピア」づく

りに乗り出すことになりました。ロ ードピアは、住居地域の入り口の道路幅をわざわざ狭くし

たり、路面に段差をつけたりして、 ドライパーに注意を起こさせます。さらに車のスピードは

2 0キロ前後とされております。この道路は、子供が道路上で遊んだり、地域の人々がくつろ

いだり、交流したりできる生活の場として利用できる道路であります。

地区計画条例を初めて導入した民間の開発行為にロードピア方式初期に類似する方法を用い

ておりますし、さらに老人いこいの家「かしの木壮」に隣接する市道内に花壇を設置し、ロー

ドピア方式の初期段階的な方法も用いております。

今後、都市景観の一環として開発行為、区画整理事業、さらに既存の道路整備、また私道整

備にと積極的に導入することを検討していただきたいと思います。

第 5点目の質問といたしましては、ロードピア方式の導入できない生活道路や、歴虫の深み

のある道路、活気ある商庖街道路、駅前道路等に通称道路名を設けて、市民や一般利用者にも

広く生活上、道路交通上の道しるべとして効果的に利用されるものであります。一ノ瀬議員も

類似の質問をされておりますし、早急に通称道路名実施のお考えがあるか、お聞きいたします。

さらに、東豊田緑地保全地域内に、黒川公園流水があります。夏になりますと子供たちが水

遊びをしております。自然と清流があり、地域の憩いの場になっておりますが、市民に親しみ

のある名称を設け、なお一層多くの人々に知っていただいたらどうかと思います。

第 6点の質問といたしましては、河川|と市街地の聞には遊び場の空間が存在しなければならな

いことは、専門家の指摘するところであります。都市化が急速に進むにつれ、かつての田畑や

農業用水路などの遊水池機能がなくなり、河川|と流域周辺の調和が破壊され、さらに地表がコ

ンクリー卜やアスファノレトなどの不透性の材料で覆われ、雨水は地表に浸透できず地表面を流

れ出し、地表流出量の増大と、雨水を敷地から速やかに排除するための排水管等の敷設整備の

ため、 しかも開発地域からの流出水は大量に短時間に排水されるために、川をめがけて集中、
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鉄砲水のように流れるのであります。

特に首都圏内におきましては、国や都では分水路の設置、護岸整備などの改修工事を進めて

いるものの、正常な川の断面を取り戻す治水工事の抜本的な対応とはなっておりません。遊水

池の確保、さらに敷地内に雨水の浸透を設けた河川、本来あるべき姿と町づくりの関係を築き

上げていくべきであると、各方面より指摘され始めております。

建設省では、昭和 48年より一定規模の土地利用には、遊水池の設置を義務づける防災調整

地制度や、田畑、山林の緑地を利用して計画的な遊水池を設け、ふだんは公園などに利用する

治水緑地事業をスタ ー トさせております。

東京都は、建物の実態調査を 56年に行いまして、土地利用現況編をまとめました。 23区

の総合的な利用状況といたしましては、宅地が 55. 3 %と過半数を占め、道路は 15.9 %、農地

3. 1 婦、公園 5.1%であることが数字で初めて確認されました。

さらに、東京都は 58年に一定規模の広さの土地にマンションや建て売り住宅などを建設す

る際、業者に対し敷地内に雨水をためる貯水池、または地中に浸透する施設設置を指導し、一

挙に大量の雨水が川や排水管に流れるのを防ぐことを義務づけていく方針を発表し、今後は条

例などで規制するかは、検討していく方針であります。

公団住宅、昭島つつじが丘ノ¥イツでは、従来の排水工法と同様な敷設位置延長に浸透施設を

設け、 1年間追跡調査を行い、その結果によりますと予想以上の雨水流出抑制効果が得られた

とされております。発想の転換を図り、公共事業より浸透施設を設け、データをもとに公団住

宅、都営住宅、民間の一定規模の建設、開発行為等に義務づける方向で検討していただきたい。

さらに東京都では、透水性アスファノレ卜舗装は 10ヘクタールに広がっているところであり

ますo 透水性アスフアル ト舗装は、衝撃、車両交通の多い場所は不向きであるために、公共敷

地の舗装、交通量の少ない生活道路等、設置を進めていただきたL'0 

さらに、透水性舗装の状況をお聞かせくださ L'。

以上、よろしくお願いいたします。

。議長(高橋通夫君) 馬場繁夫君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(結城邦夫君) それでは、ただいまの御質問の中から私の方に関係

のございます数点について、お答えを申し上げます。

まず、都市への景観という、非常に新しい最近の都市計画の用語が出てきたわけでございま
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す。この都市景観という点について、都市景観とは一体何ぞやということは、一応話題になろ

うかと思います。

都市景観につきましては、 5 4年 12月と 57年 9月の都市計画中央審議会の答申にこの用

語が出てきて以来、都市景観をどうするか、どう行政として対応していくのかということが、

話題となってあらわれてきたわけでございます。

従来からこの都市景観に盛られておりますよ うな事項につきましては、それぞれの国レベル、

あるいは地方レベノレにおきまして対応してきておったところでございますけれども、総合的な

施策としてはまだ位置づけられておらなかったということが言えるかと思います。

そういう中で、都市は非常に急激な、また無計画な状況において生活環境の悪化、あるいは

個性の魅力に之しい画一的な都市の形態といったよ うな都市化現象を呈してきたということか

ら、こ こに反省がされてきたものでございまして、今後の都市計画、あるいは都市整備におき

ましては、それぞれの都市が有しております固有の自然環境、あるいは歴史的な環境、人文環

境、そういったものを調和させた都市景観の形成というものが、今後の重要な施策として、あ

るいは緊急性の高い課題として位置づけられてきておるわけでございます。

日野市におきましても、従来から都市景観にかかわります施策、総合的ではございませんが、

着手をしてきておると ころでございます。

国におきましても、 5 4年から 56年の間に、先ほど申し上げました中央審議会の答申を得

て、この問題につきましての調査検討に入っております。現在では都市景観のマスタ ープラン

策定のマニ ュアルというものを策定してございます。

各都市におきましでも、このマニュアノレを参考にしながら今後の答申の景観とい うことにつ

いて、重点的に、総合的に検討を図って L)く必要があるというふうに考えております。

そこで、御提言のございました都市景観条例の制定、それに基づいて施策を実施していく方

策はあるのか、といった内容の御質問でございますが、日野市といたしましても、 当然今後の

総合的な都市景観という点からも、都市の開発、あるいは規制という点から、この条例化の検

討をしていかなければならなt)0 しかも早急に実現をしていくという方向で進めていく必要が

あろうと考えておりまして、できるだけ早期に国あるいは都の指針等に基づきまして、この条

例を策定していきたいというふうに考えておるところでございます。

それから、 4点目のロードピアの問題でございますが、ロードピアにつきましでも、今後の

再開発、あるいは区画整理、それから開発行為という 中で、取り得る個所につきましては、で

きるだけこういうロ ード ピアということで、地域の街路をこれに基づいて整備をしていくとい

うことも必要であるというふうに考えております。

特に、今後の開発行為につきましては、できるだけこういう道路形態をとるような指導も行

っていきたいというふうに考えております。

それから、 6点目の問題で、開発行為におきますところの貯水池、雨水の貯水槽あるいは貯

水池の設置だとか、あるいはシ ー卜式の道路、舗道というようなものの整備につきましても、

今後やはり雨水管が全市内に行き渡るまでには相当の時間が必要であることから、開発行為の

中でこういう方向からの指導が必要であろうというふうに考えております。

したがいまして、開発行為の要綱の中でこういうものは取り入れて整備ができるかどうかに

つきまして も、あわせ検討をし、できるだけその中で整備を行ってしえ、指導をしていくとい

う方向で続けていきたいと考えております。

私の方からは以上でございます。

O議長(高橋通夫君〉 建設部長。

。建設部長(中村亮助君〉 それでは私の方から、第 5点目の御質問にお答え申し上げ

ます。

道路名称、愛称の関係でございますけれども、この点につきましては、ただいま確かに御質

問の中にもございましたように、かつて 58年の 6月でしたか、一ノ瀬議員からもこの問題で

御質問がございました。

それから、さらには本年の 6月には行政報告の中で市長が都道に関連いたしまして、市道の

名称もつけたいという御報告を申し上げております。

そういう経過もございます中で、東京都では通称道路の検討委員会を設けまして、通称名称

をつけまして、そして道路の愛路精神を啓発しようと、こういう意図がございます。市道につ

きましても、今後考えていきたいというふうに思っております。

ただ、市道の認定の路線というのは、やはり明確になってないところがございます。といい

ますのは、はっきりした区別が一般的につけられないというふうな点もございますので、でき

れば御質問の中にもございましたように、駅前とか、あるいは繁華街とか、比較的人の通る、

利用の多い頻度のところの道路で、 しかもはっきりした区画整理などができていまして、区別
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もはっきりしているというふうなところまで対象に考えていけば、名称がつけられるんじゃな

t ¥かという ふう に思っておりますし、一部の市でもすでに実施 しているところがございます。

また、 5 9年度で幹線道路の見直し事業をやる ことになっておりますので、 これらの結果を

見ながら、対象道路をどうするかというふうなこと、まずこれは検討いたしまして対象道路を

定めまして、そして具体的に考えていきたいとい うふうに思 っております。

できれば愛称の関係につきましでも、どういう方法で決めるか、たとえば広報で決めるとか、

そういうふうな方法なども含めまして、来年度に実施できるような形で考えてみたいというふ

うに思っております。

0議長(高橋通夫君〉

。市長 (森田喜美男君〉

市長。

高度成長期の反省から、今、いわゆる発想の転換によっ て町

ところです。

心配なのは、下水道事業が復旧t¥たしますと、雨水管、汚水管、雨水管においては河川に直

ちに、なるべく早く水を流す、水を送るということになりますし、汚水管におきましては、浄

化すべき水は全部処理場にまと められて浄化処理がされると。

今のところ川に水が流れておるのは、幸いにというとちょっとおか しいんですが、生活排水

の部分が非常に大きいと思うんです。生活排水も下水道の整備に伴って 1カ所に集められると

いうこ とになりますと、浅川の川が乾いてしま うという懸念が多分にあるわけであります。そ

れを防ぐためにも、やはり雨水を滋養する木立、森林でありますとか、あるいは地下水に蓄え

る方法を講ずべきである。 これ は学者先生からもそうい う指摘をすでにもらっ ております。

これらのことを今後の町づくり の手法の中で、どのように可能ならしめるか、実現するか、

大きな課題だというふ うにもなってくるわけでありま して、 御指摘のことを、それぞれ建築専

門家の立場から、将来の町づくりのことを御指摘していただいたと思っておりますので、これ

を具体化できる方法を条例制定、あるいは指導要綱、そのほかもっと具体的なことでひとつ取

り組まなければならない、こういう町づくりの方向が新たに課せられてくる、こ のよ うな認識

でおります。

0議長(高橋通夫君〉 建設部長。

。建設部長(中村亮助君〉 大変申しわけございませんo もう1点御質問がございまし

て、お答え申し上げておりませんのでo

東豊田の緑地保全地域の、いわゆる親水公園、流れの関係についての愛称の問題でございま

すけれど、これにつきましても当然考えて、何か適当ないい名称をつけていきたいというふう

に思っております。

ただ、流水の関係につきましては、あすこには大変貴重なわき水が 7カ所ほどございまして、

それが流水となって流れておるわけですけれども、その整備を 58年度でやりました。さらに

下流の部分につきましては、本年度と 60年度と 3年計画で計画をいたしておりますので、こ

れら全部完成を した時点で愛称を考えていきたいというふうに思っております。

5 8年度の工事が終わりま して、ことしの夏場等につきましても手近な水遊びもできる大変

きれいな流れということで好評があったわけでございます。さらに今後継続的に流れの完成を

見まして、その上であの流れを 1本にした愛称をつけていきたいというふうに考えております。

づくりが一面にはふるさ と指向的な方向、ある いは自然環境をなるべく生かして潤いのある町

をつくろう、こういう方向に動いていることは、御指摘のとおりであります。

そこで、 当市は開発が急であり ました面もあって、今、緑と清流を取り戻そうというような

共通意識が市民にも迎えられておるわけでありますから、大変いい条件にあるとは思っており

ます。

ただ、その開発もなるべく効率性よしあるいは生産性高く施行されるものと、それから多

少のむだをあえて潤いというふうに考えて、町づくりに大きく取り入れようというのと相括抗

する面もあるわけでありますけれど、われわれなるべく後者の方に力点を置いて、今後の町づ

くりは行われるべきであると いう認識に立っております。

さしあたりの要件といたしま して、今御指摘の景観を尊重する基本条例をつくるということ、

あるいは福祉のための環境整備要綱をつくる、これらは当然重要な課題でございますので、も

うすでに取り組んでおる一面もございますけれど、これをより明確なものにして、市民参加の

いろいろな御希望を取り入れながら、 しかもその可能性を十分追求しながらやっていくべき課

題である、このように考えております。

特に遊水池でありますとか、雨水浸透の可能な条件をつくることができると、大変いいと思

うわけでありますが、なかなか効果を挙げる方法は、的確にはむずかしい状況にあります。

したがいまして、雨水をなるべく貯留できるような、公園の地面の下でありますとか、公共

用地の範囲でありますとか、そう いうところに装置を考えるべきだと、このよう に思っておる
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0議長(高橋通夫君〉 福祉部長。 0議長(高橋通夫君〉 御意議ないものと認めます口よって暫時休憩いたします。

午前 11時 35分休憩

午後 1時 5分再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

0福祉部長(高野 隆君〉 ただいま市長から若干お答え申し上げましたけれども、御

質問にありました福祉環境整備について、私の方から若干補足のような形でお答えしたいと思

~ ¥ます。 。副議長 (米沢照男君〉

御質問にありました、福祉環境整備の要綱を設置したらどうか、 こういうような御質問でご

ざいましたけれども、 これにつきましては、近年高齢者、ある いは障害者の社会参加の中で、

いろいろと要望も高まってきております。

特に最近はノ ーマルゼイションというような言葉の中で、障害者の社会参加を、障害をな く

して健常者と同じような形で社会参加をさせるというような運動も起きてきておるわけでござ

議長所用のため午後出かけましたので、副議長がかわって議長席に着きます。よろしく御協

力お願いいたします。

一般質問 6のし 「西豊田駅」建設に立ち上れについての通告質問者、一ノ瀬隆君の資聞

を許します。

C 1 1番議員登壇〕

0 11番(一ノ瀬隆君〉 市民のだれもが生活しやすい交通便利な近代都市日野市を~ ¥ます。

これをもって 5の2、新しい都市づくりへの一つの試みに関する

建設するために、有力な跳躍台となるだろう と考えます「西豊田駅Jの新設を改めて提起した

~ ¥と考え、質問いたします。

説明するまでもらし中央線豊田駅と八王子駅の問への新設でありまして、西平山五丁目と

西平山四丁目の間か、あるいは旭が丘四丁目にかかる場合もあるかもしれません。西平山へつ

くるのだったら西平山駅だろうと。かつては平山駅というのがあったのだが、今は平山城壮公

園駅だから、西をつけづに平山駅だっていい。東八王子駅というのは許しがたいのであります

が、いろいろ考えられると ころです。もちろん仮称西豊田駅でありますが、あえて私がこの名

をタイ トルにしたのには、浅からぬ理由があります。

私は、豊田に生まれ、豊田に育ちました。出た小学校も、豊田分教場であります。この大字

豊田に愛着を持っと同時に、どこ の駅よりも豊田駅に愛着があります。私の家は農家でしたが、

おじたちはみな国鉄に勤めていて、その関係で、子供のときから鉄道に興味があり、浅)11から

東京までの中央線電車区間の駅名をすべて覚えたのも、大分小さいときだったと思います。

その中で、西荻窪、西中野を隣りに持ち、荻窪駅、中野駅が大きく立派に感じました。西八

王子、八王子駅の関係はもちろんです。この時分から西豊田駅を考えてきました。東洋一とい

われる豊田電車区の車庫もあることだし、豊田という名前を全国の鉄道地図に二重に載せたい

という願いを込めて、少なくともきょうの質問だけはこう呼ばせていただきたいのであります。

西豊田駅の建設ー建設という言葉は適当でな ~ ¥かもしれませんが、交通便利な立派な日野

市の建設に大いに役立つという意味も込めて、こう言わせていただきます。

そういう中で、日野市におきましては、 8 1年に国際障害者年の答申を障害者団体からいた

だいておりますわけでございますし、また、伺うところにより ますと、町田市におきましでも

福祉環境整備要綱を設置いたしまして、福祉事務所に専門の担当者を置いて、建築確認の際に

建築指導とあわせて福祉環境整備を、取り組みに努力してし、く、 こういうようなこと をやっ て

いると伺っておるところでございますので、先ほど市長も申し上げましたように、日野市にお

いても日ごろから市長が言っていますように、福祉の郷土づくりと、こういうことを申し上げ

ているわけでございますので、そういうこととあわせまして、今後他の部局と、建築あるいは

建設部、あるいは都市整備部等とも十分に協力いたしまして、福祉の環境整備に一層努力を し

ていきた~ ¥0 

この要綱設置につきましでも、まだ十分に詳細については承知しておりませんけれども、調

査研究いたしまして、今後研究していきたいというぐ 応いに考えており ます。

0議長(高橋通夫君〉

07番(馬場繁夫君)

O議長(高橋通夫君〉

質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

馬場繁夫君。

以上で終わります。

ませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕
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西豊田駅を新設しよう とするその地域の地元議員を差しおいて、こ のテ ーマを取り上げた言

いわけ、弁明をする必要を感じます。そのことを含め、若干回り道になるかもしれませんが、

何とぞお聞きいただきたいと，思います。

今、国鉄の分割民営化のあら しの中に、国鉄労働者は決死の覚悟で奮闘しています。国鉄当

局は分割民営化をにらみながら、 3 2万人体制という徹底した合理化を行い、その合理化によ

って無理に生み出した余剰人員に対して、退職強要、一時帰休制、出向制度の導入強化を打ち

出しています。いよいよ国鉄問題は正念場に差しかかっているのであります。 この吹きすさぶ

国鉄分割民営化のあらしを打ち砕くために、私たちはこの第 3回定例会で意見書を採択してい

ただきたいと考え、これを提案するために、今準備中であります。

国鉄の分割により、国鉄の全国ネットワ ークは分断されて、不便は増大することになります。

そして分割会社ごとに格差運賃が拡大し、大幅な運賃の値上げで利用者は少な くなり、経営採

算の見通しも立たなくなって、経営の引き受け手もなくなる。やがてロ ーカル線やパスは全面

廃止に追い込まれて、首切りなどによる労使紛争は激しくなり、また安全投資が削減されて事

故が増大するなど、国民にとって不利益なことが多くなるばかりで、国鉄の分割民営化はきわ

めて危険な方策といわざるを得ないのであります。

国鉄の赤字は、政府が設備投資に国家資金を投入すべきものを、国鉄当局にすべて借金で行

わせたところに原因があると、私たちは考えます。

ヨーロッパ諸国は、線路、 トンネノレなどの設備投資はすべて国家資金の投入で行われていま

す。これらのことを解明して抜本的対策を講ずることなしいたずらに国鉄の分割民営化を促

進することは、国民の足を奪し¥国民共有の財産である国鉄をさらに破壊に追い込むものです。

国鉄の公共性の排除ではなく、充実強化をもとにした再建対策を要求するのが、この意見書で

あります。(rそんなばかなこと言ってるときじゃないや」と呼ぶ者あり〉

内閣総理大臣、運輸大臣あてに加え、国鉄総裁と国鉄再建管理委員会あてにも提出したいと

考えています。後者は、意見書でなく決議ということになるのかもしれません。国民のため、

国鉄労働者のために真剣に考え、提出する意見書でありますので、今度もまた流会、廃案など

にしないようによろしくお願いしておきます。議運で要望があったように、あすにでも皆さん

のお手元にお届けしたいと思いますので、よろしくお願いしておきます。

国鉄労働者を組織した国鉄の労働組合の中に、国鉄動力車労働組合があります。略して動労。
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かつてストライキ、順法闘争などで、 「鬼の動労」 と呼ばれたこと もありました。私が推薦し

ていただいている、きわめてまじめな労働組合であります。

この動労、国鉄動力車労働組合が、吹きすさぶ国鉄分割民営化のあらしを打ち砂くために、

提言を行っています。国鉄を国鉄として残すための動労の提言なのであります。利用者に満足

していただけるような環境づくりと、利便性を高めることによって国鉄の活性化を図り、 2 1 

世紀の国鉄を築き上げるために努力していく決意を基調とした提言なのです。

多くの労働者や地域住民、乗客の刺益を守ることをまず考える。それによって国民の支持を

得て、みずからの職場と仕事と生活を守るために闘っている。地をはうような苦闘の連続の中

を、歯を食いしばって頑張ろうとしている動力者労働組合の提言なのであります。動労の提言

は、いわゆる身を切ることも決意し、地域住民の利便性を確保しようというものです。みずか

らの労働条件を低下させても、住民の役に立ち、世論を結集させて国鉄を国鉄として残してい

きたいと考えているのです。

地域住民の利便性を考えるという動労の提言の中には、ローカル線の存続から始まって列車

増発、接続の改善など多くの項 目、多くの具体的要求が入っています。駅、停留所新設の項目

もありますD 日野市の一定地域の住民のかつてからの強い要求である西豊田J駅新設が、ここで

改めて考えられたわけであります。この質問は、動労の提言に沿ってのものだということを、

まず御理解いただきたいと思います。

私は 1974年、初めてこの日野市議会に仲間入りさせていただきました。それまで連続して

国労一国鉄労働組合で、先ほどの動労とは別ですが一国労出身の議員が当選していました

が、急、連立候補を取りやめました。包容力のある名古屋先輩の勧めもあって、私がその身がわ

りに立ち、無我夢中のうちに 4位で当選しました。国労の組織内候補並みの支援があったから

だったのであります。

4年たった 78年、今度はほかの人が国労から出ることになりました。取り残された私は、

4年間何の実績も挙げなかったこともあって、落選確実と見た向きもあったようです。こんな

情勢からか、かさにかかつて私を攻撃してきたある大きな組織もありました。 r一ノ瀬を落と

せ。今度こそ一ノ瀬を落とせ」の大合唱が、耳の遠い私にも聞こえてきたのであります。

私が公職選挙の運動とその準備のために、休暇を申請しましたが、一切認めなかったのです。

「やるんだったら会社をやめればいL¥0 会社からは 1人出ればいいんだ」という、今思い出し
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てもむかむかする係長の言葉でじた。それでなくても厳しい情勢なのに、候補者が会社に行っ

ていたんでは、選挙にならなl¥0 途方に暮れた私に、 1人の正義の味方があらわれました。 栗

山一也弁護士ですD 栗山弁護士と一緒に会社に行くと、前もって約束していながら、総務部長

は逃げてしまいました。栗山弁護士がズボンのポケッ トに両手を入れ、口笛を吹いて部長の来

るのを待っていたあの頼もしい姿を時に思い出しますが、実は、それだけで事態が進展したの

( r市民はどこへ行った。日野市民が全然、出ないよ」と呼ぶ者あり )

私の高校の大先輩であり、 この駅が考えられる西平山に生まれ育ち、こ の辺のことなら何で

も知っている高橋徳次議員、いつも私ども社会党が御指導御鞭撞をいただき、御協力をお願い

している労働運動の大先輩でもある中山基昭議員、 2人の地元の大先輩に、私の今後質問への

御理解をいただき、地元から最も信頼されているお 2人に、地元の音からの強い要求である駅

新設に向けて御尽力くださいますよう希望しながら、質問をしたいと思います。

さらに、動労の提言について触れていきますo 動労の提言は、国鉄を国鉄として残すことを

最大の目的として行われています。そのために地方線、すなわちロ ーカル線を存続させ、国鉄

の分割民営化に反対する こと が基本になっています。そして、国鉄を国鉄として存続させるた

めには、抽象的な議論では何の有効性も発揮できないとして、具体的な要求をみずからっくり

上げ、いかにして利便性を高めるかを中心について指摘しています。その要求や提言が具体的

であればあるほど、必然的にみずから労働者が骨身を削らなけれは‘ならないことになるという

ものです。

たとえば、住民要求の強かったヂiJ車増発を、人員をふやさずに現行体制で、動労の力で実現

させたところもあると聞きます。まさに労条件件の低下であります。みずからの労働条件を切

り下げても住民の利便を図る。国鉄を国鉄として残したいという動労の涙ぐましい努力なので

あります。鬼の動労でなく、仏の動労と感じたのは私だけでなく、全国民に広がりつつあると

考えます。

動労の提言は、政府が悪い、自民党が悪いと言っているだけでなく、国鉄の置かれている現

状を十分認識し、骨身を削 って国鉄を国鉄として残すための努力をしています。国鉄あつての

国鉄労働者だと考えているのです。こうすれば国鉄はもっとよ くなる、という考え方を一つ一

つの線区ごとにまとめ、関係者と数多く話し合い、よりよい国鉄にするために努力しているの

でした。

栗山弁護士のおかげで選挙運動ができるようになりま したが、あの大合唱が続く中の厳しい

選挙を勝たせていただいたのは、何と言っても全電通労働組合とと もに私を推薦してくれ、骨

身を惜しまず頑張っていただいた動力車労働組合の力があ ったからだと思っています。あのと

きの動労豊田電車区支部の小沢委員長の温かい激励のあいさつは、今でも忘れられません。私

にとっては鬼の動労では決してなしまさしく仏の動労でありましたD

全国的な組織で、 「動労と連帯する会」と いうのがあります。多くの学者、文化人や弁護士

などが結集していますD 私もその会員になっています。私の会員ナンバーは 166番でありま

すが、ちなみに、動労と連帯する会の会員第 l号は、先ほどの栗山一也弁護士だそうです。世間

で知られている人では、俳優の三国連太郎さんもいます。

この夏の 7月 5日から 6日にかけて、日比谷野外大音楽堂を中心に、動労中央大行動があり

ました。 I国鉄分割民営化反対、地方線廃止反対、職場と仕事と生活を守る 7.5.6動労大行動」

と銘打ったもので、国鉄有史以来未曽有といわれる国鉄攻撃の真ただ中に、反対するための集

会行動でありました口日比谷野外音楽堂を埋め尽くした全国から集まった 7，200人は、猛暑の

中、文字どおり燃える日比谷をっくり出 したので した。

私も参加し、 95人の国会議員や、女優の左幸子さんらとステージに並びました。そして日

比谷、虎ノ門、新橋、銀座、東京、常磐台公園と、 4. 5キロメートノレのコースのデモには、佐

藤昭松動労中央執行委員長らと一緒に、先頭に立って横断幕を持ちながら参加しました。

この大行動で、国鉄を残せの連帯は広がり、動労の提言はさらに国民に共鳴をもたらしたの

だと思います。

以上、長々と申し上げましたが、西豊田駅の新設が動労の提言の範鴎にあること、そしてそ

の動労と私との関係について、御理解いただけたと思います。動労の推薦議員として、動労と

連帯する会の会員と して、 動労の提言に沿った質問をさせていただくことにしたのであります。

です。

このような動労提言に対する支援の声は、日ごとに強まっています。動労の提言がテレビや

新聞に発表されるや、鬼の動労がそこまでやるのかと、多くの人たちから支援や協力が寄せら

れているそうです。

4月 19日の参議院運輸委員会で、細田運輸相は「動労の提案はきわめて高く、評価したい

と思っています。恐らく日本の労働組合、国鉄の労働組合の中からこのような意見が出たこと
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は、いまだかつてなかったのではないだろうか。みずからの勤務条件の悪化も耐え忍んでやっ

ていこうという点では、真に敬意を表わす次第です。こういうふうにやってこそ、初めて地域

の鉄道、住民と密着した鉄道になる。鉄道を鉄道として残すならば、これをやらなければいけ

ない」 と、 見解を述べています。

仁杉国鉄総裁は、国会での答弁の中で「具体的な提案に対して決して拒否する という態度で

はございません。いろいろと協議を願うとい うこと だと思います。お互いに相協力して進めて

まいりたいと考えています」と、 動労の提言について話し合 っていくことを約束 しています。

動労の具体的な提言は、 145ページの 1冊の本にまとめられています。私もいただいてい

ます。 この本ですが、 「国鉄分割民営化反対、地方線廃止反対、職場と仕事と生活を守るため

の私たちの要求」 という表題になっています。前書きの「要求づくり に当たって」で、こんな

ことが書かれています。一私たち国鉄動労者、動力車労働組合は、今国鉄の置かれているき

わめて厳しい現実を認識し、職場と仕事と生活を守るため、そして何よりも国鉄を国鉄として

存続させるため、 さまざまな要求や具体的提言を行ってきました。それはみすからの骨身を削

る決意を持った取り組みでもありましたD 特定地方交通線を数多く抱える北海道、九州等では、

その存続を求め、率先して利便性、効率性を追求する具体的な提言を発表し、関係住民や諸国

体とともに取り組みを行ってきたところであります。国鉄は、その歴史的使命から、また、今

後の省エネノレギー型輸送体系等を展望した場合、社会的に必要な輸送機関であります。私たち

は世界に冠たる安定輸送を誇る国鉄を失つ てはならないと考えます。その意味でも、分割民営

化の地ならしとも言える施策遂行は行ってはならないし、いたずらに分割民営を声高に論じる

ことは、真に国鉄問題の解決になるとは見ません。むしろ今必要な こと は、現にある公共交通

としての国鉄にあって、入、金、車両を現状のままに、 いかに利便性、効率性を高めるかを真

剣に検討し、実行に移すべきであると言えます。私たち国鉄動力車労働組合は、そのよ うな立

場に立っ て職域の拡大を追求し、 一方では労働条件に言及せず、国鉄を国鉄として存続させる

ため、全国の全職場でみずからの足と目で職場の現実をしっかり確かめ、その上に立って利便

性、効率性を高めるために、下記要求をっくり上げてきました。今後はこの要求実現に向けて

努力する決意であります。そして列車増発、接続改善、停車時分見直し、列車種別変更、列車

時刻変更、列車編成見直し、運転区間変更、駅停留所新設、臨時列車の定期化、運転時間短縮、

停車駅新設、レーノレパス、駐車場、駐輪車場、その他と、各項目 iζ分けてその具体的な要求が

載せられています。

8項の駅停留所新設では、全国で 113の新設が要求されています。ちなみにこの近辺では、

武蔵野線新小平と新秋津問、吉川 一三郷問、武蔵野南線を新川崎まで延長運転して、 地下駅

として稲城長沼、生田、梶が谷、中央線甲府一竜王間などが£ります。これらの提言をまと

めた動労ではすでに多 くの実績を挙げており、動労の力によっ て第 2次廃止線区として 33線

区な くすという のを、 1 2線区復活させています。

今、日比谷野外大音楽堂での 7月5目、 6日の大行動の成果を引き継ぎ、地域共闘を強化し、

動労提言の実現を目指 して奮闘している動力車労働組合でありますが、 9月 10日付動力車新

聞号外に、中央交渉によ って明らかになっている点が報告されています。 その中の駅、停留所

新設についての項を見てみます。現状を、国鉄当局はこう言っ ているのです。

駅、停留所新設について。既設の営業線における新駅設置は、従前から原則として行わない

ことに している。ただし、東京、大阪等の大都市圏及び地方主要都市圏等において、大幅な新

規需要が見込まれるとき建設し、全額地元負担を条件として設置する場合がある。新駅の設置

に当たって判断する主な事項は、1.新駅建設費と見合った収支計算、 2.駅勢圏の都市の現況と

設置後の開発計画、 3.駅設置による運転時分延伸に伴う輸送力への影響、 4.駅間距離等であり、

これ らを総合的に勘案し、その可否を判断するとしている。

これ がごく最近の駅新設について当局の見解であります。駅の建設費は、地元負担だという

こと であります。

中央線の国転区間、東京 一 高尾間で、豊田 一 八王子間が一番長い区間であります。これ

は 19 3 9年、昭和 14年 4月 l目、ちょうど私が日野小学校豊田分教場に入学した日 であり

ますが、西八王子駅が設置されて以来、 4 5年間続いてきた状況であります。私が小学校のと

き地図を調べて、そのこと、豊田 一 八王子間が一番長いという ことを発見した記憶がありま

す。

中学は、すでに高橋徳次議員が卒業されてしまってからですが、西八王子駅まで通学しまし

た。そのときの友達が、今の西平山四丁目、中込に住んでいました。 1電車おくれて豊田駅に

向かっている友達を、電車の中から見たことがあります。ここに駅があればいいのに、と思っ

たのでした。

2キ口、 3キロで駅ができている現状だから、 5キロ以上もある豊田一八王子問、東京一
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す。

さらに八王子市長沼町の都営住宅なども圏内に入りますo

以上、一般住宅を見てみましたが、通勤その他で駅が利用される事業所、施設などを当たっ

てみました。まず、日本に冠たる大企業東芝の日野工場があります。帝人中央研究所、東京電

子工業、千代田自動車、都立工科短大など。そして八王子市の方には、京王重機北野工場、日

オく八王子工場、八王子総合卸センターなどがあります。

一昨日落成しましたかしの木荘などの福祉文化ゾーンも、駅の位置によっては、道順からい

って最寄りの駅になる可能性もあると思います。

西豊田駅新設に向けての利用者を考えるとき、最も大きなことは、西平山四丁目、三丁目、

一丁目にまたがってまだ空き地が多しこれから住宅ができる大きな可能性を持っているとい

うことです。この地域の区画整理を、都市整備住宅公団は長いこと考えて調査もやったようで

すが、 最近断念したようです。それにかわって市でやると聞きます。住民ないし地主の多くが

区画整理をやってほしいという希望が強L¥ということですので、ぜひ早い機会にこの区画整理

に着手してほしいと思います。

西平山区画整理と西豊田駅の新設を関連づけることこそ理想的だと思います。区画整理によ

って宅地が整備され、住宅が建ち、人口がふえる、駅の利用者もふえ、その必要性はますます

大となるということであります。

区画整理の新駅建設にとってもう一つの利点は、駅の敷地の提供がしやすくなるということ

ではないでしょうか。したがって、この西平山の区画整理は、西平山五丁目をも区域にするの

がいいのではな L¥かと考えるところです。素人考えですが、駅新設に向けてのものなら、それ

が可能のように思えるのです。

私は、近代的な交通便利な整然、とした日野市をっくりたい夢を抱きながら、このためにはま

ず実現したいものとして、西豊田駅新設を訴えているところですが、その意味で、駅新設とは

ちょっと外れていますが、ついでに申し上げておきたいことがございます。

整然とした立派な町であるはずの日野市が、日野市にいるのか、隣りの八王子市にいるのか

わからない、どこが境界なのか全くわからないのでは因ります。八王子の表礼があるので、も

う日野市は過さたのだと思ったら、また日野市があらわれる。全くごちゃごちゃになっている

のは、いただけないのであります。

私は、 1 975年第 2固定例会の一般質問で、日野市の境界の変更の必要性について、ただ

高尾間で一番長いのだから、そのうちには必ずできるだろうと思っていました。その後、東京

一 高尾間では、お茶の水 一 神田聞の万世橋駅が廃止されましたが、東小金井駅、西国分寺駅

が新設されました。一番長い区間の豊田 一 八王子聞には駅ができないで、今日に至っていま

196 6年、現在の西平山五丁目に「豊田団地」と名づけられた約 240軒の団地が造成さ

れましたが、このころより近くに駅が欲しいという住民の声がだんだんと強くなってきたよう

で、すo 中には、ここに駅ができるからといってこの土地を、この家を買わされfこという人もい

ると聞きます。自治会でも、駅をつくる陳情などの運動をしようということも何度か話題に上

ったことがあると聞きます。西平山や西平山五丁目や四丁目の市民にとって西豊田駅新設は悲

願とも言えるもので、今はもう半ばあきらめているようにも感じられます。この辺にお住まい

の方は気を悪くするかもしれませんが、商平山五丁目あたりを「日野のチベットだJと言った

人がいます。

今、試みに中央線と京王線の各駅から半径1.5キロメートノレを駅勢圏として日野市の地図を

見てみる と、これから外れる地域は、まずチベッ卜といわれ る西平山五丁目、万願荘、四小周

辺の下回、それに日野台四丁目、五丁目、栄町五丁目、新町五丁目であります。

八高線と中央線では大きな差があるとはいえ、北八王子も小宮駅も鉄道の駅であるとして、

この駅勢圏を計算に入れると、日野台四丁目、五丁目、栄町五丁目、新町五丁目が除外される。

そうすると、 2地域だけが取り残されていることになる。

ところが、万願荘地域は、やがてモノレーノレが通るという見通しが明るくなった。やはり日

野のチベットは、西平山五丁目だったのであります。

駅をつくっても乗降客がいなければならな L¥o これが少なけわばっくってもらうわけにはい

かないだろうと思います。そこで、雑なやり方でありますが、私なりにそのことを調べてみま

した。中央線を京王線よ り優先させるという前提ではあり ますが、西豊田駅勢圏を考え、その

世帯数を見ました。西平山一丁目から五丁目1.6 8 2世帯、旭が丘三丁目、四丁目、五丁目、

六丁目で 1.2 9 8世帯、東平山二丁目 417世帯の約半分、隣りの八王子市にも駅勢圏は当然

及びます。八王子市大和田一丁目が1.1 6 8世帯、これに加え大和田三丁目の過半数も入ると

思いますし、そ して 1・3 ・1の架橋ができれば、八王子市北野町の一部も入ります。ここに

はネオコーポ八王子という、 85世帯の大きなマンションや、小西六のアバートなどがあり、
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しました。ここは八王子市や、多摩市や東京都と協議して変更に努力すべきだと、幾つかの点

を指摘しました。そのときは、加藤一男企画財政部長が答えてくれましたが、質問者の私が気

分ょくするほど前向きの答弁でした。

しかし、その後 10年近くたちましたが、何一つ努力した形跡は認められません。多摩更生

園の園生を日野市民に迎え入れた実績は高く評価いたしますが、境界変更については、なされ

さて、駅の建設ですが、動労提言による当局の見解は、先ほど申しましたように、建設費全

額地元負担であります。それでは幾らぐらいかかるのか、参考のために、最近新設された国鉄

の駅の建設費を、山花貞夫代議士を通し調べてみました。 82年 3月からことしの 4月まで新

設された 12の駅について知ることができました。配置要員が無人と有人で大きく違い、無人

駅での工事費は 3，000万円から 9，0 0 0万円。そして有人駅での工事費は、概算ですが、 5

億から 16億円となっています。

最近のものから有人駅について申し上げますと、ことしの 4月につくられた阪和線の下松駅

7億円の工事費、営業範囲は旅客。昨年の 10月の大阪環状線の大阪城公園駅は、 1 0億円、

旅客のみ。同じく昨年の 10月つくられました東北線土呂駅では、 1 5億円、旅客のみ。昨年

の4月、東北線につくられました自治医大駅は、 1 6億円、これも旅客のみ。一昨年の 6月に

つくられました東北線の東鷲宮駅は、 1 2億円。これは旅客と貨物を取り扱うようであります。

一昨年の 3月、千歳線の恵み野駅は 5億円、旅客のみ。

以上が有人の新駅の設置費用であります。

西豊田駅の建設費に対する山花代議士を通じての当局の回答は、 「新J駅の設置については、

建設費等の全額地元負担をお願いしておりますが、具体的な位置等が決まらないと、費用の算

出はできません」という、わかり切った回答でした。いずれにしても、簡単な金額ではありま

せんo 大きな決断が必要であります。

なお、この費用は、その利用者から考えても、当然八王子市にも負担してもらうことになる

のではないでしょうか。

本定例会初日の、 1 2日の全員協議会で、多摩都市モノレールについての話がありました。

企画財政部長の話によると、この素案は、日野市も部分を含めて全長 16キロメートノレo 1，320 

億円かかり、 1 9 9 7年、 4年たったら 21世紀になるという年ですが、 199 7年完成とい

うことでした。モノレー jレの計画は、先ほど申し上げましたが、西豊田駅を新設すべきだとい

うこの私の主張に、大いに関係があります。

まず第 l点は、先ほどのこのモノレーノレ構想、によって、いよいよ西平山を日野のチベッ卜に

してしまうということで、だから西豊田駅をつくるべきだということになります。

第 2点は、高橋議長が言うように、モノレー jレはレーノレが 1本ですが、 1 6キロメートルで

570億かかり、それを日野市だけではないのですが、やろうとしているのです。

ていません。

このとき私の指摘したものの一つに、西平山五丁目と、八王子市の全く入り乱れた境界があ

ります。五丁目の区画整理もやった方がいいと先ほど申しましたが、こういうときにこそ境界

変更の努力が欲しいのです。できれは‘八王子市と一緒に区画整理をし、きちっとした境界をつ

くることがいいと思いますが、できないものでしょうか。もちろん日野市民でいたいのか、八

王子市民になりたいのかの住民の意思は、尊重されなければなりませんo

西平山の区画整理の場合、計画道路 1・3・1号線、 2・1・3号線、 2・2・8号線が関係して

きます。西豊田駅も、これに大いに関係があると思います。国道 1・3・1は恐らく駅から 150

メートノレないし 200メートルぐらい離れたところを通ることになるのではないでしょうか。

一昨日のかしの木荘落成式に市長も話されていたように、その文化福祉ゾーン、 64ブロッ

クの西を通り抜ける 2・1・3号線は、中央線をまたいで豊田電車区西側に抜け、 1 . 3・1にぶ

つかることになります。そして、 2.2・8号線でありますが、西平山五丁目の区画整理によっ

てここを通り抜けられれば、駅との関係をもって 1・3・1にぶつかることになるのではなし 1か

と思います。

この西平山の区画整理以外で、西豊田駅勢圏全体の利用者の状況を見るとき、旭が丘四丁目

の千代田自動車の敷地の行方が気にかかります。聞くところによると、相当数の住宅が考えら

れているとか、西豊田駅の必要性がさらに増す話であります。

いつだったか、この西豊田駅について、市長が答えられた記憶が去ります。 I線路が曲がっ

ているので、駅はできにくいと聞いています」という、市長の発言でした。確かに曲がってい

ることが厳しい条件にはなりますが、曲がった線路に沿ったホームを持つ駅も数多くあります

し、場所を選ぶことにより、さらに工夫すれば何とかなるように思います。

全くの素人で、私が考えたことを言わせてもらえば、 2.2・8の豊田駅側で、通称愛宕山を

うまく利用することができないか、であります。
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これに対して、西豊田駅をつくるには、 1本のレ ーノレすらわざわざ引く必要はないのであり

ますD ただ駅をつくればいいのです。モノレ ーノレももちろん早く実現させたいが、 2 1世紀近

くなどといわずに、 80年代のうちに実現させるべきだと思うのでありますo

私の長年の主張も実らず、いまだに豊田駅ホームに点字ブロックが設置されていませんo 西

豊田駅を新しくつくるんだったら、あらゆる面で障害者や老人が利用しやすい駅にすべきだと

考えます。駅の建設が地元負担なら、市の意見も十分受けられるはずです。そして、区画整理

とあわせて、チベットではなく、どんな人でもみんなが住みよい西平山をつくることが望まし

いことだと考えるところです。

以上、長時間申し上げましたが、ここで質問いたします。

質問 1として、日野市として今まで西豊田駅新設の動きは全くなかったのか。あったとしたら、

どのようなものだったか。

質問 2、今後、西豊田駅の新設についてど う考えていくのか。

質問 3、西平山地域の区画整理は今までどのように取り組まれてきたか。

質問 4、今後、西平山地域の区画整理をどう考えていくのか。

質問 5、西平山地域の区画整理の中で、西豊田駅の新設について考えられないか。

質問 6、西平山五丁目の区画整理をどう考えるか。

質問 7、西平山五丁目と八王子市の境界整備をどう考えるか。

質問 8、西平山区画整理と関連して、都市計画道路をどう考えていくか。

先ほど関係者にお配りした質問内容にこの項目が落ちていましたので、これを入れさせてい

ただきます。

質問 9、西豊田駅勢圏と考えられる地域全般の今後の都市整備はどうなるのか。

質問 10、多摩都市モノレーノレの建設と西豊田駅新設を比較してどう考えるか。

質問 11、駅新設の場合、老人や障害者が利用しやすl¥J駅をつくることでどんな考えを持つ

0企画財政部長(前田雅夫君) お答えいたします。

まず、第 1点目の、日野市として今まで西豊田駅新設の動きは全くなかったのか、あったと

したらどのようなものだったのか、ということでございます。

今、一ノ瀬議員さんからも質問の中でございましたように西平山五丁目に豊田団地というの

がございます。これは、現在東京都住宅供給公社の前身で、宅地開発公社というのがあったわ

けでございます。この公社が約 20年ちょっと前に用地を買収し、宅地分譲をしたわけでござ

し1ます。そのときに公社の説明として、将来はこの付近に駅ができるというような話をしたと

いうことを聞いております。

要するに、 この駅の問題についての提起といいますか、話があ ったのは、まずその時点から

だというふうに考えております。

その後、八王子市に、浅川の対岸でございますけれども、オイノレタ ーミナノレができました。

そのときのやりとりの中でも、地域住民の方からこの付近に駅をつくってほしいという要望も

国鉄に出されたというふうに聞いております。

それ以降、市との地域住民との話し合いの中では、やはり早急に、豊田駅まで約 2.1キロ直

線距離にしてあるわけでございますので、早急に駅をつくるように、市からも国鉄に働きかけ

てほしいという話もございました。そういう経過で、現在、今日に至っているというふうに理

解をしております。

2番自の、今西豊田駅の新設についてどう考えているのかということでございます。これも、

今、一ノ瀬議員さんから細かく説明がございました。豊田の駅から遠いということ、それから

地域の、いわゆる今問題になっている地域の住宅化がかなり進んでいること、それから西平山

の区画整理の話も出ていると。さらには、地域住民の要望等を考えますと、やはりこの駅はで

きるだけ早くできた方がいいというふうには、もちろん考えております。

ただ、 しかし、今当局側の話ということで、国鉄がこういう駅に対してどう考えているかと

いうことがあるわけでございます。 2点ばかりで申し上げますと、一つは「請願駅」と称しま

して、地元負担、いわゆる駅にかかる用地、建物を地元負担で賄うと。さらに、できたものの

駅の運営でござ いますけれども、いわゆる収支計画の中で、賄える利益が上がらないとだめだ

と。この二つが、やはり一番の問題でございます。こういう問題がクリアーできれば、国鉄は

いいよということになるわけでございますけれども、この二つはかなり大きな問題であろうと

いうふうに考えます。

ているか。

以上、お答えいただきたいと思います。

。副議長(米沢照男君〉 一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めます。企画財政部

長。
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駅の建設費につきましては、先ほどお話がございましたけれども、駅広を抜きに しまして、

土地、建物を含めますと、やはり 10億前後の費用がかかるのではないかとい うふ うに考えて

おります。

次が、 7番目の西平山五丁目と八王子市との境界整備を どう考えているかということでござ

し1ます。これ は、西平山五丁目 の一部が、八王子市の大和田町の方に盲腸のように突き出てい

る部分だと思いますo

この件については、もうすでに住宅が張りついておりまして、いわゆる日野市民がいるわけ

でございます。ケースによってはまた違いますけれども、やはりこういう土地にもうすでに住

民がお住ま いだということになりますと、やはり行政界の変更ということにな りますと、 そう

いう住んでいる方のアクションがないと、まずいんではな l¥かと。要する に、 住んでいる方の

意思を尊重する中での行政界の変更が大事であるという ふ うに考えております。

住民の意思を尊重する とともに、それから変更には相手方の八王子市との問題もございます。

八王子市の議会の議決も必要になるわけでございますので、その辺を踏まえながら、情勢を見

ながら今後対処していきたい、 という ふうに考えております。 それから 10番 目の、 多摩郡市

モノレーノレの建設と、西豊田駅新設を比較してどう考えるかという乙とでございます。乙れは、

私、全協の中で申し上げま したけれども、いわゆるモノレーノレのインフラ部分については東京

都が事業主体になりま して建設をすると。それで、そのインフラを使いまして運用をする、い

わゆる会社を設立するわけでどざいます。 I第 3セクター」と称しておりますけれども、 ζ の

第 3セクターをつ くるのに 100億円を上回る資本金が必要である。 乙れを東京都が主忙なり

まして，関係の自治体に負担をしてほしいという乙とを説明したわけでどざいます口

駅の建設費と、こ のモノレーノレの第 3セクターへの資本参加とは、ちょっと趣が違うんでは

なし1かという ふうに考えております。

ナンバ-1 1でございます。駅新設の場合、老人や障害者が利用しやすい駅をつくることで、

どんな考えを持っているかということでございます。

これは、駅をつくるということになりますれば、当然のことながら、先ほどの質問にもござ

し1ましたけれども、やはり障害者、あるいは老人対策を駅施設に盛り込むと いうのは当然、だろ

うというふうに考えております。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君) 都市整備部長。

。都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは私の方から、まず 3番目の、西平山地域の

区画整理は今までどのように取り組んできたかといった点についてからお答え申し上げます。

まず、現在までは、先ほどお話のございましたように、住宅都市整備公団が西平山地域の区

画整理を実施するという ことで、こ の面積が 52ヘクターノレを予定して、地域住民を対象にし

た説明会等を行ってきたわけでございます。こういう中で、区画整理事業そのものについては、

地域の住民の方々約 93%の方々が賛同をしております。

しかし、公団施行を行う場合、公団が事前に当該地域の土地を先行取得する必要があるわけ

でございまして、この面積が当初 15ヘクタールと申しておったのが、非常に困難であるとい

うことから、 1 0ヘクタ ールまでダウンをして買収をしようということで、地域の権利者の方

々にお願いに入ったわけでございますが、この点が非常にネックとなりまして、とてもそれだ

けの直接買収は不可能で為るという結論が出たわけでございます。

その結果として、公団は、この土地が事前に先行取得できないとなると、公団施行は無理で

あるということから、公団施行の区画整理を、公団としては断念せざるを得な くなってきたわ

けでございます。

それにかわりまして、当該地域は、先ほど申し上げましたよう に、 区画整理事業としては地

域の住民の方々は 93 %の方々が賛同しております。したがいまして、十分条件としては区画

整理がなし得る条件でございます。

それとあわせまして、いろいろこちらの地域を今後整備する必要があるということで、市も

十分認識をしておりますので、市として直接の区画整理を施行していきたいということで、公

団にかわりまして市施行で実施する旨を、権利者の方々に通知をいたしたところでございます。

今後の問題として、これは 4番目の御質問でございますが、この地域の区画整理事業をどう

考えていくのかという点につきましては、市が直接の施行を行っていくということと、公団が

予定をしました 52ヘクターノレの面積に、プラス 40ヘクターノレを加えまして、西平山の地域

一帯、これは場所としては中央線の南側、浅川との問。 それと東側の方では 2・2・6道都にま

たがる 92ヘクターノレの地域を市が施行しようというふうに、現在私どもの方で検討を行って

おります。

ただ、これは両方の地区を一遍に施行するということが非常に困難でございまして、やはり

ハU戸りつ&
-261-



1期工事、 2期工事ということで、先に公団の方が実施をしております部分を 1期として、先

行的に進めていきたいというふうに考えておるわけでございます。

これに基づいては、 今年度まず 52ヘクタ ーjレの部介についての B調査をことし実施をする

と。それと、 残りの 40ヘク ターノレにつきましては、来年度から調査に入ってまいりたいとい

うふうに考えているわけでございます。

御質問の 5点目 としては、西平山の区画整理の中で西豊田駅の新設が考えられなt¥かという

御質問でございます。当然、私どもとしては、面的整備を行う時点ではそのように駅の計画が予

想されることは当然そ ういう計画もあわせ検討する必要があろうと思っております。最近の地

域の住民の方々の動向、お考えなどをまとめてみますと、やはりこの地域に駅が欲しいという

声が、非常に私どもとしても強く耳にいたすところでございます。

したがいまして、西平山の区画整理の中で、第 1段階の計画の中にはそういう構想も織り込

んで計画を立案していきたいというふうに考えております。

それから 6点目の、西平山五丁目の区画整理をどう考えているかという点でございます。 現

在、先ほど申し上げましたように、西平山の区画整理の区域としては、中央線の南側でござい

ます。したがいまして、北側に当たります五丁目の区画整理については、現状では考えておら

ないわけでございます。

道路、 これ は必ずその事業の中に織り込んでし 1かなければならぬ仕組みにな っております。し

たがいまして、これらの三つの都市計画道路は、すべて区画整理事業の中で実施を行っていく

ということに相なろうと思います。

しかしながら、この地域には、御指摘のように 2・2・8号線という都市計画道路が 1本入っ

ております。この都市計画道路との関連では、当然五丁目にも何らかの整備を行ってし 1かなけ

ればならないというふうな必要性は感じております。

それと、駅の新設ということになりますと、当然この地域のどこかに駅という ことにな るわ

けでございますが、それが一番駅としての場所、ある いは地区広場周辺の道路との関係からい

きますと、やはりこの都市計画道路 2・2・8号線の付近が望ましいということが、一応想定さ

れるわけでございます。

したがいまして、駅を新設するということが計画として本決まりになってまいりますと、当

然西平山の五丁目の方も整備を行っていかなきゃならないというふうに考えておるところでご

ざいます。

それから 8番目の御質問で、都市計画道路 1・3・1、 2・1・3、 2・2・8号線についてでご

ざいますが、区画整理事業を施行する場合は、都市計画ですでに決定されております都市計画

それから御質問の 9番目でございますが、駅勢圏として考えられるこの地域全体の今後の都

市整備をどのように考えているのか、という御質問でございます。

当然、駅を設置する となれば、J駅勢圏としては 1キロないし1.5キロの範囲内が考えられます。

したがいまして、その範囲内の整備というものは、当然面的な整備が必要になってこょうかと

思います。

西平山の区画整理、現在予定 しております区画整理は、 5 2ヘクターノレはすっぽりこの中に

入ります。それから北側の方では、当然西平山五丁目がメ ーンということになりますので、そ

ういう整備があわせて必要になってくるということが言えるわけでございます。

それと、工業団地地域の中、特に千代田自動車の跡地が、公団で住宅をつくるというふうな

計画も£る ようでございます。この辺につきましでも.公団サイドともあわせ検討してL、かな

ければならない点かと思います。今後の問題として、やはりそうい う駅勢圏の中にある地域に

ついては、総体的に、総括的に計画を練っていかなければならないというふうに考えておるわ

けでございます。

あわせまして、当然八王子の駅勢圏もこの中に含まれるわけでございますので、八王子市と

の関連、この点も十分今後の検討課題であろうとい うように考えるわけでございます。

以上でございます。

O副議長(米沢照男君〉 一ノ瀬隆君。

011番(一ノ瀬 隆君) ありがとうござt¥ました。

今後、直ちに西豊田駅建設に向けて動き出します、などという答弁があったとしたら、私の

方が逆に驚いてしまうところであります。( i何だよ。じゃ、何のために質問しているんだJ

と呼ぶ者あり〉

非常に重大な問題でありますので、市長からも御発言願いたいと思いますけれども、それよ

りも先に、先ほど言い残したことを少しつけ加えさせていただきたいと思います。

動労の提言の中で、今後中央で議論する項目が明確にされて、今、各項目で精力的な詰めが

行われています。この中央での項目のうち、東京西局の関係のものに、三鷹一立川聞の複線
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化を促進されたい、それから八高線の電化計画を促進されたい、の二つがあります。

複々線化については、三鷹 一 立川間立体化複々線促進協議会に、高橋議長と竹ノ上総務委

沼駅は、西平山の区画整理も大きなかかわりを持ってくると思われます。

あるということです。

1・3・1号線の多摩川の橋ができると、市外にありながら日野市民が利用できる駅が実現し

ます。 1・3・1多摩川架橋の近くの新井地域にとって、南部線矢川駅は、自転車でなら近い駅

になります。

員長が参加しています。ところが、これが日野市民にとっては好ましくない方向に行く危険が

現在、豊田、日野を通って特別快速が運転され、多くの日野市民に喜ばれています。それが 以上、つけ加えましたが、せっかくですから市長にお聞きしておきたいと思います。

立川まで複々線にな ったとき、特別快速は都民が広範囲に住む青梅線に持っていかれて、日野、

豊田の方は各駅停車になる危険があるらしいのです。

日野市議会の代表は 2人とも京王線利用者のようですが、そんなふうにならないように、依

まず、大臣や総裁も評価したという動労の提言について、どうお考えかをお話しくださ L'。

そして 2番目として、西豊田駅新設について、市長の口からお聞きしておきたいのです。

然、特快が通るようにするために頑張ってほしいと思います。

次に、八高線の電化計画の促進でありますが、これも日野市に大いに関係するものでありま

す。私は、豊田駅こそわが最愛の駅と思ってきましたが、実は、私の家から最も近い鉄道の駅

以上 2点、市長よろしくお願いします。

O副議長(米沢照男君〉 市長。

。市長(森田喜美男君 ) 動労組合の運動ということは、余りよく知りませんでしたが、

一致するものがあるとすれば、なおさら幸いではな L'かというふうに感じております。

は、豊田駅ではなかったのであります。私の最寄りの駅は、八高線の北八王子駅です、とは余 つま り、西豊田駅の建設という提言になっておりますが、今、都市整備部長がお話ししまし

らは、直線距離では日野駅より小宮駅の方が近L'0奥住議員のお宅からは、日野駅と小宮駅と

たとお t)、西平山の周辺の都市整備、特に区画整理手法による事業化を展望してみます場合に、

今までどちらかといいますと、住宅都市整備公団等の構想の住宅団地を軸に設けて、そうして

り言いたくないのですが、現実なのでした。飯山議員も北八王子駅が近L、。藤林議員のお宅か

北八王子の地理上の駅勢圏は、日野台四丁目、五丁目の全域と、多摩平五丁目、三丁目の一

地域の一つの大きいエネノレギーづくりに当たりたい、こう考えておりましたが、そのことはと

んざいたしましたので、地主さん本位の、あるいは現在居住している方々に将来の快的な町づ

くりということで、当然取り組まなければならないことになるわけであります。

その!緊に、都市化あるいは地域整備のエネノレギーをどこに求めるかということを考えます場

同じぐらいのようです。

部、旭が丘六丁目のほぼ全域と、旭が丘二丁目、五丁目の一部となっています。

小宮駅の地図上の駅勢圏は、新町五丁目の全域と、栄町五丁目、新町二丁目、日野台二丁目

の一部となります。

中央線に比べたらその利便性ははるかに劣る八高線ではありますが、日野市民にとって決し

て無視してはならない八高線であると思います。八高線の電化、さらには複線化に向けての提

言を支持すべきだと考えます。

質問のテーマからは外れましたが、鉄道を主体としての交通問題として共通するものとして、

合に、駅をつくるといういわゆる今までの夢物語がよみがえってくる、そういう受けとめ方で、

この問題は、最近特に話題になっております。

と言いますのは、一つには大和田の対話集会等でも話が出ましたが、つまり過去に、あすこ

に駅ができるべきであると、こういう観点から駅に対する期待がかなりあるわけでありまして、

八高線の二つの駅と同様に、市外にある駅が最寄りの駅となるものに、京王線長沼駅があり

せっかく区画整理する際に、請願駅という形で設けるべきではなし可かと。

請願駅というのは、御承知のとおり地元負担、つまり地元負担といいましでも、また地主負

担ということになってくると思います。そういう意味で、新しい市街地をあそこに描きます場

御容赦いただきたいと思い、さらにつけ加えます。

ます。この駅は、市内の七つの駅に次いで、日野市民にとって重要な駅であり、西豊田駅がな

し1今、西平山二丁目、三丁目、四丁目はもちろん、西平山五丁目の一部まで駅勢圏になってい

ます。市外でありながら、長沼橋の改築に日野市が費用を出したのは当然であります。この長

合に、非常に有益な発想である、このように考えております。

住宅公団に開発整備を依存いたしましたのは、御承知のとおり、現在の日野市の都市整備能

力と申しましょうか、区画整理も次々と取り組んでおりますので、なかなか西平山まで一気に
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は着手しがたL¥0 したがって、他のそういう資格なり能力を持っところに依存をしようという

わけなんですが、結局住宅公団が開発をするとすれば、一定の面積を確保して、そこに住宅団

地をつくることにあわせて事業化ができるわけでありますので、土地が地主さんから 10ヘク

ターノレ欲しいというところが、せいぜい 5ヘクタ ーノレが辛うじての見込みである、そういう結

。副議長(米沢照男君〉

質問を終わります。

7のし交通標識の見直しと避難場所の標識についての通告質問者、飯山 茂君の質問を許

します。

これをもって 6の し 「西豊田駅」建設に立ち上れに関する

果から見ればわれわれの夢が、つまり依存がしがたくなった、こういう判断であります。

したがいまして、西平山駅のことはこれからの、かなり時間はかかると思いますけれど、大

切な建設課題になるに違いないと。また、そういう発想によりまして、今、チベット、チベッ

トといってなにか大変不便なように言われますが、必ずしも私はそうは思いませんが、要する

に排水、特に排水と交通ということを大前提に考えます場合に、 やはり いずれは 1・3・1の道

路の完成ということもなるべく早期に期していかなきゃなりませんし、それらのことをあわせ

て西平山に都市整備の方向を視野におさめなきゃならない時期が来たと、このように感じてお

ります。

そういう意味で、西平山駅の問題は表に今後挙げて、そうして当局とも事前協議を図ってい

C 1 5番議員登壇〕

01  5番(飯山茂君〉 ただいま議長から許可を得ましたので、交通標識の見直し、

く、こういうことになろうかと思っております。

そして避難場所の標識についての質問をいたします。

現在、市内では万願寺区画整理の進行に伴って、 1・3・1路線計画が進行中でございます。

また、 1 . 3・2道路は中央線架橋も完成をし、すでに路線パスも通るようになりました。

一方、 2・2・10号線もすでに買収に入り、ようやく市内の道路も整備されてきました。

半面、道路が整備をされることによって、現在の交通標識で現状にそぐわない標識が出てま

いりました。特に市役所から第七小を通って中央線を渡ると、すぐ矢頭橋、左に折れる道路で

ございます。この道路は、一方通行の標識が立っているため、大変不便を感じております。 1

・3・2路線が完成している現在、通過する車も少なしこの際、一方通行を解除した方がょい

と思います。

実践女子大付近の住民の利便を考え、ぜひとも解除をするように、公安委員会に働きかけて

以上です。

O副議長(米沢照男君) 一ノ瀬隆君。

011番(一ノ瀬 隆君〉 最後に一言申し上げて、私の質問を終わりに したいと思い

ます。

億単位の地元負担というこ とで、そう簡単に決断はできないと思いますが、区画整理との関

連づけなども工夫され、努力されれば、決 して不可能なことではないと思います。

日野市の一大地域の市民の強い要望であり、日野市の発展の大きな武器になる西豊田駅新設

のために、不可能を可能にする努力と、決断する勇気が今こそ必要なときだと考えます。

ちゅうちょする意見があった中で、これこそ多くの市民の要望であるとして、 1 6億円の高

校用地の取得を決断した勇気ある市長です。都市高校が建つわけがないという意見の多く出た、

特にその中には、 3年のうちに高校が建たなかったら議員をやめる と本会議で発言されながら、

3年はおろか 2年とたたないうちに南平都立高校建設を軌道に乗せた手腕ある森田市長です。

この市長をして、西豊田駅は必ずできる。鬼の動労もついている。

終わります。

いただきたいと、かように思う次第でございます。

次に、私が質問いたしました、災害時における避難場所の標識についてでございますが、質

問の後、市ではすぐに標識を設置していただきました。この件につきましては、大変喜は‘しい

ことと市民とともに心強く思っております。

さて、設置された標識でございますが、すでに何年か経過をしていますので、汚れたり、破

損したりされております。そこで、常に正常な状態でなければならない標識についての保守点

検は、どうなっていますか。

また、確認ですが、市内にはイ可カ所設置されているのか、お教えくださし ¥0

けさも 8時 45分のときに、市長が庁舎におきまして、王滝村の災害の話をしておられまし

た。やはり「災害はいつやってくるかわからなしリこういう昔のたとえ言葉がありますが、や

はり避難場所の標識、こういうものが私はふだん管理されていることによって、被害払避難

する人たちも、けがに、あるいは惑わずに済むんではなL¥かと思います。
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もう一つ、ぜひともお聞かせいただきたいのは、私が前回質問したときに、消火栓の看板を

取り舛した後、消火栓のわき に四角 く黄色で塗 つでありましたが、それが市内に内力所あって、

につきましては多少の時間がかかろうかと思いますけれども、御要望の点につきましては、な

おさらに警察の方に申し出をし、御要望におこたえしたい、というふうに思っております。

何力所塗れているのか。全部塗れているのか、そのことをまずお聞かせくださ~'0 

そして、もう一つは、再確認ですが、この標識が今いろんな問題の標識がございます口進入

禁止、あるいは歩行者とまれと、市内におきまして標識が倒れたり、あるいは 15度頭を下げ

O~1j議長(米沢照男君〉 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) お答えいたします。

いけないんじゃないかと思いますO

避難標識の件でございますが、現在、市内に避難所と称するものが、 1 8区域の中に 37カ

所ございます。この場所につきましては、すでに 58年度におきまして、市内を四つの地域に

区分いたしまして、それぞれ該当の区域の全世帯に避難場所のありかを、地図によりまして配

て寝ております。こういうのは美観にも、私はかなり日野市の町の中の一つの顔づくりとして、

今お話しいたしました矢頭橋の橋を渡ると、すぐ左へ曲がります。そこのガードレールをご

そして、私は今回の質問にも関係なく、市内を歩きますとできるだけやはり目で見て、そし

付済みでございます。

それだけでは足りませんので、御質問の中にございましたような避難場所、あるいはその避

難場所に至るまでの誘導の標識、この二通りを目下整備中でございます。避難場所に立てます、

そのものずばりの、ここが避難場所ですよという案内板と、それからそこに至るまでの誘導板、

らんになったと思いますが、やはり進入禁止のためにあれを左に曲がる、そしてガードレールに

車をぷっつける、ガードレールが傷んでいる、こういう乙とを私も見ております。

て写真におさめて、そしてこういうふうになっておりますから(写真掲示入後で担当の部長 この 2種類がございます。

さんに見ていただいて、ぜひともこれを改修していただきたt'0 この誘導板につきましては.市民の皆さんがお集まりになる公共施設、たとえば地区センタ

ーのようなところに誘導板を立てまして、この地域の方の避難場所はここです、ということをこのことで、 2件お尋ねいたします。

。副議長(米沢照男君〉 飯山 茂君の質問についての答弁を求めます。建設部長。 明示しているものでございます口

。建設部長(中村亮助君〉 それでは、私の方から第 1点目につきましてお答え申し上 この二つの種類の表示板につきましては.昭和 55年度から立てておりまして、設置の費用

につきましては.日本宝くじ協会から現物を支給されているものでございます。 55年度から

現在までの 4カ年の間に立てました避難場所の案内板は. 1 8本です。それから地区センター

などに立てます誘導板につきましては、 3 0本。したがいまして、合計 48本の標識が現在あ

げます。

確かに 1・3・2の道路ができまして、周辺の道路環境が変わってまいりましたD そういう中

で、過去に、御指摘がございました関係の道路につきましては、地域住民の要望などもござい

まして、一方通行になっておったわけでございます。 るわけでございます。

この標識につきましての定期的なチェックをしているかどうかというお尋ねでございます。

比較的まだ設置をしてから日が浅うございますので、汚れや、あるいは破損、そういったもの

をチェックするために定期的に見回りは、残念ながらしておりません。付近の方から汚れがあ

これを、変化によりましてそれに対応していくということで、通過交通の改善を図ることに

つきましては当然なことでございまして、私どもの方も日野警察署の方の見解をただしており

ます。道路交通規制の関係で、当然日野警察署がこれを所掌するわけでございますので、住民

の方たちの一方通行解除という意見集約があれば警察はやります、というふうに言っておりま るとか、あるいはいたずら書きがあるとか、そういう通報があった場合にのみ出かけまして、

それから、当然一方通行の解除によりまして、交通信号が変わってまいります。交通信号の

きれいにしているような状況でございます。

さらに、消火栓でございますけれども、市内には公設と私設と合わせまして1， 2 1 4ケ所の

消火栓がございまして、公設の分の1， 0 7 6カ所につきましては、全部黄色い枠組みをいたし

まして、消火栓の位置を明示してございます。

す。

関係につきましでも、信号を一方通行から相互交通用の信号にかえなけりゃなりませんので、

これらの予算措置なども当然都の公安委員会が必要になってまいりますけれども、それらの点
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それから私設の方でございますが、私設の消火栓にあ っても道路にございますものにつきま

しては、黄色い枠組みをいたしまして明示 して ございますけれども、それぞれ設置者の敷地内

にある場合には、 これが必ずしも守られてないというのが現状でございます。

以上です。

O副議長 (米沢照男君〉 飯山茂君。

0市長(森田喜美男君) 進入禁止の状況が妥当でないという御指摘( I市長、要する

に市長が毎日お帰りになる七小の前、通りますね、そうすると橋がありますね、あれを橋を渡

ったらすぐ左に折れますねJと呼ぶ者あり〉はあはあ、わかりました。

早速、御指摘のとおり実現するように指導し、また私も当たってみたいと思っております。

O副議長(米沢照男君 〉 飯山茂君。

015番(飯山 茂 君 〉 建設部長の御答弁でございますけれども、交通標識について 01 5番 ( 飯 山 茂 君 〉 では、ひとつそういうことで、。

は、公安委員会、あるいは警察等の関係があって、なかなか私は難しいと思います。

しかし、今、信号の問題、いろんなことをお話伺いましたけれども、この問題は、私の記憶

ではことしの 3月か、あるいは去年の 12月の議会で、市長の行政報告の中で、 確かに共産党

の鈴木美奈子さんがこのことをちょっと触れていたと思うんです。それからややもすりや、も

う半年以上です。そういう中で、何とか考えると言っているんですけれども.ここでまた信号

の問題、あるいは公安委員会の問題、そういうことを踏まえながらまた半年すぐたっちゃうん

じゃなt'かというような気がするんですが、やはりフォローというのが一番大切だと思います。

このことで、やはりここで言ったことは、ある程度私は実行していただきたし、。

なぜならば、特に私が強く言うのは、 1 . 3 ・ 2 の~の架橋ができ て、 全くあれは私は無意味

だと思っているんです。そういうところで、ぜひともひとつ早急に検討していただきたt'0 

ただ、私が冒頭申し上げましたように、公安委員会なり警察なり、かなり難しいと思います。

しかし、それをより努力するのが、やはり私はここの場でこうして訴え、このことがやはり地

元の要望にこたえられるんじゃなt'かと思います。そういうことで、ひとつよろしくお願いし

ます。

もう一つは、 2点目ですが、避難場所について今、生活環境部長からお話がございましたけ

れども、やはり何といっても、先ほどお話しいたしましたように、けさの市長のスピーチじゃ

ございませんけれども、とにかく災害は早いうちに、そして出たら最小限で食いとめる、こう

いうことで、さらにさらにそういうものを見直しをしていただきたい、こういうことを要望し

ておきます。

最後に、今の進入禁止について、市長にどのような配慮をしていただけるのか、一言お願い

したいと思います。

終わります。ありがとうございました。

。副議長(米沢照男君 ) これをもって 7のし交通標識の見直しと避難場所の標識に

関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C I異議なし」 と呼ぶ者あり〕

。副議長 (米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 2時 31分休憩

午後 3時 3分休憩

。副議長 (米沢照男君) 休憩前に引き続き会議を開きますo

一般質問 8の 1、東町地域の排水対策を促進せよについての通告質問者、 板垣正男君の質問

を許します。

C 1 2番議員登壇〕

01 2番(板思正男君) 東町地域の排水対策を促進せよということで、一般質問を行

t，ます。

0副議長 (米沢照男君〉 市長。

私は、昨年の第 3固定例会で、 「神明上の都市下水路の事業促進による水害解消を」という

題で、これに関連する質問を行ってまいりました。

その際、都市下水路の関係する地域の水害を一挙に解消する基本ができ上がるわけでありま

すから、緊急を要する地域の対策も並行して行うように、いろいろと市側に要望を行ってまい

りましfこ。

第 3固定例会の際には、特に仲田緑地の北側の部分、四ツ谷下区画整理を行った地域でござ

いますが、この地域の排水対策を、 2 .2・10、2・2・11の都市計画道路の建設に合わせて、
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排水管の埋設等対策を急ぐよう要望を行ってまいりました。恐らく市側でも具体的な検討を行

い、近く予算化されるのではな l¥かというふうに私は期待しておるのでありますけれど、今後

の一層の努力をお願いしたいわけであります。

そして、今回この下水路に直接関係いたします東町地域の排水問題をどのように解決するか、

この問題にしぼって質問を行っ ていきたいと思います。

御承知のよう に、 神明上都市下水路の樋管ができまして、これまで道路の冠水を行っ ていた

ところの排水が容易になりまして、この点での水害の解消をつくることができたわけでありま

す。この点だけでも大きな前進を見ることができたと思います。

いよいよ 2・2・10の都市計画道路の建設も本格的になってまいりまして、立日橋の建設計画

も事業着手目前というところまで進んでまいりました。この道路計画によりますと、多摩川の

架橋部分からかな り高架になって、 2・2・11との交差地点まで坂道になる という、そういう構

造になるようであります。

したがいまして、東西の地域が介断されるということになるわけであります。これまで地形

が大変低いために、水が自然流入するとい う個所が、今度は逆に高架になる ということになっ

ていくわけであります。

したがいまして、道路に四方から自然流入しておりました雨水等が、今度は流入しなくなる、

逆に道路から東西方向に流れていくと、こういうことにな っていくわけであります。現在でも

大変排水に困って いる地域でありますから、逆に住宅側に雨水が流れてくる という ことになり

ますと、一層その被害も増大される ということ が予想されるわけであります。

私がこの問題を取り上げる直接のきっかけは、実は地域住民の方から、排水対策の促進を行

ってほしいという要望が相次ぎました。私も以前、議会でこの問題を取り上げたこと もありま

すけれど、さらに具体的に計画を進めなければ、本当に住民の要望にこたえるこ とができない、

こういう気持ちを抱きまして、あえて一般質問のテーマに取り上げたわけであります。

都市計画の進行に合わせて、地域住民の不安が増大している今日、抜本的な排水対策をあわ

せて確立し、着手できるめどを住民の前に発表するということが重要ではな l¥かと思うわけで

あります。

御承知のように、東町地域といってもかなり広いわけでありますが、甲州街道の羽田ヒュー

ム管のわきの道路から入ってまいりますと、かなり低くなっております。徐々に勾配が上りに

なっておりますけれど、この低い地域は、神明.上都市下水路の利用もできない、というふうに

伺っております。

そういたしますと、逆勾配ということにもなっているわけでありますから、どういう方向で

この排水を うまく 処理できるか、この問題が一つある というふうにも感じております。

また、 現iζ、住民iと市側が説明している問題点の一つに、そのこと が挙げられているわけで

あります。

もう一つ私が感じるのは、 2.2・10を挟んで西側の地域、仲田緑地との中間の地点、この地

域の排水をど ういうふ うに処理するかという問題もございます。道路の計画が促進されますと、

下水路が同時K埋設されますから、基本的Kは排水口はできるわけでありますが、いざ細かい

枝管の排水がうまく取れるかどうか。特に勾配が取れるか、とい う問題があろうかと思います。

しかも、公道がないというようなところ もあるわけでありますから、排水管が埋設されると

いうこと忙なりますと、二重の意味で困難な状況もあるわけであります。こういうことは、私

が今明らかにして初めて市側も認識するというこ とでは.もちろんないわけであります。以前

から十分そうした問題については承知おきのこ とと思うわけであります。

私は、 こうした地域が一つの都市計画事業にあわせて、関連する整備という ことで徐々 K解

決されていくということは、当然な こと ではあるわけでありますが、住民にとっ て都市計画道

路の建設が行われる際に、 自介たちが住んでいる身近なと ころ の環境が同時によくなるんだと

いう、そういう希望を与える、£るいは持つということができるならば、私は行政としてのそ

の責任を半分以上は果たすことができるんではなし 1かと思うわけでありますD

そして、その計画に沿って実施に移すということになってし 1かれるならば、なお住民の期待

に十二介に こたえることができるということにもなるわけであります。

そこで、市側の考えをお聞きしたいわけでありますが、 2.2・10の計画道路の建設がいよい

よ目前に迫ってまいりました。それKあわせた東町地域の排水計画、これをどういうふうに関

連づけて並行させようというお考えなのか、こ の点をひとつ最初にお伺いしておきたいと思い

ます。

。副議長(米沢R号、男君) 板垣正男君の質聞についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長 (結城邦夫君) お答え申し上げます。

2.2・10号線の整備とあわせまして、東町地域の排水対策はどう考えるか、という御質問で
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ございます。 2・2・10号線は、御承知のとおり現在東京都の方で用地買収を進めているところ

でございます。予定といたしましては、この道路が完成いたしますのは 64年度ということに

なっております。

一方、 2・2・11号線の道路の予定もあるわけでございまして、こちらの方は仲田緑地の公園

の中でございますが、 6 0年、 6 1年iとかけて東京都で整備をする という状況になっておりま

がら排水対策lζ努めてい く予定でございます。今後、 2・2・10の下に埋設いたします都市下水

路とあわせまして、側溝対策で地域の浸水対策を行っていきたいというふう K考えているわけ

でございます。

す。

以上でございます。

。副議長(米沢照男君〉

01 2番(板垣正男君)

板垣正男君。

概略説明があったわけでありますが、 2・2・10の西側は問題

私どもの方の排水対策、特iζ2・2・10号線のT!C、神明上都市下水路を建設していくという

ことで、すでに樋門も完成してございまして、一部 2・2・10号線の境界まで管渠の埋設が終わ

っております。 この管渠の、現在一番末端のと ころからさらに非常に細い枝管を出しまして、

この地域で一番浸水の激しかった、ポンプによって雨水等を排水しておった地域まで管を伸ば

し、そこの地域の浸水対策は、現在すでに完備しておるわけでございます。

このように、 2・2・10号線の工事 とあわせまして、神明上都市下水路の管を同時埋設してい

くとともに、周辺の地域の雨水、あるいは家庭排水、そういったものを一時神明上都市下水路

の中に流し込むように、現在、私ども計画を考えております。

しかし、 当該地域、東町全体を眺めた場合には、 2・2・10の西側におきましては、これは問

題なく神明上の都市下水路の中に汚水を収容することはできるわけでございますが、東側の地

域全体は逆勾配になる関係上、この都市下水路の中iζ排水を持ってくるということは不可能で

ございます。可能な限り全体の抜本的な雨水対策としての雨水管が完備するまでは、一部側溝

を用いまして、神明上の都市下水路の方に持ってくることも、現在私どもの方で検討を行って

し1る段階でございます。

しか しながら、東町の中で一番東の部介に当たる地域でございますが、ここは国道 20号線

の中に排水管が埋設しでございますが、そちらの管の方が地域の側溝よりも高くなっている関

係上、側溝でその排水管の中Kつないでいくということは、不可能であるわけでございます。

したがいまして、この辺の東町の一番東側の排水対策を考える場合には、やはり根.川からの

用水の技本的な改修をしてきて、国道を横断するというような対策が必要になってくるわけで

ございます。雨水管の排除計画も一応こちらの、今私が申し上げましたような排水系統Kなっ

ておるわけでございます。

しかし、それまでの問、できるだけ側溝でカバーできるようなところは、建設部と協力しな

ないという こと でございます。 これは、恐ら く問題ないというのは高低差が問題ない、排水は

とれる、 とい うこと の意味じゃな l¥かと思うんです。

しかし、 ここ は御承知のように公道が少ないというよ うなことなどもございまして、いざ工

事を始めようということになりますと、いろいろ問題もまだあるということが予想されます。

そこで、やはり具体的な排水の図面を描きませんと、なかなか住民の方としても、それに対

応する準備というものもあるでしょうし、また、市側の計画lと全面的に協力しつつ環境をよく

する、こういうことにもなっていかないのではな l¥かということも懸念されますので、私は勾

配という点での問題がないということであるならば、早速にも排水計画をつくっていくことが

必要なんではないかと思うわけであります。

それから、 2・2・10の東側、甲州街道から入った側でございますが、とりあえずは側溝等を

利用いたしまして、排水を行うということでございます。側溝でも十分雨水排水等がのみ切れ

るという ことであれば、それを利用することも一つの方策であると思います。この辺のところ

は十分市側でも調査、計算を行った上で計画を進めていただきたいと思うわけであります。

低い個所、この低い個所をどうするかということがございますが、今、部長の説明iとよりま

すと、根川の系統につなげるというお話であります。この構想、計画によりますと、実施iζ移

されるのは一体何年先になるのか、ちょっと見当がつきません。恐らくこの 2、 3年というわ

けにはまいらな いでありましょう。もっと期間がかかるんではないかというふうにも思われま

すが、おおよそ何年先を見通しているのか、この辺をひとつ明らかにしていただきたいと思う

わけであります。

私は、 この抜本的な排水路を根川の系統に導くと いうことを将来計画として持ちつつも、そ

れまでの期間、これをどうするかということが一つあるかと思うんです。専門の都市計画や建

設部で考えておられるかとも思うんですが、たとえばポンプアップをするというようなことで

バせ
司

tつ企
p
h
d
 

司

dつ臼



あるとか、あるいは遊水池をある個所に設ける とい うようなことなどを併用して、当面の対策

をしのぐということも一つの方法ではなし、かと思うのでありますけれど、その辺のお考えは持

っておられるかどうか、検討する余地はないのかどうか、お伺い したいと思うわけであります。

それから 3点目、低い個所の底上げを行いたいという希望を持っておられる住民の方もおり

ます。これを全額個人の負担で実施するということになりますと、かなり費用がかかつてまい

ります。土砂の搬入、床の底上げとい うようなことになる わけでありますが、 これはもちろん

住民側の希望や意見に基づく ことでなければならないわけですけれど、そ ういう対策を広い範

囲ではできませんけれど、ある地域、狭い範囲なら私は可能ではないか、こ のようにも判断さ

れるわけであります。

したがいまして、そういうことに対する市側の援助等も、私は住民の意見に沿うものであれ

ば検討に値するこ とではないか、そう考えるわけであります。

4点目 iζ、 これらを含めて 2・2・10の道路計画、排水管の埋設に合わせた完成年度、その年

度lζ地域の排水も同時に利用できる、こう いう計画の促進でなければならないんではなt¥かと 3

排水対策は‘急がれる地域ではないか、 こう思 うわけであります。

一昨日、そして昨日も私は東町地域を見てまいりました。なかなか市側は、手を加えようと

いう意思はあっても、従来、手を加えることができなかった地域で‘はないかと思います。それ

だけに住民の声、要求は‘切実なものがある と思 うわけであります。計画道路はできたが、自

分たちの身近な環境はよくならない、ということではいけないわけでありまして、市側の熱意

と、そして事業の促進のための予算化を早期K計上できるように、強く要望したいわけであり

ます。

以上、この点についての再質問を行います。

0副議長(米沢照男君〉 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

先ほど私が 2・2・10号の西側については、これは問題ないと申し上げたのは、まさに御指摘

のよう i亡、排水を取る場合lζ、状況として問題ないということでございまして、道路につきま

しては、当然この排水管、あるいは側溝を設置するための道路が必要になってくるわけでござ

いますD したがいまして、面的な整備もあわせながら施行するということが必要になってこょ

うかと思います。

それから、御質問のまず l点目でございますが、先ほど申し上げました根川の系統の整備と

いうことになると、これは非常に大きな事業にな ってまいります。その辺についての今後の予

定等については、まだ建設部と具体的な調整は行つてはおり ませんo しかし、緊急な状況であ

るということ から、やはり こういっ た点Kついても、その時期も認識しながら計画を立案する

ということが必要であろうと考えております。

あわせまして、来年度から万願寺の 2期の工事についての、 これは区画整理でございますが、

私ども調査に入ってい く予定をしております。したがいまして、そ ういう中でもやはり根川の

問題、あるいは排水系統について もあわせ検討をしていく予定でございます。

2番目の、ポンプアップ、あるいは遊水池の設置ということについては、暫定対策としては

どうかとい う御質問でございます。暫定の対策としては、こういう手法も可能でございます。

しかし、私どもここの地域をどう整備をしていくのか、特iζ排水対策についてどうやっていく

のかという こと については、地元の自治会の方々、住民の方々 と私どもとの間で、現在、話し

合いの場を設けております。それに基づいて私ども行政の中にプロジェク トチー ムを建設部と

都市整備部の間で設置をしてございまして、地元の要望をこの中で整理をし、実施に移してい

きたいという こと で、地域の方々とも今この点について話し合っている段階でございます。

したがいまして、ポンプアップあるいは遊水池の設置が望ましいというような結論が出た段

階では、そういう方向も当然£り得るというふうに考えております。

それから、 3点目の低い地域の底上げということで、盛り土かと思いますが、そういうとこ

ろの盛り土をしたらどうかというお話でございます。それに対して市の援助ということでござ

し1ますが、私どもはこの地域に排水対策の問題のほか花、もっと大きな計画として 2・2・10号

線、あるいは 2・2・11号線というような都市計画道路の整備ということ が重なってき ておるわ

けでございます。

したがいまして、こういったものを抜本的な対策として解決するためには、やはり面的な整

備が必要であろうと。いわゆる区画整理法K基づいて地域の整備を行うということが、本当に

重要であるというふうに考えております。地域の方々も、この辺については真剣に考えられて

おるわけでございまして、抜本策としての対策は、やはり最終的にはここに落ち着くのではな

かろうか、というふうな考え方もあります。

しかし、こういった問題については、やはり土地の権利の問題等もございますので、地域住
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民の方々、権利者の方々と十分話し合いの上、進めていきたいというふうに考えております。

4点目 の、 2・2・10号線の完成の年度でございますが、先ほど申し上げましたよう K、 2・

2・10号線については供用開始が 64年を予定をしてお ります。 したがいまして、 6 4年の完

成ま でに、その下に入る都市T水路は完成を しておらなければならないわけでございます。

これとあわせま して、ここに引き込んでま いります地域の排水網という ものも同時に整備が

必要になるわけでございまして、 6 4年の時期iとは周辺の排水路も同時{と完備をしているとい

うことになろうかと思います。

以上でございます。

0副議長(米沢照男君〉

0 12番(板垣正男君〉

板垣正男君。

6 4年まで、あと 5年あるわけでありますが、この 5年、 l 

によ って、場所によりまして宅地内に水が入るというような状況もあります。これに対 しまし

ては、最小限、 新坂下住宅の排水路、これにオーバーフロ一分を落とすことによって、若干の

水位を下げることができると。一つの対策にはなると思いますし、そのことはすでに終えてお

ります。ことしは、ひとつ実験の年にな っているわけでありますが、そういう機会がないもの

ですから、その効果を実証することにはなっておりません。

それから、大きく考えて 2・2・10の西方は、地形的に排水管の落差がとれるので、と にか く

技術的iζは水を集める こと ができる、 こういう ことになる わけでありますが、東の方はまだそ

れより低いと。つま り、本庄さんが造成された場所な どは、 これは最も低い、ちょうど多摩川

堤防と甲州街道の角地になるわけでありまして、あそこに住んでおられる方が、別の市民相談

かの機会だと思っており ますけれど、何とかしてく れというお話も来ております。

しか し、一番低い、 しかも排水のないところに住まれた、その判断というのもあなたには多

少責任があるか もしれませんよ、というようなことも冗談では言ったわけですが、確かに難儀

をされておるとい うふうに思います。

そこで、今、都市整備部長は、基本的な立場でお答えをしておりますが、私は、2・2・10の

中に入る排水管渠の探さにもよるわけですが、低いところにその管を埋めれば、あるいはつめ

られる こと もできるんではないかと。つまり深く管を入れれば、そういう傾向がとる ことがで

きるのではな L¥かとい うこと も、一つ素人的な立場でも考えられます し、ある程度水を集めて

ポンプ排水をする、それなどは一番卑近な ことでありますから、とても甲州街道にパイプを通

して根111に流すなんてことは大分先のことになりますから、それまでは何もしないというわけ

にはいかないと思っております。

確かに立派な公共のー道路、 ある いは交通手段はできたけれど、地元K、特にまた市民の住ん

でいる生活の中花道路をどうするか、あるいは排水をどうするかと。低い地域でありますだけ

に、あるいはまた早くから住宅が建てそろった土地でありますだけに‘打開の道が非常に難し

いわけでありますけれど、地域の方々の意も十分とらえた認識として持ち得ておりますので、

何らかの方途をとらなきゃならない。

今、言いました、つまり地元とのパイプの相手方をつくっ ていただいて、そうして話し合い

を持っているというふうな状況でありますので、なるべく 具体的に可能な方法で、なるべ く早

い時期花、暫定的にせよ何にせよ、そういう状況の打開のできる方策を探したい、このように

年でも短縮できるように、プロジ ェク トチ ームを中心に、ひとつ大いに努力を行っていってい

ただきたいと思います。

最後花、市長に伺っておきたいんですが、 最近、対話集会なども行われたようであります。

いろいろ地域からの御要望や意見なども伺っていると思うんでありますが、地域の住民の皆さ

んとお話しされて、どのような感想を持っておられるか。排水や、あるいは環境問題等を中心

花、ひとつ感想がありましたらお聞かせいただきたいと思います。

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君 〉

市長。

感想というふ うなことでは済まないと思っております。

3週間ほどになるかと思いますが、東町地区センターに対話集会のため出向きましたところ、

恐らく 70名という数の方が出席をされまして、出る話は、一番の主なるものはやはり水処理

の問題、水の後始末の問題が印象的であります。

そう して、確かに東町は、かつて日野の渡船場という意味では、日野の入り口でもあったわ

けですが、近年といいますか、今の 2.2・10都市計画路線、これは都道ですが、またそれに加

えて、モノレ ーノレ路線もダブノレの公共的な事業が始まろう としております。その際花、通過道

路は立波忙できたが、地元はち っと も、問題を残すだけであ ったということでは済まないと思

L ¥ます。

そこで、日野市の多摩川沿いの一番低いところが東町ということになります し、 そのま た中

途にあります多摩川団地のかいわい、これも用水が入りま して、 大雨の際には用水のはんらん
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考えております。

0冨Ij議長(米沢照男君〉

01  2番(板垣正男君〉

板垣正男君。

市長も積極的な姿勢を示していただいたと思います。感想ど

ころでない、一つの決意を述べていただいたんだ、このようにも受け取れるわけでありますが、

2・2・10の道路の完成はもちろんでありますけれど、その周辺の環境がまた大事であります。

住宅環境の整備なくして 2・2・10も、あの地域にとっては本当に地域のために生きではこない

でありましょう。

そういう意味で、地域の住民の皆さんの要望にこたえて、市側でも全力を挙げていただきた

いと思います。このことを最後に要望いたしまして、この質問を終わります。

0副議長(米沢照男君〉 これをもって 8のし東町地域の排水対策を促進せょに関す

る質問を終わります。

8の2、淡水の水族館を建設せょについての通告質問者、板垣正男君の質問を許します。

012番(板坦正男君〉 今月の初めでありますけれど、新開花こういう記事が載って

おります。 I水と魚iζ親しむ憩いの場、水産庁が来年度から整備」という 見出しでございます

が、水産庁は、来年度から)IIR::魚を呼び戻す、というような趣旨も込めてあるわけであります

けれど、水と魚に親しむことのできる憩いの場を全国的に整備する、 5年間で 100カ所の整

備を目指しており、来年度予算では 20カ所分 4億円を要求する予定になっているというもの

であります。うまく大蔵省が査定で 4億円つけるかどうか、これはこれからのことになるよう

でありますが、水産庁がこういう計画をもって予算要求を行うというわけであります。

私は、この記事を読む前から水族館のことは考えておったのでありますけれど、水産庁がこ

ういう計画を持ち、予算要求をしようというところまで腰を上げるようになったというのは、

これは私は、たとえば日野市の緑と清流を取り戻そうということは、一つの大きな世論を盛り

上げるスローガンにもなっているわけでありますし、こういう各自治体の努力などは一つの反

映として、水産庁lζ計画を持たせるまでになってきたものと思います。

加えて、全国各地の河川んあるいは川湖沼、こういったところの浄化を求める市民運動や住

民運動も盛んになってまいりまして、これらも行政側の努力とあわせて自然回復や河川の浄化、

こういったものの世論を盛り上げる役割りを果たしてきたと思います。ようやく国側も、その

一つの腰を上げたということではなし可かと思うわけであります。
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私は、三多摩の 26市をずっと見てまいりますと、水族館を設置したというところはまだな

いというのに気がついておりました。東京都が井の頭水族館を持っておりますし、上野にもご

ざいます。近くは、多摩動物園内iとも水族室というのを持っておりまして、淡水の魚類を飼っ

ておるわけでありますが、私、先日多摩動物園へ行ってまいりまして、 7.k族室を見てまいりま

した。コアラの小屋も今建設中でございまして、私はまだそこまで足を伸ばさなかったんであ

りますが、水族室を、実は初めて見たんですo これまで何回か動物閣には行きましたけれど、

水族室を見たのは初めてだったんです。

この水族室は、多摩動物園間圏以来つくられたんだそうです。水族室のすぐわきに沢が流れ

ておりますが、開閣の構想としては.あの沢とタイアップして一つの淡水の植物、昆虫、魚類

を展示する.こういう構想にあったんだそうでありますけれど、残念ながらその構想はできな

かったというふうに、担当職員が申しておりました。

近辺にございます水族館、水族室は、この程度のものでありますけれど、多摩動物園の水族

室も、見る人によっては大変参考にもなるでしょうし、勉強にもなるところだと思います。東

京都は、この水族室をさらに充実させ、拡充する計画があるか、こういうふうに伺ったところ、

その予定はないということでございます。当分の問、このままでし 1くんではな L¥かという話で

ございましたが、新たな計画というのは、どうも伺うことができませんでした。

飼われている魚は、 1 0種類でした。 ドジョウとか、コイとか、そういうようなたぐいです。

大変元気はよかったんでありますが、これをもう少し充実させるということは、私はどうして

も必要なんではな L¥かというふう花、その際にも感じることができました。

しかし、東京都はそういう計画はないというわけでありますから、私は、やはり日野で、日

野市が淡水の、仮に私は「水族館」というふうに今申しておりますけれど、名称はいろいろあ

るようでありますが、水族館を設置するということが必要な、自然的な条件にあるんではない

か、こう考えているわけであります。市長も大変日野のことについては詳しく御存じでありま

すい議員の皆さん方もそれに劣らずまた詳しく御存じのはずであります。

多摩川水系の魚類というのは、浅)11との合流地点からさかのぼりまして、八高線ぐらいのと

ころまでが、一つの豊富な個所だったようであります。ある調査によりますと、そういうよう

な基準もあるわけでありますが、大変生息が豊富だったということがうかがえるようでありま

す。
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そういたしますと、水に恵まれた日野市、地形的lζ も大変いい場所にあるわけでありますが、

今日のように多摩川のあの水質では、なかなか生物もすみにく l¥。あるいは浅川も水量が少な

l ¥0 水質が汚れている。こういうところでは、自然のままで市民や子供たちが、魚や昆虫や植

物と接する個所は、だんだん少なくなっておりますし、また、機会も少なくなってくる。

そこで、日野市iζ水族館をつくって、自然に親しむということや、水産庁が考えております

ような水と魚K親しむことのできる憩いの場というような趣旨を生かすことができるんではな

l ¥かと考えるわけであ ります。 これが今回の取り上げ、たテーマの理由でもあり、また、そうい

うことを行政としても行ってもいいんではなし 1かと私は考えているわけであります。

最近、埼玉県で水族館をつくったという報道がございました。も う2年くらいになりますが、

大変地元からは喜ばれているようでございます。ですから、こういう傾向というのは、私は.

今後全国的にもかなり広まっていくんではないだろうかと思うわけであります。

そこで、私もちょっと聞いたり見たりしたのでありますけれど、多摩動物園の水族室iζは10

種類の魚しかおりませんが、現在多摩，川Kは、ある調査iとよりますと 34種類の魚がすんでい

ること が、調査によっ て明らかにされております。昭和 2年から 10年にかけまして、ある学

者が調べたのiとよりますと、 1 8種類というふうに記録され ております。今から 5年前の調査

lどよりますと、 2 1種類見つかったと、こうなっておりますが、昭和 2年から 10年の調査で

は、アユ、ウガイ、オイカワ等々 18種類。

現在なぜふえているかといいますと、これは放流事業などがあるためKふえているというこ

ともあるわけであります。音からおりましたアユを初めといたしまして、コイ、スナヤツメ、

タナゴ、キンブナ、 ドジョウ、ボラ等々、私が列挙するまでもなく、皆さん全部思い浮かべる

ことのできる魚ばかりであります。

こういう ふうにふえてま いりますと、釣りを行うとか、あるいは網でとるというようなこと

を行えが容易に見ることもできるわけでありますが、なかなかそういう機会もないという人も、

たくさんおるわけであります。こういうのをしっかりとした施設で飼育いたしまして、日常的

に市民の自の前に展示する、こういうことができるものと思うわけであります。そうすれば、

多摩動物園のわずか 10種類の水族室よりも、はるかK内容が充実されたものにな っていくも

のと考えるわけであります。

なお、魚類だけでなくてもいいわけでありまして、昆虫.植物、こういうものの代表的なも
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のといいますか、いかにも多摩川に生息するものを集めて展示するということも、一つの方法

であります。

ですから、多摩川水系の生物を一堂に集める、こういうことが必要ではなL、かと思います。

しかも、多摩川水系の生物館、あるいは植物館にしても、さらに水族館にしても、まだどこに

もありません。日野市がそれに最初に手をかけて水族館をつくりまして、そういうものを通じ

て自然の回復、河川の浄化、自然を大切にする、こういう世論や機運を盛り上げる一助にでき

ると思うわけであります。

そこで、一つ市側に問いただしたいのでありますが、私の提起した水族館の設置について、

市側の考えをひとつお伺いしたいと思います。

。副議長 (米沢照男君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(前田稚夫君〉 お答えいたします。

ただいま板垣議員さんの方からいろいろ状況を踏まえまして、御説明がございました。まず、

今、東京都がどういう事業をやっているかということを説明いたしたいと思います。

まず御承知のように、上野動物園の中iζ水族館として併設をされていると。あと一つは、井

の頭公園の中花、やはり水族館としてあるわけでございます。この 2施設につきましては、か

なり規模も大きく、内容の充実した施設でございます。そのほかに、今お話がございましたよ

うに、 多摩自然動物公園の中lζ水族室というような形で、今ございます。

これは、 動物園ができたときに多摩川水系の水生動物を水槽lと飼いまして、子供等lζ勉強し

てもらうというのが趣旨で展示をしたわけでございます。内容的には、 2 0数年たっておりま

すけれども、発展がなく、現状維持のような形できているようでございます。

さらに、今度は東京都が海浜地区、いわゆるこれは埋立地だと思いますけれども、将来の構

想の中で、海洋、それから内陸の魚類、植物等を展示する大規模な水族館を予定しているよう

でございます。これから、都としてブランチのような形の水族館をふやすというような考えは、

ないようでございます。

それで、問題のいわゆる質問でございますけれども、水族館設置に対する市の考えでござい

ます。提案の趣旨につきましては、私ども十分理解をするわけでございます。

しかしながら、水族館という形になりますと、かなりの建設費、それから維持管理費もかか

るわけでございます。全体の市の施設とからめまして、今後少し時間をいただいて検討したい
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というふうに考えております口

以上です。

O副議長(米沢照男君 〉

01 2番(板垣正男君〉

板垣正男君。

時間をかけて検討ということになりますと、 これは相当の時

につくられたというふうに伺っております。それだけ水に深い関係のある日野市でもあるわけ

であります。市長の、緑と清流を取り戻す、というスローガンの具体的な一つの施策としても、

私は検討に値するんではないか、こう考えておるわけであります。

企画財政部長、いろいろと予算のことで頭がいっぱいのようでございますが、市長の考えを

ひとつお伺いしておきたいと思います。間をかけなければ、なかなか計画が出て こないんではな Liかと、このよう K も受け取れるわけ

であります。大体、市側の答弁というのは、相当時間なんて言いますと、これはもう半永久と

いうような例が多かったんでありますが、私は、でもそうは受け取りたくない。( i板垣さん、

市民会館に持ってくればいいんだよ」と呼ぶ者あり 〉近い将来必ずできるものと思うわけでご

ざいま して、こ の程度の質問答弁で、質問はLiたさないのであります。

さらに新聞の紹介、ちょっと御紹介いた しますが、都市住民が魚と親しむ施設として、その

土地固有の魚を集めた水族館、魚具など、その川の歴史を陳列する展示施設を設けるような、

内容を持った水族館だということを、ここに紹介しているんです。ただ魚だけを集めて、皆さ

んごらんになってください、ということではなLi C。その歴史 ーその川の持つ歴史は、その

地域の歴史、固有の歴史を、水i乙関するものを集めて展示する、歴史ともなっているものでも

あるんです。

さら !C、この憩いの規模、事業主体というのは、市町村に任せるということなんです。整理

する施設の種類などは、事業主体の設計iζ任せるということになっておるわけであります。

もっと も、この額面どおりにいくかどうかというこ とももちろんあるわけでございますが、

一応構想としてはこういう考えを持って、市町村の事業を援助する ということになる わけであ

りますから、そういう制度が生まれれば大いに活用するということも、また一つの方法だと思

うわけであります。

いよいよ市役所の近 くに日野の博物館が実現しようとしております。来年度、建設予算が計

上される見通しでありますけれど、ここにも日野のいろんな古来からの遺物を初めとして、貴

重な資料などが展示されることと思うわけでありますが、 私はそれとあわせて、水族館におけ

る水に関する、あるいは魚に関する生活用具、生活の歴史というものを展示することによって、

自然と、そして人間の生活や歴史を後世に残すことができるんではな Liかと思うわけでありま

0副議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君〉

市長。

日野の水系lζ関連いたしまして、特に清流運動にあわせて魚

に市民の意識を持っていただくという意味で、興味のある御提案だというふうに伺っておりま

す。

日野市lζは、かつて農林省の淡水区水産研究所がございました。これは、立地条件からここ

今、私ともの描いていることの一つに、自然保護団体のセンターを日野市に設けてほしいと

いいますか、あるし 1は日野市に置きたいといいますか、そういう要請を環境関係の役人も含め

て、提案をいただいております。どこにそういう場所を設けるかということに、なかなか結論

{こ至りませんが、一定の構想を、今、描きつつあります。その中に、あるいはこういう施策が

取り入れられるかというふうにも思っております。

ごく卑近な ことを申しますと、ことしも間もなく清流週間というのを実施することになって

おりまして、小学校、中学校の生徒からポスタ ーなどを集めて、その絵の中lζ魚がたくさん取

り入れられたものがあります。 20名ばかりの学校の生徒児童を近く表彰したり、ポスターを

製作をして配布をしたり、そのようなことを水路清流課で進めつつあります。その行事の中で、

庁舎の 1階のフロア部分K水槽を並べて、このような魚が清流と大変関係があるということで、

展示をしようということが予定されております。( iもうできちゃったよ」と呼ぶ者あり)も

ちろん水族館とはるかに遠いものではありますが、そのような関心を動機として、可能な方法

を探してみたい、このように思います。

また、 もう一つは、日野の植物、ある Liは日野の動物、日野の昆虫、そういう形で動植物の

シ 1)ーズ物を進めておりますが、なお日野の魚 一日野の魚ということは、と りもなおさずこ

れは多摩川、浅川の魚と いうこと になるわけであります。そのような自然を学ぶ手段としての

ガイドブックをつくるということも、楽しみのある企画だと思っております。

幸いに今の多摩の動物園長さんは、あれは上野では水族館を担当した、つまり魚類学者であ

ります。その他自然を守る会の中に集まっておられます魚類に非常に詳しい方、あるいは釣り

す。
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に詳しい方、いろいろな方々もおりますので、意見を聞きながら、この御提案が、まあやり方

はいろいろといたしまして、何から 形で市民に理解を、清流運動のよすがとして取り上げて

いきたい、こ のよ うに、今、構想をこれから練りたいと、こ のよ うに考えます。( i市長、も

う1期ゃるようだ、 じゃ」と呼ぶ者あり)

。副議長(米沢照男君 〉 板垣正男君。

。副議長(米沢照男君〉

を終わります。

一般質問通告一覧表の 9のし古谷議員の一般質問は、 2 0日古賀議員の後に行う こと に議

これをもって 8の2、淡水の水族館を建設せょに関する質問

ずいぶん日野市は人口が多く膨れ上がった、危増したというふうに感じたわけです。

それはどうしてかと申しますと、日野市には 5社という会社が2bりま して、その会社が支那

事変、さらには大東亜戦争というふうになって、 軍需物資を生産する、いわゆる兵器を生産す

るようにな りまして、 そこに働く方たちが他市から、または他の町村等から入っ てきた関係で

はなl¥かと考え られます。

そこで、昭和 20年 8月の終戦当時の人口というのは一体どのくらいになっていたのか、と

いうことになります。そこで、終戦時は恐ら く昭和 20年 1]月 の人口が 2万 744人という

ことに なっておりますので、 恐ら く8月 15日の終戦の日あたりは、 2万人ぐら いではなかっ

たかと私は推言十するわけです。それが戦争中アメリカの都市爆撃等に遭いまして、非常に日本

が荒廃し、荒廃の中で敗戦を迎えたわけです。

そこで、敗戦というふうになりますと、海外K移民、または兵隊が戦いに出ております。負

ければ、当然故郷iζ帰ってくるのが常識じゃないかと私は考えております。そのような関係で、

日野市の人口も昭和 23年になりますと、また 1年iζ1，000人ぐらいずつ年間は増加してい

ったということが、これにやはり記録されておるわけです。

そこで、昭和 24年の人口というのを見ますると、昭和 24年は 2万 4，203人というふう

になっております。

そこで、昭和 24年からまた昭和 26年の 3カ年の人口というのを見まする と、やはり引き

揚げ、または復員等が幾らか落ち着いたというか、さら花終わりまして、人口増加というのは

l年に 500人から 60 0人一あ、 50 0人から 60 0じゃなくて、 24年から 26年は、

3カ年iζ560人ぐらい増加したというふうになっております。これは、やはり敗戦によって

復員軍人等がもうかなり終わった時期じゃないかと、私は考えております。それで、残された

復員者というのは恐らく樺太とかシベリア方面に残された方がまだ帰ってこなかったんじゃな

l ¥かと思うんです。

そういうふうな戦後の荒廃と混乱、こ れが 20年から 26年にかけて人口が増加した り、ま

たは出産、または死亡等は、今考えてみますると、 多産多子の時期だったんではなし 1かと私は

考えますo

昭和 30年になりますと、これは日野市の人口も 2万 7，30 5人というふうになっておりま

す。

01 2番(板垣正男君〉 かつて議会K屋根っき野球場の構想を発表された方もおられ

るくらいでして、私のきょう提案いたしました水族館は、決して夢に終わることがないものと

思っ て提案したわけでございます。

市長、これからひとつ構想も練っていただくよう でありますから、大いに構想を練っ ていた

だき、具体化できるよう期待して、この質問を終わります。

会運営委員会で決定いたしましたので、 2 0日の最後に行 います。

一般質問 10のし日野市の人口動態についての通告質問者、谷 長一君の質問を許します。

C 5番議員登壇 〕

05番(谷 長一君〉 それでは、通告に従いまして、日野市の人口動態について質問

をさせていただきます。

日野市の人口動態について、 「統計ひの '83Jを参考にさせていただく わけです。

日野市の人口を回顧し、さらに展望してみますると、明治から大正にかけての日野市の人口

は、 7，000人台から 8，000人台で推移してきたということが記されております。昭和の時

代に入りまして 9，000人を数えるに至って、昭和 15年 11月の国勢調査iとよりますと、 1 

万 2.476人というふうに記録されております。昭和] 9年 2月 22日の人口調査によります

と、 1万 8，084人で、その当時の男性は 8，951名、女性は 9，1 3 3人という ふうになって

おりまして、女性が男性よりも少し数の上では多くな っております。

昭和 15年から 19年の人口動態の平均と いうのを見てみまする と、 1年lζ約 1， 0 0 0人 ぐ

らLγF、つ人口が増加しているというこ とが、統計の上からも見られるわけです。非常に人口が、

当時としたならば、その動態という のは大き く感じられたと いうのは、私も日野iとおりま して、
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これらを見てみますると、昭和 35年になりますと、 すでに人口ももう 4万 3，000という

大台に乗りまして、この 5年聞に 1万 6，000約 100人の増加を見ております。 これは、い

わゆる七生村、または多摩平の団地、七生村は合併、多摩平は団地K高層またはテラスハウス

が建ちまして、入居者等の関係で日野市の人口がふえたのではないかと考えております。

そこで、昭和 38年 11月 1日の日野市の市制施行ということになりますと、 人口も 5万

8， 0 0 0台になってきまして、非常に急速に人口もふえて、日野市も集権都市的な存在の都市

になるわけでございます。それ以後は急速に人口の増加が見られております。

昭和 40年になりますと、 6万 7，9 7 9人というふうになっております口それから人口も順

次増加しまして、 3 5年の国勢調査と比較しますとも 2万 4，000人というふうに、 5年間の

増加というのは著しく目立つわけです。

さらに昭和 45年の国勢調査、これらを見ますると、 9万 8，0 0 0、あと 1歩で 10万とい

う人口になるわけです。

5 0年のさらに国勢調査等を見ますると、 45年と比較しますと、 2万 7，000、約 300

人ぐらい増加しているということがわかるわけです。

そのような形で人口の推移がなされ、昭和 55年の国勢調査等を見ますると、 14万 5，449

人ということになりまして、昭和 50年と比較すると 1万 8，601人、このように増加して、

昭和 59年の 1月 1日の日野市の人口は、 1 5万1， 6 1 2人というような形であり、そのうち

男性が 7万 8，289人、女性が 7万 3，3 3 2人というような形で人口が推移してきたのでござ

いますo

このような人口の動態というのを考えますと、特に乳幼児の減少と反対に、 6 5歳以上の方

々がふえてきております。このふえたのはどういう原因かと申しますと、やはり非常に医学、

科学が進歩いたしまして、医療、救急体制等が確立された関係上、人口動態lζ対しまして大き

な影響を与えた、その結果、高齢者社会ということに相なるわけでございます。

このようなことを考えてみますると、人口問題を真剣にこれからは、今後どのような形で人

口問題に対応していかなければならないのではないかというようなことが考えられます。 60 

や 70ぐらいの年齢ということになると、今ではもうすでに老人ではないというふうに言って

も過言ではないと思います。

そうなりますと、おのずから自立する高齢者と、これはこの間の敬老のときにもどなたかお
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っしゃっておりました。そんなことを考えてみますると、今後いかに高齢者社会に入りまして、

高齢者の労働力をどのように活用すると同時花、また、高齢者の健康管理をいかに地方自治体

においても考えていかなければならないかということは、非常に大きな問題ではな~¥かと、私

は考えます。

そのような観点K立ちますと、これは単に 1自治体のみにあらず、国全体の重要な課題では

ないかと考えます。 1984年から 20 0 0年の時代ということを考えてみますると、非常に

現在の状態と変化を来す、これはどのような変化と申しますと、高齢者になる方が多くなり、

社会はすなわち高齢者社会になって、いわゆる 1人暮らし、または老夫婦の世帯構成というの

は非常に多くなり、人口の動態、も大きく変化するということは、言をまたないのではないかと

私は考えます。

その変化忙対して、今後どのような自治体としての対策、または影響が各方面lζ及ぶ、社会

もすなわち変化するのではないかと、このように考えます。そのようなことを考えてみまする

と、いかにこれからの社会、特に高齢者に対しましては自立をして、活力のある高齢者社会を

つくらなければならないかということが考えられるわけです。

そのような観点に立ちまして、私は 9点をここに挙げ‘まして質問をさせていただくわけです。

まず第 1花、日野市の人口と世帯数、これは父子世帯、母子世帯、または 1人暮らし世代が

どのくらいあるかということです。

第 2点は、人口総数が昭和 59年 1月 1日は 15万 1，612人、これは前に申したとおりで

す。そこで、どうしてそのような人口構成になったか、その原因をお伺いいたします。(笑声)

これは難しいんですよ、なかなか。

3点目は、乳幼児人口、昭和 52年から 58年、これは男性が女性よりもどうして多いか、

その原因、これは将来大きな社会問題になるのではないかということです。これはわかる範囲

内において、 具体的忙しかも答えてもらいたいということです。

それから第 4点は、出産と死亡の園、都の平均、または日野市の男女平均の寿命等が男が幾

つぐらいで、女は何歳ぐらいかということです。これは、いわゆる過日の厚生省の白書等を見

ますると、非常に詳しく出ているわけです。新聞等を見ますると、簡易生命表というのがあり

まして、平均寿命というのは、日本人の平均寿命ということでアイスランドを抜いて 1番にな

ったということが、私lζは記憶として残っております。それを見ますると、男が 74点幾つ、
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女性が 79. 7ぐらいになっておる と思いました。

そう しますと、結局男性の年齢は昨年より も0.02 %だか落ちている とい うふうに、厚生省

の白書には書かれておったと いうことを記憶 しております。女性は少 し伸びたと。しか し、昭

和 56年、 5 7年等と比較 します と、伸び率は低下 している とい うか、鈍化 していると いうか、

そのような傾向をた どっておると いうふ うに記されておったよう です。

そこで、平均寿命等を見まする と、新聞によりますと、簡易生命表というのが載っておりま

した。そう しますと、ちょ っとここに書いてあるんですけれど、抜き書きしておいたのを読ん

でみますと、 ここ には 40歳ぐらいの人もいるじゃないかと思って、 40歳ぐらいの人を対象

にすると、 40歳の人はあと 36年はまだ生きる というから、まだ半分は生きるというふうに

考えていいんじゃなt¥かと思うんです。私は 57歳ですから、あと 21年ぐらいというふうに

の話を伺いますと、自介で申し出 した方のやつが，行けということを言う人が多いそうなんです。

そういうのを見ますと、大体窓口で男性が来るか、女性が来るかによって、どっちにウェート

があるかというような こと もわかるんじゃなt¥かと思って、もしわかりましたら、その実態等

も教えていただければ、、非常に これからも生き ていく上に、国民全体が参考になるんではない

かと思 ってお伺いするわけです。

それから第 8点は、自殺者の数です。そうしたり、またその原因等をひとつ教えていただき

たいという ことです口

が高t¥かというようなこともひとつ教えてもらいたいと思います。

また、その病気等の内容を具体的に教えていただければ、非常に幸いではないかと考えます。

それから第 6点は、転入転出の総数とその実態です。

それから第 7点は、婚姻、離婚の実数。その際、申し出をする人が協議等の場合は、双方が

印鑑をついて出せばどっちが出してもいいんですけれども、よく窓口等へ行ったり、または人

それから 9点目としまして、緑と文化の市民都市にふさわしい人口は一体どのくらいなのか、

ということをお伺いします。 9点目は、ひとつ市長に答えてもらいたいというふうに思います。

これはどうして、 9点目の緑と文化の市民都市にふさわしい日野市の人口というのをお伺い

するとい うととになりますと、やはり日野市というのは非常に人口が、先ほど申しましたよ

うに、伸びが鈍化しまして、市内の商業等、または住んでいる人にも活力が欠けているという

ことが、私には思えるわけです。人によっては活力がある人だと、自信を持って胸を張ってい

る人がおるかもわかりませんけれども、私が見ますると、日野市は活力に欠けた市であるとい

うふうに考えるわけです。

一面において、工業等iζ 目を向けますと、非常iζ活力はあるけれども、 一面を見るとまた活

力がないと、さような意味におきまして、緑と文化の市民都市にふさわしい人口と。それには、

一体どのようなことをやったらいし 1かという ことが、やはりいかに緑と文化ということを声高

らかに高唱しても、それはただ唱えるだけに終わってしまって、具体的にどのような形で日野

市の緑と文化、それiC活力のある町をつくるということで、ひとつ市長K力強く答弁をしてい

ただきたいと思いますので、 9番はよろしくお願いします。

以上のようなわけで、第 1点から 9点iζ至るまでの質問をいたします。

以上です。

。副議長(米沢照男君〉 谷長一君の質問についての答弁を求めます。市民部長。

O市民部長(加藤一男君) お答えをさせていただきます。

大変広範囲にわたりましての御質問で、果たしてお答えできるか、実は疑問に思っているわ

けでございますが、できるだけ正確にお答えをさせていただきたいと思います。あるいは落ち

た点は、再度御質問を賜りたいと思います。

自分自身でも考えております。平均寿命ぐらいは、人間と してこの世に生を受ける以上は生き

る、また生きたいというのは、人間の欲望じゃないかと考えております。

そこで、 60歳という ことになりますと、男性の余命という ことになりますと 19歳、女性

は22.6歳というふうになっております。 70歳は、男性は 11. 7人、女性は 14. 3 7という

ようなことが、順次ずっと書かれ ておりまして、平均というのは男性が 74点何%とさっき言

t ¥ました。それで女性は 79. 7とちょっとぐらいだと思うんですけれども、非常に寿命という

のは、私は平均寿命というとよくわからなかったんです。しか し、新聞等を見、さらに この間

市の部長さんと話ししま したときに、平均寿命というのはなるほど私の考れていた寿命と、そ

れから私の余命というのはどのくらいあるかということは、この世iζ生きていながら白分自身

が知らなかったということで、いい恥をかいたわけです。そのようなことを考えてみると、や

はり人に教えてもらったり、また、よく勉強するという ことも、生きている以上は死ぬまで必

要じゃな t¥かと。すなわちこれが生涯教育のゆえんというのを痛感したわけです。

それから 5番は、死亡の原因は、統計ひのによりますと、順次書いてありますけれども、何
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まず第 1点の、日野市の人口と世帯数、その世帯の中で、父子、母子、 1人暮らしの世帯の

問題についての御質問でございます。

まず、日野市の人口でございますが、本議会の冒頭、行政報告で御報告を申し上げましたよ

うK、 8月 1日現在で御報告をさせていただいておりますけれども、人口は 15万1.5 0 3人

でございまして、世帯につきましては、 5万 3，5 9 4世帯というのが、現時点の日野市の人口

と世帯でございます。

そのうち、父子と母子につきましては、後刻福祉部長の方から報告をしていただきますので、

省かせていただきまして、私どもの市民部担当のみのことについて、お答えをさせていただき

たいと思います。

まず、第 2点と第 3点をからめまして、お答えをさせていただきたいと思います。御質問の

ように、日野市の総人口に占める男子と、それから女子の比率の関係で、御質問にもございま

したように、男子の数が非常に多うございます。この多い理由はし、かなる理由か、という御質

問でございまして、大変難しい御質問でございます。

まず、多い原因のーっと考えられますものに、ーっといたしましては、日野市には御承知の

ように工場とか、会社とか、企業が比較的多うございます。それに関連いたしまして、社宅と

か、あるいは独身寮とかいう建築がなされておることは御承知のとおりでございますが、比較

的若年の労働者が多いということを言えると思います。若年労働者が多く居住されているとい

うことが、一つの理由ではなt¥かということでございます。

それから、第 2点の問題といたしましては、御承知のとおり日野市を取り巻く地域花、大学

等がたくさんございます。これに関連いたしまして、いろいろ学生さんの寮とか、あるいは寄

宿舎とか、アパートとか、そういうものが建築されておりまして、独身の男性が多いというこ

とが二つ自の理由かと思うわけでございます。多い理由でございます。

それで、御承知のように男子の学生が多うございますから、したがってそういう関係が生ま

れてくるというのが、第 2点の理由ではなt¥かと思っておるわけでございます。御承知のよう

に近隣には中央大学がございますし、明星大学もある。それから百草には東電学園があるとい

うことで、大きく男子の方がいらっしゃるということで、比較的男子の方が多いのは、理由と

してはそういうことが言えるんではなし 1かというふうに思うわけでございます。

通常の男女の人口割合をあらわす場合は、女子 100人に対しまして男子の割合がどうか、

一 292ー

ということを言っております。これを「人口正比」と呼んでおりますけれども、人口正比がほ

ぼ望ましい姿としては 100前後が望ましいわけでございましょうけれども、日野市の場合は、

ことしごく新しい数値で申し上げますと、 59年 9月 1日現在の人口統計調査で見ますと、人

口正比が 10 6. 8となっております。 106.8ですから、やや高い感じがいたすわけでござい

ますが、これは先ほど申し上げました二つの理由で、多いんじゃなL、かというふうに考えてい

るわけでございます。

ちなみに、参考でございますが、 59年 1月 1日現在で東京都等の割合を発表させていただ

きますと、東京都の人口正比が 10 1. 1、全国の人口正比が、ちょっと古い数値でございまし

て恐縮でございますが、 58年 10月 1日現在で 96. 8というふうになっておるわけでござい

ますo

これが、日野市の人口に対しまして御質問をいただきましたことに対して、お答えをさして

いただくわけでございます。

それから、 3番目の乳幼児人口の関係でございますけれども、これは O歳から 4歳における

人口正比の状況を見てみますと、 59年 1月 1日現在では、日野市が 107.9という数値を見

ております。東京都が 10 4.70 全国で 10 5. 5となっておりまして、日野市の乳幼児の人口

正比がやや高く、この数値から見ますと見受けられるわけでございます。

この高い原因でございますが、非常に難しいわけでございますが、いろいろ調べてみますと、

日野市の 2歳児の人口正比が非常に高うございまして、 113という数値を今見ておりまして、

極端に高いわけでございます。これらのことが一つの、日野市が高い原因であろうと見受けら

れるわけでございます。

一般に出生の正比でございますが、これも先ほど申し上げましたように、 100が望ましい

わけでございますが、日野市の場合は若干これを超えておるわけでございます。さらに、男子

と女子、御質問にもございましたように、男子と女子を比較しますと、 5%前後多く見受けら

れるわけでございます。この高い率を示すことによって、非常に御心配なような御発言がござ

いましたけれども、 30歳から 50歳ごろにかけますと、大体そのバランスがとれてくるロこ

れは一つの統計上の数値でございます。それから、それを過ぎますと、逆な現象が出てくるよ

うでございます。つまり、 50歳から 54歳、 55歳から 59歳、 60歳以上となりますと、

だんだんそれが逆な傾向にあらわれてくるようでございます。
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そういうことが 2番目の御質問、それから 3番目の御質問に対して、若干抜けておるかもし

れませんが、お答えをさせていただきたいと思います。

それから、第 4点目の出生と死亡の関係の御質問でございます。それに加えて寿命の問題も

御質問Kあったわけでございますが、寿命の問題Kつきましては統計上の問題もございますの

で、あるいは企画財政部の方からお答えをしていただく分野があろうかと思いますが、若干私

の方でも寿命の問題については触れさせていただきたいと思います。

まず、 4の問題でございますけれども、これは 58年 1月 1日から 58年 12月 31日まで

の1年間の数値でお答えをさせていただきたいと思いますが、日野市の場合は 1.9 8 0人出生

をされました。これは総人口K対します割合は、 1. 3 2婦でございまして、東京都並びに国か

ら見ますと、その数値は多うございます。東京都の数値は1.1 4 %でございます。それから全

国が1.2 7 %でございまして、 これも日野市が上回 っておるわけでございます。 この主な原因

につきましては、先ほどの関係かと思うわけでございます。

一方、死亡の関係でございますけれども、出生と死亡でございます。死亡の関係を見てみま

すと、 58年度じゅうの日野市の死亡数は 550人で、総人口に対する割合は O.3 7婦でござ

います。同じように東京都を見てみますと、東京都が 0.52 %、全国では 0.62 %ですから、

日野市の死亡率は非常に低いという数値が示されております。そういうことにつきまして、第

4点の問題Kついてお答えをさせていただきたいと思川、ます。

その反面、今、幼児の死亡につきましてお答えをさせていただきましたけれども、これを逆

iζ御老人の方の死亡率を見てみますと、日野市の場合は 6.02 %、それから東京都が 8.6 %、

全国では 9.7 9 %、逆lζ 日野市の御老人の死亡率が少ないという数値を示しております。

それから平均寿命の問題でございますが、今、御質問者も御発言のように、 0歳の平均余命

を平均寿命と呼んでいるわけでございますが、.58年の平均寿命は男 74.2、それから女が79.78と

なっておりますoこれは御承知のように、日野市は全国で、日本は第 1の長寿国でございまして、

2位がアイスランド、それから女では同じくアイスランドというようなことで、非常に名誉な

ことでございまして、日野市を初め日本全国で長寿国の世界では第 1番目を占めておるわけで

ございます。( [""加藤さん、 5分前に終わらないぜ」と呼ぶ者あり)

それでは簡単に説明させていただきますが、死亡の原因でございますけれども、どのくらい

の順位、いわゆる死亡者があるかということでございますが、死亡数は 550人でございます。

5 8年度日野市の死亡数は 550人で、第 1位がいわゆるがんでございます。その次に来るも

のが脳関係の疾患、そういうふうにな っております。

それから、自殺につきましては、日野市は 23人でございまして、死亡原因ははっきりいた

してございません。

6の、転入転出関係でございますが、これは後ほど御質問者の谷議員さんに、数値でお示し

をいたしたいと思いますので、時間の関係で割愛をさせていただきたいと思います。

7番目につきましては、いわゆる婚姻並びに離婚の問題でございますが、 58年 1月 1日か

ら58年 12月 31日までの 1年間で、日野市は1.1 0 5人、婚姻でございます。 婚姻が

1， 1 0 5人でございます。それから離婚につきましては、日野市は 210人でございます。

( [""組だろう」と呼ぶ者あり〉

離婚の内容、 どちらから申し出たかということでございますが、これはつかんでおりませんo

わかりません。

以上、非常に雑駁でございますが、 1番から 7、 8番まで、 9番につきましてはちょっと除

かせていただきましたし、第 1番目の父子並びに母子につきましては、後ほど福祉部長の方か

ら説明をさせていただきます。

終わります。

O副議長(米沢照男君〉 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 それでは、母子家庭、父子家庭の数を御報告わたします。

母子家庭につきましては、現在、 59年 5月の数でございますが、 480世帯。昨年と比較

して 3世帯減っております。

父子家庭につきましては、 59年 5月で 70世帯。昨年の 7月が 47世帯ですから、これは

かなり父子家庭がふえてきているということでございます。

また、 65歳以上の 1人暮らし老人につきましては、現在把握しておりますのは 260人。

昨年が 269人でございますので、ほとんどこれについては変化がございません。

以上でございます。

。副議長(米沢照男君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田稚夫君〉 お答えいたします。

4点目の、市の平均寿命はということでございますけれども、いろいろ調査をいたしました
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が、平埼寿命につきましては、正式には生命表の作成ということになるわけでございます。

東京都の話によりますと、人口 200万を超えないとこの精度が非常に狂うということで、

200万以内の人口規模については、こういう作業はしない方がかえっていいんじゃなliかと

いうことでございます。

その他のデータといたしましては、国勢調査、人口デー夕、それから厚生省の人口動態の統

これを出すのは、今言いましたように町丁目別に出しまして、現在の用途地域、それから建

倣率、容積率、こういったものを勘案いたしまして算出をしたわけでございます。このと きの

人口推計が、日野市で 19万 2.7 4 8人でございます。この時点での市街区域の面積が 2.222

でございます。人口密度Kいたしますと、ヘクタ ーノレ当たり 86人とい うことになるわけでご

ざいます。

それでは、ヘクターノレ当たり 86人という数字がどのくらいかとい うこと、どういう感じの

町かと。参考までに申し上げますと、多摩平五丁目でございます。多摩平五丁目が、 48年に

人口密度が 89でございました。それから 58年、 1 0年後iζ92 ~[ 、 幾分上昇をしておりま

言十デー夕、こういったものが必要だということでございます。

それから東京都が国調の年、昭和 55年でございますけれども、やはり推計をしております。

作業が 3名で、全部作業が終わるのが 2年間ぐらし 1かかると。膨大な事務量だそうでございま

す。したがって、日野市の平均寿命については、ちょっと不可能であるということでございま す。

す。

います。

六丁目につきましては、 48年が人口密度 92、 5 8年が 119でございます。

あと、現在日野市がいろんな計画の面で使っております人口でございますけれども、 参考ま

でに 申し上げますと、 基本構想でございますけれど も、 67年、第 2次の基本構想、を策定して

から 10年後でございますけれども、人口としては 16ないし 17万人。

それから下水道計画につきましては、昭和 70年を想定をいたしまして、 21万 1.00 0人。

それから、都の総務局の方で人口推計をしておりますけれども、これは昭和 75年で 16万

2. 9 0 0人でございます。

そのようなことから考えますと、やはり日野市の環境をー健康で文化的な住みよい環境を

考えた場合の人口といいますのは、 20万前後ではなし、かなというふうに考えております。

以上でございます。

O副議長 (米沢照男君〉 谷長一君。

05番(谷 長一君) そうしますと、再質問をさせていただきます。

第 1点の、先ほど答弁なされました社宅、寮等があって、若年労働者が居住しているという

ことでありますけれども、若年労働者が居住しているから男が多いという理由になるんでしょ

うか。その点をお伺いしたいんですけれど。

それからあと一つは、第 3点の乳幼児人口のところですけれども一あ、乳幼児じゃなくて

一確かに乳幼児人口が 52年から 58年は統計で見ると男性が多し叱。最終的には将来大きな

社会問題になると申しましたんで‘すけれども、 この心配がないのと、 30歳から 50歳までと

いうことになるとバランスがとれると、それ以後、年をとると今度は女性が多くなるというよ

ちなみに、 5 5年の国調で、園、都、それから区部、それから市、都、 島、こういう分類で

平均寿命を比較しますとどうなるかというこ とだけ申し上げたいと思います。

まぜ、国でございます。男子が 73. 3 5、女子が 78. 7 6、それから都全体でございますけ

れども、男子が 74.1 7、女子が 78.90。区部でございます、男子が 74.04、女子が 78.830

それから市、郡、島でございます。要するに区を除くところの平均寿命でございますけれども、

男子が 74. 4 9、女子が 79.1 4ということになっております。

それから、 9番目の件lごついては市長から、ということでございますけれども、ごく 前段と

いたしまして、私から御説明申し上げたいと思います。

今、議員さんの方から、緑と文化の市民都市、いわゆる市民として健康的で、かつ住みよい

町の人口、これが日野市の場合幾らぐら L可かということでございますけれども、これは推計の

仕方としては、過去の人口から将来の人口推計をする場合、それからミクロ的iζ各町別に可住

人口、現在住んでいる人口を調べまして、それから今後可能な、失礼しました、可住人口です。

何人住めるかというものを出すわけでございます。

ちょっと資料が古いんでございますけれども、昭和 53年でございますけれども、都の住宅

局と日野市で、この作業を 1度行いました。 この結果によりますと、いわゆる 「飽和人口」と

いう呼び名をしております。この飽和人口と いいますのは、市民が本当に快的K、かつ安全、

健康的な生活がおくれる、いわゆる適正な人口ということを飽和人口と言っているわけでござ
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うな答弁ですけれども、その心配のない、 30歳から 50歳というのは、どのような理由によ

って 30歳から 50歳というのは、そのような心配のない状態になるかということをお尋ねい

たします。

それから、出生と死亡、これは第 4点目ですけれども、 58年 1月 1日から 12月末までの

1年間ということ Kなっておりますね。この死亡の 554人は、やはり園、それから都等と比

較しますと、日野市は低いんだと。 O.3 %ということになっておりますけれども、固と比較し

ますと、国が O.6 2ですから非常に低いわけです。そうしますと、どうして 2分の lも低いか

ということをお伺いいたします。これは 3点目です。

それから、企画財政部長が答弁されました基本構想等々、その他東京都の人口推計等からい

きますと、基本構想だと昭和 67年が 16万から 17万、それから東京都の人口推計によると、

1 6万 2.900というようになっておりますね。それと、また下水道計画等からいきますと、

7 0年が 21万というふうに答弁されましたけれども、いわゆる市民が安全で快的な生活が行

うことのできる、ということになりますと、 1 9万 4.000だということですね。

それで、その密度等、またはヘクタ ーノレ当たりからいきますと、 多摩平を例にと って説明し

てくださいましたけれども、どのような関係で、 1 9万 4.000が快的であるという数字が出

ておるんです。 この数字の出し方というのは、どのような関係で出されているかということも

お尋ねいたします。

以上の点について、再質問を行います。

O副議長(米沢照男君〉 お諮り liたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の

延長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

[ I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長 (米沢照男君〉 御異議ないものと認めます。よって会議時間の延長をするこ

とに決定いたしました。

谷 長一君の再質問についての答弁を求めます。市民部長。

0市民部長(加藤一男君 〉 説明をはしよりまして大変申しわけないと思いますが、再

質問lとつきましてお答えをさせていただきたいと思います。

第 1点の再度の御質問は、先ほど申し上げましたように、会社並びに企業、あるいは若年層

という発言をさせていただきました。御承知のように、会社等で若年層という形の、いわゆる

-298ー

結婚前の方が非常に多うございます。そういうことで、結婚前はもちろん男性も女性もいらっ

しゃるわけでございますけれども、それを比較しますと男性の方が多いということが、一つの

理由かと私は思っておる わけでございます。しかし、これを正確にそうなんだという裏づける

ものはございませんが、 「考えられる こと は」という私は発言をさせていただいて、御了承を

賜りたいと思うわけでございます。

それから第 2点の、心配はないという発言だがどうかということなんでございますが、これ

は全国的花見まして、先ほど口が足りませんでしたけれども、説明が足りませんで申しわけな

いと思いますが、いわゆる出生率から見ますと、男児数が女子の数iと比べまして 5弼前後多い

と。しかしながら、これをいろいろやってみますと、これは統計上でございますんですが、死

亡率がどうしても女性よりも男性の方が多い統計が出てまいると。そういうことで、その年齢

iζ達したときにはノイランスがとれるという説明をさせていただいたわけでございます。

それから、 6.0 2婦ということについての御質問でございますが、 6.0 2 %というのは、私

は65歳以上の方のことを申し上げたわけでございます。つまり、日野市の老人人口に対しま

してのことを申し上げたわけですが、 6.0 2です。ところが東京都では 8.6、それから全国で

は 9.7 9婦という数値を示しておりますので、日野市の 65歳以上のお年寄りの占める割合が、

いわゆる全国的、あるいは東京都と比較しでも非常に低いということを説明をいたしたつもり

でございますが、御了解を賜りたいと思います。

。副議長(米沢照男君) 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君〉 お答えいたします。

第 4点目の、飽和人口の算出の出し方でございますが、先ほどちょっと申し上げましたけれ

ども、日野市の町名地番整理をしてあるところは、いわゆる丁目別、それからしてないところ

は、昔の字といいますか、町で、まず区域を設定をいたします。

その区域の中花、都市計画の用途地域の指定といたしまして、いろんな商業、 あるいは住

居、工業、準工、そう いった 用途の指定がしでございます。乙れをまずとの区域の中に

落とすと。

それから、建倣率、容積率がございますので、そういうものを加味をいたしまして、その町

自に対するところの可住人口、これは農地、山林等を土地としては見ております。公園緑地と

か、ある いは多摩丘陵の山林等については、一応除外をするというような形で、人口の算出を
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。副議長(米沢照男君〉 市長。

者が多いと。そのことで町のセンターを形成しがたl¥0 したがって、商業圏といいますか、日

常の物を求める範囲が散漫になりまして、そういう意味で商業が活力に恵まれてない、 こうい

うことが言えるわけであります。

したがいまして、まだ明確K政策化しておるわけではありませんが、多少都市計画一地域

指定あるいは用途指定等にもある程度の配慮、を加えて、多少高度の高い住宅が建ち得るように、

地域によ っては施策すべきではなl¥かということが言えるかと思います。

たとえは¥河川に沿う地域の南岸といいますか、北の、河JllfC影を落とす範囲の地域Kは、

これは相当高いものが建って も支障がないんではないか、という ことも言えると思います。

それから、 1種住専あるいは 2種住専の、特に 2種住専になっておりますやや広い都市計画

道路等、南側で影が余り他の人家に影響ないようなと ころに は、多少高度制限を緩める、この

ようなことを手心をしていい時期K入ったんではなかろうかと、こういう感じもいたしますo

私は、特に日野駅周辺、甲州街道以南は区画整理を終えたわけでありますが、甲州街道の以

北の側、つまり多摩川に近い側、特lζ森町といわれております駅に近い地域、このあたりには、

もし住民の理解、協力がありますならば、若干の高層化住宅群をつくってもいいんではないか

と。そういう こと を一つの、日野駅の改造等もあわせまして、そういうことを起爆剤にして、

甲州街道筋に若干の活性化を図るべきではないか、こ のような ことも考えられるかと思ってお

ります。( i立派」と呼ぶ者あり)

施策ですから、計算どおりなかなかいかないと思っておりますけれど、日野市を将来とも長

く若々しい町に維持するためには、いろんな手法が考えられる、あり得る、というふうに考え

ておりますので、一緒K研究をする課題であるし、人口構成というのは非常に大切なことだと

いうことを、改めてまた認識をさせていただいたゃに思っております。

0副議長(米沢照男君〉 谷長一君。

05番 (谷 長一君〉 ただいま市長が答弁なさいましたよう l亡、地域指定等の変更、

さらiとまた用途地域等も変更して、日野市の 100年の展望をしていただきまして、ぜひとも

日野市民が安心して暮らせる安らかな町、また活力のある緑と文化の町を創造をすべく努力し

ていただくよう、行政当局にお願いいたしまして、私の質問を終わります。

したわけでございます。

それKよりますと、さっき申し上げましたように、人口密度といたしましてヘクタ ーノレ86 

人、人口数といた しまして 19万 2.7 4 8人ということになる、そういう説明をしたわけでご

ざいますD

さらにつけ加えますと、日野市全体の昭和 48年の人口密度が、 5 O. 3でございます。 58 

年が 66. 7でございます。

以上でございます。

0市長(森田喜美男君 〉 新しい観点からの御質問なんですが、人口の分析、あるいは

人口動態の推移、これらに視点を置くことは、都市経営といたしまして重要な要素であるとい

うことは、申すまでもありません。

そして、概要につきまして、今、企画部長がお答えいたしましたとおり、日野市という地域

性を尊重し、また、人が人である暮ら しが保障できる自然環境、あるいは社会環境、 これらを

考えます場合i亡、なるべく過密化しない、このこと は重要な要素だというふうに考えますので、

特に緑と文化の市民都市というふうな呼び方を、目指す都市像として掲げておると ころであり

ます。

今日、社会の推移は高齢者社会に向かい、それから出生率の低下によって年齢別の人口構成

も変わってまいりますし、近年、経済動向がまた非常に重要な要素であるわけでありますが、

日野市の場合に限定して考えましても、人口のふえ方が大変緩慢になっておると、別の言葉で

言えば、そういう意味では活力を低めているとい うふうに言えるかと思います。

人口の動向というのは、経済情勢、あるいは地理的な経済関係、いろいろな複雑な要素が絡

みますから、日野市だけを取り上げて、 1自治体としてのコントローノレは非常に難しいという

べきだと思いますけれど、それでも行政の立場から一定の考えを持つ必要がある。そのことが、

とりもなおさず今申しておりますふさわしい人口というのが 20万人前後である、このような

ことは、もうすでに議会のどなたも御理解のとおりだと思っております。

ただ、今の、 1年間iζ2.000名以下の自然、増という状況と見るならば、今までのような人

口急増時代の施策とは全く変わった、別の施策をまた考える必要があると。ようやく学校も空

き教室ができるようになりましたし、それから日野市内が交通的に利便でありますために通勤

。副議長(米沢照男君)

わります。

これをもって 10のし日野市の人口動態に関する質問を終
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本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれにて散会いたします。

午後 5時 8分散会

9月18日

円
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火曜日 (第 5日)
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午前 10時 11介開議

0議長 (高橋通夫君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 24名であります。

一般質問を行います。

1 1の 1、日野市公共下水道を促進せよについての通告質問者、川嶋博君の質問を許しま

す。

C 1 4番議員登壇〕

o 1 4番() 11嶋 博君) それでは日野市公共下水道を促進せよ、の一般質問に入りま

す。

音から、燥なことをきれいさっぱり忘れて一気一転するという意味で、水K流すということ

がよく言われておりますが、この言葉の中には、水に流せば何もかもきれいになるという思想

が含まれております。昔から人間は、自分の周りの汚いものは何でも水に洗い流してきれいに

するということを、生活の知恵として本能的に心得ていたと思います。人間は、昔から絶えず

水を求めて生活をしてきました。これは、人間の集落、あるいは都市の多くは川のほとりに発

達していることを見ると明らかであります。人間にとっては水は飲料水等の生活用水であるば

かりではなく 、生産活動に必要な農業用水、工業用水として必要であるばかりではなく 、汚い

ものも流し去るためにも必要不可欠なものであります。川はその二つの役割りを果たしてきた

のであります。つまり )11は水を供給するという意味では上水道であり 、汚いものを水に流すと

いう役割りからは下水道であったと言えるでしょう。このような意味から水に流すという考え

方は、私が言うまでもなく下水道の考え方の始まりということであります。

さて、日野市は東京の近郊都市として戦後宅地開発が行われるようになり 、 日本経済が高度

成長を遂げた昭和 40年代が最も活発でありました。これに伴って日野市の人口もまた急激な

増加傾向を始め、かつての緑豊かな多摩丘陵地域など自然環境の破綻をもたらしつつ、急速に

人口が増大され、現在もこの傾向にあると言えます。このような人口の増加に都市施設が対応

できないまま、各家庭などから排水される雑排水等は河川や用水路に流入し、これら河川など

の水質悪化、かつての清流は都市排水路と化し、自 然環境の悪化をもたらすようになっており

ます。

他方では宅地開発により雨水浸透が少なくなり、集中豪雨時には用水路に流入し、断面勾配
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などが不規則な地域では流化能力が不足する河川も多く、多摩川、浅川沿いの低地に浸水水害

を起こしてまいりました。現在日野市では、このような都市環境及び自然環境の破綻に対処し

都市環境と生活環境の改善を図るために、流域下水道整備を、目標年次を 70年度として推進

してまいりましたが、現在はどのような状況にあるかの質問に入りたいと思います。

第 1に、東京都ではおくれている多摩水域の、下水道計画についての取り組みについてでご

ざいます。次に、多摩平、旭が丘、日野台地域 397ヘクターノレの秋川処理区について、いま

どのような進捗状況かを質問にしたいと思います。また、西平山、東平山、豊田、神明など

1. 7 3 0ヘクタールを処理する浅川処理区についてでございます。次に平山、南平など七生地

域の 2，362ヘクターノレの南多摩処理区について、市民にわかるように簡潔に答弁をお願いし

たいと思います。

0議長(高橋通夫君) 川嶋博君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(結城邦夫君) お答え申し上げます。

まず 1点目の、東京都が推進しております流域下水道関係の進捗状況につきまして御説明申

し上げます。

東京都は、日野市の公共下水道を受け入れるために、現在浅川処理場を、また流域下水道と

して建設することになっております。浅川処理場の現在の状況でございますけれども、この 6

月に流域下水道本部が処理場建設の予定地の地主さん方に、今年度から処理場の用地買収に入

りますということで、説明会を持ちまして協力要請を行ったところでございます。現在東京都

では単価を出すべく土地の評価等を行っている段階で、今月末から来月初めにかけまして単価

を地主さん方に提示をして、買収交渉に入っていきたいというふうな考え方で、現在作業を進

めているところでございます。

処理場の面積は 16ヘクターノレあるわけでございますが、このうち約 10ヘクタ ーノレにつき

まして、 59年度から 3カ年、 61年までの聞に買収をする予定でございます。全面積ではな

いわけでございますが、 10ヘクターノレをまず買収をいたしますと、処理場と本管、第 1系列

そのほか必要な施設の用地が確保されるわけでございますので、一応これだけの第 1段階とし

て用地を買収するということになっております。この 10ヘクターノレのうち、 59年度の用地

買収の予定面積でございますが、今年度 3.2ヘクターノレを買収したいということで、すでに都

の予算の計上もされている段階でございます。この 3.2ヘクターノレでございますが、ここに関
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係いたします関係地主は約 20人ほどでございます。第 1段階として、これら 20人の方々と

用地の折衝に入っていくということになろうかと思います。

それから、今年度処理場の中の工事予定といたしましては、処理場の周辺に 6メー トルの外

周道路を設けることになっております。これは、一応処理場の敷地の中に、その周辺の方々が

利用できるような 6メー トノレ道路を設置するという道路でございます。この道路と、処理場予

定地の中に大栗という水路がございます。この水路は将来施設を建設する段階では、この水路

が障害になります関係上、これを処理場の外に切り回して t¥く必要があるわけでございます。

したがいまして、将来は 6メートノレの下にこの水路を埋設するということになるわけでござい

ますが、暫定対策とし 1たしまして 6メー トノレ道路の ー 処理場から言いますと内側に約6メー

トノレの水路、空堀を今年度設ける予定にしております。これは、この水路を先行的につくって

いかないと、現在進めております万願寺の区画整理事業に支障が出てくるわけでございます。

この水路を切り回すことによって上流の方の排水を十分この中にのみ込むようにいたしません

と、区画整理の街路の築造ができないわけでございます。したがいまして、この点については、

早くこの水路の切り回しをお願し 1したいということで、区画整理の関係上、東京都の方に早い

施行をお願いをしてきたわけでございます。これが今年度一応用地の買収に当たりまして、ま

ず第 1段階でこの用地を確保し、水路の築造とあわせまして外周道路 6メー トノレをつくってい

こうと。これにつきましても、予算が本年度都の予算としてついております。今後の予定とい

たしましては、このように 3カ年で一応必要な面積を買収すると。買収すると同時に第 1系列

本管の建設に入ってし 1く予定になっております。

ここで一つ従来からの問題点としては企業があるわけでございますが、今回の用地買収は企

業に関係なく買収をしていくということでございまして、企業が現在使っているところにつき

ましては、企業の移転を並行的に進めていくということで、移転後にその部分の買収を行うと

いうことで、計画で用地買収を今後進めていくということになっているわけでございます。

処理場の稼働時期は、一応現在の段階では当初の計画より約 2年おくれておりますので、65

年に -4年の終わりから 65年にかけまして稼働が見込まれるわけでございます。

それと、 2番目の浅川処理区、それと秋川、南多摩処理区、この三つの処理区につきまして

一括まとめて御説明申し上げます。

まず浅川処理区でございますが、ただいま浅川処理場が、そういう用地買収の時期に入って
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きたということで、全域についての認可も急いで取らなきゃならない時期にきております。た

とえば 65年に処理場が稼働 した時期では、公共下水道の管も第 1系列に 8万トンの水を処理

いたすことになりますので、それに見合う管の整備が当然、必要になってまいりますので、 64 

年から 5年にかけま しての、日野市内の浅川関連の公共下水道を先手を打って埋設をしていか

なきゃならないと。 したがいま して、来年度 61年度から大幅に浅川処理区の管の埋設を行っ

てし 1く計画を、いま立案しているところでございます。

それと、豊田南の地区が今年度から来年度にかけて都市計画の決定、あるいは認可がおりる

予定になっております。そのような段階に立ち至っているわけでございまして、豊田の南につ

きましても、区画整理の状況とあわせまして整備をしていくということで、豊田南につきまし

ては 62年から実際に管の埋設に入って いきたい。それ以外の地域については下の方から 61 

年に着手をしてし 1く。現在万願寺の地域については着手済みでございますが、それ以外の地域

については 61年か ら着手をしていきたいというふうに考えております。

秋川処理区でございますが、秋川処理区は現在八王子市の方で処理場の用地の折衝を、地元

の権利者の方々、あるいは住民の方 と々話を進めている段階で、こ ちらの方も相当進展を見せ

てきております。今年度測量ができる段階までこぎつけたようでございます。 したがいまして、

秋川関連の日野市の公共下水道の認可も、この 9月の補正で認可申請のための従前の測量調査、

そういった経費をお願いしてございます。したがいまして、今年度中にある程度測量関係を済

ませ、 60年から、まず日野台も 中心にして工事、管の埋設に入っていきたいというふうに考

えております。

それから、南多摩の処理区でございますが、南多摩処理区については、もうすでに工事がど

んどん進んでございます。大栗幹線が一の宮の交差点に到達いたしますのが、年次が少し早ま

りまして 61年の 3月には到達するという見通しがついております。それにあわせまして232

ヘク ターノレの問、公共下水道の整備を現在急いでおります。 232ヘク ターノレ全域を完成する

予定は、 63年末には一応全地域が水洗可能になるように工事を完了させていきたいというふ

うに考えておりまして、そのような計画も立ててございます。

以上、流域関連公共下水道関連につきま して、現在の状況を御説明申 し上げました。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君 ) 川嶋博君。
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0 14番(川嶋博君)

と思います。

次に市民生活で大切な都市下水路についての質問を行いたい

都市下水路が完備されてない地域、 日野全般に言いますとたくさんあります。庭に排水穴を

掘って排水をする、または庭に吸い込ませるとかいろいろ方法があって、都市下水路のない地

域には、まだ生活に不便をされている市民の方が多くおります。また、請願も出されたり 、い

ろいろな不便を感じている方々がおります。この問題について、現在は下水路がない地域にお

きましては、市道などに市の許可をいただいて、私の管を入れまして排水をされているような

苦労されている地域もございます。こういう問題について、 市はどのように考えているかお伺

いしたいと思います。

。議長 (高橋通夫君 ) 建設部長。

。建設部長(中村亮助君) それでは私の方からお答え申し上げます。

御質問の趣旨につきましては、いわゆる都市下水路の未整備地区の排水対策についてはどう

なのかという ことだろうと思いますけれども、御存じのように一般家庭の排水問題とその回収

方法につきましては、現在のところ公共下水道ができるまでの間は、勢い道路の構造物の一部

でございますいわゆる道路側溝、これに一般家庭の雑排水の流入を許可をしているというのが

現状でございまして、これは本来の姿ではございません。本来道路の側溝というのは、あくま

でも路面に降りました雨水の排水だけの問題でございます。 一 日も早く公共下水道が完備して、

この問題が解消するのが望ましいわけでございますけれども、現状の中では、まだ道路側溝す

らない地域がございます。

そういう地域を見ますと、区画整理事業だとか、あるいはまたその地域の開発一民間のデ

ベロッパーなどによる開発だとか、そういう開発の関係が非常におくれているところでござい

まして、特に大正8年以降の、いわゆる道路の関係の赤道の関係でございますけれども、こ の

赤道は国の財産で市町村が事実上の管理をしているというようなものでございますけれども、

そういう赤道なども含めますとかなりの数で、まだ道路側溝すらないという地域がございます。

この辺の地域につきましては、やむを得ず吸い込み式だとか、あるいはくみ取り方式だとかと

いう形の中で対応をせざるを得ないということでございまして、これを当面やはり解消してい

くということになりますと、その地域の道路の拡幅がまず問題になってまいります。道路を拡

幅することによりまして、本来の姿ではございませんけれども、道路排水の側溝をつけまして、
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それに一時的につなげまして、下流まで持ってし 1かざるを得ないというような現状でございま

すので、逐次そういう地域につきましては、特に地元の御協力をいただきながら道路の拡幅、

そして、排水の対策につきましては努力をいたしておるわけでございます。

そういう点で、今後も私どもの方も暫定的な処置ではございますけれども、道路の整備、そ

して、生活道路の整備を図ると同時に、排水問題も、できるだけそういう中で当面解消をして

いくということで努力をいたしていきたいと思っております。しかし、なかなかいつも御指摘

をいただくわけでございますけれども、十分に対応できないという面もございます。そういう

面では、きのうもちょっと申し上げましたけれども、市内の主要な生活道路一ごく大ざっぱ

に申し上げて 120路線ほどございますけれども、その 12 0路線を 59年度で見直しをしま

して、そして、必要なところから手をかけていきたいというふうに思っております。

以上でございます。

建設、それから、一方に市が担当いたします面的な公共下水道の面と両面をあわせて進行させ

る。その間の処理をどうするかということが、いま御指摘の問題になっておるわけであります。

水路清流対策ということで、日野市の大きな課題でもありますが、道路側溝に生活排水を入れ

ることを求めるではなくて許す地域、許可できる地域、あるいはその施設すらない地域がある

わけでありまして、ない地域が吸い込みでありますとか、いろんな工夫をして住んでおられる。

これはよく一時間を要するものですから行き詰まっているごとく思われがちでありますが、

その順序をつけて事業化をし、進めていっているわけでありますから、これは市民生活と両々

相まって、お互いの努力協力理解のもとに日常生活を成り立たせると。こういうところに解決

の法があると思っておりますし、またそのことに協力をしていきたいと、こういう状況であり

ます。

基本的には、いまその整備の進行中でありますから、解決の方向は明らかでありますけれど

も、なお時間を要するための当分の間をどうするかということで一方の努力をしていると、こ

ういう状況がよく御存じのとおりであります。一日も早くこの事業を全面的に前進をさせて、

市民生活の快適さを保つということは、大変大きな仕事であるということは申すまでもありま

せん。一方に共同浄化装置を持たれて、すでに排水問題は解決をしていると思っておられる方

もありますが、そのような方々にも、これからいろんな形で理解もしてもらわなきゃなりませ

んし、コミプラそのものが水質汚染の原因にもなっている。それらの解決も、また今日の課題

であると。こういう状況にありますことを、複雑ではありますが、方向はまさに明らかであり

ますし、それらを単純化整理して事業の促進を図ると、このように考えております。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 川嶋博君。

0議長(高橋通夫君) 川嶋博君。

0 14番(川嶋 博 君 ) 5 3年に道路の認定基準の取り扱い規定というものがありま

して、 4メートルでないと舗装なり市の方の給付なり、いろいろ道路としての認定が必要だと

いう基準がございます。こういう問題があるために、それにそぐわない地域に生活している方

々、毎日不便を感じている方々が、道路ができるまで、区画整理ができるまでという、いわば

先送りというような感じる問題ですけれども、 1日も待つことのできないそういう方々に、そ

れでは行政ではどのような対応をされているか。排水については行政の責任で全市民に行うと

いうようなことの考えがあるかどうか、ひとつ市長にお伺いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 市民生活を快適に守っていくということは、申すまでもなく

行政の大きい役割りであります。そして、人口急増都市化が急速であったために、日野市の場

合は都市条件が未整備のままで推移をし、今日に至っておるという部分が相当部分あるわけで

あります。かつて水田によります濯漉水路が、一方に日野市の場合大変四通発達をしているた

めに、むしろ排水にその用水が役立つとともに、また一方に今日は不潔な水質汚染の側面にも

なっておるわけでありますから、これらの状況を下水道計画によって置きかえて整備を促進し

ていくというのが今日の、いわゆる下水道事業の状況になります。

いま部長が説明をいたしましたとおり、一方には流域下水道に基づきます処理場及び幹線の

014番(川嶋博君) 森田市政のビジョンとして、文化の市民都市ということで、

緑と清流、便利で快適な調和のとれた町ということが言われておりますが、市内の流れている

清流の用水が汚れている。そういう傾向にある中で、下水道の促進を一日も早く進めていただ

きたいと思います。その中で下水道の建設を促進し、処理場を 59年度から使用開始を目指す

ということをうたわれておりますが、一日も早くおくれないように進めていただきたいと思い

ます。これで公共下水道を促進せよの一般質問を終わります。

0議長(高橋通夫君) これをもって 11の 1、日野市公共下水道を促進せよに関する
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t ¥ます。

体育館の内容でございますけれども、現在体育室というのは 2部屋ございます。約 535平

米ございます。さらに、それに付随いたしましての更衣室、あるいはミ ーティングノレーム等を

合わせますと約84 0平米ほどでございます。ただ、これにつきましては約 1億1， 000万で

すか ー ほど予算をかけて建設したわけでございますけれども、イ可せ高架下でございますので、

当然いろんな制約があるわけでございますけれども、路面から 1メー トノレ低くするという条件

がまずつきます。さらには、いろいろ建築基準法の高度制限の適用を受けますので、体育館の

高さが結果的には 4メート ノレ 50センチしかとれない。したがいまして、いろいろと体育館を

利用する場合におきましでも、バレーボーノレ、パトミン トン、あるいはバスケットポーノレ、こ

ういった球技は現状問題として高さ制限がございますので、使えないという実情がございます。

実際に使われているのは卓球、体操、柔道、剣道、こういったものが現実問題として利用され

ているのが現状でございます。これも個人貸し出しは行われておりませんでして、あくまでも

体育団体を中心に貸しておるというのが現状でございます。調布市の場合ですと、現在学校開

放は行われておりますけれども、いわゆる将来に向けての総合体育館をつくるという計画が現

在ございません。そういうことを踏まえまして苦肉の策と申しましょうか、高架下を利用して

の体育館を建設したと いう経過があるわけでございます。

日野市の場合は、しからばどうだと いうふうな御指摘かと思いますけれども、御案内のとお

り、昭和 54年の 4月1日に南平体育館を建設いたしました。現在、御案内のと おり個人も も

ちろんですし、団体等の貸し出しの中で、バスケッ ト、ノζレ一、パ トミントン、 あるいは柔道、

剣道、その他主要な競技はそこで行われているというのが現状でございます。加えまして、す

でに御案内のとおり桑園の跡地の遊休跡の中にも、近い将来におきまして総合陸上競技場をつ

くる建設計画もございますし、また、あわせまして、さらにその先の将来になりますと、その

隣接地に総合体育館をつくるというふうな計画もございます。そして、日野市の場合には曲が

りなりにも昭和 46年度か ら、いわゆる学校開放ということで、学校施設の運用に支障のない

限りにおきまして体育館、あるいは校庭、プーノレその他体育施設を貸し出すということの原則

を立てまして、他市に先駆けての一般市民の貸し出しを行いまして、各種スポーツ、レクリエ

ーションその他、市民の体育の向上、 あるいはスポーツの振興に寄与しているところでござい

ます。

そういうことで、調布市の場合と日野市の場合とは、現状あるいは将来計画もそれぞれ異な

質問を終わります。

1 1の2、レクリエーショ ン施設を充実せよについての通告質問者、川嶋 博君の質問を許

し立す。

01  4番(川嶋 博君) それでは、 レクリエーション施設を充実せよ、の一般質問を

行います。

先般 6月に、調布市で高速道路の高架下を使用したレク リエーション施設が完成したという

ことで新聞報道にもありました。日野市内のレクリ エーションにつきましでも大勢の方々が健

康増進のため、いろいろの面でレクリエ ーションとして、 コミュニク ーションの場として活動

を行っておりますが、日野市では体育館はございますけれども、全体的な利用者に対する施設

の不足ということが、いま多くの市民からも問題になっております。 9月の 15日号の「みん

なのメモ帳」という欄にも健康体操や、マイ体操、それから、婦人のパトミン トンだとかいろ

いろ、卓球その他レクリエーションに関する団体がいろいろと活動をしております。この中で、

日野市でもそういう施設を多くつくっていただきたいと、多くの市民からも要望がありますけ

れども、この問題について行政としてはどのような対処をしていただくか、考え方を説明して

いただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君) 川嶋博君の質問についての答弁を求めます。教育次長。

O教育次長(小山哲夫君) お答えをさしていただきます。

ただいま調布市の例をとられまして、調布市におきまして高速道路高架下を利用いたしまし

て体育館を建設したので、それに対しましての、今後の体育館等の建設についての利用問題は

どうかというふうな御質問でございます。調布市の場合は、ただいま御質問にも ございま した

とおり、 5年ほど前に、調布市におきます高速道路高架下の敷地を公共施設として利用すべく、

調布市の場合ですと企画課が中心になりまして、関係各課にその高架下敷地の利用計画につい

ての検討をさしたという経緯がございます。その結論といたしまして、高速道路高架下に体育

館をつくるということ。それから、それに付随いたしまして埋蔵文化財の収納庫をつくる。さ

らには図書館の利用してない廃棄した図書を保管する書庫をつくるという、こういうふうな計

画を立てまして、これに基づきまして昭和 58年度に建設費を計上いたしまして、そして、た

だいま御指摘にもございましたとおり 、本年 6月に供用開始したという、こういうことでござ
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るわけでござい立すo 御提案がございました、いわゆる高架下の体育館の問題等につきまして

は、現在の日野の体育館の実情を踏まえまして、さらには先ほど申し上げました陸上競技場の

将来計画、あるいは総合体育館の将来計画等もございますので、それらを踏まえまして、この

問題につきましては検討をさしてもらいたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

というようなことで、放置自転車を一掃したというようなことも行政報告になされております。

この自転車置き場、自転車を利用する一こういう問題も、やはり市民の本当の不便の方々が

利用しているからこそ、こういう問題が関連して出てくると思います。こういう問題は、一日

も早く行政として改善しなくてはいけないと思います。それにはいろいろな都市計画道路や何

の整備がございますけれども、それを待っていたら、やはりこれも先送りになってしまう。こ

ういう問題をよく検討すれば、パスが運行できる地域もあります。この問題について、いま西

平山や旭が丘、西部地域の方々もパスが運行できる都市計画道路がもうできておりますので、

パス運行ができなし 1かということで、多くの市民からも要望が出ております。旭が丘工業団地

を通るパスが 5丁目 6丁目、 6丁目を通って都立東高校の前を通り、工科短大を通り、市営長

山住宅経由のパス路線がで きな し1かということをお伺い したいと思いますが、この問題につい

てどのよう な考えでいるか答弁をお願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 川嶋博君。

0 14番(川嶋 博君) ただいまの答弁で言われるように、日野市は学校開放があり、

また、体育館がある。 将来にそのような予定があるので、ちょっと検討したいというような答

弁でありました。中でも実際のいろいろレクリエーションなどの行われている中で、体育館の

開放があるにしても、その数が足りなし ¥0 やりたいけれども場所がな l¥。そういう市民のグノレ

プもあります。日野市でも調布と違って高架下も土地のスペース的な問題もあります。 日野の

方が天井部分が非常に高い部分もありますし、土木の資材置き場のところも、あの地域を見ま

すと資材が 1JIj並びになって非常に一整とんして整備すれば、体育館またはレクリエーシ ョ

ン施設一つ くらいのスペースもできる地域もあると私は思います。また、調布でも 1億1，000

万の予算の中、東京都の補助金が 2.7 0 0万円もいただいており ます。そういうことで、日野

市としても前向きにレクリエーション施設を建設に努力していただきたいと思います。

これをもってレクリエーション施設を充実せよの一般質問を終わります。

0議長(高橋通夫君) 川嶋博君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) まず 1点目の、市民の足としてパス路線の整備をど

0議長(高橋通夫君)

する質問を終わります。

1 1の3、市内交通不便な地域にパス運行の実施に努力せよについての通告質問者、川嶋

これをもって 11の2、レクリエーション施設を充実せよに関

う考えているかということでございます。これは、私から申し上げるまでもなく、やはり第ー

といたしましては、パスの走れる、路線パスの走れる道路の整備が重要になるわけでございま

す。道路ができますと、ある程度の採算が合えば京王帝都も実施するという立場にあるわけで

ございます。ただ、そうは言いましても、現在の状況からいきますと道路整備はそう簡単には

できないわけでございます。そこで、いままで市がいろいろ検討してきたのが循環パスという

ことになるわけでございます。これは少し小型のパスを使いまして、市が事業主体になりまし

て運行を行うというものでございます。これは、事業主体と申し上げましたのは、実際には京

王帝都が行い、市が一定の財政援助をするというものでございます。まだこの件につきまして

はいろいろ検討はしてきており ますけれども、実現にこぎついていないという状況でございま

博君)の質問を許します。

o 1 4番(川嶋 博君) それでは 3番目の質問に入りたいと思いますo

市内の循環パス一日野駅、豊田駅間にパスが運行を始め利用者も非常に喜んでし 1る。お年

寄りの方々も病院に通う方も多く利用しているということを、実際に私も見ております。この

問題について、確かによくなりましたけれども、市内全体を見ますと非常に不便な地域の方々

は、そのパス運行に期待をかけながら、非常に生活の不便を感じている。この問題について行

政としてこういう問題を、市民の足をどのような考えでいるかお伺いしたいと思います。

次に、このパス運行について自転車置き場の問題が関連いたしまして、 58年度の実績成果

す。

2番目は、旭が丘の第四中学校の西側の南北道路ございますけれども、現在旭が丘の工業団

地を巡回しているパスを、八王子方面につないだらどうかということでございます。まだこの

件については、ちょっと私ども京王帝都に交渉した経過はございませんo 庁内で検討し、京王

と協議をしたいというふうに考えております。

0議長(高橋通夫君) 川嶋博君。
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014番(川嶋博君) 道路が狭いためにパスが通れないという問題も一つはござい つけたのであります。幾多の困難を乗り越えて病院事業を始められた古谷太郎先輩の業績は忘

れてはならないと思います。

さて、病院とは名ばかりのわずか 20床の小さな施設として発足をした町立病院でありまし

たけれども、以後着々と発展の道を歩み始めます。市政施行の翌々年、昭和 40年には小児科、

皮膚、泌尿器科、整形外科の 3科 80床の増築工事に取りかかり、明けて昭和 41年 4月には

合わせて 8科 10 0床とようやく病院らしい体裁を整えてまいりました。同じく 41年 8月に

は伝染病棟 20床も診療の受託、 42年には地元医師会との委託契約に基づき検査センタ ーも

開設の運びになりました。こうして昭和 42年 3月には、医療法第 4条に基づく総合病院の承

認を受けるまでに発展をし、昭和 43年 4月名実ともに日野市立総合病院になったのでありま

ます。都営パスは中型に変更し、大型が通れない地域にも、また、狭い道路混雑する地域も走

らせるように努力しております。ぜひ行政として市民の足を確保するためにも、京王帝都にい

ろいろな問題を要望していただいて、市民要望の不便な地域のパス路線の確保という問題を努

力さしていただきたいと思います。

これをもって一般質問終わります。

0議長(高橋通夫君) これをもって 11の3、市内交通不便な地域にノζス運行の実施

に努力せよに関する質問を終わります。

1 2の 1、日野市立病院の現状についての通告質問者、馬場弘融君の質問を許します。

C 8番議員登壇〕

08番(馬場弘融君) 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして質問を

さしていただきます。

都下 26市の中で市立病院を持っているのは青梅、町田、稲城、それと日野の 4市だけであ

りまして、数少ない市立病院の一つを持っているということは、日野市民にとって大変喜ばし

いことだと思います。今議会にも脳神経外科の新設一議案と、それに伴う 5，000万円の増額補

正案が提出をされておりますが、自治体病院運営のむずかしさの中で、少しずつではあっても

内容充実が図られていることにつきましては、病院長初め関係者に感謝を申し上げたいと思い

ます。

しかしながら、市立病院の現状を見ますと、一番恨本的なところに不満がございます。そこ

で、不勉強を顧みず、市民の健康増進のとりでとも言うべき日野市立病院のさらなる発展を願

って、今回の質問に取り上げた次第であります。

さて、市立病院が町立健康保険病院として開設をされましたのは昭和 36年の 10月、古谷

太郎町長の時代であります。 当時の規模は、外科、内科、産婦人科、眼科、耳鼻科の

5科 20床という小さなものでありました。ちなみにこの建設にかかわる総事業費は、わずか

4， 3 6 0万円ということで隔世の感がございます。開院までには地元医師会との間にむずかし

い問題が横たわり、何度か話し合いが行われたと伺っております。結局 5項目にわたる覚書が

交換をされ、開業医は外来診療を主体とし、町立病院は入院診療を主体として、それぞれがそ

の特性を生かしつつ、町民の健康増進のために協力し合うということで、ようやく開院にこぎ

す。

この辺までの発展を担われた市長きんは有山根さんであります。 さらに進んで古谷栄市長時

代の昭和 45年 10月には 42床の増床工事に取りかかり、開院 10周年目の昭和 46年 4月

には自家発電装置も完成、合わせて 8科 142床、この辺でほぼ今日の市立病院の形ができ上

がっております。

以上申し上げましたように、開院以来 11年間の 3代にわたる、いわゆる保守市政の間に行

われたベット数の増加並びに内容充実の歩みには目覚ましいものがございます。ところが、昭

和 48年 4月からスター トをいたしました森田革新市政、すでに 12年の歳月を重ねているわ

けでありますが、この間の発展はどうもぱっとしないように思われます。野球用語で言うとこ

ろのクリーンヒッ トが全く出ていないのであります。もちろん何もしなかったというのではあ

りませんO たとえば病床の改修や事務室窓口の改築工事、さやか学級の設立、託児室の建設や

看護婦宿舎、手術室などの改築、駐車場の拡張整備、クーラ ーの設置、そして、部分的な歯科

の設置など、努力の跡は見られるわけでありますが、一部を除いては、ある一定レベルまで達

した病院機能そのものを大きく発展させるものではない。増床したのもわずか 20床だけであ

りまして、改修工事でありますとか、いわゆる周辺医療に目を向け過ぎているようであります。

たとえば広く医療行政という見地から申し上げますと難病対策、これは、全国的にもかなり

有名な行政分野なのでありますけれども、どういうわけか、これには日野市立病院はノータッ

チであります。せっかくの市立病院なのに、それを有効に生かすための方策がほとんど考えら

れていないようであります。福祉の森田市政、市民の命と暮らしを守る森田市政と言いながら、
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市民の命を守り、また、健康を保持増進するとりででもある市立病院そのものの内容充実には

余り力を入れていないなあ、こういう感じがするわけであります。

こうした状況を踏まえま して、 病院行政につきましては森田市政誕生以来、与野党を問わず

実に多数の一般質問がなされております。公明党の市川芳太郎先輩、板垣議員、私ども新政会

の石坂議員などは七生地区の病院進出を強く訴えております。社会党の本問先輩や鈴木議員は

歯科の設置を 一 こ れは一部できました。一ノ瀬議員は難病対策、大柄議員は交通事故対策を

それぞれ取り上げておられます。橋本議員が精神科の設置を、そして古谷議員はぼけ老人対策

を取り上げております。特に秦議員や谷議員はME、CT、 ICU、あ るし可は CCUといった、

いわゆる高度医療機器の導入を強く訴えているところでありまして、私もこの辺が現在の市立

病院で、最も弱いところではなし 1かと感じております。このように数多くの指摘がなされてお

ります上に、昭和 54年に行われた住民意識調査、これを見ましでも、市民要望の最も強かっ

たのは、言うまでもなく下水道とともに病院行政の充実でありました。

ここに「あしたの自治体病院」という本を持ってまいりましたけれども、これは、京都自治

体問題研究所、そして、京都市職労病院支部、つまり社会党系の方々がお書きになった本であ

ります。しかし、なかなか参考にはなりました。この中で、自治体病院の役割りとして次のよ

うに書かれておりますo 1. 開業医では行い得ない高度な医療及び検査を担うこと。 2. 全市

的な立場に立ってセンター的、あるいは中核的医療機関となること。 3. 救急医療を充実させ

ること。 4. 開業医との診療分業を中心に地元医師会との連携を図ること。 5. 広く衛生行政

と密接に関連をさせ、その中核を担うこと。おおむね以上のような内容であります。また、医

事評論家の水野肇氏によりますと、公立病院は、地域住民に信頼をされていなければならな い

し、地域にとってなくてはならぬ病院であらねばならない、こう言っておられます。

これらを踏まえて、日野市立病院の現状を私なりに総括をいた しますと、次のような弱点が

列挙できるのであります。1. 住民に余り信頼をされていない。 2. 高度医療に対応できてい

ない。 3. 市の中核的医療機関たり得ていない。 4. 球急医療対策が弱~ ¥0 5. 地元医師会と

連携が非常に不足している。 6 他の医療行政との連携が不十分で、もちろんその中での中核

的な機能は発揮していない。私は、与L上のように感じております。

そこで、これらを踏まえて質問に入りますが、まず病院長にお伺いをします。わざわざお運

びをいただきましてありがとうございます。開院以来の竹内前院長の跡を継ぎまして、こ の4
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月に着任をされて以来、すでに半年が過ぎました。三田院長に、日野市立病院の現状をどう把

握しておられるか。また、今後どのようにしていくべきか率直な御意見をじっくりお聞かせを

いただきたいと思います。これが第 1点であります。

第 2点は、ただし 1ま申し上げたような大局的なお話ではなく小さく限定をいたしまして、経

営の問題を事務長に伺いたいと思います。ここに「全国自治体病院協議会雑誌」というものが

ありますが、こ の昨年の 12月号、こ の中で常に市立病院の経営の問題がテーマ とされており

ますけれども、 「自治体病院はすべて公営企業」となっておりまして、昭和 57年度の全国の

決算状況がこの 12月号に載っております。 昭和 57年度依然、として約半数の自治体が赤字」

という見出しがあります。 この赤字というのは、本会計などからの繰入金を入れても、なおか

っ赤字の病院が半数もあるという意味でありまして、残りの半数は、日野市の場合のように繰

り入れ金があって初めて黒字となっているわけであります。要するに、自治体病院はその性質

上、福祉的な側面を持っと同時に、不採算医療にも重点を置かざるを得ず、経営状態はいずこ

も苦しし ¥0 こういうことであります。しかしながら、性質的に赤字に近くなってしまうことは

仕方ないとしても、仮にも企業体である以上、また、市民の税金をむだに使わないためにも、

できる範囲での経営の合理化、コ ス トダウンには常に心がけておく必要があります。そういっ

た観点から幾っか小さな質問をいたします。

「昭和 59年度病院経営概況調書」という 、これは 3多摩島しよ公立病院運営協議会が、こ

の7月にまとめた報告書でございますが、この中に官頭に申し上げました多摩地区の 4市立病

院を含む 10の公立病院の前年度の経営分析が載せられております。特に青梅、町田、稲城、

日野、この 4市立病院の比較をしてみたいと思います。ちなみに病床の数では青梅 395床、町

田 315床、稲城 236床、そして日野は 162床であります。日野は、医業収益に対しまし

て医業費用が高過ぎるように思います。

医業費用比率、これは収益 10 0に対して費用がどのくらし 1かかっているかという比率でご

ざいますが、これを見ますと青梅の場合は 13 2、町田が 124、稲城が一番よくて 11 2、

日野はやはり一番高くて 133.6となっております。さらに、その内訳を調べてみますと、給

与費の比率が大幅に高いのでありますb 青梅が給与費の比率は 74%、町田69.5%、稲城

6 5.6%、そして、日野は何と 83.6婦という数字であります。なぜ医業費用比率、中でも給

与比率が高くなっているのか教えていただきたい。これが第 1点。
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次に収益を見ますと、医師 1人当たりの収益は平均以上になっておりますけれども、事務部

門の職員 1人当たりの収益がかなり悪くなっております。ちょっと細かい数字になりますけれ

ども、青梅の場合は 24万1.0 0 0円、これ年額です。 町田 30万 8，00 0円、稲城 20万

7，000円、そして、日野は 18万 2，000円であり ます。そこで二つ 目として、 なぜこのよ

うに事務部門の 1人当たりの収益が低いのか、これも教えていただきたい。

三つ 目として、いま申し上げたほかに、費用低減のためにどのような対策を立てておられる

かお聞かせ宇いただきた いと思います。 以上が事務長への細かい質問であります。

最後に大きな三つ目、第 3点目として市長に伺いますが、病院長への質問の前段で申し上げ

ましたように、市立病院の現状には根本的なところに不満があります。さらに申し上げたいの

は、昭和 51年度の暮れに、実は全国自治体病院協議会に市立病院の経営診断をお願いしてお

ります。その結果が昭和翌 52年の 3月に出 されておりますけれども、その最初に、 「当病院

の使命と今後のあり方」という 1項をわざわざ設けまして、次のように書いてあります。

「今後の当病院のあり方としては、市民の最も強い要望が公立病院の充実であるので、機能

の量的質的両面の一層の拡充強加を図ることが必要である。そのためには、病院の増改築(全

面改築)が、必要であるJーとし、 「さらに充実した機能を有効に活用するためには病床数

の増加が必要であり…・・・(途中を少し飛ばしますが)全体構想 300床のもとに、当面 20 0 

床の開設はぜひ必要である」これが、昭和 52年当初の報告であります。

そこで伺いますが、市民からの要望が最も強く 、わざわざお願いをした経営診断でも、いま

申し上げたように言われている機能の一層の拡充、少なくとも当面 200床までの増床はぜひ

とも達成すべき であったのに、いままでなぜ手をこまねいていたのか、 お答えを いただきたい。

財政的にも本会計からの大幅繰り入れは可能だったと思いますし、関口電機の跡地など可能性

もあったと思うからであります。さらに、いよいよこれか らは 300床を目途に大改築の時期

に来ていると思いますけれども、そうした計画を現在持っておられるのか。また、その可能性

はあるのか。南部地域の医療問題も踏まえてお聞かせをいただきたいと思います。

以上、長々と申し上げましたけれども、第 1点目は病院長に、第 2点目は細かt"点を幾つか

事務長に、そして、第 3点目は反省と将来展望を市長に伺いまして、あとはお答えに応じて再

質問をいたします。お願いします。

O議長 (高橋通夫君) 馬場弘融君の質問についての答弁を求めます。市立病院長。
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0市立病院長(三 田盛一君) ただいまの御質問にお答えをいたします。

まず、御質問の趣旨が - 4月か ら約 5カ月、 6カ月未満でございますが、この私に病院を

どう見るかという御質問でございます。この市立病院一私も 4月に市立病院に参りまして、

それなりに検討をさせていただきました。この病院が、いま御説明のよ うに約 20年の歴史を

持っている、歴史的には非常に格のある病院であろうと思います。日野市市民のニート¥ある

いは市当局のいろいろな御努力と いうこ とによりまして、現在 162床、それから、伝病が 50 

床で、 診療科目は 9科目で診療を行っております。

こういう病院でご ざいまして、確かに日野市にとって大変重大な任務を持っている病院であ

ろうとは思います。なお、虚弱児に対するさやか学級とか、御指摘のよう に身障者の緊急一時

預かりというような、これは特殊な、非常に自治体病院としてはユニークな一つの形であろう

と思いますし、この点は評価されるべ きものだと私なりに考えております。

ただ、現在御承知のように医療の究極というものはへノレスと いうことになります。 へノレス を

維持する。それのために予防とか医療とか、リハピリ、福祉というようなものが包括されて、

俗に言う包括医療というふうに考えればよろしいわけでございますし、市立病院も、自治体病

院である以上は、こ れが長期的 ビジョン としては当然、そこに到達する。病院機能の中にこうい

うすべての包括医療に該当するべき項目を入れて病院が運営されるべきであろうと。これは長

期ピジョンの問題でございます。

しかし、長期的なこの問題はさておきまして、中期的に見ますと、どういうふうなことに相

なるかということになります。ただいま御質問者がいろいろと言われておられたとおりのこと

でございまして、この日野市の保健所のデータによりましても、日本全国の死因の上位を占め

る脳血管障害、それから、悪性新生物、それから、心疾患、これがやはり日野保健所管内でも

死亡死因の大上位に上がっております。そうしますと、当然そこには、相当数の治療を要する

患者さんが存在するということは推定されるわけでございまして、こ の病院といたしましても、

その問題に対応する体質をつくらなければならないだろうと、かように考えております。

もう-っこの 3点のほかに、もう一つは、た だいま御指摘のような不採算医療の問題が入っ

ております。御承知のように不採算医療は、救急医療の問題もございます。それから、小児医

療の問題もあろうかと思います。そういうようなものに向かつて、比較的高度な、そして、機

能を持った病院という形が当然望まれるものではなし 1かと、かように考えております。
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中期的には、そ ういうものに向かつてこれからどんどん推し進めていきたいと。そのために

は、いろいろな恐らく障害があろうと思います。しか し、それをただ障害を受け身で受けてい

るわけにもまいりませんので、相当抵抗があったり、いろいろな面での問題があろうと思います

が、一つ一つ解決をしたいと、かように考えております。

さて、翻りまして短期的にと申しますか、現実の問題に目を向けてみたいと思いまして、私

なりに約 5カ月間に、当院の病院の評価をやってみました。これは、先ほど一どうも私は自

分なりに評価をいたしましたところが、御質問者が大体みんな言っちゃ ったわけで大変因るわ

けなんですが(笑戸)、まず第一に、過日、先週ですが本病院の看護部門で院内研修をいたし

ました。これで院内研修をいたしまして、この市立病院はどうであるかということで、自己評

価をやったわけです。そうしますと、その結論は、まず規模の問題では小規模。つまり 162、

200床以下でございますので小規模ということになり ます。 機能の問題としては、残念なが

ら低機能と言わざるを得なし 1。それから、質の問題では、これは看護部門で御自分たちもかか

わることでございますので、中あるいは低度というような、そういうあれが出まして、要する

に総合的に申しますと、残念ながら高機能ということが言えないというのが実情のように私も

考えます。

それで、なぜそんなみずからの身内の恥をさらすことに相なるわけですので、なぜそんなこ

とを申し上げるかというと、しかし、そういう分析をいたしまして対応を考えませんと、全く

場違いの対応をするということになってはいけないんではなC¥かと、こういうことでございま

す。御承知のように、あるいはもうすでに資料でお自にかけていると思いますが、本院の平均

在院日数は大体 12.5から 6日でございます。これは、日本全国の統計から申しますと、急性

期の病院で大体35日前後というのが一般的な平均でございます。最近は高齢者による合併症

が多くなりまして、在院日数がやや増加の傾向にはございます。しかし、当院が 12.5という

日にちは大変驚異的な数字でございまして、アメリ カの高機能の病院の平均在院日数に匹敵す

るぐらいのデータでございます。これは果たしてそうだろうかと、こういうことになります。

実はそうではなくて、日にちが短いということは、ある面ではその逆の問題を含んでいるんで

はなし可かと、かように考えました。

この問題とからみまして、ただ一つだけの数値で物事の判断ができませんので、死亡率、剖

検率、これをちょっと調べてみました。 4月からこの 8月、 9月 -8月いっぱし¥9月半ばま
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でに、残念ながら病院で亡 くなられた患者さんの数をとりますと、 5カ月平均で死亡率は1.22

でございます。大体 1婦の死亡率ということに相なります。これも、他の大体私の調べました

のは公立病院で、大体二、三百床以下の小病院になりますが、その平均値が大体 3ないし 49る

というのが一般的な数値でございます。といたしますと、この数値も、本院では非常に高機能

で患者さんがみなよく治る・・・…(笑声)というふうに考えることもできます。どうぞお任せい

ただきたいと、こう申し上げたいわけでございますが、逆の考え方をいたしますと、軽症の患

者さんを取り扱っているということが、この数値の上から出てまいることに相なるわけです。

ちなみに、もう一つの問題は、剖検率と申しまして亡くなった患者さんを解剖をさしていた

だく。この問題は、地域のいろいろな習慣、宗教というような問題もか らみますので、必ずし

も解剖をさせていただけるとは限りません。しかし、解剖をするということは、日進月歩の医

学の基礎になることでございますので、これは医師としては当然、患者さんに、あるいは家族の

方にお願いをすることに相なります。ところが、この剖検率がこの同じ期間に約 5婦でござい

ます。これは、日本内科学会の教育指定病院で要求される剖検率は 50%を超えるのが通例で

ございます。と申しますと これもいろんな物の見方がございます。数字ですから裏表どうとも

見れるわけですが、これもやはりこのことから言えることは、住民一つまり患者さんを含ん

だ家族の方々と病院とのコンタクトが不十分ではないかと反省せざるを得ないわけでございま

す。

そんなふう に、どうもいいデータは一つもございません。たとえば病床利用率にいたしまし

ても、御承知のように大体80%を下回っているのが現状と、こういうことでございます。と

ころが、新患率と申しまして、病院の外来においでになる新しく見えた患者さんの数を、総外

来の患者延べ数で割りますと、これは 17%前後になります。要するに新患の患者さんが非常

に多いということでございまして、これは、他の平均が大体 15 %前後でございますから大変

いいと、こういう数値が出るわけでございますが、病床利用率とからめて考えますと、やはり

軽症の患者さんしかお見えになっていない八ノだと、こういうことになるわけなんです。

どうも私は自分なりになぜ、先ほど申し上げているように、こういうようなマイナス点を実

は列挙いたしまして、そして、病院をー-プラス点は何も言わなくたって、これはプラスでご

ざし 1ますから、マイナス点を列挙して病院の質の改善といいますか、あるいは機能の改善、こ

ういうものに対応する根拠をつくってみたわけでございます。
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うものとのいろいろな相互関係がございまして、問題がいろいろあったろうと思います。しか

私が医者ではありましでも医師並びに看護婦、それから、パラメディカノレの皆さん方、それぞ

れ大きな資質をお持ちであるにもかかわらず、この病院にある一定期間おりますと、何となく

スポイノレされてしまって、御自分たちのプライドが薄まってきているような印象を私は持ちま

した。これは何であろうかという こと になります。結局、先ほど来から申し上げていたような、

やや診療所的なレベルでの診療に従事しているということが、それがそれなりに、実は日野市

に対しての福祉に関与しているんだというお考えでございますが、しかし、実際問題としては

病院そのものを考えますと、もっと高機能でなければならないのに、その点の理解度が少し薄

まっているように思うわけです。と同時に、しかし、こうし 1う一 私も最初のとき申し上げま

したように、 ドクターや看護婦 ・ナースやパ ラメディカノレのそれぞれの方々は、ほとんどが全

部国家ラ イセンスを持っています。この国家ライセンスに対する一つの保障と 、そして、彼ら

に対する プライドを持たせなければ、病院の質の向上というものはなかなか得られないであろ

うと、かように考えているわけでございます。

もう一つ大変重大な問題は、先ほど御指摘ございま したように、地元医師会との関係でご ざ

います。 これは、病院が発足以来いろいろな面で当時の医師会の状況と、それから、病院とい

し、 20年の経過を経まして病院は病院なりに歴史を持ち、一つの一人間で言えば成人にな

ったわけでございますので、病院は病院独自の一つの考え方を持って、医師会の方々には極力

了解をいただきながら、コンタクト をとりながらやってし 1かなければならないだろうと。当然、

診療部門の受け持ちも、医師会の方々は診療のファーストチョイスを、そして、病院はその機

能を有機的に利用いたしまして、それ以上のーパッ クに控えていて、 そう いう患者さんたち

を治療するというふうに考えなければならな l¥。当然分野の受け持ちの差があるということは

言うまでもございません。

医師会の方には、私も就任いたしましてから、できるだけ コンタクト をとりながら、一つず

つ誤解をなくすようにして交流をするように努力しております。今週の金曜日にも、医師会の

理事の方々を病院においでいただいて、病院のドクター といろんな面で了解をとっていこうと、

相互理解?とりながらやって いこ うと いう ふうに第 1回目をやる予定にしております。

そんなふうなマイナス点をずっと列挙いたしましたのは、実はそういうことから、一体病院

は今後どう短期的な ビジョ ンとしてどうあるべきかという ことでございますが、これはどうも

私は市長さんに対抗するわけでもございませんし、市議会の皆さんにも対抗するわけでもござ

いませんけれども、病院というものが健康人を収容するところではなくて、病者を収容すると

ころであるという点を最大一番の基本にすべ会ではな l¥かと。幸いに日野市が、先ほどもちょ

っとお聞きしていますと、緑と清流の大きなタ ーゲ ットにしておられるということに相なりま

すと、病院にも当然それはあり得ることではなし1かと、私はかよ うに考えます。

果たして、いま市議会議員の皆さん方が病院においでになりまして、待合室に座って病気が

何となくよくなったという感じをお持ちでしょうか。私は、そういう感じは恐らくないではな

l ¥かと思います。これは、それなりの病院の歴史がございますので、 一概に構造物のハードの

問題を速やかに解決するということは非常にむずかしい問題であろうかと思いますが、やはり

まずハ ードの構造物の改築をするべきではなし1かと私なりには考えております。その問題が一

それから、もう一つは人的資源の問題と、それから、人の質の問題でございます。これは、

機能的な問題は、もちろん言うまでもございませんし、現在ある医療機械も、年々これは購

入をな願いを しながら少しずつ購入は してなりますけれども 、残念ながら時代の流れ

にはややおくれている傾向がございます。実際に十数年前の日野の市立病院の診療レベノレは、

相当に高かったと私は聞いております。しかし、それが何と申しましょうか、医療の進歩が先

行いたしまして、病院の体質の改善が少なかったというふうに考えておりますので、今後ます

ますいろんな面で、どうも病院の職員の方にもハードな要求を私はするつもりでおりますし、

また、その点はそれなりにがんばるつもりでおりますが、どうぞ市当局はもちろん、市議会の

皆様方も、その点を外回りから大いに応援していただければ幸いだと思います。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 次、病院事務長。

0病院事務長(佐藤智春君) それでは御質問がございました何点かの点につきまして

御説明申し上げたいと存じます。

まず御質問の第 1点でございます。給与費の比率が医業収益に対して高いのではなl¥かと、

こういう内容であろうかと思います。おっしゃるとおり当病院の収益に対する人件費が 83%

ということは、御指摘のとおりでございます。ただし 1まおっしゃいました、たとえば 4市の中

でも一番比較的経営状態のいいのが、おっしゃるように稲城市立病院でございますけれども、

ーコ。
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稲城市立病院の場合でも、やはり経営的には赤字もちろん出ております。それで、収益勘定だ

けを見ますと、稲城市立病院でも 58年度は 1億 9，000万円ばかりの繰入金という ことでご

ざいます。当市立病院は 4億 2，900万円という状況でございます。

そういうことで、給与費の比率が高いという原因は、私ども分析してみますと、やはり一

病院長ここにおるわけですけれども、非常勤の医師が比較的他の病院よりも多いということで

ございます。年間非常勤の医師に支払いをしている人件費が約 7，50 0万円ばかりございます。

こういうことに対しまして、できる限り常日ごろから病院長とも話をしているわけでございま

すけれども、常勤医師の雇用に力を入れ、非常勤の医師の削減を今後とも図っていきたいと、

このように考えておるわけでございます。医業収益に対する給与費の比率の大きな原因は、い

ま申しました、やはり非常勤医師が比較的他の病院よりは多いということが言えると思います。

それから、事務部門の 1人当たりの収益金が低いのではなし 1かという御質問だと思いますけ

れども、これは、私どもちょっと調査いたしますと、それでは事務部門の職員が多いのかとい

うことでちょっと調べますと、たとえば外来患者に対する職員の 1人当たりの数でございます

けれども、事務職員が 1人当たり青梅では 17.2名ということでございます。それから、稲城

では 15. 2、日野では 19.3人の外来患者を事務部門で見ているという感じになります。それ

から、ちなみに町田では 22.1というよ うな、比較的人数が多いというこ とは、これをもって

しても言えないのではなかろうかと、こう考えております。

ただ問題は、調べますと給与費の関係でございますけれども、これは確かにおっしゃるとお

り人件費に関連してまいりますけれども、多いようでございます。と申しますのは、年齢が市

に事務職員の場合には若干高いということでございます。たとえば青梅では事務職員の年齢は

3 3.0ということでございますけれども、日野の場合には 39.6歳、約 40歳近いということ

もございます。それから、町田では 36. 1歳と、このような年齢の関係も出てくるのではなか

ろうかと。こういうようなことで、事務職員の関係が高いということが言えるのではなかろう

かとこう思っております。

それから、もう一つ、つけ加えて申しますと、先ほどの人件費の内容と、もう一つでござい

ますけれども、比較的よその病院と比較しまして若干高いと思われますのが、材料費の購入費

が若干私どもといたしましては高いような気がいたします。それらは、これから適正価格での

購入というようなことを考えてまいりたいと。それから、医業収益をもう少し上げた方がいい
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んではなかろうかというようなことで、病床の利用率をもう少し考えて上げていきたいと、こ

のようなことを対策としては事務的に考えております。

いずれにいたしましでも、私ども一般会計からの補助、頼るだけということではなくて、消

耗品 一細かいこ とでございますけれども、消耗品ある いは光熱水費等の節約等を十分に行い

まして、適正な滅量経営を徹底していきたいと、このように考えております。

0議長(高橋通夫君)

0市長(森田喜美男君)

市長。

l ¥ま馬場議員から日野市立病院のことについて、批判を込め

て日野市の市民にいかにこたえるべきかという質問をいただいているところであります。日野

市が、都市化の急増の中で多摩平という団地ができる。それの医療体制にこたえる発想から、

市立病院を持ったという機会がよくわかるわけでありますが、市立病院を必ずしも市民要望に

こたえるべく、あるし 1は日野市地域の発展に、あるいは医療技術に必ずしも沿ってなし 1。こう

いうことが指摘されておるというふうに思っているわけであります。

しかしながら、 20年という歴史の中で、病院を維持する自治体として一定の大きい市民サ

ービスにこたえ得たと、この役割りは評価すべきであると思います。しからば、今後どうする

かという課題にも遭遇するわけであります。客観的に評価すればし 1かようにもできると思うん

です。つまり本来のあるべき自治体病院としての性格、これも日野市なりにレベルはあるわけ

でありますが、役割りを一定の水準で果たしてきたと。

それから、自治体が全部病院す持っていないごとしつまり特に文化水準の高い都市近郊の

自治体でありますから、病院を持たない自治体も数あるごとく、じゃあ病院を持たなかったら、

日野市民の健康や医療が守れなかったかということでもないんではなかろうかと思います。し

かし、ーたび病院を持っているわけでありますから、こ の病院を、いかにこれからりっぱに育

成発展するということがきわめて重要だと思っております。

幸いに、いまのお話も聞いてわかるとおり、有能な院長を迎い得たと思っておりますので、

御本人の考え方を十分尊重をして今後に対処したい、このように思っておるというところであ

り立す。

期待されるべき自治体病院ということは、当然、立た進むべき道でもあるわけでありますから、

財政上の問題、あるいは用地の地積上の問題、配置の問題、いろいろ問題はないわけではあり

ませんが、これらを適正に克服して、そうして、いわゆる日野市民の健康と医療にこたえる。
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こういう役割りを持った評価される病院に成長をさせなければなりません。

よく、南の方に分院をというお話も出るわけでありますが、これは、言うべくして不可能で

ありますので、たまたま現在は養護病院を迎えようという考え方で進行いたしております。不

十分かもしれませんが、病院だけが自治体の仕事でもないわけでありますし、日野市の行政水

準ということに合わせながら、今後発展をさしていくという考え方には全く異論はありません。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) 馬場弘融君。

0 14番(馬場弘融君) 病院長には本当にプレッシャ ーがいろいろかかっているかと

思いますけれども、勇気のある御発言をいただきまして本当にありがとうございました。私も、

イ可も意地悪を言っ ているわけではないんで、市民のためにどういう病院を今後つくっていくべ

きか。それには、いまどこが弱いのかということをしっかり見なければいけない。それを直し

てし 1かなければいけないという意味で発言をしているわけでありまして、そういう点から、た

だいま病院長が申されたことは非常に心強く思いました。本当にすばらしい病院長を迎えて、

私ども非常に日野市民の 1人としてうれしく思います。

それに引きかえ、市長のいまの答弁は実に残念です。素直にいまの病院の弱さというものを

認めて、そこのところを努力しますよというふうな形をお答えをすればいいじゃ ないですか。

すぐにやれといっても非常に費用はかかりますから、本会計か らの繰り入れも必要でしょう。

いろんなことで費用がかかりますから、すぐにやりましょうということはなかなか発言はでき

ないと思うわけです。しか しながら、 悪いと ころは悪い。ここは悪いということはわかったと、

認めるよと。そこはよくやりましょうと、検討しましょう、こういう ふうな答えはぜひ必要だ

と私は思います。そういう意味で、何かいま自治体では市立病院がないところも多いんでとか、

市立病院だけが市の行政じゃな l'からというふうな、イ可とも負け惜しみとしか言いようのない

ような発言がございました。そういうことではなくて、口を出さずに金を 出す姿勢で、病院の

ことは院長にお任せをして、ぜひすばらしい病院行政をやっていただきたいというふうに思い

ます。

特に、事務長からもちょっとお話が出ましたけれども、町田や青梅あたりの病院と比べます

と、やはりその辺が違うんですけれども、一般会計からの繰り入れがちょっと少ないんです。

どうしても一般会計からの繰り入れは必要なんです。せっかく繰り入れをするならば、ある時
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期に思い切ってどかっと入れて高度化を図る、内部充実を図る、そういう行政が必要ではない

かと思うんです。もうそろそろそう いう時期に来ていると思うんです。

そういう意味でもう 1度市長に伺いますが、いま 16 2床ですね。すぐに 300床とは言い

ませんけれども、ともかく増床をする。りっぱな病院に建てかえをする。こういう計画を立て

るべき時期だと私は考えており ますけれども、そういった長期的な計画、具体的な長期計画に

取りかかっている、あるいは内部で話を進めている、そういうことはありませんか。もう 1度

お願いします。

0議長(高橋通夫君 )

0市長(森田喜美男君)

市長。

それはあるんです。そして、その道を目指そうということは、

病院長とも気持ちは同じなわけですが、まず当面何を特徴たらしめるかということが病院長に

ははっきりありますので、私もそれを尊重 しながらやっていくべきだ。このように考えておる

わけでありますか ら、何ていいますか、理想を描くことは可能ですけれども、なかなかそれに

は到達しがたい…… (r緑と清流があるじゃないですか」と呼ぶ者あ り)余り総合機能に固執

して、そうして特徴のある機能を出し得ないということではなくて、私は、やっぱり中型の病

院ですから、中型らしく、また大病院を目指すということではなくて、特色のある、そういう

診療体制を持って、そして、医療圏という言葉がありますが、医療圏の中で役割りを担うとい

うことが、市立病院の本来的役目であると、このように思っておりますから、それに向かつて

選進をするということが、先ほどから答えておる趣旨でございます。

。議長 (高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

非常に不満です。不満ですけれども、この辺でやめておきます

けれども、最後にちょっと申し上げておきますが、森田市長は、大体気に入らない他人が始め

たお仕事は、余り積極的に跡を継いで発展させないというふうな傾向がございます。自前のこ

とばかりやりたがる、こういった傾向がございます。(rそのとおり」と呼ぶ者あり)しかし、

市立病院は市民の命を守り健康を増進させるための中核となるべき機関であります。いま市立

病院があるわけです。この日野市立病院の一層の充実に向けて、積極的な施策?とっていただ

くように強く要望をいたしまして、この件の質問を終わります。

0議長(高橋通夫君) これをもって 12のし 日野市立病院の現状に関する質問を終

わります。
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お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますがこれに御異議ありま

せんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、よって暫時休憩いたします。

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午前 11時 49分休憩

午後 1時 11分再開

一般質問 12の2、姉妹都市レッドランズを訪問してについての通告質問者、馬場弘融君の

質問を許します。

08番(馬場弘融君) 前議会に引き続きまして、姉妹都市レッドランズの件を取り上

げます。

8月 16日から 10日間、日野市姉妹都市友好使節団 27名の 1員として、私もレッドラン

ズを訪問してまいりました。初めに市長にお礼を申し上げておきますが、使節での世話役とし

て花形課長を派遣をしていただきましてありがとうございました。中学生を含む全員が、大変

市の職員がいたことで、どれだけ助かったか、このことをまず感謝申し上げておきます。

さて、レッドランズの印象をお話しいたしますけれども、 カリフォルニア州というところは、

ほとんどが赤茶けた砂漠地帯でございまして、街だけが人工的につくられた緑に囲まれてきれ

いに区画をされております。日本のように自然発生的な集落はほとんど見られません。その中

でもレッ ドランズは町並みも整い緑もさらに豊かで、気品のある住宅都市という感じを受けま

した。ただし、悪名高いロスプンゼノレスのスモッグが空一面に広がっておりまして、空気は余

り澄んでおりません。りっぱなグラン ト¥数多くの広い公園、大きな街路樹が続く広い道路網、

敷地の広い緑に囲まれた住宅街、歴史を感じさせる図書館、数多くの教会、野外音楽堂、下水

道はもとより街のすみずみにまで行き周いた自動スプ リンクラーの設置など左ど、言い出した

ら切りがございませんけれども、あらゆる面で社会資本の充実していることは目をみはらせる

ものがありました。改めて日本の都市における社会資本が、いかに貧しし 1かを痛感した次第で

あります。

人口は 4万7，000人で、そのほとんどが白人であります。もともとアメリカ東部の上流階

級が冬の寒さをしのぐ避寒地として開発をしたという町ですから、現在でも富んだ人たちが多
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く、町のあちこちに歴史を感じさせる家がそのまま、しかも美しく残されております。産業的

には、郊外にずうっと広がるオレンジ畑があり、最近は高度技術産業も進出していると伺いま

した。また、人口のわりに銀行の多さが目立ちました。

さて、行政でありますけれども、アメ リカの多くの小都市の例にならいましてシティーマネ

ーグャ ー制度一市支配人制度をとっております。これは、議会はわずか 5人の議員で構成を

されまして、議長が自動的に市長という名前で呼ばれます。そしてその 5人の議会がシティー

マネ ージャ ーを雇って、すべての行政運営を任せる、こういうシステムになっております。日

本で申せば、このシティ ーマネージャ ーというのは、助役の立場に立って市長の権限を持つと

こういうふうな感じかと思います。

さて、シティ ーマネ ージャ ーの下には、各セクションごとに部長がおりまして職員を統率を

しております。職員の数は 337名でありますけれども、その中には警察や消防も市の仕事と

して含まれておりますから、警察官の 77人、消防職員の 52人を差し引きますと、この職員

数はかなり少ないという感じでございます。実際市役所の建物も 2階建ての小ちなんまりした建

築でございまして、日野で言えば、音昭和 20年代ごろでしょうか。いまの公民館の前あたり

にございました旧町役場、あのくらいの大きさの印象でございます。もちろん社会資本投資が

ほとんど終了しておりますから、大きな建設事業は全くといっていいほどありませんo ですか

ら、その面での費用はかからないにしても、いわゆる日野市のようなばらまき行政というよう

なものはみじんも見られず、効率的な行政が行われているように感じました。さらにその陰に

は、市民みずからの力によるボランティア活動が大きな力を占めております。文化であります

とか福祉などの面におきましては、むしろ市民の活動が行政を凌駕している。こういった感じ

すらございまして、アメリカ社会の持つ力、アメリカ市民の底力を感じたわけでございます。

さて、現在のシティーマネージャー、この人はホームズさんといいまして、私より若い 37 

歳の方なんでございますが、この方が私を 1日じゅう案内をしてくれまして、町のいろんなセ

クションを見せてくれたり、市の行政についての説明をしてくれたわけでございます。その折、

各種の行政資料とともに今年度の予算書をいただきました。これは、今年度といっても、こと

しの 7月から来年の 6月までO こういスた年度になってますから、その 1年間の予算書であり

ます。大体、体裁は日本のものとほぼ似ておりまして、英語でもちろん書いてありますけれど

も、大体見当はつくんです。ちょっと内容的に興味のありそうなものに触れてみますと、予算
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規模が 64億 3.000万円なんです。 先ほども言いましたけれど も、警察とか消防が含まれて

いるんです。 64億 3.000万円。歳入の最も大きな ウエ ート を持っているものは財産税と消

費税、それから、いろいろな利用税です。 こういった ものが 17億 6，000万円。ちなみに、

いわゆる日本のような所得税的な要素を持つ市民税というのはありませんでした。それから、

歳出ですけれども、各長の給与がどのくら し1かというこ とをちょっと見ますと、シティ ーマネ

ージャ ー ー市の支配人ですが、これが 1年間に1， 300万円 もらっています。それから、市

の副支配人でもあって財政部長でもある方が 1， 070万円。図書館長は 904万円。 警察署長

とか消防署長がほぼ同じで1， 1 6 0万円前後と。ちなみに市役所の受付の職員ですね、こ の方

が 375万円であります。

それから、最後に最も興味のあると ころでありますけれども、私ども議員ですね、5人い ら

っしゃる議員の報酬がどのくらいということなんです。 5人の中には市長もいるわけでありま

すが、 5人とも全く同額です。 1人当たり年額 60万円です。 これは、私実はL、ろいろなお話

を伺っていて、なるほどなという面もあったんですけれども、実は議会というのは月に 2回 し

か行われてないんです。しかも午後 7時から 9時までを原則としています。つまり完全にパー

トタイムの議員なんです。本職は全部ほかの本職を持っております。自分の仕事をきちっと終

わった上で、議会に集まってきて審議をすると、こういう立場に立っているわけです。なるほ

ど60万円で もしょう がなし 1かなというふうな感じを持ったわけでございますが、実は私ども、

じゃあ、おまえば一体どのくらいもらっているのかというふうな話し合いがございまして、 実

は 540万円 くらい 1年間もらっておると いう ところで、何でそんなに もらうのかと。おまえ

はパー トタイムではないのかと、こういう質問をするんです。確かに私はノミー トタイムだと。

しかし、日本の議員というのはもっと忙しいんだと。いろんな仕事があって、これだけもらっ

ても結構使っちゃうんだと、足りないんだとい うふうな ことを申し上げたんですけれども、全

然わかってくれないんです。 30人という議員の数も多過ぎる し、 そんなにもらっちゃどう し

ょうもないではなし 1かというふうなことで、実はお話をしているときにこそこそとシティーマ

ネーグャーが陰の方に行きまして、最近の向こうの新聞をコピーしてくれたんです。

それで、実はアメリカで も、 こんなに少ないとわれわれ思うのに、それで も新聞は、地方の

政治には金をかけ過ぎるという記事が出ているんだと言うんです。まさかと思ってよ く見まし

たら、実際すごいのがあるんです。この資料によりますと、近隣各市のーレッドランズの近
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くの各市の市長さんとか議員の給料がどのくらいか、ばあ ー っと載っているんです。その中

でびっくりしましたのは、 1年間に 1トツレという報酬のところもあるんです。それから、ゼロ

のところもあります。つまり し1かに地方政治というものは、もっともっと安上がりにしなけれ

ばいけなし、かということが、こういったアメリ カですらやられている。非常に私ちょっと脅威

に感じたんです。日本でもいろいろ行革等が言われておりまして、行革だけではなくて、日本

の経済、社会、文化、いろんな面で、たとえば何年かのおくれでもって アメリカの後を追っか

けているというような社会状況がございますんで、そういう意味で日本の行革もいずれこんな

ふうにな ってしまうのかなあと、実にそら恐ろしいような感じがした次第でございます。いず

れにしても、大変な仕事を担っている人たちはきちんと高い給与を取ってい立す。それは間違

いありません。実に仕事に応じたきちっとした評価がなされているなあということだけは感 じ

ました。

さて、こわいお話はこのくらいにいたしまして、楽しい方に移りますけれども、今回私ども

2 7人の団員は、言葉に言い尽くせないほどの温かい歓迎を受けました。現在のハ ロノレ・ベス

ウィックという女性の市長さん、前市長のへン・ロッスさん一この方はお見えになりました

ね。それから、その元の市長のカ ミングスさん、過去 3代の市長さんが、われわれの方に出て

きてくれて一姉妹都市委員会というのがあるんですけれども、こ の中に属しております日系

人の方々とともに市民の方々、本当にかゆいところに手が周くような歓迎をしてくれました。

ホームスティをした子供たちも、それぞれの家族に大歓迎を受けまして、とても貴重な体験を

したということでございます。

まだいろいろ申し上げ‘たいことがあるんですけれども、まとめますと、要するに社会資本の

豊かさ、文化的なレベノレの高さ、こ れが第 1点です。それから、第 2点として、行政の見直し

といいますか、効率化が実に徹底をしているということ。第 3点として、それと裏腹に文化や

福祉における市民のボラ ンティア活動、こ のすそ野の広さ大きさですね。行政におんぶ令する

というのではなくて、市民みずからが町のために力を出すんだ。そういう市民のパワー、これ

を強く感じ主した。それから、第 4点目もちろんレッ ドランズ市民のわれわれに対する温かい

歓迎であります。ざっとこんな印象を受けて帰ってまいったわけであります。

さて、印象記はこのくらいにいたしまして、具体的な問題を 4点質問をいたしま才。すべて

市長にお答えをいただきたいと思います。
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第 1点は市役所のロピーですね。 1暗のロビーのところでよく原爆等の、あるいはトマホ ー

クなんかもきょうは飾ってあるようですが一展示がなされておるようでありますけれども、

姉妹都市を市民に紹介するような展示をぜひ行っていただきたいと思うんです。今回参加をし

た27人のメンバ一 一花形さんも含めてですけれども、それぞれ町の写真を撮ってきており

ますし、いろんな資料もいただいてまいりました。ぜひそれらを利用して、市民に姉妹都市レ

ッドランズを紹介するような形での展示をぜひやってほしし 1。それが第 1点であります。

また、もしさらに加えて、この 7月の文教委員会で、私ども北海道の釧路市ですか 訪問

したときに、やはり市役所の正面玄関の壁に姉妹都市の紹介文と、美しい色刷りの地図が飾っ

てございましたけれども、こういった形でわが市役所の 1階ロビーにも姉妹都市レッドランズ

の地図とか紹介文とか、そういうものも飾った方がいいパノではないかというふうに思います。

これはどうでしょうか、第 1点です。

第 2点は、あちらでいろいろ町の紹介をするときに、いただいた資料があるんですが、実に

町としてもきれいなパンフレッ トをつくっているんです。自分の町を紹介するパン フレ ッ卜を

つくっています。この中にいろいろな各施設がそれぞれ独自のパンフレ ットを持っていまして、

それを狭んで、こう入れてみんなにくれたんです。これを後で帰ってきてじっくり読みますと 、

改めてよく町の状況がわかるんです。こういったパンフレットを、残念ながら日野市では何年

か前につくった一観光協会と一緒につくったんだと思いますけれども、小さなパンフレッ ト

しかないんです。ぜひこういった日野市というものを紹介するための資料といいますか、きれ

いな美しい写真集みたいな形のものが必要ではなし 1かなと感じましたので、これを第 2点とし

てお伺いをいたします。

第 3点、私ども 27人はあちらで非常にまた歓迎を受けたわけであります。前にも申し上げ

ましたけれども、来年の 1月には向こうの高校生マーチングバンドの一行が 200名ほど来る

わけです。これに対して、ぜひ市としても補正予算を組むなりして、あるいはまた、市内の音

楽団体とか、あるいは観光協会、そういった各種団体とも協力をして、歓迎のための市民こぞ

っての行事をぜひ率先してやっていただきたいと思いますけれども、どうだろうかと。これが

第 3点。

第 4点目は、私も実は今回初めてアメ リカの本土に行ったわけですけれども、改めて自分の

国日本を見直す非常にいい機会であったというふうに思うんです。若い世代の方々はなおさら
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だと思います。そういう意味で、これを機会に立川市や青梅市のように、ぜひ学生の交換です

ね、交換学生の制度を始めてほ しい。こういう ふうに強 く感じたんですけれども、 これはどう

でしょうか。

以上、とりあえず 4点を質問いたします。よろしくお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 馬場弘融君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) レッドランズに 27名の使節団子お送りし、その中に参加し

ていただきまして御苦労さまでした。いろいろ印象をお聞きしまして、レ ッドランズの美点は

これまでにも聞いておったとおりでありますが、その中で、アメ リカ の一番 ピューリタ ン的な

歴史といいますか、あるいは雰囲気を残しておる町だというふうに聞いておりますので、そう

いう意味ではわれわれの、いわゆるアメリカナイズされた悪印象はわりあい少ない町だろうと、

このように思っております。

それから、質問にお答えいたしますと、市役所の 1階ロピー にレッドラ ンズ市の写真や、そ

の他を紹介する展示の機会を設けるようにということでございますので、こ のたびのあちらに

行っていただきました団体の持って こられたものを、そういう機会を設けて紹介をしたい、こ

のように感じております。

それから、あわせて私どもの市の紹介パンフを、つまり要覧というべきものだと思いますが、

確かにそういうものを作成することが、どちらかというと不得手であったかもしれませんが、

これからはもっときれいな、 しかも内容の豊かなものを、 しかもしっかりと認識を得られる、

そういう編集で要覧の作成をするようにということを、内部でいま指示なり検討なりすやって

おるところです。今度おいでになるときには、そういうものを持っていっていただくというこ

とができるようにしたいと思います。

それから、来年の 1月4日に、いまお話しのレ市の高等学校マーチングバンドとい うんでし

ょうか。それが 200名ほど訪日をし、そのまた隊の 1日の行動として、 1月4日に日野市に

訪れるという情報を伺っております。その際には、お正月早々ではありますけれども、できる

だけの事前の市民に対する紹介、あるいは演奏もやってもらう機会を設けたいとこのように考

えております。一時はホームスティ をしたいと いうふうに聞いておりましたので、そのことも

前に 1度行きました心塾が、むしろそのことを引き受けたいということがありましたので、あ

そこには 100名くらい宿泊もできますので心当てにしておりましたが、そういうことにはな
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らないよう であります。

それから、交換学生とい うことも課題になり得る と思いますが、む しろこと しやりま したよ

うな市民パーテ ィーを、なるべく 若い学生たちで編成をして、多少の連絡をとりながら、そう

いう形の交歓をすることが適当ではな l¥かと、こ のように感じております。なるべく機会をと

らえ立して姉妹都市としての交流を豊かなものに していきたいと、こ のように考えておると い

うことをお答えと いたします。

以上です。

O議長 (高橋通夫君 ) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君 ) 非常にいい感触の答えが返ってまいりましたので再質問はいた

しませんが、最後にもう一度申 し上げておきますけれども、一般の レッドランズ市民だけでは

なくて、私どもに対してはベスワィ ック市長みずからが、私どもの団員が乗ったスク ーノレパス

ですけれども、そこへ乗り込んで町のあちこちの施設を、紹介したり説明してくれたり、とっ

てもみんな感激をしてくれました。市長みずからが出てきてパスに乗って、あそこがどこです

よ、ここですよという説明を してくれたんです。これには本当に団員の全員が感激をしており

ました。さらに繰り返しになりますけれども、過去 3代の市長さんが、御自宅にみんなを招待

をしたり、パーテ ィーをしたり、また、自分でみずから車で運転して、あちこち連れていって

くれたりと、こういうふうなこともございました し、 初めに申 し上げま したように、私の場合

シティーマネーグャー という方に一日じゅうついて もらって、いろいろ説明を受けた。本当に

すばらしい感激を得ました。

そういったことで、来年のあちらからの子供たちがお見えになるときには手抜かりのないよ

うに、ぜひ温かい歓迎をしていただきたいという ことを重ねて申し上げるとともに、今後も姉

妹都市の関係を、友好な関係を長く発展させっつやって いただきたい。続けていっていただき

たいということを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございま した。

0議長(高橋通夫君 )

する質問を終わります。

これをもって 12の 2、姉妹都市 レッド ランズを訪問 して に関

次に 13の 1、自転車交通の見直しについての通告質問者、 小山良悟君の質問を許します。

C 4番議員登壇〕

04番(小山良悟君 ) ただいま国際的視野を広めて一段とスク ーノレが大きくなった馬
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場議員の質問を感心して聞いておったわけでありますが、私の質問はきわめて身近な問題だけ

でございますが、先般豊田の自動車駐車場の付近で森田市長と出くわしたわけなんですが、そ

のとき実は森田市長が背広着で自転車に乗っていたわけでありますが、 「市長何ですか」と聞

きましたら、 いや、私は休みのときにはいつも自転車へ乗って市内を巡回しているんだという

ふうな話でございま して、市長も自転車のよさといいますか、自転車の愛用者の 1人なんだな

というふうに感じている次第でありまして、 そういう観点からしますと、私の質問を御理解い

ただけるんじゃな l¥かなと いう期待を持ちまして質問したいと思います。

自転車交通の見直しと いうことで質問いたします。ただでさえ狭い駅前や歩道を占有してい

る放置自転車は、都市生活の秩序を乱すものとして非難の対象になり、銀輪公害追放にどこの

自治体も頭を脳ましております。そんな折、今月の 12日、東京都区市警視庁などで構成され

ている、駅前放置自転車ク リーンキ ャンペーン推進委員会ぽ、第 1回のキャンペーンを都内各

所で実施いたしました。これは、 日野市も含まれていると思います。しかし、撤去作戦に乗り

出しても、数日は成果があるようですけれども、 1週間もたてば、またもとどおりになるとい

うイタチごっこを繰り返しているのがこれまでの例であります。そこで私は、実力行使して撤

去したり 、条例を制定して規制しても効果が出ないのは何ゆえか、真剣に掘り下げて検討する

必要があると考えたのであります。

放置自転車に対する自治体の対応は、日野市に限らず言えることですが、まさに後追い行政

の典型的なもので、症状がはっきりあらわれ、自覚症状が出てきてから、あわてて表面に出た

症状だけで判断して薬を塗っているようなもので、一向によくならないのは当然といえば言え

ると思います。正確に診察して正しい病気の原因を解明し、それに対応した処方を施すことが

急務と考えるのであります。なぜ病気が再発するのでしょうか。なぜ放置自転車がはんらんす

るのでしょうか。主な原因はl¥ろいろあると思いますけれども、一つは、利用者のモラルが欠

如 しているということであります。 二つ目は、置いてもよい公認の自転車駐車場が少ないこと。

そして三つ目は、自転車利用の欲要が強いこと。この三つの原因のうち、特に 3点目は見逃が

すことのできない問題と思うのであります。この問題に対応できない方策は何度繰り返しても

失敗するだけであります。

なぜ自転車利用の欲求が強いのでしょうか。世間に一石二鳥とか一挙両得とかいう言葉があ

りますが、自転車には七つの得があります。得はたくさんあるかと思いますが、とりあえず私
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が考えた得は七つあります。さ じずめ一輪七得と言えるでし ょう。 自転車の利点は、一つは、

ガソリンや石油など燃料費がかからず省エネ交通手段である こと。 2点目は、駐車スペースを

とらないこと。 3点目は、 いつでも手軽に利用でき、税金が直接税がかからな いということで

す。 4点目は、 排気ガスなどの公害原にならず、世間に迷惑をかけなC¥0 5点目は、全身の筋

肉を活用しての利用なので健康によろし ~ ¥0 6点目立、価格が安く自転車の 30分の1から 50

分の 1で済みます。 7点目は、騒音公害が全くな l¥。挙げればきりがないくらし 1自転車の利点

があります。繰り返し繰り返し撤去しても、どんなに規制しても自転車があふれる理由がよく

わかります。 したがって、指摘でき ること は、自転車対策は市民の潜在的な欲求を抑えつける

処方だけで、抜本的な対策がなされていなかったという ことであります。

そこで、これまでの自転車対策を 180度転換して、市内の交通手段としての自転車利用を

歓迎する施策を、大胆に進めていただきたいと強く要望 したいのであります。日野市の交通網

は東西に恵まれていますが、南北を結ぶ交通は不便で、それを補う役割りが期待されている市

内循環ノミスーたくさんの議員の方々がこの問題について取り上げておりますけれども、これ

もいつ実現できるのかわかりません し、 また、高齢化社会を迎えての予防医学体制も遅々とし

て進まない現状ですから、便利で経済的な交通手段として、また、健康増進健康維持の手段と

して、市民に自転車利用を積極的に進めていただきたいのであります。 自転車利用を推進する

からには、それに対応する施策を充実しなければなりません。したがって、自転車利用にふさ

わしい都市環境整備を し、 日野市の状況に合っ た自転車交通システム をつくって C¥く必要があ

ります。

その施策が市民に徹底するためには、まずお得意の都市宣言を していただきたいのでありま

す。高らかに自転車都市宣言をいただきたいと思います。昭和 46年に滋賀県八日市市では自

転車都市宣言をしました。自転車万能の車社会を反省 し、 安全で経済的で健康的な乗り物であ

る自転車を見直し、少なくとも日常生活の身近な交通手段と しては、自動車よりも自転車を優

先する都市づくりを推進するという趣旨であります。日野市においても同様の趣旨で宣言をし

ていただきたいと思うのであります。この宣言に沿って具体的な施策を講じていただきたい。

とりあえず要望しておきたいことは次のとおりであります。 1点目は、公共施設には直ちに

駐輪場を設置していただきたl¥0 自転車駐車場を設置していただきたい。来年夏オー プンする

市民会館利用者に対する大規模駐輪場の設置は、市役所利用者とあわせて特に配慮していただ

-338-

きたいと思 うのであります。 2点目は、 先日市川資信議員 も熱心に提唱されたよ うに、河川堤

防を利用 して のサイクリングロ ー ドの充実を積極的に進めていただき た ~\o 3点目は、市内に

自転車専用道路をできるだけつくってほ しい。それから、 4点目 は、日野市の 自転車等の駐車

秩序の確保に関する条例では、一定規模以上 300平方メートノレ以上の商業施策に対して、駐

輪場の設置義務じゃなくて、努力を要請している条例があるわけですけれども、これは、放置

禁止区域内にとどめているようでありますけれども、一定規模以上 - 300平米以上の商業

施設、そういったものに対しての自転車の設置努力を設置義務にしていただいて、義務強化を

していただいて、 さらに、 その適用を日野市全域に適用していただきた~ ¥0 自転車都市宣言に

ふさわしl¥対応と いうかーを していただきたいと思うのであります。それから、 5点目は、

駅前の駐輪場設置は消極的な統一施策ではなく 、問題を先取りする積極的な姿勢で取り組んで

いただきたし 1。予算面でも積極的に対応していただき たいのであります。補助金も起債もある

わけですから、駅前の 1等地に金を惜しまず、なかなかむずかしいことでありますけれども、

大胆にいままでの取り組み方を変えていただいて、駅前の 1等地に積極的に大規模な駐輪場を

設置することを強く求めたいと思います。 6点目は、老若男女問わず、あらゆる層の市民に安

全に、かつ秩序正しく利用していただくために、そして、モラノレ向上のために、あらゆる場所、

あらゆる機会をとらえて自転車安全教室を積極的に開催していただきたいのであります。

以上6項目を要望して、質問をまとめたいと思います。

質問の第 1点は、自転車公害論に対する市当局の見解認識をお伺いしたいと思います。 2点

目は、駐輪場の現状と将来展望がどうなっているか。その件についての御答弁をお願いしたい

と思います。 3点目は、私のただいまの提案に対し、市長はどのように受けとめ、どのように

対応していただけるか御答弁をお願いしたいと思います。

以上であります。

O議長(高橋通夫君 ) 小山良悟君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長 (中村亮助君 ) それでは私の方からただいま御質問のございました 3点の

うちの 1点、 2点につきましてお答え申し上げます。

まず第 1点の自転車公害論に対する見解でございますけれども、御質問の中にもございまし

たように、競輪公害と いうことで社会的な問題になりまして、話題になりましたのが 49年こ

ろからだと聞いておりますので、ちょうど 10年経過をいたしたわけでございまして、その中
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で現状をちょっと申し上げますと、昭和 49年、 東京都の調査によります と全都で約 4万

5，000台の放置数が報告されております。それが、 10年後の 58年になりましたら、さら

にふえまして約 20万台というような数字が報告をされております。そ して、 さらにこういう

放置の状況の中で、特に駅周辺の関係につきましては、いろんな公害問題が出ておるわけでご

ざいまして、こ の放置自転車によりますと ころの周辺に与えます影響ということにつきまして

は、幾っか挙げられております。

一般的に申し上げますと、まず非常に歩道が占領されま して歩く人に迷惑がかかっていると

いうようなことも一番大きな事実でございます。それからまた、 あるいは乳母車だとか、それ

から、車いす、これなどを御利用になさる方の障害にも当然なっております。それから、もう

一つがやはり一朝災害時などの場合には道路の一部、あるいは歩道の全部がふさがれておりま

すので、そう いう点で非常に障害が出るというふうな こと。ある いは緊急車両の通行などにも

相当な支障が影響となるという こと も考えられますし、それからまた、実務面ではポス トなど

も近くにありますと集配に来ます郵便車、あるいは道路を清掃車の活動などにも、この作業に

影響が出るというふうなこと。あるいはまた、そこに放置されております自転車ということは、

何か一つ自の前にあります物件を、何かいたずらしてみたいというふうな、悪い意味で言いま

すと何か少年非行だとか、あるいは盗みの誘致をすると いう ような、そういうことも考えられ

るようなこと。それから、もう一つはやはり駅前の景観、これが疎害されると。以上のような

ことが一般的に申し上げて言えるような気がいたします。

そういう中で、さらに最近は自転車だけでなくて、ミ ニバイクの利用が非常に多くなってお

ります。特に家庭の奥さん方たちが手軽に乗れる とい うことで、非常に活用がふえておりまし

て、これは当然ガソリンで動いておりますので、それらが放置されるというふうなことで、さ

らに自転車以上にこの問題も、かなり大きな問題として今後対策を考えなければならない問題

だろうというふうに考えられます。

そういう中で、この対応には大変苦慮 しておるわけでございまして、いつ も御指摘を受けま

すように、なかなか駅の近くに至近な距離で駐輪場が設けられないと。用地の確保が非常にむ

ずかしいという問題がございますけれども、これ らにつきましては、やはり何とかその面での

確保という点には力を入れていかなければならないというふうに考えておりますけれども、 さ

らにはまた、そう いう反面に御利用いただく皆さんにもう少し一先ほどの御質問にもござい
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ましたように、利用する立場でのモラノレの向上、そういう点についてのPR活動をもう少し強

化してし、かな くちゃならないと いう ふうに思っております。

これも、先ほど御質問の中にございましたように、東京都では全都的に、全国では初めての

試みでござい立すけれども、まず第 1回目にやってみようと いうこ とで、今月の12日から 18 

日まで、駅前を中心にいたしまして、全都的に駅前自転車放置、バイク も含めました キャンペ

ーンを実施いたしました。私も、けさ 6時 45分ころから南平の駅頭に立ちまして ピラ配りを

してまいりましたけれども、なかなかお急さの方が多くて、そのまま置いてしまうというふう

な現状もつぶさに見てまいりました。このPR活動につきましては、実際に交通安全協会とか、

あるいは警察署、それから、鉄道関係者、あるいはまた、地元の商庖会、それから銀行、こ う

いうふうなと ころだとかから御協力をいただきまして実施すしてまいりました。そうしづ今後

の運動を通しまして、できるだけひとつ自転車御利用につきましては、少なくとも放置地域の

3 0 0メー トノレ以上の方は、自転車を御利用になさらずに歩いていただこうと、そういうキャ

ンペーン を、今後もやはり継続して実施していく必要があるんじゃなし 1かというふうに思いま

す。いずれにいたしましても、住民の方たちの御理解と 、それから、利用者の立場も十分考え

ながら、今後の駐車対策、あるいは自転車利用対策については考えていかなければならないと

いうふうに思います。

それから、もう一つ 2点目の駐輪場の現状と将来展望でございますけれども、これにつきま

しては、現在、過去に設置されました駐輪場が公営のものが 16カ所ございます。民営につき

ましては現在のところ、私ども調べたところによりますと 8カ所。これはいずれも国鉄の二つ

の駅と、それから、京王電鉄の沿線の四つの駅、こ れら争中心とした配置数でございます。総

体的に見ますと、約 8，000平米の駐輪場が用意されておりますけれども、この現状?ちょっ

と見てまいりますと、民間と公営の駐車場を合わせまして約 8，600台、こ れが収容能力にな

っております。これを対前年度比で比較しまして、放置数などの関係を比較しますと、こ のう

ち放置の台数が、これは7月の 3日現在で、ちょっと 2カ月ほど前ですけれども、放置数が

2.500ほどでございます。したがって、収容できる台数が 8，600あるわけです。この中に

は民間の八つの駐車場もございまして、 もちろんこれは有料でございますので、その辺の利用

の仕方ということにも問題あろうかと思いますけれども、 8，600に対 して 2.500台が放置

されているというようなのが現状でございます。
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こういうふうな現状をとらえながら、やはり何といっても必要なのは、まず完全に利用でき

る、近 くに利用できるよう な、そうい う駐輪場がまず確保できると いうこ とが問題になろうか

と思います。そういう点で車の駐車場も駅の近くには何カ所かある駅もございます。これらの

車の駐車場に対しまして、経営者の方にもお願いをいたしまして、 これを一部でもし¥l ¥から駐

輪場に転用をしていただいて、何とか収容をできるような、駅の近くに収容できるような、そ

ういう方策を講じていただけるような御協力もお願いしたいというふうに思っております。

そういうふうないろんな問題がございますけれども、やはり何といって も将来展望としては、

駅の近くに公営でやる場合には、やはりかなり投資的な施設をつくりまして、そして、 立体的

な施設をつくりまして土地の効率的な利用を図りながら有料化をしていくというふうな方向、

こういうふうな方向も、各市でそれぞれ傾向としては出ておりますので、そういう傾向を踏ま

えながら、やはり有料化とし 、う 点につきましても一方では検討し、そして、駐輪場の4暫痛を図

っていくというふうなことではないだろうか、というふうに考えております。

以上でございます。

市長は、私の一般質問聞いておいていただけたでしょうか。 3

ますから、市民を責めるところまでは l¥かないわけでありまして、 もっと努力をしなきゃなら

ないと思います。

それから、自転車は将来ともやっぱり一番手近な交通機器として一交通といいますか、生

活機器として決 して減らないと思いますから、むしろ将来の都市計画には積極的に置ける場所

を、地下街まで含めて考慮すべき課題であると、こ のように思います。お考えには全く向感で

ありますとともに、自転車はますます奨励とまでは 一行政側がかかわるまでもなく、利用さ

れる一番身近な生活機器だと思いますから、こ れをむしろ大事にするつもりで取り扱っていき

たいと、こう言うべきだと思っております。

ただ、マナーの点で若干困りますのは、盗難が多いということであります。日本の経済成長

の、あるいは自転車くらいはいつでも買えるという能力がついておる証拠でありますけれど弘

中国などでは自転車は、これは言うなれば 3カ月くらい労働した対価を払わないと得られない

くらいに貴重なものでありますから、保管とか盗難とかいうことに対しては、非常にりっぱな

マナーが成り立っておるように見受けます。そういう意味で、なるべく無料駐車場を条例に示

しておりますとおり、 300メートノレの圏外に広く定めていくと、それから、駅ごく近いとこ

ろには、有料の置き場を整備していくということが当面の対応になるはずだというふうに思っ

ておりますので、努力をいたしたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

点目のあれとして、市長の答弁をお願いしてあるんですが、私の提案に対してどのように受け

とめ、どのように対応していただくかという ことで御答弁をお願いしたいというふうに謙虚に

お願い しておったわけでありますが、何か聞き漏れているようでござ いますので、いささか心

細くなりましたけれども、期待しておりますんで前向きの御答弁をひとつお願いいたします。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 自転車に対します、いわゆる生活手段としての器具というこ

とになるわけですが、一番便利でエネノレギー を要せず、いろんな効能があるわけですから、自

転車公害論などというものは本来成り立たないと基本的には思います。ただ、駅前という狭い

範囲に放置される 一これをマナー というべきか、あるいはモラノレと まで言うべきか、そのあ

たりに、つまり欠ける点があると。これは、市民の一番弱い部分の現象とも言えるかと思いま

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

自転車公害論が論じられるようになってきた現時点では、歩道

す。

にも自転車があふれたりして、結局使用者のモラノレの問題というふうなとらえ方をされるわけ

でありますけれども、しかし、これはやはり現実には市民のニーズにかなった政策が立ちおく

れている。計画的な都市整備といいますか、生活環境ですね。つまり対応が立ちおくれている

という ことも一面では言えると思うんであります。現実には、自転車利用に対する欲求という

のは消しょうがないわけでありますから、結局駐輪場の対応というのが、これしかないわけで

す。駐輪場の対応を、ひとつ積極的にやっていただきたし、

市民のモラノレ欠如を、だけをとらえて云々ということもできないと思いますし、また、自転

車に対する感覚も、手軽に使える利用できるということで、置く場所も何か気軽に、ただそこ

ら辺とめられるところにとめられると いうふうな、大人も子供もそういう認識でありますかふ

まず、その辺のところの自転車に対する秩序ある利用の仕方といいますか一いうものを身に

ちょっと認識の違いますのは、私が自転車条例という日野市で昨年施行しま した ーこれは、

成功しつつあるというふうに評価をいたしております。まだ行政側の不十分な点も残っており
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つけ させる必要もあると思うんです。夏休みなどに、子供会などで交通安全教室なんていうの

が、特に自動車中心に一そういうことが、講習会が開かれますけれども、自転車も同じよう

に、ひとつそういうふうなものを徹底するということが、子供のうちから必要ではなし 1かとい

うふうにも思いますんで、そういった方面の対応も積極的にお願いしたいと思います。

一つだけ再質問と いいますか、ちょっとお伺いしておきますけれども、 とにかく自転車のニ

ーズは抑えようがない。駐輪場の対応しかな いんだという前提であるならば、公共施設に駐輪

場を設置 して ほしいという ことで、特にいまつくっております市民会館、これなども時代の先

取り、これからの自転車の対応ということも考えますと、駐輪場は当然、必要になってくるんで

はな l¥かというふうに思うんですが、自動車の駐車場対応もおくれている現状で、とても自転

車までは回らなし1かもしれませんけれども、しかし、自転車利用者に対する配慮と いう のも当

然必要になってきます。市民会館の駐輪場は、どうですか考えていただけますか。その辺のと

ころをちょっと一言だけお伺いしたいと思うんですが一一

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) われわれ側の考え方と、御理解がちょっと逆だと思うんです

が、車より先に自転車という ことは当然、考える までもないことでありますから、十分対策はで

きる。そ ういう状況にございます。

0議長 (高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

市民会館にも駐輪場をつくっていただくという御答弁いただけ

ましたので、こ の件についてはこれで終わらしていただきます。

0議長 (高橋通夫君)

わります。

これをもって 13の1、自転車交通の見直しに関する質問を終

次に 13の 2、南平台地道路未舗装問題のその後についての通告質問者、小山良悟君の質問

を許します。

04番(小山良悟君) 南平台地区の道路未舗装の問題については、昨年の 3月10日

の定例会で質問をいたしました。あそこの南平台は、昭和 37年から 40年ころに宅地開発さ

れた住宅地でありますけれども、環境的にも非常に坂道が多くて、非常に厳 しいところにある

わけですけれども、そういう中で、いまだに舗装されてない道路が 4本あるわけであります。

その件に関して質問したわけでありますけれども、あそこのデペロッパーと いいますか、開発

- 344-

された団関企業が底地権を持っておって、その底地権の寄附の条件として、南平台住宅地の中

腹にある 872平米の用地を、線ヲ|き見直してくれと。市街化調整区域から外してほしいとい

うことで、それがネックになって今日まで舗装できないでいると、こういう ことであります。

そこで、私は、底地権寄附の条件に してある 872平米の用地を日野市で買収をされて、こ

の問題とは切り離して買収されて、南平台地区は公共施設が何もないので、公共施設の用地と

して活用 したら どうかと。そう いう要望もしたわけでありますけれども、色よい返事はl¥ただ

けなかったと思うんですが、いずれにしましでもこの問題は 20年来の問題であります。一つ

の角度から問題解決をしようと思っても、なかなか活路は見出せないもんだということで、い

ろんなアプローテの仕方があろうと いうこ とで、当局にいろいろ要望しておったわけでありま

すけれども、その後、こ の問題について - 1年半経過したわけでありますが、どのような経

過を得られて進展してきているか、御答弁をお願L、したいと思います。

。議長 (高橋通夫君 ) 小山良悟君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは、私の方からお答え申し上げます。

前回の関係につきましては、都市整備部長さんの方でお答えをいただいたわけでございます

けれども、現実的に私どもの方で、私道の未舗装の問題ということで今回お答え申し上げます

けれども、御存じのように土地所有者がおりまして、そちらの方に再三交渉を現在まで行って

おります。そういう要請の中では、大変忙しいと ころを小山議員さパノにも御同行いただき、御

協力、御支援をいただいた経過もございますけれども、進入路の いわゆる幹線につきまして

は、これは舗装はしてございますけれども、今回、 主たる底地権を持っております回薗企業の

方から、市に移管をしてもいいというふうな意思表示がはっきりしてまいりました。これに関

連をいたしまして、さらに 1号道路、それから、 2号道路、これは団地の下の方でございます

けれども、これにつきましては、やはり前回御質問をいただいた時点から進展をいたしており

ませんo というのは、やはり条件をつけまして移管については、あの条件が満たされないと移

管をいたしませんと いう ふうな、いままでの交渉の内容経過の中では、そういう御返事が返っ

てきております。

そういうことですけれども、 しかし、私どもの方としては、舗装もしてない私道でございま

すので、まず移管の問題については、今後もやはり交渉を進めていくという姿勢でおります。

それから、もう 2本の 10号と 12号の道路、これは団地の上の方ですけれども、これはあそ
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こにお住まいの方たちが地益権を持っている道路でございまして、過去におきましでも他の道

路が移管をされる時点等で、再三やはり移管の問題があったようでございますけれども、いま

だにまだ、これも市道に移管できる条件までは整っておりませんようです。と申し上げますの

は、これは、民々のいわゆる境界問題が、まだ何か外部的に解決しないというふうなことで、

これがネックになっているというふうにお聞きしております。そういう点で、やはり私どもの

方も、境界の問題等については申し出があれば、できるだけ解決できるような方向で取り組み

たいとは思っておりますけれども、何分にもやはり地益権といいますと、やはり個人の利害の

関係も出てまいりますので、非常にむずかしい問題もございますけれども、そういう点で、や

はりこれも移管のできる方向で今後もやはり交渉をし、取り組んでいきたいというふうに思っ

ております。

そういう点をずっと踏まえまして、この 4本の私道の舗装の問題ですけれども、残念ながら

そういう経過の中で、まだ依然として私道としての位置づけがなされておるわけですから、そ

ういう点では市として、これを舗装していくという段階は、いまのと ころ制度的にもございま

せんので、一日も早く私道が市に移管できるような、そういう条件が整いまして、そして、市

道によって舗装整備をすると、こういうふうなことで今後努力をしたいというふうに思ってお

ります。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 私の知るところにおきましては、下の 2本は実質的に、底地

権はまだよこさないということだそうですけれども、舗装はして結構だからというふうに態度

がはっきりしてきましたので、実質的には舗装はできるということですから、そのようにいた

したいと思っております。

0議長 (高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

ただいま市長から明確に、舗装できる状況になったという御答

弁いただきましたので、 10号、 1 1号については民々の境界の問題、確定の問題があります

から、行政としてもなかなか手を出せないということ、またよく理解できますんで、ただ、 1

号、 2号等については田園企業等のからみがネックになっておったわけですから、行政側しか

これが対応できないといいますか、いろんな政治的なからみの中で、逆にこちらは条件つける

ということもあるかもしれませんし、いろんな対応アプローチの仕方があろうかと思っておっ
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たわけですけれども、その前に、いま市長が舗装できる状況にあるというふうに答弁さオlまし

たので、これは、私はこの問題を取り上げたかいがあったなと、こんなうれしいことはありま

せん。早速にひとつ予算を計上していただいて一今年度でもこれできるんじゃないですか、

あの程度のはすぐに。ひとつ……・( r大丈夫です」と呼ぶ者あり)そうですか、ありがとうご

ざし、ます。着々と都市整備が整っているようでございまして、ありがとうございました。それ

では、これ以上この件については質問いた しませんO ありがとうございました。

0議長 (高橋通夫君) これをもって 13の2、南平台地道路未舗装問題のその後に関

する質問を終わります。

次に 13の3、鹿島台、三井台、武蔵野台地の専用水道のその後についての通告質問者、小

山良悟君の質問を許します。

04番(小山良悟君 ) 3点目でございます。 3件目の質問です。この専用水道問題に

ついては、 58年の第 1固定例会、第 2固定例会など、過去何回 も質問しております。私は、

これまで専用水道の諸問題を提起してきました。住民側の問題としては、都水道切りかえの必

然、性の認識不足、排水装置工事費の個人負担などによる住民意思の不統一の問題。業者側の問

題としては、都水道移管の意向が強く、経営意欲をなく し、給水能力も限界にきている。また、

大震災など起きた場合の復旧能力がなく、さらには施設が古くなって漏水事故が発生している。

それから、地下水の確保がむずかしくなってきているなどであります。

これらの諸問題を踏まえて、市側には都水道切りかえの必然、性を住民に理解していただく努

力を求め、さ らに、業者に対して廃業意思の確認とそれに伴う条件的なものの確喜志諸問題解

決の努力をされるよう求めてきましたけれども、その後どういう経過で、現状はどうなってい

るのか。将来の見通しはどうなのか御答弁をお願いしたいと思います。

以上であります。

O議長(高橋通夫君) 小山良悟君の質問についての答弁を求めます。水道部長。

O水道部長(永原照雄君) お答えいたします。

いままでの経過と並びに今後の対策及び見通しということでございます。ちょっと古いわけ

でもございませんけれども、いままでの経過といいますか、その点からちょっとお話し申し上

げたいと思います。

昭和 58年の 10月 19日、市長が多摩水道対策本部に行きまして、ひとつ専用水道につい
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てよろしゅう願いたいというお願いをいたしております。このとき対応に出られましたのが現

在の局長一当時局次長でございました。それから、調整部長、技術部長、すなわち多摩水道

対策本部の部課長全部と、局から直接局次長がお見えになり立して、つぶさにお願いを聞いて

いただきました。引き続きまして 11月 15日、 市長が水道局長に一これはいまおやめにな

っておりますけれども、田中局長にお会いし、重ねて専用水道を何ともひとつよろしくという

お願いをいたしております。

それから、昭和 59年 7月、ちょっと飛びますけれども、突然、朝電話ございました。水道対

策本部から技術部長並びに調整部長が、直接現地を見たいということでございま して、つぶさ

に明星前の団地、鹿島台、 三井等を御視察をいただき、今後やはり相当これは考えなきゃなら

ないなという発言を残してお帰りになったと いうことでございます。それから、 7月 25日、

ごらんいただきました技術部長が本局の上水部長に御栄転になりました。それの感謝の意を表

するとともに、労をねぎらうといいますか、お会いいたしましたと きに、直接私のところにお

見えになりまして、日野さん、あれについてはーというのは、専用水道については今後ひと

つ一生懸命取り組んでいきま しょうよ、と。それについては計画課長に指示してありますので、

計画課長とよく御相談してくださいという言葉をいただきました。それで、早速多摩水道対策

本の技術部の計画課長にお会いしたわけでございます。

その結果は、現況はどうなっているかということになるわけでございます。これを直接担当

いたしますのは、多摩対策の方ではございませんで、利根川水道建設本部の方になります。そ

れで、問い合わしいろいろ調査いたしましたところ、いままでかねがね言っておりますように、

専用水道はC¥まのままではちょっと水不足といううらみがございますけれども、程久保の給水

場並びに日野の増圧ポンプ場が完成いたしま して、水が充足一十分に足りるという状況にな

ってまいりました。そこで、いま御指摘の五つの団地一専用水道の五つの団地に引くのには、

どうしても程久保給水場から 500ミリの管で持っていきたいということを都の方では考えて

おります。経路といたしまして、東電学園の、こっちから行きまして T字路を東電学園の方に

入りまして、右側の奥の方に程久保給水場がございます。そこのT字路のところは市道でござ

いまして、動物園の前は都道 154号といいます。これについては現在測量に入っております。

実施測量に入っております。設計をするための測量に入っております。本年度中白には設計を完

了し、 60年の早期に工事を発注したいということでございます。都の方ともいろいろ話 して

おりますけれども、こういうものが着々と整ってまいりますので、あとは公道化の問題とか住

民の意思統一と。いろんな問題がございましょうけれども、そういうものを一つ一つ乗り越え

て、専用水道の早期実現と いうことに努力したいというように考えております。

以上です。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

ただいまの答弁を聞いておりますと、多摩水道本部に市長も行

かれたとか、あるいは東京都の水道局長に会われたとか、いろいろ努力されている経過はうか

がえるわけですけれども、全体の印象として受けとめられるのは、外堀は一生懸命埋めてやっ

ているようですけれども、肝心の地元の住民の意思の統一の問題とか、それから さらに、ネ ッ

クになっている現在の業者に対する対応、これは全然いまの答弁の中からは出てこなかったわ

けであります。

東京都の方は、それほどの私は技術的な対応の問題だけで、大きな障害はないと思うわけで

すけれども、一番の問題は、やはり業者の移管に伴う条件ですね。条件いろいろ出していると

いうふうに聞いているわけですけれども、業者の廃業の意思の確認と、その条件の把握といい

ますか、そういったことと、それから、住民の意思の統一といいますか、これが一番むずかし

いといいますか、肝心な問題ではなし、かと思うんです。この方面の対応がなされてないように

ちょっと答弁から判断するわけですけれども、今後は、 60年には移管したいというふうな答

弁をしておったわけですけれども、このままじゃあとてもじゃないけれども、 60年というと

もう来年です。そのうちには市長選挙も参りますし、 もう少しこの間の肝心の一番むずかしい

厄介なところにメスを切り込んでいただきたいと思うんですが、その決意は C¥かがですか。市

長でも結構でございますので、ひとつお願いしたいんですが-一…。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) そういう分野は私も状況を把握をし努めておるところであり

ます。過去に多少調査をし、それから、いわゆる専用水道というものの性格をいままで調査し

たところによりますと、要するに給水会社という性格ではなくて、共同井戸の管理者であると、

管理人であると。こういうのが三恵水道の姓格と解しております。したがいまして、かつてあ

の地域の 5団地開発をした企業の、もちろん現状も健在でありますし、なお、そのことにも心

配をされて、対住民あるいは対行政に接触を進められつつあります。
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それから、三恵水道の責任者勝村社長は一度市においでくださいまして、そうして 60年に

は、かねて考えておるとおり移管をするつもりであると。ということは、それに対して対応を

用意するようにということだったと思います。それで、その際、何かこれまでの給水をやって

おられた立場として条件がありますかと。あるいは何か請求をなさる根拠がありますかという

ことを問いただしてみましたところ、別にないと、こうはっきりおっしゃいました。ただ、数

名いわゆる井戸管理業務に携わっておるものがあると、こういう程度の表現でございましたか

ら、大体そう特別に何か大きく解決をしなきゃならないという、いわゆるいままでの経営者と

の関係は、そう深いものではないというふうに思っていいと思っております。したがいまして、

その移行期をどうするかというところに、向こうにもお願いをしなきゃならん問題があります

ので、できるだけ誠意を尽くして、そうして、その中で向こうの役割り、あるいは従来の功績

というものも尊重しながら対応していくことによって可能であると、こういうふうに認識して

うふうな御答弁で、 60年移管の見通しが大丈夫だというふうな市長の答弁であります。Ci61

年じゃないです。 60年からスタートする」と呼ぶ者あり)6 0年からスタ ートという見通し

がついたということでありますけれども、私の取り上げた問題、次から次へと解決の方向で行

くのは大変うれしいわけでありますが、しかし、若干専用水道問題については、市側の認識が

多少甘いところもあるんじゃなし¥かなという懸念もあるわけであります。あの三恵水道がイ可も

条件っけなくてというふうなことも、いままでの経過からすると、ちょっと考えられない話で

あります。それがかなり大きなネックになっていたというふうに認識しているわけでありますO

さらには、住民の方にも水道対策委員会ができて、着々受け入れ態勢できているという ふう

な受けとめ方のようですけれども、しかし、これも現実にはそれほど住民の意思が統ーできる

ほどの機能を果たしてないと いうのも現状であります。さらには、この移管に伴う工事負担で

すね。排水装置の工事負担の金額が幾らかもわかっていな l¥。一体幾ら用意したらいいのかと

いうふうなことで、いらいらしている住民もいるわけでありますし、必ずしも市側の認識のと

おりにはいってないような気もしますんで。さらにその辺のところを詰めて対応していただき

たL、。特に、三恵水道に対しては、 60年から移管の業務がスタ ートでき るというのであるな

らば、それなりの移管に伴う協定書でも取り交わすなりの、やっぱりきちっとしたものを対応

しておった方がいいんじゃなし 1かというふうに思いますので、その辺のところを要望してこの

質問を終わら していただきます。

おります。

それから、住民の側は各団地とも、それぞれ水道対策委員会すつくられまして、来るべき移

管に備えて、たとえば明星団地は、まず公道化をしようというところから始まっており ます。

それから、三井団地、鹿島団地におきましては、連携した中で水道委員会を設けて備えられて

おると。こういう状況であります。水道ですから 1日もとさらすこともできませんし、いかに

手袋を外すように一手袋という意味が、うまく分かれていくような、そういうやり方をやっ

てl¥かなければなりませんから、そこでいままでの業者の方一 三恵水道さんにも十分誠意を

尽くして臨みたい。このように、さっきも言ったとおりでございますが、そういうことによっ

て大体解決の基本的な条件は見通せたというふうに思っております。

あと、東京都で 60年度には、まず程久保の、いわゆる都道に本管を入れていただく。 多分

年次計画になると思いますが、そのことから始まって各団地に分かれる給水管を敷設をしなが

ら、各街区にそれらを普及させ、それとまた、いままでの管とをすげかえていくと。こういう

ことになっていくと思いますから、具体的な模式図をはっきりさせながら、その作業に協議を

進めていこうと、このようにいま相手方一相手方といいますか、住民の方にもお伝えをして

おると、こういう状況であります。

0議長(高橋通夫君) これすもって 13の3、鹿島台、三井台、武蔵野台地の専用水

0議長 (高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

業者の方でも、三恵水道の方でも特別な条件をつけてないとい

道のその後に関する質問を終わります。

次に 13の4、ふるさと意識高揚、青少年の不良化防止にチャイム放送のその後についての

通告質問者、小山良悟君の質問を許します。

04番(小山良悟君) チャイム放送については、 58年度の第 2固定例会において、

防災用の意味も含めまして青少年の不良化防止の一環として、さらに、ふるさと意識の高揚と

いう役割りを考えてチャイム放送の提案をしたのでありますが、これに対して市長は、十分趣

旨が生きるような検討をさせていただくというまことにありがたい答弁をされましたけれども、

その後どのように検討されているか、御答弁をいただきたいと思います。

この問、新聞に多摩市のことですが、 「夕焼け小焼けで帰っている?Jというクェッション

マークがついているわけですが、ちょっとこれ読んでみますと
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「多摩市青少年問題協議会は、夏休み期間中、同市北落合小学校で試験実施した、子供たち

に帰宅時聞を告げるチャイムとアナウンスについて、同校周辺住民を対象に今月中にアンケ

ート を行い、今後の実施方法について検討する ことになった。多摩市内の小学校でも、これ

までも授業時間ごとに鳴らすチャイムを放課後にも流していたが、校庭で遊ぶ子供たちに帰

宅を促すには至らなかった。そ こで、 青少協では遊び時間の長い夏休みを選び、 8月10日

から試験的に北落合小で 「夕焼け小焼け」のチャイムと帰宅を呼びかけるアナンウンス をあ

わせて放送したところ効果を挙げた。放送はアンプ、カセットデッキなどの学校のスピーカ

ーに接続自動的に流れるようにセットしである。この放送に対するアンク ート では、チ ャイ

ムの音量、時間、選曲、アナワンスの内容のほか、子供たちの帰宅状況や放送による周辺へ

の影響などを聞く ことにしている。青少協では、こ のアンケート の結果をもとに、今後他校

でも実施するかどうかなどを検討するとともに、引き続き北落合小で、日照時間の短い 10 

月から 3月まで午後4時半に放送し、効果を調べることにしている」

こうい う記事であります。

それで、けさ多摩市の社会協議会にちょっと このアンケート調査の結果について聞いたんで

すが、この結果が出るのは 11月こ ろだということでありますんで、その時点でまた、これは

それなりに聞いてみたいと思うんですが、私は、こ のチャ イム放送については市歌を活用一

せっかくつくられた市歌だからどうかという、多少お世辞半分もあったかと思いますけれども、

そういう提案を したわけでありますが、多摩市のこの記事を見ますとーから話聞きますと、

流す内容によって住民の受けとめ方が大分違うようであります。試験的に多摩市の各小学校で

放送したのは学校で鳴らすチャイムですね、ピンポンパンというチャイム。それを流していた

ら苦情が来たというんです。放課後といいますか、夕方ですから、そのピンポンパンのあれが

いわゆる騒音としての苦情が出たということであります。

ところが、今度の「夕焼け小焼け」のチャ イム と、それから、ただメ ロディー を流すだけじ

ゃなくて、帰宅を呼びかけるアナウンスもまじえてやった今回の試みについては、苦情の方は

どうでしたかと聞きますと、今回に関しては苦情は皆無であると、こ ういう回答でありました。

したがって、 「夕焼け小焼け」の情緒豊かなメ ロディ一、 皆さんも聞きなれているメ ロディ

ーの中で、しかも帰宅を呼びかけるアナワンスが入っているということで、その意義を市民の

皆さんも理解されたということで、多少うるさいと思ってもがまんする気持ちになったんでは
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ないかというふうに思うわけであります。したがって、流す内容によっては、たとえば学校ご

とに流すということも一つの方法だろうと思うんです。ただ、その内容が市歌が適しているか

どうか、市歌を流したら苦情が出るかどうかという ことまでは、私も予測をっきかねるわけで

ありますけれども、しか し、いろいろ試みられていいんではな l¥かというふうに思うんですが、

この件について、現時点でどのように考えていらっしゃるか御答弁をお願いしたいと思います。

O議長 (高橋通夫君) 小山良悟君の質問についての答弁を求めます。総務部長

0総務部長 (伊藤正吉君 ) 御質問にお答えしたいと思います。

ふるさとの鐘の設置の予算につきましては、当初予算でお願いしておりました。以来建設部

建築課の方で設計を担当いたしまして進めておりま した。私う工事にすでに取りかかっており

ます。 6月20日から今月いっぱいの工期で、こ の鐘の設置のすべてが終わると。こういうこ

とで、今月いっ ぱいで完成する予定でございます。場所につきましては、すでに御存じの方も

いらっしゃると思うんですが、庁舎の東北側にトランペッ トスピーカ -4基を取りつけまして、

本体は警備室に放送設備を設置すると。こういう ことで現在配線工事を進めております。それ

から、放送するチャイムの件につきましては、やはり日野市歌「緑の町」を編曲いたしまして、

これを流していきたいとかように考えております。それから、これが完成するわけですが、鳴

らす回数とか、あるいは時間帯等につきましでも制約がございます。こういうことで、これか

ら鳴らす時間等につきましては内部で検討しまして、適切な時間を流していきたいと。大体チ

ャイム等につきましては、 1日のうちに 3回鳴らしなさいと、 3回以上だめですと。こんなよ

うな制約もございますので、その辺の中で……。それから、鳴らす時間ですが、 1分以内とこ

んなような規定もございますので、それらの制約を踏まえまして、こ れから鳴らす時間等につ

いて検討してまいりたいと、このように考えます。

以上です。

0議長 (高橋通夫君 )

04番(小山良悟君 )

小山良悟君。

イ可かきょうは日がいいのかどうか、私が提案したことが次から

次と実現していくということで、森田市長にもう l期やってもらいたいなあなんていうような

認識も持ちますけれども、それはさておいて、とにかく積極的にこういったものを試みられて、

市民の苦情が出たら出たなりの対応すしていただいて、最終的には子供たちの青少年不良防止

効果ということの役割りといいますか、効果を期待しての施策でありますから、その辺のとこ
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0議長 (高橋通夫君) これをもって 13の4、青少年の不良化防止にチャイム放送の

さらに、 「読売新聞」の投書欄ですけれども、こう t¥う記事があります。二つあるんですが、

一つは「高い避妊手術」ということで、神奈川県大和市の主婦の方でありますが

「いつも思うのですが、犬ネコの避妊手術が大変高過ぎると思うのです。血統書っきとか何

十万で買う犬なら高くてもよいと思いますが、庶民が飼う犬はほとんど雑種です。それも雌

犬ゆえに捨てられたような場合が多く、飼ってやりたくても 3万も 4万もする避妊手術を考

えると、とても飼えませんO 子犬が生まれでも雄はすぐもらい手がありますが、雌はまずも

らい手がありません。捨てればのら犬を生むことになり、保健所へ持っていくのもかわいそ

う。利益につながらない雑種犬の雌たちだけに、その運命を哀れに思うのです」

それから、もう一つは「死なすつらさ」という ことで富山県の大西さんという方ですが、

「ネズ ミが余りにも多いのでネ コを飼うことにした。家内の連れてきた雌ネ コは、ネズミ は

よくとるが子もよく生むO そのたびに私の出番が来るo 子を生んで 2日ほどたっとえさをね

だりにくる。その際少ししか与えない。すると ネコはどこかに出てえさを探しにし 1く。その

間に子ネコを素早く取り上げてしまう。もちろん子供たちのいないときに限る。哀れである

が手はずどおり溺死させてしまう。その聞の感触が何ともつらい。しかし、の らネ コにする

よりも慈悲と心を鬼にして数十回も繰り返した。いまでもあの感触は生々しくよみがえって

ぞっとする。南無阿弥陀仏J

と書かれているわけです。 66歳の方です。 66歳の方で もこういったことを感じているわけ

でありますが、こんな記事を見ますと、こういう一昔はよく田舎の方でなんかよくある話で、

育てる意思がない犬に小犬が生まれて川へ投げるとか、そういった経験をされた方もたくさん

あるかと思うんですが、そういうことを、やっぱり人間の生命の尊厳なんていうことを考える

と、やっぱり生き物に対する何ていいますか、命を大事にするという気持ちが、人間の生命を、

尊厳を維持するためにも本当に大事なことじゃなL、かなというふうに、いまつくづく思うわけ

であります。

そこで、話があっち飛びこっち飛びになりますけれども、日野市で犬やネ コに対する対策に

ついて、飼い方についての啓蒙とνう中でお願いしたわけでありますけれども、飼い方につい

ても先日こういう苦情をいただいたわけであります。その方は不幸なことっていうか、その方

にとっては不幸なことのようですけれども、両隣で犬を飼っていらっしゃるということであり

ます。しかも、その犬すつないであるのはいいんですけれども、移動式のレールがついている

ろを踏まえまして努力していただきたいというふうに思います。

この件についてはこれで質問を終わります。

その後に関する質問を終わります。

次に 13の 5、ペ ット条例の趣旨徹底を犬、ネコの飼い方啓蒙その後についての通告質問者、

小山良悟君の質問を許します。

04番(小山良悟君 ) この質問は、 57年の第 3固定例会において、ワン公に成りか

わって市長に訴えたわけであります。今回は、 ワン公に加えてネコ にも ーネコ は何ていいま

すか、ニャン公ですかーにかわ りまして、さらに徹底脅していただきたいと思って取り上げ

るわけであります。ちょっと新聞記事で恐縮なんですが、 「清瀬の新原さんという方は捨て犬

の駆け込み寺 4年、 70匹保護でもう限界」という記事であります。ちょっと これも恐縮です

が読まさしていただきます。

「愛犬家の皆さん、この犬たちを守ってください。清瀬市旭が丘 5丁目旭が丘団地に住む無

職新原利子さんが、団地内で飼えなくなっ た捨て犬の駆け込み寺となって 4年、新原さんは、

これまでに 70匹の捨て犬を一時待避させ、飼い主探しに奔走して きたが、もう体力的に も

経済的にも限界と、いまは 6匹の捨て犬を抱え困り果てている。新原さん方が駆け込み寺と

なったのは、 4年前、新原さんが ガンの手術を終え自宅療養するようになっ てか ら、小学生

が団地内の空き地内に捨てられていた雑種犬を持って きたのが最初で、新原さんが愛犬家と

知った大人や子供が次々に捨て犬を新原さん方のベランダや軒下に置いとくようになった。

この犬を殺さないでと犬を連れてくる子供のやさしい気持ちを思うと、とても保健所にはや

れなくて、もともと犬好きなので、犬の顔を見ると弱いんですね、と新原さんO 乳児院、親

戚、獣医を頼って新しい飼い主を探し続けてきたが、飼い主のノレー トがなくなる、えさ代も

1日で 3，000円もかかるため限界となった。現在新原さん方で新しい飼い主を待っている

6匹は、雑種、紀州犬、セ ッターな ど1歳前後。新原さんは団地内では犬ネコのペッ ト禁止

がノレーノレなので、犬の鳴き声など周囲の人に迷惑をかけて大変申 しわけない。しかし、犬に

も人間と同じ命があり、 何 とか愛情豊かな飼い主にめぐり合わしてあげたいのですと協力を

求めている」

こういう記事であります。
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ロープにつないである。 したがっ て、 洗濯物を干 しにいくときにも、いまにも食いつかれそう

な感じで、毎日顔を合わ しているのに、けたたまし くほえられる。非常にこわい。いまにもか

まれそうだという こ(で、何とかなりませんでしょうかと いうことを言われたわけであります。

日野市の行政のはんちゅうと して、 これをどう考えていいのかというと 、本当に頭を悩ます

わけでありますけれども、 しか しながら、公共下水道とか市民会館とか、大きな事業をするの

も行政の役割りですけれども、快適な生活環境をつくると いう はんちゅうの中に、やっぱりこ

ういったものに対する対応というものも、できなければいけないんじゃなし¥かと いうふうに考

えるわけであります。これは、たとえば私がそのうちに行って言えば、これは隣の人が苦情を

言ったなと。あるいは自治会の方にお願l¥したらどうですかと言っても、そういう条件がある

のは私のところだけですから、言えば私が言ったということになりますと。そうなると隣近所

の、やっぱり隣人関係が損われると。こう いうことで本当に因りましたという。しかし、その

人にとっては切実な問題であります。

それじゃあ、ひとつ市長にお願いして、公的機関が啓蒙する形で、何らかの方法で手段を講

じてもらうように頼んでおきましょうということも話 したわけであります。あるいは市の方の

健康課あたりが犬の担当だろうと思うんですが、たまたまたとえばここを通りかかったんでと

いう形で、そのレール式のつないであることを御注意いただくとか、イ可かそういうふうな対応

をしていただければよろしいんじゃなし 1かと思うんですが、ややもすると、実は苦情があった

んで来ましたとか、警察もそうなんですが、駐車違反の取り締まりなんか来るときに、通報が

ありましたんでというふうな言いわけをよく公務員はするわけですけれども、こういうことは

やはり公務員として絶対にやめていただきたいと思うわけであります。通報があったから来た

ということじゃなくて、あなたが駐車違反をしているから、取り締まりに来ましたという形で

やってもらいたいし、お宅の方で犬の飼い方が適切でな l¥から御注意に来ましたという、たま

たま通りかかってという形で、そういう上手にやっぱり注意していただきたいと思うんですが

飼い方についてはそういうことで、ひとつさらに広報なり何なりでもう一度啓蒙していただき

たいと思うんですが、私はここで何を申し上げたし 1かと いうと、育てる意思のない犬やネコの

悲劇jを救っていただきた l¥0 これは、人間にとっても犬ネ コにとっても大事な問題だというふ

うに思うわけであります。

現在日野市では、野犬防止対策事業として今年度は犬の雌の避妊手術の助成金として7，000
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円、それから、雄の去勢手術の助成金と して 4，150円出しているようであります。この助成

制度は、これは東京都はもちろん各市どこもないそうで、全国的にも珍しい例だということで

ありまして、そ ういう点で、 この助成制度は本当にいいことを他市に先駆けてやっていただい

ているなあと思うわけでありますが、いろいろ問題があろうかと思いますけれども、ネ コにつ

いても助成ができな l¥かどうかという ことが第 1点であります。

というのは、現実にはネコの方が、そういう去勢、避妊ですか、去勢避妊手術をされる方が

多いということでありますし、 ネコ を飼っている方も相当おられるわけであります。ただ、犬

と違いまして登録制度じゃありませんから、その辺のむずかしさもあろうかと思いますけれど

も、ひとつ一歩踏み込んでその辺の対応をしていただけるかどうかというふうに思います。

それから、これはごくこの問題に関連して、本当にささやかな問題ですけれども、学校で動

物をペッ トを飼っている例があるわけです。ウサギとか鶏とかあるわけなんですが、間違った

ら御指摘いただきたいんですが、これに対する 、たとえばえさ代とか、あるいは動物ですから、

たまには病気になることもあるかと思うんですが、そういうふうなものの予算措置というのは

全然ゼロじゃな l¥かなというふうに思っているんですけれども、これは学校の側がどうだとい

うよりも、動物に対する飼い方の姿勢として、行政側の子供たちに示す姿勢としては、もし全

然、予算がゼロだっていうんなら、これはちょっと問題ではないか。子供たちに対する責任が果

たせていないんではなし 1かというふうに思うんですが、ささやかな問題の中に、日野市政の基

本的ないろいろな姿勢をうかがうことができると思いますんで、ひとつその点についても御回

答をお願いしたいと思います。ネ コの助成金の件についてと、それから、学校で飼う動物の予

算措置はどうなっているか。この件について御答弁をお願いいたします。

。議長 (高橋通夫君) ノ1，山良悟君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(坂本金雄君) お答え申し上げます。

ただいまと同様の趣旨の御質問. 5 7年の第 3回の議会で「犬の飼い方、マナーの啓蒙につ

いて」という御質問をいただいております。そのときの答弁は、市長から直接お答えを申し上

げておりまして、その内容につきましては、今後広報等を通じまして質問の御趣旨を十分徹底

すると。こういうお約束を申し上げていたわけでございます。その 57年、 3回の議会のすぐ

後に「犬を餌う場合の義務と責任」こういう見出しをもちまして、東京都のペッ ト条例をやさ

しく解説したような内容で、本文 94行を使いまして広報に PRをいたしました。さらに 58 
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年度におきましては、 6月 1日号と 9月 15日号、 11月1日号、この 3回それぞれ動物の愛

護週間にちなんでとか、あるいは市民相談の囲みの中でとか、そう いう場所を利用いたしまし

てPRに努めてまいりました。さらに、毎年 4月と 10月には犬の予防注射がございます。そ

の予防注射、あるいは犬の登録のチャンスをとらえまして、東京都日野市保健所が発行してお

ります「犬の飼い方、ペットの飼い方」そういった小冊子を差し上げたりいたしまして、啓蒙

について努力をしてまいったわけでございます。

さらに、犬ネ コに関する近隣騒音と申しますか、そういった苦情の受け付けの件数でござい

ますけれども、 57年には犬ネコにつきましては 6件の苦情がございました。それから、 58 

年になりましては、それが 4件に減っております。さらに 59年度につきま して も、現在のと

ころ 4件でございます。横ばいないしは減少の傾向でございまして、御質問の中にございまし

たような犬の飼い方について、近隣の方が困ってい らっしゃるような場合には、どうぞひとつ

公害防災課の方に御通報いただきたいと思います。そういった同類の通報が年間約 60件ござ

いまして、ベテランの担当職員が直接そのお宅に出向きまして、先ほどの御質問の中にあるよ

うに、通報があったからというような言葉は申し上げないでうまく処理をいたしております。

さらに、愛犬の去勢避妊手術についてございますが、御質問にございましたように、犬に限

りまして、これは野犬防止対策事業でございますので、犬に限りまして雄が 4，1 5 0円、 雌が

7，000円の市負担額を出しております。飼い主の負担額ももちろんでございますが、そのほ

かに獣医師会につきましでも負担をしていただいているわけでございまして、避妊去勢の手術

に関しましては、飼い主、市、獣医会、この 3者がそれぞれ負担をしておるわけでございます。

これをネコにまで適用できな~¥かという御質問でございますけれども、ネコについての適用に

つきましては検討をさせていただきたいと思います。いましばらく時間をちょうだし、したいと

思います。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君 ) お答え申し上げます。

学校で飼っている小鳥とかあるし 1はウサギ等、幼稚園並びに小学校では、よく飼育当番等を

決めて、そういう生き物を飼う。そういう教育の一環として実施しているわけでございますけ

れども、いままでこの夏休みのような長期休業期間中も含めまして、飼育当番が交代でその世
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話を見ていると。その際、持ってくるえさ等については、確かに家庭から持ってきたり、ある

いは給食の残飯等与えたり、こういうような形で対応してきておりますけれども、きょうの御

質問の内容も含めまして、小学校並びに幼稚園側ともよくその辺の飼育に要する、いわゆる経

費ですね。こういうものについて、大した金額じゃないと思いますけれども、学校側と話を聞

いてみて、その上で必要あれば善処したいと、こう考えております。

。議長(高橋通夫君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) 小動物といいますか、そうしづ小鳥とかウ サギとか、大した費

用ではないと思いますけれども、しかし、大事なことは一度飼い出した生き物は責任を持って

最後まで飼わなきゃいけませんよという、ペッ ト条例の趣旨を子供たちにも生かしていただき

たいということであります。小さな動物でも生命の尊厳があるんだということですね。そのた

めの教育でなくてはいけないと思いますんで、金額の多少云々でなくて 生き物の飼い方って

いうものを小さいと きから啓蒙しておけば、また、われわれが大人になって犬やネコを飼う場

合でも、飼えない犬やネ コについては生ませないようにしようということで、去勢手術なり何

なりっていうことを当然やれると思うんですけれども、そういう点の配慮に欠けると生ませほ

うだい、生ませてその辺へ捨ててしまうということになるわけですから、心ある人を悩ませる

というこ とになりますんで、そういった点を徹底的に一徹底的というか十分に配慮していた

だきたいというふうに思います。

それから、ネコ までの助成は、お時間をくださいということであります。確かに現状でも、

これはたとえば公正取引委員会などの干渉といいますか、獣医さんが協定価格といいますか一

いうものをやってはいけないというふうなこともあるかと思うんです。したがって、非常に犬

の助成金を維持するだけでも大変だろうと思いますけれども、しかし、そこはひとつ現実に犬

については実施している事業でありますし、生き物を大事にするという点ではネコも同等に対

応していただきたい。やっぱり小さな捨てネコを見ますと、非常にそれを見捨てることは忍び

ないことでありますんで、日野市政はそういう小さな動物の命を大事にする。そのことが基本

になって初めて、緑と清流を生かす措置だと胸を張れるんではなし、かと思いますんで、よろし

くお願いしたいと J思~¥ます。

以上で終わります。

O議長(高橋通夫君) これをもって 13の5、ペ ット条例の趣旨徹底を犬ネコの飼い
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方啓蒙その後に関する質問を終わり ます。

お諮りし、たします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君)

0議長 (高橋通夫君)

御異議ないと認めますD よって暫時休憩をいたします。

休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 2時 55分休憩

午後 3時 32分再開

一般質問 14の1、漏水防止対策を問 うについての通告質問者、夏井明男君の質問を許 しま

す。

C 1 6番議員登壇 〕

01 6番 (夏井明男君 ) それでは第 1問の漏水防止対策についてお尋ねをいたします。

現在の社会は水の消費型社会と いうふうに言われていますけれども、最近では節水型の社会

へということで、水資源の開発から水の管理の時代へというふうに言われているそうでありま

す。水資源、の有効利用につきま しては、節水の問題ですとか、下水処理水の再利用ということ

で問題になっておりますけれども、今回は漏水に限定して質問をしたいと思います。

5 7年の春でございますけれども、厚生委員会の日野市内の行政視察のときに、平山台の浄

水場の視察をさしていただきました。そのときに、係の方に漏水の比率をお尋ねしましたとき

に、約 80 弼台の有水で 1割から 2割の問ではないでしょうかというお話がありまして、その

ときに、漏水の問題については、かなり日野市においても問題になっ ているんだなということ

を直感したわけであります。さらに、 オリエント時計の近くでありますが、ロイヤノレマンシ ョ

ンというマンションがございまして、そこでマンションの漏水がありまして、かなり急激な漏

水の事故がありました。業者の方にも再三見ていただいたんですが、非常に漏水の場所も発見

しにくく、具体的に発見するまでに業者の方に -2業者に入っていただいて、やっと修理で

きたという事情があります。その間に飛躍的に漏水量が増大いた しまして、多額の水道料金を

支払ったという経緯がありました。

さらに、今回の日野市の一般会計補正予算を見ま しで も、漏水の対策の問題であろうと思わ

れる部署が、老人福祉費の施設費の中でも、漏水検査手数料ということで 20万ほど計上され
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ておりますし、さらに、大成荘の方でも給水管の漏水修繕ということで 35万ほど計上されて

おります。さらに、教育費の幼稚園のと ころでも、第三幼稚園の排水管の敷設替えということ

で 15 0万ほど計上されております。さらに、今回の行政報告書の中を見ま して も、総務の管

財課で工事請負契約と いう 中にものっているわけですけれども、日野市の南平八丁目先の排水

管移設その他工事ということで、これもやはり 1.0 0 0万の請負金額が計上された報告があり

ます。これもやはりその辺の関係があるのではな l¥かと思うわけでありますO さらにまた、排

水管の管種の変更工事ということで、日野市落川の 114番先のところでもこの対策の件名が

のっております。非常に漏水対策の関連ではな l¥かと思われる資料を探しますと、かなりな量

に上がってくるわけであります。

ちなみに、ことしの3月の東京都議会で、水道料金の値上げに関連しまして漏水の問題が、

3月の 19日の東京都議会公営企業委員会で、審議されておりますけれども、その中で 57年度

の年間漏水量が2億6，00 0万トン、お金に換算すると 312億円分が漏水でなくなっている

という指摘があったわけであります。これに対して東京都もかなり取り組んでいるわけですけ

れども、現在その当時の答弁では、 59年度以降厚生省の指導目標の有効排水率 90%を早急

に達成をしたいということで、かなり強力に進めている実態があります。

ちなみに、ほかの市ではどうかということですけれども、非常に断水問題で有名になりまし

た福岡市では、昭和 53年の 5月の20日から約 10カ月間、制限給水が行われて非常に不便

をした市でありますけれども、ここ では実に 50年から 57年までの漏水対策の実績で、 16.2

婦の漏水率が 8.1%へと漏水率を下げております。ここでは水の大切さということで取り組ん

だ結果ではないかというふうに思われるわけでありますけれども、東京都におきましては、ま

だ漏水率の割合が 8割強という実態が出ております。この問題についてはかなりむずかしい問

題で、さまざまな要素をからみ、原因もあるというふうに聞いておりますけれども、日野市に

おきましでも、昭和 55年からかなり精力的に漏水対策に取り組んでいるということを、委員

会等でお聞きしておりますけれども、実際最近の年間の漏水量はどのくらいあるのか、また、

お金に換算すると年間どのくらいの水が結果的にはむだになって使われているのか、その辺の

データがありましたらお教え願いたいと思います。さらに、有収水率を高めるということで努

力されているわけですけれども、三多摩におきまして日野市の中の、その取り組み方の実績と

いいますか、今固まで取り組んできた実情をお聞かせ願いたいと思います。
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さらに、第 2点としましては、厚生省の、いわゆる指導目標であります有効配水率 90%を、

いつごろ達成する目標で取り組んでおられるのか。その辺の事情をお聞きしたいと思います。

以上、まず前段として水道部長にお尋ねしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。水道部長。

0水道部長(永原照雄君) いまお尋ねになりましたことにつきまして御説明申し上げ

ます。

申すまでもなく配水対策ということはラインの確保、水資源の開発のおくれを補うという点と

ともに、水資源の有効利用という面からも、経営の効率を高めるという点からも、欠くことの

できない重要な課題のーっとして取り組んでいるところでございます。

まず第 1点のお尋ねの、幾らくらい漏水しているかと、お金に換算すると大体幾らくらいに

なるのかという御質問でございます。都の 58年度の報告書によりますと、日野市で漏水して

し1る量が約 8万3，4 8 1立方メ ートノレでございます。これをお金に換算するとどうなるかとい

うことでございますが、一般家庭の 20ミリで月 30立方メートノレお使いになったという家庭

で計算いたしますと、約 1億 4，000万円くらいになるであろうと思われます。

その次に有収水率の件でございます。有収水率、確かに議員さんが御指摘のように、 51年

の厚生省の通達によりますと、有効率は 90%以上にすることが望ましいということを言って

おります。では日野市はどういう状況かということでございます。昭和 53年度には有収水率

は 85婦でございました。一番ごく新しい 58年度の 3月31日の有収水率は 89.1 %でござ

います。この問、実に 4.1係の改善を行ったということでございます。

次に、じゃあ三多摩の中の位置づけはどうかという御質問でございます。有収水率の方から

いきますと、三多摩の平均が 85.4%でございます。日野市が 89.1 %でございますので、上

位から 5番目に位置いたしております。漏水率はどうかということになろうかと思います。有

収水率の無収水率と-100のヲIt、た中のものを無収水率と申しますけれども、無収率が

3.4婦、無効率が 7.5%。無収率といいますのは、水道で業務用として使うこともございます

し、メーターの不完備ということもございますo これが大体 3.4%と見ているようでございま

す。それから、無効率 7.5。これは漏水と、いろんな職種によっては滅免措置を行っておりま

す。これが大体O.5婦と見ております。こういうことでございます。

いま言いました漏水率 7%といいますのは、多摩全体で見た場合一多摩というよりも東京
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都と統合いたしております 26市町というぐあいに御解釈願いたいと思いますーでいきます

と、多摩水道対策本部で発表いたしておりますのは、全体で漏水率が 9.9%、日野市が 7婦、

これは第 1位でございます。一番漏水が少ない市でございます。ちなみに一番悪いのは幾らく

らし、かといいますと、漏水率は 12.8 %でございます。 7婦が一番いい。ほかの市でも三つほ

ど79るというところがございます。これは最もいいところに日野市は位をしているということ

でございます。

以上でございます。何か落としがありましたら、また……。

0議長(高橋通夫君)

o 1 6番(夏井明男君)

夏井明男君。

東京都の方は有収水率が 85%ということで、それを 90%

台に高めたいということで努力しているわけであります。技術的な改革ですとか、振度に強い

工法ですとか、さらには材質の問題ですとか、埋め込みの問題ですとか、さまざまな工夫をし

ております。東京都のデータにより立すと 57年度では地下漏水の修理を 1万9，000件やっ

ております。また、地上漏水ということで、これは 57年 4万5，000件ということで作業を

進めております。実際に、また 59年度の事業計画の中にも漏水防止対策ということで、古い

配水管を 16万メートノレにわたって取りかえると。また、給水管もステンレス鋼管へと取りか

えていくということで、さらには漏水防止作業についての工法を、かなりな新鋭機器を使って

一層な効果を挙げていきたいというふうな努力をされております。その点、日野市におきまし

ても 90弥台の目標があるわけでございますから、材質の問題におきましても、さらには埋め

込みの状況の問題につきましでも努力をされていると思いますので、この辺のいろいろな工夫

とし刈、ますか、そういうものを教えていただきたいと思います。

さらに質問を続けますけれども、事故の原因個所の配水管の種類としましては、水道部が管

轄しております配水管、いわゆる本管以外の、いわゆる給水管に事故の修理原因が多いという

ことで、パーセントにしますと事故率の 98%は給水管からの漏水であるというふうに日野市

のデータからも出ているわけでありますけれども、これは各部署にまたがる問題だと思います

ので、すなわち給水装置の新設、改造、修繕につきましては、使用者の負担でこの工事を行う

わけであります。日野市の公的な施設を管理している部署で、給水管の管理が当然なされると

いうふうにお聞きしておりますので、その点、各公的施設の場面でどういうふうに努力すされ

ているのか具体的にお尋ねをしてまいりたいと思います。
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ちなみに、この問題で記憶にありますので平山小学校の例がございましたし、さらには多摩

平の団地の地域の石綿管の問題も聞いております。さらに、新井団地のところで、福祉部の方

で補正予算を組まれて対策を立てられたということも、前回の議会でも聞いております。また、

京王住宅についても地質の問題で問題があったという ことを聞いております。かなり具体的な

場面で問題があると思いますので、その点を具体的にお尋ね したいと思います。

ちなみに生活環境部の方で、昭和 56年 57年 58年の 3カ年のいわゆる地区センター の漏

水状況という資料をいただいておりますけれども、それによりますと 56年の漏水件数と いう

のは 5件、修理代金として 2万2，800円、漏水による超過料金が 1万8，7 5 2円内容として

は トイレの水漏れということでありました。 57年は件数が 5件で、修理代金が 2万 2，360

円、 漏水による超過料金が 2万6，3 5 0円ということであります。 58年には件数がふえまし

て 17件、 修理代金が 12万 6，862円、 漏水による超過料金が 7万1.4 1 5円というふうな

内容であります。事故内容としましては水道管の破裂 寒い冬でしたので水道管の破裂が多

かったんだろうと思いますが ー あります。それから、台所のパッ キング等の件ということで

ありました。

東京都におきましても、この漏水の原因別に昭和 57年でございますけれども「東京都の水

道局事業年報」で漏水の原因別のデータ が出ております。いま生活環境部の方から、地区セン

ターについてはお尋ねをしたわけでありますが、各部署では どう いう実態なのか。すなわち 55 

年以降における漏水対策の年度別の工事故障件数、それから、その工事が行われたのはいつご

ろであるのか。さらには、工事原因はどういうものであったのか。修理費用の実態はどうなの

か教えていただきたいと思います。

まずこの点で教育委員会にお聞き したいんでありますが、前回の、たしか電気の節約量の料

金のときに小山次長の方で、電気の料金の節約よりも、いま実際に取りかかっているのは漏水

対策の問題で、いまそちらの方、手いっぱいやっておりますという話でございました。かなり

教育委員会の方で漏水対策については実績が上がっているようにお聞きしておりますが、その

辺まずお尋ねをしたいと思います。

さらに、各部では市営住宅がございますし、幼稚園、保育園等もございます。図書館もあり

ますし、公園もございます。そう いう中で主なもので結構でございますのでーその辺の数字が

わかればその実態を明らかにしていただきたいと思います。
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先ほ ど、漏水対策におきましては、それぞれ複合的な原因があり 、土壌の問題があり、さら

には原料の問題があり 、さま ざまな問題がありま して完壁を期すことは非常に困難であるとい

うことはお聞きしておりますけれども、各部における その辺の対策をどういうふうにと られて

いるのか。東京都におきま して も、腐食度の少ない材質にかえていっているようでありますし、

その辺の対策がわかればお教え願いたいと思うわけであります。

さらに、この辺の質問の率直な疑問といた しましては、本管にいたしましても、給水管の材

質にいたしましでも、本管であればいろいろな種類があるそうでありますが、 40年もっとか、

2 5年もっとか、そういうふうに言われているわけでありますけれども、給水管におきまして

も、鉛管、ビニーノレ管等におきましでも 25年 くらいもつんではな L、かと いうふうに言われて

いるわけであります。そうしますと、しろうとの考えではその閉までは漏水はないんだろうと

いうふうに思うわけでありますけれども、実際 25年、 40年というふうな意味、さらには、

漏水率とし刈、ますか、実際に完壁な工事であればそのくらいもつものを、どこかの欠陥によっ

てやり直しの工事をすることになったんではなし、かと。漏水自体のむだもありますけれども、

工事のやり直しに近いようなものがあれば、これはさらにむだを重ねるわけで、その辺どうい

うふうに対策をとられてきているのかというと ころが、今回の質問の最大の疑問点であります。

さらに、過去の問題もありますけれども、実は配水管、給水管を新設をする。自動車の振動

等いろいろ計算をされて、漏水対策を含めた工事をされていると思いますが、その辺具体的に

どういうふうに対応されておられるのか、その辺ぜひお聞きしたいと思うわけであります。

最後の質問になりますが、昭和 58年の東京都から出されております「家庭の水道、都水道

局」 という ところで、市民の方にパンフレッ トが配られております。そ こにはさまざまな問題

を案内的に載せているパンフレ ットがあるわけですけれども、その中で、指定水道工事庖に、

工事修理を申し込む場合には、あらかじめ工事内容、工事費用を、まず見積もりをとりなさい

と。また、工事に ミスがあった場合の解決方法等を、はっきり事前に決めてから工事にかかる

ようにしてくださ いというパンフレット が、このような形で出ているわけであります。そうし

ますと、やはり市民の方が、こういうふうな工事修理を頼む段階で、このような トラブノレがあ

るからこそ、このような案内が出ているんだろうと思うわけであります。こ れを市の立場で考

えてみましたときに、給水管の新設工事をしたと。それが思わぬ事故と いいますか、たとえば

酸性度の強い土地のために、腐食が進んで四、五年でもたなくなった場合ですとか、さらには、
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つぎ手の部分が不良工事であったとか、実際にその原因を分析していきますと、いろいろな問

題が出てくると思うわけであります。この点、少しきつい質問になりますけれども、あらかじ

めこのような工事ミスがあった場合の解決方法を、はっさり事前に定めておいて、対策をとっ

ておられると思いますけれども、過去にこのような例があったのかどうか、その辺お尋ねをし

たいと思います。

以上です。お願いいたします。

0議長 (高橋通夫君) 水道部長

。水道部長(永原照雄君) 配水管関係におきまして漏水防止策といたしまして、どの

ようなことをやっているかということについて御説明申し上げたいと思います。やはり漏水防

止というか、漏水防止を少なくするために、これが何とし川、ましても、まず漏水の早期発見が

第ーであろうと思います。それから、即日修理をするということ。それから、 3番目といたし

ましては、やはり未然防止という ことが必要であろうかと思います。

日野市では、じゃあどのように取り組んでいるかということでございますが、議員さんも御

承知のように昭和 56年を初年度といたしまして、3カ年計画で日野市を 3分割し、た しまして、

漏水調査を実施いた しま した。その結果をちょっと御報告したいと思います。これが、昭和56 

年度漏水調査をいたしましたのは、日野台、それから、新町、栄町、日野本町、日野の一部で

ございまして、総延長 50キロメートノレでございます。ここで早期に発見をいたしましたのが

8 8件でございます。先ほども議員さんから給水管と配水管の比率、漏水の比率をおっしゃい

ましたが、まさにそのとおりでございま して、配水管上で漏水をいたしておりますのは 4.5係、

4件でございます。あとはすべて給水管上で漏水をいたしております。これ等につきましでも、

すべて後に申し上げるのは同じでございますけれども、直ちに修理を行ったところでございま

す。

5 7年度は 93件の総件数、延長 60キロメートノレ。場所が多摩平、豊田、東豊田、川辺堀

之内の一部、それから、大坂上、上回、これの場合も給水管上で漏水いたしておりますのが

1 0.8婦、それで給水管上が 89.2 %でございます。

それから、 58年度、これが総件数 116件、給水管上で漏っておりますのが 97.4婦、場

所は、これは浅川南側の区域、旧七生地区、ただし公団の団地とか開発行為で新しいところは除

いております。
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こういう状況でございます。これが早期発見の第 1点でございます。それから、もちろんこ

れは終わったわけではございません。ことしを初年度といたしまして繰り返し繰り返し、これ

は毎年行っていきたい。この漏水調査は行っていき、即日修理?していきたいというぐあいに

考えております。

それから、早期発見というために、今回の議会でもお願いしたわけでございますけれども、

各家庭の給水装置の診断を、本年度を初年度といたしまして、 3カ年計画で日野市全体の給水

装置の診断を してい きたいと。これも相当の効果が出るんではなかろうかというぐあいに期待

いたしておるところでございます。

次に即日修理という点では、どのような対策チとっているかという点でございます。これは、

昼間ですとさほど問題ございません。水道部にお電話いただくなり、工事指定庖にお電話いた

だければ即日修理する態勢がとっております。夜中の問題でございます。このために工事指定

庖を 5時から翌朝の 8時半まで待機さしておりますので、夜中でもお電話が水道部にございま

すれば、直ちにその工事指定庖を、その家庭に差し向けるという態勢?とっているところでご

ざし、ます。これが即日修理という観点からの説明でございます。

それと未然防止というところでございますが、いま議員さんも御発言ありましたように、腐

食土壌が非常に七生の方に多いようでございます。このために水道といたしましては、いま新

設しておるもの、それと、管を切り替えていきたいというところにつきましては、ポリエテレ

ンスリープ被覆工といいまして、ポリエチレンのスリ ープ ーそでのように包のついているも

のを、埋める配水管に、これをこのようにかぶしていって被覆をいたしております。

それともう 1点は、いままで給水管の取り出しからは、へりどめまでは大体鉛管でやってお

りましたが、これを SSPーステンレスチーノレパイプに切りかえを、逐次新設並びに敷設替

えをするところは切りかえております。ちなみに、先ほどおっしゃいました南平の1.000万

円のあそこにつきまして、もちろん全部L、ままで取り出しをステンレスチーノレパイプに切りか

えました。そういう手だてをとりまして、それともう一つは、いまおっしゃいましたように、

石綿アスベスト管、石綿セメン 卜管から FCDーダクタ イノレ鋳鉄管に切りかえる工事を逐次

行っております。そのし刈、例が多摩平でございまして、多摩平が大体2万6，300メートノレく ら

いの総延長がございます。そのうちの約 90%に当たる 2万3，000メー トノレくらい、これが

石綿パイプでございます。これを逐次 57年度から計画的に切りかえを行っておりまして、現
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在までに約 4，1 0 0メートノレ管種変更をいたしました。 60年度を目途に大体7，000メート

ノレくらいは入れかえていきたい。そういたしますと、その割合は 90 9るから 749るく らいに変

わっていくだろうというぐあいに考えております。

らL上でございます。

そういった中におきまして、どのくらいの水道料金の節約になっているかというような御質

問もございましたけれども、昭和 58年度の決算でまし、りますと大体小中合わせまして約1.130

万ほどでございます。したがいまして、こ れにつきまして約 1億円以上の年間の使用料を支出

をしているわけでございますので、漏水の、いわゆる対策によります、いわゆる節水による予

算の節約の額でございますけれども、大体 1.1 0 0万といいますから 1割強の節約ができてい

るだろうというふうに私どもは理解しているところでございます。今後ともども、これらの給

水の対策につきましては、対策に強化していくような方向で対策を講じてまいりたいというふ

うに考えているところでございます。

それに対しましての修繕料等の御質問出ましたけれども、昭和 58年度の例でまいりますと、

小学校について申し上げますと、 19件ほど修理をいたしております。それらの修理費につき

ましては、約360万円ほどの修繕費を使っているところでございます。

それから、特に先ほど平山台の小学校の例をとられましての原因等についての御質問があっ

たわけでございますけれども、先ほども水道部長からの答弁の中にもありましたとおり、漏水

の原因を探求してみた段階におきましては二つに分かれていると思います。一つは、酸性土壌

等による腐食でございます。平山台小学校の今回の行政報告の中にも、それらの工事費が載っ

ておりましたけれども、これにつきましては、特に平山台小学校の場合は酸性土壌のために給

水管が腐食されてしまうと。 したがって、地下に埋める給水管については問題点があるという

ことで、露出配管等によりまして給水対策を講じているところでございます。なお、新しい一

つの方策の中では、いわゆる電食による、つまり電気が地下に流れまして、迷走電流等により

ましての給水管の腐食等があります。そういうことで、特に京王沿線その他ではそういう漏水

が多L、わけでございます。仲田小学校におきましては、こういう問題等も含めまして、いわゆ

るピッ ト方式とし川、まして、U字溝の中に給水管とか、あるいはガス管等を一緒にまじえて漏

水対策等を講じているところでございます。今後ともども幼稚園を初め、図書館、あるいは公

民館Kなきましても 、とれらの漏水事故K万全の措置を講じてまいりたいというふう K考えて

いる所存でどざいます。

以上でございます。

。議長(高橋通夫君 ) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君 ) 保育園の漏水工事の件数と、それから、対策を申し上げた

0議長 (高橋通夫君 ) 教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君 ) 小中学校を含めた教育施設におきますところの漏水対策は、

どういうふうな対策を講じているかというお尋ねがございましたのでお答えいた します。

まず小中学校の方の関係でございますけれども、小中学校におきます光熱水費でございます

が、毎年需要費の 50%から 53%くらいを占めております。 56年度の決算書をひもといて

みますと、大体j、中合わせましての水道料金につきましては 1億円を若干突破しておるという

ことでございます。したがし、まして、今後水道料金につきましでも、毎年増高の傾向をたどっ

ていくんじゃなかろうかというふうに予測されるわけでございます。

そういった意味におきまして、できるだけ水道料金節約を目指しまして、教育委員会といた

しましては種々対策を講じているところでございます。具体的に申し上げますと、昭和 57年

度から節水対策の一環といたしまして二つの対策を講じました。一つは、いわゆる各蛇口等に

節水ごまを取りつけるということ、それによる節約を図るということが一つでございます。二

つ目は、ただいま御指摘にもございましたとおり、 いわゆる給水管の漏水につきましての対策

でございますo これにつきましては、各小中学校等の実態を把握するためには、教育委員会だ

けの事務職員の能力ではこの調査ができません。そこで、一応こういった給水の漏水個所を調

べる専問の会社がございますので、それらの専門の会社の方に定期的に、年数回委託いたしま

して、小中学校の給水管の漏水の状況を調査をしております。それらの結果を教育委員会の方

に提出した段階におきまして、小規模な修理につきましては修繕費の中で漏水の修理を行うと。

さらには、大変大きな修理を要すると、現在の給水管そのものをかえなきゃならんとしづ場合

には、給水管の取り替え工事を行っているところでございます。

さらには、特に各小中学校の用務員さんがおりますけれども、特に節約を図る意味におきま

して、各小中学校の、いわゆる水道の使用量につきましては日誌等をつけていただきまして、

特に異常に水を使うような場合には、それらの結果につきまして、教育委員会の方に報告して

いただくと。それによる原因等も追求しているところでございます。
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いと思います。 ういうことで修理の割合が出てございます。また、さらに詳しくデータを調べたわけでござい

ますが、一応 38年以前に建った分の市営住宅でございますが、これが 2，7 0 1戸あるわけで

すが、 このうちの該当戸数が過去4年間では 55戸と、こういうことで 20婦とこういう 高い

保育園の過去 5年間の水道管の工事は二つございまして、一つは南平保育園の配水管腐食に

よる工事でございます。それが 59年 3月に 268万円で修理を行っております。また、新井

保育園の給水管の腐食による工事を、同年 7月に 400万円をかけてやっており立す。これは、

先ほど御指摘のありましたように、七生地域の酸性土壌のために配水管が腐食したために起き

た漏水でございまして、これに対する工事を実施したということでございます。

また、社会課の所管しております福祉センタ ーの方でございますが、 3館福祉センターがこ

ざし、ますけれども、漏水の工事のありましたのは高幡福祉センター、これは給水管の修理を 1

万6，0 0 0円で 7月14日に行っております。その他の福祉センターでは漏水工事はございま

せんo 現在三沢福祉センタ ーで漏水の診断をさしております。これは、まだ結果がわかってお

りませんけれども、これにつきましては診断ので しだいに、 漏水工事が必要であればすると い

比率にな っております。先ほど鉛管の耐用年数が 25年と、こういうことで出ているようでご

ざいます。そろそろいま申し上げた 38年以前に建てま した市営住宅につきましては、こ の耐

周年数に入ってくるんではなし、かと、こういうことがデーター上出てきているわけでございま

す。これらにつきましては、水道部と もよく協議いたしまして、今後の対策を立っていきたい

と、かよ うに考えております。

ι人上です。

O議長 (高橋通夫君 ) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) それでは私の方から公園関係につきましてな答え申し上げます。

う予定でございます。 公園関係としては、水道施設としては飲み水のための蛇口、あるいは大きい公園につきまし

ては水洗トイレを使用しておりますので、それらの手洗い、あるいは水洗用の水洗、これらの

水道施設があるわけでございますけれども、ほとんど漏水による、いわゆる給水管の漏水とい

うのは見られません。地質によりましては先ほど水道部長も触れており ましたように、かなり

差がございます。通風性のある地質と、そうでない地質とでは管の腐食、あるいは漏水なども

かなり差があるようでございまして、公園の水道施設給水管につきましてはそういう状況でご

保育園における漏水対策ということで申し上げますと、保育園は、日々園長が帰る際に、コ

ックを締めて帰るように厳しく指導をされておるようでございますので、これについては毎日

の心がけの中で漏水対策をやっているというこ とと、月に 1遍か 2遍、特に日にちを定めて、

帰る際のメーターを確認をして、また翌日の朝出てきたときにメーターを確認をして、その移

動によ って漏水があるかどうかを確認をするという こと をやっております。 これは、内部のコ

ックを全部とめまして、その辺の漏水があるかどうかについては点検をしておるということで ざいまして…・・・。

与L上でございます。

過去 55年から、それでは蛇口などの修理も含めまして数字的に御報告申し上げたいと思い

ますけれども、公衆で不特定多数の方に、かなり飲み水などが蛇口与を利用して使われるわけで

ございま して、 蛇口のひねり方、あるいは使用の度合いによりまして蛇口そのものも壊れてし

まうと いう状況もございまして、それから、いわゆる配水管からの漏水でなくて、いわゆる蛇

口の不備なためにぼたぼた水が落ちるというふうな、いわゆる漏水。これも漏水の 1種だろう

と思いますけれども、そういう面での修繕、それらを含めまして御報告しますと、55年が 1.1

カ所、それから、 56年が 5カ所、 57年度が 11カ所、 58年度で 9カ所、本年度におきま

しては 8月までですけれども 1カ所、 トー タノレをいたしまして、こ の年度間では合計で 37カ

所、金額にいたしまして 81万1.0 0 0円ほどが水道の施設のための修理費に使われておりま

す。現在公園そのものは 103カ所ございまして、 蛇口の数も約 130カ所ほどございます。

ございます。

0議長 (高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君 ) 市営住宅関係でございますが、過去 4年間の実績、あるい

は原因等について御説明したいと思います。

市営住宅の漏水の関係につきましては、 55年から 58年につきましてが69件でございま

す。総額といたしまして 26 7万5，000円ということで ございます。 1件当たりが約3万

9，0 0 0円程度になろうかと，思います。建設戸数の対比の割合でございますが、総戸数が420

戸市営住宅を保有しているわけですが、 55年度につきましては3婦、 56年度につきまして

は4.5婦、 57年度につきましては 4.2婦、それか ら、 58年度につきましては 4.5婦と、こ

-370-
唱

iヴ，qu 



問を許します。

0 16番(夏井明男君 ) この大成荘の問題につきましては、59年の 5月に、大成荘

の大成荘の周辺の事情 も市長は御存じないと思われますので、その点を踏ま えまして、ぜひ60 

年度の予算作成に当たっ ては予算計上願いたいという ことで、こ の理由を述べていきたいと思

うわけであります。

御承知のとおり 、大成荘は昭和 40年に、次代を担う青少年の大成を期待して、市内の小中

学校の生徒児童の林間施設として出発し、現在では市民のレクリエー ショ ンの施設として活用

をされているわけであります。今月の 10日の月曜日でありますが、私の記憶では 8時半に庁

内で市長の話がございま した。その話の中で、最近のマスコミ 報道ということで、青少年の非

行化が最近鎮静化に向かつておると。これは、関係諸機関の努力のたまもので、深く感謝した

いと いう話があったわけであります。今回の大成荘の建設の趣旨も、このよ うな健全な教育の

一環ということで出発しているわけでありますO すなわち、学校教育の校舎内の先生と生徒、

さらには生徒と生徒間の一面的な関係から、寝食をともにした自然の中での全面的な多面的な

人間関係を接触、発見、相互理解ということで、教育の進化ということの一面が強調されてい

るわけであります。

今回、 59年の 4月の 24日でありますが、公明党の行政研修をさしていただきましたが、

石川県の小松市に参りました。そこでは少年自然の家ということで、まさに大成荘のねらい、

これからつくるであろうねらいのものを見てまいりました。完成が 58年の 3月ということで

出来ているわけでありますが、非常に学校の廃校されたと ころを利用してつくられたものであ

ります。約 20 0名ほどの宿泊定員ということで、ちょうど高校の生徒さんが利用されており

ました。この内容としましては、 1人 30 0円の宿泊代で済むということであります。さらに

食事が 3食分つきまして 90 0円ということで、さまざまな補助があると思いますが、利用さ

れております。自然、の中での集団宿泊生活をしながら、自然に親しみながら、自然に対する敬

度の心と，恩恵と 、さらには集団生活を通じての決まりや、協力、協調、友愛、奉仕の態度を身

につけるということで、喜々とした運営がなされておりました。そのような事情にあります。

したがL、まして、今回の大成荘がつくるということは、教育の内容について言うことは非常

にさまざまな問題がありますが、われわれの立場とすれば、非行防止のために何ができるかと

いう観点で行動することが大切だと言われておりますけれども、この大成荘がまさにそのよう

な教育環境をつくり 、ひいては非行防止の一翼になる有力な施設であろうと思われます。その

辺の認識を市長はどのようにお考えになっているか。第 1点としてお尋ねしたいと思います。

そうい う状況で ございまして、今後の対策といたしましては、やはり公園の管理という面で、

もう少 し考えなければならな いん じゃなし、かというふ うな点が考えられる わけで ございます。

以上でございます。

0議長 (高橋通夫君) 夏井明男君。

o 1 6番 (夏井明男君 ) 東京都の 57年の事業年報によりますと、給水管の漏水原因

として第 1番目として多いのは亀裂の 44.1婦、 次に多いのがつぎ手の不良と いうことで18.9

婦、腐食の問題が、これが第 3位で 16.1 %というデータが出ております。この漏水対策にお

きましては通行車両の振動ですとか土壌の腐食、ほかの工事の影響、さらには地震、常に漏水

の危機にさらされているわけではございますけれども、このむずかしい問題を長期に計画的に

取り組んでいただき 、新しい施設におきましては事前の調査を十分されて、なるべく長もちの

する工事をしていただきたいことを要望 して、第 1問自は終わります。

0議長 (高橋通夫君 )

わります。

次に 14の 2、大成荘の全面改築を早期に実施せよについての通告質問者、夏井明男君の質

これをも って 14の し 漏水防止対策を問うに関する質問を終

の全面改築と いうことで 1.0 0 0名以上の方の請願を受けま して、日野市の文教委員会として

現地視察がなされ、その結果を踏まえまして、 59年の 6月に議会で請願採択されております。

そのときの私の記憶でございますが、教育長はそのときに r6 0年に何 とか工事に進めたい」

と云ったように記憶いたしております。このような推移の中で、なぜ今回一般質問として再度

取り上げたかと申しますと、いまのこの時期が、ちょうど昭和60年度の予算の原案作成の時

期に差しかかっているのではなし、かというふうに思うわけであります。さらに、これは国のレ

ベノレの問題でありますが、国の 60年度の予算の編成作業がスタ ート いたしているそうであり

ます。その中で、その案の中に財政難ということで地方補助金の一律 10 婦カット が打ち出さ

れております。その中で概算要求の補助率引き下げの盛り込んだ省庁が 9省庁で、全体で 31 

件、 2，3 6 2億ということであります。その中には公立学校の施設整備補助金と いうものも含

まれているわけであります。そう いうふうな事情があると いうことであります。さら に、 文教

委員会の席におきまして、市長、助役等の方が出席されておりませんでしたし、さらに、最近

つ臼
ウ
d

q
J
 

q
u
 

門

tqd
 



さらに、早期に大成荘をつくるべきであるというもう一つの大きな理由といたしましては、

日野市におきましでも移動教室が実際に行われております。さらには、修学旅行ということで

実施されておりますけれども、年々父母の教育費における負担というものは増加の傾向にあり

ます。教育の内容を高めようとすれば、やはり移動教室の必要性も出てきますでしょうし、さ

まざまな林間臨海行事を実施することも必要になってくるわけであります。日野市におきまし

でも、父母の負担軽減措置ということで、軽減措置がとられている項目がございます。修学旅

行の場合ですと、日野の小学校の生徒さんには、 1人 4，500円、中学校の方には 9，000円

ということで軽減措置をとられております。

これを、移動教室に移しまして、どのようにそれが実際行われているかとし川、ますと、日野

市におきましては、小学校の 5年生においては、児童生徒に対してはゼロであります。小学校

6年生に対しては修学旅行を兼ねて移動教室を実施しますので、先ほど申し上げた 4，500円

があります。中学校においては、移動教室においての児童生徒の補助はゼロであります。ちな

みに三多摩の各市の状況を見ますと、移動教室における児童生徒の補助ということが、かなり

力を入れてやっておりますo 小金井では小学校では 5，2 9 0円という例があります。国分寺の

中学校では 6，300円、小学校でも 4，7 0 0円、また、交通費を全額補助しているところもあ

ります。立川におきましても小学校の場合ですと 4，000円、中学校の場合ですと 1万 1，500

円という金額を補助いたしております。御承知のとおり義務教育は憲法でうたわれているとお

り、無償とするという趣旨があります。その趣旨に沿うならばこの補助というものは、いわゆ

る憲法の精神Kものっとっているというふう K思うわけであります。

さらに、移動教室の経費のかかりぐあいを資料で見ますと、小学校の 5年生には補助がない

わけでありますが、一番高いところで 58年度のデータで見ますと、潤徳小学校で 1人頭 1万

2，179円かかっております。一番低いところでは日野第二小学校で 7，75 0円であります。

ほとんどのところが 1万円から 1万1.0 0 0円のところが大体平均的な経費であります。中学

校におきましては非常にもう少しかかっております。一番多いところで、日野の第三中学校で

行われておりますが、 1年生でオリエンテーションの実施ということで初めての試みかと思い

ますけれども、 1人頭 2万 4，356円であります。大体 2万円台が多いわけであります。19，500

円、一中。二中は 1万 8，64 1円等々であります。これは、この辺についても補助はありませ

ん。

先ほど申し上げましたとおり、移動教室の実体の中身は何かといえば、教室の中でのいわゆ

る勉強的なペーパー的な触れ合いの限界を超えて、寝食?ともにして他方面からの触れ合いを

持とうということで、移動教室が実施されているわけであります。そうしますと、これは教育

の最も重要な一つの一環。落ちこぼれの生徒にしても、かなり移動教室へ行っていろいろな自

分の長所等を、ほかの生徒からも認められる機会ということもあります。さまざまな効果があ

るわけですが、非常に重要な要素としてあるわけですけれども、実際にこれだけお金がかかっ

ております。

これを大成荘を使いまして実施に移せば、距離としてもそれほど遠くありませんし、さらに

移動教室の中身としては、 2泊 3日ということが言われていますが、最近では、 1週間くらい

かけてもし川、んではなし、かという議論も出ております。先ほど申し上げましたとおり、大成荘

を利用して実施するならば、父兄のこのような負担も非常に軽くなるだろうと思うわけであり

ます。実際に完全給食の実施されているところで、給食費も納められないという生徒さんも実

際にいらっしゃるわけですし、親御さんとすれば移動教室へ参加させたいということで、非常

に補助の対象にならない方の家庭では、非常に金額的には重い数字だろうというふうに思いま

す。親の気持ちとすれば、イ可が何でも工面をしてあげたいというのが親の心情だと思いますが、

やはり子供が大きくなれば、その親の心情を、口で言わなくても子供というのは知っていると

いう実情もあるわけであります。移動教室が楽しいはずなものが、そのような形で行われるこ

と自体がマイナスですので、なるべく負担を軽くするためにも、大成荘をいち早くつくって、

親御さんの負担を軽くする方法が一つは大事なんではなし、かというふうに思います。そういう

意味で、早くこの制度を、大成荘を改築されて利用されたらどうかというふうに思うわけであ

ります。

さらに、細かい理由になりますが、社会教育の一環として日野市に各種いろいろな団体がご

ざし、ますけれども、やはり人間的な触れ合いとし、うことで考えますと、これは何も青少年の問

題だけではなくて、大入社会にも言える問題であります。そういう意味で、そのような方の触

れ合いの場ということで、利用価値が高いのではなし、かというふうに第 3点としては思うわけ

であります。

さらに、市民の憩いの家ということで、都内の各区、または、三多摩の市によっては熱海で

すとか伊東ですとか、伊豆の下回ですとか保養所があります。基本的な大成荘の利用の仕方に

A
晶
玉

ウ

t
qδ 

p
h1
u
 

司

t
q
J
 



ついては先ほど申し上げたとおりでありますが、その運用の範囲内で、日野の市民の方の憩い

の家としての利用ができるんでは左いかというふう K第 4点として思うわけであります。

さらに、日野市の制度におきましでも、母子家庭、父子家庭等の方のさまざまな温かし、援助

が具体的になされているわけですけれども、そういう方にとっても一つの場になるのではない

来年は 1万名の利用者が見込まれるというぐらいのものであります。非常にりっぱなものであ

ります。その隣に大成荘という木造のものがあります。今回日野の市民の方で大成荘を利用さ

れた方は、非常にみじめな思いをして帰ってこられたんじゃなし、かというふうに思います。そ

ういう意味で、同じ大成荘を建てるんであれば、早く建てるのがタイミング的にもよろしいの

ではなし、かというふうに思います。かと。

さらに、市の職員の新し く入って こられた方の、初めての研修の場としても利用さしていた

だいてもよろしいんじゃないか。特に新しく新任で来られた教員の方の研修の場として使われ

ることも、重要な機能を果たすんではないかと思うわけであります。これが積極的な理由。

次に消極的な理由でありますけれども、 59年にわれわれは文教委員会として視察をさして

いただいたわけですが、その年に実はあの近くで火災があったわけであります。実は、それは

かなり老朽化している木造的なもので糸りますが、 59年の 1月に火災で焼失をいたしており

ます。現在大成荘も昭和 40年に校舎を持ってきて、約 20ですか建っているわけであります。

木造の耐周年数が 20年というふうにお聞きしておりますし、実際そういうふうなふともあり

ますし、建てかえの時期が切迫しているんではないか。さらには、県の方から、改善の計画を

お出しなさいというふうにも言われているということを、文教委員会の視察のときにもお聞き

いたしております。さらに、大成装の憩いという面から見ると、自炊の制度になっているわけ

でありますが、これは実際に自炊をして行うというのも限界があろうと思いますし、利用の頻

度から考えてもむずかしいのではなし、かと思います。そういう意味で、早急に対策をとられる

必要があるんではないかと、それによって利用者の数も増すであろうと思います。

さらに、山梨県の開発局に、この地域に広大な計画があります。 スポーツ施設あり 、林間散

策コ ースあり、広大な計画書が出されており 、各委員の方に配られているのも、ちょうどタ イ

ミング的にもよろしいんではなし、かと思うわけであります。さらに、われわれがショックを受

けましたのは、ちょうどわれわれが参りましたときに、府中の方でお隣で府中山荘ということ

で工事をやっておりました。鉄筋コンクリー ト地下1階、地上 3階、床面積の延べが 3，555、

収容能力が 349名、林間として使われるという非常にりっぱなものでありました。そのお隣

には調布市がありまして、市長は調布の少年自然、の家、見ておられないんじゃなL、かと思うん

ですが、ぜひ見ていただきたいと思うんですが、収容人員が 300名ということで、 58年の

1 1月30日竣工して、ことし実際に機能し、たしております。利用の数も 74名ということで、
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以上、大成荘を早期に建設すべきであると、全面改築すべきであるという理由をるる申し上

げま したけれども、予算編成の時期でもありますので、この点ぜひ市長の御答弁をお願いした

いと思うわけです。

以上。

O議長(高橋通夫君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 大成荘が建てかえるべき日程に上っておるということは、よ

く認識をしているつもりでございます。いま社会教育関係の施設といたしまして、一つには、

ふるさと博物館、それから、仲田のスポーツ公園、それから、時期の問題がまだ未確定ではあ

りますが、市民プールのっくりかえ、それから大成荘の改築の問題。幾つかそれぞれ緊急とい

う状況にありますし、特に、ふるさと博物館並びに仲田のスポーツ公園は、これは、国有地を

払い下げを受けたその一つの制約といたしまして、 2年内に完成させる義務が伴っております。

その中でどういう順序でこれを行う べきかということが、われわれのいま頭の中をめぐってお

る状況にありまして、これは教育委員会の意見にも沿っていく 必要があるんだろうと、このよ

うに考えております。

ただ考えますのは、いまいろいろ構想が言われておりますけれども、いわゆる小中学校の移

動教室に本当に使うことが可能であるかどうか。その余禄を市民の林間施設として使うという

両建てでありますならば、大変決意がしいいと思いますが、地積の関係もありますし、それか

ら、環境の関係もありまして、小学校、中学校にともに移動教室になり得るかどうか、これは

まだ教育委員会の見解を明確に聞いておりません。そこのところをより明らかにして、いま言

われる いろいろな効能、確かに必要でありますし、青少年の健全育成のためにもぜひそういう

考え方に立ちたいわけでありますが、果たして教育委員会の方で確実に相当の年限を移動教室

の場として使うかどうか。この決意をまだ聞いておりませんので、そのあたりのこともひとつ

考慮しなければならない、こ う思っております。教育当局の意欲もよくわかっておりますが、
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いまのいろいろな事業の中で、どういう順序で並べるかということが一つの課題である、この

ことも御了解いただきたいと思います。今年度のうちに一定の方針は定めたいと、このように

思っております。

0議長(高橋通夫君 ) 夏井明男君。

o 1 6番(夏井明男君) 市長の御答弁ですと、いま迷っているという感触を非常に受

けるわけですけれども、移動教室として実際に少年の自然の家というふうな形で使われている

例は実際にあります。設計の段階でそういうことを工夫することも十分可能なのではなし、かと

いうふうに、実際にあるわけですから、その辺は可能性として高いんではなし、かというふうに

思います。第 1点目に述べられたふるさと博物館と、また、仲田緑地の関係、さらには保健セ

ンターの件、非常にメジロ押しの事業が控えているわけであり ます。そういう中で見ますと、

財政的にどうなのかなあということの心配が一番あります。しかし、老人憩いの家を見さして

いただきましたけれども、その利用率、それから、市民の方の喜ばれる大きさ、それから、義

務教育の費用の軽減、いろいろ考えましでも、財政のこれから厳しいと言われる中でも、その

辺の事業は積極的にできるんではないかというふうに私は考えましたので、この質問をあえて

さしていただいたわけであります。ぜひまた大成荘をあのままにして、この 1年間利用する方

もいらっしゃるわけですから、財政的なやりくりの中でぜひ実現に向けて努力をしていただき

住まわれている住宅事情。詳しく言えば追い立てられているとか、お子さんの数が多いとか、

かなり年とられて将来的にどうとか、さまざまな要素があるわけですけれども、そういうふう

な要素を加味して、住宅の困窮者の度合いに応じて優先的に入居する制度を、現行の制度の中

でぜひ取り入れる必要があるのではなし、かと いうふうに思いますので、その辺の御見解をお聞

きしたいと思うわけであります。

第 2点としましては、入居のスピー ドアップということでありますけれども、従来のやり方

ですと 、空き家を出まして、それを来年の抽選があって、実際に手続きまでということで、若

干時間の空白があるわけであります。これをなるべく短くして、入れるような形をとる必要が

あるのではなし、かと。その辺の工夫が必要ではなし、かというふうに思いますので、この点をお

聞きしたいと思います。

o 1 6番(夏井明男君) この問題は各予算委員会、決算委員会で各議員の方から聞か

以上です。

O議長(高橋通夫君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

O総務部長(伊藤正吉君) 質問にお答えしたいと思います。

まず市営住宅についてのポイント方式の導入と、こういう御質問でございますが、確かに東

京都ではこういうポイント方式を実施しております。これにつき立しては、母子世帯とか老人

世帯、心身障害者世帯につきましては、 1種の住宅につきましてもポイン ト方式を採用してお

ります。それから、2種の方につきましでも、母子世帯、老人世帯、身障者世帯、こ ういうこ

とと、それから特に収入の低い方につきまして、ポイン ト方式を設定いたしまして、ある一定

期間に申し込みをさせまして、それで、その都度入居していくと、こういう方式でございます。

いま申し上げましたように、一応東京都でも 1種につきましてはポイン ト方式を採用しており

ませんo ということで、 26市の方もいろいろ聞いたわけでございますが、こういうポイント

方式については、実際のところ採用しておらないわけでございます。ただ、いま御質問のござ

いましたように、やはり市営住宅といいますのは、住宅困窮者につきまして使用していただく

と。こういうのが第 1目的でございますので、この辺につきましでも、何かほかにいい方法が

あるんじゃなし、かと。こういうことで、これから研究してまいりたいと思います。

たいと思います。

以上で終わります。

O議長(高橋通夫君)

関する質問を終わります。

次に 14の3、市営住宅入居におけるスピードアップと住宅困窮者優先入居制度の導入をに

ついての通告質問者、夏井明男君の質問を許します。

これをもって 14の2、大成荘の全面改築を早期に実現せよに

れている問題でありますので、再度本会議で取り上げました理由は、東京都の方におきまして

は都営住宅第 2種がございますけれども、ポイント方式ということで、抽選的な制度ではなく

て、住宅の困窮の度合いに応じて入っているわけであります。やはり公営住宅と いうことで、

住宅にお困りの方に入っていただくという精神が基本的にあるわけでありますから、現在の所

得的な条件で一律に決められるのでなくて、所得的な面と、さらに、困窮とーすなわち現在

それから、 2点目の市営住宅の応募から入居までの期間が長い八ノではないかと、こういう御

指摘でございます。確かに空き家につきましては、 1日も早く入っていただくというのが大前

提でございます。いま、私の方では一応昨年の例を見ますと、一応 12月の 14日に一応管財
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課で書類審査を終わりまして、翌月の 19日には一応資格審査を伴う書類を送っていると。こん

なようなことで非常に 1カ月足らずでこういう対応しているわけでございますけれども、もっ

ともっとこれを短縮するような形で努力していきたいと、かように考えます。

以上です。

0議長(高橋通夫君 ) 夏井明男君。

o 1 6番(夏井明男君) 以上で終わります。

0議長(高橋通夫君 ) これをもって 14の3、市営住宅入居におけるス ピードア ップ

と住宅困窮者優先入居制度の導入をに関する質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれにて散会いたします。
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午後 4時 54分散会
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-382- q
d
 

口

o
q
d
 



午前 10時 9分開議

0議長(高橋通夫君〉 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 23名であります。

これより日程第 1 一般質問を行います。

1 5の1. 6 0年度予算編成に向けて臨調「行革j路線と市民に与えるマイナス影響について

て問うについての通告質問者、竹ノ上武俊君の質問を許します。

C 2 2番議員登壇〕

022番(竹ノ上武俊君) 通告に従いまして、臨調いわゆる行革路線とし 1うものが、

日野市などに与える影響について問いただしていきたいと思います。

今、政府がいわゆる行政改革ということで、一つの焦点を地方自治体に向けてまいっており

ます。こういう中で、三多摩 26市に対しても大変な財政状況が生れようとしているわけでご

ざいます。例えば普通交付税について、昭和 59年度、昭和 60年度に向けては、大幅な削減

が行われております。普通交付税について三多摩 26市の分を見てみますと、 1980年度は

256億 5，000万円、これだけのものが参っていたわけでございます。ところが、昭和 59 

年度は 132億 6，000万円こういうぐあいに滅ってまいりました。三多摩 26市の分で前年

度対比で 17.4 %の削減になっております。全国の普通交付税の削減率が 3.9%というのに比

べてみますと、いかに三多摩 26市に対する普通交付税のカットというものが、異常なもので

あるということが、はっきりとするわけでございます。三多摩 26市は、日野市を含めまして、

人口急増の地域であり、大都市圏首都に連なる町々であります。そういう点では都心部独自の

行政需要というものが、大幅に見込まれなければならないわけでございます。ところが、この

ようなことを無視して、普通交付税を三多摩で大幅に削減をしてし 1く、この政府の姿勢という

ものは、我々住民として、絶体に許すことができないものでございます。日野市も数年前から、

普通交付税のゼロという市になっております。日野市が普通交付税が、今ゼロだからというこ

とで、普通交付税に対しての関心を示す必要はない、関係がないなどということは、もっての

ほかでございます。普通交付税というのが、御承知のように地方の財政を独立させていくため

に、自治権を拡充していくために、その柱となっていることは、憲法や地方自治法や交付税法、

地方財政法その他で明らかとなっているわけでありまして、私ども市議会も含めて強く主張し

ておりますように、普通交付税の改善こそしていかなければいけないのが、今の情勢であろう
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かと思います。また、さらに日野市の一例をとりますと、いわゆる行政改革ということで、さ

まざまな財政の抑圧がかかってきております。例えば日野市民会館がございます。これは、当

初予算で 25億余の建設費でございました。付帯工事を入れれば 28億円ぐらし 1かかると言わ

れております。これに対して政府の補助金は、現在わずか 8，500万でございます。残りは全

額市民の独自財源で負担していかなければいけないというところになっております。日野市の

起債が、 2年の工事でございますので、初年度 58年は 2億円余で申請をいたしております。

ところが、これに対して 5，000万円の起債の許可さえもおろさない、不許可になっている、

こういうような自治省や政府のやり方というものは、日野市民として、またこれ許すわけに ま

いりません。 59年度は、 1 0億の起債を申請 しているわけでございます。 しかも、こういう

起債に対して、本来当年度の 1月に許可が来るべきものが、年度末の 3月になってやっと通知

が来るようなこういういやがらせまで行われております。これは、革新、保守を問わず、今、

自民党政府が地方自治体に行っている手であります。そして、自治省は、本来は、地方債謀と

いうところが、起債の許可権限を持っているにもかかわらず、関係のない給与諜が起債の許可

権限に口を出して、大きな姿勢を示す。自治省の内部でもこういう点で矛盾が起こっているよ

うに私は見ております。日野市民会館についても日野市が市制20周年、人口急増都市の中で、

いままで小学校、中学校毎年一つも二つも三つもつくるというような中で、なかなかつくるこ

とができなかった。やっと 20年にして、市民会館を建設するという点では、市民要求として

緊急性のあるものでございますη 起債を決める第一の必要条件は緊急性でありますので、そう

いう点で、私は 自治省や政府の態度を許せないというふうに述べるわけでございます。去る、

9，月 6日、私は、共産党の国会議員団のお世話になりまして、自治省にも直接行きまして、こ

ういう担当の地方債の職員、給与課の職員、課長クラスの方々と意見交換と要請を述べるそう

いう機会を持ってまいりましたが、ますます一層こういう運動を強めていく必要を感じて帰っ

てきた次第でございます。

また、今度のいわゆる行政改革という点では、国民健康保健も大きな政府からの攻撃、ねら

いどころになっているわけでございます。退職者の医療保険制度というのができた、このため

に国民健康保険制度は、助かるであろうということで、これも全国の市町村などに対して、大

幅な補助金の削減を行ってきております。このことについても私は、同じ日に厚生省に行って、

担当の課長などとやりとりをしてまいりました。ところが、最も弱い部分が入っているこの国
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民健康保険の担当の職員などが、非常に私ども地方自治体の代表に対して、横柄さが見られる

というところまできております。補助金をふやせというならば、大型消費税というようなこと

なども起ってまいりますよ そういうようなことを言うような課長まで、最近政府の部内では

育っ ているのが現状でございます。そして、退職者医療保険制度の地方市町村の負担分に対し

ては、調整交付金というのをふやしたと言っておりました。 しかし、これもどういうふうにふ

やして、どういう市町村に援助するのか、それは、年度末になってみないとわからない、言え

ないということで、なかなか具体的な期待のできない制度でございます。このようにいたしま

して、私ども市町村こういう自治体に対するいわゆる行政改革の攻撃というものは、去年、こ

としになりまして、極めて激しいものになってきているわけでございます。なぜ、そういうふ

うになってきたのかという点でございます。これは、ことしの 7月の 9日と 16日に、臨時行

政改革推進審議会に対して、報告書というものが出されております。地方行政改革推進小委員

会、行財政改革小委員会、こう し 1 うところから、報告書と~，うも劫油ております。その内容は、国の行政

改革が進まないのは、 地方ι府政改革か進まな~，からである。地方議会や住民の姿勢は一般に縦命としては

賛成である久各論については反対になりがちであり、また職員団体の対応も消極的であるなどと言いまし

て、地方自治体を非難しております。みずからの真併す政改革、いろいろな汚職や国民生活に直接か

かわりのない補助金、軍事予算については、大幅に広げ、行政改革のメスを一切入れないで行

政改革が進まない原因を地方自治体に求めるなどというこの報告書も、我々地方自治体の立場

に立つ者としては、許せないものであるわけでございます。しかし、政府は、今この臨調、行

革の最大の焦点を私ども地方自治体に向けていることをこの報告書が語っているわけでありま

す。このような動きの中で、地方自治体に対するいわゆる財政計画、政府の地財計画というも

のは、どういうふうになってきたか、という点がことし、来年からまた許しがたいものになっ

てまいっております。 1984年、 本年度の地財計画では、老人保健法というのができた、こ

ういうことで、これは地方財政計画からはずして特別会計に入れる。そういう中で、1.7%し

かアップしていないわけでございます。いままで¢老人保険に対する 、地方の財政というもの

を加えますと、実質地方財政計画の見積もりそのものが、 2.3%のダウンになっている、こう

いうことが政府から発表されております。これは、地方交付税とか、地方財政の制度が、本格

的になってから、創立以来初めて実質ダウンしたのは 29年ぶりということになっているわけ

でございます。自治省の言い分は、去年のあたりでは、地方財政の全国的な財源不足は、 2兆
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円から 3兆円というふうに見込んでいたわけでございます。ところが、ことしになりまして、

自治省の試算は、故意にかマスコミなども故意にと言っておりますけれども、財源不足は 1兆

5，000億円に見積もるというようなそういう数字の操作をして、地方財政計画を立てる、こ

のことがまず私どもとしては、許すことのできない動きであるわけでございます。そのような

結果、地方交付税が 3，45 8億円も全国では波らされて、 3.9 %の前年対比でダウンになって

おります。地方交付税制度ができて初めて 29年ぶりの出来事だというふうに言われているわ

けでございます。国の補助金など支出金の方もことしは 0.8 %減りました。また、地方譲与税

こういうものも 4.8%もダウンをしております。そして、そういう中で、地方自治体はどうか

というと、減税の見返りで厳しいだろうというようなことが言われておりますけれども、結局

私どもの地方税、これを納める自然増収、私どもの税金がふえているために、減税分を差し引

いても、地方税は 1，364億の増になったわけでありまして、私ども住民のそういう税金によ

って、地方の財政が 6.8%増額された、こういう結果になっております。公共料金も全国的に

は、 7.4 %アップがなされてきているわけでございます。こういう形で、国は所得税減税を一

部はしたが、その見返りは地方自治体などにもある。住民にもあると言っておりますけれども、

結局は、減税分の 3倍近いつけを私ども住民に回してきているわけでございます。また、地方

自治体の最も大切な仕事である単独事業に対しても今年度は、補助金が 2，80 0億円も減らされ

ました。地方の単独事業というのは、自治体の命取りになる目玉であるわけでございます。こ

れが全国平均 3.3%も補助金が減らされたということは、これまた戦後 29午ーぶりだそうでご

ざいます。そして、公務員の皆さんに対しては、給与の抑制とか、定員の削減、こういうこと

をして全国的には、一般行政職で 3.7 3 7人も今年度人員定数削減を行ってきております。こ

の地方交付税というものが、地方自治体の財源、財政、あるいは地方自治というものを独立さ

せるために法律でもって国の財源を縛りつける、こういう性格のものでございます。所御税、

酒税など国税三税のうちの 32%を地方におろす、そのことによって自治体の財政活動を独自

のものにする。独立性のあるものにするということで、政府を縛りつけるためのものが、地方

交付税，法でございました。そういう精神でございますから、最初は、地方の財源不足があれば、

地方交付税法ですべて賄う、 32%と言わずせこれを 35%、 40%にでもふやして国税三税

の配分を地方に出すというのが、憲法の精神であり、地方税法、地方交付税法などの精神であ

ったわけでございます。政府もそのような立場で最初はやっておりました。 しかし、一向にこ

の32%というのを引き上げることをしない。しかし、地方の財政は守らなければいけないと

いうことで、 32%の配分で賄えないものについては、その他の会計から借入金で賄う、こう

いう方向を次はとってきたわけでございます。ところが、 198 2年からこの借入金は、政府

の責任のものであるから、政府が利子は払うという制度であったものを地方自治体にも借入金

の半分は、利子を負母せよというようなことになり、先ほどの行政改革の報告書、そのほかの動きの

中で、とうとう本年度から、この利息負担を地方自治体にも固定化してくるような制度に変え

てきたわけでございます。そして、先ほど申し上げましたように 29年ぶりで 32%、いわゆ

る3割自治と言われていたこの 32%という生命線が、初めてことし削られてしまって 31. 3 

%になってしまったわけでございます。このような動きを思いますに、中曾根首相がかねがね

主張されておる戦後政治の総決算というのは、結局は、地方自治体のあり方、地方財政のあり

方をとってみましても、憲法で規定したものをなし崩しに破ってしまうんだ、地方自治法とい

のも実質変えていってしまうんだ、こういう露骨な姿であるということが、ことしになって証

明をされてきたわけでございます。国民健康保険のことにつきましても、先ほど言ったとおり

でございます。たれをさらに少しつけ加えますと、国保に対する政府の補助金、 45%は政府

で持とう、こういうようなことになっていたものが、先ほどの退職者医療保険制度の創設によ

りまして、 38.5%へこの補助金といいますか、政府の負担分をダウンをさせている。ところ

が、 6.5 %それでは日野市の健康保険などが、その退職者の制度で負担が減るかというとそう

ではない。三多摩 26市の各市の調査などによりますと、それほど負担は軽減されない。場合

によっては、そっくりこの 6.5%の補助金ダウンの分が国民健康保険に加わっている方々の負

担になってしまう。あるいは市民税の皆さんの肩にかかってきてしまう。そのことは、これか

ら委員会で審議される補正予算などで明らかでございます。そして、また先ほど申し上げまし

た、それではそういう地方自治体の負担介に対して調整交付金というのを 5%から 10%にふ

やしましたと言っております。しかし、この配分については、私、先ほど行きました厚生省の

話では、以前の調整交付金というのは、財政力の弱い自治体にだけ出していたが、今回は、退

職者で負担がふえた自治体にもこれを回しますと言いながら、実際には地方自治体の給与だ、

あるいは国民健康保険制度の給付の出し方だ、こういうことにけちをつけまして、この厚生省

によってさじかげんができるという恐るべき背景があるわけでございます。いま、日野市の国

民健康保険の加入者の皆さんも、国民健康保険は、医療の給付だけではなく、予防のためにい
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ろいろと動いてほしい。そのため人間ドックをつくるとか、健康診断をするとか、国保の枠内

でもいろいろなことをやってほしいという要望が非常に強いし、また、予防こそ第ーという立

場から、社会的にも当然の方向でございます。ところが、そういうことを積極的にやるところ

には、調整交付金というのをおろさない。暗にそういうひもをつけてきている恐るべき性格が

あると言わなければならないと思います。さらに、国保については、いままでも事務費の超過

負担というものが、莫大にあったわけでございまして、こういう点の改善も 1円もしないで補

助金だけを削っていくということは、これまた私ども住民、国民として許すことができないわ

けであります。さらに、政府の方は、使用料、手数料の引き上げを地方自治体にも迫ってきて

おります。そして、いままで政府の使用料というもの、手数料とい うものは、 国会の審議を経

て可決するようになっておりました。国会に国民の戸を反映しながら、そういうものを決めて

し1く制度であったにもかかわらず、これをことしから政令で自由に変えられるようにというこ

とを政府の方は勝手に決めてしまっている。こういうような制度まで改悪をいたしまして、地

方自治体いじめに乗り込んできているわけであります。また、もう一つは、地方議会に対する

攻撃も図ってきているということでございます。これは、マスコミにも載りまして、各地で地

方議会の中で、論議になったものでございますが、近代化協会という団体が、地方議員の定数

問題で抜本的な提言ということで、中曾根首相に出したものがあるわけでございます。き のう

もどこかの国の話がございましたが、議員の定数を人口 50万以上の市議会の議員定数は 30 

%削減せより可うものでござし、ます。人口 50万剰情の市には、シティマネジャー情I陪探用して議員は 7名

から 9名に、そして町村にもマネージャーを採用して議員は5人から 7人とする。こういうものでございま

す。各国には不戦運動を初記入民主主義の歴史というものがあるわけでございます。アメ リカの衝突とカ¥

ヨーロッパとれそうtiうところの民主主義松かなり¢歴史を持っている中で、さまざまな倉幡工夫の中

で、地方自治制度というものが、変化、発展をしているところと、やっと戦後、市長を国民の手で選べ

るようになった日本、やっと女性にも参政権が得られた日本、こういうところとは比較するこ

とができません。日本の民主主義をより一層充実したものにして、本当の主権在民というもの

をつくっていくために、日本の国民が自由民権運動以来、血のにじむような、あるいは弾圧さ

れて殺された人もいる中で、築いてきた代議制度であり、また、地方自治の制度でございます。

そして、戦後の憲法でやっと地方自治権、こういうものができてきた中で、地方自治体が果た

す役割、地方議会が、日本の国政を民主的にしていく上で果たす役割、地方の住民の暮らしゃ
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命を守ってし 1く役割というものは、非常に重要なものがあります。今中曾根内閣などが、こう

いうシティマネジャー制というようなもので、任命制に近いような型で議会をつくっていく、

そして、 ビジネスライクに地方の行政を進めてtiく、そういうことをねらっているのにも背景

があるわけでございます。それは、今まで 1970年代前後にかけて、地方に革新自治体がた

くさんできた、地方自治こそ本当に憲法を充実させていく土台になる。これらはいけないとい

うことで、こういうような議会制民主主義を圧殺するような近代化協会なるものを利用しての

キャンペーンを張ろうとしてゆているわけでございます。私は、こういうテーマで今回取り上

げておりますので、今後の日本の民主主義を守っていく土台に大きな二つのものがあると思い

ます。それは、いま言いました地方自治、これが非常に重要であります。もう一つは、政党政

治というものでございます。どのような小さな政党でも意見を自由に出し、国会に進

出することができる、これでなければいけません。ところが、これを政党法なるもの

まで持ち出して国民の言論の自由は圧殺しようとする 。この政党法を出すということ

に対する紛砕の国民の運動、地方自治の主体的な権限を侵そうとする政府に対する全

都道府県と国民規模の闘い、こうい ったものこそ 、今後 の私どもの民主主義や生活を

守る最大の課題であろうと思います。 したがいまして、私どもは、この 9月議会には、

地方自治体に対する行政改革という名前を借りた補助金のカットなどに対して反対、考え直せ

という意見書を政府に出すことを後で提案をしたいと思っておりますし、同じく政党法につい

ても反対する意見書を提案させていただ こうと考えているわけでございます。きょうは、政府

からの臨調.行革、私は、政府がやっているのは、行政改革ではなくて、にせ行政改革である

と思っておりますが、この問題を中心に取り上げていきたいと思います。また、次なる機会に

は、東京都の行政改革ということで日野市など市町村に対する補助金のカットなどこれもすさ

まじい動きがあるわけでございますが、これについては、きょうは若干触れるという程度にし

ていきたいと思います。以上のようなことをお聞きになった市議会議員の皆さんもまた、市民

の皆さんもおわかりのように、再度申し上げますが、今の臨調路線、いわゆる政府が言う行政

改革というものは、本当に憲法を、この前不幸にも直下型地震というものがありまして、大変

でございますけれども、あのような型で、憲法を土台から突き崩してしまうとするねらいがあ

るということを私どもは 党派を超えて感じとらなければいけないというふうに思うわけでご

ざいます。いろいろ不規則発言がございますが、不規則発言をされている先輩や仲間の皆さん
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もこぞって次のようにおっしゃっておりまして、私がいま述べたところに気づいているわけで えば企画財政部長なり、日野市の行政需要というものが、私は算定できないけれども、たくさ

んあるのではないかと思います。人口急増都市であり、大企業が集中し、勤労者の住宅が集中

している。そういう地域では数え切れないほどの自に見えない、行政需要もあるし、また、保

育園を初めとするたくさんの住民サービスをしていかなければいけないわけでございます。そ

ういう中で、この算定できないけれども、こういう点は、行政需要ということで、算定基準花

入れてほしい、そういう点がもしお考えであれば述べていただきたいと思います。

第 2問目は、福祉関係の補助金についてでございます。この 5年間Kわたって、政府や東京

都からカットされたものは、どういうものがあるのか、その総額はどのくらいになっているの

か。また、政府が、福祉面で民間委託にしたらどうだというようなことで、何かそういう圧迫

というものがあるとすれば、そういう点についても述べていただきたいと思います。

第 3点目は、教育関係でございます。これについても、最近 5年間の政府や東京都からのカ

ットというものがあるかどうか。あるとすれば、どういう形であらわれているか。金額はどう

か、そういう点を御答弁をいただきたいと思います。

4点目は、生活環境をめぐる問題についても、やはり臨調行革路線の結果、補助金のカット

などが出ているのではなし 1かと思いますが、そういうものがあるとすれば、示していただきた

いと思います。

ございますので、日野市議会も超党派でこの点については、 自覚を深めなければいけないと思

います。例えば今年度の東京都に対する、 26市町村の要望事項というものがございます。こ

れの第 1ページをあけていただくと、口をそろえて書いてございますように、今、行政改革

のもとで、 2 6市は、大変な事態にな ってきている、だから、かくかくしかじか鈴木都知事は

補助金をふやす制度の改革をしてほしいということで、膨大な要望を党派を超えて 26人の

市長さんが、連名で都知事にも出しております。さらに、要求を出しております。さらにこと

しの 9月5日号の全国市議会匂報というものがごらんになったと思います。 ここでは全国の市

議会議長会がこう言っ ております。各省庁の来年度予算概算要求を見ると、 高率補助の引き下

げなど、補助率の総合的見直しを求めた第二臨調答申や行革審の意見書、さらにそれを受けた

政府の概算要求閣議了解に基づいて補助率の一率引き下げが打ち出されている、引き下げの対

象とな った補助金は、 1 国の負担率を 10分の 8から 1割カットして 10分の 7.2に引き下

げた生活保護費補助金、 2. 人口急増市町村、離島一離れ島、豪雪地域などにおける小中学校

校舎整備費についてのかさ上げ補助率を 3分 2から 5分の 3に引き下げた。公立学校施設整備

費補助金、 3. 賃金、管理監督費など3分の 2の補助率を 5分の 3に引き下げた失業対策事業

費補助金など、厚生、文部、 労働など、 9省庁にわたる公共事業部門の 42件、さらに、 公共

事業関連補助金について も、今後臨調答申ゃ行改審意見書の内容に沿って補助率の見直しが検

討される模様で、このまま推移すると、逼迫した地方財政運営は、さらに深刻の度を増すこと

になる。こういうことで全国市議会議長といえば、どなたかも今おっしゃ ったように革新が少

ないわけでございますが、非常に深刻、痛切な思いで政府に対して、あ るいは自民党の部会に

J 対して、意見書や決議案を持つてはせ参じようではなliかということを訴えておられるわけで

ございます。 ここ まで事態は、地方自治権の侵害ということで、 重大なと ころになってきてお

ります。不規則発言などを飛ばすほど地方財政の事態は、甘い状態ではないのであり まして、

一致団結して地方自治体への補助金の復活、あるいは増額、制度の改善ということで迫ってい

こうではございませんか。そういうことから、私は、具体的な質問をさせていただきたいと思

います。

第 1問は、 交付税についてでございます。日野市においては、交付税がいつからゼ ロにな っ

てきたかということを御答弁いただきたいと思います。そして、 このことに対して、担当の例

また、第 5点、国民健康保険で具体的には、先ほど、私が述べましたような形で補助金のカ

ットというのがどういうふう になっているか、補正予算の説明でもございましたけれども、も

う一度その点についての御答弁をしていただきたいと思います。また、もし、今おわかりであ

れば事務などに対するもともとからある超過負担というものは、どういうぐあいなのであるか、

その辺についてもわかれば教えていただきたいと思います。

第 6点目は、 1 5万という日野市の市民の中で、住民要望は、山積をいたしております。各

部長さんともども土木、福祉、教育、それぞれ人員増をしたいとお考えだと思います。ところ

が、具体的には市長からという ことでございましょう けれども、先ほと、の政府の絞めつけの中

で、人員増ができない、年々人員増を要求しているけれども、 このくら い実現してないでいる

んですというようなことが具体的に示せるものがあれば、部別iζ示していただければと思うわ

けでございます。

第 7点目は、日野市としてこれは市長なり、各部長なりが、 本当に自治体の立場で、民主的
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な立場で真の行政改革、住民負担を押しつけるのではなくて、本当の意味で国民が望んでいる

行政改革、効率的で民主的で、清潔な能率的な行政改革、 こういうものをもし考えている点が

あれば、述べ、ていただければと思うわけでございます。行政改革というのは、国民の大きな願

いでありますので、これは正しい形では、当然次々と行政改革を行っていかなければならない

わけでございますので、そういう点から考えていることがおありなら、部別なりで、適当な理

事者からお答えいただきたいと思います。

最後に第 8点目といたしまして、政府や東京都に対して、市長会や部長という立場などで、

どういう動きをされているのか。今後もどういう ことをしようとお考えであるか、その辺につ

いてもお聞かせをいただきたいと思います。

以上お願いをいたします。

0議長(高橋通夫君〉 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

付税でございますけれども、これが 54年までいただいておりました。 55年からゼロという

ことでございます。この交付税の内容についての市の要望ということでございますけれども、

これは、やはり所得税を中心Kいたしました三税の 32%ということでございます。これは、

いままで全国市長会を初めといたしまして、地方自治体が固に要望しているのが、 この 32 % 

を上げてほしいという ことでございます。それから、さらには内容の改善を図って、いわゆる

交付税の算定基準というものを改善してほしいという要望を行っているわけでございます。

それから、 2番目の福祉関係の補助金等についてということでございますが、これは、減額

されているものと、制度として後退しているものという要望でございますので、その点を中心

に説明をいたします。まず、これは都と国を含めた説明をいたしますけれども、いわゆる自社

協、地域社会福祉協議会の運営費の補助でございます。これは、都が単独で補助をしているわ

けでございますけれども、これは、 5 5年度より補助率を 3分の 2から、 2分の 1tこ引き下げ

を行っております。それから、これについてさらに言いますと、今回の補正にも若干出ており

ますけれども、基準額等のアップは、続いているというふうに言っていし 1かと思います。

それから、 2番目につきましては、老人クラブの運営費でございます。これは、国と都から

支出されているものでございます。 55年度から 10分の 10であったものが 3分の 2忙なっ

ております。

それから、老人家庭奉仕員の関係でございます。これは、園、都の補助金でございますが、

やはり 55年から 3分の 2でございます。それで、東京都が独自で継さ足しという制度で補助

を追加をしていましたけれども、この継ぎ足しを廃止をしております。

次が、児童課の関係になりますけれども、保育所運営費でございます。これは都費でござい

ますが、 54年度から 10分の 10を補助対象二つに分けまして、 10分の 8と3分 2にして

おります。さらに 55年から 3分の 2と2分の 1tC改正をしております。

次が、学童クラブの運営費でございます。これは 56年度から 3分 2を 2分の lということ

になっております。

それから、その他心身障害児の関係でございますけれども、これは通所訓練事業の運営費で

ございます。これは、ランクを Bランクから Cランク K下げるというような形の変更もされて

おります。

それから、 3番目が教育関係でございますけれども、教育関係につきましては、 2件ばかり

。企画財政部長(前田雅夫君〉 お答えをいたします。

まず概略的iζ国の財政、それから東京都の予算が、市、島l興iζ対してどういう形になってい

るかということをちょっと触れたいと思います。

まず国の予算でございますけれども、昭和 60年度につきましては、今ちょっと議員さんが

触れましたけれども、 59年度の予算について触れてみたいと思います。 59年度の予算は、

総額 50兆円でございます。そのうち国債費でございます。これが約 9兆円、これは国債を償

還するお金でございます、 9兆円でございます。それから、交付税が 8兆円でございます。こ

れを差し引きますと、一般歳出の合計が 32兆円という状況になっております。さらに、公債

費の残高でございますけれども、 54兆円あるということでございます。会計の規模が 50兆

円、特例公債の残高が 54兆円、こういう状態Kなっているということでございます。それか

ら、一方東京都の関係がございますけれども、東京都は、 54年から財政再建lζ向けていろん

な見直しをしております。見直しの中で、制度的に改善をしたもの、これは補助率を後退させ

たもの、それから据え置いたもの、それから以降単価アップをしているもの、こういうものが

あるわけでございます。それで、 59年度で申し上げますと、前年対比、いわゆる三多摩・島

l興に対する補助金が 8.3 %の増ということでございます。

それでは、御質問の内容について答弁をいたします。

まず交付税が、いつから交付されなくなったかということでございますが、いわゆる普通交
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申し上げますと、まず、国庫負担金の教材備品費でございます。これは、 1学級当たり、小学

校、中学校ともに学級を単位にいたしまして、国から出ているものでございます。小学校だけ

で申し上げますと、 55年度が l学級当たり 5万 5，3 6 0円でございます。これは、前年対比

で 3.3%の増でございます。それから、 56年にまいりまして、前年対比 5.5 %の増、 57年

度にまいりまして、 l学級当たり 5万 2.3 5 0円、前年対比マイナスの 10.4 %でございます。

それから、 58年が前年対比 10 婦の減、 5 9年度がマイナス 14.4 %ということになってお

ります。中学校については、単価は違いますけれども、小学校と同じ率で後退をしている、と

いうことがいえると思います。

ら事業を不採択にするというような考えは、今まで持っておりません。今後もそういう形で、

いわゆる財政と今後の市民のニーズにあわせた形での財政運営、施策の選択をしたいというふ

うに私ども考えておる次第でございます。

それから、 7番目の行革でございますが、これは、市長の方から後ほど補足等があろうかと

思いますけれども、現在国の財政状況が、さっき申し上げましたような状況で早急に特例公債、

いわゆるこれから脱却しなきゃいけないということで、国も減量する、市町村も減量するとい

うことで、自治省の方がやはり自治体の指導をしているわけでございます。本年の 1月の 30 

日でございますけれども、自治省の方から通達ということで、地方自治体における行政改革の

推進ということで来ております。この内容につきましては、事務事業の合理化、それから、組

織機構の見直し、それから、定数、給料手当等の適正を早急に図れというものでございます。

この関連といたしまして、地方債の許可方針がございますけれども、 5 9年度につきましては、

5 8年度までなかった給与条項等を入れるような形にもなっております。市の方も積極的にや

はり独自な立場での改善といいますか、改革が必要ではないかというふうに考えておる次第で

さら iと、国庫補助金のうち、理科設備等の補助金でございます。これは、前年対比だけで申

し上げますと、 5 5年度が前年対比マイナスの 9%、それから、 56年がマイナス 5.4、 57 

年度がマイナス 17. 1、 58年度がマイナス 28. 6、 59年度がマイナス 14. 2というような

補助金が後退しているということがいえるかと思います。これは、総体の金額で見ております

から、単価に直しますと、この増減率は変わるというふうに御理解をいただきたいと思います。

若干数字が小さくなるというふうに御理解をいただきたいと思います。

それから、生活環境の関係ということなんですが、この中で、私どもが言いますと、生活環

境部の関係というようなことで御理解をいただきたいと思いますけれども、健康謀の所管で予

防接種がございます。これは、園都の補助金になるわけでございますけれども、これも 55年

度から 3分の lが、 2分の 1Ic改正をされております。

その他産業経済関係の病害虫の防除対策費、これは、国都の補助金で来ていましたけれども、

零細補助金ということで 58年度からカッ卜をされているということでございます。

その他選管関係につきまして、常時啓発費、これも園都補助金でございますけれども、 5 8 

年度からゼロになっている状況でございます。

それから、 5番目の国保関係については、もし、市民部長の方からできましたらお願いした

いというふうに考えております。

次が、 6番目のいわゆる職員の人員増に対する市の事務事業に対する関係でございます。こ

れは部別に示せということでございますけれども、私ども今まで事業選択をする上で、もちろ

ん今後の運営費、それから、人件費、こういったものはどうなるかということは、十分検討す

るわけでございますけれども、その検討の中で、改善をするということで、人件費がかかるか

ございます。

8番目のこの厳しい状況の中での今後の自治体の運動でございますけれども、今までも都道

府県段階、それから市の段階、それから町村段階、これで首長と議長の関係、これ関係 6団体

と称しておりますけれども、いままで強力に国の方にもろもろの要望をしてきたわけでござい

ます。今後も先ほどございましたように、昭和 60年度の国の予算については、非常にいまま

でとは違った厳しいものがあるわけでございます。こういった関係 6団体Kあわせまして、教

育関係で言いますと、施設整備期成会というようなものもございます。そういう団体等あわせ

まして、固に強くこの国の行政改革が自治体なり、あるいは市民K負担のならないようなそう

いう運動を強く展開をしていかなければいけないというふうに考えております。以上でござい

ます。

。議長(高橋通夫君〉 市民部長。

0市民部長(加藤一男君) それでは、御質問の第 5点の問題Kつきまして、私の方か

らお答えをさせていただきたいと思います。

このこと Kつきましては、過日の議案第 86号と 87号の時点でごく概略を御説明をさせて

いただきましたけれども、御承知のように、 8月の 7日iζ健康保険法の改正がございまして、
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それに伴いまして、国保会計、並びに条例関係にもその改正の必要が生じたということで、今

回の追加議案で御審議を賜っておるわけでございます。大きく今回の健康保険法の改正の中で、

国保に影響する部分は、退職者医職者医療制度が大きく変わった点でございます。提案理由の

際にも申し上げましたよう花、退職者医療につきましては、給付は、本人 2割、家族 3割とい

う御説明をさせていただきました。そういうふうに大きく変わってまいるわけでございます。

退職医療制度の問題でございますけれども、国保会計iζ及ぼす影響は、 一応な ~\o 国保会計lζ

及ぼす影響はないと判断を私の方はいたしておるわけでございます。それは、医療費から退職

者医療の該当者のお納めいただきます保険税を引きまして、その差額は、被用者保験いわゆる

会社等のあるいは共済組合、そういうところから国保会計に交付をいただきますので、直接は

国保会計K退職者医療制度が生れたことによ っての影響はないというふうに判断をいたしてお

ります。また、詳細につきましては、厚生委員会等でいろいろ御説明をさせていただきますけ

れども、退職者医療制度については、そういうふうにお答えをさせていただきたいと思います。

ただ、今御質問者も質問の中で申されておりましたように、今回のいわゆる国庫補助の関係が、

従来の医療ペースの補助金から給付ペース の補助金に変わったということでご ざいます。つま

り従来は、医療ペース の40%が、国庫補助として国保会計に交付されましたものが、今回は

給付ペースの 50%が国庫補助として交付になるということで、そこが変わった点でございま

す。具体的に申し上げますと、例えば 100円の医療費に対しまして、従来は 40円の国庫補

助がございました。ところが、今回は、いわゆる給付ペースでございますから、 100円の医

療費に対しましては、御本人が 30円の負担をしていただいておりますので、 7 0円という数

字が出てまいります。これの 50%の数値、つまり 35円これが国庫補助となるわけでござい

まして、そこに今回の改正に伴う国庫補助の変化が生じておるわけでございますが、御質問の

中にもございましたように、退職者医療制度が生れる ことによって、 厚生省の役人が言ってた

という御発言もござ いましたけれども、調整交付金制度が生れてまいりました。これが従来の

5弼よりも上昇の率を示しておりますので、果たして当市の国保会計にどの程度の調整交付金

が来るかは、目下のところは、私の方では積算できないわけでございます。議案提案の際にも

申し上げましたが、詳しくは 12月ごろの時点忙なりませんと、国保会計のいわゆる数値のつ

かみはできないのが現状でございます。目下保険年金課の職員といたしましては、退職者医療

の該当者がどのくらいいるかということもまだ確実な数値はつかんでおりません白おおよその

数値は1.0 0 0から 2.000の範囲にそういう該当者がいらっしゃるんではないかということ

でございますが、その退職者医療の該当者Kも、数値によって調整交付金の交付金も変わって

くるようでございます。そういうことで、その点は明確にお答えをできませんが、 1 2月ごろ

の時点で笑積を見てお答えをできる、また、御報告もする場もあろうかと思います。そういう

ことで、いわゆる国庫補助Kつきましては、そういう医療ペースから給付ペースに変わったと

いう点は、若干の国庫補助の減額がございます。ただし、それを賄う調整交付金がどう変化を

してくるかということは、目下のところわからない。いましばらく御猶予をいただきたいとい

うふうにお答えをさせていただきます。

0議長(高橋通夫君〉 竹ノ上武俊君。

02 2番(竹ノ上武俊君〉 それでは、第 6点について企画財政部長から少し触れられ

たようでございますけれど、もし、総務部長の方で何かっかんでいることがあれば御答弁いた

・だきたいと思いますが、いかがで:しょうか。

0議長 (高橋通夫君〉 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君〉 御質問の 6点、 7点にわたろうかと思いますけれども、そ

のことで御説明したいと思います。

先般の米沢議員の御質問iどもございましたように、やはり市の職員につきましては、行政需

要の多様化に伴いまして、各部課から職員増の要望はあるわけでございます。これらをいかK

受け とめ、あるいは適正配置をしていくか、こういうことで一応庁内でいろいろ管理職iとより

ます会議を持ちました。そう いう形で一応会議を持ちまして、組織の統廃合とか、あるいは法

令の制定改廃による増員とか、減員、あるいは機械化lとより処理できるもの、あるいは新規事

業の開始、または事業の終了lとより増員、減員が生じるもの、こういうような詳細な項目にわ

たりまして、各部課の意見を徴しております。それを調書をもとに 2日聞にわたりまして、市

長、助役、その他関係部長が出席をいたしまして、いろいろ各課の原案のヒヤリングを行った

ところございます。これらの原案につきまして、今集計中でございますので、そういう作業が

進んでいる、こういうことでございます。以上です。

。議長 (高橋通夫君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君〉 それでは、再質問ということで、一、二またお答えをいた

だきたいと思います。
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第 1点は交付税との関連でございます。行政需要という点で、具体的な項目を挙げての説明

というものはないわけでございます。しかし、鈴木東京都知事でさえも、さえもというのは、

自治省官僚であったし、都市経営論ということで、臨調・行革路線の先取りを東京都でしょう

と決意した都知事でございますけれども、交付税とか、行政需要についての算定基準について

は、東京都には特殊性があるんだということを政府に対して、鈴木都知事でももの申している

わけでございます。そういう点では、やはり日野市の財政をあずかる担当の部長や課長さんた

ちは、そういう点については、市民の立場に立って、どういう行政需要というものを交付税の

中に、算定してもらうんだということは、常々検討、研究をしてし 1かなきゃいけないと思いま

す。東京都などは、例えば観光客は、どこか品川あたりの温泉に数百名来るだけという算定で

やっているそうですが、何百万という人が東京lとは観光客がある。それに対する行政としての

対策というものがあるんだ、こういうようなのも一例として出しているわけでございます。日

野市にもそういう観点でいけばし 1ろいろと私は、研究、工夫して今の需要額、収入額の基準を

いろいろ変更していく根拠になるものが、出て くるのではなし 1かと思うわけです。さらに、重

ねまして今まで一般質問で出ている要求を並べてみましても一刻も早く急ぐものとして、市議

会議員の皆さんが訴えておられます、 ドームっきの野球場をつくれとか、あるいはプラネタリ

ウムというのが日野市に必要ではなL、かとか、水族館が必要だとか、大成荘を早く改築しろと

か、市民プーノレも早く改善して、多摩や府中のように流れるプーノレぐらいには日野市もしたら

どうだとか、スポーツ、公園、球場はもっともっとふやしたらどうだとか、保健センタ ーあり、

老人のための伺といいますか、老人ホームみたいなこのものとか、さまざまなことで具体的な

提案が数え切れないほど出ているわけでございます。さらには、また下水道の建設に対しても、

日野市に本管が入ってくるとか、処理場が具体的にできる問題Kついては、補助金の制度があ

りますけれども、さしあたっての下排水のそういうものについては、市の独自の予算でやらな

ければ、 1円も補助金は来ないというようなこういう矛盾した制度などもあるわけであります

ので、その辺を考えると日野市が年々 2億から 5億という金額でございましたか、政府から来

ていた交付税が来ないということは、非常に痛手になるはずでありますので、この辺について

は、もっと突っ込んだ検討を私は、担当の部長以下がなさるべきである、それについて入手が

不足なら、人手も要求をしていただいて、研究をしてやっぱり政府に迫ってし 1く、このことが

必要ではな~¥かと思うわけでございます。もう一言あれば、御答弁をいただきたいと思います。
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それから、第 2点目といたしまして、今、福祉、教育全面にわたりまして、東京都と国の補

助金のカット総額が御説明がありました。これを最近 5年間ということで、総額にいたしまし

て、日野市民の数で割れば、 1人当たりどのくらいになって、市民の負担がどれだけふえたか

なというようなことをかねがねお考えであるとすれば、お答えいただけると思いますので、 1 

人当たりでは、どのくらい負担がふえたのかということを部長の答弁として、ひとつお願いを

いたしたいと思います。

また、もう一つは、これは病院事務長にも通告はしておきましたけれども、詳しい質問では

ございませんが、今度の東京都に対する公立病院の要望書というものが、市長会から出ており

ます。こういう，点について事務長が考.えている点があれば、その点についての御意見をお聞

かせをいただきたいと思います。以上、一応再質問としてお答えをいただきたいと思います。

O議長(高橋通夫君〉 関係部長答弁。企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君〉 御質問の通告の中花、交付税と~¥うことで、御指摘

をいただけれは¥いま少し資料を整えたわけでございますけれど、細かい資料を持っておりま

せんo 概略を私の方から、手持ちの資料だけで申し上げたいと思います。

まず、交付税の問題でございますけれども、先ほど、私 32婦の問題、それから算出基準の

改善の問題を申し上げました。現在、日野市が交付税のいわゆるもらう差額といいますか、ど

のくらい差があるかということを申し上げたいと思います。 59年度予算Kつきまして、試算

をいたしました。この試算によりますと、基準財政収入額、それから、需要額この差が 21億

4.800万円でございます。この差をいわゆる 32婦のアップ、それから、内容の変更で埋め

るということは、非常にむずかしい数字だというふうにお答えをしておきたいと思います。

それから、 2番目のいわゆる園、都の補助金の削減に対するところの市民 1人当たりのいわ

ゆる負担増ということでございますけれども、これは理論的には、計算をして出ないことはな

いと思いますけれども、恐らくこれは膨大なコン ピュターなど使わなければ、膨大な資料を集

め時間をかけないと出ないのではな~¥かというふうに考えております。国のいわゆる制度の後

退、都の制度の後退等κついての今までの市の対応は、負担としては、肩がわりを市がしてい

るということは~¥えると思います。ただ金額的に幾らということになりますと、なかなか数字

は出ないのではないかというふうに考えております。

。議長(高橋通夫君〉 病院事務長。

-401-



0病院事務長(佐藤智春君 〉 御質問の公立病院の運営費補助金ということでござい ないかと思いますので、まことに忙しい職場の実態もよくわかります。しかし、私は、立場と

いうものをもう少し考えてこれからいく必要があるのではないか、そういうふうにして市の職

員が、幹部から全職員K至るまで、 行政の実務を担当し、そういうこ とに生きがいを見出して

頑張っていけば、市民も評価をする、こういうことになっていくと思いますので、若干数字K

は専門家でもないし、職員の幹部の皆さんlど対しては後輩でもありますけれども、市民の気持

ちを率直に私は、そういう点でお伝えし、要望していきたいと思うんです。そういう点から考

えますと、今度の政府と都の補助金の打ち切りによって、市民の負担がどのくらいになるかと

いう こともいろいろの答弁の仕方があるわけでございます。私が、今暗算をしたところでござ

いますので、これは、そういうことということで、数字lζは間違いもあると思いますが、理解

をしていただきたいと思います。そういう立場κ立ちますと、昭和 54年から 58年日野市が

示した数字でもこの義務教育教材費、理科教育等設備費、そういうのから入れまして、老人ク

ラブの運営費、あるいは老人家庭奉仕員のカット、特に保育所関係、こういうものは多額なカ

y トがなされているわけでございますO これらを合計いたしますと、公立学校の施設費の点も

加算をした形でいたしますと、大体 18億円になっております。この 5年間で 18億円の補助

金の削減があったわけでございます。これを大体 15万で割りますと 1人 1万 2.000円ぐら

いではないかと思います。ですから、 4人家族ということになりますと、 4万 8，000円、こ

ういうふうにして補助金のカットというものがなされました。もし、今、部長が発表いたしま

した数字というものが、具体的な絶対的な数字でありますし、制度の改悪もあったわけでござ

いますので、これが以前のとおり来ていれば、 18億円日野市κ入ってきているわけでござい

ます。そういう点で、この 5年間で 4人家族で 4万 8，000円も負担がふえた。これは税金で

負担したということになるわけでありまして、私は、こういうふうにすれば膨大なコンピュタ

ーとか予算を使わなくてもある程度市民にわかりやすい今のにせ行政改革の実態というものを

示すことができる、こういうふうに述べたいものでございます。また、さらに市民部長の答弁

でございますが、これも若干努力不足ではないかというふうに私は、思うわけでございます。

自治省に行くに当たりまして、 26市の調査をいたしました。 9月 6日以前に、 1 5の市は、

国民健康保険会計への影響額というものを正確な数字でその時点でわかる範囲で、出していた

だいたわけでございます。そして、また老人保健会計への影響額、退職者医療制度の創設K伴

う国保の軽減額、負担額、 こういうものも明らかになりまして、総体として、たとえば八王子

ます。それは、申し上げますと、実は、 49年度からの補助金でございまして、当時 49年度

は l床当たり 30万円というようなことでございます。それから、年々 52年度になりまして

4 0万円、それから、 56年度からは 45万円という こと で、さらに、 57、 58、 59と5

万円ずつ 1床当たりの補助金が増額をされております。本年は 55万円から 60万円にな った

ということでございます。さらに、この問題をどう考えておるかということでございますけれ

ども、この病院の運営費の補助金につきましては、市長会、あるいは三多摩島l興の公立病院の

運営協議会、日野の市長が副会長をや っておりますけれども、これらの機関の中で、常Kこの

問題を論議されております。先日も市長が東京都へ参りまして、財務局長、あるいは衛生局長

とお会いになりまして、この件も特に日野市長から増額要請をされているようなこともござい

まして、実は、 60年度につきま しては、とりあえず 70万円K してほしい、こんなような陳

情も出されております。そう いうことで運動は、精力的l乙三多摩・島l興公立病院運営協議会等

を通じまして、やっておる という のが現状でございます。

。議長(高橋通夫君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君〉 今の 2人の部長さんの答弁は、私は非常に不満でございま

す。それはなぜかと言いますと、やはり革新自治体というのはすばらしいものでありますけれ

ども、もちろんまだ若々しい自治体でございますので、いろいろ弱い点もあるわけであります。

弱い点は弱い点なりにすぐにこれを改善をしていくというのが、また革新市政のいいところで

ございますので、そういう点で私は、きょうの質問もしているわけであります。この行政需要

という点について、今の自治省が示している基準財政需要額や収入額、こういうと ころでいろ

いろ工夫してみても私は、数字を変えたりごまかしたりということは、これは自治省の役人や

東京都の地方課もベテランぞろいでございますし、日野市iζ優秀な企画財政の職員の方が多い

と思いますけれども、太刀打ちは、私はできないと思うわけです。そういう点で、もしできる

とすれば、私は、市民の立場に立つ、やっぱり観点を広くして、どうすれば交付税を憲法の原

則どおり、あるいは、地方交付税のこの何といいますか、原点、そういう立場から獲得してい

くことができるかという、やはりそういう立場に立って、研究をし、調査をしていかなければ

いい知恵は出てこないのではなし 1かというふうに思うわけでございます。今、地方自治体の職

員に市民が望んでいるのは、全体の奉仕者ということの本当の意味は、私はそういうことでは

つ臼ハUA
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は、約 10億円の住民負担がふえる八ノだ、そのためには国保税を上げざるを得ないんだ、 こう

いうような調査結果をお届けいただいているわけでございます口そういうふうにいたしまして、

保守だ、革新だという ことは申しませんけれども、もう少し、私は市民の立場に立って、今の

政府の行政改革の姿というのが、本当に市民にプラスになるのか、マイナスなのかという こと

を市民に明らかにしてしえ仕事が、市の職員の仕事ではな~¥かと思います。そういう点で、 こ

の前の補正予算の説明から概算するに、私は、国保会計への負担は、 1億 9，0 0 0万円ほど日

野市もあるんではな~"¥かというふうに推測をいたします。もし、この推測が当たると、さらに

これを 15万人で割りまして、この 5年間という計算でいくと 5万 3.000円の 1世帯当たり

の負担増という形になっているんです。これは、実際iζ市民税その他がふえていく中で、いろ

んな形で市民の負担になってきております。そして、 これはさらに来年国の補助金が全部 1割

カットということになってまいりますと、市民が、結局は政府の行政改革のっけを一世帯 5万

円だ、 1 0万円だというような形でしょっていかなければいけない、 こういう ことが数字上も

明らかになってまいります。そういう点を私は、今後はやはりそういう市民の立場で市の部課

長の皆さんや職員の皆さんが、その行政改革の実態というものをとらえていただしその上で、

作動すれば行政改革を日野市としては、しなければいけないんだという本当の意味の行政改革

の方向、市民が望む行政改革のあり方というものもまた生み出されてくるわけでございます。

ただ、今ある人員をやりくりして何とかしようというような ことでは、これは、市の職員も率

直に言うことを聞くはずはありません。ですから、市民の需要が幾らふえてきても、部長さん

課長さん心が痛むだけで、これは、なかなか市民の需要Kこたえることができないわけでござ

います。やはり、私は、そういう点でこれからの自治体の職員という方は、やはり国の政治の

あり方、行政改革の本質、政府の予算案、こういうものもるるもっともっと研究をしていただ

いて図っていかなければ本当の行政の実務というものはできないのではないか、このように信

八ノじるものでございます。たとえば病院事務長にも一応病院事務長と御指名はしておきました

けれども、細かい質問ではございませんでしたので¥ベットに対する補助金についての御答弁

でございました。この点でも増額を要望し、そのほかにも議員の私どもにお配りいただいた中

K、 3項目ほど具体的な要望などが出ておりました。それは、施設整備に対する都の補助金を

つけてくれということですね。それから、大型の施設整備Kついても補助金を創設してくれ、

地方自治体は困っているんだ、そういう中で、東京都や国が施設整備についても補助金を見て
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ほしいというのがあるわけです。そういう点が実現をしていけば、私ども市議会が要望してい

る市立病院の充実もさらに一歩進んでし 1く、こういう道が開けてまいります。さらに医療機器

の問題については、以前は、東京都から補助金が出てきておりました。それが、もう既に打ち

切られております。そういう ことで今度も医療機器の新設に当たっても、補助金を復活せよと

いうことが、市長会として、東京都に要望が出ているわけでございます。そういう点にもやは

り私は、行政lζ携わる者、市議会関係者、いろんな方々が目を向けていくということが、私は

市民の要望に こたえていく道ではないかというふうに思います。ですから、行政改革というこ

とで、いろいろと議員の皆さん方から、質問が出ております。日野の市の職員iζ対する賃金体

系の改善についてもいろいろな意見が出ております。退職金も出ております。私は、時間もご

ざし 1ませんので、その点は簡潔にして、また次回iζ譲りたいと思いますけれども、市の現在の

この通し号俸制というものが、どうやって決まってきたかという点も、いかにも森田市長が当

選して第 l期の初仕事が、市の職員組合なれ合いのこの通し号俸制の制定であるというふうに

見る方もいらっしゃるようでございます。保守が提案したから、間違いだとか、批判するとか

いう立場には、私は立ちません。ただ歴史的事実というのはあるわけでございます。昭和 47 

年、 48年の会議録をつぶさに読んでみますと、当時の古谷栄市長が、日野市の賃金が低い、

職員の勤務意欲を向上させたい、労働組合とも話し合いをした~"¥。そういうことで、不十分通

し号俸制というものを積極的に提案をして、当時の総務部長のあの篠崎さんあたりが、盛んに

議会にお願いをして、満場一致で、その方向を昭和 47年K確認をし、森田市長が当選したと

きが、たまたま第 1回の定例会ですから、そこで可決をしたといういきさつでございます。当

時には前向きの点もあったわけでございます。しかし、私どもは、直ちに 1975年に市長に

も提起し、自治労とも論争いたしましたように、いろいろの賃金体系でも矛盾がある、あるい

は退職金制度、職場のあり方にも矛盾があるということで、具体的な提起もし、論争もしてき

ております。そういう歴史を踏まえて、単にあれこれの部分だけをとって改善を迫っても私は

解決をしない。そういう点で、賃金体系というものを日本の公務員の労働者の歴史があるわけ

でございます。公務員法の歴史もある、公務法の歴史もあります。そういうものも十分配慮し

た上で、労使関係を尊重しながら、正しい市民が納得のいく賃金体系というものを望むべくそ

ういう道筋、そういう私は、行政改革のあり方というのは、あるというふうに思うわけでござ

います。きょうは、この点については、時間の関係でまた次回に譲りたいと思います。そうい
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うようなるる私が申し上げましたような立場から、本当に市長以下が、今の政府、あるいは東

京都も含めた、いわゆる行政改革、この路線K対応していくべきであるというふう K思うわけ

です。最初に申し上げましたように、これは、党派を超えて戦後私どもが多くの犠牲の上l亡、

あるいは運動の上にかち取った憲法であり、地方の財政制度であり、地方交付税法であり、地

方財政法でございます。そういう当初でき上がった理念というものを守り抜いてこそ、日本の

歴史が憲法が目指す方向にいくわけでございますので、私ども議会も本当に真剣に、今回の補

助金削減Kついては、立ち向かっていかなければいけないし、また、市当局にもその点を望む

わけでございます。最後に時間がないようでございますので、市長K一言全体Kついての御答

弁があれば、お聞かせをいただきたいと思います。

0議長 (高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 ごく簡単にお答えをいたしたいと思います。

行政改革の問題を通じて、地方と中央が敵対関係にあるというふう Kは思っておりませんが、

今の中央政府の動向は、ある程度権力の集中を図る傾向の中で、地方に力づくの施政を申し込

んでいるということは、理論的lといえるかと思っております。 この財政再建のこともあります

し、行政改革の問題は常に古くて新しい課題でありますし、絶えず行政をあずかる立場からい

えば、市民lζ最も正確に対応する行政機能を維持するために、関心を払っていかなければなら

ない大切な課題であります。どちらかといいますと、経済成長の著しかった時代、あるいは経

済成長が低下している時代、おのずから行政サービスという面では、財政的K見直しをしなけ

ればならないものがある、これはやむを得ない事実であるというふうに考えております。

それから、我々が絶えずみずからを正すことから市民に理解をお願いする立場にありますの

で、なるべく健全な行政体制を保ちながら、中央の指図ということではなくて、自主的にやっ

ていかなければな らないわけでありますけれど、とかくすると、そのあたりに若干の盲点もみ

ずから反省しなければならない、こういうことも今日の課題として、考えなければならないと

思います。したがいまして、民主主義を最も中心とする我が国の憲法の制度から言いまして、

この中央と地方が国民と市民に対する責任のある行財政のもとで、そして、平和を維持しながら、健

康で文化的な生活の保障のできる、そういう行政サービスをするという観点から、絶えずものを

正確に考えて見直していくということについては、私は異論のないところであります。日野市

の場合を翻ってみますと、確かに弱点もあるわけでありまして、もっと理論武装をして、そし

-406-

て、反論すべきは反論するという能力を持ちたいわけでありますし、市民とともにまた運動を

展開していくべき課題もあると思っております。そういうことを通じまして、今後我々も一層

努力をし、議会の御理解と市民の御理解をお願いをしてしえ、という立場iとあるというふうに

考えております。

0議長(高橋通夫君〉 これをもって 15の し 6 0年度予算編成に向けて臨調「行革」

路線と市民lζ与えるマイナス影響について問うに関する質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩をいたしたいと思いますが、これに御意議あ

りませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

。議長(高橋通夫君 〉 休憩前に引き続き会議を開きます。

午前 11時 40分休憩

午後 1時 9分再開

1 6の 1、ひとり暮らし老人の対策についての通告質問者、鈴木美奈子君の質問を許します。

C 1 3番議員登壇〕

01 3番(鈴木美奈子君〉

それでは、ただいまから一般質問を行います。

まず最初iζ、ひとり暮らし老人の対策についてでございますが、 9月 15日の敬老の日を中

心にいたしまして、一斉Kあらゆる場所で、テレビまた新聞など老人問題が取り上げられまし

た。テレビをつければ全国の各地でお年寄りのいろいろな活動が報道されておりますし、また、

新聞を見れば、特集が組まれております。しかし、わずかこの 1週間の間だけ、お年寄りに表

面的だけな温かい目が注がれたのではないかというふう K思います。いつものように、毎年敬

老の日を前にして、高齢者の方の自殺が報道されます。私は、それを見るたび、その自殺をし

なければならなかったお年寄りの気持を察しますと、どうしてもこれは長生きしてよかったと

喜びあえる社会を私たちの手で、特に、私は共産党の力で今の自民党の悪政では、そういうお

年寄りの施策を後退させる中では、どうじても私どもの役割が大きいなということをつくづく

感じるわけでございます。 crそのとおり」と呼ぶ者あり)また、最近では、多摩平団地でも

お年寄りのひとり暮らしの方が亡くなられ、 4日間ほどそれがわからなかった、そういうこと
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が実際にあるわけでございます。日野市でも老人憲章がつくられ、私は、市長がいろんな老人

の集いのところに出ますと、暗記なさってそれをずっと 1章から言われます、さすがだなとい

うふうに思うわけでございますが、まだ、日野市でも施策が進んでおりますけれども、全国的

花見ると、前進しているそういう自治体もありますので、ぜひこういう自治体にも学び、そし

て、同じ到達点にいくように、そういうふうにお願いしたいと思います。また、自治体だけで

は、とてもできないいろいろな施策があるわけですので、国の問題でもあるわけです。老人福

祉法ができまして、第 2条では、老人は多年にわたり、社会の進歩に寄与してきたものとして、

敬愛され、かつ健全で安らかな生活を保障されるものとする。第 3条では、老人は老齢に伴っ

て生ずる心身の変化を自覚して、常lζ心身の健康を保持し、その知識と経験を社会Ie:役立たせ

るように努めるものとする。 2、老人は、その希望と能力と K応じ、適当な仕事に従事する機

会、その他社会的活動に参与する機会を与えられるものとする。 こういう ふうに述べられてお

ります。 これに関連して、憲法の第 25条でも、また、 27条でも勤労の問題、健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利、こういうものが述べられているわけでございますが、現実では

どうかといいますと、立派な基本的な理念が強調されておりますけれども、この法律が生かさ

れていないのが、今の制度ではないでしょうか。今日、特にことしは、敬老の日を迎えた方が

1， 1 0 0万人を超えました。戦争を体験し、戦後の復興に力を注いできた高齢者の皆さんが望

んでいるのは、二度と戦争のない平和な世の中であり、健康で安らかな老後を送りたい、こう

いう願いだというふうに思います。しかし、老人医療は有料化にする。また、寝たきりになっ

たときやぼけ症状が出始めてきたときに入りたい、特別養護老人ホーム、これは全国でわずか

1， 3 2 8カ所、これは 82年の統計ですけれども、ベット数は 9万 9，400床、在宅の 65歳

以上の寝たきり老人が三十数万人、ぼけという言葉は言いたくないわけですけれども、ぼけiと

かかったお年寄りの方も 40万人もいらっしゃいます。とてもこれでは特養老人ホームなど入

れる状況ではないことは明らかであります。そして、こうした方たちをだれが見るか、これは、

いろんな本などを読みましでも、また、テレビなどでも報道されておりますけれども、妻か、

夫これももう高齢です。あるいは長男の妻が介助する、そのために家庭崩壊が、今、本当にい

ろんなところに出ている。こういうことが明らかになり、皆さんもこれを御存じの方もいらっ

しゃると思います。老人問題は、婦人問題だと言われるくらい、この問題は、とても深刻な問

題です。こういう中で、福祉、教育は切り捨てろということで、臨調行革で、どんどんお年寄
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りが、今まで進めてきた施策が削られる、お年寄りがもっと大切にされる。こういう日が、わ

ずか敬老の日 1日だけでなく、日常的にみんなの自の届くところで、温かい手が差し伸べられ、

そして、孤独感を味わうことなく、社会全体が、みんなが私たちを見守ってくれるだろうとい

う、そういう思いが持てるこの町を私は、ぜひ日野でつくっていきたいというふうに考えてお

ります。そういう意味で新しい提言もいたしますし、ぜひ積極的な答弁をお願いしたいと思い

ます。

まずーっ目 iとは、おはよう牛乳、また食事のサービスの実施でございます。こ のおはよ う牛

乳は、一声かけるそうことが事故防止にもなる、また、人と人との触れ合いにもなりますし、

あるいは今、スーノマーなどでは、牛乳が紙パックに詰められて売られているためK、販売庖の

方々にも大きな影響も出ているというふうにも言われております。また、給食サービスをやっ

ているのは、今、かなり全国の自治体でも数が多くなってきておりますけれども、この三多摩

でも武蔵野が、革新市政の前からもうやって、ことしで 11年自に入っております。栄養のバ

ランスのとれた食事、そして、ひとり暮らし老人とボランティアとの対話、孤独感の解消にな

るということで、大変喜は、れているこういう事業です。日野市では、日社協で 1年にたった 1

回だけ、こういうことでございますが、ぜひ私は、これは 2回目の提案iとなると思いますけれ

ども、食事のサービスをぜひ日野でもやっていただきたい、これが 1問自の質問でございます。

2問目の質問は、ホームヘノレバ ーの充実です。ひ とり暮らし老人』どやっぱり一番必要なのは、

ホームヘノレバーだと，思います。なかなかお年寄りの方と接触する、またお話するのも気難しい

方もいらっしゃるでしょうし、おうちに入るのもいやだって言う方もいらっしゃるでしょうし、

いろいろと大変だというふうに思いますけれども、 5 9年度予算でもホームヘノレパーが、 20 

人予算化されておりますけれども、この 20人の方たちが、全員きちっとホ ームヘノレパーの役

を果たしていらっしゃるか、きちっと 20人介の活動、こういうことがやられているかどうか、

まずお尋ねいたします。

3番目は、緊急通報システム体制の問題です。緊急通報システムがあれば、事故が起きたと

きに、すぐに何らかの形で市の方でもいいし、消防署の方でもいいし、病院でもそういうとこ

ろにも通報ができる。そして、対応もすぐにできる、そういうことができますけれども、武蔵

野や保谷では、 2年前にこれを実施した。 ペンダン トを押すだけでよい、そういう システムが

あります。近く都も実施の方向も出されておりますけれども、日野市でもこれを具体的にひと
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り暮らしの方たち、お年寄りだけでなく て障害者の方もこの緊急通報システムがあれば、安心

して毎日が送れるのではな~ iかと思いますので、どのように考えていら っしゃるかお尋ねしま

す。

4番目は、住宅の提供です。この住宅問題は、 6月議会でも取り上げましたけれども、再度

また私は、 これを取り上げるわけです。その後いろいろと全国的な施策なども調べてみますと、

ただ単に中野方式だけではなくて、それぞれユニークなシステムでホ ームなどを建設している。

京都の嵯峨野でも、高齢者地域住宅、広島でも定員 6人のミニホーム、こういうこともやって

おりますし、まだ、いろんなところを施策を調べますと、住宅問題では、ホームとの兼ね合い

も含めて、住宅の問題に取り組んでいる自治体がありますので、私は、これは日野市が本当に

やる気があればできる問題ではな~ ìかと思~ iますので、重ねてお尋ねいたします。

最後の 5番目の問題は、軽費また養護の老人ホ ームの建設です。特別養護老人ホームも必要

ですけれども、寝たきりだとか、病気だとか、そういうことにかかる前のこういう軽費養護の

老人ホームの建設がぜひこの日野市でもできないか。これは、前にもいろんな方が議会でも質

問なさっていると思いますけれども、私は、ぜひこういうことで家族関係のうまくし 1かないお

年寄り、また、住宅事情の悪いお年寄り、ひとり暮らしK不安を持っこういうお年寄りが、ぜ

ひこういう軽費や養護の老人ホーム花入れたら、どんなに幸せかというふうに思います。そう

いう点で 5点についてまず質問いたします。

0議長(高橋通夫君〉 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 ただいまのひとり暮らし老人対策についての御質聞にお答

えいたします。

現在、日野市には、 269名のひとり暮らし老人がおられます口この方々 K対する福祉的な

施策、福祉としては、施設福祉、あるいは在宅福祉ということでの推進が必要であるというぐ

あいに考えております。特に在宅福祉につきましては、幾つかやっているわけでございますけ

れども、必要な援助をしていくということで、喜ばれている面も多いじゃないかと思います。

現在日野市の福祉部で老人の意識調査を実施しております。この結果が、出てくる中で、施策

の検討をさらにしていきたいというぐあいに考えておるところでございます。先ほど、御質問

のまず 1点のおはよう牛乳、食事サービスの実施でございますけれども、このおはよう牛乳に

つきましては、健康を推進する、あるいは安否を確認する、愛の一声運動という形での事業を
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進めているところが、都内では、すでに区市あわせて 8力所にな っております。これは、業者

に配達を依頼するものでございますので、全額が自治体の負担というところが多うどざいます。

ひとり暮らしがふえる中で、行政だけでなくて、市民にも関心を持っていただくということで、

市民の協力もいただいて、この実施を検討していきたい、というぐあいに考えております。し

かしながら、牛乳Kついては、いろいろとお好みもあるようでございますので、どのようなサ

ービスをするかということにつきましては、今後の検討を待って答えを出していきたいという

ぐあいK考えているところです。また、食事サービスlとつきましでも週に l回か 2回、または

月 1、 2度という程度の違いはございますけれども、もうすで花区部では、 1 3カ所、市部で

は 14カ所が実施している。先ほどの武蔵野市もその一つでございます。費用は、老人が一部

負担するものと、負担がなくて市の負担というところがあります。調理、配達はボランティア

によるものが多いということで、中には社会福祉法人、あるいは病院とか、業者によるものも

ございます。この食事サービスを実施する中では、特!cボランティアの組織化という問題が出

てくるわけでございますので、そこら辺のところも今後の大きな課題になっていくだろうとい

う具合K考えております。継続的にこの給食サービスを続けていくということになれば、かな

り息の長い仕事でございますので、 しっかりしたボランティアの組織化、あるいは訓練という

ものも必要になってくるんじゃないかと思っております。

次lζ、緊急通報システムについての御質問がございましたけれど、この緊急通報システムK

つきましては、 5 9年から東京都が 65歳以上のひとり暮らし老人で身体的に慢性疾患がある

というような方、あるいは内部疾患があるというような方に対して、日常生活を営む上で常時

必要な注意をするということで、こういう方を対象として、緊急通報システムということで開

発されてまいりました。現在、既に文京区と小平市と調布市が 59年度から 100世帯を実施

するということで、実施の計画に入っております。武蔵野は、既に実施しておりますので、新

しく文京区、小平市、調布市が加わってきました。 60年度からは、約 400世帯を対象とし

て、都は働きかけるということでございます。全都で、東京都が計画しておりますのは、 4，500

世帯ぐらいを対象として実施するということでございます。これについては、ペンダン卜をか

けまして、それで何かの危険の際Kは、本人がお知りいただいて消防署の協力をいただいて、

ケアするということでございますけれども、費用は、 1台 25万円ということで、これにつき

ましては、東京都が 2介の 1、市が 2分の 1の負担ということです。東京都は、現在、社会福
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祉総合センタ ーにこのセンタ ーを置きまして、実施する という ことでございます。今後ひとり

暮ら し老人等がふえていく状況の中では、このような問題については、積極的にやはり検討し

てし 1く必要があるだろう、先ほどのおはよう牛乳、あるいは先般、御質問のありま したおはよ

うヤクルトのような形での問題等を含めまして、これはひとり暮らし老人一つの対策として検

討していきたいというぐあいに考えております。

住宅の問題で御質問がございましたけれども、先般の議会でもこの問題Kついて、老人アパ

ートの御質問がございました。老人住宅ということでは、 先般新聞でも老人の下宿というよう

な形でやっているところもあると聞いておりますけれども、住宅対策としては、老人アパー ト、

老人下宿、 これは軽費老人ホームlζ準ずる形で実施しているところが多いわけでございます。

全都で 24カ所になっております。全都で実施しておりますのは、老人アノモー ト、老人下宿の

ほかに住宅資金融資制度、老人向けの民間住宅のあっせん、住宅手当て等で含めて全都で 246

所という ことで ございます。日野市におきまして も、高齢者の住宅改造資金融資資金の制度が

ございます。 58年度には 2件お貸ししております。このような住宅対策においては、防災、

衛生等の面で、いろいろと検討しなきゃならない条件も ございます。これにつきましては、先

ほども申し上げました高齢者実態意識調査の中に設問を設けておりますし、こ の中での調査の

結果を待ちまして、さらに検討していきたいという ことで考えております。

第 5点目の軽費及び養護老人ホ ームについての御質問ですが、これも先ほどの住宅問題と若

干関係のある問題忙なるだろうと思います。軽費及び養護老人ホ ーム K入 られる方は、あくま

で福祉事務所の措置として入られる ということでございますので、こ のひとり暮らし、あるい

は生活困難の状況になった方の御希望を受けて、実施していく施設という ことでございます。

これは、現在、日野市で養護老人ホームの希望者は、 1 4名、その他御質問Kありませんでし

たけれど、特養老人ホームの希望者が 39名ございますので、あわせて 53名の方が、何らか

の形で老人ホ ームに入所したいということで待機中でございます。東京都の中Kは、 68施設、

定員では 6，6 2 8人の老人ホ ームがございます。こういう中で、すでに満床ということでなか

なか入れない、待機中の方がますますふえてくるという ことでございますので、こ の軽費老人

ホーム、あるいは養護老人ホ ームの増設、あわせて特養老人ホ ームの増設等もますます必要iと

なった状況にございます。特花、軽費と養護の点忙しぼったような御質問でございますので、

これについては、寝たきりになる前の老人対策ということで、先ほどの住宅問題とあわせて、

われわれとしては、検討しなきゃならん。この施設ができることによって、一定の地域福祉の

キーステ ーション iとなる、 こういう面も考えられますし、それぞれ役割は違いますけれども、

今後の老人ホーム、あるいは特養老人ホ ームの建設κついては、重要な課題iとなってきておる

という ぐあいに考えておりますので、 この問題についても十分に検討していきたいと いうぐあ

いに考えております。

0議長 (高橋通夫君) 鈴木美奈子君。

01 3番(鈴木美奈子君〉 再質問いたします。

5点についての回答があったわけですけれども、非常に私は、この回答を聞いている中で、

他市や他の区の施策が報告されて、具体的に日野市ではこうするというのが、何らないわけで

す。私は、今、部長のおっしゃったことは、いろんな資料を調べておりますのでわかります。

私は、ですから、具体的に この日野市で本当にやるのかどうなのかとい うことは、回答として

いただきたいわけです。それで、再度質問いたしますけれども、 1番目の問題では、おはよう

牛乳、 これKついては市民の協力を得てやりたいとい うことですけれども、それでは、市民の

協力というのはどういう形で、本当に細かくてねちねちしたようで申しわけないんですけれど

も、私は、今回細かくちょっ とやらせていただきますので、余り気を悪くなさらないで回答を

お願いしたいと思いますけれども、市民の協力を得てやりたい ということですけれども、それ

では、具体的にどういうふうにやるのか。

それから、食事サービスについては、ボランティアの組織化が問題だということですけれど

も、社会福祉協議会のボランティアセンタ -icは、ボラン ティアの登録がされております。か

なりたくさんの方たちが、ボランテ ィアの登録をされており ますので、日社協の方でも、今、

年iζ l 回だけれども、これを 4 回ぐらい、 4 カ所ぐらいで分けてやれな~¥かしらという、そう

いうことも希望としては、あるわけなんです。そういう意味では、私は、これは日社協だけに

これを委託するわけKはt¥かないと思いますけれども、ボランティアの組織化ということにな

れは¥日社協の方にお願いすれば、これは、いろんな形で協力をしてくる方ももっと出てくる

のではないかというふうに思いますが、そのボランティアの組織化どういうふうにやろうとし

ているのか、それをお尋ねいたします。

それから、 3番目、緊急通報システムです。これも本当に寝たきりの方や、障害者の方は、

介助する方がいなければ、全く動けな t¥。そういう中で、もし、お隣にいらっしゃる年とった
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夫である方が、動けなくなったら、それをどうするかということ。それから若いお嬢さんだっ

たら、お母さんがそばにいなくなったどうしたらいl¥かということで、 本当に自分の命ともか

かわる、これは大きな問題なんです。つい先日も、新聞にも出ておりましたけれども、妹さん

も70を超しておりましたけれども、その方が亡くなって、 80を過さた痴呆老人のお年寄り

の方が、 4日間全くわからないでそのまま、妹さんが亡くなったこともわからないで発見され

たという例もあるわけですから、これは、本当に緊危の課題なんですけれども、東京都もやる

ことは、もちろん知っておりますけれども、もう既に文京でも、小平でも調布でもということ

で、 5 9年度 100世帯で実施計画K入っているということ iとなっていれば、特ι保谷や、先

ほど言いました保谷で、もほかのところでもやっておりますので、日野市がやる気になれば、私、

これやれる と思うんです。そういう点では、ぜひこれを対策として検討していくではなくて、

をやるので、その結果が出てからというふう lとおっしゃいますけれども、それでは、その意識

調査というのは、いつやって、それでいつ回答が出るのか、その辺をお尋ねいたします。

。議長(高橋通夫君 〉 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 ちょっと一つ御質問の回答を落としましたので、それをま

ず申し上げてから、お答えしたいと，思います。

具体的Kどうするかというそういうところまでお答えいただきたいと思います。

先ほどのホームヘノレパーの問題で、どの程度、 2 0名稼働しているかということでございま

したが、市の職員で、 3名老人lζ向けてのホームヘルバーがおります。ヘルパーさんと呼んで

おりますけれども、その 3名の方が毎日出ております。週 2回訪問して、 1固について大体 3

時間ぐらいの訪問時間でいろいろと家庭の用を足している。そのほかに民間の家政婦協会にお

願いをした方が 17名おります。この登録されている方をまた派遣しまして、御家庭のいろい

ろと用を、足りないところを補足するという形で援助しているということでございます。さて、

先ほどの再質問でございますけれども、おはよう牛乳にいたしましても給食にいたしましても、

この辺のところをどう実行していくかということは、一つは、老人の要求が一体どこにあるの

かということを私どもはっきりとつかみたいと思っていると ころでございます。先ほど申し上

げましたように、果たしてどの程度の方が牛乳でいいか、ある いはその他のものがいいかとい

うことについても検討しなけりゃならないと思っておりますし、また、給食についても、やは

り本人がその希望を持っているということが、やはり大きな問題であろうと思います。武蔵野

市で実施しておりますのもやはり本人の希望をとってやっているということでありますので、

やはりあくまでそういう点では、老人家庭の要求をもとにした施策として、一体何が必要かと

いうことでやるべきであると思っているところです。この辺のところを先ほど申し上げました

ように、意識調査ということで、今回実施いたしましたのでこれをもとにしていきたい。これ

をスタートとにしていきたいというぐあいに考えているわけです。これは、現在、調査を進め

ておりますので、 11月ぐらいには大体結果が出てくるだろう。予算編成には間に合うだろう

ということで、私どもは考えております。これをもと Kいたしまして、さらに何を当面実施す

べきかということで、必要とされる援助を施策として打ち出していきたいといらぐあいに考え

それから、 4番目の老人の住宅の問題です。私は、本当にこの老人の住宅、先ほども火災の

問題とか、防災、衛生、こういうことで検討してt¥かなければならないという ことですけれど

も、確かにそうなんです。だけど、おうちを貸せる大家さんにすると、お年寄りの方が、防災

のことで火事を出すんじゃなL可かとか、おなべを空炊した例なんかも聞いておりますし、そう

いう点では、本当に大家さんも心配であるけれども、お年寄りの皆さんも自分がそういうふう

Kなっちゃったので、後で因るな、そういう思いも持っておりますし、この住宅の問題は、切

実な問題で、私は、本当K何回も何回もやって申しわけないんですけれども、 このことをまた

取り上げたわけなんです。それで、この住宅問題は、先ほど、部長もおっしゃいますよう K、

私も軽費老人ホームとか、そういうことと関係がありますので、一緒K軽費老人ホ ームと、そ

れから養護老人ホームもあわせてでも結構なんですけれども、ここで住宅問題も解決できるの

ではないかというふうに思います。そういう点で、本当に軽費老人ホームに入る方たちのどう

いう方が入るかということなんかもいろいろ出ておりますけれども、やはり先ほど言いました

ように、 1人で過ごすのが大変だとか、寂しいとか、寂しいのは余り入居の対象にはなりませ

んけれども、いろんな形で、どうしても住宅がもうなくて入院しているお年寄りの方が、病院

を抜け出して、住宅を頼んで探して契約をしてし 1く、そういう実例もあるわけなんです。です

から、私は、 4と5とあわせてでもいいですけれども、ぜひ、この住宅問題を解決するために、

具体的に検討していただきたいと思うわけですけれども、最終的には、先ほど部長も意識調査

ているところでございます。

また、緊急通報システムの問題ですが、これは、先般、そういう不幸な事件がありました。

私どもも大変この問題は、今後の問題として、警鐘を鳴らされたということで、いろいろと真
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剣iζ考えているところでございますので、この緊急通報システムのやはりおはよう牛乳も同じ

ように、やはり老人の存否を確かめるという面もございますし、特iζ緊急、通報システムについ

ては、突発的な事件に対応するということもございますので、そういう意味で、若干違ってい

る面があります。そ こら辺のと ころは、十分に検討 していきたい口今後東京都が 60年度予算

でさらに推進するということになっておりますし、それに載っけて日野市がどのように実施す

るかという こと、今後の検討をしていきたいということで、まだこれをやるかやらないかとい

うことをまだ確定はしておりませんけれども、検討していきたいということでございます。

また、住宅の問題ですけれども、先ほどの幾つかの間題については、在宅ケアということで、

やはり御老人の要求K沿っ て必要な援助をしていくということですが、住宅の問題は、かなり

基本的な問題だと思っております。 この問題をど う解決するかとい うこ とは、大きな市の施策

の柱になる問題でございますし、軽費老人ホームなり、養護老人ホームなりというのは、これ

は措置の上に乗っかった、いわゆる一定の弱者対策と いうと ちょっ と誤弊がありますけれども、

弱者対策としての位置づけというこ とで、そ ういう側面が強いのではなし1かと思っております

けれども、そのほかに資産をお持ちの方が、一定の住宅を要求するというか、必要だというこ

とで、有料老人ホ ームとか、武蔵野方式とか、そ ういうようないろんなものが考え出されてい

るわけなので、そうい う問題を総合的K考えて市と しては、どのような形で老人の住宅政策を

考えていくか、こ ういうことで、もう少 し時間を拝借して検討していきたいと考えているとこ

ろでございます。

万円です。この 10万円で 1回やれるわけですから、これを 4回やっても大した額じゃないわ

けですから、ぜひ、これができないかどうか。 これは、日野市の福祉部だけではできない、自

社協と関係がありますので、 こういうことができ るかど うか、ぜひ、検討をしていただきたい

と思います。わずか 160万円くらいでできる年 4回の事業ですので、これは、自社協の方と

協議していただきたい、そ のことをまずもう 1回お尋ねします。

それから、ホームヘルパーの問題でも、一応予算化された中では、それぞれの方たちが大変

な中で、活動しているわけですけれども、日野市でも友愛訪問事業というのがあります。この

友愛訪問事業も 14組しかまだできていないということで、ひとり暮らし老人が約 300人近

くいる中では、もっとこの友愛訪問事業というものが、たくさんセッ卜されてもいいんじゃな

し¥かというふうに思いますけれども、この点でもお年寄りの方から拒否されると ころもあると

思うんです。私のうちまで来ても らっ ては困るという方もありますし、そういう形で、本当に

心を開いて話し合えると こ ろま でいく のが、 なかなかむずかし~¥点もあるかと思いますけれど

も、それでは、 これをまた一歩進めて、友愛訪問電話という形で、電話でしたら、本当にお年

寄りの方が、お元気ですか、どうですかという ことで、電話をかけるぐらいだったらいいんじ

ゃないか、それだけでも私はきょうは元気でいますよとか、また、何日から旅行に出ますから、

しばらく留守K しますけれども御心配なくとか、そういう形でできると思うんです。これも民

生委員の方だとか、ボランティアとか、行政の方とか、いろんな形の協力もできると思います

ので、新しく友愛訪問電話事業、こういう形ができるかどうか。それをまたお尋ねします。

それから、緊急システムの問題では、実際K今、新井団地でやっている例なんですけれども、

これもボランティアの方とか、また、障害者団体の方たちが、協力して本当K もっと高いお金

がかかるんですけれども、高くても 5万円もするんですけれども、障害のある方が、軽くてそ

こでちょっと押せば、もう音が出る、そして、テ ープを吹き込んでおいて、緊急事態が発生し

たときには、今こうだから助けてくださいということを、おうちの外iζ スピーカーをやってお

いて、それが周りの方に伝わるということ、これは、周りの方も驚きますから、もう事前にき

ちっとその音の流れる範囲のところには、ビラをお配りしてこういうことがあったら御協力を

お願いしますということで、これは周りの方たちも、それは協力しますということで、本人も

これは安心ですし、また、家族の方も安心して何かちょっとしたところでは、外Kも出られる

ということにもなるかとも思うんです。これは、とてもボランティアだけで、また、障害者団

。議長(高橋通夫君〉 鈴木美奈子君。

01 3番(鈴木美奈子君) それでは、もう一度質問したいと思います。

再質問でいろいろとまた細かく回答いただきまして、本当 iどありがとうございました。高齢

者の実態調査、これが 11月の末に結果が出るということですので、私は、ぜひ来年度の予算

要求の中IC、お年寄りの皆さんからいろいろ出されたその要望が盛り込まれるように、ぜひ担

当の方でも取り組みをしていただきたいというふう K思います。それから、まだすぐに食事サ

ービスができない、そういうように思うわけですけれども、その場合は、福祉協議会が、今、

要望しております 1年 1回でなくて、これを年 4固に分けて、地域も lカ所だけでなくて、 4

力所iζ分けて、そしてやれないか。ボランティアの方たちもそれについては、今までも協力し

ておりますし、 1回やるだけで、たとえば 1年 1回やりましたけれども 170食、わずか 10 
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体だけでは、とてもできることでもないので、もし、緊急システムの体制を東京都として、東

京都がやったとき Kは取り入れるけれども、その前に東京都もすぐに日野市Kこう やってくだ

さればいいんですけれども、これを希望する世帯も非常に多いということでありますので、も

し、それまでの問、こういう希望があれば非常Kいいと思うんですね。近所の方に協力を依頼

すれば、 そういうことで、こういうこと ができるかどうか。

あとは、住宅問題iとなりますけれども、軽費老人ホームに入る方の事情は、 A型というのは、

給食がついてるあれですけれども、ひとり暮らしの不安だとか、 不便、そういう方が入所理由

の 24婦を占めて家族との不和を避ける、そういうために 20 婦、もう家族と完全に不和があ

るというのが 18弼あるわけです。 B型でこれは、自分が自炊して御飯を自分でつくって食べ

るわけですけれども、この入所理由のパーセントもやっぱり家族との不和を避けたいそういう

ことで 22婦、 1人暮らしの不安が 20弼あって、あと住宅事情で 20%の方が入っていると

いう ことで、非常にこれは、住宅問題とも大きなかかわりがある、そして、今、 核家族の中で、

若い方とお年寄りとのいろんなトラブノレがある中で、未然に これを防ぎたいという ことで、 A

型iζ入る方もいらっしゃるわけですから、ぜひ、 これは日野市として も、私は、やっていただ

きたいというふうに思いますので、それを再度質問したいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君〉 まずーっ、会食会という ことで、回数をふや したらどう か

という ことですが、これは、私も市長も ことしですか、 3回いたしまして、大変御老人が喜ん

でいるということで、また、回数をふやすような御要望もそこで出ておりましたし、回数をふ

やして、また、地域を分けてやったらどうかという検討をやっていきたいと思います。

また、ホームへjレパ一等の充実の問題でございますけれども、やはり友愛訪問 とか、 あるい

は友愛電話という形での地域的な接触といいますか、地域的な住民とのコンタク トを図ってい

しこういうことが、やはり必要だという御意見のように承りましたけれども、これは、確か

に先ほどの御指摘のありましたように日社協のボランティア協会で組織しているということで

すが、ボランティア協会でも現実iとは、難病対策が柱になってきている、こういうよう な実情

もございます、今後これをさらに発展させなきゃならない、それで、一般の御老人のボランテ

ィアという形で、さらにボランティアの質も高め、あるいは範囲も広げ.るという ことで、 ボラ

ンティアそのものの強化を今後しなきゃならんということで、ボランティア協会でも、その辺

のところを検討するとい うことで、今、進んでいるようでございます。友愛訪問は、 この中で

のーっと理解しております し、できる だけそうい うような方を今後救っ て、それで捨い上げて、

地域の老人との結び、つきをして、それで友愛訪問という形でのやはり充実をしていくことが非

常に重要だというぐあ~¥IL:考えておりますので、これについては、自社協とさらに話を進めて

いきたいと思います。また、友愛電話というような形での御発言もございましたので、この点

も含めてできるかどうか、この辺のところは、ボランティア協会が中心になると思いますので、

検討していきたいと思います。また、同じように新井団地での例が出ておりましたけれども、

そのような経験も十分にいろいろと把握して、それで、できるものがあれば、できるだけ実行

していきたいと考えておりますし、緊急通報システムを確立するまでに、何かそういうふうな

方法で、何かの形でひとり暮らし老人とのうまい市との接触の仕方ができれば、大変ありがた

い。決して管理するということではなくて、要するに地域の住民の方の和の中lζ入っていただ

くということで、進めていく必要があるんじゃな~¥かと思っております。また、軽費老人ホー

ムにつきましでも、あるいは養護老人ホームについても、やはり用地の問題とか、いろいろな

問題もございますし、一体何が必要か、あるいはどのような方式で、日野は、老人の住宅政策

をやはり考えているかというようなことについては、総合的な観点で検討させていただきたい

と思いますので、その辺のと ころはよろしくお願いしたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 鈴木美奈子君。

01 3番(鈴木美奈子君〉 それでは、総合的な質問について私が、いままでず っとし、

ろいろやりましたけれども、ぜひ、最後に市長iと決意のほどをお聞かせいただきたいと思いま

す。

。議長(高橋通夫君〉 市長。

。市長(森田喜美男君) 総括的にお答えをする必要があろうと思っております。

高齢化社会が急速に進み、高齢者問題というのは、放置できない部分が、すでに露出をして

いるケースが多々あるわけでありまして、つまり、 3日間死亡の情報を知り得なかったという

行政では、これは、全く恥ずべきことだというふうに思っております。なぜ、それが機能しな

かったか、すでに地域には民生委員さんあり、あるいはプッシュホーンの配置している状況も

あるはずであります。そういうことが機能しておれば、特に牛乳だとか、 ヨーグノレトだとかい

うことも出ないで済むところでありますが、なお、そういうことが必要だということについて
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01 3番(鈴木美奈子君) 市長の方から、今答弁をいただきましたので、最高責任者

亡くなりになれば、それが長男の奥様ということになりますので、本当にこれは社会的な問題

だと思います。

それから、ホ ームヘノレバーの問題でも、人口 1万人当たりのホ ームヘルバーの数を世界のい

ろんな国のことを調べますと、スエーデンでは、人口 l万人当たり iζ89. 4人、オランダでは、

5 3. 5人、デンマークは 31. 9人、イギリスが 9.5入、アメリカが 3.8人、日本はたったの1.1

人です。こういうことですから、本当にこれは大変な事態、だと思うんです。そして、寝たきり

老人が 65歳以上 38万 6，0 0 0人もいるわけです。ですから、特別養護老人ホームも本当K

数が少なくて入れない、こういう中では、ぜひ、私は、行政の力で何とかいろんな老人の施策

を前進させていただきたいと思うわけですo 先日、韓国の全斗燥大統領が来ましたけれども、

この警備に 7億 8，000万円、このお金が予備費から予算として、支出されたわけです。私は、

これは新聞にも出ておりましたけれども、これで:保育園が三つも四つも建ちますというふうな

投稿が載っていたのを読みましたけれども、これだけのお金つぎ込んでいるんです。そして、

また、これは、共産党の三浦議員が国会で、来年度の際限のない米軍への思いやり予算という

ことで、三沢この基地に 24基配備されるということで、隊に入る宿舎、これを 2棟、 住宅

2 4 0戸、 管理棟、消防署などの建設費として、今年度予算の 2.5倍もの 153億 2.400万、

こういうものが投入されております。佐世保でもそうですし、その一方、市町村のポンプ車や

はしご車、防火水槽などの設置される消防施設等整備補助金が、 59年度の 128億 7，000万

円から、 60年度概算では、前年度対比で 1%減、 l億 2.000万円も減らされているわけで

す。私は、この敬老の日を中心にいたしまして、いろんな新聞の声の欄をつぶさに読みました。

赤旗でも敬老の日を前忙しまして、読者の声ということで、いろんな方の投稿が載っておりま

したけれども、最後に、これを私読みたいと思うわけですけれども、これは、名古屋市の加藤

敏明さん 65歳の方です。 1日だけの免罪行事かということで、ことしもまた敬老の日が近づ

きました。余世の幸せから、全く見離されて、人生の末路の末にある日、突然命の絶えること

をせめてもの念願として、貧困や病気、孤独に絶えながら、敬老の日を迎へる老人のいかに多

いことでしょうか。足手まといの貧困老人は、早く死んでしまうことを望んでいる自民党政治

が続く限り、庶民の老後はお先真っ暗です。核家族化が進み、家族による老人保護の機能は弱

められ、不当な軍事費の膨張がもたらす、生活福祉の切り捨てが進む悪条件の中で、頼みの綱

のわずかばかりの年金や貯金も物価高に底をつく日がすぐにやってきます。今日ほど老人Kと

は、十介反省をしなきゃならないというふうに考えております。したがいまして、検討すると

いうことで、しなきゃならない部分もありますけれど、できることはすぐやるということでな

ければならないと思います。ただ役所仕事でありますので、予算が、たとえばできなかったと

かいうことが£りますから、それらをもっと機能化するには、社会福祉協議会にも大いに活躍

をしていただかなければなりませんし、私どもが福祉事業団を目指しておるところも、そのあ

たりを目指さなければならない、こう思っております。したがいまして、それぞれこれは緊急

を要することばかりでありますので、具体的なニーズのことを調査しなければわからないとい

う八ノじゃ、これは、もう本当花園るわけでありますから、早速取りかかるということで、可能

な対策は、速やかにやりたい、こう思います。特に、この住宅関係は、今、一番難しい面があ

りますけれど、在宅福祉、あるいは地域福祉というケアの仕方が、一般的にはいいわけであり

ますが、どうしてもホーム忙入らなければならないという方には、そういうあっせんをすべき

だと思います。近ごろ山の手、つまり青梅に近い方の老人ホームには希望者が少ない、随分あ

いておるということを開いておりますが、これは、つまり家庭との縁が遠くなるということが

理由だというふうに考えられますし、 1人、 1人のお立場ニーズの状態もあるわけですが、こ

れらをいかに本人に少なくも満足できる連携を図る、そういうことが必要だと思いますので、

仁しろ、一般論として提起されるよりも具体的な問題として、福祉の窓口に持ち込んでいただ

くことが、個々の問題を解決する近道ではないか、こういうふうに思います。それから、東京

都の施策I[対します、またそれの上乗せということも可能なことは、すぐやりたいと思ってお

りますが、幸いに今、そういう情報をより明確lとするためi亡、意識調査、あるいは実態調査、

これにも手がけておりますので、なるべく開花合うようにやりたい、また、やらなければ意味

がない、 このように考えてお話を伺ったと ころでございます。そのことをまた担当の方Kも督

励をいたしまして、より促進をいたすようにいたしたいと思います。

。議長(高橋通夫君〉 鈴木美奈子君。

ですので、ぜひ、よろしくお願いしたいと思いますo

老人を介護している実態は、今いろんな調査をしますと、 5 0歳代が 24.2 %、 6 0代の方

が 21. 8婦、 70代が 14. 9婦、 80代が 2.7 %ということで、本当の高齢者の方が、相手の

方、妻も夫も見ているということで、非常に今、これが負担になって、そして、片方の方がお
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って暮らしにくい時代はありませんo 年を とって長生きできても安心して生活できるどころか、

老人に生きる望みを失わせるような社会は、どれほど経済の繁栄がうたわれ、福祉国家がたた

えられようと、自民党の政治は、基本的な欠陥を持っています。 364日間はほったらかしに

しておいて、その後ろめたさを帳消しにするために、国が音頭を取る 1日だけの免罪行事が敬

老の日です。人間軽視の自民党の悪政K怒りを新たにしました。このよう K投稿されておりま

す。私は、こういう意味で、ぜひとも森田革新市政の継続と発展、そして市長の活躍を祈って

この質問を終わります。

。議長(高橋通夫君) これをもって 16のしひとり暮らし老人の対策に関する質問

を終わります。

次に、 1 6の 2、多摩平地域に独立した施設の図書館建設と将来構想Kついての通告質問者、

鈴木美奈子君の質問を許します。

01 3番(鈴木美奈子君〉 それでは、引き続きまして、多摩平地域に独立した施設の

図書館建設と将来構想についての質問をいたします。

全国の図書館行政にとって、先進的な役割を果たしてきた日野の図書館、これを追い超す自

治体も出てきております。私も少女の時代新潟県の柏崎 というところにおりましたけれど も、

そのときに、図書館というのは非常に暗くて、乙れは戦前でございます。暗くて、狭くて、そして、本

を見るのは、カードで調べる。どういう内容の本がそとにあるのかということは全く見られない、そうい

うのがいままでの図書館、そして、現在の全国でいろんな図書館をつくる運動が起き、その月指すのが、

日野市の図書館行政、乙弘、うととで、いろいろと全国からも視察も来ておわましたし、そして、

その役割をこの日野市が果たしてきたことを私は、高く評価をするわけです。今、それをこの

日野市の行政レベルの水準を乗り超えていく自治体が出てくることは、非常K残念にも思う反

面、でも、そこまで日本の図書館行政がいろんな住民や父母やお母さんたちの手によってここ

まで来たということ K もなるわけで、ぜひとも、これからも日野市が、さらに前進させるため

に、そんなに難しいことでもないんですけれども、かなり悩むところもあるかもしれませんけ

れども、簡単で結構ですので、回答をお願いしたいと思います。

最初は、多摩平地域に、今児童の図書館と、それから、社会教育センタ -IC:あります図書館

がありますけれども、ここは、大介これを利用する方たちも減ってきております。いろんな事

情があって、中央図書館ができたり、そういう事情で、多摩平だったら、中央図書館まで行っ

た方がいいのかなという、そういういろんなことがあって、利用者数なんかも減ってきており

ますので、私は、ぜひこれを日野台なども全部含めた中で、児童、成人が一緒の図書館、 これが

望ましいのではな l¥かというふうに思いますので、そういうことができる かどうか。

二つ自には、市民要望Kこたえて時間延長の実施、これは非常に難しいことがあると思いま

す。 これは、条件整備もしなければなりませんし、職員の増員であるとか、また、職員体制を

入れかえるとか、さまざまな問題があることは承知の上で、今、いろいろと夜 8時までやって

いる図書館なども、東京中野区でもありますし、また、都内などでは、もう 39館が夜やって

いる、こういう図書館もありますので、今すぐでなくても試験的にもこういう時間延長わずか

でもいl¥からやれなl¥かどうか、そ の辺をお尋ねします。それから、 20年目を迎えた図書館

活動、 これをさらに充実させるために、将来構想も含めて、市民への調査を私は、来年度は絶

対にやらなければいけないというふうに思いますけれども、来年はぜひこれがやれるかどうか。

4番目は、この 3番目と関連いたしますけれども、これからの図書館のあり方について、市

の考え方を述べ、ていただきたいと思います。以上 4点お尋ねいたします。

。議長(高橋通夫君〉 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。図書館長。

0図書館長(砂川|雄一君) ただいまの 4点の御質問にお答えをしたいと思いますが、

第 1点目は、多摩平の地域iζ独立した図書館を建設してほしいということでございますが、御

質問の中Kもございましたように、現在、多摩平の児童図書館と、社会教育センタ ー図書館が

ございますが、いずれも面積が非常に小さいわけでございます。多摩平児童図書館は 105平

米、それから社会教育センターは、一部屋を借りておりまして、 66平米程度ございます。施

設が小さいので、 したがって、蔵書数もかなり少ないわけで、大体七、八千冊程度でございま

す。こういった中で、市民の多様化する要求にこたえていうとしますと、なかなか七、八千冊

の蔵書では、十分にこたえ切れないということがございます。そんなこともありまして、御質

問の中Kございましたよう K、こ この 10年ぐらいの間でかなり利用が減少をしてきておりま

す。こうした実態がございますので、一つの地域内K小さい施設を持つ、その小さい施設の果

たす限界のようなものが、ここの地域では出てきているというふうに私どもも日常的K判断を

しております。したがいまして、同一地域内K小さな施設を二つ持つよりも、ある一定の規模

を持った一つの施設を持った方が、サービス効率は当然高くなるというふうに考えております

ので、この両館については、将来できれば一つKまとめていきたいというふうに考えております。
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それから、第 2点目でございますが、開館時間の延長の問題でございますが、これは、前K

も陳情が出されておりましたけれども、私どもとしましでも、基本的には、そうした市民要望

に応じられるように改善をしたい、というふうに考えておりますが、ただ時間延長!C必要な条

件整備の問題とか、あるいはどの館で、どういうふう K実施するか、あるいは延長時間の幅は

どうするか、条件整備との兼ね合いで、延長時間中のサービス内容をどういうレベノレでやるか

というようなこと、全体として、やはり検討をしなければなりません。それから、陳情の問題

が、文教委員会で検討された際Kも、市民の要望をきちっとやはり把握する必要があるんじゃ

ないかというような御指摘もございました。私どもとしても、そういった調査を実施した上で、

その結果も踏まえながらも具体化を考えていきたい、というふうに考えております。

それから、第 3点目でございますが、現在、図書館が創立されてから約 20年たちます。 20

年たって一応のレベノレにまでは達しました。日野の図書館が一つのモデノレとなって、全国でも

非常iとすばらしいサービスが行われるようになりましたけれども、私ども 20年たって一つの

壁にぶつかっているというのが現実でございます。これは、地域社会が変化をしてきている口

その変化に我々が必ずしもきちっと対応できていないということがあるわけですが、そのため

にこれからの将来を見通した図書館のサービス計画というものをやはりここで考え直さなけれ

ばならないというふうに考えております。そのためKは、どうしても現状を正しく分析をして、

そのデーターに基づいて、将来展望をやはり明らかにする必要がございますので、調査を実施

したいというふうに思っております。その調査の主たる内容というのは、一つは市民の読書量、

それから、その中での図書館の受け持ち、それから、公の施設の持つ有効度を調べるための来

館者の圏域調査、そういったような調査を実施して、その分析、理論化の上に立って、将来展

望を明らかにした~ ¥0 先ほど、 2点目の開館時間の延長問題なんかも、この調査の際にあわせ

て一緒に調査をしていきたいというふうに考えておりますので、できれば、この調査をできる

だけ早く実施をしたいというふうに考えております。

それから、今後の図書館のあり方ですが、そういった調査K基づいて、将来展望を明らかに

していくわけでございますが、簡単に言いますと、現在、情報化社会ということが言われてい

るわけですが、この情報化社会というのは、いろんな意味合いを持って使われておりますけれ

ども、社会生活、あるいは社会の生産活動の介野で、情報の占めるウエイトが、非常!C高くな

っている社会である、というふうにもし考えるとするならば、すべての市民K資料や情報を提

供している図書館の役割も今後ますます強まってくるというふうに考えておりますので、今後

も市民生活の実際に役立つ図書館サービスの確立を目指していきたいというふう K考えており

ます。以上でございます。

。議長(高橋通夫君〉 鈴木美奈子君。

01 3番(鈴木美奈子君〉 再質問いたします。

館長の答弁を聞いていますと、これから、いろいろと調査、私が、今この三つ自の質問の中

で出しております、将来構想も含めて、市民への調査を来年度必ず実施せよということで、出

しているわけですけれども、この実施がされないと、私が今まで質問したことはでき ない とい

うふうにとるわけですけれども、その通りですか、それをもう一度。

O議長(高橋通夫君) 図書館長。

。図書館長(砂川|雄一君〉 たとえば、多摩平地域に二つある分館を一つにするという

ような問題なんかも含めまして、その場合も現在の施設、我々は、先ほど言いましたような形

で、一つの限界に来ているというふうに考えておりますけれども、この辺のところもやっぱり

きちっと科学的に調査した結果があるいは少し別の方向になるかもしれないということは、考

えられますので、私どもとしては、調査に基づいてやっていきたいというふうに考えておりま

す。以上です。

O議長(高橋通夫君) 鈴木美奈子君。

01 3番(鈴木美奈子君〉 わかりました。最後花、後で市長にお尋ねしますけれども、

ちょっといろんな資料を調べてきますと、図書館購入費が、わりとふえてないんですね、 5 5 

年から 59年度の予算までずっと、成人、児童を調べてみますと、 55年度から 59年度まで、

それほどたくさん金額的にはふえていないんですけれども、今、非常に本が高くなってきてお

りますので、来年度予算では、ぜひ、この図書購入費をふやす必要があるんじゃなL、かという

ふうに思いますけれども、その辺を考えていらっしゃるかどうか。

それから、登録者の人口比率が 56年度のこれ統計ですけれども、 3 O. 5 4 %で、これをも

っと登録人数をふやせば、もっと貸し出し冊数もふえていきますし、人口 1人当たりのいろん

なことも出てきますので、これをどういうふうに考えていらっしゃるのか、それだけお尋ねい

たします。

。議長(高橋通夫君) 図書館長。
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。図書館長(砂川雄一君〉 第 1点目図書費に関する問題でございますが、現在 1年間 て、もちろん維持しなければならないと思います。なお、また新しい時代に対応するための専

門職の考えを尊重したいというふうに考えております。

0議長(高橋通夫君) 鈴木美奈子君。

01 3番(鈴木美奈子君〉 ちょっと余り簡単な答弁だったもので、ちょっとあっけに

とられて しまったので、ぜひ、日野市の図書館行政をやるためにも、私は、ぜひ、来年度の予

算の中iζ、私がきょう提案いたしました、こういういろんな要望を盛り込んでいただいて、日

野市の図書館行政が、他市がもうこれ以上追いつけないというところまで、ぜひレベルアップ

していただきたいと思います。 これで質問を終わります。

0議長(高橋通夫君〉 これをもって 16の2、多摩平地域に独立した施設の図書館建

設と将来構想に関する質問を終わります。

次に、 17の 1、路線パスの新設と延長Kついての通告質問者、秦正一君の質問を許しま

iこ一般の書庄ノレー トで販売される本で、新しいものが、大体年間 3万点強のものが新たに毎年、

毎年出版されてきているようでございますが、私どものところで、毎年、そのうち買えるもの

というのは、大体 30弼程度だろうというふうに思っ ております。 一方市民の方々のいろいろ

社会における生活だとか、個人の生活の変化に伴いまして、いろんな資料が要求として、私ど

ものところへ出てまいりますが、 こうい ったものに こたえていこうとしますと、やはりどうし

ても、ある一定の幅で図書を補充しなければならないということになります。私どもとしては、

日本で出版される本をすべて市立図書館で買うということは、 これは不可能でございますが、

一つは、予算の枠の中で有効な蔵書構成をしたいということと、やはり年々のそういった要求

の多様化に伴って、資料購入費は伸ばすようにしたいというふうに考えております。

それから、 2点目の登録率の問題でございますが、ここ数年全体として、貸し出し冊数が減

っておりますので、それに伴って登録率も幾らかずつ減ってきております。これは、全体とし

てはそうなんですが、大人の方の利用はふえているんですが、実は、子供の利用がかなり大き

く減ってきております。それで全体を引き下げるというような形になってきております。これ

は児童の人口数が減少しているということも一方でありますが、それ以上にやはり子供たちの

おかれている社会的、文化的環境がやはり大きく変化をしてきているんではないか、そのこと

があらわれてきているんではなL¥かというふうに思っております。こういったところに対する

サービスの改善なんかも我々としては、今後十分に考えていかなければならない。それと、や

はり現在、図書館を使う上で、なお、周辺に図書館がなくて使いにくい条件下におかれている

方々も多いわけなので、そういった人たちに対するサービスポイントの増加などという問題K

ついても、今後検討していきたいというふうに考えております。以上です。

す。

C 2 6番議員登壇〕

026番(秦正一君〉

て質問いたします。

このことについては、既に質問した経過がございます。今回再び取り上げて質問したいと思

通告に従いまして、路線パスの新設と延長ということ K対し

L ¥ます。

0市長(森田喜美男君〉 日野市の図書館行政並びに図書館の役割は、一定の水準とし

ただ市の考えだけで、この問題が解決するとは、とても考えられません。相手のあることで、

そちらの方の事情もあるもので、なかなか思うようにし 1かないのが実情だと思います。 9月 1

日より都市計画道路 2・2・6号線が一部片側を残して完成しました。日野市西部の南北の交通

の便がよくなったわけでございます。今までは、川崎街道から狭い道を通って京王線の踏切を

渡って平山橋をおりて豊田の方面に出るということで、時間的にもまた運転面からも非常に便

利になりました。この 2・2・6号線の開通によって、市民lζ大きな効果をもたらしました。路

線パスの運行にも新たな期待がかけられるわけであります。過日も中央大学の正門の前のパス

ターミナノレに立ち寄りましたが、この停留所には、各方面からの路線パスが集中しております。

まず京王線桜ケ丘駅から中央大学、それから、ニュータウンの多摩センターから中央大学、横

浜線の橋本駅から鎚水を経て野猿街道を経て中央大学、中央線の八王子駅から北野、野猿峠を

通って白木筋蓋、中央大学、 ζのように各方面からのパスが運行されております。中央大学の学生

0議長(高橋通夫君〉 鈴木美奈子君。

01 3番(鈴木美奈子君) それでは、最後に市長にお尋ねいたしますが、これからの

日野市の図書活動をさらに発展させていくには、やはり調査が必要でありますし、図書館協議

会、また館長の切なる願いでもありますので、来年度、ぜひ総合的な調査が必要だと思います

けれども、市長のお考えをお聞かせください。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

-426ー
ウ
'つ』A吐



の主な交通機関といたしましては、京王線多摩動物公園行き電車を刺用しております。多摩動

物園の駅からは中央大学まで 1時聞に 3本ぐ らいパスが運行しております。 これは、 電車が着

いたたびKパスがピストン輸送をするということでございます。都市計画道路の 2・2・6号線

の開通によって、豊田から平山を経て多摩テックの横を通り 中央大学に至るノレート、こ のこ と

については、すでIC市政経過報告の中で部長が答弁しておりますが、京王としては、実施する

というふう に答弁されております。

そこで、 1日何本ぐらいパスが運行されるのか。また、実施時期といたしましては、昭和60

年当初と見てよいのかどうか、その点を確認の意味で質問いたします。

それから、 2点目といたしまして、 豊田駅から平山、川崎街道を経て京王高幡不動駅K至る

ノレート、途中南平に都立高校の設置も予定されております。将来は、相当利用者も多くなるの

ではないかと思いますが、豊田方面から高幡に至る利便を考えると、このパス運行のノレート は、

何としても実施させてほしいというふうに思います。この点についてお伺いいたします。

次iζ、昭和 57年 4月だと思いましたが、パスの運行延長新設について、京王帝都自動車部

iζ対して陳情書を提出した経緯がございます。その内容といたしましては、平山工業団地前の

パス運行を旭が丘小学校まで延長してほしい、また、さもなければ、八王子駅から大和田坂

上、石川|入口から旭が丘小学校前を通って豊田駅iζ至る jレートを設けてくれないか。いずれにし

ても、西平山五丁目、旭が丘西部、大和田と日野と境の地域の交通の便を図ってもらいたいと

いう内容のものでございます。京王自動車部の回答といたしましては、パスの折り返しの広場

を確保してくださるならば、豊田駅から旭が丘小学校を折り返すパス運行は、実施しましょう

ということでしたロその後、広場を探しまして、市の方といたしましでも、千代田自動車の西側

の鉄塔の下をあてましたが、京王といたしましては、折り返すのに離れ過ぎているという理由

でだめになりました。ほかK も適当な場所がな~¥かということで探したんですが、なかなかい

まの時世です。そういうような用地はございませんo 現在に至っているわけですが、もちろん

京王といたしましでも、八王子からバイパス市立病院前を通って多摩平団地回り豊田駅という

jレートがございます。これを減らしてまでも、その豊田街道には回さないということでござい

ます。

そこで、 3点目といたしまして、豊田駅から平山工業団地から北に出て、工科短大、四中の前、

いこいの家、この前の道路を通って信号を左折して、八王子東高校の前を通って旭が丘小学校

-428-

の手前を回って豊田駅に至るノレー ト、このようなノレー トはどうかということでございます。 都

立工科短大も来春から大学に昇格する というふうなことを聞いております。当然学生もふえて

パス利用者も増大すると思います。平山工業団地の通勤者、地域の居住者、短大生、希望の家、

老人いこいの家、東八王子高校の生徒の方の利用で ございます。旭が丘周辺は、立派な道路が

ございます。やる気になれば、パス運行は容易にできるのですが、 このノレート についてお伺い

する次第でございます。

。議長(高橋通夫君) 秦 正一君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(前田雅夫君〉 お答えいたします。

まず 1点目の 2・2・6の開通に伴う豊田駅、それから、中央大学問のパス運行で、ございます。

これは、基本的κは、京王帝都は、昭和 60年の 4月から運行を開始したいということで準備

に入っております。この問、行政報告の中でもちょっと申し上げましたけれども、現在豊田の

駅の南口が整備されれは‘別でございますけれども、現時点は、南口付近からの発着というもの

は不可能でございます。したがっ て、 豊田駅北口花入れざるを得ないというのが現状でござい

ます。今の北口の駅の広場を見ますと、非常に狭く てハイヤ ーとか、タクシ ーと か、現在入っ

ているパス、それから、自家用車の駐停車、こういったもので現在満杯でございます。現在、

駅広以外のと こ ろで、 発着ができな~¥かということで、現在、京王帝都と道路管理者である東

京都と今協議を進めている段階でございます。運行本数の問題がございますけれども、まだ、

本数Kついては、具体的に私どもつかんで‘おりません。予想としては、かなりの本数が運行さ

れるというふうには考えております。

2番目の問題は、豊田の駅から 2・2・6を通りまして、南平、高幡不動駅へ入る路線がどう

かということでございます。 この路線が、やはり運行できますと、非常に結構だと思います。

ただ、ちょうど今から 4年ぐらい前になりますけれども、高幡不動駅を出まして、南平、平山

を経由して、京王の平山団地に入りまして、薬大iζ入る、東薬大から南陽台K入るパス路線の

設定を考えたことがございます。ただ、この路線Kついては、高幡不動駅の参道でございます

けれども、この道路が狭陸で、現在、パスの日野線とか、幾つかのパスが入っているわけでご

ざいますけれども、かなりの飽和状態だということで、地元の商庄街の同意が得られずにつぶ

れてしまったという経過がございます。しかしながら、こ の問題Kついては、今後京王帝都K

交渉してみたいというふうに考えております。
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3番目は、現在、旭が丘の通称平山工業団地を循環しているパスがございます口 このパスを

四中、それから、八王子東高校、 それから旭が丘小学校を経てまた駅に戻る、そ ういう循環は

どうかということでございます。こ の件につきましては、今、秦議員さんの方から質問の中で

話もございましたけれども、今の旭が丘のパスを延伸をして ほし~¥。旭が丘小学校で折り返し

をしてほしいという要望がございました。この件ICついては、京王帝都とも交渉をいたしまし

た。京王帝都は、適当な折り返し地点が確保されれば、そういう運行は、できるということに

なりまして、その折り返し場の物色をしたわけでございますが、市有地が、その近くにちょっ

と離れた場所ではございますけれどもあるんですが、そこの活用を私ども提案したんでござい

ますけれども、ちょっと立地条件がよくないという ことで、だめになり、また、さらには民地

を探しまして、交渉は~¥たしましたが、地主の方からの了解が得られなかったというような経

過でございます。この路線の変更K際して、折り返しということじゃなくて、 一部八王子の大

和田地域も含めて、迂回するようなパス路線が設定できないかということで、検討もしてみた

わけでございます。この点について、過去の京王との交渉では、実現lと至らなかったというも

のでございます。しかしながら、今、議員さんの提案にもございました、 2番、 3番の問題に

ついては、私どももさらに現地をよく見まして、京王帝都K私どもの意向を伝え、力強く交渉

をこれから進めてみたいというふうに考えております。以上でございます。

日か、旭が丘の中心部、要するにトッパンム ーア前ですが、パスの車庫ができました。パス運

行はしないけれど、車庫はできてパスが出入りしている。どうせ車庫までつくってパスを運行

するならば、いっそのことその辺の地域K対して、路線パスを通したらどうだというふう K思

うわけでございます。こういった点iどついてもかなり不満は£りますが、もし、市の方で、市

長の方でもいいし、この点について考えがあればお伺いしたい、このように思います。

。議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君〉 今、御指摘の旭が丘に新しくできましたパス車両の駐車場、

これは、用地としては、京王パスの用地だと思いますし、それから、それを使うことになりま

したのは、西東京パスであります。そして、また西東京パスは、京王パスの資本下といいます

か、系列下にある、こういうふうに組まれているようであります。したがいまして、たまたま

あそこの市民の方と会う機会もこれまでありましたので、ぜひ車庫ができたくらいですから、

出入りの運行ということで、日野市民iζJ恩恵を労してほしいということを申し入れております。

聞くところによりますと、宇津木団地日野J駅線iとそのパスは使われるというふうにも聞いてお

りますけれど、なお、その一番隆路になりますのは、今、お話のとおり採算性の問題、それか

ら、陸運局の免許がありますために、別の会社の車両というものは、同意を得ない限り侵入で

きない、こういう大変もどかしい関係がありますが、今、言われるようにひとつ執劫に粘り強

くそういうことの、つまり市民K与えていただく利便こそ優先すベ、きであるという観点から、

いろいろの形で、要請を続けてまいりたい、このように思っております。

。議長(高橋通夫君) 秦正一君。

026番(秦 正一君) 1番の問題は結構です。

さらに、 2番、 3番ほかにもあると思いますが、路線パスを通してほしいという箇所につい

ては、これは、粘り強く相手のあることですから、強力に働きかけてほしいという ことを要望

しております。 1回や 2回で事が解決するとは、とても考えられません。長い間のそのお願い

によって、幾らか考えが変わるかどうかという程度でございまして、この点よろしくお願いし

たいと思います。いずれ忙しても、パス会社は、採算を最優先K考えております。市民の意思

をなかなかくんでくださらな~ ¥0 自治体の言うことも聞いてくれないという厳しい状況にある

と思います。そこで、考えられることは、パス会社を競合させる ことは、どうかということで

ございます。それによって競争が生れ、多少無理してもパス運行を実施するんではないかとい

うふうにも考えられるわけでございます。これは、陸運局の問題がありますから、そう簡単に

0議長(高橋通夫君〉

終わりますo

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

これをもって 17のし路線パスの新設と延長に関する質問を

ませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 2時 42分休憩

午後 3時 16分再開

。議長(高橋通夫君) 休憩前lζ引き続き会議を聞きます。

はいかないと思います。陸運局の認可がないと運行できないということがございます。いつの 1 8のし社会保障制度(年金、医療、社会福祉)の現状と問題点についての通告質問者、
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策野行雄君の質問を許します。

C 1 0番議員登壇 〕

01 0番(策野行雄君〉

きます。

臨調の理念と申しますか、 一つ、国際社会に対する貢献と、今一つが、活力ある福祉社会の

それでは、通告にしたがいまして、一般質問をさせていただ

膨大な金額になっているわけでございますo 国家予算が約 50兆と言われております。約国家

予算の 6割が社会保障給付につぎ込まれているわけであります。昭和 30年代には、 約国民所

得の 5%だったそうであります。この約 30兆になんなんとする数字は、国民所得比に比べま

すと約 14 %という率になるそうであります。内訳を見ますと、 1 3兆何がしが年金iζ関する

社会保障給付費となっております。 次K、医療が 12兆 3，000億、その他のいわゆる社会保

障費 と申しますか、生活保護とか、児童手当、あるいは老人手当、これが残りの 14%こうい

う数字忙なっておるわけです。ほかの諸国に比べ、てこの数字は、どんな数字忙なっているか、

こういうことを申し上げますと、スエ ーデンが国民所得費の約 40 %を実に社会保障給付費に

つき、込んでおります。そのほか西欧諸国が、フランスが約 33婦、西ドイツが 30%、英国が

2 1 %、米国が 16.4婦という数字が出ております。どうしてそんな差が出てくるかといいま

すと、医療については、ほとんどこういう今申し上げた国 と差はないそ うであ ります。後ほど、

また申し上げますけれども、医療費の約 10 %は、自己負担だと、昭和 30年代には、これは

30%であったそうであります。この 10%という数字は、決して他の西欧諸国K比べ、てヲ|け

をとらない数字であります。では、どういうことかというと、年金給付費が、非常にまだ少な

いというのが、この差iとなってあらわれるわけであります。その原因は、どうかといいますと、

まだ老齢人口が非常に西欧諸国に比べると少ないという ことがあるわけであります。最新の数

字Kよりますと、約 65歳以上の老齢人口比が 9.8%、こういう数字が出ておりますが、西欧

諸国では、既に 14%から 16%ぐらいの水準K達しているということであります。今一つは、

加入者対老齢年金の受給者の比率が、まだ年金が後進国でありますゆえに、比率が少ない、こ

ういう事情が挙げられております口西欧諸国では、その比率が 30 婦であるそうでありますが、

日本では、まだ 17%という非常に低い率で、年金給付費がまだ少ない、 こういうことである

ようであります。ただし、人口の高齢化、あるいは年金制度の成熟ぐあいによって、急速にこ

の年金給付費が膨らんでいくことになります。 15年後の西暦 2，000年には、給付比率が約

22%から 23%になるであろうと予想されております。したがいまして、保険料負担も約10

%きつくなるんではなt¥かという、これはほぼ確実な数字だと思いますが、推定されておるわ

けです。一つだけこれからの社会保障給付費を見直さなければならないという具体的な資料と

して、厚生年金の保険料率があります。現在 10.6 %であるそうでございます。これが、高齢

者人口の伸び、あるいは保険の成熟ぐあいに従いまして、今の制度を続けていくと、 20 2 5 

実現、 これを目指しているわけであります。 一つの国際社会K対する貢献と いうことは、これ

は皆さんもちろん御理解できる と思います。今やGNP10弼国家となっ た日本の繁栄は、世

界につながっているわけで ございます。日本ばかり繁栄 してよその国がど うに もならないでは

長続きしない、ひとつ共存共栄でいかなければならない、こういうことで国際社会K対する貢

献度という ことがうたわれているわけであります。一方、 この活力ある福祉社会の実現、 とい

うことは、これからの課題であるわけであります。ということは、高度経済成長が終わりを告

げまして、低成長時代iζ入っ た、国なり地方に至る財源は、高度成長時代のような増収は期待

できないわけであります。一方、人口の高齢化に伴いまして、 社会保障費を初め、いろいろの

行政需要は拡大する一方であります。そこで、高度成長時代lζ水膨れした財政体質を何とか再

建しなければならない、これが臨調の目標であると思うわけでありますD 先ほど、竹ノ上議員

が、にせ臨調路練ということを発言されておられましたが、どうも私は、理解できないわけで

あります。補助金なり、何なりを見直すということは、乙れは必要であるわけであります。補

助金が削減されたから、その分が市民がマイナスである、こういう ふうには理論的κt¥かない

と思うわけです。ということは、政府を支えているのは、市民であり 、国民であるわけであり

ます。補助金を削減しないで今のような水膨れ体制を続けていけば、その負担をかぶるのは、

我々市民であり、国民であるわけであります。補助金が削減されただけ市民が不利益をこう む

る、こういう理屈にはならないわけであります。現状を続けれは¥増税、あるいは国債の増発

に踏み切らなければならない、これが理の当然であるわけであります。 これもどうも国民の賛

成は得られない、こういうことであるわけであります。 これは、上段であります。 これから本

題に入ります。

皆さんのうち、ごらん忙なった方があるかと思いますが、たしか 8月 27日ごろだったと思

いますが、各紙lζ陪和 57年の社会保障給付がどうなっているかというような厚生省の発表が

出ておりました。それによりますと、社会保障費は、実に 29兆 9，260億円、こういうふうな
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年これが老齢人口のピークだそうでございますけれども、 35.50/0、こういう数字にならざる

を得ないそうであります。現在の税プラス社会保障負担の国民所得費は、たしか 33弼台だそ

うでありますから、この年金の給付費だけでもほぼ同じ水準になるんではないか、こういうよ

うなことが懸念されているわけでございます。申し上げましたように、 この社会保障給付費と

いうのは、内訳は年金、あるいは医療関係、その他の社会保障費、こういうふうに分けられる

わけですが、簡単に今、年金なり、医療制度、あるいは社会保障費がどうなっているかという

ことを、まず申し上げてみたいと思います。国民総年金制度といいますか、発足したのがたし

か昭和 36年だと思います。したがって、まだ成熟度が低いわけでありますが、加入者から見

てみますと、 厚生年金、 これは被用者年金ですが、 2.524万人、公務員の共済組合が 601

万人、自営業者その他を対象とする地域国民年金が 2.7 6 0万人、合計 5，90 5万人こういう

ことになっ ております。それでは、受給保険者は どうなっているか、これが1.6 8 3万人、そ

のうち老齢年金の受給者が 1，2 1 3万人、ほぼ 70 0/0を占めているわけであります。その内容

は、厚生年金の受給者が 202万人で 16婦、拠出制国民年金の受給者が 532万人約 44婦、

福祉年金ですね、これが 354万人 29 0/0、その他共済組合関係が約 120万人 10婦、こう

いう数字になっております。 10年前IC比べて受給者はどのくらいふえているか、 厚生年金で

約 3.4倍、国民年金関係が 23倍になっているそうでございます。先ほど、西欧の水準はど う

かということで、他の西欧諸国との比較を申し上げましたが、従前賃金の約 44弼ボーナスを

含めまして、という水準だそうでございます。給付水準は、ほぼ 44婦という水準は、西欧、

あるいは米国並みだそうでございます。それで、このままでいくと、将来年金制度はどうなる

か、こういう問題があるわけでございますが、よく言われることでございますが、現在 65歳

以上の高齢者の人口比は、さっき申し上げましたように 9.80/0でございます。約 15年後のこ

れが指数がどのくらいなるかとい うことは、推定で出ておりますが、 1 5. 6婦、 2 0 1 0年に

は 18. 8 0/0、約倍になるわけであります。 20 2 0年Kは 21. 8 0/0、約 22婦、これは、現在

でもほかの世界にも類を見ないような高水準であります。 20 2 0年に米国あたりでは、ほぼ

160/0あたりの水準を維持するんではなt¥かというような見通しでありますので、それよりも

約五、六%この水準が高くなるということになると思います。今一つ、この年金の将来予測に

必要なのが、生産年齢人口比といいますか、国民のうちの果たしてどのくらいが、これは多分

2 0歳から 60歳ぐらいの年齢の方を指しているかと思いますが、これがどうなのか、これは
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逆iζ年が経過するに従って減ってくるというように言われております。現在、 67.40/0、2010

年には 62.90/0約 50/0近く減少するわけであります。年金問題の将来を考えるのにこの高齢者

と生産年齢人口との比較というのが、これが基本になるわけでありますが、 1 9 8 2年、一昨

年の数字でありますが、これが 14. 2 0/0ということになっております。飛ばしてこれが最終的

に20 2 0年には果たしてどうなるだろうか、推定では、 39 0/0ということになっております。

実に3.6 8倍という指数であります。これ具体的にいいますと 14婦ということは、高齢者 l

人を現在では、 7人の生産年齢人口で面倒を見ている。将来 39婦ということは、 33 %で 3

人ですから、かなり下回る数字でお年寄りの面倒を見なければならない、こういうことになる

わけであります。非常に将来の年金の制度が今のままでは破産するのではなし 1かというような

ことをよく 言われますが、まさにそのとおりだと思うわけであります。医廉費はどうかと、こ

れもごく最近の新聞発表、恐らく厚生省の発表だと思いますが、同じく 57年の数字が出てお

ります。総額で 13兆 8，000億円ということであります。前年度比プラス 7.7 %、 1人当た

りが 11万 6，800円、 同じくプラス 70/0という数字であります。これをいわゆる GNP比に

いたしますと、 5.1 9 0/0、NY費つまり国民所得比では、 6.5 5 0/0という数字が出ております。

一時 2けた台の伸びを見せておりましたが、 5 6年以来はほぼ 1けた台の伸びにとどまってお

るようでございます。金額にいたしますと、約 9，950円ですから、毎年、毎年 1兆円ずつ医

療費は伸びているわけであります。この負担はどうなっておるかといいますと、約保険料で

5 3 0/0は負担しているわけであります。国庫負担が 3割、自治体で 60/0、患者の自己

負担が平均しますと、約 10婦ということでございます。この自己負担の 1O. 5婦という数字

は、ほぼ欧米並みであるそうでございます。ちなみに 30年代Kは、自己負担は、平均して 30

婦ということだったそうであります。将来現状のままではどうなるであろうかということは、

これからの高齢者時代を迎えて、老齢者の医療費がどうなるであろうということに大きくかか

っているわけであります。現在、 65歳以上の医療費は、どのくらし 1かかっているであろうか、

これは、国民平均の約 3.3倍から 4倍程度かかるそうであります。したがって、高齢者比率が

ふえるほど、医療費は現状のままでは、その割合だけは、他の事情が同じにしても増加せざる

を得ない。こういうことになるわけであります。この医療費というのは、いわゆるこの人口比

にもよりますけれども、医師の数等も経験によりますと医師数がふえるというよりも、減ると

いうような経験則があるそうでございます。ちなみに昭和 56年には、医師が人口 10万人当
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たり、全国平均 140人、こういう数字が出ております。 2005年、今から約 20年後です

が、今の現状が増加率で推移すると、 10万人当たり 210人という数字が想定されておりま

す。この今申し上げたような経験則を適用しますと、医療費が、 NY費 9.6婦、こういう数字

が出ております。そのほかに医療費の伸びは、医療の高度化とかいろいろのほかの事情も入っ

てきますので、 20年後には、約現在の 6.イ可%という、 6.5 5 %ですか、この数字が約 10%

になるんではないか、こういうふうに想定されております。今一つ、老人福祉を含みます社会

福祉費の動向ですが、これは非常に先進諸国花比べて少ないということがいえます。老人福祉

費に限って申し上げますと、 57年度は 3.1 8 1億という数字が出ております。これは、国民

所得費たった O.1 5 7 %に過ぎないわけであります。非常に急激に老人人口が伸びてきた、申

し上げますと 7%から 14 %に伸びるのにたった 26年だという推定だそうでございます。他

の西欧諸国は、 50年から 100年、あるいは 120年という長い年数を経過して老齢人口費

が 7係から 14婦に達したという事情はあります。したがって、急激な高齢者人口の伸びにつ

いていけない、こういうのが老人福祉の現状が、他の諸国に比べておくれているという原因で

あるかと思います。ほかに老人ホームの入居者、これが約日本では1.5%だそうでございます。

一番この制度が発達していると言われるスエーデンでは、 65歳以上の老人ホームだけに限っ

ても 4.1%、その他の部屋っき、いわゆる先ほども話題に出ましたアパートとかいうものを含

めますと、約 6妬から 7%ぐらいの老人ホーム入居者がいるというふうに言われております。

今、スエーデンの考齢者指数が約十四、五婦だそうでございます。これに日本は 20年後には、

この指数には到達するわけであります。そして、人口ももちろん増加してまいります。したが

って、現状のままでも約 4倍ぐらいの老人ホームが必要ではないか、こういうことになるわけ

であります。さらに、スエーデンは、原則として、 1人老人ホームは 1部屋だそうでございま

す。日本の現状は、さっき申し上げましたのは、人口増加を見込むと 8倍という数字でありま

す。 1人日本は今雑居が建前でありますので、それが 1人 1部屋になると、 20倍、あるいは

3 0倍の老人ホームが必要になってくるわけであります。今一つ、制度上ホームへjレパーとい

うのがあります。これもスエーデンの例を申し上げますと、たった人口が 83 0万人という小

さな国家であります口これは、約日本の 14分の lです。これで制度上のホームヘノレパーが、

7万人ということです。現在の公的ホームヘノレバーが、約日本では 2万人弱だそうでございま

す。スエーデン並にするには、人口割から申し上げますと、 1 0 0万人のホームヘノレパーが必

要だということになります。その裏づけとなる財源は、現在でも約 10倍以上必要になるとい

う見通しであります。

さて、戻りまして年金問題に触れますが、たしか 3月の国会に年金法の改正案が出て、現在、

継続審議中であります。基本だけ申し上げますと、いわゆる基礎年金の導入ということがあり

ます。国民年金の対象を自営者、あるいはその他から含めて被用者保険の対象者まで含めよう

というのがねらいであります。今一つは、先ほど申し上げましたように、年金財政の将来を考

え、費用も負担もほどほどのところでおさめようではないか、こういうようなこともねらいで

ありまして、まず国民年金と厚生年金を一元化しようではないか、さらには、共済年金まで含

めて、将来は一元しようではないか、これが、基本的なねらいであるわけであります。まだ制

度化しておりませんし、いわば、年金は、国民年金課が市役所にありますが、市の委任事務と

いう関係がありますので、市でどうこうする問題ではありませんが、一応その辺の経過を市民

部長に改正案の内容等Kついて、今ちょっと詳しく説明ができましたら説明を願いたい、こう

思います。

今一つ、これは 6月議会で問題になりました、年金課が発行をしようとしましたパンフレッ

トであります。これが、いかにもアジ的ではなt¥かということで、批判が起き、結局は使用し

ないということに決定いたしました。そのことについては、既lζ結着がついておりますので、

私、とやかく申し上げるわけでありませんけれども、これを作成した職員がどういう考えを持

っているのであろうか。いささか私は疑問を持たざるを得ないんです。年金で一番考えなけれ

ばならないのは、負担と給付の公平、こういうことであります。現状を続けていけば、さっき

申し上げましたように、遠くない将来年金保険料が、一般の勤労者が耐えられないような負担

水準K到達することは、これは、計算してみれば、だれが見ても明らかなわけであります。そ

れを放置しておいて、年金の給付が下げ‘られるか、下げられるといってもこの今回の改正案で

は、経過措置が設けられてありまして、そう急激K下がるわけではありません。しかし、下が

るんだ、これは大変だ、激変だ、さあ大変だ、こういうふうに書くのは、いかにも不見識では

ないか、こう思うわけであります。先ほど、共産党の議員団の方から、今回こういう意見書を

出すからということで、意見書の案を私どもの方でも配付していただきました。その内容は、

年金財政は破綻するということで、現金水準の引き下げ、保険料の大幅引き上げ、あるいは開

始支給年齢のヲ|き上げを国会に提出して、早期成立を図っているけれども、これはけしからん、
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という内容であります。今まで申し上げましたとおり、給付と負担の公平という面から申し上 歯どめのためにも保健事業、あるいは疾病予防事業は、非常に重要なことであります。この事

業は、果たしてまだ経過年数は、 1年とちょっとで少ないにしても、現在どうなっているのか。

老人保健医療費の予算書を見てもこの保健サービスの費用は全然出ておりませんD 恐らく何も

やっ てないんではないかというようなことも考えられるわけですが、この辺現状はどうなのか、

あるいは将来どのように考えているのか、この辺をお伺いしたいと思います。

次lと、社会福祉の問題lζ入るわけでありますが、これは、また別の問題になりますので、こ

れで一応とめまして、質問の答弁をお願いしたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 旗野行雄君の質問についての答弁を求めます。市民部長。

0市民部長(加藤一男君〉 お答えをさせていただきたいと思いますが、大変難しt¥御

質問でございまして、果たして、お答えになるかどうか疑問でございますが、私の方で承知を

いたしておる範囲のこ とをお答えをさせていただきまして、御了解を賜りたいと，思うわけでご

ざし、ます。

げますと、今の制度を続けていく こと は、財政的にだれが考えても不可能なことははっきりし

ているわけでございます。後ほど、 できたら市民部長に説明して もらいたいとも思いますけれ

ども、急激に現金水準を引き下げるわけではありません。制度改革は、ほぼ現行水準の給付を

続けていこう、こういうことが前提にな っております。まだ制度が成熟しておりませんので、

現行では給付率が低うございます。これが、最終的に経過年数が 40年になりますと、約標準

支給賃金の 80%支給ということになるわけでありますけれども、それでは、年金財政が破綻

してしま うということ は、だれが見ても明らかなわけであります。では、その分を国で面倒見

ればいいじゃないか、こういう論も成り立っかと思いますが、結局は、この国で面倒見ること

は、国民なり、市民が最終的には負担さぜるを得ないことになるのも、これまた明らかであり

ます。国債を発行すればいいじゃないか、という論もあるかと思いますが、国債を発行するに

してもこの結末は、いずれかつけざるを得ないわけであります。これまた国民が何とか収捨し

なければならない、こういう ことになるわけであ ります。 第 1点の問題は、年金の改正問題の御質問でございます。御承知のように、年金法の改正に

つきましては、さきの特別国会で、衆議院の方で、継続審議忙なっておりますことは、御承知

のとおりでございまして、国の方としては、今、質問者も申されましたような趣旨で何とか年

度内成立を図るべく努力をしているように、私どもでは、新聞報道で承知をする範囲でござい

ますが、承知をいたしておるところでございます。改正の内容の主なものでございますが、こ

れも成立をいたしておりませんから、このとおりいくかどうか疑問ではございますけれども、

目下考えられておりますところの国民年金の改正の内容を申し上げますと、いわゆる質問の鎮野

議員さんもおっしゃられましたように、現在の国民年金を国民年金共通のいわゆる基礎年金と

次lζ、医療費の問題でございますけれども、 最近、医療制度で大きく変わりましたのは、老

人保険法、これが 58年の 2月から施行されております。この制度のねらいは、一つには、今

の健康保険制度が医療費の保障に偏向している、ひと つ保健、あるいは疾病予防サーヒ、ス、あ

るいはリハビリテーションをもっと重視すべきだ、こうい うようなこともひとつ制度上ねらい

があるわけでありますo 今一つは、制度上国民健康保険が、老人が多いとい うこと は、退職者

は、 7 0歳の老人医療に入り、また、国民健康保険に入るわけでありますが、非常にその辺で

老齢費が多いものですから、国保が負担を他の年金保険制度K比べて負担が強過ぎる、こうい

う各保険者の間の負担の公平を図ろう、こういうことが言われているわけでございます。ちな

り何なりと負担の公平ということは、是正されたかどうか、こういうことがまず 1点、それか

ら、老人保健医療では、国が 3分の l、県が 3分の 1、市町村が 3分の lの費用負担で保健サ

ービスを実施しなければならないというこういう規定があるわけであります。医療費の増加の

いいましょうか、 40年加入で 5万円年金という形のものを一つ考えているようでございます。

したがいまして、 5万円でございますから、年収にいたしますと 60万円ということになろう

かと思います。それから、今一つは、いわゆるサラリ ーマン ICは収入に応じまして、報酬比例

年金を上乗せをしたいということで、 2階建て年金を考えているんだということを言われてお

るわけでございます。もちろんこの法律が通過をいたしますれば、省令、政令等が出まして、

詳細はわかるわけでございますが、現時点では、私どもの方はその範囲しか承知をいたしてお

りません。御了解を賜りたいと存ずるわけでございます。

それから、今 1点は、これに関係いたしまして、先般、私どもの方の保険年金課の方で、印

みに、国保の高齢者の医療費が、ノマーセンテージがどのぐらいになっているかといいますと、

約 3割が高齢者医療にかかっているわけであります。これが、組合健保の場合Kは、約 12婦

弱という数字が出ているわけであります。非常Kこれが不均衡であるわけであります。そこで、

質問をしたいわけですが、まず 1点、この老人保健法の制定Kよって、国保と他の厚生保険な
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刷をいたしました、いわゆる年金改正のパンフレットの問題について御質問をいただいたわけ

でございます。御質問の内容は、つくった職員はどういう考え方でつくったのか、ということ

でございますが、もちろん大きく国民年金が変わるので、早くいわゆる市民K周知をいたした

いという考え方から発想をいたしたものだと私は考えておりますけれども、御指摘のように文

言K少し考えられる点がございました。このことにつきましては、過日、御指摘をいただいた

わけでございまして、私どもも十分反省をいたしまして、今後はこのようなことのないように

十分注意をいたしたいというふうに考えておるわけでございますが、趣旨といたしましては、

恐らく他意はなく早く周知をいたしたいという考え方から、つくったものと私の方は、判断を

いたしておるわけでございます。それが、第 2点のお答えをさせていただきます。

それから、その次は、老人保健法の問題につきまして、御質問いただいたわけでございます

が、御質問の内容が私よく承知できませんで、あるいは違った面のお答えをするかもいたしま

せんが、再度また御質問を賜りたいと思いますが、御承知のように 58年の 2月に老人保険法

が施行iとなりましたことは、御承知のとおりでございます。以来、私の方では、国民健康保険

の被保険者花関係いたしますところの御老人に対しましては、特別会計の方iζ拠出をいたしま

して、現在まで運営をいたしておるわけでございますが、その御質問の内容は、老人保健法施

行に伴いまして、国保あるいは他の保険と負担が公平になったというような御質問のようにと

れるわけでございますが、恐らくこの一つの老人保健法の施行の精神にはのっとった運営が現

時点できている、というふうに私どもは判断をいたしておるわけでございます。それで、運営

費Kつきましては、先ほど、御質問の中にもございましたように、 20 掃を園、それから、都

並びに市で 5%そういう形で運営費を賜っておるわけでございます。それから、確かに御質問

のありましたように、老人保健法の施行に伴いまして、 58年度の拠出金から申し上げますと、

大体事務費を含めまして 7億 2.000万円程度、 59年度もおよそのそのくらいの数値が見出

せるんではなし 1かと思いまして、全体の私どもの会計の約御指摘のよう iζ30掃を占めるのが

老人保健の拠出金かと思うわけでございます。つまり、拠出金というのは、医療費相当額でご

ざいます。落ちた点があるかもしれませんが、以上お答えをさせていただきます。

。議長(高橋通夫君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君〉 お答えをいたします。

老人保健法の制定によりまして、御質問者のおっしゃるとおり、病気になって泣くよりもそ
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れ以前の健康づくりに十分力を入れるという趣旨でございまして、六つの保健事業がございま

す。一つは、手帳の交付であります。二つ目が健康教育であります。三つ目が健康相談であり

ます。四つ目が健康審査でございます。五つ目がリハビリテ ーション、六つ目が訪問看護でご

ざし 1まして、私ども生活課では、 1点目から 4点目の事業について行っているわけでございま

す。 40歳以上の成人花関する保健活動は、日野市におきましては、それを下1<::::5歳膨らませ

まして、サービスをしております。成人病予防につきましては、昨年度実績で、 1，0 8 4名の

方が胃の検診を受けられております。さらに、一般の健康診査につきましては、 65歳以上の

個別方式と 40歳から 64歳までの集団方式の二通りを実施いたしております。集団方式につ

きましては、昨年度は、会場 2カ所を設けまして、高幡地区と六小の地区あわせておよそ1，600

名ほどの方が受診されましたが、今年度ICつきましては、 2.000名の予算を取りまして、中

央公民館iζ会場を固定いたしまして、全市内対象にいたしまして、現在審査をしております。

さらに、 65以上のお年寄りにつきましては、 1カ所iζ集まってまいりますのも大変なことで

ございますので、個別方式と申しまして、一定期間期間を区切りまして、お宅の近くの医院、

あるいは病院に行って審査を受けるこういうシステムでございます。対象者本年度でもって

9， 8 6 2人いらっしゃいますけれども、この方iζ問診表とさらに新しく 65歳以上になられた

方につきましては、健康手帳も同封をいたしまして、今月 11日iζ既iζ発送済みでございます。

昨年度実績では、 3.320名の方がこの一般審査を受けておられまして、該当者のおよそ 32 

婦でございます。それから、さらに、成人病予防の一環として、子宮がんの検診もやっており

ます。 40歳以上を下IC5歳下げまして 35歳の方からやっておりまして、受診者数 3.212

名を数えております。それから、保健婦の活動といたしまして、各地の相談事業がございます。

成人だけを対象にとってみますと、 1 5 2人の方が昨年この相談事業iζ寄られましナこ。さらに、

健康教育の機会でございますが、健康教育だけを取り上げますと、なかなか多くの市民に集ま

っていただけないということで、一般健康審査集団方式の審査でございますが、その機会を利

用いたしまして、医師の協力を得て、そこで健康教育をやっております。以上手帳の交付、健

康教育、相談、それから、一般の健康診査についてお答えを申し上げました。

O議長(高橋通夫君) 旗野行雄君。

01 0番(鎮野行雄君〉 ちょっと、再質問させていただきますが、今、生活環境部長

の言われたようないろいろの保健事業ですが、これは老人保健法に言われているような 40歳
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以上の保健サービスとどういう関連があるか財源的にはこの老人保健法では、いろいろ保健事

業については、国 3介の 1、県 3分の l、市町村 3分の 1負担というふうな規定がた しかある

はずでございますが、その辺はどうなっ ている のか、再質問いた します。今一つ、先ほ どの質

問では触れませんでしたが、こ こで 10月 1日から施行ということで、 健康保険法の改正があ

るわけであります。既に追加議案として、補正予算、あるいは条例改正の議案が出ております

が、この改正の一つは、医療費抑制のための自己負担導入という こと。今一つは、退職者医療

制度を取り入れる、 こう いうこ とであ ります。自 己負担の導入については、 これは国保が一応

は関係ないわけでありますので、この退職者医療制度の導入lどついて少しく お伺いしたいと思

います。どうして退職者医療制度が取り入れたかという こと は、先ほどの老人保健法の場合と

同じく保険者関係の不公平をなくそう ということがねらいであるわけであります。退職後は、

退職者は国民健康保険へ加入するわけであります。当然、老人でありますから、さっき申し上げ

たようにお医者にかかる機会は多いわけであります。健康なうちは保険料が厚生年金なり、あ

るいは共済年金制度を利用して、そちらへ払う、余り病気もしていない。国民健康保険へ入っ

て医療費が余計かかる期間だけ保険料も払いますが、一部分他の保険者の負担によって医療を

行う、こういうことに実質的iどはなるわけであります。それで、 この退職者は、 7 0歳iζ達す

るまでは、拠出金を他の保険者から出 して もらう、こういう制度であると思いますが、先ほど、

竹ノ上議員も一般質問の中で、触れられましたが、 この見返りとして国保に対する国の支出が、

さきの部長の説明にもありましたけれども、減少するわけであります。補正予算案を見ますと、

今年度分については、たしかこの拠出金についても政府の支出の減少も 2億円内外でほぼバラ

ンスがとれているというように見受けられましたが、その辺がどうなのか。また、将来見通し

はどうなのか。まだ発足して間もないので、これからどうかということは、わからないという

ようなことを先ほど言われましたけれども、対象者は、大体何¢で、どのくらいいるんだろう

かというようなこともわかりましたら、説明、答弁をお願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 生活環境部長。

。生活環境部長 (坂本金雄君〉 先ほど申し上げました四つの事業につきましては、

老人保健法による保健事業としてやっております。したがいまして、その財源のうち 3分の l

は国庫定出金、 3分の lは都の支出金、残りの 3分の 1は、市の一般財政から持ち出しており

ます。
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0議長(高橋通夫君〉 市民部長。

。市民部長(加藤一男君〉 お答えをさせていただきます。

先ほどの御質問に対しまして落としまして大変申しわけなく思います。今の御質問をいただ

きました点は、さきの 8月 7日の保健法の改正に伴 う御質問でございます。先ほどもお答えを

させていただきましたけれども、退職者医療制度の問題、これが国民健康保険に大きく関係い

たす部分でございます。一割負担の部分につきましては、国保については関係はございませんO

そういうことで退職医療制度の問題Kついて国保K関係いたすわけでございますが、今、 御質

問のございましたように、退職した時点から 70歳K達するまでの間を退職者医療制度の該当

者K相なるわけでございます。先ほども一般質問の時点で、御説明をさせていただきましたけ

れども、 この退職者医療制度につきましては、国庫負担金がございません。 医療費に対しまし

ては、その方がお支払いをいただく国民健康保険税これを差し引きまして、残りを被用者保険

の方から拠出をいただくわけでございまして、いわゆる国保財政Kは影響がないわけでござい

ます。そういうことが、いわゆる退職者医療制度の問題でございます。それから、今一つの問

題は、退職者の医療制度の発足に伴いまして、どのくらいの該当者がいるかとい うことでござ

いますが、先ほども一般質問の際、お答えをさせていただきましたけれども、今保険年金課の

方で、積算をいたしておりますけれども、先ほど申し上げましたのは、 1.000人から 2.000

人の範囲とごくごく大ざっぱに申し上げたわけでございますが、確実な数値がつかめませんの

で、私の方でそう申し上げたわけでございますが、およそ 2.000人近い数値が出てくるであ

ろう と今思っておるわけでございます。はっきりした数値は、固まった時点で御報告をさせて

いただきたいと思いますし、詳細は、また厚生委員会等で御説明をさせていただきたいと，思う

わけでございます。それから、今一つは、国庫補助の問題でございますが、今議会で御審議を

賜ります国保会計の補正予算でございますが、確かに御質問のiI;ったとおりの数値を御審議賜

るわけでございますが、このことにつきましても、厚生委員会でよく説明をさせていただきた

t ¥と思うわけですが、実は、先般の国保運営協議会の時点でも、代表の方から御質問いただい

たわけでございますが、明確に私の方で数値を申し上げませんでした。それは、先ほども申し

上げましたように、不勉強で申しわけないんですけれども、確実な数値が出ませんもんですか

ら、私の方では、それを避けさせていただいたわけでございます。確かに国庫補助金は 35 %、

いわゆる医療費ではな くて給付費の 50%、つまり今までの国庫補助の負担率に換算しますと、
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40%が 35婦に相なるわけでございますから、 5%減ることは確かなんでございます。しか

しながら、先ほども御質問の中にございましたように、調整交付金なるものがセットされてお

りまして、この調整交付金が現時点の調整交付近よりもやや上回った数値を示しておりますの

で、退職医療制度の導入等に絡んで当市の場合は、調整交付金がやや上回ると私は見ておるわ

けです。したがいまして、国庫補助金の確定がちょっと困難だ、不明確な数字は申し上げられ

ませんので、改めて 12月ということを私は申し上げたわけでございます。各市では、若干の

数値を発表されたということもお聞きしたわけでございますが、 私の方では、そういう考え方

で、その数値の発表を避けさせていただし 1たわけでございます。そういうことで、御質問のご

ざいました補正予算につきましで も、もう一度 12月の時点で、実績等勘案した上で、御審議

を賜りたい、そういうふうに思っておるわけでございます。よろしくお願い申し上げます。

。議長(高橋通夫君〉 鎮野行雄君。

01 0番(鎮野行雄君〉 時間がありませんので、再質問はこれ以上申し上げません。

次花、社会保障制度の今一つの制度として、社会福祉事業というのがあり ます。 これ は、老

人福祉対策ばかりでない、障害者対策もあるし、児童福祉の問題もあるわけですが、今回は、

高齢者社会にどう対応するとい うことで、老人福祉の問題を取り上げてみたいと思います。 こ

の問題Kつきましては、 6月の議会でも古谷議員が、ぼけ老人対策をどうするか、あるいは中

山議員が、高齢者対策をどうするかというような質問をされております。また、今議会でも福

島議員が初日に、この高齢者対策について質問されました。また、先ほどは鈴木議員もひとり

暮らし老人についての対応ということで質問されております。非常に これからの自治体のやる

べきこととして、一方には、確かに社会資本の充実、生活環境の整備と いう大きな問題を控え

ているわけでございますけれども、今一つには、福祉制度の充実ということも大きな問題であ

ろうかと思います。さて、現状はどうなっているかということで多少質問の準備をしてまいっ

たわけですけれども、老人収容施設がどうか、あるいはホームへjレパーはどうかという問題は、

先ほど鈴木議員が触れられましたので、省略いたします。日野lζ は確かにりっぱな老人憲章も

あります。また、この第 2次基本構想、にもよく書かれているわけであります。老人憲章はさて

おきまして、基本構想にどんなことが書かれているか、一番目立つことは、地域福祉の風土を

つくる、こういうことが社会福祉については取り上げ.られております。これは、どういうこと

かと言いますと、これまでの福祉政策というものは、施設に収容することを中心としてきた、

しかしながら、それだけではこれからはいけないんではないか、地域で地域ぐるみでこの福祉

というものに取り組むべきではないか、基本的には、こういうことだと思います。いろいろこ

の背景には、人口の高齢化、あるいは核家族化、あるいは小家族化という背景があります。ま

た、婦人の職場進出という面もあるわけであります。ある程度面倒を見なければならない老人

を施設へ送り込めばいいというだけでは、用をなさない時代になってきたという背景があるわ

けであります。たびたび申し上げているように、基本構想は、もう 1年以上できてから経過す

るわけでありますが、基本構想の実現のために、基本計画、あるいは財政的な裏づけを伴った

実施計画というものをつくる というようなことになっております口これが進展されない限り、

この基本構想、に書いである地域福祉の風土づくりは果たしてどんな対応で実現する のかという

ようなことは、全然わからないわけですし、果たして具体的にこれを実現する気があるのかな

いかということは、これからの問題であるわけでありますが、せっかく基本構想にこれだけ立

派な ことを取り上げているわけであります。 これはまた時代の趨勢であるとも思いますので、

ぜひひとつ基本計画なり、あるいは実施計画をつくってこれに向けて対応してもらいたい、こ

う思うわけであります。保険年金謀で、 「東京の国保」というシリーズをこれは年金謀で発行

しているわけではありませんけれども、年金課を通じて配付してもらいました。これに高齢化

社会と地域福祉というタイトノレで、論説が載っております。理論的に非常に地域福祉という こ

とは、どういうことかということが、これを読んでみるとよくわかりますので、何分間かひと

つつき合っていただいて紹介してみたいと思います。

これ からの高齢化社会が進むとともに、この老人で周囲で面倒を見てあげなければいけない

という、いわゆる難しい言葉で言うと日常生活の介護ニードが必要な老人が老齢人口の増加の

伸び以上に必要Kなってくるというまず事情があります。そして、今一つ、この地域福祉活動

というものは、内容はどんなものなのか、老人問題K老人の労働問題とか、あるいは経済問題、

所得の問題もありますし、また、住宅環境の問題もありますし、また、医療の問題もあるわけ

ですが、こういうことは国政レベルの問題で、地域の福祉活動として、取り上げられるべき問

題は、官頭申し上げましたように、介護の問題、あるいは余暇活動をどうするか、あるいは老

人能力開発の問題だ、こういう問題が地域レベルの高齢化社会に対応する地域福祉の問題では

ないか、こういうことが書かれております。確かにそのとおりだと思います。これは、どうし

て必要かというと、先ほど申し上げましたように、核家族化、あるいは少人数の家族がふえて
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きたということで、家族機能がそういう介護ニー ドにこたえられなくなってくるという、こう

いう事情があるわけであります。ここで強調しているのは、ヤングオ ールドの能力の活用、こ

ういうことが強調されております。どういうことかと言いますと、今までは日本iどおいては、

老人は障害者もそうでありますけれども、家族機能が働かない場合には、生活保護を適用する、

さらに、介護ニードが必要な場合には、施設へ収容する、あるいは生活保護の枠内でヘノレフ。活

動をするんだ、こういうような ことが原則でありましたけれども、福祉の高度化が進んでまい

りますと、生活保護対象だけが、社会福祉事業の対象ではなくなってくるわけであります。そ

のほかに経済的にも余裕があっても家族が老人の世話をするのが大変だというような事情も出

てく るわけであります。その場合多少自己負担があってもいし 1からひとつ家族だけでは気の毒

だから、近所の人で面倒を見てあげようよ、あるいは地域の人で面倒を見てあげよう。これが

地域福祉の基本的な思想ではなt~かと思う わけであります。そのためにお年寄りもまだお年寄

りといっても、よく健康にも恵まれ、財政的にも、経済的にも因らないお年寄りもいられるわ

けですから、そういう方を利用すると言っては失礼ですけれど、そういう方に一つは、社会福

祉の受け手でして、担い手として働いてもらってはどう か、とい うようなことが言われ ている

わけであります。たしか老人いこいの家の関所式ですか、連合会の剣持会長もおっしゃられて

ました。老人は、非常K余暇があると、旅行を募集すれば多少会費が高くても応募者がたくさ

ん集まると、しかし、老人は、福祉を受けるばかりでは、いけないんだ、旅行は、かりではない、

それだけの余暇があったらひとつ余暇を有効的に活用して社会の役に立たなければいけないん

ではないか、それが、老人の生きがいではないか、こういうようなお説を聞きまして、そのと

おりだと私思います。総理府のこれは 57年の老人問題に対策室というのがありますが、そこ

の調査iとよりますと、あなたは、生活に暇があるかという質問に対して暇があると答えた方は、

6 0%でこういう社会の地域活動に参加するかということに対する回答が、約半数が、もしそ

ういう制度ができましたら、参加しますというようなアンケートの回答であったそうでありま

す。非常に大ぜいのお年寄りの方が、こういうことを期待しているし、そういう制度ができた

ら参加してもいいよという御意見のようであります。福島議員が先だって老人問題K対する日

社協で、意向調査をやりました。あのアンケートを私もあの後見せていただいたわけですが、

老人の生きがいは何に求めるかという設問がございました。その中で、一番多いのは、家族と

の団らん、あるいは孫の成長とか、あるいはレジャーだとかいうようなことが多い中に、調査
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対象 844人のうち、実に 15 0人の方が、これは 18婦に当たりますが、私の老後の生きが

いは社会奉仕だというふうなアンケートの結果が出ております。日野市でもたくさんの老人の

方が、社会奉仕の機会があったらこういうことをやってみたいという意向の方が、おられるわ

けでありますロヤングオーノレドというのは、イ可歳ぐらいを指すかといいますと、まず退職後か

ら70歳後ぐらいを指すのが適当であろうかと思いますが、この人口を日野の統計を見ますと、

約 7，500人の方がこの範暗号にいられるわけであります。 18%と言いますと、 1， 3 5 0人と

いうことになります。この調査によりますと、このような大ぜいの老人の方が、社会奉仕の機

会があったら、それを生きがいとして、それに参加したいというようなお気持ちの方がおられ

るわけであります。これからは、老人ホームの官頭申し上げましたように、老人ホーム、ある

いはホームヘノレパーも非常に他の諸国から比べ、ると立ちおくれている、この充実ということも

もちろん必要でありましょうが、地域福祉、あるいは在宅福祉ということが大きな課題になっ

ているわけであります。それがためには、たしか日社協の先だっていただいた封筒には、自社

協と並んでボランティアセンターという文字が入っておりますが、そういう日社協でもよし、

あるいは市で直接やられても結構ですから、こういうことを組織化に市で手を貸すべきだ、こ

ういうふうに私は思うわけであります。それが、これからの福祉対策の重要な課題ではないか、

私は思います。それについて、もし、意見がありましたら、部長なり、あるいは市長の答弁を

いただきたいと思います。

ここに一つ私この一般質問をやるについて、いろいろ市政図書室へ行って資料を探してきま

した。まず、ここに社会保障の財政計画と費用負担と t~う、これは、社会経済国民会議という

組織がありますが、これを私、目をとめたわけであります。 乙れは、市政図書室で買ったわけで

はございませんが、新聞に出ておりましたので、送ってもらいました。これを見ますと、いろ

いろこれに関係するパンフレットなり、文書が数年前から発行されておるわけであります。手

に入らないので市政図書室へ行ってこういう資料はなし可かと尋ねましたところ、手持ちはない、

早速これに照会してみるということで、即日電話照会をしてくれました。ところが、大分前の

文書でありますので、販売用はないと、ただ保存用に何部かありますということで、交渉の結

果その保存用をすぐに翌日送ってくれました。そして、市政図書室では、それをすぐコピーし

まして、この文書をつくってくれたわけであります。非常に懇切丁寧であります。私、たびた

びあの市政図書室を利用しておるわけでありますけれども、非常に同僚議員も言っております。
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よくやってくれる、そのことをお伝えしておきます。今度伺か機会がありましたら市長、ほめ

てやってください。

さて、その文書でありますが、これからの社会福祉、あるいは老人福祉は、どうあるべきか

というようなことが、基本的なことが書かれております。社会福祉長い昔からの経過をたどっ

てみますと、社会福祉の発端は、慈善事業であり、救済事業であったわけであります。いわば

チャリティとして発足したわけであります。それが徐々に生活困窮者、あるいは障害者等、あ

るいは孤児とか、そういうものは生活保護として、制度的に取り上げられるようになってきた、

という事情があります。現段階では、これからどうなるか、どうすべきかという問題でありま

すが、むしろ、社会福祉からさらに飛躍して、社会サービス化すべ きだ、 こういうこと が言わ

れております。 これは、 さきの基本構想の中の地域福祉の風土をつくるというような同じ発想

でもあるわけであります。どういうことかと言いますと、例えて申しますと、老人問題につい

ては、所得保障ということも一つの側面であります。それは、チャリティまではさかのぼらな

くても当初は生活保護でこれをやってきた。しかし、年金制度が発展してくると、生活保護だ

けではない。もっと広く範囲を広げて、先ほど今度年金改正制度に関連して申し上げましたよ

うな基礎年金制度が出てくる、生存の最低必要の保障だけは、所得については、基礎年金で賄

うべきであるというようなことになってきます。恐らくこの制度は、実現されるでありましょ

うし、実現すべきだと私は思っております。この基礎年金は、国民全部に適用されるわけであ

ります。さらに、さっき市民部長が申されましたように、この上にいわゆる拠出比例的付加年

金が、さらに制度的に上乗せさわる、いわばさらに企業年金あり、 2階建て、 3階建ての年金

構想になるかと思うわけであります。ただ、老人問題については、所得を保障すれば用が足り

るということではいけないわけでありまして、人的サービス、介護サービスがどうしても必要

になってきます。年金なり所得保障が、今、申し上げましたように高度化してくると、比例し

て制度的に社会福祉Kついても、もっと生活保護の対象だけに、今の日本の制度では、ホーム

へノレバーなり、ホームヘノレバー活動は、生活保護対象に原則的iとは限っておるそうでございま

すけれども、その範囲を一般の御老人なり、介護を必要とする人たちまで拡張すべきではない

か。あるいはもっと進んで生活に余裕のある方でも受益者負担金を出していただいても介護サ

ービスを広げるべきではないか、これが、いわゆる社会福祉から社会サービスへということの

思想であります。さらに、ちょっと時間がありませんから飛ばします。さらに、福島議員が一
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般質問で触れられましたように、制度の関連したサービスは、いま少し横の連絡を厳密に取っ

てやるべきだ、老人問題でもあのことは社会課へ行かなければならない、健康だ、福祉事務所

だ、 こういうことでは因るんだ、お年寄りの便宜を図るためにも行政の効率化のためにも、ひ

とつその辺の総合的な調整を図るべきだというようなことも言われていますo 時間がないので

以下はひとつ福祉の日常生活化だというようなことも言われておりますし、ボランティア活動

を大いに推進すべきだというようなことも言われておりますが、その辺は略させていただきま

す。

最後に、今の基本構想、に書かれております。地域福祉の風土をつくる、非常に私結構なこと

だと思います、目標としては、この推進を具体的にどうするのか、このことを市長にお伺いし

たいと思います。今一つ、日野の社会福祉の一つの市長は、そう思っているかもしれません。目

玉商品として理美容券の問題があります。あるいは健康管理手当が出されております。理美容

券、あるいは健康管理手当もたしか 5千数百万円、決算書を見ますと、支出は 5千数百万円、

両方あわせて 1億1.0 0 0万の上になるかと思います。福祉事業をいろいろ今申し上げました

ように、やることはいっ ぱいあります。果たしてこのように元金給付的な福祉が有効であるか、

あるいは妥当であるかということは、私は、大いに疑問を感じております。もっとこの 1億何

がしの金は、 こういうボランティアの組織化とか、他の側面につぎ込んでいただければ、 2倍

も3倍もの効果を発揮するんではないか、こう思うんです。お金は使ってしまえばそれだけの

ものです。( Iきれいになるじゃないか、と呼ぶ者あり〉きれいになる以外にほかにいろいろ

やるべき問題があると私は申し上げているんです。もっと効果的な社会福祉の支出があるんで

はないか、 こういうことです。 まして、今幸い日野の老人人口は、現状は 6.2 %です。一般の

全国的に比べ、てみると約 3分の 2であります。今こそ冒頭iζ 申し上げましたように、社会資本

の充実という大きな課題があるわけであります。福祉は福祉で結構なことです。しかし、ほど

ほどということがあります口下水道の整備とか、いろいろやるべきことはいっぱいあるわけで

す。一般に福祉の対策については、革新自治体で一つのことを取り上げると右へ倣えで多くの

自治体がこれに追随してきますし、 しかし、老人理美容券は、日野でやっただけであとどこも

ついてくるところがありません。それほどこの制度は、余り有効な制度ではないんではないか、

行き過ぎではないかというようなことがいえると思います。それについての市長の見解を最後

にお聞きしたいと思います。
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0議長 (高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男 君 〉 鎮野議員のいわゆる経済学ベースの福祉論とい うのは、言わ

れる ことは、わかるような気持ちがいたします。そして、将来の高齢化社会を憂いながら、ま

た、社会保障、あるいは社会福祉がよく言われるように、ばらまき的であってはいけない、と

いうことだろうと思います。それで、福祉の風土づくりという ことを問われておるわけであり

ますが、なかなか具体的な説明も これから開発をしなきゃならない部分がたくさんあると思っ

ておりますが、さしあたり今、青少年対策として、コミュニティ ーづくりのことを行っており

ますが、これらは、まさにまた地域のその高齢者対策にもなる ことでありますし、 この行政の

仕事、あるいは地域の仕事、たとえば緑と清流というふうな運動分野にも高齢者の方が積極的

に参加をしていただける、そういう組織づくりをする、それらのことは、これは健康者を相手

の部分でありますが、そういうことの地域のお互いの心の交流のベースづくりにすべきである、

このようなことが言えると思っております。高齢者対策には、給付する福祉と、それから福祉

の事業に高齢者自身が、今度は、与える側にもなっていただける、こういう関係こそ一番望ま

しい姿ではないか、こう思いますので、それらのことを総合して福祉のムードづくり、地域社

会Kハードな面の施設も大切でありますし、それから、ソフトな面の将来の地域社会というも

のを、いわゆる高齢者が、若い人は、つまり生産K活動する、生産年齢を経済学上の生産年齢

から、卒業された方は、地域に帰属して、そして、一方には福祉の与える役割、あるいは受け

取る役割、これらをお互いの交流の関係で成り立たせることが、私は、地域の風土づくり、こ

ういうふうな意味合いで用いておるわけでありまして、御指摘のところが、ちょうどかなり当

たっている、御理解もいただけているんではないか、このように思っておりますから、まだ未

熟であり、無能であり、開発すべきことが多々あろうかと思いますが、そういうことでござい

ます。( rあと 1分ばかりだそうでありますのでこれ以上……」と呼ぶ者あり〉今一つ大切な

ばらまき福祉の部分のことなんですが、私は、当分の聞は、今の施策は有効に役立つと思って

おります。なぜならば、なかなか小遣いにされては困るわけでありますが、健康管理にこれを

なるべく集中して使っていただくということ Kよって、逆に医療費の節減でありますとか、あ

るいは生きがいに該当する、こういうことにやっぱり還元されますし、また、自治体が払った

お金は、大分また地域社会K交流する流通経済の関係もありますから、それは十分役立つし、

また日野市の能力は、それくらいのことはやれるというふうに考えております。

。議長(高橋通夫君〉 旗野行雄君。

01 0番(鎮野行雄君) 時間がないので、これにとどめておきます。また、別の機会

に十分時間があるときに、この問題については、市長を追求してみたいと思います。どうもあ

りがとうございました。

0議長(高橋通夫君) これをもって 18のし社会保障制度(年金、医療、社会福祉)

の現状と問題点に関する質問を終わります。

お諮'りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君〉 御意議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 4時 46分休憩

午後 4時 53分再開

。副議長 (米沢照男君) 休憩前K引き続き会議を開きます。

議長所用のため出かけましたので、これから副議長が議長を務めます。よろしく御協力お願

いをいたします。

お諮りをいたします。議事の都合iとよりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。副議長 (米沢照男君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間の延長をするこ

とに決定いたしました。

1 9の 1、学校給食における臭素汚染米の安全性が確認されるまで、小・中学生の健康を守

り、かっ広く市民の意識を喚起するために米飯給食を一時停止せよKついての通告質問者、橋

本文子君の質問を許します。

C 1番議員登壇〕

01番(橋本文子君) 問題はたくさんあるんですけれども、四つも五つも本来ならば、

ここで一般質問をしたいところですが、この臭素問題、今一番私の中で、重要であるというふ

うなことで、 1点に絞って今回は一般質問をすることにいたしました。回答次第で 30分で終

わるかもしれませんし、御回答Kよっては、あるいは時間いっぱいということになるかもしれ
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ません。どうぞよろしくお願いをいたします。

それでは、一般質問を始めさせていただきます。

先ほど、お読みいただきましたよ う花、 学校給食における臭素汚染米の安全性が確認される

まで、小・中学生の健康を守り、かっ広く市民の意識を喚起するために、米飯給食を一時停止

た2.000検体のサンプルについて、臭素残留検査をした結果が、前述のような大変ひどい汚

染状況だったというわけでございます。その率は、実iζ48.3%、五十三、五十四年産米 12万ト

ンのうちの 5万 8，0 0 0トンが不合格だったという数字なんですね。この高い数値を示しまし

た。つまり、ここでいう 48. 3というのは、国際基準の 50ppm以上が検出された米のパーセ

ンテージであって、残りの 51. 7 %につきましでも、 50 ppm 1[.は達しなかったけれども、 50

ppm にかなり近い高い数字で臭素が検出されたということは、容易に想像ができることでござ

います。 この国際基準と申しますのは、世界保健機構で決められた数字でございます。前置き

はこのくら いにとどめておきまして、ことしの5月 31日、日野市職員組合栄養士部会から教

育長に対 しまして、 学校給食で使っ ている米について臭素残留の有無を検査をしていただきた

いという要請が出されたと思います。そ こで、教育委員会では、日本食品分析センタ ーに依頼

をされま した。 そこで、 お尋ねをいたしますが、三つほどまずお伺いをしたいと思います。

一番目の問題といたしましては、その学校給食米から臭素が検出されるまでの経緯と、その

後の教育委員会の対応について、そのまま時の経過を追っ て御説明をいただきたいと思います。

これが l点目でございます。

せよ。まさにこの思いを込めてきょうは質問をしていきたいと思います。

まずいお米の原因をつき とめた。 年々味の落ちる自主流通米iζ複雑な流通機構の中でど

んなお米が混入されている かは、消費者は知るすべもなかったが、 まざるはずのない五十三、四

年産と見られる古米が東京、千葉県下に出回っている、 58年産自主流通米に混入されている

証拠を消費者団体がつかんだ。この混入米は、臭素系殺虫剤の薫蒸を受け、有害な残流臭素で

汚染されていたもの。食糧庁が家庭用は禁止、外食産業専用iζ一部を放出したいわくつきの古

米。消費者団体は「米不足につけ込んだ悪徳商法」と 13自に食糧庁に大消費地全域の調査を

申し入れる。同庁も事態、を重視し調査に乗り出すが、消費者にとってはショックな話だ。 こう

いう書き出しで去る 9月 12日の毎日新聞の朝刊で複雑な国の流通機構を背景に起こるベくし

て起こった米の残留臭素問題を取り上げています。これは首都県の 17消費者グノレープで組織

する「遺伝毒性を考える集い」の告発によるものでございます。値段の高い自主流通米の食味

が年々落ちることから混米の仕方に大変不信感を持ち、臭素の残留の濃度テス トをしたところ、

今、教育長、次長、市長にもお渡しいたしましたけれども、毎日新聞のこれ は朝刊のトップ

第 2点といたしましては、東京都の学校給食会から、教育長が多分お手元にお持ちだと思い

ますけれども、 8月の 21日ですね口都の教育長から各区市町村の教育長あてに出された書類

がございます。この書類によりますと第 59教体給第 166号ですか、この公文書によります

と、安全を図るため給食用米穀K関して国内産の新米であり、適宜必要な検査の実施、中を故

きまして、等により安全かつ安定した品質が維持されている ことと通知が来ております。この

通知を見ますと、とにかく給食の米は新米でなければt¥けな t¥0 しかも品質がきちっと安全で

安定した品質が維持されていなければいけない、というふうな趣旨のことが書かれているわけ

です。この趣旨を損なわないために日野市の教育委員会では、どのような善後策を講ずるのか、

ある いは講じて こられたのか、ある t¥はこれからしようとなさっているのか。その点をお伺い

したいと思います。

古米をまぜ、格上げ混米を していたというそういう実態がわかったという ことでございます。

この調査によって本当に常識では全く考えられないような大変古いお米、つまり 6年も菅K収

穫された 53年産米が町の米屋さんで販売されておりました。ごく普通の米の中にも混入され

ていたということですから、本当に一般の消費者にとってこれほどショックな話はなかったわ

けです。これに先駆けまして、 8月の 24日でございます。これは、教育長も多分御存じと思

t ¥ますが、一応コピーしたので見ていただきたいと思います。市長の方にも。

でございます。 トップということは、大変重要な意味があるという取り扱い方なんですね。こ

の毎日新聞によりますと、 53年産米臭素汚染は 48婦、 54年産も 3分のし想像以上の実

態、食糧庁在庫調査という大見出しで食糧庁の進めてきた五十三、五十四年産古米の臭素残留検査

の結果が報道されています。 5月ごろから、米の臭素汚染につきましては、さまざまな情報が

流れておりました。食糧庁もほうっておくことができなくなり、全国の米穀倉庫から集めてき

それから、もう 1点 3点目といたしまして、都の学校給食会では、やはりその新米のみを使

用だと公表しているわけです。新聞等で皆さん多分お読みになって承知していらっしゃると思

いますけれども、その学校給食会より購入した日野市の給食米から臭素が検出されたというそ

の事実について疑問をお持ちでないのか、もし、疑問を持っていらっしゃるとしたら、今、米
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。副議長(米沢照男君〉

O教育長(長沢三郎君〉

橋本文子君の質問についての答弁を求めます。教育長。

お答えさせていただきます。

から、学校給食会から購入している米からは 7ppmの臭素が検出された。ただこの 7ppmない

し13ppmというのが、先ほど厚生省が一応決めてございます残留臭素の基準値である 50ppm

これを下回っているということもございまして、分析センターの方からの一応日野の現在検査

をした米については、食用として安全であるということの検査結果、このことを受けまして各

学校の方K報告をいたしまして、米飯給食の中止というものを一応解除する、 こういう通知を

した次第でございます口 6月の 26日になりまして、都教委一都の教育委員会の体育部長、

給食課長、これから連絡がございまして、日野市における検査結果、この報告を求めてまいり

ましたので、私と小林学務課長と都教委の方へ出かけまして、日野市で実施した検査結果の報

告を行うとともに学校給食会から購入している米からも 7ppmの臭素が検出されているんだと

いうことの報告を行いまして、この学校給食会の米iごつきましては、これは東京都の責任にお

いてぜひ父母、あるいは児童生徒が安心して給食ができるように一応安全を確認してほしい、

こういう申し入れをしておいた次第でございます。都教委の方は 7月 10日、東京都の学校給

食会を通しまして、国のこのお米を提供している機関、これは日本健康会というのがあるんで

すが、そちらの方に東京都の学校給食用の米の検査、これを早急にやってほしいという申し入

れを都教委は行っている次第でございます。 7月の 19日花、日本健康会から、一応 8月の 2

日の自にこの検査をするのでということで、東京の食糧事務所、それから、日本健康会、東京

都の学校給食会これの立ち会いのもとに検査を実施した次第でございます。その際K、どうい

う検体で検査をしたかと申しますと、三多摩につきましては、立川に三多摩食糧卸共同組合と

いうのが立川にございます。三多摩のお米を取り扱っているわけですけれど、三多摩の食糧卸

共同組合、それから都内の方では、 2 3区の方では荒川にございます東京域北販売共同組合、

これからそれぞれ 1kgの学校給食用の米、これを持ち寄らせてその検査をした次第でございま

す。両方の卸共同組合、こちらから各地区の学校給食用の米の販売業者の方にお米が回されて

いくわけですけれど、その検査の結果につきましては、一応学校給食会が取り扱っている米に

ついては、鮮度の判定、これについては全く 58年度産米と申しますか、いわゆる古米という

ものは入っていない、 100 妬新米であるということと、それから臭素の含有量この検査につ

きましても、これは自然界の中iともある程度のこの臭素というのはまじっているわけですけれ

ど、自然界に含まれております状態以下の内容で、特に 2ppm以下というのは、そういう検査

を行っても反応があらわれないということで、この二つの学校給食会で一応取り扱っている米

飯給食ができないはずだと思うわけです。ですから、そのあたりの見解を 3点目としてお伺い

をいたしたいと思います。では、以上 3点とりあえず御答弁お願いいたします。

まず第 1点の学校給食米から臭素が検出されるまでの経過、あるいはその後の教育委員会と

しての対応どんなような手だてをとってきたのかという御質問でございますけれど、 6月の議

会のときにも小山議員さんの方から、若干この件に関して質問がございましたけれど、街i案内

のように 5月 29日の自に、この昭和 53年産の古米、これが大量に残留臭素を含んで検出さ

れた。食用iとは適さないという方向での厚生省の見解が発表されて、各社の新聞記事が大きく

紙上に掲載されまして、その直後、これは 31日ですから、翌々日、先ほど橋本議員さんから

言われましたように、実は、当日学校給食会の総会があっ たわけです。その学校給食会の総会

が終わった後、日野市の職員組合の栄養士部会、この代表の方がお見えになりまして、学校給

食用の米にその古米がまじっているよ うな心配があると、子供の健康上非常に問題があるので、

何とか安全確認をしてほしい、こういう旨の申し入れがあったわけです。教育委員会といたし

ましては、学校給食というものの位置づけ、こういうものを非常に重視しておりますので、早

速 6月 1日一応各学校で取り寄せている米の中から、中学校は主に先ほど話が出ております学

校給食会、これから米を買っているわけですけれど、小学校の方は月 iC1固ないし 2回程度米

飯給食をやっているという関係から、学校の最寄りの業者からお米を買っている、そういうこ

ともございまして、全部の給食米が、学校給食会から取り寄せた米を使っている、そういう状

態でございませんので、一応地元業者から購入しているお米これを 4検体、それから学校給食

会から購入している米、これ l検体を日本食品分析センタ ーの方に出して、検査依頼をしてい

ただいたわけです。その際、検査の結果が出るまでに約 1週間ほど期日がかかるというよう な

御返事がありましたので、学校lζ対しましては、一応この検査結果が出るまで、米飯給食につ

いては、パン給食とか、あるいはめん類給食に切りかえて米飯給食の方は検査結果が出るまで、

一応中止しておいてほしい、こういうことを各学校の方に要請しておいた次第でございます。

6月の 7日の日にちょうど検査に出してから 1週間後κ、日本分析センターから検査結果の報

告がございまして、地元業者から購入している四つの検体の中から二つの検体、これにつきま

しては、一つからは 13ppm、もう一つからは 9ppm、 この残留臭素が一応検出された。それ
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については、反応が出なかった、これは立ち会いのもとで行った検査の結果がそういう結果で

ございます。ちょうど同じ 2日の目花、これは八王子の方で地元業者から購入している学校給

食にその地元業者から購入している自主流通米こちらから最高 40ppmの臭素が検出された、

こういうのが発表されまして、これを大きく新聞記事に取り上げられているわけでございます

けれど、このような状況で地区によって学校給食会からの米、それから、地元の学校付近のお

米屋さんから取り寄せている米ということの中で、いろいろの臭素の摘出状況に問題が出てき

ているということで、 8月の 17日の日に東京都の教育委員会からその 21日付の通知でござ

いますけれど、学校給食の運用ということで通達がございまして、学校給食米については、極

力学校給食会を通しての米を使ってほしいというような使用促進の依頼、その中には二つの実

は実情がございまして、一つは、 5月以降騒がれている臭素汚染米という関係の中で、都教委

の方が責任を持って対応していくという段階では、国内産の新米を使っているということ、こ

れについては定期的な検査を行っているということ。それから、もう一つは、価格の面でこれ

は学校給食会を通じましてお米を仕入れた場合は、市価の 6割引きということで 10キロ当た

り1， 5 3 0円ほどで購入できるわけです。一般の標準価格米ですと 3.800円から 900円ぐ

らいするんですが、それが学校給食用のお米ということで、これは政府の助成措置もございま

して、市価の 6割引きでこの学校給食会からのお米を取り寄せて使っている場合には、給食が

できる。その価格の点と安全確認の点、これからできるだけ学校給食の運用については、学校

給食会の米を使ってほしい、こういうような依頼が通達文書の中に含まれてきているわけです。

さらに、 8月 29日、これは、文部省の方が全国の 10都道府県ここから 21カ所、 21力所

から 27の検体これは学校給食会で取り扱っている米、これを集めまして、検査をしたんです

が、この 27の検体についてすべて学校給食会が取り扱っている米については新米である、そ

の 27検体の中の 13検体、これから最高 6ppmの臭素が検出されておりますけれど、これに

ついては、一応自然界に広く存在する含有量その範囲の中であって、食用としては全く心配な

い、こういうような文部省が、一応全国規模で検査した学校給食会の米これの発表もございま

して、一応学校給食会を通しての米については、政府並びK都教委、文部省、食糧庁あたりも

責任を持っていただいている、そういうように今の時点ではとらえております。それで、あと

8月 21日に、都教委の通達この趣旨を損なわないためにどんな善後策をとっていくのかとい

うことでございますけれど、これは、学校給食につきましては、一応学校給食会というのがご

ざいまして、学校長の代表、栄養士さんの代表、それから、給食主任、保健主任こういうよう

な方々の代表で構成されております学校給食会というのがございまして、そちらにも相談をし

ながら、対応してし 1かなくてはならないわけでございますけれど、先ほど申し上げましたよう

に、日野市の中学校で取り扱っている米、これは、週 2回米飯給食をやっている、回数が多い

ということもありまして、全部学校給食会の米を使っているわけでございますけれど、なお、

小学校関係で学校近くの最寄りのお米屋さんから、これは月忙し 2回というので、手近なと

ころからというので取り扱っているこのお米につきまして、できればいろいろ事情はあると思

いますけれども、できれば学校給食会からの米に統一していくような方向こういう形に相談を

やってみて対応していきたい、こんなように考えております。

それから、なお三番目のこの臭素が 7ppmでも出たのに疑問を持たないのかという御質問で

ございますけれど、これも私専門家でないので、断定的なことは言えないわけでございますけ

れど、先ほども申し上げましたように、臭素というのは広く自然界の中に分布している。この

自然、の米の臭素の含有量 というものは数 ppmこの程度の臭素を含んでいると一般的K、こうい

うように推測されている。特Iζ海水中iとは 1リットノレ当たり 67ミリグラムの臭素が含まれて

いて、海水が蒸発し、雨水になって降ってくる、それが河川|とか、地下水になって土壌にしみ

込んでいく中から、生物の中に溶け込んでくるというある程度の自然界の中に分布されている

程度、こういうものがどうしても数 ppmぐらいは含まれている状況、これは全く臭素の検出は

ゼロなんだというその状態にいっていない現実というものは、その自然界の中にはあるという

ことと、先ほども橋本議員さんの方からも言われておりますように、世界保健機構、あるいは

国連の食糧農業機関、これらが一応打ち出しておりますこの食品規格この中K定められている

臭素の残留量 というものこれを 50ppm以下ということで一応の目安をおいているということ、

そういう状況の中から厚生省も今回のこの古米の臭素の含有量が 50ppm、 あるいはそれに近

い数字、ある いはそれを超える数字、 こういうものが出て非常に驚いて対応をしていると思う

んですけれど、今、申し上げてきたような経過の中で、学校給食会のお米につきましては、日

野市も検査をし、それから都もさらに国段階でも検査をした中で、一応安全性というものをあ

る程度確認して対応してきている、そういう状況でございますので、この冒頭の検査結果が出

るまで、米飯給食を中止してほしいというその状況、これにつきましては、特にこの広く市民

の意識を喚起するためにということで、一般の家庭で使われているお米、これKつきまして、
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。副議長(米沢照男君〉

01番 (橋本文子君〉

橋本文子君。

今の御答弁を伺っていますと、学校給食会に対して教育長は、

家でないならないでそれなりに独自に専門家K依頼して、その結果をもとに安全であるとか、

これは危ないとかという結論を出してほしいんです。これからそういうふうになさるかどうか

ということも 1点お伺いしておきましょう。実際iζ、例えばお米に 53年産米を 58年産米iζ

2割まぜたとします。 2割まぜて検査をするとほぼ 8ppmという数値が出るんです。 2割まぜ

ると 8ppmという数値が出るんです。だから、それらも加味しながら 2点について御答弁再度

ちょうだいしたいと思います。

先ほど橋本議員さんの方からおっしゃったように大分大変な自主流通米これを通しての騒ぎが

広がっておりますけれど、学校給食会の米につきましては、今言ったような特別な措置をとり

ながら対応しているということでございますので、そのことのために中学校の米飯給食を中止

するということは、かえって学校の給食現場に混乱を起こす結果にもなりますので、今までど

おり実施させていっていただきたい、こう思っているんです。

もう全面的な信頼を寄せている。だから、学校給食会が安全だと言ったらすべて安全なんだと

いう見解をお出しになっているように私には思えるんです。もう一つ、市価の 6割引きだから、

じゃ安けりゃ伺んだっ ていいという値段なんかこの際臭素の問題とは関係ないんですよ。そん

なことをおっしゃると大変教育長の姿勢というのは問われますよ、今後。

それと、自然、界にそれは存在している臭素の量が数 ppmである、それはどういうデーターか

ら教育長はそういうことをおっしゃるんですか。今からじゃ 2、 3再質問させていただきます。

今、最後に言ったなぜ数ppmだったら自然にそれは存在している量であると断定なさるのかと

。副議長(米沢照男君)

O教育長 (長沢三郎君)

再質問についての答弁を求めます。教育長。

お答えいたしますD

いうことね。そのことが 1点。

先ほど申し上げましたように、私専門家でない、専門家でないなら検査に出せは、いいじゃな

いか。一応栄養士部会の方からの申し入れもありまして、そういう危険なものを含んでいるお

米が実際に学校給食で使われていたんでは非常に問題があるということで、 6月早々一応検査

に出してその結果、先ほどお話ししたように 7ppmの学校給食会からの米に臭素の検出が行わ

れたというその結果もありまして、これは、その 7ppmが果たして国際的なこの機構であるそ

の50ppmより数字が低t¥から高L、からということだけでなくて、専門家でないので、さらに

そういう問題について、実際iζ東京都の学校給食を取り扱っている都の学校給食会の方iζ報告

をあわせながら、現に日野市で検査した結果、こういう結果が出ているということを含めてよ

り広い範囲で東京都の検査というものを依頼したというようなこと。さらに、東京都の方もそ

れを国段階へ持ち上げて国でも検査をした。学校給食会で取り扱っている米については、そう

いう状況の中で、数ppmというのが、これが自然界に含まれている含有量の基礎であるとカヘ

ないとか、そういう点について確かに検査をしても反応が出ないというその形の中での 2ppm

の場合もあれば、 6ppmとか、 7ppmというような結果が出る、そういうその検査も出てきている。私

自身先ほど言ったような検査のやり方として、沃素滴定法というんですか、 沃素滴定法というものが

今まで広く採用されていたけれど、現在では、灰化比色法とし可うようなさらに検査をする中で、 再

現性の高いそうしづ検査方法まで取り入れてやっている、乙うし、うような形で、学校給食会で取り扱

っている米ιついて、一応各機関が検査した結果、自主流通米のような形で、一応流れている、

そういうお米の中から 40とか、あるし可は 40を超すようなppmが検出されても学校給食会か

らの米Kついてそういうような状況の検査しかいろんな機関で検査をした結果出てきていない口

それをうのみにするのかという御質問なんですけれど、一応今申し上げたように、これだけ問

それと、学校給食会をすべて正しい、すべて正しい文書なり、口頭なり、電話なり、何でもいいです

よo学校給食会から言ってきた乙とは、そのままうのみにして全く独自に検査しようともしていない

今の御答弁だったら、何も検査してないんですよ。例えば今教育長もちらっとお出しになりま

したけれども、前回の議会の中で、小山議員が質問されましたね。その中の御答弁で若干でも

そういう疑わしいような側面がございました場合には、適宜検査していただくような手段はと

りたい、こう考えております。じゃ、この適宜検査をしていただくような手段はどこでどうお

とりになったんですか。それも質問にいたします。数ppmというのが自然界で本当にそのまま

存在している量なのかどうか。それは、もうどのデータ ーからそう おっしゃっているのかまず

教えてほしいんです。私も不勉強でよくわかりませんので、それと、小山議員のその質問に対

して御答弁なさったそのことをどうやってこられたのか、もうあれから 3カ月たちました。こ

の臭素騒ぎももうずうっと教育長は、下火になっていると思われるのかしれませパノが、逆です

よ。今、新聞社もいろんな形でこれにかかわり始めています。今、 2点の質問を申し上げまし

たね、それと専門家でないと言いつつ検査をしようとなさらない姿勢というのは、本当に専門
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0副議長(米沢照男君〉 橋本文子君。

員さんに しても、 学校給食会がこれは白ですよ、安全ですよと幾ら言ってもそ うですかと、う

のみにできないというのが当然だと思います。そして、さらに、 この日野市の中で、まだ新聞

で大騒さする前の段階だと思いますけれども、ある学校の調理員さんが米をとぐと非常に軽く

て浮いてくる米がある。そういうことは普通あり得ないんです。 新米にはあり得ないんです。

軽いふわふわとした米が浮かんできて、洗うたびlとそれが流れてt¥く、もう べったんこの米な

んですね。そうかと思 うと色が黒くて指先で軽 く押しただけで簡単に壊れてしまう米、それら

が大変多 くま ざっ ていることに疑問を持 っていたそうです。 臭素問題がまだそれほど騒がれて

いなかったわけですから、調理員さんたちおかしいおかしいと思いながらその浮く米はそのま

ま流しもあるいはつぶれる米はつぶす形で:選米をなさっていたそうですけれども、あるとき 10

キロの袋といいますと、おわかり iとなるんで しょうか、 1 0キロ の袋の中花、そ の表面積の 5

分の l以上の固まったよ うなカビが生えたような本当に古いお米がまじっ ていた。それは余り

おかしいので突き返したと言います。取りかえてもらっ たということを聞いています。 お調べ

になってくださ t¥。そういうふうな出来事を通 じながら、この臭素米の事件が起きたわけです

から、学校給食会の取り扱っている食品について、あるいはお米について直接携わっている方

々が、こ れはおかしいと、こんな米を使った ら子供たち の命も健康も守れないじゃないか、今

も多分思っていらっしゃると思いますよ。教育長、そのあたりはお確かめになっているんでし

ょうか。そのことをまずお伺いしたいと思います。

。高Ij議長(米沢照男君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君〉 お答え申し上げます。

学校有志の方々とは時々お話し合いをする機会もありますし、それから、学校訪問その他そ

ういう ことで学校の給食を試食させていただく機会等もございますし、比較的オ ープンに栄養

士の方とも、それから調理員の方とも話は私やっているわけでございますけれど、今、橋本議

員さんの方からお話のありました米袋の中に入っ ている5分の lがカピの生えたような米だっ

たとか、というような話は具体的に聞いていないわけですけれど、生ほども申し上げましたよ

うに学校給食会から取り寄せている学校、それから、一般の市版業者から納入をしていただい

ている学校、いろいろ学校ごとK取り扱いが違っているというその件もございますし、先ほど

その価格の面だけで学校給食会云々というのは、教育長のこれは見識を疑うという御発言もあ

りましたけれど、その価格の点と安全性の確認の点、これについて先ほど御質問のあった都教

題が大きく取り上げられ、 千葉では、 千葉県の教育委員会も我孫子からの要請を受けて検査を

し、先ほど申し上げましたように、八王子とか、三鷹とか、いろいろ学校給食をめぐる臭素の

問題については、取り上げたそうい うそのいきさつ経過の中から、都教委もそれから文部省も

この問題について問題を重視して対応してきている、そういうその状況でうちの方で 6月段階

で一応検査に出し、その後夏季休業に入り新学期を迎えているということで、どうしても検査

をする必要があるというのでしたらば、ここでまた学校給食会の米を検査に出しても結構だと

思いますけれど、それだけ各機関で一応検査を積み重ねてきた結果の中に立って考えた場合に

は、学校給食会が取り扱っている米については、一応自主流通米とは違った意味で、やはり東

京都なり、あるいは国の方なりそうい うものが責任を持っ て対応 している、こういうように受

けとめているものですから、先ほど申し上げたような状況でうのみにしている とおっしゃいま

すけれど、 一応それ以上の手だてという のは、非常に今の段階では難しいんじゃないか、こう

考えているんです。

01番(橋本文子君〉 それではお伺いしますけれどね、 6月 13日この日に都の教育

委員会栄養担当職員連絡協議会というのが持たれています。お出になったかどうか知りません

が、この集まり の中で、 栄養担当職員の側から、給食会の米は、 本当に新米なのかと問いただ

した場面があります。その質問に対して都の学校給食会は、新米しか使っていないと答弁した

わけですね。栄養担当職員は、新米しか使っていないならば、じゃ、新米である ことを保証す

る旨の公文書が欲しいと申し出たわけです。ところが、その段階になりますと、都側はくるっ

とあいまいな態度に変わって、それまで新米しか使っ ていませんよと言いつつ公文書が出せな

いということは、これは一体どういうことなんですか。 だれが見てもそれは公文書を出せない

何か原因があるんじゃなL、かと疑っても不思議はないで しょう。 そういう やり とりを見る限り、

この学校給食会のやっていることはすべてう のみにして信ずる わけにいかないという のが、私

の見解なんです。そして、この学校給食会では、いろんなその加工食品の現在量とか、製造工

程等質問を受けても、安全について少し心配だからといって質問を受けても一切明らかに しな

いという姿勢が、これまで一貫してとられています。一度だってそれらを明らかにしていない

んですo学校給食会がお世話をしてくださる業者については、すべてノータッチなんですね。

そういう形でこれまで現場に携わって こられた方々にしてみれば、栄養士さんにしても‘調理

-460- 唱

i円。
A
吐



委の通達その中にその 2点から この学校給食会の米をなるべく使っていくような方向での促進

依頼方が来ている、都教委の方から、そ ういう ことで都教委の方も広く市販されているお米、

何でも全部この給食にかかわるものは、一切の責任をとらなくてはいけないんだというような

形になってまいりますと、先ほど申し上げましたようにいろいろこの自主流通米と言われてい

る中にこの古米が混入しているとか、あるいはその他いろいろな問題点が出ているので、こう

いうような状況の中では、やはりその責任を侍った対応として学校給食会は一応この学校給食

会を通して流す米につきましては、責任を持ちますという方向の中での対応だと こう考えてい

るものですから、学校給食会の言うことを 1から 10まで信用するのかとい うことでございま

すけれど、先ほどの都の栄養士の担当者の方々が、 6月の 13日の自に都の方と話し合いを持

った。その際にも全く新米かというような質問もなさった、都教委の方もそういういろいろな

経過を経て確かに取り組みの自体というものが、日野市が 6月 1日i亡、既に検査に出している

中で、 6月の 26日ですか、先ほど申し上げたその時点で、日野市の方に検査の結果の問い合

わせを報告を求めてくるということで、いろんな対応の中での退程の中で、都教委の方もこれ

はやはりきちっと都教委の責任で検査をし、さらに、国段階での検査が必要だというその認識

に立って実施された内容だと思いますので、その辺この 6月 13日の栄養士会のやりとりにつ

いては、私聞いておりませんけれど、一応そういう過程を幾っか経ながら都の責'任での検査を

実施 した、こういうようにとらえているわけです。

0菖Ij議長(米沢照男君〉 橋本文子君。

01番(橋本文子君 ) 御答弁聞いていますとね、もう本当うんざりするんですよ。大

変本当悲しいと思うのは、教育長の顔は都教委K しか向いてないんですね。都教委にしか向い

てないんですよo じゃ、調理員さんとか、栄養士さんのそういう具体的な話もお聞きになって

いなt¥0 しかも、 6月 13日の東京都教育委員会栄養担当職員連絡協議会の中身についても全

く御存じな t¥0 じゃ、何も御存じないのと同じじゃないですか。それでいて安全です。どとか

ら安全という言葉が出てくるんでしょう。実際lζ都の学校給食会の上部団体の日本学校健康会

ですか。ここにいる職員の皆さん、役員の皆さん全部農水省であるとか、食糧庁であるとヵ、

文部省であるとか、そういうところの高級お役人の天下りの人たちがやっているんですよ。こ

れ実態なんです。御存じですか。そういう方々が都の学校給食会に圧力をかけ、都の学校給食

会からこういうそれぞれの市町村に特にこの火つけ役になった日野市の教育委員会Kは、圧力

が強いのは当たり前なんですよ。火つけ役だから、火つけ役がとにかくだまっててほしいと

思うのは当たり前なんですよ。それをまるで都の教育委員会が言っ てきているからこうなんだ

とい う御答弁しかこ こで聞けないなんて本当K、じゃ、これについて私はこの質問をちゃんと

所定の自にちで出してますよね。学校給食における臭素汚染米の安全性が確認されるまで、小

・中学生の健康を守り、かつ広く市民の意識を喚起するためK米飯給食を一時停止せよ、停止

するにせよ、 しないにせよ、教育長 l人では これ決められないんで、すよ。それはおわかりにな

りますね。じゃ、 この件についてお伺いしますが、学校長であるとか、あるいは栄養士さん、

調理員さん皆さん顔をそろえて同じテ ーブノレについて御相談をなさったんでしょうか。それお

伺いします。

O副議長(米沢照男君〉 教育長。

0教育長(長沢照男君〉 橋本先生の方向の御返事はできなくてまこと K申しわけない

面があるんですけれど、実際都教委の方ヘ顔を向けて、実際のこの児童生徒ですね、そちらの

方iζ顔を向けないで、教育行政をやっているなんてそんな気持ちは毛頭持っておりません。こ

の給食米の問題が出た時点でもさらに都教委の方へこの報告を都教委の方から求められた時点

の中でも、小林課長と一緒に出かけていって、都教委の方には都教委なりに申し入れをしてい

ます。都教委のやることを全部うのみにして都教委が安全だと言ったから安全なんだ、そうい

う形で押しつけるとかなんとか、そんな気持ちは毛頭持っておりませんし、先ほどるる経過を

御報告したような状況の中で、現在、この自主流通米という範囲の中で、いろいろこの流通過

程を通していわゆる混米されている、それよりはそういうその検査を経た中で対応している学

校給食会の米の方がいいだろうという考え方は、私個人は持っています。ただこれは先ほど申

し上げましたよう花、学校給食会ですね、そういう日野市学校給食会という組織がありますか

ら‘そういう組織の中に、きちっと中身をおかけしてその中で、判断をしていただくのが、最

善であろう、教育長勝手にそれじゃ各学校でそれぞれ使っている米を学校給食会の米に無理や

りに統一させようとか、そういうあれはありませんけれど、今までの検査、その他各地で起き

ている問題、そういう問題を配慮したとき花、早急にこの学校給食会というこの正式の機関が

あるわけですから日野市のその中で、こういう問題については、十分検討をしていただいて対

応するのが一番望ましい、こう考えています。

。副議長(米沢照男君〉 橋本文子君。
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0副議長(米沢照男君〉

O教育長(長沢三郎君〉

教育長。

現場の調理員さん、あるいは栄養士さんが、個人的な形でこ

育委員会も対応に慎重を期さなくてはいけない、そのことについては、全く橋本議員さんと意

を異忙しているわけじゃないんです。ただ今言ったそれじゃ給食をここでやめるのかどうなの

か、というその問題になってきますと、先ほどから申し上げているように、それなりのこの検

査を一応市段階、都段階、国段階でやりながらやっ てきている、こういう過程の中でございま

すので、各御家庭で、お使いになっているこの自主流通米の問題、これが最近では、非常に大き

く取り上げられていますけれど、この問題との絡みの中で、そういうものを大きく広く市民の

意識を喚起する、そういう面から学校給食を ここで取りやめる、取りやめて市民の意識を喚起

するんだ、という取り扱いについては、これはあくまでも消費者団体その他の方々の御努力に

よって、やはり自主流通米にかかわる問題は、解明していただきたし¥)学校教育の場はそうい

う形の状態の中に巻き込まれて一緒になって政治的な面、あるいはその他この問題そのものを

対応するのは避けたいという気持ちの方が、率直に申し上げて強い次第でございます。

。副議長(米沢照男君〉 橋本文子君ぃ

01番(橋本文子君〉 政治的な面に巻き込まれないようにする、そんなことを言って

いるんじゃないんですよ。私はね、臭素について今、教育長もおっしゃったよくはわからない

けれど、この毎日新聞に書いている慢性的に摂取すると精神錯乱、言語障害などを起こす、多

分そうだろうと思っていらっしゃるはずなんですよ。一度に大量に摂取する、腹痛とか、幅吐

などがある c お米の臭素を取る段階でいえば、むしろ慢性的に摂取するという方になるだろう

と思います。そうすると精神錯乱、言語障害などを起こすということがあるはずなんですよ。

あるはずなんです。それで、日野市で検査した検査したとおっしゃるけれども、たった l回の

検査なんですね。それもたった 5検体、 1度iζ5検体検査してそれでも何かすべて解決するよ

うなおっしゃり方、あとは都や国がやっているから大丈夫だと、そんなもんじゃないですよ。

危ないと思ったらやっぱり市の段階で独自にやらない限り、安全はだれが保障するんですか。

じゃ、教育長は絶対安全だ、学校給食会から来ている米は、絶体安全だから私は大いに食べさ

せたいとおっしゃるんですか。それを伺いたいと思いますよ。そして、自然界、自然界とおっ

しゃいますけれど、 7月の 5日に週間農林という本の中で、農水省の農業環境研究所分析法研

究室というところでお答えiとなっていた回答を見ますと、天然の臭素は主に海水iζ含まれてお

り、水田 iζ はほとんどな~'0宮崎などの二毛作地域で、冬iζ農薬として臭素をかけ、そこに田

植えをした場合などのごくごくわずかな例外を除いては精米から ppm単位の臭素はまず検出さ

01番(橋本文子君〉 市の学校給食会の方々に検討していただいて決めていくのがい

い、そうおっしゃったんですか。そしたら調理員さんとか、栄養士さんが、これはおかしし 1か

ら一時やめてほしいと言ってこられたら、そうですねということで、お受けになるわけですか。

そういうこと忙なるんですがね。それともう一つ、消費者運動連絡会の方からも申し入れがあ

ったと思います口それらも含めてそんなふうに現場の人が決めていいということでしたら、即

現場の方たちに考えていただくということで、ここで御答弁いただければ事は解決するんじゃ

ないですか。それともう一つ、臭素についてどういうものなのか、教育長教えてくださ~，。そ

の二つ。

れはお米がといだら浮いたから、まずいとか、あるいはその他購入したら何か古米みたいなも

のがまじっているから、 一応検査に出した方がいいとか、そ ういういろいろの個々のあれにつ

きましては、先ほど申し上げているように、日野市の学校給食会という一応先ほどお話しした

ように栄養士の方も、それから給食主任の方も、あるいは保健主任の方、学校長の代表の方、

そういう方が入って給食問題について、いろいろ検討し、今までも対応してきている。そうい

うその状況の中にお話を出して、その中で検討していただくのが、一番妥当な線だとこう考え

ています。それから、消費者団体の方々からの申し入れこれも申し入れがあれば、率直にお話

は承ります。それから、今まで例えば食品添加物の問題とか、あるいは合成洗剤の問題とか、

いろいろな角度で活躍されてきている、あるいは警鐘を鳴らしてきていただいている、そうい

う点につきましては、それなりに評価をし、消費者団体の代表の方からもこの臭素汚染米の問

題については、十分お話を聞くような対応をしてまいりたいと思っています。最後花、この臭

素というものは、一体どんなものなんだ、先ほども言われましたように、その面での専門的な

知識を持っている人間ではありませんけれど、臭素という形で出てきますと、中学校時代に化

学の化学式みたいな中で取り上げられたあるいは臭素銀だなんていってフィノレム製造や何かに

使われる AgBr2 とか、いろんなそんな式があれする程度で、その結果臭素がどの程度体内K

入るとどうなんだ、きょう橋本議員さんの方から出されておりますこの毎日新聞の上段のわき

にも載っているような慢性的な摂取によるその精神錯乱、言語障害など起こすこともあるとい

うこういう中で、非常にこの臭素問題については、やはり十分給食とのかかわりの中では、教

-464ー F
D
 

F
O
 

A
性



れない。これ農水省ですよ。農水省でこう言っているわけですよ。そして、都の学校給食米の

場合は、その宮崎からの米は来てないんですねO 東北地方の米しか使っていない。したがって、

ppm単位では全く出ないというのが、自然界にどうのこうのとおっしゃいますけれど普通なん

ですよ o ppm単位で出ているのはすべて五十三、五十四年産米なんですよ。 55も56も57も底

をついて全くありませんので、 53と54しか古米Kついてはデーターがないわけですけれど

も、 5 8年産米は、まだそれは新米として通用してますから、それだけだったら絶対に東京都

のその学校給食会からはあり得ないんだ、農水省のお役人が言っているんですよ。それなのに

出てきているというのは、やっぱり臭素で汚染された米が混米されている、私は思います。そ

うと判定せざるを得ないじゃないんじゃないですか。そこで、お尋ねを再々再度になりますが、

お尋ねをするんですけれども、教育長は、もし、児童生徒にイ可かが出てきたとき、責任をおと

りになれるんですか。それおとりになるとおっしゃるんなら、また私も質問の角度を変えざる

を得ないんですが、それをちょっと l点お答えください。

これは全体的Kやっていっていくのが正しい。ただそのことを学校給食会だけに持ってきて責

任がとれるか、とれないのか、あるいは学校給食会というのは、信用できないんだというよう

な形K結びつけて考えられでも、先ほどもお話したよう花、検査の時点でも三者が立ち会って

検査をしている。東京のこの食糧事務所、日本健康会、東京都の学校給食会、これが立ち会っ

て検査をして、その検査の中で、これこれこうだという結果が都教委を通して報告されている

時点の中では、一応、それを今の時点では、信頼しながら対応してし 1く、こういう方法しかと

れないと思っていゐんです。

0副議長(米沢照男君〉

O教育長(長沢三郎君〉

教育長。

この臭素問題ですね。確かにその学校での給食、それから、家

。副議長(米沢照男君〉 橋本文子君。

01番(橋本文子君〉 なぜ独自 K検査をされようとなさらないでしょうね。簡単なこ

とじゃありませんか。例えば日野市が、まずトップに検査をした、それに続いて三鷹とか、八

王子とか、あるいはあち こちの自治体でこれは危ないということで検査をされた。そういう中

で、三鷹市では早速に一時停止しましようという結論を出していらっしゃる。 1982年の 8

月 30目、森田市長は覚えていらっしゃると思います。合成洗剤の安全性K大変疑問があると

いう理由で、赤松助役名による依命通達を出されました。疑わしきは使わない、合成洗剤忙し

てもすべ、てのその公害問題にしても、きょう使ってあした出るということじゃないんですよ。

連続して継続して使って後花、 10年も、 15年も 20年もたって結果が出る、そういう ζ とに対して

は、特に神経を使わないと、これまでの公害問題で示されたように、大変な結果になる、とい

うふうに私は思っているわけで、す。その森田市長は、危ないものを使わないんだという毅然と

した姿勢を示され、それI[対して多くの市民が拍手を送りました。すばらしいと評価されてい

ます。教育長といえども、同じ森田市政の中で、教育の最高責任者でいらっしゃるわけですけ

れども、市長の方針と違う方針が出てきたんじゃ私は困るなと思うの、疑わしきは使わず、こ

の姿勢を買いてほしいというのが、今回の私の質問の趣旨で‘すから、 機関が違うことを承知で

私は、教育の最高責任者であると言いつつ、だけれども、それが正 しいということでお認めK

なるならば、やはりそういう方向でなさった方が、より正しい選択になるであろうと私は御進

言申し上げているわけですよ。学校は、わずか 3分の lだとか、あるいはそのうちのまたたか

だか週 2固とおっしゃいます。ですから、私は、この質問の中iζ書きました、もう一度よく見

てくださいD 小・中学生の健康を守るだけじゃないんですよ。広く市民の意識を喚起するとい

うことも大きな柱になっているわけ、学校給食が一時停止します、臭素問題で少し疑わ しいの

庭での米飯、あるいは外食、もろもろの中で、私たちがどんな形でそういうような臭素で汚染

されている米を信頼して食事をとってきているか、これね、まことに流通機構といいますか、

さっきの話に出てますね。そういう中が非常に複雑でなかなか解明できないというものとあわ

せて、単iζ学校給食の米を週iζ2回程度お昼の時聞に中学校ではとっている。小学校では、月

lζ1、 2回米飯給食をやっている。その大部分は家庭での食生活というものの中で、食事とい

うものが行われている。その日常ふだんにとっていた米飯というものを通しての臭素が畜積さ

れてきて、それが、毎日新聞に載っているような精神錯乱状態とか、そういうその問題との絡

みが畜積されるとひどいんだという御質問で、その際は責任をとれるのかという問題ですね。

学校でその三度三度の飯を食わしている、あるいはやっているという状況でない中では、なか

なかそこまで学校給食の問題だけを追求してこの臭素問題についての問題解決を図るというこ

と、これは非常にむずかしい、逆につい最近の東京新聞などK も大きく載りましたけれど、家

庭用のいわゆる自主流通米という形で販売されているお米の中にも非常に高い濃度の臭素が検

出されて、主婦の方々がショックを受けている、こう'，'うことで、農林省が乗り出したとか、

こういういろいろ出ている中で、やっぱり健康によくないものは、一応取り除いていく努力、

-466- ウ
dro 

A
吐



で停止しましょう。当然手紙を各家庭iζ出されると思います。そのことによって、それぞれの

家庭で臭素問題について意識を喚起される とい うこ とが出てくるんですよ。どういう方向から

それをとらえてもいいと思うんですが、この学校給食というのは、とりわけ子供の命や健康を

守らなければいけないところですから、最も学校給食が中心になって、しかも、学校給食が最

初に検査をして検出された臭素ですから、それを皆さんに広く伝えていくという ことが、大事

であろうと思うわけです。小学校のあるいは中学校の児童生徒の安全を日々考えて給食をつく

っていらっしゃる栄養士さんとか、調理員さんが今でも本当に臭素については、危ない、学校

給食会は信頼できないとおっしゃっているわけですよ。そういうことに全く耳を傾けようとし

ない教育長の口から、都の教育委員会からこう言っ てきたからという言葉しか聞けないという

のは、何といっても口では子供のためにとか、生徒のためにとかつておっしゃりながら、本当はもっと別

なと ζ ろに教育長のお気持ちがあるんじゃないかな、私は、今質問しながら思うんです、思いたく

ないんですけれど。実際に文部省の学校教育給食係の職員の方も、もちろん古米は使われてい

ますよとおっしゃっているんですよ O 直接聞いて こられているわけ、そういう御報告御存じで

すか。こういうあいまいなしかも現場の方と話し合ってもいない、学校長とも話し合っていな

いという今の御答弁、しかも、事が食品公害に問題がいくわけですから、教育長 1人で責任を

負われるというのは、これは大変重い責任じゃないかと私は、お気の毒iζ思います。ですから、

ここで三鷹のように一時停止してとK もかくにも検査してみましょう。検査をしてその結果が、

きちっと出てきたら安全だということが確認できたら使いましょう。せめてそういう御判断は

おできになりませんか。お伺いいたします。

っているわけですから、 この機会にもう 1回検査してもらう というそのこと自体は、別にやぶ

さかではございませんo ただ、先ほど話がありますように、この問題単に学校給食の問題だけ

取り上げていろいろお話が出ておりますけれど、もっと この確かに広い意味の食品公害という

角度の問題を含んでおりますので、その辺は児童生徒がそのために期待していたきょうのお昼

はカレ ーライスかと思っていたら、急にパンに切りかえられた とか、そういうようなことでな

く、一応検査は検査、給食は給食という形で対応していきたいと思っています。

O副議長(米沢照男君〉 橋本文子君。

01番(橋本文子君 〉 検査は検査とし 1って、検査とし 1うのは、何もないとき検査はし

ないんですよ。疑わしいときに検査するんですよ。検査は検査伺いを立てて、ちょっと今聞き

漏らした、伺いを立てるというのは、今都のこ とですか、どこへお伺い立てるんですか。どう

も私は都と聞 こえで しょうがないんですけれど、そうじゃなくて現場ですか。

0副議長(米沢照男君〉

O教育長(長沢三郎君〉

教育長。

再三申し上げるわけなんですけれど、今回のこの学校給食を

検査することについて別に私全くやぶさかでございませんで、

めぐっての.臭素汚染問題については、 6月段階と今変わっているかもしれない。だから、ここ

で改めてもう 1回検査をしてみましょう。そのことは結構だし、ぜひこの日野市の学校給食会

という組織があるわけですから、そこにこのお話をしてそこの意見も聞いた上で、その検査そ

のものを学校給食会としても、もう 1回再確認する意味でやってみよう、というその結論が出

ればそれはそれで検査する こと自体やぶさかでないし、結構なこ とだとこういうように思って

おります。ただ、 6月以来先ほどからるる申し上げてきているように、いろんな機関の相違はあ

りますけれど、それぞれの機関を通しながら、この学校給食にかかわる臭素汚染問題について

の検査が繰り返し行われてきている、そういう課程の上に立って一応今の時点では、学校給食

会の米については、ある程度安全が確認されている、こういう上に立って給食を実施している。

こういうことなので、その辺ひとつ御理解願いたいと思うんです。

。副議長(米沢照男君〉

O教育長(長沢三郎君〉

教育長。

検査すること 2回でも 3回でも検査していただくということは、それなり結構ですけれど、一

応検査そのものKつきましては、検査の結果が出るまで米飯給食をとりあえず中止するんだと

かいうパノで、なくて、その問題自体は、 最初この問題が大きく取り上げられた時点で確かにそう

いう措置をとりました。その後の何回かの経過の中で、現在学校給食会の米については、一応

とにかく安全性が確認された上で使われている、こういう判断に立ってやっておりますので、

さらに、この日野市の学校給食会というのがございますから、先ほどもお話が出ましたよう K、

そういう場の中にこの問題を再度かけて一応第二学期をここで迎えて、各学校給食がまた始ま

0副議長(米沢照男君〉 橋本文子君。

01番(橋本文子君) 9月 14日だって 25婦超古米が入っていたとし 1うことが明ら

かになっているんですね。 9月の 14日ですよ。ついこの間なんですよ。しかも、すさまじい

量ですよo この古米を調べる簡単な方法があるのを教育長は御存じなのかなあ、この件につい

てこんなに長くいろいろと何か文部省から問い合わせがあったり、あるいは都の方からさんざ
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ん説明lζ来なさいということで行かれたりやりとりをなさっているわりには、余り御存じない

というんじゃ、ち ょっと不思議なんですけれども、もう時間が迫ってきました。何分この問題

は、私は本当 1日でも 2日でも続けてやりたいくらいですよ。だけれども時間を限られており

まして、 1時間半なんて本当に冷たいその時間だと思うんですがね、仕方あ りませんO 最後に

市長からお伺いしたいと思います。私と教育長のやり とりをお聞きになってお伺いするという

ことでお願い してあ りますので、この臭素汚染米についてどういう 見解をお持ちなのか、御答

弁をいただきたいと思います。よろしくお願いをします。

。副議長(米沢照男君〉 橋本文子君。

。富Ij議長(米沢照男君〉

O市長(森田喜美男君 〉

市長。

学校給食の現場で、臭素の汚染米問題が、日 野市という新聞

01番(橋本文子君〉 学校給食については、これからいろんな意味で食品に疑問を持

ったときに、いつでも検査できるように予算の手当てをぜひともしてください。そのことを強

く要望しておきます。そ のことと同時K日野市は、自校方式だと市民にも言いつつ、実際には

2校米飯を他へ委託していますね。 2校だけ八王子の方から炊いた米を仕入れているはずです。

それは、旭が丘小学校と一小だと思います。自校方式とおっしゃるならやはり完全にそういう

米飯給食ができるような設備を整えて初めて自校方式ということがいえるわけですから、今市

民の聞に本当 lζ自校方式かと思っていたらなんだとんでもない、ど ζかから仕入れている という

ふうな声が聞かれ始めているとき、ぜひともその辺の予算もつくっていただきたいと思います。

そして、古米がまじっているのではないか、という疑問が出てきた、本当に大きな原因は、自

分の学校で洗っていたから初めてそれが見出されたんであって、これがセンタ一方式であった

ら多分わからなかったであろうと現場の方々はおっしゃ っています。そういうことでぜひとも

整備を整えていただきたいと思います。終わります。

O副議長 (米沢照男君〉 これをもって 19の l、学校給食におけ る臭素汚染米の安全

性が確認されるまで、小・中学生の健康を守り 、かっ広く市民の意識を喚起するために米飯給

食を一時停止せょに関する質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれをもって散会いたします。

報道で我々も知っ ている知識ですが、日野市で一つの提起があった、いち早 くそれK対応して

その汚染米の化学検査をし、経論として、許容限度の範囲内であったということで、一応その

ことが終わったというふうに承知していたつもりでありますが、そのまた後を引いてつまり言

われていると ころのよ く学校給食が、いろいろな食糧政策のこの処理場に利用されているとか、

ということとあわせて近ごろこの米飯給食が奨励されている。これは、日本の米作農業との深

いかかわりがあるということであり、かつまた米飯を子供も歓迎をするということでいい傾向

で進んでいたと思っておりましたやさきの出来事でありますし、確かに疑わしきは避けるとい

うことが一番原則的には妥当だと思います。ただ、今教育長の答弁をいろいろ聞いております

と、なかなか学校給食という問題は、大きい事業でありますから、その簡単に家庭のようなぐ

あいにきょうはもうお米をやめとけということにし 1かないそうい う理由があるんではな~¥かと

いうふうに聞きました。いろいろなこの責任機関を通じて臭素による汚染米の健康上の懸念は、

完全ではないにせよ、そうその驚異的というほどではないという ことであいまいになったよう

な感じがしておりましたけれど、再度そういう問題が解決されていないという ことである なら

ば、日野市としても一つのきっかけをつくった誇りの場もあるはずでありますし、それらのこ

とをやっぱり運動としては、追求をなさるという理由はあり得ると思います。教育現場のこと

につきましては、教育長の判断が苦 しい面もあるようでありますけれど、そうその社会問題に

なる状況でもないというふうな受け取り方だろうと思っております。したがって、 もう少し様

子をよく聞いて意見をはさむべき部分がありましたら判断をいたしたい、このように受け取り

ました。

午後 6時 25分散会
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午前 10時 8分開議

。議長 (高橋通夫君 ) 本日の会議を開きま す。

ただいまの出席議員 19名であ Dます。

乙れよ夕日程第 1、一般質問を行いま す。

2 0の 1、高速道路のその後についての通告質問者、大柄 保君の質問を許 しますO

[ 2 5番議員登壇 〕

0 25番 (大柄 保君) なはょ うどざいます。 ただいま議長から一般質問のな許 しがあ

Dましたので、高速道路のその後Kついて、 というととで、私は質問を していき たいと登壇を

いた しました。

高速道路のその後についての質問に入る前K、高速道路輸送と、国鉄の輸送との関係がある

と思いま して、過日 、社会党の一の瀬議員の質問の中で、動労、動力車労働組合、とーの瀬議

員との関連が話題 となっ ていたために、私は、議員Kなる前K国鉄K席を置いた者として、国

鉄労働組合(国労 )、 動力車労働組合(動労)、鉄道労働組合(鉄労)、全国施設労働組合

(全施労)、全国動力車労働組合(全動労)、 とれら 5つの労働組合が、ただいまの国鉄には

存在をいた してなるととろであ bます。戦前は、列車、電車の運行時刻の正確左乙とを誇った

国鉄も 、戦時中は決戦輸送K全力を尽く し、 敗戦後は復員輸送K食糧難の買い出 し列車輸送に、

疲れた体陀むらを打っ て、毎日毎日とまるとと左く国民の足を守っ てまい Pました。そして、

あらゆる輸送を し続けてきた国鉄にも 、昭和 22年、国鉄労働組合が誕生をいたし、 23年K

は国鉄労働組合民王化同盟と 、乙の組合の名称を変えて、公務員法が改正されて、公共企業体

等労働関係法、略称公労法が成立 し、 24年K国鉄公社が発足し、その年、下山事件、三鷹事

件、松川事件が相次いで発生をいた しまして、 26年Kは機関車労働組合、現在の動力車労働

組合、略称、動労が結成とれが国鉄労働組合の第一次の分裂と左ったわけであタます。その後、

民同右派、民同左派K分裂を し、 その後、その間 27年、 28年、 29年 、30年、 31年、

3 2年のとの問、いろいろなストだとか、あるいはビ ラ張タ活動定、とか、やってまいPました。

動労、あるいは国鉄労働組合、まして 32年の国鉄労働組合の抜き打らス卜 、乙の問、経済闘

争はもちろんで しょ うけれども 、政治闘争K力をλれて、ス 卜並びK順法闘争、また、国民の

綱紀である機関車、列車、電車、乙れらの車輸にもビラを張P、国鉄労働組合、国労、動労車

労働組合、動労は、思いのままの行動を尽く して きたものであ Pます。これでは生産性も上が
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らず、国鉄の民主化はできないと 、新労結成の動きが仙台で起きました。国鉄職能別連合を結

成 し、とれが私どもがいま所属する現在の鉄道労働組合、 (略称)鉄労の前進であ Dます。

3 2年、 33年、 34年、 35年、 36年、 37年托 して職能労連を全国で 1本化 して、 新国

鉄労働組合を結成 したものであります。 38年、 39年、 40年、 41年、 42年と、国労、

との間一ノ瀬議員が鬼の動労が仏の動労K在ったと言つてなられま したけれどもとれら他組合

の迫害Kもめげずに、着 々と組織をかためてき たものでありま すo 4 3年Kは、左記綱領の下

K、鉄道労働組合と改称を して現在K至つてなるものであ Dます。私ども鉄道労働組合の綱領

を御紹介をいた しますと 、われわれ個人の尊厳をすべての人間が尊重することを基調と し自由

と民主主義と社会主義を、わが鉄道労働組合の原則としてことK確認 し宣言する。 1つ、われ

われは、民主主義の原員IjVCよって組織を維持 し、 運営 し、 組合員の基本的権利を守夕 、経済的、

社会的地位の向上をはかる。 1つとして、われわれは、国鉄のもつ企業の重要性を認識 し、 乙

れが近代化をはかり建設的な行動を通じて国民的利益の増進K努める。 1つ、われわれは、理

念を同じくする、自由 Kして民主的な国内、国外の労働者と親密K連携を し、 世界平和の確立

に寄与する。以上であ Dます。

次K、私どと で大変恐れい Dますけれども、私が、との鉄労K加入 したのは、昭和 37年で

あ夕 、当時は、私は中央線荻窪駅K勤務を して台タま した。 国労組合員 80人中、同志 8人で

綿密左打ら合わせの上、国労を脱退 し、 有愛と信義の青い旗、新国労K加入をいた しました。

思わぬ組織の崩れKあわてた国労役員は、第 2組合よ、あるいは御用組合よ 、 と数々のいやが

らせをやってきました。駅の湯飲み所のな茶の別、駅の親睦会の旅行も仲間はずれ、 ζのとと

については、今も続いている職場がまだまだ国鉄職場の中にたくさんあタます。とにかく想像

以上のいやがらせが続いて台夕、今日 K至つてなタますO それにもめげず、鉄道労働組合は現

在も健全と して組織を維持 してな夕、私ども鉄労の組合員が、国鉄再建K努力を しているもの

であ Dます。親方日の丸の考えは左くさ左ければ左りません。企業の発展左くして国鉄労働者

の労働条件の向上はあタませんO 三井、三池、会社がつぶれて何が残ったで しょう か。山が残

ったのみであ Pます。過日、一ノ瀬議員の話の中で、鬼の動労が仏の動労になったとか、少し

時期が遅いよう K思われますO たとえて言う左らば、金持ちの家K生まれた息子が、親が丈夫

なときはわがまま三味で、親が左前K在ってやっ と自が覚めたという乙とでは左いかと 、私は

個人的K考えてなPます。自の覚めた動労はまだよい方で、国労は先月 31日K民営化反対の

ス 卜を構えて、まだまだきつがっているような状態であタます。 ζれでは、国民よ D離れてい

くばかりであると思います。民営化Kついて私ども鉄労の提言は地域本社制を導入するととで

あDます。この地域本社制を導入する K当たっての前提と して、こと Kいろいろ左前提条件が

あるパンフレットがどざいますが、これを一々時間的K皆さんK御紹介を している時間もあタ

ませんので、民社党の大柄保の部屋K来ていただければとの国鉄改革号、もう走り出していま

す鉄労の新た左提言、それらKついての資料がどざいますから、どう か参考Kしていただきた

い ζ のよう K考えてなDます。

一言申 し上げますが、私は運輸系統の職員であ D、労働組合員でとざいました。先ほど一ノ

瀬議員がなっ しゃいま した動力車労働組合と いう のは電車の運転士、機関車の機関士、とれら

の皆さん方で組織を している労働組合であります。そとで私は先ほどいろいろ迫害を受けたと

いうととを申 しましたけれども、あえて一言つけ加えさせていただければ、別K動労の組合員

からはそんな K迫害は受けた こと はあ DませんO あくまで国鉄労働組合の皆さんから、組合員

から、いろいろ左迫害を受けて今日も健全といた しているととろであタます。

以上、 数々述べてまい Dましたが、国鉄の管理体制にも 、私は大き左欠陥があったと思いま

すO

大きな労働組合のどきげんを損ねると自分の身があぶ左い、その日 、その日の日和見主義、

いろいろな悪条件が重左って今日 K至ったもの・と私は思います。もう一つは、国鉄がとん左状

態になる前陀、 もう何年も何年も前からで しょう が、全国各地選挙区よタ永田町K集まってい

る先生方が、ならが国をもっと、 もっと国鉄をひき 、ある いは道路をつく D、とれらの私は仕

事を しますとい うよう左旗を掲げ、公約を して選挙K出て当選を して、 そ して永田町K集まっ

て、ならが国K鉄道を、ぜひ誘致 しろというふう在ととを提言を したものと思われます。そう

して地域発展のためKという名目の下K、建設工事は鉄道建設公団K任せ、営業は国鉄K任せ

る。とれではまるで 2号さんの子供を本妻さんK面倒を見させるようなものではないで しょ う

か。関係者全部がいま一度冷静K振 P返ってみる必要があるのではないで しょ うか。

さて、 国鉄労使がいがみ合っている間 K園内の輸送機関は日を追って変化を してなタます。

航空機の発達、高速自動車道路の発達、 ζれK乗っている高速パス 、非常Kサーピスの点では

はるか国鉄を しのぐものがあります。そして、それぞれの工リヤで旅客貨物の誘致合戦となっ

てまい Pましたo 台客さまに対するサービス、国鉄とは大分違った方法で旅客及び貨物の誘致
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であタます。乙れでは昔ながらの国鉄方式では旅客が減るのは当然、のととでありますO

先日も 、きのうの続売新聞でありま したけれども 、不親切と乱暴、 らぐはぐ国鉄、 との人は

信州の小さな駅K下夕立った ときのととを新聞に投稿いた しているわけですけれ ども、列車の

中で専務車掌の横暴左口の聞き方、あるいは国鉄の服を着たグノレープが 2、 3人座席を占領 し

ていろいろ左なも しろい話を している、と いうふうなと と。いろいろな設書がと こK書かれて

なDます。不親切 と乱暴、ちぐはぐ国鉄、 とれはきのうの読売新聞から抜粋を したものであタ

ますが、 これらの組合員は当然私ども鉄道労働組合の組合員ではなく 、恐らく国鉄に存在する

他の労働組合の組合員だと乙のよ うK私は考えてなタますO い くら国鉄が、管理者がサービス

を、鉄労がサー ビス本位でいとうと言 っても 、やは D同じ服を着ている労働組合員が他のよう

な行動をとっていれば、とれは全部国鉄が悪いという乙と K在って しまうのは当然、だと思いま

す。音の国鉄のサービスと今の航空機、あるいは高速道路の高速パスのサ ービス 、至れり尽く

せりのサービスがあるわけであタま すO たとえば、高速自動車パス K しでも 、いろいろ戸口か

ら戸口への旅客のサービス、貨物K しては、 くろねとヤマト 、佐川急使、 日通ペ リカン使、安

全左貨物の急送使、 とても現在の国鉄が太刀打ちできるものではあタませんO 快適な旅行を楽

しむ人たちの裏Kは、とれか ら質問K入 Dますけれども 、各高速道路の通過沿線市町村Kいろ

いろ左、また、快適な旅行を している人たちの裏K、いろいろ迷惑を している方が当然あると

思います。たとえば、高速道路の騒音公害とか、 あるいは振動とか、あるいはその他まだまだ

数々の迷惑を している市民がいるわけであ Dます。とれはひとえK日野市だけではありませんO

日本全国高速道路が縦横無尽Kいま建設をされてなると とろであタますけれども、 ζのとと K

ついて、私は中央高速道路を例Kとっ て 6月の議会で高速道路が日野市を通過 した時点から現

在 K至るまでのととを皆さんK聞いていただきま したけれども 、その際K、高速道路の高架下

の雨漏タ等Kついてはどういうふう左方法で直 していただけますかというととも質問の中K入

れてあります。

そとで、第 1点といた しま しては、 6月に私がとの壇上から皆さんKなたづね した乙と、乙

れKついてのその後についてはいかがで しょうかという ζ とを、まず、第 1点と してな伺いを

してなきたいと思いますo 高速道路のその後Kついて、 6月K台願いを した中央高架下の雨漏

タの工事はどうなったのか。とれが第 1点であ Dます。

第 2点として、それからとの高速自動車道路の騒音の測定はどうなったのか。
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以上、 乙の 2点(1てついて、と タあえず質問を してなきたい と思います。以上です。

0議長 (高橋通夫君) 大柄保君の質問Kついての答弁を求めます。企画財政部長。

0企 画 財 政 部 長 ( 前 田 雅 夫 君 ) 第 1点目の高速道路の雨漏Dの件でどざいますけれ

ども 、本年の第 2固定例会(1[:t~きま して 、 大柄議員さんから御質問がどざいました。そのとき

K私の方から 8月末までK道路公団で改修を しますというな答えを したわけでとざいます。私

の方といた しま しては、道路公団Kその後の経過を追っていたわけでどざいますけれども 、残

念ながら約束の 8月いっぱいにはでき左かったわけでどざいます。その後の約束といたしまし

て、 9月 17日、今週の初めでどざいますけれども、 1 7日までKは修理しますというととの

回答があったわけでどざいますけれども 、 との件Kつきま しでも、工事の都合で今週できない

と、来週、いわゆる 9月 25日の週でどざいますけれ ども、工事を実地 したという報告を受け

でな D ます。約束と大分遅れて:t~!?ま して、私といた しま しでも 、道路公団の対応の仕方が非

常Uてなまぬるいと考えて遺憾K思っている次第でどざいますO 今後、とれが遅れないよう K、

また台風のシーズンでもどさいますので、 きらんと約束を守るようにチェックをしてまいタた

いというふう K考えてなります。

0議長(高橋通夫君) 生活環境部長c

0生活環境部長(坂本金雄君) 騒音の測定の結果Vてついて合答えをさせていただき

ますo 6月議会で大柄議員さんから質問の形で御要請のあタました騒音の測定Kつきまして 8

月 14日火曜日から、翌日の 15日水曜日 Kかけまして、測定をいたしました。測定をいたし

ま した場所は、日野市大坂上 1丁目 18の4でどざいまして、 ζの地域は高速道路と、国鉄の

中央線、さらK旧甲州街道K閉まれた大変騒音の激しい地帯でどざいます。

したがいまして、高速道路からの騒音だけがデータ-(1[出ませんで、そのほかの環境騒音も

入って しまうわけでどざいます。その点御了解をいただきたいと思います。

測定機器といた しましては、環境騒音測定装置のNA3 0型徴音性という機器を使用いたし

ました。測定の機関は公害防災課でどざいます。騒音の測定K当た Dまして、要請基準でどざ

いますとか、環境基準、 とういう基準K比較を して騒音を判定するわけでどざいますけれども 、

要請基準並びK環境基準は 1日すべて価が同じで左くて、それぞれ時間の区分がどざいますo

すなわち朝という時間の区分は 6時から 8時までの 2時間でどざいます。それから昼という時

間の区分は 8時から 19時までの 11時間でどざいます。さらに夕は、 19時から 23時まで
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の 4時間でどざいます。さらK、夜は、 23時から翌朝の 6時までの 7時間でどざいますO と

の4つの時間の区介K従いま して、 とれか ら測定値Kついて御報告申 し上げます。

先ほど申 し上げま したとな.!?1 4日の 10時から測定を開始いた しまして、翌日 15日の 9

時まで 24時間の測定をいた しま した。 したがいま して 14日の昼の測定値から申 し上げます。

最小が 60ホーン で、 最大が 63ホーンでどざいます。時間区分の平均値が 62ホーンK左D

ますO 夕方の区分は、最低が 60ホーン、最大が 61ホーンでどざいま して、 平均値が 61ホ

ーンでどざいます。夜の時間帯につきま しては、最小が 53ホー ン、 最大が 60ホーンであタ

ます。 したがいま して、 時間区分の平均値が 56ホー ンと いうとと KなDますO さらK朝の測

定値でどざいますけれども 、 59ホーンから 60ホーン、時間区分の平均値が 60ホーンとい

うことに左つてなタます。さらKとの平均値を要請基準と比較をいた しますと、朝の要請基準

は 70ホーンでございます。それに対 しまして、 測定 した結果は 60ホーン、 1 0ホーン要請

基準よタも下回つ てなタます。それから昼間は要請基準が 75ホーンK対して、平均値が 62 

ホーンでどざいます。夕方が要請基準 70ホーン K対 しまして、測定結果は 61ホーンでとざ

いますO 夜は要請基準 60ホーン K対 しま して 56ホーン、そう い う値が出てなります。

さらK環境基準と比較をいた しますと 、環境基準は朝が 55ホーン、昼が 60ホーン、夕方

が 55ホーン、夜が 50ホーンでどざいます。 したがいま して、環境基準よりは、測定結果は

出てなDますが、要請基準よタは、下回っ ているO ζ ういう結果が出ま した。以上でとさ いま

す。

0議長 (高橋通夫君) 大柄保君O

o 2S番(大柄 保君 ) 6月の議会から 9月のきょう K至るまでの間の、いま高速道路

の雨漏 Pの修復工事状態が、いま企画財政部長の方から報告をされたわけであ bますけれども 、

どうも先ほどもあまタ期待が してもらえるような答弁では左いというふうなととを部長も前提

Kなっしゃってなられま したけれども 、事実、質問者の私と しては、本当に誠意が左いやり方

なんだ左あと、乙ういうふう K感じるよタほかは左いわけであ Dます。

6月の議会での答弁の中では、 7月K全面改良工事Kλ るというととで、私も大変期待を し

ていたわけ左んです。そ してその下が児童遊園地であタますから、 とれは児童課の受け持ち、

児童課とも相談をいた しま して、工事が始まるとなれば当然足場を組んで工事をすると思うか

ら、子供たちが遊園地K入って、また、市の責任の事故でも起きたら困ると 、 とういうふうな

-482-

とと で両側を閉鎖を しま した。

確かK道路公団は足場を組んで、さもかっζ よくやっているようなかっ とう をして一生懸命

K下から検査を してなDま した。とれも私は事実目撃を し、 また、工事の皆さん方にも 、道路

公団Kも、 よろ しく、なるべく早〈 、公宅の用地であるとの遊園地、 ととK雨漏タがするんな

らば、私は仕方がないけれども、隣の落合宅の民家にま であれだけ滝のよう Kジャ ージャ ー降

って くる。とれは当然、許すべからざると とだと、 私はもう 10年も考えて、 その都度いろいろ

個人的Kも公団K行きな願いを してなって、それで一時逃れのバイパスをつけたんですけれど

も、それも何の役に もたた左 い、 ζん左状態で、それで 6月の議会K、本会議K取り上げて、

皆さん方 K知ってもら って、 左るべ く1日も早〈 、民地の中 Kジャ ージャー落ちる雨漏 Dを食

いとめていただきたいと 、 とういうふうなととで、切実なるな願いを したわけでありますけれ

ども 、先ほ ど申 し上げま したよう K、かっとよく足場を組んでや Pま したけれども、何かとう

とう 、下からでは工事ができないよう左状態左んだそうです。そとで、今企画財政部長もなっ

しゃってなられま したけれども 、その工期が延びて、今度は 9月 17日、またまたきょうは 9

月25日から始める というふうな、今、答弁が返ってきたわけであ Dますけれども、私は、 ζ

の問題については、市の企画財政部長、並びその他関係の皆さんK対 して実に誠意がない在あ

と言っ ていることではありません口天下の道路公団が左ぜとれくらいの工事ができ左いのか、

とこが 1番腹だ、た しく思っているととろであタます。

そとで、今度、 9月 17日が 9月 25日K延びたというととを、今、はっきタとの耳で確認

をいた しま したけれども 、はたしてとれで直るものやら私は本当 K疑問を持っているわけであ

Dます。

当時、私ども民社党の国会議員の和田春男が 11区選挙区から当選をいたしたとき 、 44年

の暮であ Dますけれども 、とのときから私は和田さんを通じていろいろな角度から、公団等K

もな願いを し、 建設省K もk願いを して、 1日も早〈乙の民地の雨漏 Pを直してもらえるよう

Kいろいろ左角度からな願いをしてなDましたけれども 、そとで私の耳K入ってきたのは、大

変なあすとは欠陥の仕事があったんだということであタます。それで、 もう 、 ζれはだめなの

かなあと思ってあきらめてなPま したけれども 、 どう してもとのままでは済まないと、私の気

持が許さないという ζ とで、 6月の議会で取タ上げたのが真実であタます。

とれらの、私ども 、また地元皆さん方の本当 K左ぜ道路公団は意を汲んでもらえないのか、
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0議長(高橋通夫君 ) 企画財政部長。

なったのか、も しな調べで左かったらば 9月の議会までvc:t~願いをいた します、というととを

な願いをいた してないた結果が、今、生活環境部長の方から御報告があタま したんですけれど

も、皆さんも御案内のとなP、 8月 14日から 15日、何と言うかなぜ との日を選んでやった

のか、私は本当 K不思議でな らないのでありますO それは、その日がちょうど職員の設定した

時期K当た ったのかどうかわかりませんけれども、 ζの時間は、 との日はと Kかく、日本全国

がな休みと いう ふう左 、旧盆の日でありま す。大き な自動車もあるいは普通の自動車も、全部

田舎に帰 って引きこもって旧盆を楽 しんでいる時期であ Dま して、東京はさ左がら本当の毎日

のラ ッシュがう そのようにと、国鉄電車の中でも新聞が読んで座わっていけるよ、というふう

左暇なときを選んでやっていただいて も、いま 、生活環境部長のなっ しゃった乙のデー ターは、

どう して も私Kは ζれと して受けとめるわけKはまい Pませんのでな返 しをいた したい。皆さ

んも御存じだと思いますけれども 、盆と正月、 とれは、高速道路を走る自動車、あるいはまた、

一般道路を走る自動車、 ζれら等についてもみんなな休みであ Dます。本当の行楽の自家乗用

車等が通っているた、けであタます。どう して普通の自に、 ζの騒音測定ができなかったのか、

非常に私は残念であタま す。 静か左もので した。私もそばにおミ Pま したけれども。ですから要

望といえ しま しては、普通のウイークデーの日 K、ぜひ、 もう一遍、騒音測定並びK振動の測

定、 ζ れらをやっていただきたいととを要望 して、ただいま生活環境部長から私どもの方 Kま

いPま したとの数値Kついては、後日台返しをいた しますので、受けるわけKはまいりません

からその点よろ しくな願いをいた します。

それと同時Kむかげさまであ Dますが、国鉄中央線の騒音というととで、急行列車の上 D、

急行列車の下り 、それから普通列車の上夕 、普通列車の下 D、通勤快速の上夕、通勤快速の下

b電車、これ らの騒音も全部ととに出してくれま した口これは確かに私どもあの付近K住んで

いて、明治以来のできどとだと、とれは評価をいたしたいと思います。さ Dとて、 ζれを国鉄

K持っていって、今、 とれを条件Kどうのとうのというととは私は地元として考えてなタませ

んので、 ζ のとと Kついては評価を してなきたいと思います。

あと、高速道路の乙と Kついては、もう一遍ぜひ、 ウイークデ一、普通の日 K騒音測定をし

ていただいて、これは 12月までで結構ですO またまた宿題が出ましたね。合願いします。と

れは 12月までK必ずやってないていただきたい。とれらを要望いたしまして、高速道路のそ

の後についてというととの質問を終わらせていただきたいと思います。

確かK怠慢左やり方、本来左らば本当K道路公団の八王子支所長Kもとと K来てもらって、は

っき D私は言ってやりたい、とんな気持で質問を しているわけであ PますO もし、 できると と

左らば、国会の先生方を通 じ、あるいはまた、 市の理事者当局から、 もう八王子公団では間K

合わないというふう左 ととを、綿密K八王子の支局と打ら合わせをとっ て、 それならば修復要

請文を建設省在夕 、道路公団本社左 Dや ってもらえるような用意があるか どうか、とれを再質

問と して、今日の確認と、私はいた してなきたいと思います。それでできなければ、 しょうがな

い。しょうが左いじゃ しょうがない。地元が一番困るというととですが、やは D手を尽く して

やってもらいたい と、こういうふう K切実K地元では考えているわけですが、その点等につい

でどうで しょうか。ひとつ第 1点の雨漏 P工事についての再質問をさせていただきます。

。企画 財 政 部 部 長(前田雅夫君 ) 会答えいた します。いまま で私も、企画課長の方 K

任せて道路公団との折衝をさせていたわけでどざいますO 確かに長い月日がたち、また私ども

が最近交渉した中で、 8月いっばいが 2度も延びるという状況でどざいますので、私、直接八

王子支局と交渉をいた しま して、乙れ以上工事が延び左いよう努力をいた したいというふうに

考えてなDます。

0議長(高橋通夫君)

o 2S番(大柄保君)

大柄保君。

ぜひ、とのととについては企画財政部長大変御苦労であります

けれども 、な願いをじて砕きたいと思います。 何か、本当 K私は素人で、 とれらの工事につい

ては当時どうなったのかということはわかりませんO そ して、 そういう答えが情報機関から入

ってきま したので、 ζ れはもう仕方が左いものかなあというふう左ととで、考えてなPま した

けれども、何か、旧盆の交通量の少左 〈左った時点で道路規制を して直すんだというふうな、

気休めなのか、何か、私K直接工事関係者から話があったんじゃなくて、近隣のな宅Kそうい

うふうな話があったそうですので、今後、ぜひ、御面倒でも支局、支局でだめならばさっき私

が言ったように本社、本社でだめならば建設省、建設省Kぜひ文書ででも台願いを して、取 P

はずして直すん左ら直して下さい、それでなければ私ども地元と しては絶対Kとの問題K対 し

て許せ左いととであ Dますので、ぜひな願いをするととを第 1点と しての要望と して合きたい

と思います。

次K、ただいま生活環境部長が、 6月からな願いを して、現在の高速道路の騒音測定はどう
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確かK国鉄の現状と、航空機、あるいは高速道路、いろいろ日本の動脈であります。

私どもも ζれから国鉄の民主化については一生懸命努力を していく 考えであ Dますことを最

後Kつけ加えまして、一般質問を終わらせていただきます。

0議長(高橋通夫君 )

Dます。

ζれをもって 20の 1、高速道路のその後K関する質問を終わ

次K、 20の2、空かん、空ピン対策Kついての通告質問者、大柄保君の質問を昨 しますO

o 2~番(大柄保君) 2 0の2番といたしまして、空かん、空ビン対策についてとい

うことでの質問をさせていただきたいと思いますO

乙れには、道路及び農地K放置されている空かん、空ビン対策というふうなことももちろん

含んでなりますので、皆さんな含みなきの土台願いをいたしたいと思います。

都下各市、あるいは国内の各地方自治体でとの対策Kはとにかく頭を痛めて凶ることとは思

いますが、当日野市でも空ピン、空かんの放置されている数は一体どのくらいであるのか、想

像もつか左いものではないか と思います。

市河の営農関係の皆さんの畑、たんぽKと、と Kかく因った ものであります。

市のメイン道路である甲州街道、あるいは、ま た、川崎街道、 ここの市役所K甲州道より入

る2、 2、 3の両側、あるいは農業用水の中K、たんぼの中 K、畑の中K、草メIj.Dなどのとき

はかま K当たって大変危険左ときもあタますO ま して営農関係の皆さん方の田植え時期陀は、

空ピン等が田んぼK入っていて、乙れらで思わぬけがを したという事実もあるわけであ Pます。

ちょっとの油断でけがをする、危険がいっばいであります。それをひとつひとつ取り除いてか

ら仕事にかかる、よけい、当然、労力もいるわけでありますO 乙の空かん、空ビンを利用 して、

飲んだ後の始末をなぜっけないのか、とれはモラノレの低下、非常K残念K思われますが、とれ

らの後始末は行政K任せろでは、メーカーは本当 K虫がよすぎるのではないかと思いますO 市

としてもとれらメーカーとこの後始末Kついて積極的K話し合いを、メーカーを含めて対策を

講じていく 、そろそろ時期Kきているのではないか と思います。 そとで 4点の質問をいた しま

すO

第 1点と して、 前Kも述べま したが、市と業者、またはメーカーととの問題について対策を

話し合ったととがなあ Pかどうか、とれが第 1点でありますo

第 2点と して、それでは現在は、とれらの放置の空かん、空ピンK対 しての処理はどう して
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いられるのかどうか。

第 3点としては、市内にある自治会等にな願いを して集めてもら って、メーカーと話 し合い

をし、手数料と して何らかの金額で引き取るような方法はできないかどうか。とれが 3点であ

タます。

第 4点と しては都下 26市の中で、条例左どを設けている市があるのかどうか、な聞かせを

いただ、きたい。との 4点Kついて質問をいた します。な願い します。

0議長 (高橋通夫君 ) 大柄保君の質問Kつ円ての答弁を求めますo 清掃部長。

O清掃部長(大貫松雄君 ) 御質問の道路及び農地などK捨てられている空かん、

空ビンKついて、市はどん左対策を進めていく考えかという御趣旨の中の御質問が 4点Kしぼ

られてな Dます。まず、 1点ずつな答えを していきたいと思います。

まず第 1の御質問の、メーカーとの話し合いをされたかというふうな御質問でどざいますけ

れども 、実際K市と して、市と言うか清掃部と して直接Kメーカーとの話し合いはしてどざい

ませんc

ただ、都下 26市、それから東京都、大阪府市長会で構成 して計ります連絡協議会がどざい

ますo それと私の手元K関東地方自治会の空ピン等問題等研究会というふう左結果報告書がど

ざいますけれども、そういう中で一応先ほど言いました大阪と東京の市長会の連絡協議会の中

で、業者K対 しての責任、それからデポジット方式ですか、それから国K対 して業者の指導、

そういうふうなものが協議されてなタます。それと、国 も空かんの法規制を考えているという

ζ とで、 乙れは 56年の 7月の朝日新聞の抜き取 Dでどざいますけれども 、その中で環境庁が、

空かん公害K対処するために業者への回収義務をつけるというふうな強力な対策をとる方針を

明らかにした。政府は今年 1月、環境庁を中心K関係の 11省庁K よる空かん問題連絡協議会

を発足させたけれども 、 とれまで 8回Kわたり対策を話し合ってきたが、各省庁の思惑もから

んで具体的な結論Kはほとんど出ていない。というふう左新聞記事も報道されています。いま

大柄議員の御質問の中 Kもあタま したよう K、各自治体I'[i;、いては、乙れは非常K苦慮してい

るのが現状でどざいますO 特K、道路等の個人の所有K及ばないととろK捨てられるものは、

あくまでも個人のモラノレK期待せざるを得ないというふうな状況でどざいます。とういうとと

で直接日野市の清掃部としては、メーカーとは話 し合いはも って どざいませんけれども、横の

つながDをもってメーカ-1'[対 しての責任追求、 乙ういうふうなものを行っていくというとと
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でどざいます。

それから、第 2点の現在市ではどんな対策を しているか というと との御質問ですけれども 、

多摩動物園の前に、 とれは特に、京都等の観光都市では非常Kとれの対策K困タま して、デポ

ジッ 卜方式とかいろいろ検討 したというととでどざいますけれども 、日野の場合にも 、多摩動

物公園の場合Kは、大分動物園K来る人で混み合いま すO 当然そ こには空かん、空ビンの放置

というととがあ Pます。そういう 中で門前、 あす この広場のと とろ左んですけれども 、あすと

のと ζ ろK空ピン専用のくずかどを設置 して どざいます。それを現在は回収を してなります。

それから、明星前の道路でと ざいますけれども 、これは明星前の地元自治会が、学生が、あ

す ζ の坂道を登る ときに、ジュ ース等を欽んでその空かんを道端K放置するという ζ とで、非

常K地元自治会と しては困 Dま して、自治会がかどを道路のわき K設置 してあタます。そうい

うふう左地元自治会でもそういうふうな対応、自衛策という上で行つ てなりますけれども、現

在市ではそういうふうな対策で収集を行っ ている。とれは一部でどざいますけれども 、行って

いる次第でどざいます。

それから、 3点目の、それでは自治会K集めて もらいまして、手数料等業者から徴収 して、

それを回収したらば、 という御質問でどざいますけれども 、現在 185の、私どもな願いをし

ている回収団体がどざいますO 現在、団体を設置 したとき K支度金と して 1万円を支給 してい

るんですけれども、やはタ後のホ ローがされませんのでそういう 中で、一応今後そうい う団体

K対 しでも、市は積極的K取り組んでいきたいと思つ てなPますO

それから、第 4点の、 26市の中で条例を設けているかという御質問でどざいます。これは、

現在、町田市で空かん回収条例 というととで、 48年 7月K制定をしてどざいます。条例の趣

旨は 6条からなってなタますけれども、目的と して、空かんの回収処理にはかるとと KよD、

生活環境の保全等資源の有効左再利用を実現するというとと。それから、業者や、市が空かん

回収を行うとき、積極的K応じ左ければ左らない。それから、市民は、空かんの不法投棄等の

防止K協力 しなければならない。それから、特K、 との条例の効力の担保と しては、罰則規定

は設けてどざいませんO

そういう ζ とで、 との町田の条例は、あくまでも業者の責任を追求する中でキャンベーンを

行って、それを積極的K業者が協力をするんだというふうな条例でどざいますO 以上でどざい

ます。
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0議長(高橋通夫君)

0 25番(大柄保君)

大柄保君。

4点にわた って清掃部長の方か ら答弁がどざいま したので、第

1点目から 2点、 3点、 4点についての整理をちょ っとしていきたい と思いますので、な願い

をいた したいと思います。

第 1点目の市と業者、また、メーカーととの問題Kついて対策を話 し合った乙 とがあるか。

とれKついては、当市と しては話 し合ったと とがない というような答弁であタますので、直接

話 し合ったととがないというふうな答弁がいま返っ てきたわけなんですけれども、今後どうで

しょうか。乙れらの問題等Kついて、 よそでも恐ら く26市の中ではどうかわかタませんが、

新聞左りあるいはテ レビ左りで報道されるととろによります と、 平塚とか、あるいはそのほか

の地方自治体で各メ ーカーとの話 し合いをもって、デポジッ ト方式、あるいはその他の方式で

空かん回収K努力を している市もあるわけでどざいますので、今後、 との問題Kついて してい

ただけるかどうか。とれが第 2点と して再質問を してなきたいと思います。

それから、第 2点の現在はどういう処理を しているので しょうか。というととが、多摩動物

公園の前だとか、あるいは明星自治会、明星団地と言いますか、あそとの一部Kは集めるよう

な方式が自主的K左されてなるというととでありますけれども、 との第 2点のとと Kつきまし

て、今後空かん回収箱と、 あるいは空ピン回収箱止いうふうなものを設置するな考えがあるか

どうか。とれが第 2点の再質問と して合聞きを してなきます。

それから、第 3点止 して自治会等K今後依頼して集めてもらって、メーカーと話 し合い云々

というととの質問は、 185団体の私も存じてなタますけれども 、たとえば子供会の廃品回収

時の、恐らく支度金をもらっている団体が 185あると思いますが、私としてみればー升ピン

左夕 、 あるいはビールビン左夕 、その他換価処分のできるものは、との子供会の廃品回収左夕 、

あるいは老人会の廃品回収なりで換価されて、その運営資金K恐らくなって立派K再生がされ

ていると思いますけれども 、私は心配を しているのは、そのほかのビンであります。たとえば、

小ちゃいいま盛んに宣伝している、 ζ とで言 ってもどうかと思いますが、田中裕子さんがなあ

れが宣伝を盛んに しているタコハイだとか、いろいろないま新しい飲料水、飲み物が出てきて、

皆さんが手軽K自動販売機等からガチャンと合金を入れれば出てくるというふうな方式でやっ

てな Pますが、それらのピンが放置されているとと Kついてはどう左のか。とれら、やは Pメ

ーカーとの話し合いで手数料としてどうのとうのといういま私はそういうふ う左案がないかな
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あというととで心配 しているわけなんです。それは、前にも言った 1つの箱を市営と してつく

って、それで、各自治会に配置を し、 そこに入れてなけば清掃部がいついい つかに取り K来る

よ、というふうな方式も 、誠意をもっ てやればできるんではないかな と、とんなふう K考えて

なDますので、第 3点と しての再質問 とさせていただきま す。

まず、その次K、第 4点と して、都下の 26市の中で空かん条例、乙れは町田だけだそうで

すが、当市と して もいろいろ この質問の内容を分析を していただいた夕 、あるいは英知ある市

の幹部の皆さんの協議Kよりま して、何とか、との 26市の中で町田に続 くような条例等を設

けていただけたらというふうなな願いを して、それができるかどうか、乙の第 4点目の再質問

とさせていただ、きたいと思います。以上ですo

O議長(高橋通夫君 ) 清掃部長。

0清掃部長 (大貫松雄君) それでは再質問のな答えをいた しますO まず、総体

的trLl問から 4問の御質問がどざいま したけれども、総体的Kな答えをさぜていただきたいん

ですけれども、たとえば農地等K捨てられている空かん、空ピンの処理の問題、それから道路

上 Kあタます問題、 とういうふう左ものが、それぞれ、たとえば農業委員会とか、それから道

路の場合Kは建設部の管理課ですか、そういうふう左各セクションがありますので‘これを清

掃部が音頭をとりまして、一応関係部課との今後具体的左協議ですか、そういうふう左ものを

していかざるを得左いんじゃ左いかというふう K思つてなタます。そういう乙とを早急K、い

まの御質問のとういうふう左ものK対 しての、各関係部課と協議を して押し進めていきたいと

いうふうな考えでどざいます。以上でどざいます。

O議長 (高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 少 し補足をさせていただきたいと思います。清涼飲料水等の、

いわゆる空かんであ bますとか空ピンであタますとか、とれが家庭の中のどみとして出される

際Kは、とれは不燃物の中K収集をいた しま して、そう して分別の機械Kよって資源化を して

いると、ガラスはとれは益ピン、それからどくかたいピン K在るわけでありますが益ピンはな

るべく家庭からも再利用ルー トK乗せてもらう 、 乙のような指導を行っているととは御承知の

と沿りであります。

そ乙で、清掃部の、直接所管するととろ以外の公園であタますとか、路上であタますとか、

あるいは民地の畑やたんぽ、これらのと ζ ろKついてはまだ明確な区分というものがあるよう
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まないよう左、 こうい うような状況でありま して、確かKマナーの、あるいはモラノレの欠知K

よってあら とらに捨てられている状況があるわけであ Dます。最近、こういう状況が多少改ま

って消費者運動の関与 した分もどざいます し、 あるいは青少年運動等Kよって、環境の浄化を

図ろう とい うクリ ーン作戦の成果もある程度上がってなDます。 ζ ういうととで一応地域社会

としての社会的ルールは、私は成夕立ちつつある、 ととのよう K考えてなります。デポジット

方式であ Dますとか、あるいは条例を制定 して、精神条例的左意味もないわけではあタません

が、それよりも一番大量的K出るのはやっばD家庭から出されるものだというととで、一応の

成果はとの分別収集のノレート に載せてやD得ている というふうに思つてなります。

今後、いわゆる環境美化という観点からの ζの問題Kつきま して、確かにとれで手を緩めて

いいとか、放置 していいとかという ととではあ Dませんので、効果の上がる方法を考え左けれ

ば左 Pませんが、 日野市内を見ま して、乙れは見方もいろいろあると患いますし、人の集まる

ととろにはそういう ζ とが起きがら左んですけれど、他市K比較して、そう処理が非常K行き

届いてない というととでは左いようにも思つてなります。

なな、対策を十分つめてみまして、条例を制定して効果があれば、 とれは幸い左んですが、

三鷹、あるいは、町田市で 48年とろ制定いた してなタますけれども 、左か左か屋外にないて

の成果というものは目ざましいというわけレてはいってい左いようであタます。

御指摘の、つまり環境美化という意味でむしろ市民運動と合わせて対策をすべきものと思い

ます し、 業者K話を したってとてもらちがあくよう左結果は ζれは法律でもってつくら左い限

P、むずか しいと思つてなタます。

最近出てきますいわゆる水銀電池、これらKつきましでも、 業者は全 く責任をとら左い態度

が明らかであタますO とれは資本主義の欠陥とも言えるかと思いますが、もっと高い観点から

取 D組む必要があろうかと思つてな DますO

御意見を拝聴しでもう一遍考え直してみたい、と思って止りますo

O議長 (高橋通夫君) 大柄保君。

o 2S番(大柄 保君) ただいま清掃部長から総体的左、 1点、 2点、 3点、 4点Kわ

たっての答弁が返ってきま したので とれら等以上、第 1点はどうの、 2点どうの、 3点どう

の、4点という乙とでもって清帰部長Kは質問はいた しませんO

ただいま 、また、市長の方から積極的なとれから空かん、空ピン対策についての取り扱い方
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Kついて、私は私左kJ(I[前向きの姿勢が見られたと 、とういうふう K考えて、 ζ の質問を終わ

らせていただきたいと思いますが、ぜひ、私どもの市は東西南北、道路もみん左終点がどざい

ませんので、 たとえば古谷議員の家の前、とれは多摩動物公園か らずうっと来てあすとの信号

でとまる車が、 よその、他市の人たちが、恐らくあの信号でとまったときに、清涼飲料水を 自

動車の中で飲んでそれで、ポイを していって しまうというとともあタます し、また、 動物公園

等についても 、やは D、みんながそれ一つ一つ、どみλれはどみかどKと、空かんは空かん箱

Kというととをみん左が一つ一つ気をつければ、恐らくとの日野市内も大変空かん、空ビンの

放置がな くてまた、農家をやっ ている方も 、あるいは、その他住民の皆さん方も 、快適左生活

が送れるんじゃ左いかと、 とのよう K考えてとの質問をいた しま したので、今後とも 、大変、

市当局とも御面倒な乙と とは存じますけれども 、ぜひとの問題についても、今後力をλれてい

ただ きたいことを要望 して、との質問を終わ らせていただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君 )

わタます。

次K、 20の3、汚泥肥料の司王料化についての通告質問者、大柄保君の質問を許 します。

ζ れをもって 20の2、空かん空ビン対策Kついての質問を終

れをまた土K返 って農作物KなD、あるいは、 体内K入 D、との循環の ζ とだと私は考えて志、

Dますので、大量K、たとえばダンプでもって取kJ(I[行ったというようなものは例外であタま

すけれども、これら等Kはその量を決めて、希望者Kはすべて無料で使っ てもらってもよいの

ではないかなあ、 とこういう ふうに思っ て、何点か質問をさせていただきま す。

まず第 1点と して、パラで買いK来る市民は年間の数と して何人 ぐらい という ζ とか、目 方

K してどう のというととじゃあ タません。パラで買いに来る市民は、年間どのくらいないでK

なりま すかというととですねO

第 2点と して、 との汚泥肥料 「みどkJJは、年聞の生産量は どのくらい生産ができるもの左

のか、とれが第 2点でありま す。

第 3点。 ζの 「みど タ」が万が一残った場合の処理はどう するのか。との以上 3点について

取りあえず質問を させていただきま す。以上です。

O議長 (高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長(大寅松雄君) 第 1点のパラ売りの取 D扱い件数でどざいますけれ

ども 、これは官官、体的K私 どもの方で汚泥肥料を生産している中で、大体 96%程度が袋でどざ

0 25番 (大柄 保君 ) それでは、 3番目の 20の 3として汚泥肥料の無料化Kついて、 います。

というタイトルで質問をさせていただきま すが、ことでもま た、質問Kλ る前K、私は汚泥肥

料の「みどタ 」を全部無料配布K しなさい という ふう左大胆左ととを言っ ているわけではなく

て、少量のノζ ラ売 Dのもの等については、何とか無料Vてなら左いかというふう左注釈がついて

なタますことをな知らせを してなきたいと思います。

御案内のとなD、市内には老人農圏だとか、いろいろまだまだ営農の関係の皆さん方の農家

もたくさんあ Dます。との人たちが、汚泥肥料 「みどり」 を清掃部K購λK行ったときとか、

先ほども申 しま したけれどもと Kかく老人農園等で使う肥料等tてついては、押 して知るべ しの

少量のものだと思います。

それから、また、農家の皆さん方が小型の四輪車等で、きょう使う 、きょうのものをノ〈ラで

いいから売ってくれないかというとき等Kついて、とれらの問題の場合K、時料Kして凶ただ

きたい左あと、 とういうととが含んでいるわけであタます。日野市の市内から出たものだと私

は思いますO 処理場へ持って行くものはよその市からは処理場には運んでないと思うんですね。

それですから、とれを加工 して肥料と して 日野の市民K多少な Pとも返すわけであ Pます。そ

ちなみに、 5 8年度では 1，208件取り扱い件数ですね。 1，208件の袋を販売いた して台

ります。それからパラの方は、乙れは 40件でどざいます。そういうととでパラの場合Kはた

とえば農家の方 K らなみK聞いてみますと、やはり 、たとえば、農地の横K袋である程度積ん

でいて、それでその時期Kなったらば施すとい うふうな話も聞いてかDます。そういう ととで、

農家の方もやはり袋で持って行く方が多 く見られます。

それから、 2の生産量でどざいます。 とれは 1日、月 曜から金曜まで毎日つくっているわけ

でとざいませんけれども 、 1日大体 70袋程度ですね。 袋止 して生産をいた しますo

特K、御参考Kちょっと述べさせていただきますけれども、生産コストと して、 57年度の

場合の原価の計算を したんですけれども 、 1袋、人件費、それから燃料等もろもろをλれます

と、 1袋大体 1，800円程度かかタますO そういうととで、現在は 20キロの 1袋 180円で

売っていますので、大体原価の 10分の 1でな分け しているわけですo 特 K、パラ売Pの場合、

袋詰の 2分の 1、キロ4円 50銭と して販売をいた して台タますo

そ して、 3番の残った処理はどう しているかというととなんですけれども、とれは、たとえ
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ば、春の;Jo、彼岸程度からずうっ と6月入梅明けるζ ろまで、要する K最盛期と言 うんですか、

そのときには、一応金曜 日と、それから土曜日の午前中、原則と して販売 しているわけでとざ

いますけれども 、そのとき Kは、一応長いときには 2週間程度の予約制度をと ってなタますo

そう し左いと、要する K需要と供給のバランスがとれ左い、 というととで、非常K先ほ ど言い

ま したよう K安いものですから皆さんの利用が多 うどざいますO そう いうととの中で、年間の

バランスがとれてなPますO

それから、今後、できれば老人菜園とか、老人農園等の、そういうふう左場合K、電圧料でな

分けをして、ぜひそういう ふうな老人福祉の観点からもや っていきたいというふう左考えも持

つてなPます。以上でどざいますO

0議長 (高橋通夫君 )

0 25番(大柄保君 )

大柄保君。

今清帰部長の方から、いろいろ第 1点のととについて、 私はパ

ラ売タというととにと Pましたので 40件くらいの数があるというふうなととで、第 1点目は

わかタました。

問題は、私の質問の ζのパ ラ売 夕、あるいは少量の ζ とKついては無料K していただけない

かというふうなのが、 ζの質問のな願いの要点であ Dます。

第 2点として、 1自に生産高、 ζれも わか Dました し、 また、いま初めて聞きましたけれど

も1袋 18円の加工賃、人件費も含めてかかっ ているという ふう左乙とで、 ζれが 20キロの

袋詰めK左っ て 180円の安さでもっ て市民K介けられていると 、と ういうふう左ととも初め

て清掃部長の方で聞いてわかりました。わかりま した。ですから、とのとと Kついて大変だな

あと 、 ζれだけの安い値段で市民K配布 しているのか という ふうなとともわかりま して、 あと

はまたとのパラ売タのと とKついて、 本当 K少量の希望者というか、その基準を決めてないて

いただいて、で きたらばとのパラ売り Kついては無料Kしていただきたい とれらKついて内

部検討を今後していっ ていただきたいという ζ とを要望 して合きますO

とれには第 3点の残った場合の処理はどうするのかというふう左とととも含めま して、いま

老人農園等についてはとれから内部検討を していて、無料Kできるものならば無料に して壮年

寄タ等K喜んでいただしあるいはまた、少量買いに来る農家の皆さんにもさすが日野市とい

うふう在ととで喜んでいただくというふう在 ζ とがいいんでは左いか。とのよ うK考えてなP

ますので、ぜひ、とれらの問題等も真剣JVL検討をしていただいて、 もらいたい。 とれを要望い
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た しまして、 9月の 3点Kわたタま しての一般質問を終わらせていただ きたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) ζれをもって 20の3、汚泥肥料の無料化K関する質問を終わ

タます。 (r休憩」と呼ぶ者あタ)

な諮Dいた します。議事の都合Kよク暫時休憩いた したい と思います。 とれK御異議あDま

せんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議左いもの と認めます。よ って暫時休憩いた します。

0議長 (高橋通夫君 ) 休憩前に引き続き会議を開きますO

午前 11時 25分休憩

午後 1時 9分再開

2 1の 1 学校給食事業の充実についての通告質問者、米沢照男君の質問を許します。

C 2 3番議員登壇〕

0 23番(米沢昭、男君) 学校給食事業の充実Kついて一般質問を行います。

私は、 5 7年第 1回定例会Kなきま して、給食謂理員の過酷左労働条件を改善せよと題 しま

して給食調理員の定数と、代替職員の問題、健康管理と育児休業の問題等について一般質問を

行ってきま した。

との質問は学校給食事業を市民の期待と要求レてとたえ、 よP充実したものKしてい〈ためK

は、まず心身共K健康な調理員が仕事K対する誇Pと気慨をもって働けるよう K職場の環境、

条件を整備 していく 必要がある。とういう立場から行ったものであタま す。

どく最近私は、給食調理員、そして栄養士の皆さんと話し合う機会を持っととができました。

そ して、給食現場での実態を左まの声と して聞く機会があったわけですけれども 、今回それK

基づいて、 もう一度との問題Kついて一般質問で取タ上げたい。とういうととで一般質問をす

るわけであタます。

御承知のよう K学校給食法によ Pますと 、学校教育の目的を実現するためK、学校給食K期

待するものと して、 第 lVL、日常生活になける食事Kついて、正 しい理解と望ま しい習慣を養

うζ と。第 2VL、学校生活を豊かに し、明るい社交性を養うとと。第 3VL、食生活の合理化、

栄養の改善、及び増進を図るとと。そして第 4VL、食糧の生産、配分及び消費Kついて正 しい

理解K導くとと。とう定め、学校教育の一環と しての給食事業が、きちっと法で位置づけされ
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ているわけであ Dます。

しか し、 現実に行われている学校給食の実態は、教育の一環であるなどとはとても言えない

よう左現状K置かれてなタますO 学校給食事業の内容を充実させて凶くという課題は、学校教

育法では給食が教育の一環 として位置づけられてはいますが、国や東京都は、あくまでそれを

補助する 、 ζ ういう立場であるために、学校給食を賄う諸経費の負担が市と児童生徒の保護者

で分担させられている現状から見て、 そう安易な課題ではない と理解してなります。それだけ

K、目的、意識的左取D組みが求め られているのでは左いかと考えています。

学校給食事業が、教育の一環と して、 学校教育の重要な柱と して位置づけられてい左がら、

そ して、 また、義務教育は ζ れを無償とする、という憲法の規定K反 して、国はほとんどその

責任を負わな い。 経費を負担 し左いという点が、学校給食の基本的な問題である ととは言 うま

でもありませんO その上、さらに、臨調にせ行革路線の押 しつけによって、学校給食事業は一

層厳 しい状況K置かれつつあると 、理解を してなタます。

7月9日、臨時行政改革推進審議会か ら出された、地方公共団体(f[j己、ける行政改革の推進方

策KよDますと、民間委託の推進共同調理場方式、または調理員のパート化を原町!とする方向

で推進するO とうあタます。民問委託やパー ト化Kよる安上がD行政、減量経営が強要される

内容と左つてなタますo との推進方策は国の財政赤字を地方自治体と国民に転嫁 しようとする

意図が浮きぼ .!J(f[されたもの と左っています。

昨日、かが党市議団の竹ノ上議員が、臨調行革路線が地方自治体と、国民、市民生活K、 ど

れだけ大きなマイナス影響をもたらすものであるのか、 ζ のととを質問を通じて明らかK しま

したけれども 、この竹ノ上議員の質問K関連を して、旗野議員から、臨調Kせ行革路線などと

批判するのは全く理解でき左い。とういう発言があタましたo (f[せという決めつけ方が気Kく

わ左い。臨調行革は推進すべきた、。とういう立場からのものだと思いますけれども 、Kせ行革

という言い方が気K入らなければ、いんらき行革、ベテン行革と言いかえても決 して言い過ぎ

ではないと 、私は思って jo-..!Jます。共産党市議団が左ぜ臨調行革路線K反対の立場をとってい

るのか。第 1(f[活力ある福祉社会の実現というふれとみで、実際K行われていることは、国民

への全面的左犠牲と負担のしわ寄せ、と Pわけ福祉、医療、教育行政での制度改悪が現に行わ

れてなります。

第 2(f[、国際社会への貢献の増大という名で、軍事力の飛躍的左拡大、これを優先 しながら、
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日本の浮沈空母化を現K目指 しています。

第 3(f[、簡素で、効率的左政府というふれ ζみで、国民へのサービス部門の思いきった切P

捨て、公務員の削減、大企業へのサービス拡大が強行されてなります。

第 4(f[、地方行政の減量化 といううたい文句の下K、不当な支配と干渉が一層強化されなが

ら、地方自治破壊が進行 しつつあります。憲法第 9条の戦争放棄を初め、基本的人権、生存権、

地方自治権左ど、憲法の基本的左原則を真向か ら否定をする、恐るべき内容のものと左つてな

DますO したがって、国民、市民の権利、命と暮ら しを守る立場から、臨調行革路線K反対す

るのは当然であると考えてなります。(rそのとな タ」 と呼ぶ者あ.!J) 私の手元K地方自治

資料 8月 1日発行の大変興味ある記事の写 しがあ Pます。簡単ですので参考までK紹介してな

きたいと思います。

見出 しは、身内Uてはがれた臨調のばけの皮、 という見出 しでありますO そ して、 次のよう K

書かれてなDますO

国の財政赤字を地方 K転嫁しようとする行革審や政府のやり方が、いかK理不尽左ものであ

るかを論じた日経社説 7月22日付は、一生効成って万骨枯れるのもやむを得左い財政再建と

は一体何左のか。という疑問さえ浮んでくると 、改めて率直左疑問をぶつけているo 7月20 

日、当セミナーでの自民党藤尾政調会長の発言は、その疑問の一端K答えたものとして、注目

して よい。今のよう左赤字国債の累積を招いたのは、石油ショック後の経済立て直しの方策K

原因があった。大量の赤字国債を発行 して、景気刺激をとの要請を強力K押し進めたのが、当

時の土光経団連会長だった。その土光さんが、赤字国債の解消を政府の責任でやれと言ってい

るc 経済界に責任がな ω としなうのは傍若すぎゃ しないか、と、土光会長を名指 しで厳しく批判

したものだ。つま夕 、増税左き財政再建とは、赤字国債増発で甘い汁を吸う、思う存分吸った

財界が、その しタぬぐいを国民の負担でやらせようという、大陰謀左のだ。財政再建、行革の

ばけの皮が見事Kはがされた。ーとういう ふう K書かれてなタます。( rいいぞ」と呼ぶ者

あタ)

福祉や医療教育等を切D捨て、国民や地方自治体を犠牲Kする財界のための、軍備拡大のた

めの、臨調行革は、本来の行政改革とは、全く無縁のものであ Dます。

とうした、臨調Kせ行革路線K、相呼応した形でとれまでKも一部の議員から、給食事業の

民間委託、あるいは集中センタ一方式の導入左どが強調されてきた経過があ Pますが、私は、
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とうした一連の臨調路線医相乗り した、主張K対 しては、改めて断固反対すると とを証明 して

なきたい と思います。

むだを省き 、民主的で、よ り効率的左行政、国民本位、市民本位の行政改革 乙そ、 積極的K

推進すべきであろう と考えてなPます。 (rだか ら委託が必要なんだ よ」 と呼ぶ者あり )

そ 乙で具体的左質問K入るわけであり ますけれど も、以下何点かにわた って、 具体的な質問

を行います。

第 lVC、給食調理の作業現場の問題であタますけれども、御承知のよ うK作業現場は、高温、

多湿の中で、 換気装置が調理員の頭上K設置さ れているためK、汚染された排気ガスをそのま

ま呼吸する状態で、長時間作業が続け られていま す。 その上、 呼吸線 と床 との温度差が大きい

ためK極度の疲労感や、神経痛、リューマチ などの要因ともな って凶ます。自動温度調整、 自

動換気装置な どが完備されている市役所、庁舎内の環境 とは比べ ものKならない雲泥の差があ

るわけであタま す。そとで炭酸ガス、一酸化炭素の濃度、温、湿度の調査、床面と呼吸線の温

度差の測定、換気量や焼度、かまの燃焼、排ガス等の測定な ど、 こう した現場の環境について、

これまでに調査を実施 したζ とがあるか どう か。伺いたいと思いますO

そ して、また、その調査を実砲 していたとしたら、その結果をな知らせいただきたいと思い

ますO

第 2VCは、給食現場K働〈調理員、栄養士、教職員左 どの意見を聞く場と して、 安全衛生委

員会を設置する必要がある と私は考えますが、教育委員会止 しては、乙の安全衛生委員会の設

置 Kついて、どうい う合考えをな持らかな聞き したいと思います。

第 3VC、各学校どとの調理室の現状を面積で見てみま すと、かなりの差があ Dます。つま夕 、

新旧の学校では、面積K大き左開きがありますO 現状のまま では、特K米飯給食等が導入され

つつある中で、ますます狭い劣悪左環境の下で作業が進められているO とういう状況があタま

す。そこで乙う した古い学校の狭い調理室の増改築の計画、さらK、更衣室、シャワ一室、作

業衣の乾燥機等々の今後の計画はどう左っているで しょうか。との点について、 3点目な伺い

したいと思います。

第 4点目は、合成洗剤から石けんK切り替えが行われてきてな Dますけれども 、その条件整

備が行われているのかどうか。 どういう現状Kあるのか、 との点Kついて£、伺いをいた します。

たてまえと して、合成洗剤を追放する、そ して、石けんK切P替える。言うは易いと とであ D
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ますけれ ども、そのためにはそれ左りの君識的な条件整備が必要なわけであタます。 との条件

整備が整わ左ければ、い くら合成洗剤の追放を叫んでも 、実際Kは追放 しきれ左い。とういう

問題であります。との乙 とKついてな伺いを したい と思いますO

第 5点目は、中学校給食K関連 しての問題でありますけれども 、中学校給食の実施K当たっ

て、学校側、現場との話 し合いがどうなっているのか、 との点について伺いたいと思います。

ある学校では、たえず学校側か ら中学校給食は反対だ、 と、 とういう ととが言われている中で、

給食調理員や栄養士が非常K肩身の狭い思いを している。 こういう現実があります。その点で、

教育委員会と して、 中学校給食の実施K当たっ て、 どのよう左話 し合いが行われているのか。

意見の調整が行われているのか。との点についてな伺いをいた しますO

6点目は、給食調理員の、代替職員の配置Kついてでありますけれども 、 との前、私は一般

質問を?喧じてとの問題を取タ上げました。実際K頭痛がする。腹痛がするO 体のぐあいが悪い。

しか し、 休めばほかの調理員K負担がかかるというととで、無理して出動せざるを得左い。と

ういう状況があります。 ζれは何止 しでもそういう状況を左く して、 ぐあいの悪いとき Kは少

くとも人間ら しく、休める環境条件を整える必要があると思つ てなPますO

現状は、 どうなっているのか。その後多少左 Pとも改善されたのかどうかを伺いたいと思い

ます。

7点目は、臨調にせ行革、先ほどあえて強調 しましたけれども 、とう した動きの中で民間委

託や集中センタ一方式が、今正K上から強要されようと してなbます。とうした動き K対して、

市当局と して、あるいは教育委員会として、どう対処しようと しているのか。との点Kついて

もな伺いを したいと思います。まず 7点についてな伺いをいたしますO

0議長 (高橋通夫君) 米沢照男君の質問Kついての答弁を求みます。教育長。

0教育長(長沢三郎君 ) それでは 1番目から 7番目まで順次シ答えをさせていただき

ます。

まず、第 1点目の、給食調理場の環境衛生、 とういう面Kついて、教育委員会としては、 ど

の程度の調査をし、また、対応 しているかという御質問でどざいますけれども、 率直K申し上

げま して、各小中学校現場の給食室等Kつきま しては、騒音の測定、あるいは照度の測定、と

ういうものにつきま しては学校環境衛生法というものがどざいま して、それK基づきまして、

学校薬剤士の方が、定期的K検査を して壮Pます。
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換気扇、ガス器具関係の点検、あるいは清帰、乙うい うものKつきま しては、学校が夏休み

期間K入っている機会を使っ て、 一応それらのガス器具、換気扇等の点検、清掃等は実地 して

なタますけれど、それ以外の、温度、湿度の測定とか、あるいは換気量の測定、と ういうもの

につきま して、 具体的にいままで測定してきているというととがどざいませんし、その次の労

働安全衛生委員会の問題ともか らんでまいりますけれども、労働j安全委員会等が設置され、そ

の中で今、指摘されているよう左問題等も必要を求められる。そういう中で、それに基づきな

がら検査というものは実施 していき た凶と、 ζん左ように考えてなPますO

労働安全衛生委員会の設置の問題でどざ いますけれど、との問題につきま しては、今、総務

部の職員課を中心K検討を してなタますO 乙の労働安全衛生委員会というものを設置 した時点

の中では、必ず産業医を量か左ければいけないとか、あるいは安全管理者、衛生管理者、 乙の

衛生管理者等Kついては、 きちっ と国家試験の資格を持っている方、とういう 者を備えつけ左

くてはいけない。と、乙ういうように労働安全衛生法の中で、一応の基準というものが設置義

務づけられているそういう面もどざいまして、産業医につきましては、 5 9年度、本年度から

一応前市立病院の病院長であタま した竹内先生、竹内先生が学校現場も含めて巡回 して下さっ

ていると 、 とうい う状況でどざいます。

教育委員会の場所と しては、小、中、幼稚園以外K、たとえば図書館、あるいは公民館、と

ういうと ζろも当然対象K左ってくるわけでどざいますし、 -tt"その中でも学校現場の給食調

理室、 ζの面については、労働安全衛生委員会と しては、 もっとも意を用いなくてはならない、

そういう職場だというよう左形で考えていきたいと思っています。

それから、3番目の給食調理員、あるいは栄養士さんたちの環境改善ということで、学校K

よって非常K調理室の規模その他が貧弱左ととろもあるんじゃないか、というような御指摘で

どざいますけれど、確かK古くから建てられた学校、たとえば、-小、二小、四小、平山小学

校、とれらの学校の調理室Kつきま しては、他の学校と比較 した場合、非常K作業がやDづら

いと言いますか、きわめて調理室の環境と しては悪い環境の中で作業を実施 している。そうい

う状況もどざいます し、 教育委員会としては、年次計画を立て左がら、いま申し上げたような

極端K他の学校と調理室の規模その他が貧 しい、そういうととろKつきましては、年次計画の

中で増改築も含めて改善していきたいと 、このように考えてなDますO

なな、とれと あわせて、更衣室、あるいはシャワ一室、とういうものKついてどう考えるか

というととでとざいますけれど、調理員さんたちも最近男性の調理員を毎年のようK採用して給録見場

の方K入っていたたいていると、そういう実態もどざいますし、 男性の調理員の方、女性の調理員の

方、共同 しながら学校給食D調理K当たっていただいて凶る という観点からも、乙の更衣室、とれKつ

きま してはぜひ、設置 していか左くてはいけ左い。あわせて、ンャワ一室の問題でどざいますけれど、

とれらも新 しく できた学校、たとえば仲田小学校だとか、中学校関係の給食調理室、とういう

ものにつきま しては、全部、更衣室からシャヲ 一室から備えつけてあるわけでどざいますけれ

ど、先ほど申 し上げましたよう K古い学校Kつきましては、それらの施設が施されてい左いと

いう面もあタます し、 場所等を考えながら、 とれも先ほど申 し上げま した非常K給食調理室が

狭く て扱い陀 くいと言いますか、そういう施設も改善とあわせ左がら場所を十分検討して年次

計画の中で対応 していきたいと 、乙ん左ょう K思つ てなタます。

それから 4番目の石けんの切 Pかえ、 との問題Kつきまして、とれも教育委員会サイトーとし

ては新しい学校は、ほとんどホさイラ 一等が大き左規格のポイナーをλれているとと Kよって、

石けん使用というものが完全K実施できるわけですけれど、御指摘のよう Kボイラー基準が少

左くて、な湯を出す給湯量が少左いというよう左止 ζろにつきま しては、どうしても石けん使

用のためKは、一定の温度のな湯というものを必要としているというととで、ボイラーの容量

の大きいもの、 とれK順次切Pかえていく必要がある。現在までKは 57年度K第一小学校、

潤徳小学校、それから 58年度には、第六小学校、 5 9年度Kは滝合小学校、というよう左状

況で、給食の開始が比較的早い時期K給食関始が行われて、ポイナ一容量の少左い、そういう

学校から逐次切Dかえていって、石けん使用が可能に在るよう左手だてをとってなタます。残

された学校等につきま しでも、 年次計画の中でぜひ 1年でも早くとのボイラーの切タかえ等K

ついては対応 していきたいと 、とう考えてなタます。

それから、 5番目の中学校給食の実ー施K伴う教職員との話し合い、乙の問題でどざいますけ

れど、確かに学校給食を実泊するに当たりすして、一番大きな問題K左ってくるのは給食費の

集金事務の問題左んです。現在はほとんどの学校が銀行振タ込みという制度を取タ上げて台b

ますので、現金を取 P扱うわずらわ しさと いうものはないわけでどざいますけれど、第三者機

関である銀行K、その仕事と言いますか、集金関係の事務を台願いしているということもどざ

いま して、 との一番問題KなDますのが、結局振 p込み方式とのからみの中で未納者、期日ま

でK給食費を銀行の方K振タ込んでいただけない家庭と言いますか、そういうものが各学校を
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通 して共通 して相当見られる。先生方の方では乙れの督促、給食費納入の督促事務、乙れが左

か左か大変で、それも 1回 2回御家庭の方K、何月何回までKぜひ給食費レてついて納入して下

さいというような通知をな渡 しして も、相変わらずな金が納められ左いと、 ζ ういう面でも事

務関係の問題が給食とあわせて非常K困難を来た している乙とは事実でどざいます。

特K、中学校の場合Kつきま しては、新しく給食を開始するというとまどいもございま して、

給食K伴 う集金事務、乙の関係も事務の問題で頭を悩ま していると同うのが現実です。

また、学校現場の先生方 VL~ ， 集金事務 、 督促事務 ζ れらの関係の問題についての教員にか

かわる負担、とういうものを何とか解決 してほ しいという希望が非常K強いという 、 とのζ と

も事実です。

教育委員会の方では、一応市の事務職員部会、職員組合の中の事務職員部会の方 とも 話をい

た しま して、 特 K中学校の場合には市から、小学校は 1名の事務職員を派遣 しているんですが、

中学Kは 2名の事務職員を派遣をしている。と、それから、東京都か らも1名事務職員が来て、

学校事務関係の仕事を事務室の方 で取り扱っ ているという状況もどざいますので、何と か、と

の集金事務、督促事務Kかかわる事務系列の問題Kつきま しては、都職の事務職員、市から派

遣されている事務職員、その中で分担を決めて、事務室で対応 していただく 、 ζ ういうような

方向で組合の方とも話を しまして、一応その線K沿っ ての了解を得ていると 、乙うい うような

状況でどざいます。

さらK、 6番目の、給食調理員の代替職員の措置でどざいますけれど、乙れKつきま しては

引き続き一週間以上欠勤する。そういうような調理員の方が出た時点では、臨時職員をその学

校K送P込んで対応をしていますO との臨時職員Kつきま しては、原則と して登録 していただ

いて、検便検査等も毎月調理員の方Kは実施 し左くてはなタません し、 そういう関係から毎月

の定例の検便検査等もとの登録 していただいている臨時職員の方 Kもやっていただいて、 もし、

ある学校で一週間以上調理員の方が休まざるを得左 い状況、 乙ういうものが起きたときには、

臨時職員を職場K入れて、対応するというととで、現在 5名ほどの臨時職員の方を登録 して対

応 していると 、とういう状況でどざいますO

最後K、との臨調とのからみK対する対応、でどざいますけれど、沿っしゃ るとな夕、文部省

等も給食関係の問題Kつきまして、調理場のセンター化の問題、あるいは調理の民間委託の問

題、乙ういう 問題が打ら出されてきてなPますO

ただ日野市の場合Uては、ずうっ と小学校、あるいは中学校を含めま して、 単独校方式という

その線を維持 して本自主で来てなタます し、 実際医単独校方式の中でも 、極力、食品等Kつき

ましで も、新鮮な野菜その他を取タ入れたいとか、あるいは食品添加物等Kつきましでも、そ

ういうようなものを材料の中K手軽K調理できるという方向で、手だてする とか、そういうと

とを一応配慮 しながら、あくまで手づくタの給食、とれを児童生徒K一応提供したいと 、とう

いう基本線K沿っ て、 対応 してなタますので、 ζの単独校方式という関係Vてついても、 基本線、

これは教育委員会と して も守っ ていきたい、と、とう考えてなDますO

ただ、現在のよう K、非常K定数管理の厳 しい中で、いわゆる中学校給食が次々に開始され

て、昨年度も大変議会の方 Kもな願いを して、 1 0名ほどの調理員さんの増員をな願いしたわ

けでとざ凶ますけれど、 ζれは、ただ単に、そういう安易左形で、今のよう左状況の中での定

数増というものは、非常K困難だと いう ζ とは、自覚してなPますO ただ、東京都の基準、食

数K応じて一応東京都が基準を示 しているわけです。何食から伺食の調理をする学校レてついて

は、イ可名の調理員と いうよう左定数基準みたい左ものが示されてなるの と、それから給食日数、

大体年間 180日と、昨年度も問題KなPましたけれど、との給食日数の問題、それから都の

方で示 してなタます定数基準、 ζれに沿っ て対応を進めてきているというのが現状でどざいま

して、今後、学校給食をあくまでも自校方式という形の中で、現在の手づく D給食止いうもの

を進めていく上では、別の面からは今の定数関係の問題につきましては、十分給食問題Kだけ

K限らず、全庁的左形の中での職員の見直 し等を進めていく 中で、と Kかく定数を、新しく給

食を始めるんだから、安易Kふくらま していくんだというような方法は避けていくのがいま私

たらKやはり非常K強 く示されている条件ではないかと、 また、その条件を乗り超えていくと

とによって、あくまでとの自校方式の手づくタ給食というものが実現を貫いていのととができ

るんでは左いかととん左ょう K考えてなります。以上です。

0議長 (高橋通夫君)

023番(米沢照男君)

米沢照男君。

再質問をいた しますo iI.買序は変わPますけれども、まず、安全

衛生委員会の ζ とKついて、再質問をいた します。

先ほどの教育長の答弁では総務部職員課が検討中と、 とういうととを言われました。私は一

般的な労働安全委員会を設置したらどうかという提起をしているんではなくて、学校給食事業

Kかかわる安全衛生委員会を設置する必要があるんだと 、とういうふう K申し上げているんで
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す。とれは教育委員会の仕事 じゃないですか。職員課の仕事ではない というふ うに私は思 うん

ですO いつつ 〈るつ もり ですか。再質問 します。

O議長(高橋通夫君 ) 教育長。

。教育長 (長沢三郎君 ) な答えいたします。 確かに給食現場を通 しての労働安全衛生

委員会というものの必要、とれ もどざいますが、確かK、全市的左場合には、たと えば清掃工

場ですね、清掃現場の問題とか、それぞれ、との労働安全衛生委員会を設置 して、 給食現場以

上Kそうい う面での職員の衛生管理、ある レミは、特K労働安全衛生の手だてをしていか左く て

は左らな い職場も現実問題と してどざいまして、 一応、全市的左観点K立っ て相当専門的Kζ

の労働安全衛生委員会の中味を、市の職員組合等ともつめ左が ら、 総務部の職員課の方で対応

してなDますので、そう い う線K沿い左が ら、 教育委員会と しても対応を考えていきたい と、

こう考えているんです。

ものだ と、とうい うふうに私は理解するんですが、いかがでし ょうか。

。議長 (高橋通夫君 )

0教育長 (長沢三郎君 )

教育長。

台答え申 し上げま す。 御指摘の とな夕 、労働省の方からそう

いう指摘が各都道府県を通 して示されている とい うととはいま公っしゃるとなPで、教育委員

会、先ほ どな話 しま したように、用j(rC責任逃れの発言というと とで、総務部の職員課だなんて

言 うわけではどざいませんけれど、 総務部の職員課 とも十分連携を とって、 教育委員会内Kい

まの給食現場の問題も含めて、 労働安全衛生委員会、ど ういうような形式で、ど う構成してい

ったらいいかという ととで話を総務部の方ともつめて、 できるだけ早しそういう労働省の方

から法律K基づいて、 一応示されている O その内容Kついては、対応 していくよう K努力 した

いと思います。以上です。

。議長(高橋通夫君 )

0 23番 (米沢照男君 )

左い と理解 してなタますO

教育長も十分御承知だ と思いま すが、昭和 48年 3月6日付で、労働省労働基準局長から、

米沢照男君。

。議長 (高橋通夫君 )

023番(米沢昭、男君)

米沢照男君。

引き続き質問いた します。安全衛生委員会がすでVZ:48年K局

私は、いまどろに在 って検討中左どと言っ ていられる状況Kは 長通達というと とで設置 し左ければなら左い というととに左っているわけですけれども、今日

なな、 ζ れが日野市の場合は実施をされてい左いというととであ bます。

さら K、との中K、いろいろ安全衛生関係の施設等の整備なども明記されてなDます。との

中K、炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けるとと。また、洗面所、私服を乾す設備、つま

D乾燥機であ Pます。洗身設備、つまりシャワーですね。設けるとと、 乙ういうふう K左つ て

なDます。私は、実は先日、直接現場の職員と話 し合った際K、いろいろ細かい実情、実態、が

話されま した。その左まの声が直接教育委員会K反映されればもっと違った対応K在ったはず

だ、 と、 いうふうにつくづく思いま した。だからとそ、安全衛生委員会の設置が、その現場のな

まの声を聞く機会と して、 どう しても必要だというように痛感したんで‘す。

とと K、八王子の安全衛生委員会がつ くった、 明安全左給食作業のためvz:"というパンフが

あタます。八王子は行政的には全般的に三多摩 26市の中でも非常K遅れていると、一番遅れ

ているという人もあるぐらいの市であタます。私は直接に検討していませんので、そういう言

い切夕方は しませんけれども 、 したがって、八王子の例をひくのはちょっと抵抗があ Pますけ

れども、 とういうパンフができて、ととでいろいろ書かれています。現場の環境の実態vz:I<IJし

て、服装の問題や、給食作業の心構え、作業密度の平均化の問題や、いろいろ書かれて、ひと

つだけ例を しますと、 とういうふう K書かれています。

都道府県労働基準局長あてK、学校給食事業Kなける労働災害の防止Vてついてという局長通達

が出されてなります。 これに基づいて、 学校給食事業になける安全衛生管理要綱というものが

できてなります。いろいろありますけれど も、ととでは安全衛生委員会の問題だけで取タ上げ

てみますと 、常時 100人以上の労働者を使用する給食事業にあっ ては、安全衛生委員会を設

置、その活動の促進を図る こと。なな、常時 100人未満の労働者を使用する給食事業にあっ

て も、安全、または衛生K関する事項Kついて、 関係労働者の意見を聞 〈機令を設けるものと

し、 そのため、関係者による委員会の設置、その他、労働災害防止上有効左措置を講ずるもの

とするとと。とう左つ てなる。そ して、 別のととろで、常時使用する労働者数が 30 0人以上

の給食事業、学校付設の給食場Kついての事業上の単位と しては、一つの教育委員会の管理下

の給食場をまとめて、一つの事業場と して取タ扱うとと。というとと K左っ て、つまり 、転在

している学校則Jvz:今日給食をやっている。た刀込ら一つ一つという意味ではな く、 一つの教育委員会

として、見るというととですから、日野は 100人以上いますからねO そういう点では、との

局長通達K沿って、ずでK、 とっく K、 との安全衛生委員会は設置されていなければいけ左い
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腰痛やけい腕部の障害を防止 し、 あわせて労働災害をなくすためK、ゆとタをもった作業を

行うよう努め、午前、午後とも体をほぐ し、ひと息つける時間がとれるよう Kすると と、 等々

ですね。実際の作業現場の実情VCfmした形でいろいろ注意事項が書かれてなDます。

これは、教育委員会や学校当局、そ して、 給食現場等の人たらが、乙の委員会で話 し合った

結果ですねO 実情K即 したとういうパンフレットが出たんだと 、こういうのを見てみますとね、

私は一刻も早く 、との安全衛生委員会を設置すべき だと 、それで、定期的K各職場の中の戸が、

行政K、地策に反映できるよう Uてすべきだと思うんです。 だからとそ、労働省の局長通達でそ

のととがきち っと指摘されているんです。ぜひ急いで設置を し、 直接K各職場のなまの声を聞

いてほ しい。そ して、それを教育委員会の具体的左施策K生か していただきたい。このことに

ついて、ま ず、いつまでに設置するかな伺いをいたしますO

0議長 ( 高 橋 通 夫君 ) 教育長。

0教育長(長沢三郎君 ) な答えいた します。 先ほども申 し上げま したように、総務部

の方とも十分連絡をとタ左がら、この問題につきま しては早急に教育委員会サイドだけでも 、

給食現場の問題を含めて、 労働安全衛生委員会を設置するそうい う方向での努力を続けてまい

タますO いつまでという期限切タで、たとえば、本年度の 12月左ら 12月までとか、あるい

は本年度内とかいうとと Kつきま しては、いま、 私は っきD確約できるという状況ですね、 乙

れは、先ほども申 し上げましたように、産業医の問題とかですね、あるいは、国家認定試験を

受けた衛生管理者の配置の問題とか、置 く以上、労働安全委員会の基準K沿った問題が出てく

るわけでどざいますので、そういう 問題Kつきま しての措置をしていかなくては左らないとい

うζ ともどざいます し、 当面、いま、 現場の声を十分反映できるような手7ピて、これKつきま

しては労働安全衛生委員会ですね、とれの設置と平行しながら、なるべく、早急K、いま米沢

議員さんの方から指摘されているような問題を含めながら、その委員会構成の方だけでも対応

していくよう K努力をとってまいりたいと、乙う考えていますO

いるわけですから、今年中 Kやるとか、今年度中Kは何とかやタたいとかそのくらいの回答を

ひとつ してもらいたいと思うんです。

0議長(高橋通夫君 )

O助役 (赤松行雄君)

助役。

総務部長の方で労働安全衛生という面Kついては所管してなる

0議 長(高橋通夫君)

023番(米沢照男君)

米沢照男君。

くどいようですが、との問題、非常K大事な問題だというよう

わけでどざいます。な しかタを受けま した焦眉の急のひとつの施策でとざいます。ここ 2年ば

かD、労働安全衛生関係の専門の研究する職員を職員課の方 K台いて研究さ してなります し、

組合の方の役員と市の方の職員が労働安全衛生関係の要する K研修K参加させた夕 、 というよ

うなことで、研究を進めてなるわけでどざいます。

それで、製造業の会社Kなきま しては、非常K労働安全衛生というとと Kつきま して、 非常

在関心を持つてなりますO 年々目標を定めて、 それでその目標値の達成、あるいは何日間けが

をしなかったというふう左目標を定めてですね、年々非常K意識の向上K努めているというの

が、外部からもよ くわかるわけでとざいます。そういう面につきましては地方公共団体が、労

働安全衛生関係Kついてもそうですけれども、労務行政についても 、非常K遅れているという

のが先ほどな しかP受けたような状態が事実でどざいます。とれを早いととろ克服し左ければ

ならない。こういうふう K考えてなるわけでどざいますo 2 6市、日野と同じよう左状況でど

さいます。中で進んでいるのが、八王子が何かK遅れているという壮話でどざいましたけれど

も、との面については進んでいる。と 、われわれの方でも率直Kいって半分組合から設置しろ

というふう左 、j己、 しタをチクチクされるというふう左状況もあって、一生懸命やってなるわけ

でどざいます。いまのととろ、さっき申 し上げま したよう K研修K職員を参加させた D、それ

から専門の職員を、去年、なとと しですね、職員課の方 K専門で張 Dつけた Dしているような

とζろもあるわけでどざいまして、教育長と同じようにいついつまでというふう左とと、とと

で申 し上げられませんけれども 、そのつもりで早いととろ設置したいと、各職場の中にはそれ

ぞれ、労働安全衛生の専門の委員とか理事とかというものを選任していか左ければ左ら左いわ

けですけれども、そういう組織化も早くしていきたい。とういうふうなととで、清掃謀も大き

な、要する Kとの対象のととろでどざいます。それから病院も同様だと思います。保育園、学

校給食、いろんなと ζ ろがですね、あるわけでどざいますけれども 、どうも事務系が多い職場

というのは、製造業の会社と違って、 ζ ういう面が遅れるという悪い面があるようでどざいま

すo 御指摘重々腹をえぐられるような気持で聞いているわけでどざいますので、なるべく早く

K受けとめていますので、 もう一度合伺いいたします。 48年の 3月ですから、 乙の通達が出

たのは、すでVC1 2年近くたっているわけです。さぼり Kさぼってきたわけですね。だから、

職場のいろんな状況が施策K反映されない。乙ういうとと Kなると思うんですO 遅れK遅れて
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0議長(高橋通夫 君 )

0 23番 (米 沢 照 男君 )

米沢照男君。

いまの問題についての意見は最後 K言いたいと思いま す。 一番

針を立てたわけですか ら、 確かに財政事情もわかDます。しか し年(1[1校程度の取Dかえでは、

ζれはちょ っと テンポが遅すぎゃ しないか。結局、十分な給湯がされな い状況では、石けで使

え左いんですねo いろいろ聞いてみると。 ものすどくそれで時間も食う という こと です。

それから、 もう 1つはやはり自動洗浄器、 あるいは石けんで食器を洗う前にあらかじめ汚れ

た食器をつけでな く予備水槽も必要左んです。つけてないて、 そ して熱湯をかけながら石けん

で洗う 、と いう段どタ とい うのか手順が必要なんですが、実際はそういう条件が整わ左いまま 、

切タかえの方針が出される、たてまえではた しかK切Dかえられ合成洗剤追放 したというとと

K左っているで しょうけれども 、現場の実情、条件が整わないために、中途半端左方針の転換

レてなっている。とういう状況Kありま すO との点も年次計画でやらざるを得左い側面もあるで

しょうけれども 、 もうちょっと、年(1[3校とか 4校とかいうくらいのテンポをできれば私は全

校一斉花、容量の少ない給湯量の少左い設備はいっき K切タかえるという〈らいの勇断があっ

ても 、 ととが重大左問題ですから、そのくらいのやはタけじめがあっていいんでは左いだろう

か。私はとう考えてな Dますが、いかがで しょうか。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

。 教育長(長沢三郎君) な答え申 し上げます。確かKボイラ一容量の切 Dかえ、 との

f牛だけですと 、大体 15 0万程度で新 しいホーィラ ーに切タかえられるわけで、それとあわせて、

先ほど米沢議員さんの方から指摘された、食器の洗浄器等もボイラ ーとあわせ左がら対応して

いる ということで、 1校給食室の洗剤から石けんに切 Pかえる装置そのものを全体的K取 D扱

っていく上で、 6，70 0万のとの切タかえのための費用が必要K左ってくるというとともどざ

いま して、 ζ れは、やは D日野市全体の問題でもどざいますので、十分また、企画財政部の方

とも話をつめて、できるだけとの切Dかえのテンポを早めていただくよう左状況、とれKつい

ては努力 してまいタたいと思います。

なっし ゃる よう左労働安全衛生委員会というものの、発足K努力してい きたい。とう考え るわ

けでどざいます。

自K戻ります。私は直接現場で働 く職員か ら、 し合ろ凶ろ現場について聞きま した。そ して、 実

際作業をや っている状況がどう 左のかというこ とを左まの声 として聞 く中で、先ほ ど申し上げ

た調理室の中の環境調査、とれはどうしてもやっ て凶ただく必要がある と思っ ていま す。さっ

きも申 し上げま したが、ガス、 その他が燃焼 しているのは、床K近い排気装置は頭上の天井K

近い方にある、汚染された排気ガスをそのま ま吸いながら仕事をやる とい う状況があります。

それは、目ま いで あった り頭痛であった夕 、そ ういう症状がある。

それから、呼吸線 と床との温度差、 3度から 5度と言われています。実際K計っ てみなけれ

ば、それぞれの学校の立地条件でもらろん違っ てきます。その温度差があればあるほどですね、

腰痛や、 リュ ーマチや神経痛の原因をつくタ出すという ζ とになると思います。

つま夕 、汚染された空気の中で長時間毎日毎日仕事をやらなきゃなら左い、そ ういう状況 Vて

あるわけでありますから、 とれはそう、乙の測定や調査に多額の費用がかかるとは思われませ

んO ぜひとれはとの機会Kですね、教育委員会の責任でやっていただきたいと、 ζの点につい

ていかがで しょうか。

0議長(高橋通夫 君 )

0教育長(長沢三郎君 )

教育長。

な答え申 し上げます。確かにとれらの状況というものKつい

ては、教育委員会自体と しても各学校どとに実態をきちっと掌握 しでな くという必要もありま

すので、早急K対応 していきたい と、 とう考えてなタま すO

0議長(高橋通夫君 ) 米沢照男君。

023番(米沢照男君 ) よろ しくな願いをいた します。

それから合成洗剤から石けんK切りかえるための諸条件の整備でありますけれども 、先ほど

給湯設備を容量の大きいものK切りかえてい く、 年次計画で となっ しゃいま し民。毎年 1っか

2つの学校の給湯設備の取タかえでは、 とれは完全K合成洗剤が現場から追放されるのはずう

っと先にいって しまうと思うんです。私は切タかえ という方針を立てたんですから、なぜ切タ

かえるかと言えば、健康上有害だというととで合成洗剤から石けんK切タかえる、 とういう方

0議長(高橋通夫君 )

023番(米沢照男君 )

米沢照男君。

時間もかな D迫ってきましたけれども 、最後意見を述べ左がら

市長K質問を したいと思いますO

1番目の環境調査、 とれはぜひ、積極的K取 D組んでいた7乞きたいと思います。

それから、安全衛生委員会、 とれも即刻ひとつ発足できるよう K取 P組んでいただきたいと

思います。
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それから調理室、とタわけ、狭い調理室 3校、新設校と比べると相当の開きがあDます。た

とえば、平山台小学校の場合、 268平方メ ート ル面積があ Dますが、第一小学校は 17 8平

方メートルしかあPません。第四小学校も 128平方メ ート ル、平山小も 147平方メー トル

しかあ DませんO 先ほど年次計画で改善 していきたいという答弁があタま した。 これも実情K

即して積極的Kひとつ取タ組みをな願い したい と思います。

それから、石けんに切りかえるための諸条件の整備、 とれもひとつ、 1校、 2校というよう

なテンポではなく て、 一気K合成洗剤が全校追放できる、そういう条件整備を急いでいただき

たい。というととを強く要望したい と思います。

それから給食調理員の、代がえ職員の配置の問題であります。少 しくらい体がぐあい悪くと

も、仲間K負担がかかるというととで気軽K休め左い、乙ういう状況があタます。結局 1週間

以上休まなければ代がえ職員が派遣され左い、こういう状況KあPます。隣の八王子市、伊IJは

ひきたくあタませんが、 ζ とでは 1日の欠勤でも代がえ職員が派遣されるそういう条件が整え

られています。それは左ぜかと言えば、とういう安全衛生委員会が常設をされ、常時現場の声

が教育委員会へ反映される。そういうシステム K左っているからとそ、そういうきちっと した、

責任ある対応ができているんだというふう K私は思っています。そういう意味でも委員会の設

置を急ぎ、諸問題をひざを突き合わせて話 し合う、そ して 1歩でも半歩でも改善K向けて努力

を していただくとのととが重要だと考えてなDますO

最後K、とれまでの質問、答弁のやDとタを聞いていて、市長と しての感想を一言伺つてな

きたいと思います。

らないというふう K受けとめました。日常的ないわゆる職員組合の給食部会という立場と、そ

れから栄養士を中心 とするいかK学校給食を子供本位に運営を していとうかという、その努力

のととを、 ちょっと教育委員会とは間が遠いものですからあまタ正確には把握してなタません。

一度、現場Kもあら乙ら訪れて、状況をよく認識を したい。とういうよう K思つてなタます。

その他、石けんK切Dかえの条件は、 とれは建物の構造上 とかいうとととかかな夕影響する

というふうに聞いてなタますから、そのととの設計上のとともあわせて、可能左ととは当然急

が左ければ左ら左い、 とのよう K感じま した。

特K、一番感じま したのは、安全衛生委員会というその公式K関係者の論議のできる場が確

かK必要だと思いますので、 ζの点から今後の対策を具体的K展開 していくと、 とのよう K感

じたととろであタます。

。議長(高橋通夫君 j

023番(米沢月号、男君)

O議長(高橋通夫君)

質問を終わタます。

次K、 21の2、下排水路の整備促進について再び問う Kついての通告質問者、米沢照男君

の質問を許 します。

023番 ( 米 沢 照 男 君 ) 下排水路の整備促進Kついて、再び問う。乙う題しまして質問

米沢照男君。

今後の積極的左取タ組みを期待 1-てとの質問を終わります。

乙れをもって 21の 1、学校給食事業の充実KついてK関する

0議長(高橋通夫君) 市長

0市長(森田喜美 男君) 学校給食は教育の一環で左ければ左らないというととが私は大

前提だというふうに考え、教育委員会Kもそのよう K指示をしてなるととろであ Dます。

先日は、その給食作業現場が規員IJVC欠けるというふう左批判も受けたわけであタますが、 き

ょうは設備面、あるいは管理面の( r立ち遅れを指摘された」と呼ぶ者あり) を得ていない

という点で指摘を受けたというふう K受けとめてなDます。

法規K決められてなるととは 1つの基準であ Pますから当然、守らなければ左らないと思いま

すし、その安全衛生委員会の設置というのはどういう委員の構成K よって組織されるものであ

るかとのあた Dをよく研究をして、よく法規を調べて、それに沿うべき構成をもたなければな

を行います。

との問題Kついては、すでVC57年第 3固定例会Kなきま して、取り上げた諸問題であ Pま

す。きょうはその後具体的Uてどういう取 D組みがなされたか、 との点を伺いたいと思って一般

質問をするわけであります。

1つは、南平 7丁目南平南口商庖会から都道K抜けている下排水路の整備促進の問題であタ

ます。

2つKは、南平 9丁目都道沿いの商底、な茶屋さんや養老の滝や、理美容底、その他並んで

なDます一角であ Pますけれども、都道沿いではあタますけれども、たまつれ下排水をバケツ

で汲み出 して流している。とういう悲惨な状況KあPます。とれの早期改善を求めてまいりま

したが、 とれがその後どう取タ組まれ、また、当面どうされようとなされているのか、伺って

長きたいと思いますO
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それから、南平 6丁目 の七生中南側の下排水路の整備は、工事が完了 しているようでありま

すけれども、 ζれが、その後の経過の中で、流通その他予定どなPの完成K左っているのかど

うか。との辺Kついても伺つてなきたいと思います。

それから、 4点目は、南平 8丁目 の日本観光開発が造成 した宅造地の下排水路の改修工事で

あタます。その後どうい う取タ組みが左されたのか。以上な伺いをいた します。

0議長(高橋通夫君 ) 米沢照男君の質問Kついての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(中村 亮助君) ただいまの御質問Kつきま してな答え申 し上げます。御質

地ですけれども、と とはかつて 51年度にいわゆる宅地開発が行われた地域でどざいますけれ

ども 、その後、道路の移管などの事務を行いま して、一応道路側溝があるわけですけれども 、

雑排水の方が駅側K流れている。それから雨水の方が京王線から都道の方K流れているという

ふうな何もち ょっと、一貫 しないような構造K左つ てなりま すので、 ζ の辺の末端処理の問題

につきま しては、 5 7年K市道へU字構をつけま したので、雨水排水Kついては解決をいたし

て台りますO

したがって、流れの悪い雑排水をさらKとのU字構の方へつ左ぐような形で流通をよく して

いとうというととで、現在計画を立つてなりますO

それから、次は 3点目 の、南平 9丁目の都道沿いの商l苫の下排水路の対策でどざいますけれ

ども 、 ζれにつきま しては御存じのよう K、都道からすぐ裏側に田中中 1号線という市道が走

つてなタます。との市道の両側に側溝をつけるととによ Dまして、対策を立てたいと凶うとと

で、すでK設計は済んでなりまして、 1 0月中Kは発注できる段階K左つてなDます。

前年度でき左かった理由といた しましては、 との田中中 1号 K、例の東京都下水道局のいわ

ゆる利根川水系の第四次拡張計画Kよる排水管の埋設工事がとざいま したので、それらの関係

の工事が終わってからというふう K考えてな Dまして、 ちょっと遅れたわけでどざいますけれ

ども 、 この 10月中 Kは着工できるというふうに段どDが整えてどざいます。

それから、次の、南平 6丁目の、いわゆる七生中学校の南側の下排水路の整備でどざいます

けれども 、 ζれKつきま しては 58年度で事業を完了いた してなタまして、予定どな夕 、素掘

タでどざいま した排水路を管渠を 40 0ミリでと タま して、 予定どなタ施行をいたし、その後

支障のないというふうになってなPますO

最後の南平 8丁目の日本観光開発が造成した宅造地の下排水路の改修工事でどざいますけれ

ども 、 ζれKつきま しでも 、一応 58年度で事業が完了いたしてなDます。悪臭の問題とか、

あるいは流れが悪いという ζ とで、 とれは 8丁目の上の方からの沢水も流れてくるわけでどざ

いま して、一朝雨水の場合の山水の対策という問題もどざいますので、平常ですと、普通の家

庭の雑排水だけが流れてなタますので、低水路の改修をいたしまして、そして流れをよくする

というととで、河床を 58年度で改修をいた したいというのが現状でどざいます。以上でどざ

問のどざいま した順序K従いま して、 な答えを申 し上げていきたいと思いますけれども 、御存

じのよう K南平の駅の下流部分の排水問題でどざいま して、 前回、 5 7年の 9月 27日の日 K

一般質問いただきま した以降私どもの方で取 D組み、また、計画 している関係Kつきま して£、

答え申 し上げます。

まず、第 1点目の、南平 7丁目 の南平南商庄会の間隙を抜けでな Pます下排水路でとざいま

すけれども 、 とれは、御質問の中Kもどざいま したよう左、都道をまたいでいるような形にな

ってなるわけです。乙の排水路Kつきましては、かつて水団地帯でどざいましたので、一部、

現在水路がはしつてなる敷地内が私の土地K左って台タます。とれは、恐らく水田の耕作のと

きK水を上の方から取るために自分で付設を した水路ではないかというふうに推測されるわけ

です。そういう点でひとつ問題があるわけでどざいます し、 さら Kは、前回の御質問の中でも

御指摘がどざいま したよう K、乙の水路は都道を横断してなるわけですけれども 、さらにその

手前で都道の側溝につながってなタます。との側溝のつながタというものも、やはDちょっと

1 0センチほどの段差がどざいま して、 そういう点でも流れの流通が悪いというふうなととも

考えられますので、その後検討いたしまして、手前から、できたらさっき申 し上げた一部布設

の水路を少し直させていただきたいと、そのためKは用地買収が伴うわけですけれども 、わず

かな距離でどざいますので、そういう意味でも都道へ持っていかずK、手前から外圧でひとつ

水を逃してみようと、そ して、 下流まで持っていとうというふうな考え方を年次計画で立てて

なりま して、 それの改良Kつきま しては、すでvc5 8年度で 130メーター改修が終わってi;、

PますO 現在、地主さんが 2名ほどでどざいますので、その辺の用地交渉をいた してなるのが

現状でどざいます。

それから、さらKはとの南平 7丁目 18番地の周辺ですけれども 、駅Kらょっと近くなる敷

いますO

0議長 (高 橋 通 夫 君 ) 米沢照男君。
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0 23番(米沢照男君 ) 未着工部分Kついての工事、今後、引き続き取タ組みを強めて

o 1 S番(古賀俊昭君) 先に通告をいた してなります、 日野市の違法左給与制度Kつ

て真顔で質問をされた共産党の方が£、られま したが、行政改革とそは、日本の将来の明るい展

望を切り開 くために、いま実行 しなければなら左い国民的課題であ Dます。

現在、わが国は十分な自由と平和を享受 して な夕 、また大変豊かでもあります。(rそのと

なタだ Jr見せかけだ 」と呼ぶ者あ'Q) 命がけで小舟K乗 って 日本を脱出 しようなどと考え

ている人は恐ら く1人もいないであ Dま しょう。 しか しいまの日本は、国家財政の行きづまタ

という 重大左問題を抱えてなタま す。(rそれもとれも土光さんのせいだ 」と呼ぶ者あ'Q) 

わが国は昭和 40年代まで、 30年代もそうでありますが、一貫 して経済運営を行ってきたわ

けであ Pますが、皆さん御承知のとなり 、第一次オイルシ ョック、石油ショック Kよる不況を

克服する必要から、やむを得ず公債発行 という手段Kよって活路を求めた結果、とれが原因と

なっ て赤字財政Kとかわ っていったわけでありますO

しか し、 その結果日本は並いる西欧先進国よ D、いち早〈不況、インフレを脱しま して、物

価を安定させ、経済成長も約 5冊以上という率を確保 し、 国民生活を安定させるとと K成功し

たのであります。ととろが毎年、発行 した公債は、結果的Kは財政の危機を招いて しまったわ

けでありますO かつ ての高度成長時代Kは、年々ふえ続ける豊かな税収、 とれKよDまして、

との財源で国から地方 K至るまで役所の組織、機構、また、歳出は毎年膨脹を重ねてきたわけ

であ Dます。ですから昭和 50年度までは赤字公債に頼らずに予算を編成 したわけであ bます

が、昭和 51年度からは税の増収が望めず、そのためK赤字公債を発行して財源の不足を補い

ふえる一方である人件費、社会補償費、教育費、そ してまた、公共事業費左どを賄って、行政

サー ビスの低下や後退を防いできたわけであタますo 現在、公債の合計金額は、皆さまよく御

承知のように、約 110兆円であタます。国民 1人当た'QVL換算をいたしますと、約 100万

円の借金を抱えているというととに左タます。正K非常左事態であるわけであ Dます。

わが国の財政規模は約 50兆円で、そのうち、税収はなよそ 35兆円、約 7割しか左いわけ

であタます。とれを、われわれの家庭Kたとえてみますと 、月VL7万円の収入しか左い人が、

毎月 10万円の暮らしを しているととになるわけであ Pますから、 とのまま推移をすれば待っ

ているのは財政の破綻であるわけであ Dます。

ζの財政の危機を打開するためK、昭和 55年度から政府が各界、また各層の協力を呼びか

けて、取タ組んでいるのが政策と しての財政再建であって、とれがいわゆる行革であるわけで

あDます。具体的方法については、土光さんの第二臨調の答申 K述べられているわけであタま

ていただきたい。とういう ζ とを要望 して、と の質問を終わります。

0議長(高橋通夫君) とれをもっ て 21の 2、下排水路の整備促進Vてついて再び問う

K関する質問を終わります。( r休憩」と呼ぶ者あ'Q) 

な諮タいた します。議事の都合により暫時休憩いた したい と思います。とれK御異議ありま

せんか。

c r異議左 し」と呼ぶ者あタ〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議な しと認めますo よっ て暫時休憩いた します。

午後 2時 30分休憩

午後 3時 9介再開

0議長(高橋通夫君) 休憩前K引き続き会議を開きます。

2 2の 1、森田市長のつく った違法な給与制度、 「通 し号俸制JVLついての通告質問者、古

賀俊昭君の質問を許 します。

C 1 8番議員登壇〕

いて質問を行います。

去る、 9月 15日、敬老の日でございますが、 ミスタ ー行革とと、臨時行政改革推進審議会

会長の土光敏夫氏、 との方が満 88歳の米寿をな迎えになりま した。とても 88歳とは思えな

いほどな元気であタます。そ して、行革への情熱はますます盛んで、昨年 3月に臨調の最終答

申を提出 してからも 、少 しの衰えも私ども K感じさせませんO しか しながら、いま 、土光さん

を先頭K国民運動と して展開されている、乙の行革K対 して、共産党や社会党などの革新政党

が党利党略から横やりを入れ( rそうだJと呼ぶ者あり) 妨害を繰タ返 しているととは実K

許 しがたい行為であり、また、大変K残念左 ζ とでありますo ( r国民の声だ」 と呼ぶ者あり)

われわれは率直Kとの明治の男、土光さんの真塾左情熱K学ぶべきであると思いますO

私は、まず、最も身近かな地方自治体の行革の実行K取り組み、よく 言われるととろの、行

革草の根運動を積極的K展開を していく立場と視点から、今回も市の給与制度Kついての一般

質問を行うものであ Pます。

昨日の一般質問でも、また、私の前K一般質問を行った方も、臨調行革はけ しからんと言つ

-514- に
J

に
J



すが、増税左き財政再建をなし遂げる Kは行政改革をないてほかK方法がないのであ Dます。

昨日臨調行革の悪口をさんざん並べた共産党の議員の方がいらっしゃいま した。きょうもいら

っしゃったわけであタますが、臨調の委員の中には総評の副議長でもある、自治労の委員長さ

んもメンバーで入つてなタま す。 労働総同盟の副会長さんもちゃんと入つてなられますO いま

申 し上げま したよう K、各界、各方面の専門家、そしてリ ーダーたちが参画しての苦心の作業

K何で難くせをつけるのか全 く理解K苦 しむととろであタます。行革は決 して国民をいじめる

ものでもなければ市民生活を圧迫する ためにやるものでもありませんo (r国民をいじめてい

るものである 」と呼ぶ者あり) もちろん国民攻撃が目的であるはずもなしよりよい次の時

代を築 くためK行うのであっ て、 ζのと とは、 いま生き ているわれわれの義務ではないで しょ

うか。ぜひ、乙の点だけは誤解の左いよう K していただ くために冒頭Kあえて申 し上げたわけ

であります。

私が再三、給与制度Kついて取タ上げてなります乙の問題を取タ上げる理由は、市長はみず

からの責任Kないて早急、K違法左通 し号俸制をやめて、 職務給を導λすべきだ と考えているか

らであタま して、さらには市長K税金の重み というも のを知っ ていただきたいからであります。

( rそうだ Jと呼ぶ者あタ)同時K議会は給与制度の最終決定機関であ Dますから、議会の意

志いかんを明確に して、 給与体系の適性化K向けて取り組むべきだと 、思うからであ Dます。

ζ の通 し号俸の生みの親は、森田市長であタま して、 育ての親も一貫して森田喜美男市長でも

あタます。

との通 し号俸では職務や責任K関係なく 、皆さんすでK御承知でどざいますが部長さんから

一般職員の方まで、どの等級でも同じ額で昇給をする しくみに左つ てなタま す。職務給の原則

を定めてなタます。地方公務員法 24条の規定K違反をするものであって、 ζのととは私が前

回の一般質問のときにも申 し上げま したよう K、国会になきま して自治大臣が国会答弁でもは

っきタとその旨を答弁を しているととろであ Dます。

市長も、助役も、違法とは考え左いと しながらも、前の議会では、市長は市民感情K合わさ

左ければならないと思っている。とのよう K、再考と言いますか検討の意志をとの議会で述べ

られたわけであります。それなら先ほど申 し上げましたよう K、生みの親でもあ夕、育ての親

でもあるわけであDますから、市民みずからがやはD積極的K取タ組んでいただかないと、話

は前K進まない。とういうととであタますo

昨年の 6月議会では、私 ども のとの日野市議会で退職手当を含む日野市の給与制度の是正を

求める決議が議決をされてなタます。もう 1年以上経過をするわけであタますが、具体的K再

検討の作業K入るなつもタがあるかどうか、第 1点目 として ζ れを質問をいた します。 いつま

でも等閑K付すのではなく 、早 くやっていただ、きたいわけでありますので、その市長のな考え

をな聞きをしたいと思います。

それから、 2番目の質問は、給与等の実態の公表Kついてでありま す。自治省は先月 8月17 

日Kいままで以上Kζ まかい審議をするととが、 とれは議会Kないてですができるように給与

費明細書の様式を改めます。地方自治法施行規則の一部を改正する省令の施行を、各地方自治

体K対 して通知をいた しました。

給与明細書、とれは議会K提出をすると とが義務づけられているものであタま すが、改正さ

れた様式では国との比較ができるとと左ど内容がか左タ充実を してきてなタます。

とれは、 きょうは私は知j(tて このとと については聞かな いんですが、 6 0年度の予算案の中K

は ζれが様式と して取ら上げられるのでは左いかと、とのように思います。早ければ 59年度、

本年度の補正予算のとき Kも、との様式K従った内容で給与明細書Kついてくるのではないか

なあ と、 思つ てなDますが、とれは、きょうは置きまして、 ζの改正に関連をして職員給与左

どの内容をいままで以上にわかタやすく 、市民住民K対 して説明をするためK、職員給与等の

公表様式と、職員給与等の公表様式記載要領もあわせて改正をされま した。とれK基づきます

公表を早速£、や!J(f[左つ てはどうか左あと思うわけであタます。その公表の時期はいつどろ私

ども待っていれば見るととができるのか。前回は、 1 1月K昨年発表されてなDますのでその

ζ ろKは£、出しいただいたらありがたいのではないか、 とのよう K考えますO

との住民K対します、給与の公開の様式がかわったという ζ とで、た しかKいままでは非常

VてわかDづらかった。 しか し、 とれまでの基本給等K加えま して、一切の手当を含んだ実際K

支払われる給与額、とう したものもとまか く明示するよう K左つてなタますo

また、部長さん、課長さん、係長さん、一般職員の方の役職別どとの給与も示すようになっ

てなタまして、国や東京都の職員との比較も非常K容易にできるよう K工夫がされているよう

であ Dますo

ζ の給与公表様式で、いつ公表 していただくかそのととを 2番目の質問として台聞きをいた

します。
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3番目の質問は、 とれは是正計画Kついてであタます。御承知の ように是正計画、乙れは、

昭和 57年の 7月で したか、東京都を通じて自治省K提出されてなタま す。 3年間で昭和 57 

年度から 58年、 59年度Kかけてラスパイ レス指数を 115以下K下げる という内容がその

構成K左っている と思いますが、との是正計画というものがいま どの程度日野市では進められ

てきているのか。そのととを具体的K教えていただきたいわけであタます。

と、申 しますのは、いまま での議会で、市長や、とれは助役の説明が主だ ったと思いま すが、

た しか 57年度、 5 8年度Kついては、国が実施を したベアの 3分の 2を日野市でも実施をす

る。そ して3分の 1はつま Dカット をする。そ して、 な卦かつ沼和 59年度、本年度ラスパ イ

レスが 115以下K下がらなければ、下が らない場合は、定期昇給の延伸を考える というよ う

な答弁があった と思いますが、 5 7年度はベアはどざいませんで した。 58年度Kついては御

承知のように固と同じ 2.03のベアを実施 したわけであ Pますので、是正計画が計画どな!)(tL

進んでいないのではないかなあ と、 とうい うふうに思うわけであタます。

自治省、が去る 7月の 4日K公表をいた した是正措置未着手の、手をつけていない団体、 13 

団体というものが公表されてなPます。それ以前K給与制度運用Kかかわる戸別指導団体、つ

まD、是正計画を出した地方自治体が 153あるという ζ とで、指導を受けているというとと

で、 との 153の中で も一向に進ま左い自治体と していま申 し上げま した 13の自治体が今回

7月K公表されてなります。市では 12市、千葉県が我孫子市があタま して、山口県K宇部市、

後は大阪が 1つ河内長野市、奈良県が檀原市、残タは全部東京であ Dまして、八王子市、三鷹

市、青梅市、昭島市、調布市、小平市、国分寺市、そ して、日野市と左つてなPます。 ζ のよ

うに、まだ何もあ左たは手をつけていませんよということで、公表されたわけであPます。こ

の是正計画K基づく対応はいかK左さっているか、 3点自の質問としてな聞きをいた しますO

次(tL4番目、 4つ自の質問でどざいます。今年自治省が 4月Kまとめて発表いた しま した昭

和 59年度、今年度の起債許可方針、 とオLVてよタますと初めて給与条項というものが設けられ

て、給与その他財政支出の状況が著しく適性を欠き 、かつ、その是正のために必要な努力をは

らわない団体が起債の減額、 乙の対象Kなるというととが書かれているわけであタますO これ

は、 3番目の質問とも関連してくるわけであタますが、今年度予定を してなタます、たとえば

市民会館の起債、 5 8年度は、 5，000万円カッ トをされま した。今年度は 10億 600万起

債の予定をしているわけであPますので、との起債の許可というものが心配左いのか、いわゆ

る減額の対象Kなるようなと とはないのかどうか。 ζ れもな聞きをしてなきますが、と Kかく

市で 59年度計画 してなPます起債というものに影響が出左いか どうか。その点を台聞きをい

た しますo ζ れが 4番目であ Pます。

5番目質問をいた します。人事院が先K国家公務員の本年のベ ースアップとれを民間の春闘

相場を上回タま して 6.44、 乙の 6.44 %引き上げるよう K勧告をしたわけでありますが、59 

年度の日野市の賃金の改定については、 ζれも 3番、 4番の質問 と関連を してくるわけであり

ますが、市長はどのように取タ組むような心算でいらっ しゃるのか。ベアの問題をな聞きをい

た します。

それから、 乙れは前の 6月議会、その前の議会でもな聞きを しました。今議会でも質問が出

てなりま したが、現在のとの通 し号俸制が続〈聞は、少〈とも号給問の間差が全く同じである

わけであ Dますから、期末手当、勤勉手当等K管理職手当を加えたらどうかというととでな聞

きをするわけであります。

今議会で助役は中和的左措置と して、考えてもいいというよう左答弁もどざいました。それ

では今年度、 5 9年度、今年度あと支給があるわけでとざいます。とれK問K合わせるととは

不可能左とと左のか。乙の点を 6番目の質問と してな聞きをいたします。

7番目の質問、とれは右側の教育長K最後の質問止してな開きをいたします。

給与制度のいろいろな地方自治体の問題が、新聞紙上でもかまびかしく報道されるわけであ

Dますが、夏休み先生方 K対するプーノレ手当というのがいろいろ話題に左タました。日野市k

bきましては、 ζ の夏休みの子供たちが遊泳をいた しますプーノレK出て来て下さる先生方 K対

して、プーノレ手当というものをどれだけ支給を しているのか。また、支出の根拠はどう在って

いるのか。とれを教育委員会の方にな聞 きをいた します。以上 7点御回答をいただいて、再質

問をさせていただきます。

0議長 (高橋通夫君) 古賀俊昭君の質問Kついての答弁を求めますO 総務部長。

O総務部長(伊藤正吉君) 6点Kわたタます御質問Kつきまして順次な答えをして

まい Dたいと思います。

まず、通 し号俸の関係でどざいますが、 乙れKつきましては制定以来 10年の経過がどざい

ますO 考え方といた しましては生活給K基本をとる、 ζ ういう考え方でどざいます。 26市中、

とういう制度をとってお、pますのは、 1 1市どざいます。そういう形でどざいます。とれは今
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回議会でも公願い している定年制の条例、あるいは、退職金の一部改正の条例、これら Kつき

まして、一応組合とも相当回数を十数回回数を重ねた中で、組合といた しま しては、やは P技

能職Kつきま しては、 63歳が定年左んだ、 とういうととの王張があったわけでどざいます。

そういう主張を私どもの方では組合交渉の中で根気よ く交渉を続けた結果、組合といた しまし

で も60歳定年やむ左 しと、とういうひとつの経過がどざいます。そういう経過を踏まえた中

で、やは D、との通し号俸制というのが出てきた、とういうととが御説明できるかと思います。

それから、給与の実態の構造の件でどざいますが、いま 御質問のよう K、今年度Kつきま し

ては、一応都の方から地方公共団体Kなける職員給与等の公表について、と、 乙ういう ζ との

通達をらょうだい してどざいます。前年K比較 しま して、一応 5項目ばかり追加にな ってなタ

ます。それにつきま してはいま御質問者の方からも説明がどざいま した よう に、昇給期間の短

縮の状況とか、あるいは調整手当の支給内容、あるいは特殊勤務手当、それから、時間外手当、

それから扶養、住居、通勤手当制度、とのような 5項目が新たK加わタま した。 ζ ういう要領

をもらま して、前の 57、 581'[つきま してそれに、さら1'[5項目を追加 した形で 11月 1日

の広報K掲載 していきたいと 、とのよう K考えてなタます。

それから、 3点目の是正計画の関連でどざいますが、御存じのよう K一応 58の人勧Kつき

ま しては、相当の国では 2.03とこういうととで切D込みのあれがどざいま した。それK沿い

まして、日野市でもその勧告を尊重いた しま して、それで実施 しているわけでとざいます。そ

ういうととで本俸につきま しては1.9 5と、とういうとと で給与改定を してなりま す口 乙れは、

ラスの関係もあるんですけれども、若干ラス Kつきま しで も前年度 58年度よタ今年度Kつい

ては下回っているんではないか と、とうい う予想も立てられるととろでとざいます。

4点目、とれは企画財政部の方からな答え していただきたいと思うんですが、 5点目の 59 

の人事院勧告の関連でどざいますが、これKつきま しては国がすで1'[6.4 4 %、とれは前年の

積み残 しを含めま して勧告をされて合タます。通例ですと私の方は、一応都の人事院勧告を見

た上でいろいろ、市長会等がいろいろやりま してそれで具体的左交渉、 あるいは給料表等の作

成、そういうものが実施されるわけでどざいますけれども、これKつきま しては都ではその人

事院の勧告が発表されてなDませんO いまの予定ですと来月の中句ぐらいK左るんではないか

と、 とういう予定でどざいますので、その点Kつきましてその時点で対処していきたいと考え

最後の管理職手当につきま しては、 非常K私 ども 該当 いた しますのでとれKつきましてはま

た、別途K理事者の方からでも御回答いただければと思います。以上です。

0議長 (高橋通夫君 ) 企画財政部長。

。企画財政部長 (前 田雅夫君 ) 4番目の 59年度の地方債乙の市民会館の起債でど

ざいますけれども 、減額Kついての影響があるかど うかというととでどざいますO いま 、台話

がどざいま したよう K、 5 9年度の地方債の許可方針の中K、新たK給与条項がλつてなタま

す。市の対応、のいかんKよっては、影響があるのでは左いかというふう K考えてなタます。

。議長 (高橋通夫君 ) 教育長。

。教育長(長沢三郎君 ) 7番目の夏期プール手当の件についてな答え申 し上げます。

日野市の場合、小中学校 26校全部プーノレをつくっ ていただきま して、 6月の下匂から 9月

の上旬にかけまして使わせていただ‘いているわけでどざいますけれど、夏期休業中を除きま し

て、学校の平常授業の中でプーノレ指導という面での日数?とけをと Dますと、生徒(疋十分詠力を

つけるという面で困難を感じていると、 こういうととで、夏期休業中 ζ の期聞は授業が行われ

さる日と規定されているわけでどざいますけれど、一応希望者を集めてプーノレ指導を行ってい

るJ その際指導を していただく先生ですね、 ζの先生方にあ、願いを して、一応謝金という形で、

1日3，900円支払 っていると 、こういう現状でどざいま す。 以上ですO

0議長(高橋通夫君 )

o l~番(古賀俊昭君 )

古賀俊昭君O

市長から全然、な答えが左かったんですが、通 し号俸、乙の検討

ます。

Kついては、いま総務部長のな話では組合との交渉の中で、つま D、定年制の条例をまとめる

K際 して話 し合ったとき K、通 し号俸の話も出てくるように左 ったとい うよう左な話であ Pま

したc 議会、で議決を先ほど申 し上げま したように日野市議会の意思止して給与条例も見直 しな

さいと 、地方公務員法 24条K済合するよう左形、つまタ職務給の形K改めるべきだという議

決を しているわけであ Dます。

いろいろ問題が出てきているという認識では市長の方も 、私どももちろん指摘をしてなDま

すから、同じなんですが、やはD具体的K作業に着手 していただかないと、 とうした問題は議

題に上げて、つま D、テーマと して取 D上げてもかなタの時間がかかるだろうと思います。で

すから市長みずから ζの問題K対する取タ組みを 6月議会のときは承ったわけであDますo 今

議会、いま 、との通 し号俸Kついて、 乙の再検討についてどのようなあ、考えを台持らKなって
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いるか、市長から台間かせをいただきたいと思います。

それで、先ほど、 とれもまた共産党の議員の方が、事務次官通達、局長通達ですか、何か役

所の通達を出してきてなられましたのでとの給与についても同じよう K通達というものがあタ

ますので、ととで御紹介をしてなきたいと思います。もちろん給与等の担当の部長、また助役

等はとっく K御存じであタましょうが、再三にわたって出されてなPます事務次官通達、地方

公務員の給与の適正化について、 ζ ういうものが 55年 9月26日K出されているわけであり

ますO ζれによタますと 、いろいろ書いであるわけでありますが、給料Kついてはとう し左さ

い、という通達であタます。標準職務表K済合 しない等級への格づけいわゆる 、わたタを行っ

ているもの、その他、日野の場合はその他K入ると思いますが、実質的K乙れと同ーの結果と

なる標準職務表、または給料表を定めているものKあっては、 とれを是正するとと。 ζ ういう

通達が来ているわけであタます。との通達、 もらろん御承知?とと思います。議会も議決をする。

そ して市民の考え方、また現在の風潮というものもわかるというととはよくなっしゃっている

わけであタます。このような通達も現K自治省から出てなPます。具体的に市長、 とういう通

達も来てなDますから、具体的在、との通 し号俸是正に向けてのあ、考えを、現段階でのな考え

で結構ですからな聞かせをいただきたいと思います。

それから、 との 2番目の質問をいた しました給与表の市民K対する公表の問題であタます。

ζれは、か左タ今度先ほど申 しましたよう Kわかクやす〈在るわけですO 通知の中Kは、地

方公共団体Kないては、公表の趣旨K沿って職員給与等の実態がよタ多くの住民K理解されや

すいものと在るよう一層の努力を払われたい。乙ういうふう K書いてあタます。

1 1月Kはとれに基づいて公表したいという ζ とでありましたので、それはいいんですが、

ζの中K、いろいろその後、記載要領というのが別紙でついてなPまして、との、自治省が決

めてなPます。今回決めました様式Kプラスを してそれぞれ地方公共団体tてないて公表の趣旨

K沿って記載事項、または、表、グラフ 、とれらを追加するとと等によ夕 、積極的K創意工夫

すること、とう左って企タます。との様式Kとどまるだけでは左くて、積極的Kいろいろ頭を

使って、さらK自分たちでいろいろアイデアを出してみなさいというととが書いであるわけで

あります。

私は、乙うした指摘も最後の方についているわけであ Pますので、との様式を見ますと、た

とえば最高の退職金の金額とか、また、固との比較等Uてないて、若干らょっとわかり K くいな

というととろも個人的Kは私思うところがあるんですが、さらKとの様式Kプラスをしまして、

創意工夫をされたらどうかと思いますので、そう したな考えがなあ Pかどうかな聞きをいたし

ます。

それから、 もう 1つ、とれは総務部長K釈明と言いますか、現時点でどう左のかという乙と

をな聞きするんですが、私は前の、去年の第 3固定例会でも質問をいたしま した。そのときに

との給与の公表Kついて、自治省が定めた様式K従って日野市は公表してないではありません

か、 というととで、その理由を聞いたわけであります。内容は、私どもが 1番知Dたいと思っ

ている、 ちょうど、いろいろ退職金の問題が話題K左ったときであ Pましたから、実際Kはど

のくらいの額を職員の方がなやめK左ったとき K、勧奨退職、また、普通退職、そうした場合

Kもらっているだろうか、 というととを市民としては知タたかったわけであタますが、赤松助

役は退職を左さいま した日野でも 4，000万円以上の退職金が出ました昭和 56年度、また、

5 7年度の退職金の勧奨退職です。 ζ の平均 1人当たりの支給額が自治省、の様式では書き左さ

いとなっているんですが、 とれがどういうわけか落ちていたので、なぜかとな聞きしたんです。

とのときに、伊藤総務部長は、 との年度については、その後国の方の支給の額が公表されてな

PませんO それから都も公表されてなタませんので、比較するものがあ Pませんので日野市で

は除いた。とういう回答をされました。

そして、私が、いやそん左 ζ と左いだろうというととで、さらにな聞きしたんですが、さら

陀ですね。先ほど申し上げるよう左形で、事務担当の方も全部調査した結果、 ζ ういう形でと

とでな答えするわけでどざいます。以上です。ととう左つてなPます。きらにですねO そのと

とで職員課長もとれは当時長谷川さんでどざいますが、 この議場にいらっしゃいまして、部長

が勧奨退職の給料公表の中でし左かった問題等の内容を御説明したとなDで、 らょっとその時

点で別K他意はどざいませんので、私の方も載せて、乙れは後から載せますからというととを

私聞いてあ、りましたから、後は載せますという ζ とで職員課長も別K他意は左かっ 7とんだと、

ただ部長が言うように、国や東京都の比較する数字がなかったから載せ左かったんだと、いう

旨の答弁をされたんですO 私はその後いろいろ調べてみまして、答えはそうじゃ左かったわけ

ですねO だから申し上げようかなと思ったんですが、今度様式が新たKかわるというととです

ねo 本会議場できらんと 、事実はどうであったかというととをやはタ残して合きたいと思いま

したので、ととでとの問題をらょっとふれさせていただいたわけであ Pます。
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国は大変複雑な給料表を使つてなタますので、 57年度だろ うと、 56年度だろ うと、国は

もともととの額は一切公表は してなタませんO

ですから、 ζれはよかったa ととろがですね。 東京都Kついては公表 していたんですね。と

れは 56年度の 1人当た タの総平均実支給額は普通退職で 18 4万円、平均勤続年数 7年 8カ

月。 勧奨退職で 2，7 1 9万円、平均勤続年数:30年 6カ月、とういう ふう K左つてなPます。

何K公表されていたか、と言いますと、私どもの自宅K毎月送られてまい Dます、 Hみんなの

とうきょう H というやっKちゃん と載っていたんですO いろいろ問い合わせ して調べたけれど

も、職員をあげて調べたけれども 、東京都も公表 して なかった という ふう K沿っ しゃったんで

すが、事実は東京都も とのよ うにきちんと、 55年度もそ うです。 56年度、 57年度、 58 

年度、ずうっと公表 してきてなタま すO

当時、との ζ とがなわか kJ(I[なら左かっ たんだ と思う んですが、私の言っ ているととが誤 D

では左いか、いや、そうじゃ左かったんだという何か当時それ左 Pの理由があれば、との機会

Kな聞かせをいただきたいと思います。

それから、3番目の質問、とれは是正計画のと とを企聞き しましたがよくわからないんです

ね。 59年度Kついてはラスパ イレス指数が幾つにな っているかというととがわからなければ

答弁が しづらいのかもわか りませんが、先ほど部長がなっ しゃいましたように、基本給では確

か(1[1.95のベアの実施がされたわけであタますO とれKよって、 5 8年度の、それではラス

パイレス指数、現在、 1番私どもが新 しい数字と して知タ得る指数は、一体じゃ幾ら左のかと

いうととを教えていただきたい と思いますO

それから、 4番目の再質問ですが、起債の許可方針K今回給与条項が加わ ったとい うととで、

いろいろ市が予定をしている事業K影響が出るのでは左いかというととで、ひとつ、市民会館

の例をとっ て金聞きを したわけでありますが、部長は影響があるだろうとい うふう Kなっ しゃ

いま した。

さらに一段と厳しく運用するということが自治省で決められました。とれは、従来、たとえば

市民会館のような、いわゆる箱物だけに限っていた、市民会館だけに限 らず、たとえば、美術

館 とか、そういうものも 、博物館とか、庁舎をつくる場合にはそういうものも入ると思凶ます

が、そうした箱ものた、けではなくて、いわゆる、社会資本を充実していくための公共事業、つ

まP、公園とか道路 ζ うしたものK も地方債の起債を制限する対象を広げていくんだというよ

う左内容K左っ ているよ うであ Dます。とすれば、今回 59年度の予算がいま執行されている

わけであ Dますが、たとえば 59年度の道路関係の予算、特K、私がと ζ で企聞 きいた します

のは、前回 3月議会でもち ょっと ふれま したが、 5 9年度下水道債、 7億 2，020万円予算が

計上されてなタます。 ζ れは補助介、また、単独分と分かれてなタますが、南多摩処理区公共

下水道管の埋設K伴う予算であります。と の単独介の 3億 80万、 とれらのものKついては影

響が左 いのかどうか。共産党の議員団長まで公共下水道ができ左いので側溝や水をと Kか く何

とか してくれという のをわざわざ本会議場の議場K立っ てやっ てなられる。さらにですね、下

水道事業の建設が遅れる というよう 左ととに左 Pますと 、大変 70年の計画完成年度というの

は、 もう達成は無理左わけであタますがさらに遅れるととに左っ てしまう 、ですから下水道関

係の予算を含めた中で、市民会館以外の公共事業等Kついて、起債制限の影響がどの程度考え

られるかどうか、その ことをな聞きをいた します。

それから、 5 9年度の、今年度の、ベースアップの ζ とKついては、 とれは先ほどの回答で

結構でどざいます。

6番自に質!笥いた しました管理職手当の取り扱いKついてですが、今年度については突然K

やるというととは無理でありま しょ うが、ひとつの考え方と して、いまの給与表Kよれば 1等

級からどの等級を見ま しでも 同じ間差で しか昇級 していか左いわけであタますので、そう した

配慮 というも のも今後検討 していただきたい。 ζ のよう K考えるわけであタます。

最後は、再質問教育長Kついてであタますが、プール手当の説明をいただいたんですが先生

方は夏休みというのは原則としては左いわけなんです。子供たちは夏休みはあタますけれども

先生たちにはいわゆる子供たら と同じような意味での夏休みは存在 しない。ですから、 8月で

あろうと 7月であろうとち ゃんと給与は保障されているわけであ PますO

その給与が保障されている中で休みでもない。であれば子供たらの水泳の教室とか行事、 ζ

うした泳ぎを覚える 、また水泳の上達K手を貨すというととは、あくまで先生方の職務の範囲

今度の起債K対する自治省の考え方というのは非常K厳しく左ってきているわけです。つま

り給与を適正な形K是正をする。そうした努力を怠っ ているととろKついては、いままでのよ

うK簡単左注意処分程度では終わタませんよ、というのが、 ζの内容であ PますO そして、今

年の 7月K、地方公務員のとの給与の問題Kついて、先ほどもらょっとな話が一般質問で出て

なPま したが、臨時行政改革推進審議会の地方行革推進小委員会、 ととの提言を受けまして、
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0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君 )

助役。

再びの御質問でどざいます。私の方からできるだけの公答えを

す。民間へいった方が画定給も高いし、毎日のよう K残業残業という ふうな ととで大変稼げる

というふう左状況の中でのひとつの産物定、ったわけでどざいまして、そういうふうな状況の中

で、前の古谷栄市長当時から組合からの要求、要する K制度的な要求もあったでしょうし、賃

上げの要求という形でもあったわけでどざいますO そういうふうな形の中でどざいますけれど

も、市長もたびたび申 し上げて台るわけでどざいますけれども、時代というものが大きく変わ

ってきてお、るわけでどざいます し、 それから公務員法の 24条とのかね合いの問題も出てくる

わけでどざいます。乙れらKつきましては、はっき夕 、具体的K是正の手続をとるべきだとい

うふう K考えてなるわけでどざいますけれども 、職務給というとと K左Dますと、 要する K職

務の内容とか、責任、あるいは困難性、と ういうものK立脚 したととろの給与体系をつくり左

さいというのが 24条でどさいます。私考える K、今後との給与体系を考えていく場合K、事

務職は事務職止 しての要する K責任左夕 、困難性というものを、職務給と して考えていしそ

れから労務職Kつきま しで も、労務の要する Kひとつの困難性、そういうふうなものを、 きっ

し勺困難性というものも考えてい〈必要があるんではないだ、ろうか。そう凶うふうなものK立脚

して、 やはタ今日の給与体系というものを考えていくと 、そう大き左懸痛のある、要するにも

のが給与金額と しては大きな懸隔があるわけでは左いんじゃ左いだろうか、問題は制度として

の給与号俸と いうものをもっと合理化していく必要があるんじゃ左いか、とういうふう左面で

組合との考え方、交渉を進めていきたい。とういうふう K考えてなるわけでどざいます。

左台、 2番目 Kつきま しては、総務部長からな話がとざいましたように、 8月17日で給与

明細表というものを議員さんK予算書を御説明申 し上げる際の給与明細の様式が大きく変わっ

たわけでどざいます。それにつれま して、毎年市民VCl回以上公表し左さいというとと K在っ

てどざいますのが、自治省の事務次官通達の中K公表様式としてあるわけでどざいます。今回

はそれも改正Kなりま した。それで御質問KどざいましたそれだけKとだわらずKプラスして

生きた、要する K公表と して考えろという乙とでどざいますO 有効なものがあれば検討して加

えていきたい。乙う思うわけでどざいます。

それから一昨年からの同じ公表の際K、園、都の公表数値が退職金の中Kなかったわけでと

ざいます。乙れは、 うそを言いま して市の方を、公表したくないから、東京都がなかったとい

うととではどざいませんO 職員課の方でそれ相当の手を尽くしましたけれども 、その時点では

まだ公表数値が得られなかったというふうなととで、公表できなかったわけでどざいますO と

内では左かろうかと、思うわけであります。

ですから、いろいろな自治体では工夫を してなDま して、 日野市ではいま謝金と して出 して

いる。たしか予算書Kもそういうふう K出ていたと思います。非常に苦 しいやkJ< kJを してい

るわけですc 先生方の場合Kは、いわゆるアノレバイ ト等は禁止をされているわけであタますか

ら、とれらの公務員法の特例法に違反をするアノレバイ トはできないわけであタますので、謝金

というような形をな とりK左っ ていると思いますが、やはり先生ら ょっとずるいよ 、 と言うよ

う左考えもなきに しもあらず、今後との制度についてはどのよう K取 D組んでωかれるのか。

と申しますのは、東京都は、やは Pとれはなか しいと、とう したものKプールの指導の手当を

支給するのは、東京都と しては改めるべきだということで、すでに水泳指導の補助金というの

は、支給の根拠が薄いというととで打ち切 っているわけであります。東京 23区のどとかの自

治体でも同じようにやは夕 、乙れは、 ちょっ と教育の場でこういうととは好ま しくないという

ような ζ とで、廃止を した区もあるようです。今後、どのような取 D組みを、 もう今年の夏は

終わPま したが来年についてはな考えに左るのか、その点を再質問止 してな開きをいた しますO

申し上げたいと思いますO

まず、第 1点でどざいますけれども、とれは言いわけというふう左 ζ とではどざいませんo

通 し号俸制が導入されま した当時の状況をひとつ御説明申 し上げま して、 その上での考え方と

言いますか、あるいはその時代というものから生まれてき たというふうな面についてな話申し

上げたいと思いますし、な答え申 し上げたいと思います。 48年K導入したわけでどざいます

けれども、ちょうど第一次オイルショックというふうな時代でどざいますけれども 、その前の時

代というのが昨日の一般質問の中でも竹ノ上議員の方から話があったわけでどざいますけれど

も、森田市長の前の市長さん時代からもそういう話が面々と続いてきているわけでどざいますO

と言いますのは、昭和 40年代後半と言いま すのは、 1年K市税が 25 %あるいは 30%とい

うふうな大変左状況の時代でどざいま した。ちょうど私が市民部長をやってなった時代でどざ

いますけれども、そういう時代K、単純労務の職員というものの雇用というのが、なか左か民

間企業Kヲ|っ張られま して、市役所への就職というものに入ってくる人間が少ないという状況

の中でのひとつの給与体型というふうなととで生まれてきたという事情があるわけでどざいま
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れは、普通会計と しての補足でどざいま すので、都庁なら都庁全体と しての数値ということで

は左〈て、普通会計的左とらえ方というふう左と と等ででき左か った面もあるんじゃないかと

思います。いずれにしま しでも 、議員さんのな っし ゃるととよくわかるわけでどざいます。そ

ういうわけでどざいま して、今後は手を尽く して公表するというととでとざいますけれども、

今年の場合Kは公表数値が国からも都からも得られ左かったという面があるととだけは率直K

な受け取タいただきたい、 とう思うわけでどざいます。公表 しないという意図のもと Kゃった

わけではとざいませんO

それから、 3番目の是正計画でどざいます。なっ しゃるとな!J5 7年は国家公務員も地方公

務員も人勧でゼ ロ人勧 と言いますか凍結という ζ とでどざいますので、なかなか是正計画の進

これは一般職だけでどざいます。(rインチキ、ラスと言うんだよ」と呼ぶ者あ!J) そう

いうととでどざいますO

実砲方 Kつきま しては、 59年度さらK上回る努力を していか左ければならんと、とういう

ふうな状況でとざいますO

それから、起債の許可条件Kついては、企画財政部長が申 したよう K、給与条項というもの

が新しく変わったといいますけれども、昨年度危慣してなったわけでどざいますけれども、非

常K厳正な気持で対処 していくとい う考え方でなるわけでどざいます。 市民会館への影響等も

十介考えていかなければならんというととで、最大の努力をしていくと、乙ういうふうなとと

展というのがなかったわけでどざいます。国の方も要する Kベアゼ ロというととでどさいます。

5 8年Kつきま しては、東京都は 4.5%の人勧を実施 したわけでどざいますけれども 、 26 

市になきま しては大変努力の上で国並みの 2.0 3の要するにベア改定、要する K経済閣僚等の

中で決められてまい Dましたところの値切タ人勧で承知 してもらったというか、交渉を してき

たと、 とういうふうな努力を してき ているわけでどざいます。

今年Kつきま しては前々から、 57年 Kいろいろと人勧を実施する場合Kはそれを 3分の 2

程度Kとどめて、要するに値切って実施するとか、要求を在るべく引き伸ばすとか、初任給の

調整をするとか、いろんな是正計画というものを日野市で考えてなるわけでとざいまして、東

京都へも提出 して£、るわけでどざいます。乙れKつきま しては、 ラスが 115以下K在る東京

都以下K左る努力と しての是正計画でとざいます。これKつきま しては、今年、やはタ最大の

努力を図っていく必要があるわけでどざいます。後出てまいります起債の許可、給与条項、 ζ

ういうものとのからみもあるわけでどざいます。

それから日野市の 59年度のラスでどざいますけれども 、公表するほどまだ しっかタ した計

算ではどざいませんけれども、職員課の中で計算したものでどざいますけれども 、大き左改善

が見られた、と、 115以下というととろにもう一歩というととろでどざいます。 11 5.4と

いうふうな数値が大体努力と して見られるようでどざいますO

1 1 6. 1とか 2とかいう 訟とと しは 116.3でどざいま した。そういう状況から 1ポイン

ト近く 差があるとい うふうな状況でどざいます。そういうふうな(r現業入っているのか」と

呼ぶ者あタ)

でどざいます。

それから、 59年度のベアでどざいます。 59年度のベア Kつきま しては総務部長が言いま

したよう(f[6.4 4というのが 8月の 10日K国家公務員の人勧と して発表Kなってなる わけで

どざいますけれども、官房長官のな話ですと 、やはり値切り人勧と、何年かの要する K計画の

中でとの積み残 しを解消していくとい うふう左状況K在るというふう左空気のようでどざいま

す。

東京都Vてなきましでも、昨年は 4.5、国家公務員は 2.03でどざいましたけれども 、4.5を

実施 してなります。 積み残 しが少左いわけでどざいます。大体、 3ポイン卜ちょっとというふ

う左勧告になるかどうか、 1 0月の半ばKは都の人事委員会の勧告がある わけでどざいます。

そういうふう左情勢を踏まえて、さ っき言いました要する K是正計画というものが市独自で

はあるわけでどさいますので、とれKつきま しでも 厳正左対処を してい くというふう左考え方

を持つてなるわけでどざいます。

それから管理職手当 Kつきましては、冒頭石坂議員さんから質問があったとと等同様でどざ

います。ひとつの中間的在要する K手段、考え方として検討すべきだというふうに考えて£、る

わけでとざいますけれども 、管理職と言いましでも職員全般に影響する問題要素等もどざいま

すので、検討させていただきたいというよう左形で石坂議員さんの質問K対してもな答えをし

てなるわけでどざいますけれども、とれにつきましでも早急K問題とも考えられますので、検

討させていただきたい と、 乙う思うわけでどざいます。以上でとざいます。

。議長(高橋通夫君) 教育長。

。教育長(長沢三郎君) ;h~答え申し上げますO 古賀議員さんから御指摘のと企 D 、夏
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期休業中というのは子供たちの休みであっても先生方も休みでは左いと 、とれは、確かK日曜

とか祝祭日と違いまして、勤務を要せざる日というのではないわけですから、先生方も当然夏

休み期間中と いえども勤務をする義務があるわけです。

したがっ て、休み中でも給料が支給さ れていると、そのと なタです。ただ、教職員の場合、

教育公務員特例法、 1 9条、 2 0条の中K、研修の義務が義務づけられていると、こういう観

点から、 ζの研修という問題Kつきまして、授業K支障の左い範囲で所属長、と の場合は校長

ですが、許可を受けて、職場を離れて研修をする乙とができるという規定が、教育公務員法の

中K載っている関係で、相当数の先生が夏休みの期間を利用 して海外研修等 と言 って海外へ出

かけて行かれる先生方も相当数いる乙とは事実左んです。

一方ではそういう先生を抜かしま して、乙ちら K残 っている先生方 Kプーノレの指導をな願い

するというよう左面もあって、とれは、確かK昭和 53年までは東京都が補助金と いう形で、

1，000円程度の額でどざいましたけれど、プールのこの指導 という ζ とで、補助金を出 して

くれていたと、 54年から、先ほど御指摘のよう K根拠が薄い ということで、 東京都の方の補

助金は打ち切られたわけでどざいますけれど、 23区、 26市とも 長い間の慣習と いう乙とも

ありま して、その後も夏期休業中Kプール指導を して凶ただけるその先生方 K対 して、 区費で

それぞれ予算を組んでいろいろ謝金、その他の名儀で支給してきている。 26市の場合 も、最

低 1，800円から最高 4，5 0 0円ほど 26市全部 とのプール指導手当みたい左ものが各市でも

支給されている。と、今回確か(rC23区の方 では住民監査で、 ζの先生方のアルバイト禁止と

言いますか、兼業禁止の問題とからめて一方で給料をもらい左がら、片方でプール指導手当、

そういうものを受け取っ ているのはなか しいじゃ左いかと、乙ういう住民監査が出さ れてなタ

ま して、 乙の問題Kつきま しては単 K日野市だけの問題でな く26市共通の問題でどざいます

ので、都市教育長会等でも十分乙の問題Kついては検討 して、 60年度以降の問題についての

対応をまとめていきたいととう考えてなタますO

ま しょう か、そういう形で受けとめたというふう K記憶があるわけであタますが、それKいた

しま しで も、こ り信頼、いわゆる人間信頼の給与体系 というととで当時かなり評価をされてい

た、そういう状況があbます。そのと とには、御承知の と企夕、都下の有力市の 10以上K及

ぶ市もそういう体系を採用いた してなタますし、当時C私どもの市議会でも批判もあったとい

うことではあ bますけれども 、 ともかく議決事項であタますから、当然議決なしK行えるはず

も左いわけであタます。いま、いろいろ左意味で、行政改革、あるいは財政の見直しという関

係から考えますと、先般もな答えをいたしましたとなり、当初の評価と 、それから現在の社会

評価Vては変化もあるわけであ Pますから、それなりの対応は考え左ければ左らないととのよう

K申 し上げてなきます。

そういう観点K立ちま して、乙れからますます行政の内部的な機能化、あるいは職員の士気

の問題、 乙れらも合わせまして十分検討しなければ左ら左い課題と左って直面をしてきている

と、このような認識でなDます。

いずれ、いま質問もありま したいろいろな是正計画というととにつきましでも 、深刻Kつめ

てまいら左ければなら左い課題であります し、それ らの中で、 ζ の謀題にも 十分取タ組んでい

か左ければ左ら左い、こういう立場であタますととを志、答えをしてなきたいと思います。以上

です。

0議長(高橋通夫君 )

o lS番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

前回、 1年前、また 6月議会、前の議会ですが、そのとき K比

べれば多少市長の認識もどく少しであタますが前K進んだのか左あというような気もいたしま

す。

ぜひ、いまな っし ゃった答弁の内容が、実行K移されるように期待をしてなきたいと 、 との

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市 長(森田喜美男君 ) 職員給与K関 します当面の問題K関する質問Kつきま しては、

一応助役の方からな答えをいたしたと思つてなタます。

特 K、質問の中の一番のポ イン卜 かも しれませんが、いわゆる通 し号俸と言われる給与体系

の問題でありますO とれの情IJ定Kなった経過等Kつきま しては、私も前からの引き継ぎと言い

ょう K思うわけであタます。

それから、私再質問で、起債のことでな聞き しました。具体的K市民会館が影響あるという

ととはわかったんですが、下水道の南多摩処理区の公共下水道管の埋設Kついては、懸念はな

いのか、その点だけらょっと確認をしてなきたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 企画財政部長。

。 企幽財政部長(前田雅夫君) な答えをいた します。先ほど、地方債の許可方斜の

内容を昨年と今年Kかけま して若干振れたわけでどざいます。それから考えましでも 、本年の
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方が、起債制限の、対象の、いわゆる拡大であるとか、あるいは制限の強さとかとういうもの

はやはタ今年の方が多いのでは左いかという認識を してなDます。

からどらんVてなっ ても、納得 しがたい、納税意欲を失わ しめると言いますか、そうした要素を

多分K含んで¥i)るわけであ Dますので、今後さらなる取 D組みを重ねてあ、願いを してなきたい

ただ、具体的にどういう起債についてどうなるかというとと Kついては、現在ではわかタま

0議長 (高橋通夫君)

o lS番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

と忠、います。

乙とでちょっとですね、納税者の立場から市民がどういうふうにいまとう した問題を考えて

いるかということで、正確な数字ではあ Dませんが、ひとつ参考K していただければと思いま

して 申 し上げますO 市民が苦労 してひたいK汗を して働いて税金を納めるわけであタます。そ

してたとえば市長はいま 、交際費と して 330万円の交際費を使つてなられるわけですが、 と

の 330万円の税金を、 もし市民が納めようとすれば幾ら売 D上げをしなければならないか。

これをちょっと計算をしてみたいと思うんです。企業ですから、いろいろ差はあると思います

が、利益率を 5婦と 見ますO そ して税率をいろいろな税金もろもろ含めて 60%かかるとしま

して、 売 D上げは 1億 1，000万円、 1億 1，000万円の売り上げが左いと、 330万円の税

金というのは納め られ左いわけです。そのくらい多額のな仕事を左さっている方は努力をなさ

って税金というものを納めて台られる。乙ういうととであります。昨年度の退職金最高は、

3， 6 8 0万円であ Pま したが、とれも 同じよう K考えてみますと、 12億 2，600万円、とれ

だけの売 P上げがないと、税金として 3，6 0 0万円は入ってと左いわけであタます。との税金

というものの重みをかみ しめていただきたい。乙ういうととで参考までK申し上げました。

やは夕 、給与制度というのは、市民の皆さんがどらんK在っ て首をかしげたく左るよう左不

合理左面、不自然、左面があったら改めていかなくちゃいけ左いわけであ Dますので、いささか

着手が遅れたかなあとは思うんですが、市長が市長車K、著f多左市長室か らどらんK在るとよ

くお、わかりに左ら左いかもわかタませんが、市民がいつまでもなと左しい羊ではないというと

とをととで申し上げてなきまして、質問を終わらぜていただきます。

せんO

起債の制限も当然、波及 してく る可能性もあるというふうに考え

られるわけですから、と の給与是正の措置が遅れるとと Kよって市民が不利益をとうむること

のないように、適切な対応をやはり急いでやっていただきたい と、と のように考えます。給与

というのは大変むずかしいと思うんです。民間とは違いま して、規模とか、事業の内容等Kよ

って訟のずから決まっ てくるものが左いわけですので、大変適正化と言 ってもむずかしい面が

あろうかと思いますが、現K、通 し号俸から職務給を導入 している自治体も出てきてな Pます。

ですからやは夕、その方の持っ ている知識、熟練度、また、責任、仕事の内容、そう したもの

を勘案して給与というものは決めていく 、職務K対する給付でありますから、やはりそれが基

本にあって初めてその後K年齢給的な考え方、生活給的左考え方も力日i床されるというととはあ

って もいいと思いますが、やはり 、基本はきちんと していただか左ければ因ると思うんです。

イ可歳で市役所K就職 して、何年間勤務 したかというととによってだけ、給与表の位置が決まっ

てく るというのは、どうもなかしいわけであ Dますので、との是正Uてついての取 D組みをさら

K手伝願lρ してなきたいと思います。

それから、給与表の公表Kついてはさらに傑式K乙だわる ζ と左〈 、いろいろアイデアをし

ぼってみたいというな話もあタま したので、ぜひな願いを したい。とのよう K思います。

プーノレ手当の件は、やはタどうも堂々 と、 ζれは私当然もら っていいんだというような形で

先生方がやはタ受け取れない状況があるわけですので、教育現場で何かとそとそやるようなと 。議長(高橋通夫君 ) とれをもって 22の 1、森田市長のつ〈った違法左給与制度、

とというのはあまりふさわ しい ζ とではないと思いますので、 26市、また、そうした会合等

では、そうした話題が出ましたらですね、ひとつ、いま御答弁左さいま した線K沿って、ひと

「通し号俸制 JVC関する質問を終わりますO

次に 22の 2、小学校、中学校レてなける 「主任制度」の正常化K努めよ。 Kついての通告質

つ見直 しの糸口でも見い出していただければ、と思いますO

私は最初、市長K対 してですね、税の重みというものを知っていただきたいと、 とういうふ

うに申し上げました。通し号俸制と呼ばれるいまの給与制度は、やはタど ζ かなかしい。職員

の方々 K対しでも士気K悪い影響を与えかねない、そう した面がある し、 また、市民の皆さん

問者、古賀俊昭君の質問を許しますo

o 1 S番(古賀俊昭君) 主任制度について台尋ねをいた しますO

いま教育というのは国民全体の強い関心が集まっているととろであ Pまして、先般の臨行審

の設置などはその象徴的なできどとだろうと思います。私たちはもとよ夕 、教師を初めとして、
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教育関係者の責任、とれが今日ほど強く問われているときはないと思うわけであ Pます。また、

学校Kなける教育活動がたとえば沈滞を して教師の中K積極的な教育意欲K欠ける者が多くな

っているのではないか。また、子供たちのととよタも組合運動K熱中している教師が多〈左っ

ているのでは左い吃ろうか、というような批判も父母の声と して出されているわけであタます。

塾が隆盛をきわめている乙ういう事実をもって しましでも、学校教育の実態K対する父母の皆

さんの不信感がある面ではあらわれていると 、言えるわけであタますO 学校がとう した父母の

不信を取タ除いて、子供たちの能力を導き出してやる、その能力を高める役割を果すためK教

師が、学校の先生方が教育K専念できる条件を整え、学校Kなける教育活動が活発K行われる

よう Kするために、組織をつくる必要が生じてきた。そとで、先がけて実，抱されたのが主任制

度であるわけであタます。とうした主任制度、つま P学校の組織を充実させようと いう乙とで、

先取タ して実施をされたとの王任制度、いろいろ左面でその趣旨が徹底してい左い面がある。

とういうととできょう質問をさせていただくわけであ Dます。

学校の校長先生、また教頭、主任、とう した方が連携をと P左がら管理、運営を左さって活

発左教育活動K役立たせる、環境をつく っていく 、 乙の制度の定着なく しては、学校の正常な

管理運営というものもいろいろな面で支障を来た して くるという乙とでありますので、いま障

害になっているものを除去するためK、ぜひ教育委員会でも積極的K取タ組んでいただきたい、

と思うわけであります。

主任制度は昭和 50年 12月の文部省令交付Kよって実施されま したが、今日まで 9年経過

を しているわけであタます。東京都は昭和 53年 10月から実施を して今年 6年目を迎えておも

タますO ζれは関係法令いろいろどざいますO 学校教育法の施行規則、また東京都公立学校の

管理運営K関する規則、日野市では日野市公立学校の管理運営K関する規具IjVCよって学校の適

正で円滑な運営を期するためK乙の主任を置くというととが決められている。そして、 もちろ

ん手当が出されるというとと K左っているわけであ Dます。ですからとの王当手当は、主任の

職務の重要性K対 して支給されるものであって、いわゆる人確保、人材確保K基づいて、教員

給与をさらK優遇 していく、 そ して教育に専念してもらいたいということで、教員給与の優遇

措置の一翼を担っている制度であ Dます。

質問をいた します。現在、日野市の主任制の実施状況はどう左のか。つま D、順調K選任が

行われているかどうかな尋ねいたしますo

2番目 、主任は学校長が決定する乙と KなっているわけであPますが、聞くと 乙ろKよDま

すと、組合がとの人事K介入を して、 輪番で、つま D回 P持らでその方の能力とか、その方の

いろいろ左特性というものを無視 しまして、主任の輪番で出ていくというようなクースもある

というととを聞いてな Dます。実態、はどうなのか。つま D適正な人事が行われているかという

ととをな聞きをいた しますO

3番目の質問をいた します。それぞれの主任個人K支給されてなDます、主任手当というも

のがとの日野市K沿いても拠出されて凶るというととを灰関するわけであ Dます。日教組が主

任制を形該化するためK行っているいわゆる拠出戦術、つま D拠出闘争と呼ばれるもので、そ

の状況は日野市の場合Kはどう在っ ているのか、拠出の金額、拠出人員、また拠出金の使い道、

ζ うしたものについてな尋ねをいた します。

最後K、主任制K反対 しているのは学校の先生方の一番大きな教職員団体である日教組であ

るわけですが、日教組は運動方針の中でとの王任制Kついてどのよう K取 P組むと規定を して

いるのか。簡単で結構ですので御説明をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) な答えをさせていただきます。まず、最初に主任を選出して

いる状況これはどうか。と、先ほどな話の中にどざいま したようにとの主任の問題Kつきまし

ては、日野市の公立学校の管理運営規則、乙の中で主任は校長が当該学校の教諭をもって当て

るものと し、 ζれを命じたときは委員会K報告し左ければなら左いと 、とういう規定K基づき

まして各学校で学校長の方から主任K適任な人物を命じてその報告を毎年 4月K教育委員会の

方K提出 してきて なります。出されてv.る名簿そのものの中では一応経験年数があ夕 、学校全

体の状況を一通D掌握していると、そういう先生方がほとんどで、輪番制で、との次はだれだ

というような形で出されてきている状況では左いと思います。

ただ、ζ の主任を選任する際K、学校長の方で一応校内の管理運営全体をまとめて凶くとい

う状況の中から、先生方の意見も聞くという部面はあるというととは聞いてなDますけれど、

最終的Kは校長の責任K沿いて命じ、教育委員会の方へ報告してきていると、 こういう状況で

どざいますO

2替自の主任手当の拠出の実態、これはどうか。と、現在小中学校で主任K任命されている

職員は、小学校K1 5 5名、中学K54名、合計 209名な Pますo
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との主任というのは教務主任、あるいは生活指導主任、保健王任、あるいは学年王任、そう

いうような方々が一応王任とい う形で命じられて、主任手当というものが支給されているわけ

でどざいますけれど、 との主任手当というものKつきま しては、給与の一環と して、 給与と同

時に御本人K、主任を命ぜられた方の給料の中K一緒K左って支給されているので、受領拒否

とか、そういうようなととはもちろんあ D得ないわけです。

ただ古賀議員さんから質問むあタま したよう K、 とれは 1回自分で受け取ったという形の中

で、その王任K左られた方の、拠出と申 しますか、いわゆる御本人の自由意志K基づいてそれ

を拠出していると O その金額Kつきましては、一月ですね、大体王任手当というのが日額制を

とっているものですから、 1日200円というととで、一般の月ですと 25日学校があタます

れば 5，000円前後の主任手当というものが、夏休みのよう左長期休業期間を除いては支給さ

れているわけでどざいますけれど、その中から税の控除その他いろいろ左問題を配慮して

2，600円を拠出していると、金額Kすると 2，600円拠出していると、との拠出Kつ凶ては

あくまで本人の自由意思という形で拠出 してなタます。

どのくらいの先生が拠出K協力 しているのかと 、大体 7割弱の先生が拠出していると、 ζ う

いうような状況でどざいます。

拠出した金額Kついては一体、どういうよう左形で使われているのかと、どんなととに使わ

れているかというととろまでは左か左か掌握できませんけれど、現実問題としては都教組の方

へ納入されて、東京都の教職員組合で拠出されたな金で東京教育センターというものを、千代

田区の興産ピルの中K置きまして、 ζ ちらで教育相談事業、最近の非行とか暴力とか、 とうい

う問題Kからんでの教育相談事業、それから奨学金、奨学金の事務事業、さら(!c1 6ミリフィ

ルムあるいはスライト¥とういうものを貸 し出し事業、さらK教育用のパンフレットの作成、

ζん左ものを事業と して行い、そういうものに一応使われていると 、 とういうととだけ承知し

ていますけれど、さら Vてとまかい金額的左ものとか、そういうものについては使途の内訳と申

しますか、そういうものは十分K掌握できるような状況ではどざいません。

最後K日教組の運動方針でどざいますけれど、本年度の運動方針、 とれは新聞で知る|虫タで

直接日教組の運動方針が送られてくるわけでどざいませんので、教育新聞によ Pますと 、主任

問題につきましては、 84春闘を中心とする教職員の生活、権利を守る闘いと、その頃自の中

で、主任手当反対の闘いを引き続き強化します、というととと、もう 1項は、王任手当財源の

削除を要求 し、 闘いを強化します と、そう い うよ う左形でうたわれてなタま す。

0議長 (高橋通夫君 )

0 18番(古賀俊昭君 )

古賀俊昭君。

いま 、私冬、聞き したことKは大体適格Kな答えいただいたんで

すが、要するK本来主任Kなった方が受け取っ て、 個人でその金額Kついては御自由に使途レて

ついては決定で きるわけですが、 1つの組合が、 日教組が拠出闘争という戦術をとっているた

めK、何かそ ζで出さ左い と、 教育現場での中で村八介K合うと、出 してなけば環難だろうと

いうよう左ふんいきがか左 P強いというととを聞いてなタま す。

ですからも し拠出するよう在方が仮 .!:H亡、 とういう日教組の運動K協力するよう左先生がい

らっ しゃると すれば、それは王任と しての適格性を欠くわけでありますから、そう したことは

やは P起乙ら左いよう K教育委員会と して も注目していっていた7乞きたい。大変むずか しい問

題はあろうか と思いますが、かな P、 7割近くの先生方が拠出 して為、られるというととで、 乙

の件については、さらK教育委員会の熱心な取タ組みをな願いしたいと思います。

文部省の方からも初等中等局長名で、教育業務連絡指導手当、 とれがいわゆる主任手当の正

式な名称ですが、王任手当等の一部K反対する乙とを目的とする主任手当の拠出運動K応じて

手当を拠出する事例が依然と して見られる ζ とはまととに遺憾であ Dます。手当を拠出すると

とは、主任制度及び手当支給の趣旨K反するものであるととを周知させ左さいというととが、

教育委員会の方 Kきているわけであります。 ζ れは東京都を通じて、 とういうものがきている

はずであタます。 7割近くの方が出 してなられるという事態ですので、ぜひ、その点の御注意

を していっていただきたいと思います。

時!笥があればもっと£、聞き したかったんですが、拠出手当でとういう行事をや Dますという

のが学校で配られているわけです。王任手当というのは教育の国家統制、差別、選別、教育の

統制を進めるものだというような ζ とが書かれて、生徒に、児童K全部配られる。とれがもし

学校の授業時明中 K配られているとすれば、先生方の政治活動KなDます。

とういう疑いもあるわけです。とう したものが学校で堂々と配られているというととで、日

野市の教育の現状というものが伺い知れるかと思いますO

もう少し時間があればいろいろ日野市のほかの現状もな話したかったんですが、最後Kひと

つですね、 こういうととが日野市で起とっているということを証明するひとつの事例を皆さま

方K最後Kな話を して砕きたいと思います。日教組の場合は社会党支持を総評K加入して打ら
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0議 長 ( 高 橋 通 夫君 ) 休憩前K引き続き会議を開きます。

しま した。私はすぐに議長の方 Kは御報告申 し上げ、 1 6日までKは帰るというとと で出掛け

ましたが議会の皆さん、特K中山基昭議会運営委員長さんの特別の御配慮、によ Dまして、本自

に質問時間を御変更下さいま したと と、心から御礼申し上げますO あPがとうどざいました。

また、.と の間市民の多数の方々から物心両面Kわたってな見舞、あるいは激励を賜りま した。

また、市か らもな見舞をいただき 、大変K皆さんK御迷惑をなかけいた しました。幸い本人は

もうすでK、ほとんど、回復いた して なDます。 後は精密検査の完了を待つ芝、けであ Dます。私

は、 日野市立病院へ入院するよう Kというととを申 し入れたんですが、医師の勧告KよDまし

て、他の大学病院の方に入って ;jO、る わけであ DますO

特 K、私、 との度の問題Yてつ/)て、市曳の皆さんの非常 K温かい激励、 もう 1つはパキスタ

ンの国民の温かさ 、ハク大統領の特別の御好意、 きも K命じてまいりました。 11よくぞ日本人

に生まれけり H というととを感 じた次第であ Dます。大統領からも特別のな見舞を賜りま した。

本当 Kやは P、 日本人は、日本の閣はv:>いなというととを しみじみと感じま したっ市民、 日本

人の中Kないて、パキスタンKないても 感じた次第です。 心から皆さま方にな礼申 し上げます。

あDがとうどざいま した。

それでは質問K入らせていただきます。

私は、約 2年余、市議会の席K席を置かさせていただきま した。との問、私はやは D、いろ

いろの問題K当面いえ しま した9 また、それらの問題が全く未解決の問題が多々あったわけで

ありま す。かつて私tl、昭和 49年の 1月K、 日野市議会の召喚によりま して参考人として

100条調査委員会K召喚されたとともどざいます。

ζ の問題も全く 未解決であります。森田市長さんが御在職の間K1 0 0条委員会は 2回行わ

れてなタます。 1回は、ある程度の最近の遺跡、の問題Kついては結論が出ているo

しかし、昭和 49年比行われて凶る 100条委員会は全〈解決がついてい左いのであります。

また、高幡福祉センターの問題、少くともとれらK沿いて、市民の税金は少左くとも現金で

6，000万円程度は消えているのでありますo

また、 第 1 回の 100 条委員会K ;t~ける 、 われわれの関知する阪タの不明な土地は 120 坪

当然市民K渡さ左ければなら左 い土地だというふうに考えられるのであ Pます。これが市長さ

んのな名前Kなって凶るわけであります。そういう点で私は市長さんのな気持を台聞きしたい

と思いまして質問 する次第であ Pます。私tl市長 というのは清潔で尊厳でなければなら左い。

出しているわけですが、東京都教組の場合は共産党がその執行権を完全Kとっているわけであ

Pます。そう して執行役員 15名のうち 14名が共産党系の役員で して、 乙れは統一労組懇と

いう共産党系の統一団体に加盟をしているわけであ Dます。その統一労組懇の連絡所が、都教

組の連絡支部と いうのがあ Dま して、 ζ れが日野市の統一労組懇の場合は七生中学校K置かれ

ている。とういうととがあタます。ですから、仮!JK学校の中Kとの統一労組懇のメンバ一、

活動家たちが出入り するよう左ととがあれば、 ζれは学校の公教育の場、また政治的左中立を

要求される現場が汚される違法左状態が生じるわけでありますので、 さら K注意を喚起 してい

たた、くようにな願いを して私の質問を終わタ ますO

0議長(高橋通夫君 ) とれをもって 22の2、小学校、中学校Vてなける「 主任命Ij度」

の正常化K努めよ、 K関する質問を終わタます。(I時閣延長 JI休憩 」と呼ぶ者あ!J) 

な諮 タいた します。議事の都合Kよタあらかじめ会議時間の延長を したいと思いますが、 乙

れK御異議あ Dませんか。

C I異議左 し」 と呼ぶ者あタ〕

。議長(高橋通夫 君 ) 御異議左 しと認めます。よって会議時間 を延長する ζ とK決 し

ました。(I休憩」と呼ぶ者あ り)

;jO、諮タいた しますO 議事の者s合KよP暫時休憩、をいた したいと思います。 ζれK御異議あり

ませんか。

C I異議左し」と呼ぶ者あタ〕

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議ないもの と認めま す。よって暫時休憩li:Iた します。

午後 4時 40分休憩

午後 5時 3分再開

9の 1、森田市政下で発生 した未解決問題、特 KI3大不祥事件 JK対する市長の責任と、

市民への解明と補償義務Kついての通告質問者、古谷太郎君の質問を許 します。

C 6番議員登壇〕

06番(古谷太郎君 ) 質問K入る前K一言皆さま方K御礼と感謝の意を表 したい と思

います。

今回特殊な事故Kよって私が 9月 11日の日 Kノごキスタンのギルギッ トK向って出発をいた
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市の代表でどざいますo 象徴でどざいます。やは D少 しでも疑いが持たれるようなととは、や

はりきれいKし左ければいけ左いんだと考えてな Dます。 また、特 K政治倫理の問題、今日叫

けばれてなタます。政治家は役得 していいんだというふう左、いわゆる一部に流れている常識

を要識と言いますか、それを払底 しなければいけない。わが日野市の市長が日野市長を去ると

きK、あの市長は清潔できれいだったと言われてほ しいと願っているのであタます。そういう

点で、未解決の問題で特に連日連夜朝日 、毎日 、読売、東京、サンクイ等の新l宵に報導されま

した、 事件Kついて、市長さんの今後の対応と 、それK対 しての市民への解明をお、聞き するも

んO 一番大事な人が一度も招喚されてない。 ζれもそうです。森田さんの土地を、土地の問題

を調査する調査委員会に御本人が一度も出席していない。とういう調査委員会がどとにあるで

しょう。御本人K聞くのが一番早いのであタます。 とれは、との委員会Kは名古屋君、米沢君、

御両名もないでになっていらっ しゃいますから私の言っているととは間違いありませんO そと

で政治倫理的左立場から言いまして、 3つの重職を重ね備えた森田喜美男民は、まだ市長Kな

ってい左い以前のととを申し上げます。昭和 41年 7月すでK森田市長さんが審議会の委員で

あDます。審議会の委員となってなられますO 森田喜美男氏は、皆さんも御承知だと思います

が、第 1回の審議会の選挙から、市長K就任されるまで、 との旭カ丘の区画整理の審議会委員

であ Dます。それで、第 1(f[提示されてなりますのは、最初の原案であ Pます。一番最初仮換

地が示された案用j図 1であります。ととになわか Pのよう K、森田喜美男さんは 15.8婦、と

れは養鶏をやっている関係で養鶏を企業と見なして、約 70数坪の土地を、森田氏K減歩を免

除し、免除という言葉はちょっと違いますが、減歩から清算金K切 bかえたわけであります。

土地を・一。な金の方 K切 Pかえた、そのためK土地の面積の減歩が 15 %ちょっとという ζ と

で少ないのであ Dます。養鶏をするため(f(は、との程度は必要だろう。森田さんの上Kは、伊

藤初雄さんの土地が 24%の滅歩陀左つてなります。との図を見てなわかタのよう K、伊藤初

雄さん、市川喜代司、永井さん等はみな 20%を超えてなタます。減歩の率が…..。とと ろが

森田さんだけは 15骨強であ ります。とれはそういう理由であります。養鶏を企業と見在す。

企業上、生計上やむを得ない。ととろがです。との原案に対 して、 たまたま伊藤初雄君が、森

田喜美男さんのな家にまいったととろ、審議会委員である森田喜美男さんから、との調査会の

速記録によれば、伊藤さんのとの土地をどとかK移してくれ左いか、日野市の保留地K直して

もらえないかという b話がありました。伊藤さんは不満ですが、そういうととをするとと Kつ

いて、との区画整理事業が円満K進むん左らば、それ左らばやむを得左いと、御承諾K在った

という ζ とをと ζで証言してなDます。とのな話は森田喜美男氏と伊藤初雄氏との 1 1のな

話であ Pます。その結果別図 2(f[移 DますO 別図 2のよう K、伊藤初雄さんの土地は、 日野市

の保留地、いわゆる市民K分譲すべき土地花かわったのであ Pます。市民K分譲するととによ

のであります。

まず、最初Vてな聞き したいのは、年次順K御質問申 し上げたいと思います。私はかつて、 と

の 100条調査委員会K招喚をされたという ととを申 し上げま した。これが速記録であタますO

ちょうど ζの問の遺跡調査のときの速記録と同じであ Pます。との速記録のコピーであります、

乙れは。原本の・・・ー・・。 とれをよく読んでみました。私は ζれをいただいてから 10回以上読み

ました。左かなかわかり K くい点もあタます。 しか し、 とと K出ているととがらを総合します

と、確かK古谷太郎という町長はかな D区画整理のときに一部の人に便宜を供している。古谷

栄というのもどうも腰が弱い。有山絡さんももうちょっと しっかり してくれたらばよ かったん

じゃ左いかなあという気も します。しか し、何に しても最後K、当時区画整理審議会の委員で

もあります。そして、日野市の都市計画審議会の委員でもあ P、 日野市議会の議員でもある 、

森田さんのこの利益Kついては、役得と言レヨますか、普通の人と特殊左取 D扱いを受けている

点Kつwては、理解K苦しむのであタますO いま 、 とれをな手元K差 し上げましたD これは、

私がたくさんいただいたこの調査資料、こと Kたくさんいただ、いてなPます。乙こ Kたくさん

あタます。乙の図面や何か、たくさん、との調査会で配布された資料であ DますO 乙れらの資

料をまとめ、乙の中の文章速記録を読みま して、 どのように森田喜美男氏の土地がかわ夕 、有

利な展開がされてきたかを図であらわしたわけであ Dます。ですから、 乙の図は、との速記録

が間違いでなくて、小島区画整理課長が下さいま したこの図面が間違いでない限 夕、 ζの図面

はほとんど合っている。というととは言えるわけであ DますO ほとんどという言葉を使います

のは、このたとえば 15婦というよう左乙のパーセントには端数がついている。 ζ ういう意味

で申し上げたわけです。そとで、との区画整理にないて、私は、しかもとの 100条調査、遺

跡調査会の会長である森田会長は、遺跡調査会の 100条調査の委員会陀も一度も出ていませ

って入ってくるな金は、区画整理の工事K使われるわけであ Dます。審議会委員の森田さんか

あるいは伊藤さんからの申 し出がない繰夕 、第一次の案が、 との仮換地の案が第二次Kかわる

わけがないのであ Dます。乙のことは、との速記録でも明らかであ Pます。
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次レて、昭和 46年 4月のとの図が出てなります。御承知の よう K、このとき Kは第三次の換

地であクます。とのときには森田さんは都市計画の審議会の委員でもあ Dます。また、市議会

議員でもあタます。大変な力をな持らに左っている方であDます。 昭和 45年Kとの申 し出が

ありました。とのととは速記録K出てなります。とれは、とういうことで申し出があタましたっ

市川さん等か らという意味で説明があったっ乙れは小島君の説明です。 課長の説明です。 市川

さん等から、 Kわとタ小屋と住宅の問K道路か何か 1本入れてもらえ左いか、とういうな申 し

出があったというふう K記されてな Dます。昭和 45年、と ζ ろがその道路K使 う土地は どζ

K もどざいません。すでK昭和 42年 8月Kとの原案は決定 しているわけですからd

そとで、との 200坪の土地を分けま して、約 100坪以とを森田さんの西側K道路新設に

あてたわけであ Pます。そう して、さらK、その道路Kよってできた残りの土地を、森田さん

の北角 VC38坪、それから市民K介けるべき保留地と して永井さんの土地K隣接 して、森田さ

んと反対側のととろ VC5 2坪を設定 したのであタます。

はっきり 言凶ま すと、日野市民は、との道路新設Kよって、 1 0 0坪の土地を失いました。

しか し、 当然との道路をつ くるとと Kよって、 森田さんの減歩は上がるわけであ Dます。 それ

によって、森田さんから清算金をいただいて、市民の失われた 100坪の土地の補充にあてる

ととができるわけであタ ます。 し左ければなら在 いのであ Pます。 しか し、どのような理由か

知りませんが、乙の減歩は上がってなDませんO しからば清算金をふやさ左ければ左 Dません小

養鶏 と凶う仕事のためK、減歩を取るわけKいかない左ら、清算金をも っへふやさなきゃいけ

ない。 70坪の停の清算金じゃなくて、 170坪の清算金をもらわ左きゃなりませんO しか し、

しかしです。工事全般が遅れるためKζ うむる被害が、森田さんたちのために工事が 2年も 3

年も遅れるというとと K在れば、そういう よう左予測もあるんですO なぜ左らば、と の工事は

当然やるべき 43年Kやって左い。 46年の 10月K在ってい る。交渉が難航 しているんです。

そのためにとういうふう左措置を政治的Kとった とも考えられます。ですから、それは古谷栄

氏の政治的左悪例の 1った、と言わざるを得ません口だけども政治的Kとったと、仮定 しましょ

う。全般的花見タゃスムーズK進むから、とのような措置をしたんだというふうに、私はとの

速記録から理解 したのであタます。妥協 したなあと思った。 しか し、 だからとそ、 48年の 3

月の時点までは、との第三図については私は異議はどざいません。異議というよタもやむを得

左いと言わざるを得左い。ととろがです。 4月K森田さんは市長K、 4月 27日なられました。

しかも 、森田さんの養鶏は、企業と しての性格は 46年をもっ て失われつつあ DますO もうす

でに 48年は企業ではないのであ Pます。養鶏という企業は してなタません。いわんや市長に

な左タ になった時点では、 してなられ左 いのであります。そうな タますれば、当然養鶏を企業

として認められた 70坪の土地は清算金では左くて、保留地と してかえ左ければな PませんO

また図 3Vてあ Dます保留地 38坪は、森田さんからの申 し出KよP、養鶏l疋必要だから特別分

譲 してくれというととで、森田さんK坪当た P3万円強で万譲されてなタます。当時の地価は

1 5万円を超えてなりま す。いわゆる一般市民Kは 15万円以上で買わせてないて、市会議員

であ D、都市計画審議会の委員であり区画整理審議会の委員である方は 3万円で買えるのであ

りま す。しかも 養鶏業を している。必要だという大前提のも とです。しか し、 最後Kとの決定

をされたのはいつだったか と言いますと 、昭和 4 8年の 5月であります。最終決定は・・…・。

だれl疋イ可坪払い下げる。だれの土地は清算金でいただ〈。だれの土地は保留地としてもらう。

この最終決定を したのは森田市長さんであ Pます。今度は。ですから、御自分がもう養鶏業を

されていない、企業と していない、市長を職業と しているという御認識が当然、あるわけですか

ら、いま までの ζ の仮換地仮契約は、 ζれは破棄させるべきであタます。森田喜美男氏K市長

は命じなければなりませんO

ζ ういうよう左事例があるんです。八王子教習所で、自動車の修理工場、修理の場所が必要

だというんで、仮契約を、旭ガ丘のさる土地をいた しました。ととろが実際Kはあす ζ の自動

車教習所は、自動車修理工場をつくれ左かったんです。 3年以内という限定の中で、ですから

契約は取P消されま した。土地は教習所じゃ左くて新都市建設公社K取タ上げられてしまった

んですO 同じ ζ となんです。とれは。養鶏で必要定、から 38坪を特別分譲する。坪 3万円強で

分譲する。養鶏業をやっているから 72坪、 70坪強を2万8，000円で坪当たDで払い下げる。清算金で

かえていいと …。ですから森田市長さんは 120坪K近い土地をζの1，05 6坪の中K取 bλれたわ

けであります。養鶏を企業という大前提の中であタます。市民K分譲すべき 12 0坪近い土地

が、森田さんの現在な住みK在っているな家の中K入 P込んで しまったのが、48年の 10月

であ Dます。 5月K森田市長がそれを決定 し、 市長権限で登記が完了 してなタますO

それじゃそん左に土地がいるのか、とい うと、い らない。森田喜美男氏は、 ととの土地の一

部を個人に売却 してj:，"'pますO 同じ年であ PますO 市から 3万円で買い、その方Kは少なくと

も時価でな売 PになったK違いありませんO とんなばかげた ζ とが市長権限で行われたという
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ととは、不当そのものであ Dます。

私は昭和 48年の 4月までの状態、少なくとも昭和 46年 4月までの状態については、森田

喜美男氏が養鶏を企業と しているという前提K立つ左ら、それはやむを得左いのかもしれ左い

と認めてなPます。

しか し、 市長になってからの行動は断じて認めると とはできないのであります。

企業の養鶏をやっ て左¥/)日野市長、森田喜美男君が、何がゆえ K養鶏を企業とするためK必

要だと言って、市民K分譲すべき土地を 120坪近く自介のものにする。また、 100坪の土

地を養鶏が左ければとの 100坪の土地をもっ て道路をつぐら左く ても よろ しいのであ Pます。

合計 220坪、にもあまる土地が、市民の土地が、市民K分譲できる宅地が消えて去ったので

あDます。とれKついて私は森田さんKどのようなな考えがあ夕 、最後Kどのよう K結論つけ

るのか。

私の質問は、昭和 48年 5月、あ左たが 4月 27日以降の ζ とについて御質問申 し上げてい

るのであタます。それ以前の ζ とは、 乙の速記録K出てなりますから、ですから、私は別Kな

答え しなくても速記録の方が正 しい し、 理事者が出 したとの資料の万が正 しいというふうに認

定しているわけです。とれが第 1点であります。

次K、第 2点を御質問申 し上げたいのであ Dます。第 2点の問題は順序を追って申 し上げま

すが、 ζの発生した時点がらょっと早かったのであタますけれど、古賀議員の質問の内容であ

Dます。

高l幡福祉センタ 一、 との問題は御承知のよう K、昭和 57年 3月K高幡福祉センターを、

1，611万 1，000円で新築いた しました。それで 4月 1日から借用という乙 とになるんで し

ょうけれど、 4月からというととです。ととろが、とれを同じ年の 11月K解体 してなDますo

200万円の£金を出 して壊 して企タます。そう して、さらにそこ(l'C1，82 0万円、とれは決算から言って

いるわけであタます。市民の£金を出 して同じものをつくってなDます。高市番福千止センターをつくってお、ります。

ですから、少左くとも最初Kつくった福祉センターは、解体 して壊 しちゃ ったわけですO 壊

す費用が 200万円かかった。ですからまず最初K日野市民の税金は 1，81 1万 1，000円が

どとかへ消えちゃ ったわけであります。そう して新しく 1，82 0万円で福祉センターをつくり

ました。そうすると 、市長はとれをただ広報で、 5 7年 10月 15日の広報で法規K違反 して

いるという程度ですみっとの方へちょっとなわびと して載せてなタます。なわびだけですむ問
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題 じゃ左いというと とを、 ζの前で しょう御質問申 し上げま したらば、私じゃあDませんが、

古賀先生ですか、市長はそのように心得てなタ ますO と言 つてなタます。わずか使った期間 4

カ月 、 1，600万円という税金は消え去ったのであ Pます。私は当然とれは市長が弁償すべき

ものである。市民Kです。考えている のであ Dます。と の福祉センタ-vc使われた台金は

3. 6 3 1万 1，000円、こ のほかK建築設計費その他もかかっ ているわけであ Pます。

私は、市民の税金で日野広報K市長はなわびを書きま した。 ζれも市民の税金であPますO

自分のなわびを市の税金で出す。ちょっと考えられない ζ とです。私は、とのような問題が、

先ほど、税金を納める者の立場K左っ て考え て くれという意見が古賀議員からあ bま した。 少

なくとも 1，000万以上の税金が消えて全〈使われ左い。その上K迷惑がかかったわけです。

ζの償いと弁償は革新市長であろうと関係ない。市長える者は私は補う必要があると考えてな

Dます。とれに対 して市長さんのお、考えを企示 し願いたいのであタます。

次の第 3点を申 し上げま す。との第 3点は遺跡調査会の問題であタます。乙の遺跡調査会の

原点というのは私が言ったんじゃ左いんです。市長が、すでKとっく K気がついている。しか

るがゆえ K、剣持監査委員、当時の・一。 それから学識経験者の方、高崎さんじゃとざいませ

んO 高崎さんの前の方です。 j己、願い して監査をな願い していま す。 市長である森田さんが、会

長である森田さんの監査をな願い しているんです。特別監査、 211条を使っています。今度

市長が会長やめたのK使 ったのも 211条、驚〈んです。とういういいかげん左やり方。そん

左むちゃくちゃ左方法左いんです。地方 自治法 211条 Kより辞任いた します。私はだからと

の前の議会で聞いたんです。腰抜かすんです。 211条というのは、市長の執行が誤まってい

るかどうかをど とであろう と、市長が監査委員会にな願い していいと、 調査の権限があるんで

す。 ζ ういう ζ と左んです。伺K も遺跡調査会の会長をやめる必要は全くない。もしそう左ら、

市長が、下水道の会計を特別監査 して下さい、と調査 して下さいとな願いするとき K、市長を

森田さんはやめるんですか。 211条によって、本来やめるのは違う方途でやめ左ければいけ

ない。また、遺跡調査会の規約だってそう左んです。との規約をつくられたのは市長さん、森

田喜美男氏です。とれをかえる Kは理事会を開かなければなら左い。役員会を・・・、 理事会を…、

の賛同を得左ければかえられません。ととろが市長は、 とれをかえるのK平易のどとくとの規

則は都合が悪いからやめま した、かえましたと馬場弘融議員の質問K答えているo そういうめ

ちゃくちゃのな考えが、 とういうふう左問題を起 ζ しらやっているんです。土地の問題でもそ
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うです。特にとの問題Kついては、都合が悪きゃ規則も条例も勝手に踏みK じる。かえていし

しかも谷長一議員の質問Kも、昭和 54年 12月の質問Kも同じ ような遺跡調査会の質問が出

ています。 54年 12月の速記録です。とういう ふうな中で発生 した、 との遺跡調査会の使途

不明金の問題は、 もう すでに皆 さんも御承知のように、日野市の市民のお、金、税金が 4，1 0 0 

万円ど とかへいってしまっている。また、それからさらK乙の事件K、 あ左たが出すべき裁判

の費用、それを市の税金で出してな タま す。 去年末ま でKもう 16 0万円以上、去年ですよ 3

5 9年 3月 31日までに 16 0万以上の弁護士への費用が支出されてbりますO とれから何年

続くかわかタませんが、 ζ ういうふうなととは遺跡調査会会長であった森田喜美男君が負担す

るのが当然、じゃあ Dませんか。弁護士の費用は遺跡調査会がや っているのでありますO 訴訟は。

日野市の税金であれをやっている。私は、市長たるものは、やは Dそ ういうけじめは、市長が

訴訟 しているんじゃ左いんです。 遺跡調査会が訴訟をやっているわけであ Pます。ですから、

起因者である会長が、弁護士の費用を持つのは当然ですc そういうふうなとと Kついて、失わ

れた市民の税金 4，000万円、とれから続く であろう 弁護士料、訴訟費用、とれを一体だれが

負担 していくか。あなたなやめKなった後、あれは市民が負担すPゃいいんだと、 しゃあしゃ

あとな去 9VC左る気であるか どうか。私は、あな たはそんなような人じゃ左 いと、 信じたいの

う事実から見れば ζれは不当な行為ではなかろうかと思うのであタます。以上 3点についてな

答えを、市長の所信を£、聞き したいと思うのであタます。

0議長 (高橋通夫君 ) 古谷太郎君の質問Kついての答弁を求めますO 市長。

O市長 (森田喜美男君 ) 所信と してな答えをいた します。まず先日は、古谷議員Kは

御家族の不慮の出来事のために遠路K出張左さいま したD、大変御心痛だったと思います。 な

見舞を申 し上げたいと思いますO

いまの 3点のととがら l疋つ:ρ て、とう 言 っては失礼ですが、古谷さん独特の理論立てによっ

て問題ありというふう Kいままでもされてまいタま した。 特に、第 1点の平山台区画整理事業

K伴います権利者と しての私的立場、それからどく最終段階の施行者と しての公務の立場、と

れは全く別々のものであ Pます。公私混靖という形で交えるべき問題ではないと思います。い

ろいろなっ しゃいま したが、私が市長K就任して間もない とろ、当時、市議会議長はきょう傍

聴VてないでK左つ てなる、伊藤定氏であ Dま した。そう して、ある日突然議長席から降壇をさ

れて、副議長にかわっ てという形だったと思うんですが、いまのるる古谷さん流の理論立ての

言葉Kついて、御質問が始まタま した。私は一体何のととだろうかと 、初めよ〈わからなかっ

たんですが、題名そのものK も特別具体的指定が左か ったものですから、あんまタ知らなかっ

たんですが、その後、だんだん不信という形で一書の政治攻撃が加えられつつあるというふう

K思わざるを得左い状況があ Pました。その実例といた しましては、市内Kピラが出されたり 、

看板が立てられたり 、そういうととで始まったよう K記憶を して会タます。また、いわゆる、

100条調査委員会、 とれも私の全く知らん間K組織をされたように思います。あるいは議決

が私の自の前であったかも しれません。そうして、その、いわゆる 100条委員会Kは、私は

一度も呼ばれたととはあ Pませんでした。つま夕 、左ぜ、出なかったかと言われたわけであタま

すが、呼ばれ左いととろK出るはずは、また、ないと思います。そうして、聞くところKより

ますと 、いろいろととの証人の呼び出 しがあったそうでありまして、区画整理委員会の会長で

あタま した馬場淳吾さん、 ζ の方は全〈驚いて、何を一体言っているんだと、あす ζ の区画整

理事業K、そんな 、言われるような不正や不当は介在していない。というとと は言明されたと

いうふう K聞いてなタます。

それから、また、当時の施行者、御存命中であった古谷栄前市長もな呼びがあって、そう し

てそれに似た表明があったと いうふうに聞いて訟Pます。(Iそのとな !JJと呼ぶ者あ 9) 

でありますo

以上 3点Kついて日野市長の御回答をな願い したい と思いま す。なあ、私がちょ っと 申し上げ

ま した会長辞任は地方自治法 211条だととの前の議会で市長はなっ しゃいま した。 211条

はとの議場で読んでみて下さい。市長は市政その他K関連補助金等について調査する権限を有

するというとと左んです。本来使わ左ければ左ら左いのは兼職禁止規定左んです。いわゆる、

市長は遺跡調査会の会長を兼職 しては左ら左い という規定が、地方自治法 142条Kあるんで

す。 ζ れならわかる。

もう一度申 し上げます。市民K当然、分譲すべき土地、保留地 200坪がわずか 52坪しか市

民Kは分けられないで、消えでなくなった。 ζれは、昭和 48年 5月K決定された。そして東

京都知事K申請が出てなPます。出された。それで、 10月K、森田喜美男君の土地が登記さ

れた。その年K森田喜美男君の土地の一 部は市場価格で、常識的左額と言いますか、坪 3万

円じゃあタませんよ。第三者K売却さ れているO 養鶏K必要だ といって、養鶏が企業であると

主張 し続け、日野市民K分譲すべき土地を自己の土地医 したKもかかわらず、それは、そうい
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私は議事録左るものを、実は読んだとともあタません し、それから読む必要を感じたとともあ

DませんO なぜ左らば、イ可か、政治的K不当を侵した夕 、あるいは政治倫理Kそむくようなと

とをやってなるという ζ とは、全〈当たらないから、そのうちK解消するだろうと思つてなる

だけのことであ Dま して、 とれが選挙のとき Kなると、何かビラになって出るわけであタま し

て、 一体ずいぶん しつ ζ い、認識不足と申 しま しょうか、 理解不足と申 しま しょ うかその、ま

た、やっている方々も全くよくわかるわけであ Dます。そういう全体から言えばそういう評価

だと思つてなタます。最終的K私が市長K左D、施行者という立場Uてなったっその時点は、す

でK事業の終結の認可を都知事からいただいて、正K告示をするという行政事務だけが残って

いたと、とのよう K思 つてなタます。それから内容的Kもずいぶん反論も しなきゃ左らないん

ですけれど一々反論をしても理解を しよ うという 、そのつま D、区画整理の事務執行を十分認

識されてないそういう立場の方 Kは、つくればそういういまなっしゃるよう左理論も成 D立つ

のかも しれませんO しかしながら、それらの手続はすべて事業変更であ Dますとか、事業計画

の変更であDますとか、認可をとるべきものは認可をと b、あるいは審議会の決定K基づいて、

逐次行われたととでありますから、何ひとつ不詳だとか何とかいう ζ とK値する ζ とは左いわ

けであタます。そ して、一番最初K隣接地の地主の伊藤初雄氏K私が何か申し出たと、とうい

うととを他の以前Kも言った方があ Dますが、私は、区画整理の行政執行の中味のことを個人

の立場でやりと Pするような 、そうい うととができるはずもあタませんし、そういう ζ とをや

った ζ とは全くあタません。

したがいまして、いわゆる施行者側、事務当局とれが区画整理事業の遂行K当たって、適切

な案を示し左がら、事業はだんだんと進展したものだというふう K理解をいた してなDます。

また、私の仕事、養鶏の仕事であタましたが、とれは企業という類のものでは左〈 、全く生

業であタまして、その区画整理の換地というものの権利者として受ける立場というのはそうい

うととであタます。面積とか数字のととも言われましたが、区画整理事業というのは結論から

言いますと、みん左が納得をして、そうして納まるよう K納める O そうして、いわゆる清算と

いう形のプラスマイナスを処理する手法を伴つてなPますし、また事業の中のつまタ権利者か

ら、 もし、不公平や不当がある左らばそとから出るのが妥当であ Pまして、他の政治的立場か

ら云 々する対象Kは、私は左らないというふうに区画整理事業は言えると思います。

それから、いろいろむ話KあPましたが、最後の、いわゆる公の立場の責任というとと Kつ

きま しては、すでK申 し上げたとな Pであタま して、 そ ζからさかのぼって、私の立場まで拘

束をされるということは、左いんではないかと思つてなPますO 審議会の委員、あるいは議会

の議員、とれらカ維力として事業の内容Kゆがめるというような ζ とは、 これは施行者も許すは

ずもない し、 そういう ζ とは事務当局も全 くやって ないわけですから、結論と言いま しては不

祥事というふう Kとられること自体が何か意図するものがあるというふう K私は言わざるを得

左いのであ Dます。

特K平山台の区画整理の場合、当時の町長さんですか、市長さんですか、 あなたが古谷さん

がないでK左ったわけでありますO つま D、ひとつの政策ではあったと思いますけれども 、す

でK居住者が 200世帯も分散を しているその地域を、当時の自治体のはやりであ Pました工

業用地を工場地K工場誘致をするという政策Kよって区画整理が始められたわけであタます。

したがいましてその区画整理事業は、今日から見ますと 、今日から見ますというよ Dも内容K

なきま して、 学校用地を用意されず約 8~るという保留地は、 正K とれはすべてそれぞれの企業

の立地のために渡され、左かんずくいわゆる 64ブロックのどときは、保留地の処分を正確、

意味まで誤解をして、そう して伺かそれが政策的K使えると 、つまタ工業団地Kそれを処分す

るという予約の契約があった ζ とをあとで私は知タましたが、そういうととは成夕立つはずは

ない、 というととのみを指摘して、ついに今日 64街区は古谷栄市長Kよって、公有地、市の

公共の公有地と して、所有をされ、 ょうやく学校もつくるととができ、その他の施策の用地と

して、 大変役立つてなると、 とういう結果であタます。

したがって、区画整理事業の意図そのものが、ずでKその当時の政策としては成夕立ち得左

かったというととも指摘せざるを得ないと思います。また、その保留地の処分というととで、

何か私が大変有利な措置を受けたよう Kなっしゃいますが、当時C地価というのは、正VCl万

円K左った P、 2万円K左った!?3万円Kなったり、とういう時代であります。したがいまし

て、利益云々を言う左らば、それぞれの企業Kも莫大な利益が提供されて合タます。私の'よう

な零細左生業であ Pま しでも、 それが生きるひとつの権利としては、決して不当なものではな

かったと思います し、 また、私自身がそれを利権と して求めたというよう左ととは全〈左いわ

けであります。したがって不当利得をしているという数字の計算も 、きわめて根拠の左い、論

説であるというふう K言わざるを得ない、そういうことであります。今日、他の区画整理事業

もやってなタますので、それらのとと Kつきましては、最も厳正K事業の執行K汚点を残すと
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との左いよう K、やって£、るというととは、これは公人市長と しての大きい責任であタます。

沿っ しゃるとともたくさんありますし、全体の構成そのものが区画整理K左じま左凶構成Kよ

って、理論がつけられてなDますから、全くどとからも私tt不祥事と して指摘がされる ζ とは

ないという乙とを第一項Kついては申 し上げざるを得ないととろであ Pます。

それから、第 2点の高幡福祉センタ ーの建設のこと であDます。確かKとれは手続ミスと言

わざるを得ないものもあタま した し、 結果と して必ず しも事故左 しと は言えない。そういうふ

うVCtt思って企タます。ただ、市民Kサービスを急、ぐ施設といた しま して、 仮設の建物があい

タート を してなるわけでありま して、区画整理事業の当時から、遺跡調査会は存在したわけで

あタます。その当時の会長も、やっば P当時の市長であったというふうに思います。そとで私

のと Pま した立場tt、距離をないて、そう してその責任は教育委員会の事務K属する、いわゆ

る行政であ Pますから、 当時の教育長K副会長というととで全責任を委ねたと 、はたして負う

べき責任を私は逃れようというと とではありませんO

そう していつも言いますよう K、市の職員たる者が、しかも課長という会計規則法K明るい

者が、前途金左 Pあるいは補助金の形で管理 してなるその金を、自分の裁量tてないて支出する

という ζ とは、 とれは許され左いととであ PますO そのととが事件の発端K在ったというふう

K思います。管理監査の不十分であったというとと Kついては、重々責任を感じてなPます。

もう一言言わ していただきますならば、その職員は、前科があるやKあとでわかったんであ

Dますが、その職員を御存じであったかどうか知りませんけれど、採用されたのは、古谷さん

御自身の執行者であった当時であタます。(iそうだ」と呼ぶ者あタ) それは御自身が大音

戸でなっ しゃっ たととです。(iなれを言われちゃ迷惑だ」と呼ぶ者あ.!?)記憶をしてなタま

す。(i迷惑だ。 なれは言わ左いよ。人のせいにばっか .!?.ι、れは言わ在いよ」と呼ふ者あタ)

いやいやですから一言申 し上げますというふう K言っているわけですが、(i栄の方だよ。」と

呼ぶ者あ.!?)答え中ですから答えさせていただきたいと思います。(i古谷さんと言うと間違

うじゃない」と呼ぶ者あり)

古谷太郎さんの ζ とです。あ左た自身がとの議場でなっしゃったです。私が採用した人間だ

と-一 o (iそのとな夕、議事録Kある Ji続けて」と呼ぶ者あタ)

そういう関係があるわけであ Pまして、確かK不明のそしタは免れませんが、私はどちらか

と言いますと 、人を信用する性格でありますので、疑うととから始まるというととはでき左か

ったわけであ Pます。そういうとと Kなきまして、 とれからの責任のと夕方 Kつきましては、

市民の御意見も聞か していただき 、十分考えて善処をはからなければ左ら左い、 と、 とのよう

K考えてなタますO どく大筋だけのな答え、 というよ Pも私の述懐を申し上げてなるというと

とでどざいますので、そのよう Kな受け取 Pを願いたいと思いますo

ているものを、とれを利用しようというどく初歩的左ものの考え方というのは、そう私は非難

すべきでないというふう K言えるかと思凶ます。確かK行攻の立場であタますから、完全智正欠

左手続の下Kものととは執行 したいわけであ Dますけれど、そういうミスを侵 したという とと

については、当時陳謝の意を市民K表明申 し上げたと、とういうととで あタますO

牛の角をためて牛を殺す という言葉があDますが、私は、政治、行政というものはもちろん

角をためる努力は し左ければなタませんが、牛を殺すようなとと tてなっても全く意味が左いと、

これは言いわけと して言うととでは左く て、 ミスはミスであタますから、 ミスと して市民K も

なわびをいた しました し、 その後、それを合法化する措置をとって、そう して完成をさ して£、

タますO そのととは議会でも予算執行上、あるいは決算の上でも寛容左気持をもって認めてい

ただいたととろであタます し、 今日、何と申 しま しょ うか個人負担にないて、市長が個人負担

Kないて返済をしなければ左ら左いという性質のものではない、ととのように議会の寛容な措

置K対 して、再び、そういう誤まちを侵さ左いという ζ とで、な認めをいた 7乞き 得たというふ

うK思ってi，".!?ます。

それから、第 3点の遺跡調査会の不祥事件であタま す。これは確か花、こ のととを摘発され

たのも古谷先生であ Dま したし、その後の展開も 、われわれもとれまで表明 してなPますとお、

夕、不祥事件と言わざるを得ませんO したがいまして、責任と しては大きく感ずるものであり

ます。

その手続上の、地方自治法 124条であDますとか、乙れはつま P、長の兼職棄止、補助を

出す機関の責任者になってはいけ左いという、そういう趣旨のものであタますから、私は初め

から疑問K思ったというふう K議会でも表明いた しました。何か私が就任をして、全く新たK

遺跡調査会が生まれたようになっ しゃってなDますけれど、遺跡調査会はもっと早いときにス

0議長 (高橋通夫君)

04番 ( 古 谷 太 郎 君 )

古谷太郎君。

ただいまの市長の回答、 よくとういうととが言えるかなと私は

感心 したっ第 1点は 100条委員会K市長は呼ばれなきゃいけないんです。冗談言っちゃいけ
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左い。 100条委員会Kないては名古屋君たら皆さん方が、理事者の説明を求めてなDます。

理事者の説明は、市長が出るべきであ Dます。左長補足と して、 部長、課長が出るのは差 し支え

あDません。理事者側の説明を求めている。市長が出るのがあたタまえじゃあ Pませんか。そ

れをいま 、いかにも呼ばれ左いから出左いんだ、 とれは赤の他人の部外者の言うととです。そ

れはそうで しょう。私は呼ばれたから出席させていただいた。 しか し、 呼ばれなけタゃ出られ

左い。 ζれはあたタまえですo 1 0 0条委員会というのは議会の議員が構成 しているものであ

D、そと K出席する人は委員会で決定するわけです。との 100条委員会で一番先決定 したの

は、理事者側の説明であ Pます。だからとそ、都市計画部長、課長は出てやります。市長が出

るのはあたタまえじゃあタませんか。責任者であタます。 しかも 、そのような言葉で呼ばれな

いから出ませんo どとの赤の他人かわからんよう左部外者のいうととを平然と発 してあ、タます。

とれは非常K大事左んですO しかも私はいま聞いている、古谷太郎Kしでも 、有山穏さんに し

ても、古谷栄さんKしでも、市長時代、との事業遂行のためK政治的な妥協を している。 妥協

のできる範囲K妥協をしながら進めている。だから森田喜美男議員さん、審議会委員さ八へ都市計画の

委員さんKも相当の妥協を してきたわけであります。森田さんへの妥協の理由はただ、1点しかありませ

んO 養鶏業をとれから十分続けていく。規模縮小しないで増進 してい〈んだ。規模を拡大する

がゆえ VC38坪の保留地は森田喜美男氏K払い下げる ζ とK内定 したのであタます。内定 した

のは 47年ですよ。いいですね。その時点で同じ保留地が売られてなタます。乙れは日野の市

民であタます。十数万円、 ζ の調査録Kよれば 5万円と書いてある、平米 5万円、小島課長の

証言ですo との速記録Kよればです。森田さんへは 1万円前後、市民には 5万円前後はなか し

いじゃ左いかという議論がとの速記録の中でなされてなタますO だからこそ正式にな金を森田

さんが対ムいをする。市の方も土地を森田さんに正式K渡す。とれをするのが仮換地から換地計画の

決定であタます。昭和 48年の 4月までは、 3月 31日までは、仮換地であタます。はっきタ

言えば 3月 23日までです。契約は仮契約であタます。正式な契約K直 し、 正式左換地Kするo

決定したのは、 5月であタます。昭和 48年 5月。森田喜美男市長は して台りますo それまで

は全部仮であります。いつでも取D消せます。自由にな Pます。そう して知事K申請を 5月の

2 0何回かK出しまして、認可を受けて 10月K登記をしているわけであタます。日野市長で

ある森田さんが登記をしている。だから私は、市長になってからあ左たがやった ζ の行為を、

あな たはどう思って凶るんですか。あな芥は市長をやPながら養鶏を拡張しているんですかo

いま。どこまで拡張 しているんです。拡張する左ら西北のととろを市民K、一般市民K売タ と

ば しているじゃあタませんか。 養鶏の小屋の場所じゃあタませんか。拡張じゃあ Dませんぜ。

やめているというととです。とのようなサギ的行為道義的な行為 をあなたは市長とい う権限を

今度は使 ってや っている。だからぼ くが聞いているんです。いままでの市長はだれ もそう左ん

です。 自介の土地 を市K寄付する。その くらいのととはやっています。私の家でも やタま したo

古谷栄もやっています。その〈らいに在るほ ど努力してい るの で あタ ます。いまだか つて

歴 史始まって以来森田喜美男君は一番最初で最後だと思いますが、 財産を市長Kなられて、 た

った 2カ月 、半年でふやされてなると言わ ざるを得ない、 そ うい うふ うK考えざるを得左い。

仮契約を正式な契約K直す時点でテ工 ックが行われているんです。 との時点でなれは市長K左

ったんだか ら、 養鶏は縮小し左きゃしょ うがないんだと 、いう ふう Kむ考えKなる。 48年の

4月K森田喜美男君は どれだけの養鶏をや ってなったか。その点をよくきも に反省を されてい

ただ きたいのであPます。 御 自介が一番 よく 知 っている。ですか ら道路をつく ると きK も、養

鶏小屋 4棟を取 D壊 してなり ますO 移転 してなDませんO 補償費を市か ら受けてなタ ますo 4 

メート ルの道路をつ 〈るとき K もそうい うととで あり ます。 拡張は してなDませんo だから私

は申 し上げているんです。しかも 市長にな って養鶏や っていたという事実をあなたが一番よ〈

知 っているわけです。人間は良心を持っ てほ しいのであDますc しか も100条委員会K呼ば

れなければ出られ左い、話弁Kもほどがあるんです。いま申 し上げたとなり。市長は理事者の

代表です。 執行者の代表左んです。 当然出席 し、 部長、課長の問題があれば正し、根本的左方

針Kついては市長が説明をする 、とい うのが当然、 じゃ あDませんか。しかも、やめる Kしで も

211条の問題。

それから柳下君を私が町長の時代K採用 した。その となタ であタます。しか し、 会計課長K

は しません よ。 あ左たがしたんです。遺跡調査会の会計担当者に したのは、森田喜美男市長だ

から私ti申 し上げた。いいですか、三越の岡田さんですら、三越K与えた損害Kついてはでき

るだけ返そ うとしてなタま す。非常K大事左 ととは、市民はいま 、宅地を欲 している市民が多

いのであ Dます。それを私はもう一度、だから との点Kついてももう一度よく反省 してもらい

たい。

昭和;)8年 12月 20日K区画整理審議会の委員 となって以来、 41年 3月9日日野市議会

議員、そう して 45年 4月 1日、日野市計画審議会委員、との三つを兼ねたときK、乙の土地
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の抄な再配分が行われてLnるのでありますO しか し、 それまでは仮であります。仮であ Dます。

ですから、昭和 48年 6月まではいつでも取 D消 しができます。取り 消 しができるんです。 だ

からとそ、自動車教習所の佐藤君は、土地を取タ上げられてなDますo 仮契約がしであるんで

すO そういうととを申 し上げる。

特 K柳下君Kついては、前科がある とあなたはなっ しゃった。私はそれを知タませんで したD

残念左がら、しか し、 もし前科が左ければあなたは大変な ととです よ。公の席でそんなことな

っしゃったら、柳下君は裁判で 1円も私使 していないと主張 し続 けているじゃあ Pませんか。

民事訴訟ですO その点はもう 7回も裁判やっ ている。だから 160万円以上も 、 もっとかかつ

て凶るんです。 59年度分についてはまだ支払つてなPませんから、弁護士さんK、毎年毎年

100万や 200万のな金が、その裁判で消えていきます。それをみんな市の税金、不当建築

それから裁判の、 7月、 9月の経過をちょ っと教えていただきたい。

。議長 (高橋通夫君) 教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君 ) 2点御質問をいただきま したのでな答えをさせていただき

ます。

第 1点目の柳下前事務局長が前科がある というと とをいつ知ったかと 、 ζ ういう御質問でど

ざいますけれども 、とれは私、個人的左ととは公の席で申 し上げKくいわけでとざいますけれ

ども 、あえて御質問出ま したので、な答えをせざるを得ないのでどざいますけれども 、 とれは

先K昭和 58年の 3月 11日の自に、柳下章前事務局長が、遺跡調査会のな金を一部着服した

という ζ とを私どもは判断いた しま して、それらの捜査依頼をいた したわけでどざいますO

そう して、それの日野警察署並びK警視庁の捜査二課の結論が出たのが昨年の 11月の 1日

をつく って 1，6 0 0万円のな金が、税金がなくな ったっ建物を壊 したっこれは私、善意でやっ

た。善意で違法行為をやる O そんなと とを平気で言われる。それじゃ 、善意で歯の痛い人を、

急病人を自動車K乗せてスピード違反 してごらん左さい。犯罪ですよ。 ζ オLo 善意でやる Kは

やる方法があるはずです。違法をやろ うと、 税金を捨てよ うと、善意左らいいんだ、そういう

根本的左考えが違うんじゃあタませんか。遺跡調査会の辞任に して もそうです。 221条 ζれ

でやめる。ひとつも理由がない。それをやめるん左ら、左ぜ昭和 52年 Kやめてないんだ、 と

いうととです。 52年K剣持監査委員等K監査を要求 しているじゃあ Pませんか。調査を。そ

のときやめたらいい。都合が悪くなったらパッとやめる。兼任禁止規定でやめる左らわよると

いう ζ とを申 し上げたんですO 市長は市の税金が 8割以上使われている会社、団体の長となる

ことはできないよう K左って卦タます。 100%市の税金で運営されてω る遺跡調査会の会長

は、全くできませんO そういう点で兼職禁止規定であ、やめK左るならわかる。どまかす。どま

かすという方法は現職員K悪い影響を与える。あなたはとれからとの裁判が何年続くか しりま

せんが、あなたが市長をやめても 、次の市長さんも税金出 してやる。次の市長もまた税金でや

る。 なわびですら市の税金を使ってやっている。公費を使っておおわび している。広報という・・。

こういう気持は、ぜひ反省 していただかなければならないのでありますo

私は、いま 、 とれは聞く予定ではなかったんですが、いま 、裁判の話が出ま したからな聞き

するんです。小山教育次長Kちょ っと訴訟のととについてな聞き したいんですけれども、柳下

君が前科がある。という乙とはいつな知tJvcなPま した。とれはいま市長が言ったことです。

でとざいます。

その際、私もとの遺跡調査会の使途不明金を捜査依頼 したという会長の立場から、 とれらの

解明がどういうふう K左されてなるか、大変苦慮 し、 心配を してきたわけでどざいます。そう

いった意味Kなきま して、 1 1月 1日の前K何回か警察の方 vc:;.J託尋ねを したととがございます。

その段階で警視庁の方から柳下章氏についての、個人的左な話もいろいろと伺ったわけでどざ

いますけれども 、その中でいまなっ しゃられたととを私企伺いしたわけですけれども 、 とれは

前科というととでは左く して、事件のととは個人的左問題がどざいますのでとの席では申しか

ねますけれども 、ある事件を起と しま して、それKよっ て警察の方 K訴えられて、その段階で

いろいろと相手方と示談をいた しま して、結果的Kはそういう刑が科せられ左いというととで

終わったというふうに私は伺つてなるととろでどざ凶ます。

したがって前科は左いというふう K私は理解してなタます。(r前科は左い…… 」と呼ぶ者

あ!?) それから第 2点目の 9月の裁判はどうだったというととでどざいますけれども 、実は

9月 19日、つまりきのうでどざいますけれども 、第 6回自の遺跡、裁判がどざいましたo

との遺跡裁判につきましては、御案内のとなり昨年の 10月の 31日が第 1回目の裁判でど

ざいま したo 由来昨日まで第 6曲目の遺跡裁判を行っているわけでどざいますけれども 、 ζれ

らの中での昨日の裁判の結果という ζ とだと思いますけれども 、 乙れKつきましては私ども裁

判の段階K台きまして、 2，122万 3，224円というな金を市慎IJvc弁償してもらいたいという

ととを裁判で訴えているわけでどざいますけれども 、 とれKつきましては、柳下章氏側から、
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そのような事実は全くないんだと、 したがいまして、乙れK対 しましては、裁判で争いたい と

いうととを申 し出ているわけでどざいま す。

したがいま して、 私ども といた しま しては、それK対しま して反論する必要があるわけでと

ざいます。

そとで私どもは去年の 10月31日以来、昨日 K至るま での問、それらの金額をぜひ市側か

ら返済 して もらいたいという ととを要求 し続けてなるわけでどざいますO

たまたま 、昨 日の裁判Uてなきま して、 私議会開会中でどさいま したから、出席できなかった

わけでどざいますけれど も、私ど もといた しましてはその前の裁判、つまり第 5回目は今年の

7月の 18日の日 K、第 5回目が開かれている わけでとさいますけれ ども、その際K柳下氏側

から、その 2，232万 3，1 2 4円という 金額Kつきま しては絶対着服 して ないという反論が出

ま したので、さらK、私どもといた しましては、それを反論する意味Kなきま しでも 、近々と

ういうわけで ζ ういう事実があったんだというととを書面をもって裁判所の方へ提出したとい

うのが、昨日の裁判の結果でどざいま す。以上で，どざいますO

0議長(高橋通夫 君 )

06番(古谷太郎君 )

古谷太郎君。

ただいまも会長さんから前科が左いものを前科者だという 、や

て左いんです。 あ左たは 1カ月 ちゃんと しましたと広報K載せる。平井課長はまだ課長K戻つ

てない。 5年 10ヵ月 という問係長でなDます。まだ課長補佐でなDます。まだ減給が続いて

いるのであ Dます。あなたひどくあタませんか。処分というのはせいぜ:い 1年、 7年も超えて

いるよ う左処分がどこ Kあタます。

もう一度よく ζの速記録を読み、また 12月K御質問いた しますから、あなたの考えが正 し

いか、 100条委員会呼ばれなければ出られませんO 柳下君は前科者で‘す。私は 221条で遺

跡調査会の会長をやめたんです。 というふうな ζ とを平然、と言つてのけるあなたが、私は反省、

を求めるんです。市長が変左市長でなかったと、後々の人 K言われぬようにな願いいたします。

終わPますO

0議長(高橋通夫君) 市長。

。 市長(森田喜美男君) 柳下章氏の件で私は、 らょっと言い過ぎたかも しれませんO

採用の際Kその先立って前科があるやKとういう意味で申 し上げたわけであ Pまして、 事実と

相違してなDま した左らば、まととに失礼なととであ Dますから訂正をいた します。

それから、 もう一つだけ折角の機会ですから、古谷議員は遺跡調査会の 100条委員会K市

った行為Kついての税金のゆくえ不明 4，000万、数千万を会計担当者がどとかへ しち ゃった

んだ という。何でも人のせいにする、話弁にも ζれ以上の論弁は左い。 100条調査委員会K

呼ばれ左ければ出られませんO じよう だん言っちゃいけないんです。遺跡調査会の会長をやめ

るのK自治法 221条でやめるんだと、一体とんなめちゃ くちゃ などまか しがど ζKあるで し

ょうか。私は市長の反省を強く求めたい。

最後に一言申 し上げてなきます。 ととに新聞があタますO 朝日、毎日、読売、サンクイ 、昭

和 52年 5月 24日であタます。とれK市庁舎で汚職、日野市の金子主事逮補、ーとう出てなD

ます。いずれKしでも、とれは金子君の単独行為であD、十数万円のな金を業者から受けでな

ったようであタます。ですから有罪であります。本人は罪を負い、市役所を免職Kなってなタ

ます、乙れの上司への責任であタます。

長出なかったとなっ しゃいま した。一度呼ばれま したので出ま した。

つま D委員長が証人と して呼ぶという手続によって、出席するわけであDまして、 したがい

まして、言われるととろの平山台区画整理事業K対する 100条委員会、 との際Kは全〈呼ば

れる ζ とがなかったので出席 し左かったという手続上の、とれは法の定めるととろではっきり

していますから、そのととだけは過ちを正していただきたいというふう K申 し上げたいと思い

ます。

それから、結論と して、十分反省せよという言葉は正Kすべてのとと K誤りのないよう 、正

しく行政が執行できるように、常K反省を し、 乙れからもまた、そのつも Dでなタます。あタ

がとうどざいま した。

0議長(高橋通夫君)

06番 ( 古 谷 太 郎 君 )

古谷太郎君。

時間切れK言われるととは大変K困るんです。との次反論いた

監督不十分で当時の課長、平井建築課長は 52年 6月 30日K課長から係長K降格 してなタ

ます。御承知のよう K、降格というのは、管理職手当が大きく減るわけであタます。市長は 1

カ月の減給を したようです。 しか しζ の責任を負わされた平井建築課長は、また、課長K復職し

しますo

O議長(高橋通夫君) とれをもって 9の 1、森田市政下で発生した未確決問題、特K

I 3大不祥相件 JVC対する市長の責任と市民への解明と補償義務K関する質問を終わ Pます。
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とれをもって一般質問を終わります。

ζれより請願上程K入 Pます。

請願第 59 -1 6号基盤整備K関する請願が提出されました。請願の要旨はな手元K自己付 し

ま した印刷物の(-;f，~ iJです。

請願第 59-1 6号の常任委員会への付託は会議規則j第 1::3 8条の規定KよD、議長にない

て建設委員会K付託いた します。

請願第 59-1 7号日野市の法務行政管轄区域を八王子登記所管轄から多摩登記所管轄へ変

更する とと K反対する請願が提出されま した。請願の要旨は、j:;、手元K配付 しました印刷物の

となりです口

請願第 59 - 1 7号の常任委員会への付託は会議規則第 1::3 8条の規定によ夕 、議長Kない

て総務委員会K付託いたします。

本自の日程はすべて終わりま した。

本日は ζ れKて散会いたします。

9月26日

午後 6時 ::3::3介散会
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市民部長 力日 藤 男 君 生活環境部長 坂 本 主p、弘 雄 君

清掃部長 大 貫 松 雄 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君

建設部長 中 村 7E 助 君 福祉部長 f笥 野 隆 君

水道部長 刀く 原 照 雄 君 病院事務長 佐 藤 矢出口 春 君
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速記者 田辺 雅 子 君

議事日程

昭和 59年 9 月 26日(水)

午前 10 時 開 議

(議案審査報告)

日程第 1 議案 第 86号 日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定Kつ

いて

日程第 2 議案 第 87号 昭和 59年度日野市国民健康保険特別会計補正予算Kつい
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午後 4時 40分開議

0議長(高橋通夫君 ) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 28名であります。

お諮りいた します。議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

c r異議な し」 と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長することに

決定いたしま した。

お諮り いたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩をいたします。

午後 4時 41分休憩

午後 11時 57分再開

0議長 (高橋通夫君 ) 休憩前に引き続き会議を開きます。

本日の日程について、 先ほど議会運営委員会を開きましたので、議会運営委員長の報告を求

めます。( r省略 しちゃえJr報告を求めたんだ、報告するんだJr議長が求めたんだ」と呼

ぶ者あり)

〔議会運営委員長登壇〕

0議会運営委員長 (中山基昭君 ) 先ほど議会運営委員会を開催しまして、本日の日

程は本日中に消化できませんので、明日、本会議を開くことに決め、さらに明日の会議は、午

前零時に繰り上げて開くことに決めましたので、ひとつよろしく御協力をお願いします。

0議長 (高橋通夫君) ただいまの議会運営委員長の報告のとおり決定するに御異議あ

りませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議ないものと認め、 さょう決定いたします。

お諮り いたします。本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。
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( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって本日は、これにて延会する

ことに決しました。

本日の未了日程は明日の日程といたします。

本日はこれにて延会いたします。
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日程第 1
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午前3時2分開議

0議長 (高橋通夫君 ) 本日の会議を開きますO

ただいまの出席議員 29名であります。

これより審査報告に入ります。

議案第 86号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定、議案第 87号、昭和

5 9年度目野市国民健康保険特別会計補正予算(第 1号)の件を一括議題といたしたいと思い

ますが、こ れに御異議ありませんか。

c r異議な しJと呼ぶ者あり 〕

0議長 (高橋通夫君 ) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

O厚生委員長 (市川資信君 ) 議案第86号、日野市国民健康保険条例の一部を改正

する条例の制定について、委員会における審査の経過並びにその結果を御報告申し上げますO

本委員会は、去る 9月21日に開催し、理事者より本件に対する提案理由、並びに議案の内

容等につき、詳細なる説明を求め、慎重審査を行った次第でございます。

主なる質疑及びその応答を概略申し上げますと、本件は理事者から提案理由にもありました

ように、去る 8月7日、健康保険法改正案が国会において成立いたしました。御承知のように、

サラ リー マンや公務員など健保本人の 10割給付を廃止し、定率 1割の自己負担導入を基本と

して、国庫負担なしの退職者医療制度などが改正の主な内容でございます。それら改正に伴い

国保条例改正の提案がなされたものでございます。

改正内容は、退職被保険者一部負担金の 100分の 20、同じく被扶養者は 100分の 30、

ただし入院の場合は 100分の 20、また、看護移送についても同様の負担金とする改正でご

ごいます。

高齢退職者は、退職後国民健康保険に加入するため、医療の必要性の高まるときに給付水準

が低下し、また、その医療費の負担は主として国保加入者、いわゆる自営業者、農業者等に依

存することとなるこの不合理を是正するために、退職者医療制度を創設したものでございます。

施行は 10月1日からとするものであります。

退職者医療保険に国庫負担がな l¥。国保において国の負担は軽くなるが、国民の負担はふえ
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るのではな~¥か等の意見がありました。 このほか各般にわたり質疑が交わされたのでございま

すが、細部については省略させていただきます。

以上により質疑を終結 し、採決の結果、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきも

のと決した次第でございます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

続いて議案第87号、昭和 59年度目野市国民健康保険特別会計補正予算第 1号の委員会に

おける審査の経過並びにその結果を御報告申し上げます。

本委員会も 86号と同じように、9月21日開催、理事者より本件に対する提案理由並びに

議案の内容等につき、詳細なる説明を求め、慎重審査を行った次第でございます。

本件は、歳入歳出それぞれ 2，796万 6，000円を追加し、歳入歳出合計をそれぞれ27億

4，779万 8，000円とするものでございます。まず 6ページ、 7ページの 1億 9，991万

6，000円の減額は、条例改正の際、説明がありましたとおり 、退職者医療制度実施に伴い国

庫負担金が減額されるわけであります。もちろん後で出てまいります被用者保険の拠出金がそ

の額を補うことになります。 8、9ページは、昭和 58年度の繰越額を追加いたすものであり

ますo 1 0、 11ページは、被用者保険からの拠出金であります。 以上が歳入で、差し引き

2，796万 6，000円の補正となるわけであります。

さらに、 12ページ、 13ページの歳出の総務費のうち、一般管理費の追加 696万4，000

円は、今年 1人職員増があったことと、退職者医療制度実施に伴う一覧表の手数料と、従来行

ってまいりました医療費通知を 5分の 1から 2分の 1に変更するための委託料であります。

1 4ページ、 15ページは、退職者医療制度の実施に伴う電算委託料の追加であります。 16 

ページ、 17ページは、 3月までの療養給付費を見込み、不足額を計上したものであります。

意見の中に、退職医療制度に国庫負担がない現状の中で、医療保険制度に問題があるO 国保

の負担が軽くなるが、国民の負担が増加するのではないか。あるいは他の委員から、国政レベ

ノレと市レベノレとの聞に問題はあるが、現状の中ではやむを得ない等の意見の中で、これら各般

にわたり質疑がなされたのでありますが、細部については省略させていただきます。

以上により質疑を終結し、採決の結果、本件は賛成多数をもって、原案のとおり可決すべき

ものと決した次第であります。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君)

たします。

本 2件について御意見があれば承ります。 一ノ瀬 隆君。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

o 1 1番(一 ノ瀬隆君) 一言簡単に意見を述べさせていただきます。

退職者医療制度について、私ども社会党は、第 10 1国会の審議に際して、被用者保険から

退職者医療に移行する際に、給付率がレベノレダウンにならぬよう、国庫負担を導入して退職者

の医療給付率を引き上げる ことを主張してきました。結果として、健保組合と各保険者による

医療給付の道を開く衆議院修正が行われただけで、私どもの主張は入れられませんでした。し

たがって、国会審議の経過から見て、私たちは、この議案に基本的に反対であります。こ のこ

とをまず明確に表明しておきたいと思いますO

しかしながら、私たちは森田市政を支える責任与党として、これに対処しなければならない

と思います。反対し否決することが、市政を混乱させ、市民に迷惑をかけることになると考え

ます。したがって、議案第 86、 87号について賛成することを申し上げておきたいと思いま

す。

以上です。

O議長 (高橋通夫君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

結いたします。

これより本2件について採決いたします。本2件に対する委員長報告は、原案可決でありま

す。本2件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長(高橋通夫君) 挙手多数であります。よって議案第86号、日野市国民健康保

険条例の一部を改正する条例の制定、議案第 87号、昭和 59年度日野市国民健康保険特別会

計補正予算(第 1号)の件は原案のとおり可決されました。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれにて散会いたしますO

午前 3時 13分散会
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清掃部長 大 貫 松 雄 君 都市整備部長 結 城 邦 夫 君 日程第 5 議案第 77号 昭和 59年度目野市一般会計補正予算について (第 2号)
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水道部長 永 原 照 雄 君 病院 事務長 佐 藤 矢国口 春 君 日程第 6 議案第 72号 日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の制定について

教 育 長 長 沢 良E 君 教育 次長 山 哲 夫 君 日程第 7 議案第 73号 日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条

福祉事務所長 須 藤 雄 刀て 君 例の制定について
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午前 1 0 時開 議 1号 〉

日程第 15 議案第 82号 昭和 59年度日野市農業共済事業特別会計補正予算について
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(一般会計決算特別委員会 〉
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日程第 36 請願第 59 -1 0号 核巡航ミサイルトマホークの日本寄港を拒否し、非核三原

則の完全実施を求める決議と政府に対し、意見の具申を願

う請願

日程第 37 請願第 59- 1 1号 市道 68号線に隣接する市有地に関する陳情

日程第 38 請願第 59- 1 4号 衆議院議員定数格差是正に関する陳情
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(建設委員会)

日程第 42 請願第 57-3 7号 高幡不動駅北側地区の区画整理に対する反対請願

日程第 43 請願第 57-5 1号 高幡地区区画整理に対する京王線高幡不動駅南側住民の反

対請願

日程第 44 請願第 57 -5 5号 高幡不動駅南新井東地区の区画整理に対する反対請願

日程第 45 請願第 57ー 59号 土地区画整理事業策定にあたって当該計画より第一豊田荘
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日程第 51 請願第 59- 8号 生活道路設置に関する請願

日程第 52 請願第 59- 9号 下水道設置に関する請願

日程第 53 請願第 59- 1 6号 基盤整備に関する請願
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昭和 58年度目野市聞民健康保険特別会計決算の認定について

昭和 58年度目野市都市計画事業特別会計決算の認定について

昭和 58年度 日野市下水道事業特別会計決算の認定について

昭和 58年度日野市立総合病院事業会計決算の認定について

昭和 58年度日野市受託水道事業特別会計決算の認定について

昭和 58年度日野市農業共済事業特別会計決算の認定について

昭和 58年度 日野市老人保健特別会計決算の認定について

昭和 58年度日野市仲田緑地用地特別会計決算の認定について

(総務委員会)

日程第 26 請願第 59- 2号 開立病院・療養所の充実を求める陳情

(文教委員会)

日程第 18 議案第 62号

日程第 19 議案第 63号

日程第 20 議案第 64号

日程第 21 議案第 65号

日程第 22 議案第 66号

日程第 23 議案第 67号

日程第 24 議案第 68号

日程第 25 議案第 69号

(請願審査報告)

日程第 27 請願第 59- 5号 日野第五小学校校舎改修及び校庭改良工事促進に関する請

日程第 28 請願第 59- 1 3号 福祉センター湯沢会館に映写機の設置を願う請願

(建設委員会)

日程第 29 請願第 59-6 6号 薬王寺の寺社林保存に関する陳情

(総務委員会)

日程第 30 請願第 58-1 5号 退職金引下げに関する陳情

日程第 31 請願第 58-1 8号 公団家賃の再値上げに反対し、 「国会要望事項」の全面実

施を求める意見書提出を願う請願

日程第 32 請願第 58 -2 4号 循環パスに関する請願

日程第 33 請願第 58-2 9号 循環パス市案に反対する請願

日程第 34 請願第 59- 3号 日野台一丁目に所在する(株)小笠原機械製作所旧社有地

取得に関する請願

願

(厚生委員会)

日程第 5'4 下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件
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日程第 55 

日程第 56 

日程第 57 

日程第 58 

農林水産省跡地利用対策特別委員会の継続審査議決に関す

る件

高幡踏切対策特別委員会の継続審査議決に関する件

廃棄物対策特別委員会の継続審査議決に関する件

市民会館建設対策特別委員会の継続審査議決に関する件

(請願上程)

日程第 59 請願第 59- 1 8号 オストメイト(人工紅門、人工跨脱造設者)に関する身体

障害程度等級の認定等についての陳情

日程第 60 請願第 59-1 9号 租税教育の推進に関する 請願

程第 61 請願第 59 -2 0号 産休あけ保育の実施と低年齢児保育の定員増に関する請願

(議案上程)

日程第 62 議員提出議案第 20号 日野市交通安全都市宣言に関する決議

日程第 63 議員提出議案第 21号 文化財保護法にもとづく埋蔵文化財発掘調査の改善を求

める意見書

日程第 64 議員提出議案第 22号 実効ある男女雇用平等法の制定を求める意見書

日程第 65 議員提出議案第 23号 思想・言論 ・結社の自 由を奮 う政党法制定に反対する意

見書

日程第 66 議員提出議案第 24号 人事院勧告完全実施と地方 自治の本旨確立に関する意見

書

日程第 67 議員提出議案第 25号 政府の年金制度 「改革Jに反対する意見書

日程第 68 議員提出議案第 26号 国鉄「介割・民営化」に対する意見書

日程第 69 議員提出議案第 27号 医療費負担の軽減を求める意見書

日程第 70 議員提出議案第 28号 国庫補助負担率引き下げによる地方自治体と住民への負

担転嫁に反対する意見書

日程第 71 議員提出議案第 29号 児童扶養手当制度の改正に反対する意見書

日程第 72 議員提出議案第 30号 道路財源確保に関する意見書

日程第 73 議員提出議案第 31号 国立病院・療養所の統廃合・地方自治体・民間移譲反

対に関する意見書
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追加日程第 1

本日の会議に付 した事件

遺跡調査会使途不明金事件に関する不起訴処分決定に伴う

責任問題について

日程第 1から第 61及び、追加日程第 1まで
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午後 2時 8分開議

0議長(高橋通夫君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員 29名であり ます。

お諮りいたします。ただいま遺跡調査会使途不明金事件に関する不起訴処分決定に伴う責任

問題の件につき、小山良悟君から緊急質問の通告があります。所定の賛成者がありますので、

この際、 緊急質問を日程に追加 し、 発言を許すことに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり j

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって小山良悟君の緊急質問を日

程に追加し、発言を許すことに決しました。

小山良悟君の発言を許します。

C 4番議員登壇〕

04番 (小山良悟君) ただいま議長から緊急質問のお許しを得ましたので、今般の遺

跡調査会の使途不明金問題で、 日野市が告訴しておりました刑事訴訟の結論が、不起訴という

ことで検察庁より回答をいただいたわけであります。

この問題につきましては、日刊紙でもいろいろ報道されまして、また、日野市の広報に監査

報告などもされまして、市民の皆さんにも大きな関心を寄せていただいている問題であります

が、今回の検察庁の不起訴という決定でありますけれども、遺跡調査会の柳下元事務局長の業

務上の横領ということで告発し、そしてその起訴を期待していた当局にとっては、非常に落胆

する結果というふうになったんではな l~かと思うのでありますけれども、私は、もともとこの

問題について、 議会におきましても百条調査委員会が設置されましたが、その一員として、私

もこの問題の解明に努力したわけでありますけれども、 百条委員会を通じての私の一貫した考

え方は、こ の問題は、もともと一職員の個人的な犯罪ということではなくて、遺跡調査会の組

織そのものの構造的な犯罪である、組織犯罪である、ということを一貫して主張してまいった

わけであります。その私の主張が、ある意味では今回の不起訴決定ということが、 裏づけられ

てきているんではないかというふうに思うわけであります。

不起訴になった理由については、検察当局は明らかにしないということでありますけれども、

先ほど御報告を全員協議会で受けた報告書によりますと 、まず、事件の発生が昭和 52年から

5 4年にかけてであり、時間が経過し過ぎている。 2番目に、業務上横領の立証の決め手は、
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日常的に作成される帳簿ごとに、本件ケースにおいては原因者別収支明細の記帳であるが、帳

簿自体が陣、厳ないし改ざんされている。 3番目に、業務上横領が 735件の多数に及び、これ

を 1件 1件解明し、裏づけ証拠を調えることは、捜査当局の現状にてらし、時間的、物理的に

無理である。 4番目として、賃金に二重払いの対応をとった業務上横領の関係者である作業員

の大半が、各市に散在するに至っている η 柳下氏が着服した部分と、目的外流用との区分が、

帳簿類のずさんさのゆえに明確にしがたいとの諸点から、公判維持に十分な裏づけ立証が困難

であると思慮された、こういう報告でございます。

この報告の結果については、ただただ今回の問題を、結果の、いわゆる使途不明金が出た、

それの使い込みが、経理を担当した事務局長の犯罪であるというふうな、市当局挙げてそうい

うふうな観点から考えれば、今回の不起訴は、不本意でありますけれども、 しかし、今回の不

起訴になった理由についての報告書に示されていることは、結局これは経過のことを示してい

るわけであります。経過が、非常にいろんな意味でずさんで、民間の感覚では到底考えられな

いというふうな経過があって、結果として公判を維持することができない、というふうな形に

なったわけであります。

したがって、私が強く主張したいことは、単に柳下個人の、柳下氏の使い込み事件というの

ではなくて、遺跡調査会の経過そのものが、今日の犯罪を引き起こしてきた要因を積み重ねて

きた、ということが、強く言えるわけでありまして、この責任のあり方については、むしろ現

遺跡調査会長が、元遺跡調査会長である森田会長に損害賠償を求めるべき筋合いのものであっ

たというふうに、改めて主張したいわけであります。

私は、百条委員会での質疑の議事録をちょっとコピーをとってきたんですが、これを経過を

読みながら、私の主張していきたいことを明らかにしていきたいと思うのです。

まず、遺跡調査会の会長として、やはり遺跡調査会の業務のあり方、動向とか、そういった

ものをやはり会長として当然把握している責任があったろうと思うんですが、その辺のところ

の責任感欠如が、今日の問題を引き起こしてきたわけであります。

状況の変化を逐次申し上げていきますと、昭和 50年に文化財保護法の一部が改正され、 議

員立法で行われたわけですけれども、法律の強化によ って、発掘調査の充実を求められたわけ

であります。周知の遺跡の区域内に、土木工事を行う場合の届け出が義務づけられ、埋蔵文化

財発掘に関する事務が増加してきているわけであります。

個人の発掘調査の費用は、 5 3年度後半からは、国や東京都や市が負担する、という補助制

度ができたのでありますけれども、 5 3年度前半までは、調査費用は原因者負担という ことに

なっておったわけであります。調査費用は調査団で概算で予算を立て、そして調査が完了して

調査費用を預かったものを精算する、という形をとってきておったわけであります。

しかし、実際に調査費用が原因者負担ということは、家を建てられる方というのは、非常に

厳しい努力といいますか、困難な状況の中から努力を重ねられて、やっと家、マイホームを手

にするという方々が大半であります。退職金を払って、あるいはローンでというふうな形で、

家を建てる ことに負担が大きく て、とてもじゃないけれども、そういう埋蔵文化財の発掘調査

費用まで 現実はなかなか負担できない、というふうなこともあったようであります。

まして、調査費用が概算で見積もって、それが実際に調査して、終わったら調査費用が不足

したんで、その不足分をください、とこれを原因者の方にいただくということは、不可能に近

l ¥ぐらい厳しいことであったということであります。

しかし、埋蔵文化財については、法律上事前に発掘しなければならず、お金の調整がどうで

あろうと、調整にかかわらず調査が先行するという形になっていることが、問題であったわけ

であります。こういう法律の改正によって、埋蔵文化財発掘に関する事務量が増加してくると

いう状況を、まず会長として把握しなければいけない。このことが大事なことであります。

したがって、現場の方からも、当然のことながら、いろいろ市当局に対して、人員の増強と

いうものを訴えているわけです。問題を起こしたといわれている事務局長自身が、このことを

申されております。

5 7年の 10月18日、第4回の百条委員会でのやりとりなんですが、議事録ですので途中

から、若干理解しにくい部分があるかと思いますが、御容赦いただきたいと思います。

まず、委員である私の発言からですが一一 ある程度今の説明で、後回しの処理といいますか

ね、ということが重なって、日常の業務でそれが原因で経理処理がずさんになったというふう

に御説明されているようなんですが、それにしても、いろいろこの柳下さんの経過報告とか、

あるいは庁内の調査報告とかあるんですが、その中で、私どもの常識で考えてですね、いろい

ろ忙しいにせよ、どこ の分野だって忙しいことは忙しいわけでしょう。仕事が忙しいことはわ

かっているわけですが、本来事務局長として、調査会の事務面の最高責任者として、たとえば

領収証がないだとか、説明ができないとかいう部分のものがかなりあるわけですね。だから、
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そこら辺のところは、たとえば何年度かにわたって仕事を担当されたわけですから、その今の

ーー また、柳下課長から後に引き継いだ方々は、その後の処理については、正確にされている

という ことを言 っていらっしゃるわけなんです。で、そういう状況の中で、柳下さんが事務局

長時代だけ特にそういうことをできなかったというふうなことが言えるかどうか、非常に疑問

に思うわけなんですが、なぜ在任期間中にある程度の経理処理のけじめといいますか、事務処

理のけじめをつけなかったのか、その辺のところをちょっと、率直なところをお伺いしたいと

思います。

柳下証人一一これは私、自分で逃げるという形ではございませんので、御理解していただき

たいと思うんですが、現在、社会教育で遺跡、を担当して事務処理をしているのが、主幹がおり

ます。それから担当の係長がおります。それからなお、これは臨時であろうかと思いますが、

正確ではありませんが、 2名の女性が経理処理しておりますの私の在任中については、先ほど

申し上げましたように社会教育に移りまして、移った時点では担当の職員が 1人おりましたけ

れども、それが異動になって、職員、それを遺跡、の方の関係を担当する職員がだれもいなくな

りましたということで、これはぜひ補充をお願いしたいという形で、再三職員課なり市長の方

には申し上げておりましたけれども、なかなかそれに対する職員の配属というのはございませ

んで、それで当面、昔、当時職員が配属されたときに、遺跡の事務所でいろいろその職員と職

員に協力をし、若干そういう遺跡の賃金の台帳であるとか、いろいろな形のもので経験がある

御婦人がおりましたので、その御婦人にお願いして臨時一一それまではアノレバイ トでございま

したけれども、そういう事務処理をある程度手伝っていただくということで、やっと臨時とい

う形で、その方に事務処理をしていただくような形をとったわけでございます。

そこで私が、また発言しております。一一先ほどのちょっと蒸し返しで恐縮ですが、一々細

かいことの賃金の水増しとか、あるいはそういうふうなものについての伺い立ててなかったけ

れども、大筋については、ある程度上司の方も、そのことの処理といいますか、というものに

ついては理解しておったというふうに受けとめてよろしゅうございますか。事務局長だけが承

知してやったことじゃないということでよろしいですか。

柳下証人一一 内容的にはどの程度把握しているかということはわかりませんけれども、若干

そういう処理をしなければいけない事情があるというふうな、そういう含みは承知しておられ

ると思いますの

-584-

このよ うなやり とりしているわけでありますが、現場での、 とにかく こう いう厳しい人員不

足といいますか、仕事量の増大に伴う人員配置がされていないという ことの訴えをしているわ

けでありまして、 これは文書でもやっているわけであります。つまり、こ ういう状態は、遺跡

調査会の会長である市長自身もある程度承知しておったという ことであります。

5 2年の 8月1日付で、総務部長加藤一郎殿あてに日野市教育委員会から、柳下課長と、こ

れまた教育委員長の印鑑が押 しであるわけですが、 「職員の増員要望について一|という文書が

出ておるわけであります。細かい内容はよみませんけれども、こ ういう書類までちゃんと出て

いるわけであります。当時のそういう発掘調査の仕事量がふえ、事務量も増大するので、人員

を補充してほしい、 という ことをきちんと訴えているにもかかわらず、適切な人員補充をしな

かった、 ということが、これも こういう遺跡調査会の問題を起こした原因の一つになったわけ

であります。

好むと好まざるとにかかわらず、後回し処理といいますか、仕事がどんどんふえて、正確に

毎日毎日が処理できなくなってきた、そこにずさんさがあらわれてきているわけであります。

このことが、まず第 1点はっきり指摘できるわけであります。

それから告発状ですが、日野市が、市長が告発人になっておりますけれども、代表者になっ

ていますが、告発書の中に、告発の事情として、その中に「経理の基本を大きく逸脱したきわ

めてずさんな事務処理を行ってきたが、すなわち、いわゆる水増し賃金の支払をしてい る事実

が判明したのである j云々というようなことが書いてあるわけですが、このような指摘であり

ますけれども、こういう事務処理をしなきゃならなかったという状況、そういったものも、実

は告発している森田市長が会長であった当時から、 この問題も実は承知しているということが、

百条委員会のやりとりで明らかになっているわけであります。

ちょっとその辺のところを読み上げますと、 5 7年の 11月30日の第 6回でありますが、

私の発言であります。一一監査の内容は、勘違いも二、三あるんじゃな L¥かというふうなこと

ですけれども、それはそれとして、結局もう方向としては、たとえば監査の方も、あなたに損

害賠償というような形で、あなたに責任を求める形に、もう現実になってきているわけです。

で、監査の内容が若干勘違いあるにせよ、一応あなたも責任を負わなければならない部分があ

ると。その場合に具体的に責任を負わなきゃならないという形になったときに、 あなただけがその責任

を負わなければならないというふうに考えるか、あるいは組織としてです、やはり組織自体も、
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長も含めまして責任をとってもらうのが筋だろうというふうにお考えになるか、あなたの見解

をひとつお伺いしたいと思います。

柳下証人一一内容的に、従来から申し上げましたように、経理的な操作、それから、いろん

なそういう形についての問題については、私、そうせざるを得ないという、この前、御指摘得

ましたけれども、そういう経緯を踏まえて、ずっと現在まで来ていた中で、これがたとえばそ

の責任という形になりますと、私自身がこの遺跡調査会のこういう予算使用、そういったもの

を私ごとに云々ということが絶対私はないということを断言して申し上げます。そういう形の

中で、いろいろなこの問題についての事務上の操作、そういったいろんな形の中での問題点が

あった場合には、これは私だけの責任ではないと、そのように考えております。

それに対してまた私が質問しておりますが一一ちょっとなにか戻るような質問で恐縮なんで

すけれども、あなただけの責任じゃないというふうに断言するという ことをおっしゃられまし

たけれど、それの裏づけといいますか、とい うふうになるかどうかわかりませんが一一これは

昭和 52年の問題だと思うんですが一一 10月18日の証言の中で、神明上のきょうだい、姉

さんと妹さんが 2戸家を建てられるときに、当初見積もった調査費用のオ ーバ一分ですか、な

かなか徴収できないというか、いろいろ トラブルがありましたですね。そんな関係から、確認

調査はなかなか困難であるから立会調査に切りかえてほしいということを、調査会を開いて

要請したと。その席で、こういう経理をしなければ処理ができないという具体的な話はしなか

ったけれども、何らかの形で費用を負担しなければ処理できなくなるということで、延々 6時

間も検討していただいたということなんですね。その時期がいつかということと、調査会の出

席されたメンバ一、たとえば会長、副会長、あるいは団長なんかも出席されておったのかどう

か、それをお伺いします。

柳下証人一一時期を調べてくればよかったんですが、その時期、明確に調べてまいりません

が、一応 52 年の初めごろじゃな~¥かなという記憶なんですが、それは確かではございません。

そのときの出席している役員は、欠席者は 1人もいなかったと思います。ですから、そのとき

の、その時期の遺跡調査会の委員の方々たちは、全員出席という形での会議だと思いますの

小山委員一一そうしますと、全員一応出られたと。そのときに、いわゆる経理操作といいま

すか、をしなければ切り抜けできないような形の内容になってきたがもこういう問題、どうや

ってとにかく対処していこうかというふうな内容だろうと思うんですけれども、延々 6時間 も、
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会長も含めまして討議されたということは、その出席された皆さんも、かなりそういったこと

はもう認識 しておるというふうに解釈できるわけですね。そうしますと、延々 6時間も討議を

されてき たわけですから、そ の後、今日まで経過しまして、こういう 問題が起きてきたという

こと は、ある意味では、調査会のそのとき出席された皆さんも、本当に こういうことが起きて

きたということは、共同の責任があるんじゃなし 1かというふうにも指摘できるわけなんですが、

そのときの結論といいますか、結論が出なくとも、会議の方向としてはどういう形で展開され

たか、そしてまた、そのときの方向づけがどういうふうな見解一一ちょっとコピーが切れちゃ

~ ¥ましてはぐれておりますが一一多分そのときの会長の御意見がどのように示されたか、お伺

いしたいと思います、と。

柳下証人ー一一かなり長時間いろいろ論議したわけでございますので、その論議の中には非常

に微妙な問題もございます。ですけれども、一応たしか 12時過ぎにその会が閉会になったわ

けですけれども、それ以前に 1時間ぐらい、 1 1時ごろだったと記憶しておりますが、会長の

方で、一応この問題はかなり重大な問題なので、き ょう ここでの結論ということでなく一一こ

れは森田会長でございますが、このようにはっきり申し上げておるわけですね一一会長の方で、

一応この問題はかなり重大な問題なので、き ょう ここで結論ということではなく 、事務局の方

でもう少し詳しい資料を出した上で、再検討をするようにしたいという申し入れが、たしかあ

ったと，思います。

そこで、途中ちょっと略しますが、私が発言しております一ーじゃ確認しておきますけれど

も、非常に重大な問題だというふうに市長も認識された、会長も認識されたということで、延

々議論したけれども、結局従来どおりの形でやらざるを得ないというふうな会の結論というこ

とですね。そうしますと、先ほどのほかの委員の質問で、経理操作は前任者の踏襲というふう

な形で、一応証言されましたですね。ということを含めますと、そういう経理操作をされるの

もやむを得ないというようなことを、 5 2年のこの調査会の段階で、従来どおりのやり方でや

らざるを得ないんだという一応結論を出しておったというふうに理解してよろしいですね。

柳下証人一一結構です。

こういうやりとりもあるわけであります。これはまことに重大な問題であるわけであります。

これは一職員が、事務局長でありますけれども、市の職員であります。その権限でこの問題を

解決できるような問題ではなかったわけであります。これは、遺跡調査会の会長である森田市
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長の重大な問題と認識して、経理操作についての認識をしておったわけでありますから、後日

になって柳下 章氏を相手に、 こうした森田市長が経理の基本を大きく逸脱したきわめてずさ

んな事務処理を行ってきたかというふうなことを、まるで人ごとみたいに告発しているという

ことは、全く許しがたいことではなし 1かというふうに、私は改めて思うわけであります。

この段階でこういう状況を救えるのは、市長しかいなかったわけであります。適切な予算措

置ができ たんじゃな l¥かというふうに私は思います。調査会としての費用の捻出については、

非常に厳しい状況であるわけですけれども、いわば経理操作しなければ乗り切れないような会

の運営だということであるならば、基本的にやはりその辺のところにメスを入れて、市民から

叱責を受けないような形を確立すべきであったわけであります。そういったことを全然、会長自

身、市長自身がそういったことに取り組まないできた。後々になってこういうことで問題が公

になって、人ごとのように告発しているということが、見ようによっては全くこつけし¥な話で

ありますし、また怒りも覚えるわけであります。このことをまず指摘しておきたいと思います。

それから、遺跡調査会には規約があったわけであります。 I日野市遺跡調査会規約Jという

のがあるわけで、 4 ~年 1 0月27日に施行されておる わけですけれど も、今回の使途不明金

の問題の要因として、常々指摘しておりますことですけれども、 調査会の規約に、監査制度が

なかったということであります。しかも、この監査制度が最近になって指摘された、問題が起

きてから指摘されたんではなくて、すでに 52年に はもう指摘 されているわけであり ますη こ

の監査制度についてやりとりがあり ますので、これもちょっ と触れますけれども……。

これは、 5 7年の 11月11日第 5回、小山委員一一ちょっとばかにした質問なんていうふ

うに思わないで聞いてもらいたいんですが、あなたの社会教育課長としての仕事の最終的な責

任者は、どなたでございますか。

柳下証人一一教育長であると思います。

小山委員一ーでは、遺跡調査会の事務局長としての最終的な仕事の責任者は、どなたでしょ

うか。

柳下証人一一遺跡調査会長であると思います。

小山委員一一つまりあなたのなさっていることは、あなた個人もいろいろ責められているわ

けです。それはあなたの不徳のいたすところということになるかと思いますけれども、単にあ

なたを責めるだけでこの問題は解決できないわけです。本質的な体質というものを解明し、そ
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れにメスを入れなければ、 こういうふう な問題は今後またあり得るということが指摘できると

思 うわけであります。それで、私は先ほど監査を行わなかったことについて 申し上げましたけ

れども、あなたが監査委員を設置する規約の改正を起案したということを、前回証言しており

ますけれども、そのとき市長は、市長が会長を兼務していることも問題なので、それも含めて

改正 しなさいと指示された経緯があった ということですけれど も、それがいつごろなのか、時

期までは覚えていらっしゃいますか。また、それを何か証明できるみたいな文書みたいなもの

は、現在どう残ってい るのか、お伺いしたいと思います。

柳下証人一一時期は明確でございませんが、その裏づけというのは、一応起案をいたしまし

たので、あ るいは社会教育の起案簿に記載されているんではないか、こ のように考えます。

この件については その文書は確かにあったわけであります。日野市遺跡調査会規約にかか

わる監査制度の設置に伴う改正決裁書類、社会教育の高橋国夫さんが起案者になっております

けれども係長、課長、教育長、前川助役、森田市長はMと、漢字じゃなくてサインをしてい

るわけでありますが、御自身でも回議書に署名をしております。議題については、 「議案を作

成しており 、当日配布の予定です。なお、規約の改正につきましては、会計監査の新設及び規

約の追加です」こういうことになっているわけであります。もう 51年ですね、これは。 51 

年にすでに監査制度のない欠陥、こ の規約の欠陥を正すという動きがありまして、実際に書類

も出ているわけであります。( I何 月Jと呼ぶ者あり )5 1年 7月30日付になっております。

いわば市長が就任して 3年目になるわけですが、いずれにして も、この時点でもうすでに監査

規約を改正しておかなきゃならなかったわけでありますが、こ の監査の改正を怠っておった、

これも大きな問題であるわけであります。

さっきの続きを読みますが一一つまり、私が言いたいのは、先ほど市長の会長の兼職規定と

いうか、自治法に抵触する云々ということで、伺か議論かみ合わせているようですけれども、

私は今度のずさんな経理のこの問題は、市長の会長兼務については関係ないというふうに思う

わけです。問題は、監査がなかったということなんですね。監査制度、会長として先ほどあな

たの遺跡調査会の最高の責任者は森田会長であるというふうに申し上げております。ですから、

たとえば東京都に対するでたらめの責任も森田会長が負わなければならないことは、はっきり

したわけですね。それが組織なわけです。 したがって、調査会の問題のこの監査制度がないと

いうことは、会長も承知しておって、事務局長のあなたがわざわざ起案しておった。それを会
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長の兼務兼職規定に抵触するからそれも含めて云々という指示はされたけれども、とりあえず、

今後問題が予想されるから監査制度だけでもつくろう、というふうな指示はなかったというふ

うに私は受けとめるわけなんですけれども、問題はここに一つあるわけなんです。会長として

はこの監査制度を設けようと思えば、いつでもできるわけです。先ほどのやりとりでも調査団

も必要だと思っていた、事務局長のあなたも必要だと思っていた、会長である森田市長もそう

いうことを認めておるわけですから、会長として当然監査制度は即刻気がついた時点で改正す

べきであったろう。それをしなかったのが今日のあなたのでたらめな経理を誘引した大きな材

料であったろうというふうに私は判断するんです。そういう意味で、森田会長の責任というの

は重大なんですということを、私はここで指摘したいわけなんです。特別監査の報告書が出て

おりますけれども、この内容を読みますと最終的には教育長一一前教育長の倉又さんと、それ

からあなたに対してこの責任をしよってもらおうというふうな内容になっております。で、監

査は市長に対してあなたを告発を含めて厳重に処分すべきであるというふうな報告がされてい

るわけですけれども、あなた 1人がこういった問題を全部ひっかぶって、それで事が済むと思

うかどうか、ちょっとお伺いします。

柳下証人一一何というふうに申し上げていいか、ちょっと私わからないんですが、少なくと

もこの遺跡調査をこういう今までのような形で継続してきた基本的な問題について、当初それ

を担当し、こうし、う形に進む形をとらざるを得ないというのが、非常に、なにか先ほど夏井委員の御質

問であれなんですが、そういう形がとられないように、でき得れば遺跡調査会の総意で個人の

負担の軽減とか、そうい った形がなされれば非常に私としても、強いて言えば、これまでの経

緯がなかったんではなかろうかという、操作がなかったんではなかろうかという感じもありま

すので、その時点での遺跡調査会長は出席されておったわけですから、そこいら辺のことを含

めますと、強いて言うと私 1人という ことではないように思いますけれども一ーと、こういう

答弁をしたわけであります。こういうやりとりをしたわけであります。

この監査の問題についても、それから先ほどの経理操作の問題についても、柳下 章氏が答

弁しているには、結局でき得れば遺跡調査会の総意で、個人の負担の軽減とかという、そうい

う形がなされれば非常に私としても幸いだというか、操作もしなかったんでないだろうか、と

いうふうなことも答弁しているわけであります。つまり、これはもう体質的にこういう問題を

生む温床にしてしまったのは、遺跡調査会の会長の責任であるというふうに、ここでも強く指

摘できるわけであります。まず、この点も指摘しておきたいと思います。

それから、問題の柳下 章氏が勧奨退職で退職されたわけですけれども、これもいろいろ議

論されたわけでありますが、ここでもはっきり指摘しておきたいことは、多少の問題があった

けれども、大金を払わざるを得なかったというふうなことでありますが、これはもうすでに

5 5年に、柳下氏が退職されたのは 56年の 3月31日ですから、 もう 55年のうちに、これ

は現在の遺跡調査会の会長である小山教育次長が証言していることなんですが、 5 7年 10月

2日、第 3回の百条委員会の席でありますけれども、いろいろありますが、簡単に言いますと

一一不明瞭な点がございま したものですから、私も早速当時の上司であります倉又教育長のと

ころに報告すると。あわせて今回の会長であるところの市長の方にも、その点について御報告

を申し上げた一一ーと、はっきり申し上げているわけであります。

そして、一ーその点につきましては、たまたまこれは私の記憶がちょっと薄れてそるんで、

もし間違っていたらお許しいただきたいと思いますけれども、たしか昭和 55年の 12月15 

日に勧奨退職のいわゆる制度ができまして、その関係で役所に在籍中の 55歳以上の事務職員

については、 もし希望があれば勧奨退職に日を定めて応じてもらいたいと、こういうふうな依

頼があったように聞いています。そこで、柳下前課長がたまたま昭和 55年度に 55歳になっ

たというふうに聞いています。そこで、その勧奨退職に応じたわけでございます。その情報を

私はある人から、柳下課長が 55歳で定年でやめますよというふうなことを伺ったものですか

ら、それをその不明瞭なまま退職するということは、大変これは公金を扱っている立場からい

たしますると、これは何とかひとつ究明しなきゃならぬだろうということで、非常に私どもと

しては退職する前に、つまり翌年の 3月31日までの聞にできるだけ早い機会にこの問題を究

明要求 しようということで、倉又前教育長、佐久間主幹、それから私とこの 3名で、当時の担当者

であります柳下前課長、それから後で申し上げますけれども、これと遺調:調査会の会計事務の

担当をしておりました、先ほど佐久間主幹が触れておりましたけれども、大沢という女子がい

ましたけれども、こ の女子ら 2人を呼びまして、いろいろと証拠書類を出してほ しいと。ある

いはまた、不明瞭な点は一体どういうところに不明瞭な点があるかということで、いろいろお

尋ねをしたということでございます。たしか 3月31日までの聞に、これは私の記憶ですと約

8回か 10回程度だったと思いますけれども、柳下課長に来ていただきまして、いろいろと真

相究明を私の方からも深くお願いしたということで、それで結論から言いますと、大変残念な
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ことなんですけれども、その内容の全部を究明しないまま、私は先ほど申し上げましたとおり、

5 6年 5月18日に病院の方に転勤になったということでございます。

こういう証言をされたわけですが、これを証言を聞いても、この問題の意識という ものは、

非常に大きくとらえておったということが言えるわけでありまして、当然柳下氏の退職の際の、

勧奨退職制度の適用そのものも問題がありますでしょうし、退職金支払いについても、やはり

ここで、この点についての解明をもう少ししてから考えるべきじゃなかったかということも、

結果論かもしれませんけれども、指摘できるということであります。

それから、長くなって恐縮ですが、日野市で監査をしたわけですが、この監査の件について

も非常に この問題を浮き彫りにするような証言といいますか、話を、監査委員がしておるわけ

であります。これは 5~ 年の 1 月 3 1日の第 9回のやりとりですが、高崎証人は一一 非常にそ

の、今、話を伺っている中で、ちょっと感ずることなんですが、全段階をいろいろ読んでいた

だければわかることですが、非常に全般的につきまして、まあ、書類の不備があるわけです。

馬場さんも一一 これは馬場委員の質問のよ うですね一一馬場さんも商売をやっていらりやわか

ると思いますが、非常に出納帳や一一 4ページをごらんになって、書いてございます、普通預

金や小切手の発行控、いわゆるみみ等の存在もすべてない状態の中で、これが監査以前の問題

が非常に 多かっ たわけで、いわゆる書類をつくると言っちゃおかしいですけれど、 書類の準備、

監査までに出す書類をつくること、準備するという ことですよ、つく るという ことは、作成す

ることじゃないんです。それをやったわけなんでして、そ ういう 不明朗な、とても完成な、完

全なものというよ うな状態では全くない もので、すから、非常に普通の御商売やってもあ り得な

いようなことがあり得たんですから、なったんですから、ぐっとですね、いわゆる尺度といい

ますか、スケーノレ、レベルを下げていただきませんと、ち ょっと理解がしていただけないと思

うんです。だから、その点を一般の、市役所の一般会計でいったらばあり得ないことなんで、

その点ひとつ頭から理解していただきませんと因りまして、この一語一語聞かれますとですね.

恐らく私にはわかんないことが続出するんじゃないかと思いますけどね、その点ひとつ、まあ、

何だ、いいかけ.んじゃねえかと言われるとそれでおしま t'かもしれませんが、われわれはわれ

われなりに、 5 0日近く一生懸命や りまして、ゃった もんですが、ただ、あらゆる批判にたえ

得るものであるかど うかといいますと、はなはだ疑問に思いますんで、その点はひとつ御理解

願いたいと思t'ます。私はこれをですね、今こんなことを言 うことじゃなt'かもしれませんが、

-592-

これを一つのたたき台に しまして、百条委の方でもっと先へ進んでいただきたいということを

これは前にも、 議長さんにも私、 言っ たことがあるんですが、そういった形でひとつ読んでい

ただきたいなと思うんでございますが、これ今さらいつ紛失かどうかと言われましても、私は

そのときには、それよりもこの 400万という数字がダブりであるか、夕、、ブりでなt，かという

ことで頭いっぱいでございますんですから、その事実は何か、いわゆる行方不明の金を探すこ

とというか、幾らあんだかということが、経理の内容を調査依頼されておりますので、それが

頭いっぱいなもんですから、その点ひとつ御理解を願いたいと思います。ですから私、これち

ょっ と、たしか私はそのように聞いたつもりでございますが、果たしてそうじ ゃなかったかと

聞かれますと、どうかなという、ちょっと疑問はあるんでございますが、以上でございます。

日野市の代表監査委員が、今回の遺跡調査会のこの問題は、普通の商売やっていてもあり得

ないようなことがあり得たということでありまして、とにかく監査以前の問題が非常に大きい

ということを述べているわけであります。これは、-職員が使い込みしたとかなんとかいう問

題じゃなくて、書類管理の無責任さというか、そういったものが浮き彫りにされているわけで

ありまして、およそ役所に関連する仕事とは到底思えない問題であります。まさにこれは組織

的なというか、構造的な問題をここでも指摘しているわけであります。一個人の職員の使い込

みの問題じゃなかったんだということを、改めてここで認識しなきゃならないんじゃなし可かと

いうふうに思うわけであります。

それから、いろいろ問題あるんですが、たとえば、ここに倉叉前教育長とのやりとりの私の

発言がありますが、これをちょっと読みますけれども一一いろいろ責任のとり方といいますか、

そういったことで証人も大変責任感の強い方というふうに受けとめております。そして日野の

教育行政に教育者としてプライドと使命感を持つてなさってこられた証人であればこそという

ふうにいうわけなんですが、その責任のとり方でお話ししたいんですけれども、今実に無責任

な状態にあると。どういうことかと申し上げますと、まず市長がですね、調査会の会長は市長

職にある者ということが規約で決まっております。かわられる場合には、これは会長に事故あ

るとき、つまり病気をされたときとかいうことで、市長職を全うしているときには、当然のこ

とながらこの調査会の会長を務めなければならないということになっているわけですね。もし

どうしてもそういうのが不当だというのであるならば、規約の改正をしなければいけない。そ

れは役員全員が一致して規約の改正をするということにな っているわけです、旧規1約で。とこ
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ろが、その規約を改正する前にゃめちゃって、そしてもう市長が会長をやめているわけですね。

規約を改正する前にやめていると。非常に乱暴なやり方をしております。それから、その現在

の今度は会長が、全然現在いない人一一当時は空席だったわけですけれど も一一空席の教育次

長を会長という形に変えているわけですね。さらに会長代行というのが、今下回さ んが会長代

行をしておりますけれども、この会長代行は何にも知らないと。全然調査会のことは何もわか

っていないと。それが会長代行なんですね。さらに事務局長、社会教育課長の谷課長が事務局

長であるわけなんですが、この事務局長は名 目的な事務局長で、実質的には佐久間主幹が事務

局を取り 仕切っていると。その佐久間主幹は、こ の規約にはどこに も載っ てこない、 事務局員

でもなければ、事務局長でもなければですね、この調査会の中では組織的な位置づけは全然な

い人なんです。そういう無責任な立場の人が、実質的には事務局を取り仕切っているという形

なんです。ですから責任がはっきりしな l¥。 事務局長も全然この業務に精通 していない。 さら

に、会長代行なんていうのは、もう全然わかっていない。ただ名前だけを取ってつけた形にな

っている。さらに会長というのは、 もう空席になっている。そ して前会長というのは、 もうこ

の規約を無視 してゃめちゃっ ている。 非常にこの調査会と いう のはでたらめきわまりないわけ

なんです。そ ういうでたらめきわまりない、これは本当に会長である森田市長の責任とい うの

は大きいと思 うんですが、とこ ろがやめた方にだけこの問題のしわ寄せを負わせようとしてい

るような傾向があ るわけなんです。ですから、私はあなたが正直言って、こ の問題に責任を負

わされるというのは、心情的には本当にしのびないというふうに私は思うわけです。会社でも、

代表取締役と専務取締役は実質的にはえらい差があるわけなんです。つまり、権限の差なんて

いう のは大変な違いがあるわけです。責任の重さも大変な重さがあ るわけであります。こ の調

査会の会長、副会長、副会長は会長を補佐する と、 あくまでそういう規約になっているわけで

す。いいですか、それは倉又さんのまじめな性格、それは私はよくわかります。

まじめな性格だから、責任を何でも負いますというふうなことを言 っていますけれども、む

しろそうではなくて、あなたとは比較にならないくらい権限と責任を持っている会長の責任が

浮き彫りにされなければ、この問題の本質的な解決というのはできないわけなんです。あなた

がそんなに心が晴れないと日夜悩んでいるようですけれども、もう少しその辺のところを気を

取り直して、本来の本当に正しい責任のとり方、この遺跡調査会としての責任のとり方はどう

あるべきかということをよく考えていただきたいと思うんですが、そういう話の中で、私はこ
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の責任を負わなければならない当事者が、監査報告ではあなたと柳下事務局長になっておりま

すけれども、もう 1人大事な当事者は森田会長ではなし 1かと思うんですが、証人はどのように

その点についてお考えになりますか一ーと質問したら、奥住委員長より時間ですからというよ

うなことで、あれにされていますが。

いろいろ無責任な問題は、規約の問題についても、会長の辞任の問題についてもそうですが、

規約を無視してやめてい ると。そういうふ うな無責任な こと も上乗りしてやっているわけであ

ります。

さて、いろいろ指摘しましたで?が、今回の損害賠償請求のことではちょっとやりとりして

いるんですが、 5 8年 1月20日第 沢田ですけれども、小山委員一ーじゃあ次の質問しますけ

れども、まず助役が遺跡調査会が柳下元事務局長に対して、いわゆる損害賠償を求めましたけ

れども、この決定に助役もかかわっておったかどうか。それから、かかわっておったとすれば、

どういう立場でかかわっておったか、ちょっとお聞きします。

赤松証人一一遺跡調査会から柳下氏に 2，000万ちょっとですか、 2，000万余の損害賠償

を求めた。それから市の方からは遺跡調査会に精算報告をお願いいたした。これにつきましては、

1 1月の中匂になりましてから弁護士等に相談したという中での、相談といいますか、弁護士

との相談ですから弁護士の相談に持っていったという形でかかわっております。

小山委員一一この損害賠償は下回会長代行の形式的には、の責任においてされてますけれど

も、下回会長代行は実質的には伺もわからないということを議会でも話しておるわけですね。

したがいまして、この損害賠償のいわゆる意思決定の最終、実質上の責任者というのはどなた

でしたんですか。

赤松証人一一先ほど言いました 11月の初句に監査報告が出されました。その結果、弁護士

のもとへ参りまして、それには教育長も一緒でございます。そういう中での相談の中から、要

するに組織的な損害、遺跡調査会のというものであるので、遺跡調査会が柳下氏に損害賠償す

べきなんだという弁護士の見解でやったわけでございまして、意思決定といいますと私も入っ

ておりましたし、それから教育長、それから下田代行ですか、それから佐久間氏、入っており

ます。その中での弁護士からの損害は、遺跡調査会が受けたということで、遺跡調査会が遺跡

調査会の名前で柳下氏に行うべきなんだというふうな意見に従って行っているわけでございま

す。
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小山委員一一市長は全然かかわっておりませんですか。全くかやの外ですか。

赤松証人一一弁護士に行くと いうこ となどは私の方から報告していると思いま す。 定かでな

いんですけれども、報告している と思います。ですから決定とか何とかい うものについては、

弁護士からのこう こう、 こうい う進め、解釈とい うこ とで報告もしております。

小山委員一一そ うしますと弁護士に相談 した結果、こ うだ という ことで、それは報告して市

長も承知 しているという ことであれば、損害賠償の請求は、も う実質的には市長が、最高責任

者が承知しているということであれば、市長の責任という ことになるかと思 うんですけれども、

私は今回のこういういろんなやりとりの中で非常に疑問に思うこともたくさんありますけれど

も、また同時に非常にいら立ちといいますか、そういったものもあるわけなんです。特に今回

のこの損害賠償請求に関することなんですけれども、いわゆる専門の監査委員ですね、監査委

員が調べても時間的な制約とか、書類の不備などで、完全解明ができない、いわばさじを投げ

たような形の報告もしているわけです。したがって、損害額も一体幾らあるのか、確定できな

い段階であるわけです。今現在だって確定できないわけです。もう、さらに加えて、きょうの

午前中の証人の証言によれば、 この監査結果そのものもかなりいl¥かげんなところがあるとい

うようなことが、きょうまた指摘されるわけなんです。もし、そうしますと、この監査結果も

でたらめ、損害額もわからない、そういうふうな状況の中で、なぜあの時期にあわてて損害賠

償しなきゃならない、損害賠償の請求をしなきゃならなかったのか、そ こら辺などに大きな疑

問を持つわけなんです。やはり解明をして確たる損害額をはっきりして、その段階で損害賠償

というものをきちんとけじめをつけるのが筋だろうと思います。それがああいう段階で、いわ

ば何だかよくわけもわからないうちに損害賠償を請求している。請求される方も迷惑、迷惑と

いうか、思っていたより少ないということを喜ぶか、あるいは、とんでもない話だというふう

に怒っているかわかりませんけれども、いずれにしてもそういう不確定な、不明朗な段階でそ

の請求をしたということは、この遺跡調査会の問題そのものが不明朗なことがたくさんある中

に、何かつけ加えて、輪をかけて今の行政の、いわゆる責任者が輪をかけてそれに不明朗の材

料をつけ加えているというふうな感じがしまして、一体何をやっているんだろうというふうな

憤りを感ずるわけなんです。こういう、今の実態です。この実情の中であの損害賠償請求とい

うのは、本当に間違いのない正しい方法だったというふうに助役はお思いになっておりますか。

赤松証人一一あの損害賠償は柳下氏の遺跡調査会の経理責任と いうものについての、要する

に経理不明金を経理 したという ことについての責任追及という意味での損害賠償と心得ており

ます。議会でもそのように申し上げた次第でございます。そう解釈しております。

小山委員一一しかし、現実には経理責任追及するにしても、その経理の内容が把握されてい

ないわけですよ、不明朗の内容が。現にきょうでも、たとえば年報でしたか、支払いの件につ

きまして も調査会が払ったんじゃなくて、考古学会ですか、が払ったというふうな新しい事実

もきょ う出ているわけなんです。現実にそういう定かじゃない不明な点がたくさんあるわけで

すよ。そういう段階で経理の責任が追及できるわけがないんです。そう いう段階でそういうこ

とをしたというのは、なぜあんなに急いでされたんですか。もう一度お伺いします。

赤松証人一一経理責任というのは、経理は明々白々でならなきゃならぬ、 こう考えておりま

す。経理というのは、経理責任者というものは、不明の一点を残してもいけない。そういうも

のが随所に残っているというのは、経理責任の最たるものであると考えておるわけでございま

す。 (r答弁にはなっていないけれどしょうがない、時間がなし 1からj と呼ぶ者あり)と、こ

うなっておりますが、まさにこれは答弁になってないわけであ りまして…・・。

つまり、 損害賠償を請求した段階でも、遺跡調査会の経理内容というものが正確に把握され

ていなかったという、そういう状況であります。結局、形として遺跡調査会の元事務局長の柳

下 章氏を業務上横領ということで、日野市の遺跡調査会、ある l¥は日野市が告訴、告発する

という形をとったわけでありますけれども、今までの経過、本当はもっ とたくさん述べたいん

ですけれども、非常に時間がかかるわけで、本当 に大ざっぱにかいつまんで御事情をお話し申

し上げてきたわけですけれども、 大ざっぱな話の中でも、今回のこの問題が柳下 章氏の個人

的な犯罪だと思っておったんだけれども、このr飴邑を見ると、むしろこれは遺跡調査会そのも

のの問題であり、そしてその調査会の会長の責任というのは、きわめて重大だなということを、

新たに浮き彫りに されるわけなんであります。

そこで、質問の第 1点は、まず今までの事情経過からして、市長として改めて今回の問題に

ついては方向づけが間違っておった、みずから顧みて反省をし、責任をとらなきゃならない問

題であったというふうに受けとめたかどうか、その点はまず質問の第 1点であります。

それから、 5 8年の 3月11日に、日野警察署に告発をしているわけですが、このときに訴

訟費用といいますか、そういったものがかかっているわけであります。これはわれわれ市民の

税金でありますけれども、 5 7年度分は 77万 5，556円、これは日野警察署告発、告訴の際
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の弁護士に対する着手金等ということでございます。それから 58年度分については、 5 8年

の7月21日に地裁八王子支部民事訴訟を行った際の着手金、訴訟事務費用等で、 5 4万 2，5

o 0円。 58年の 3月は、弁護士謝礼金、事務費、これが 50万1， 5 0 0円。 57年、 5 8年

合わせまして、 181万 9，556円という税金が使われているわけであります。

さらに 59年度分については、弁護士の裁判出席の謝礼金とか、その他の経費については、

まだこれからなわけであります。この金額がふえるわけであります。

今度の、一番最初に説明すればよろしかったんですが、刑事告発、告訴は 58年の 3月11 

日に賃金関係で 715件、 1，498万 2，800円。それから 58年の 7月21日に賃金以外の

ことで 20件、 624万 4，224円。合計 735件、 2，12 2万 3.22 4円の業務上横領とい

うことで告訴、告発したわけであり ますが、それが今回不起訴という結果になったわけであ り

ます。

もともと冒頭に申し上げま したように、不起訴になった理由ということについての報告の中

でも示されているように、検察当局も、あるいは警察も検察当局も、とにかく司法当局が一生

懸命になっても、解明するような以前の問題だと。それから監査委員、これは公認会計士であ

ります。経理関係については、専門家でありますn 日野市の代表監査委員も一生懸命監査した

けれども、監査しょうがない、監査するには証拠がない、余りにもずさん過ぎる、こういう驚

くべき結果が出たわけであります。

今、一生懸命になって遺跡調査会当局、あるいは市当局は、この問題は柳下氏が使い込んだ

んだから弁償しろ、弁償しろ、とい う形の方向で一生懸命走っ ておりますけれども、ここで大

きく水を差されたわけでありまして、これは当初われわれが百条委員会においても主張してき

たように、今回のこの問題については、柳下氏個人の使い込みの問題じゃなくて、遺跡調査会

そのものの体質的な、構造的な犯罪だということで申し上げでありますから、むしろこの損害

賠償は森田市長が一一元遺跡調査会長森田会長にすべき筋の問題であったという ことを、改め

て私は強く主張するわけなんですが、そういったことも踏まえまして、今回の訴訟費用、刑事

訴訟の費用について、今回こういう不起訴という形になりましたですが、 もちろん民事の問題

もありますけれども、勝てば柳下氏に負担させることになると思うんですが、これとてわから

ないわけであります。

そういう状況の中で、私は少なくとも、一度簡単な減俸のあれをとったようでありますけれ
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ども、私はこの費用は森田市長が今回の問題の最高責任者として、 責任のとり方としてはいろ

いろあろうかと思います。厳しく求めたいわけでありますが、とりあえずは 58年度の決算認

定が議会に諮られる時期であり ますので、私はきょうこの場で市長に御答弁いただきたいこと

は、この費用を、市長みずからが減俸されまして、この費用を弁償されるというぐらいの責任

のとり方をしていただきたい、というふうに思うんですが、この件についてどう思われるか。

まず、二つの点について御答弁をお願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長 (森田喜美男君 ) このたび告訴、告発をしておりました遺跡調査会当時の会計

責任者、柳下 章元職員の不起訴処分という処分決定が、検察庁から通知されてまいりました。

そのことにつきましては、先ほどの全員協議会におきまして御報告をしたとおりでありますが、

またあわせて本会議場で緊急質問という形の質問を伺っておるところであります。小山議員の

御指摘の、当たっている部分もありましょうし、また、当たっていない部分もあるというふう

に、私は聞いたところであります。

それで、簡単に、簡潔に質問の部分についてのみ答えたいわけでありますが、要するにこの

事件解明の方向が、柳下 1人に会計責任、経理責任を負わせて、 それの弁済を求めておる、こ

ういう方向だが、その方向に不起訴という ことで一段階の刑事的な解明の不可能なことが示さ

れた。したがって、今までのやり方が適当でなかったんではないか、こういう御指摘でありま

す。

議会の百条調査特別委員会でも、偽証についての部分は告訴されたごとく 、われわれも刑事

責任に問うべき部分は、当然その手法によって解明を進めるということが、公の立場からいっ

て適当だと、このように理解をいたしてまいりました。

t ¥ずれも、不起訴ということで処分をされましたので、これから、先ほどの全協では、なお

その後の追及はどうなるかということの現段階の所信については、お答えをしたとおりです。

できるだけのことはなお追及をしなきゃならない、こういう趣旨でございます。

それから、あと民事訴訟においての追及の仕方が残されております。そのことも、今後とも

最大限の解明のための努力が必要であると思います。

それから、それらの訴訟等の経費に支払っておる、つまり法定代理人一一弁護士の経費は個

人負担、つまり責任者である会長が個人負担をすべき筋合いではなt¥かと、このような質問だ
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と思うんですが、私は公の場で行われた、また行政の中の仕事の事件でありますから、あくま

で公費をもってその責任の解明を果たすということが正当である、このように思っております。

その費用を、減俸をして負担をしてはどうかということにつきましては、これは私の先ほど

全協でお話をいたしましたとおり 、道義的、つまり総括責任者としての、市長はたくさんの仕

事がございますが、少なくも遺跡調査会の仕事も行政の中にあります。その責任組織といたし

ましては、まさにこれこそ教育委員会の固有の仕事でもある と。 本来、その段階、段階の責任

者が、当然あるわけであります。そのこと はこれまでも申し上げておるとおりであります。

なお、こう いう構造的な不祥事件の発生する根拠ということにつきましては、確かに会則に

おきましても、あ るいは制度の運用につきましても、 不十分な点がある、欠け る点があると。

言うなれば欠陥があったとい うこと は、言えるかと思っております。

それは、この調査事務のふなれということもあるかもしれませんが、安定といいますか、定

着していないという点 もあったかも しれませんが、いずれにいたしましでも、われわれの不審

に思いますのは、手間が足りない、あるいは事務能力に欠けるといいながら、改ざんであり ま

すとか、隠滅でありますとか、そういうことは非常に入念に行われておると。そういった、じ

ゃあ要因はど こから出たものだろうか、というようなこと も、ち ょっとおかしく思うと ころで

ありまして、正当性があるならば、処理する手段は不正をもって行うということは、私はなか

ったんではないかと、 こう思っ ております。

最後の質問のと ころですが、減俸ということ は、一度、 一番当初の責任をとるという意味で

の、みずからの自己諸責は行ったとおりでありますが、今後の責任につきましては、誠俸程度

のことで処理はできないだろう、もっと大きい責任を受けとめるべきだろうと、こ のようにも

思っておるところでありま して、 それらの決定には多少時間を要 して、と るべき自己誼責、自

己責任は果たしていきたい、こう思っ ており ます。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

ただいま市長が自己謹責といいますか、処分については、 とる

べきあれはとりますというようなことですが、市長は辞任まで決意されたかどうかわかりませ

んが、 しかし、今の話を聞きまして、市長の本当の認識が、全くずれているな、 ということを

痛切に感ずるわけであります。

今の、たとえば改ざんしたとか、証拠を隠滅したとかいうようなこと、事務処理に負われて
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大変忙 しい、忙しいと言っているのにそのわりにはよく改ざんしたとか、証拠を隠践したなん

ていうようなことをおっ しゃっ ていますけれど、 もうあきれて物が言えないというか、つまり

そうい う、市長の人事、適正なる人事配置していないということを、先ほども指摘しました。

これ も市長の責任なんです。つまり、 経理担当の高橋国失職員がいなくなってからずさんにな

ったわけでありますね。

こういうふう な組織というものは、特に経理の部門というのは、総合牽制のやはり体制をと

らなきゃいけないわけであります。そういうとるべき体制をとっておかないで、よく証拠を隠

践しただの、改ざんしたなんて人ごとみたいなことを言っていらっしゃる。そういう、市のほ

かの分野でもそんな感覚で市長は仕事をなさっているんですか。非常に恐ろしいことでありま

す。組織の長として考えるべき、あるいはまた発言すべきことじゃないと思うんです。

そして、今回のこの問題、刑事訴訟が云々、民事訴訟云々という ことで、そういう方面での

とらえ方に今一生懸命なんですけれども、肝心なことをもっとやはり、反省しなきゃいけない

んじゃなt¥かと、つまり 、これは政治問題だと。政治責任は大きいんですよ、ど うするんだと

いうことです。

先ほど申し上げましたように、経理の専門家である日野市の代表監査委員ですら解明できな

し1というふうな不祥事であります。それから、 日野市が弁償してもらいたい、あるいは刑事責

任をとらせたいということで告発したけれども、 警察当局、検察当局もこれを立証することが

できない、起訴する ことはできないというふうな、そういう事件であります。

刑事事件と民事事件は、それはそれでけじめをつけなきゃいけませんけれども、むしろもっ

と大き い責任は、問題は、政治責任のとり方であります。 2千数百万というこの金額について、

最終的に責任をだれがとるのか。そういう問題も後々尾を引くわけですけれども、私は金額の

責任のとり方もさる ことなが ら、今回の事件、遺跡調査会の事件は、森田市長の体質、これか

ら出てきているんだということで、政治責任だということです。痛切にやはり反省してもらわ

なきゃ因るわけであります。

市長が責任をとるということになりますと、これ以上追及する必要もなし 1かもしれませんけ

れども、先ほどの私の話した中で、当たって いることも当たっていないこともある、というふ

うなことですけれど、当たっていないことがあったら、堂々と反論してきていただきたいんで

すが、まず私が指摘したとおりだろうと思います、今までの経過からして。
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ついでだからちょっともう一つだけ、いまだもって納得していないことが一つあるんです。

これは、最初の質問のときにやっておきゃよかったんですが、これは 500万円の隠し預金と

いう問題なんですけれど、これのやりとりを、ついでにひとつ市民の皆さんに一度明らかにし

たいと思うんです。

5 8年の 1月31日第 9回のやりとりでありますが一一佐久間証人に お尋ね します。 54年

度分の民間から預かってきた未精算のお金の件なんですが、昨年 12月17日に急遁返還され

たわけでございますけれども、その説明と申しますか、そういったものについて納得できませ

んので、その件を改めてお尋ねしたい と思います。前回の証言の中で、処理にエラーがなし 1か

どう か、慎重を要するために 3年間ぐらし 1かかったというふ うなことでございますけれども、

この慎重を要するとい うことが、ち ょっ と理解できないわけです。ほかの、今まで もすべてが

そういうふうな形で、全部そういうふうな慎重を要するというような民間から預かったお金、

そういう未精算のものがそんな形で処理 されているかどうか。それから、国庫補助に対する対

象事業という形の認定と、それに伴うその後の処理と いう ものが、すべてそ ういう ような形に

されるのかどう か、改めてお伺い したいと思います。

佐久間証人一一一 このケース以外には、こ のよ うなことはございません。 この問題が こう いう

ふうになったいきさっというのは、国庫補助対象事業が 2，00 0万でございまして、その対象

と考えていた調査が、当初の予定を下回る、こういうような経過の中で、当初原因者負担で処

理を進めてきたものについても、国庫補助対象にならなt¥かどうか、見直しをしまして、そし

て対象になるのではなし、かと、こういう判断をなされたものを一応このように処理したと、こ

ういうことでございます。

小山委員一一国庫補助対象になるという ことで、見直ししたと。その判断のもとに今回の返

還につながっ，たということですけれでも、 しかし、その見直しした時期が、 55年 4月10日

にはもう見直しというか、国庫補助対象という形ですでにそういう判断をして、その判断のも

とに国に対しても、文化庁に対しても国庫補助対象事業という形で報告されていると思うわけ

なんですが、なぜそういう判断をして処理して、いわばすぐ返さなきゃならない、返してもい

いはずのお金が 3年間も放置されたか。これは単に慎重を要するとか何とかということじゃ、

とてもじゃないけれど納得できる説明じゃないわけですね。その辺のところ、 もう少し私ども

が素直に理解できるような形で説明していただけないでしょうか。
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佐久間証人一一私のお答えが理解できないという こと、 非常に残念でございますが、握り返

ってみますと、あの当時、事務の引き継ぎにおきまして、十分内容を理解するに至らなかった

面がございまして、そこいら の点から確信を持っていいものかどうか、勉強不足の面もござい

ますので、そうい う意味において慎重を期したと、こういうことでございます。

小山委員一一そ ういう答弁は、もう本当に納得できないわけですよ。勉強不足とか何とかい

う問題じゃなくて、すでに国庫補助対象事業として、もう決定 しているわけでしょう。文化庁

に対して、文化庁の方もそれをとにかく年度の事業として査定して、その報告を受理している

わけです。いいですね、そうでしょう。ですから、そういう形で文化庁も認定して、それを国

庫対象事業として受理しているわけですから、なぜ調査会がそのお金を、民間から預かったお

金を、ずるずる預からなきゃならなかったという疑問が出てくるわけで、長い間放置しておく

理由がないわけです。まだ文化庁にも報告してなし、。いいですか。どういう形でこれを判断し

たらいいのかということで、勉強不足だというふうな形での迷いがあったというなら理解でき

ますけれども、すでにそれは処理されているわけですよ。国に対しても、ちゃんと報告されて

いるわけです。ーたん国に対して国庫補助対象事業ということで報告しておいて、国の方がそ

れを査定して、それを受理しているわけですから。それも前回の証言で倉又前教育長が、後で

返してくれと言われちゃ困るから、様子る見るためにどうのこうのなんていう、本当にお話に

ならない答弁をされているわけですよ。いいですか。だからそういった ことは、全然われわれ

には納得できないんです。ですから、たとえば今回のこのケースは今回のみだと、特殊な例だ

と、こ うおっしゃっている。で、その金が残ったということについては、あなたと教育長と小

山前事務局長のこの 3人しか知らないということですね。しかもこ のことは、たとえば監査に

も出てきてないわけです。当初、われわれが百条委員会できた当初にも、そのことは説明され

てない。それからもう一つは、 前事務局長の名義のまんまで、それは別枠みたいな形でとって

ある。そういう状況を考えますと、意地悪な言い方をするかも知れませんけれど、知られなか

ったら、このことを知っているこの 3人で何とかしょうかと。極端なことを言や、私腹といい

ますか、 自分たちで何か使おうかというふうに疑われでもしょうがないような状況でしょう。

そういう背景があったんじゃないんですか。どうなんですか。

佐久間証人一一私腹云々ということは全く考えておりません。一ーもちろん、ちょっと途中

ですけれど、私自身も小山教育次長がそういうあれがあったとは思っておりませんので、念の
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ため話の中でつけ加えておきますけれども一一ー私腹云々ということは全く考えておりません。

それはその他の経緯をひとつお調べいただければ、われわれがどういうふうにしてきたかとい

うことを御理解願えるんじゃな L 、かと思~ iますが。 それからもう一つ、文化庁へ届けたの

が云々ということでございますが、確かに文化庁に届けるには、申請書を提出することになっ

ておるわけでございます。たまたま 54年度の申請は遅くなりまして、今仰せのような内容を

変更したということではなくて、申請も同じような内容で提出しであると思います。

小山委員一一ちょっと私、そこら辺のところよく理解できないんですがね、 54年度の事業

として民間からお預かりした保管金と称していますね。その保管金、それは当初、発掘調査の

民間、原因者負担ということで預かっているわけですね。そして、 5 4年度の事業が終わった

と。それで 54年度の事業、国庫補助ももらっているわけですね、 5 4年度分として。それに

対する精算といいますか、精算報告というものが 55年度の、いわゆる 54年度の精算報告と

いう形で、 55年の 4月なり、 5月なりにやっていないんですか。

佐久間証人一一 54年度の精算は、年度が終わりまして 4月10日までに一応実績報告する、

こういう形になっております。

小山委員一ーですから、実績報告出しているわけですね。そうすると、今回返還された方々

の分も、国庫補助対象事業として使ったと、そういう報告を出しているわけでしょう。そうで

すね。じゃ、ちょっと言葉できちんと回答してください。

佐久間証人一ーそのとおりでございます。

こんなやりとりがしてあるんですけれども、 500万の別枠でです。その真意はよくわかり

ませんけれど、しかし、佐久間証人の答弁は全くなっ ていないわけでありまして、国庫補助の

対象事業を受けた場合に、後で監査を受けるときに、これは補助の対象にならないんだという

ことで返還を要求されるおそれがあるから金をプールしておくんだ、なんていうふうな答弁を

しているわけですけれども、こんなばかな話はないわけであります。お粗末であります。まあ、

これはつけ加えさせていただきますけれども。

このように、市長のこの問題の受けとめ方といいますか、意識の持ち方によっては、日野市

政に大きな影響を今後にも残すというふうに、私は心配、懸念するわけであります。ひとえに

やはり市長の責任の自覚の仕方が、今回のこの問題の根本的に解決の方向に向けていく道では

ないかというふうに、私は考えております。
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市長に再度お伺いしますが、 具体的にどの程度の、市長辞職まで責任を感じていらっしゃ る

のかというふうなところ、具体的なところまでは言えな~ iかもしれませんが、ある程度の責任

の感じ方としてのとり方、責任のとり方についての目安とし刊、ますか、そういうものがもう少し

示していただければということと、改めまして今回のこの問題について、今まさに柳下事務局

長に対する刑事問題、民事問題に論議が集中してきておりますけれども、やはりこれはもう遺

跡調査会そのものの問題であり、前会長の森田会長の責任追及といいますか、そちらの方がむ

しろ問題の本質を解決する方向づけだということを、私が今指摘したわけですけれど も、改め

て市長がそのように認識されるかどうか、答弁をお願いしたいと 思います。

。議長(高橋通夫君) 市長。

。市長(森田喜美男君) 告訴、告発によって、検察的手段による解明を求めたわけで

すが、資料不十分ということで判断を避けられた、つまり不起訴処分であると、こういうふう

に解しております。

したがいまして、問題はまた手元に戻ってきたという言い方もできると思っております。

( i勝手な解釈だj と呼ぶ者ありJ)行政全体から言いますと、こ の部分の解明をなおざりに

するわけにはまいりませんが、付帯的な任務に基づく部分によって、それで政治責任をとらな

きゃならないというふうには考えておりません。道義的な責任を考える、こういうことだと思

っております。時間も多少かけなければ、これからの推移も合わせてし 1かなければなりません

ので、十分考慮しながら対処するというふうに申し上げております。もうこれで私の申し上げ

ることはありません。

以上。

O議長(高橋通夫君) 小山良悟君。

04番 (小山良悟君) 市長は、 もうこれ以上申し上げることのないということで、答

弁拒否のような形になってきたようですけれども、しかし、非常に市長は問題発言をしている

わけです。つまり、付帯的な業務で、政治責任をとることはないんだというふうな発言をされ

ました。

遺跡調査会の会長は、日野市の市長が、前の規約では就任することになっているわけであり

ます。日野市の市長が会長として就任している遺跡調査会の業務は、付帯的な業務、その付帯

的な業務というとらえ方自体も、私はわからないんですけれどね。どんな仕事が主要な仕事で、
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どんな仕事が付帯的な、いわば軽い仕事というか、そういうふうなことなのか、私にはわかり

ませんけれども、少なくとも、日野市の市長が会長として就任している遺跡調査会のR掘であります。

付帯的な業務で責任を問われる覚えはないなんていう、そんな感覚では、とてもじゃないけ

ど各部署にいる部課長にしても、あるいは関連するところに派遣されている職員にしても、と

てもじゃないけどもう市長を信頼して仕事をすることはできない。最高責任者がそういう態度

では、とてもじゃない、だれが、では日野市の市政、日野市に関係する業務、責任を一体どな

たが最終的に受けとめるんですか。そういう市長の態度は、職員の士気を低下することになる

と思うんです。どんな部署においても、どんな仕事をしていても、付帯的な仕事ということは

ないと。それが自分に与えられた、市民に謀せられた、市民から与えられた大きな役割りなん

だと、そういう自覚を持たせて仕事をやらせるのが市長の役割りでありましょう。どんな仕事

についても、最終的には私が責任を持つ、だから上司を信頼して仕事を一生懸命やってくれと、

こういうのが森田市長の役割りじゃないでしょうか。

いつもそうなんですが、 トカゲも大変迷惑しているかと思います。まあ森田市長のはエリマ

キトカゲか何かわかりませんけれども、 しょっちゅうトカゲのしっぽ切りをやって、問題の切

り抜きをやってきているわけですけれども。そういうことをいつまでも続けているんですけれ

ども。そういうことをいつまでも続けているんでは、森田市政の行く末も見えたということに

なるんですけれども。そこでうなずかれると、ちょっとこっちの方もやりにくいんですが。そ

の辺のところを。( r笑いごとじゃな t¥。何を笑っているんだ、市長は」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) もう答えることはないと思っていましたが、特に重ねて質問

ですから、申し上げておきます。( r責任ある答弁を」と呼ぶ者あり)

長の責任ということについて、 'どこが重い、どこが軽いということはありません。しかし、

責任のそれぞれの区分があると。( r地方自治法に書いてあるじゃないかJr発言中だ黙って

聞けJ r共産党は黙れ」と呼ぶ者あり)特に遺跡調査の仕事は、これは社会教育委員会の事務

でもありますから、主として教育委員会が責任を持ってやっていただくと。そういう意味もあ

りまして、問われるところに何ら反論もいたしませんが、理解の仕方をちょっと私の言い分に

も耳を傾けていただきたい、こういうふうにお願いをしておきます。

以上。
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0議長(高橋通夫君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) 当然市長の言うことも理解できます。責任の分担といいますか

ね、区分。もちろん仕事の中にあるわけです。それはそのとおりです。

しかし、今回の場合、たとえば経理体制も、相互チェックの人事体制をとっておった。それ

から監査制度も置いておった。ある程度表面的には経理処理の方も、いわゆる普通の形で処理

されておった。そういった形の中で、犯罪を、業務上の横領をしたということであるならば、

これは犯罪を起こした、横領した一個人の刑事問題ですね。あるいは民事問題とい うことで、

責任を追及されるわけです。それは市長 もおわかりと思います。私もそのとおりわかるんです、

責任区分問題として。

ところが、それ以上の今度は責任区分の問題に発展してきているわけでありまして、つまり、

監査制度も置かなかった。経理の事務体制に相互チェックの体制、人事体制をしておかなかっ

た。さらに、つけ加えて言うならば、証拠となる書類が何にもない。隠滅した、改ざんしたと

いうふうな、そういう書類の管理体制というのは、これはもっと責任が大きくなるわけです。

もちろん教育委員会の、教育長の責任もそういう意味では大きいわけであります。教育長の責任

も大き t¥。そのとおりであります。その段階での責任も問われるわけでありますが、 さらに問題が

大き くなりまして、検事も、あるいは公認会計士も手の施しようのない状態にまでこの問題が乱れ

に乱れてきたと。解明のしょうがないような状況になってきた。今後ですよ、手元に返された、

これはさらにとにかく追及していくんだといったって、今後これ以上新たな材料なんか出てき

ゃしない。書類がないんです。もうこれは教育長の問題とか、あるいは社会教育課長、いわゆ

る遺跡調査会の事務局長の問題じゃなくなっているわけです。責任の区分の問題として。

だれが聞いて も、市民が聞いても、証拠書類が何にもない、検察当局も立証することができ

ないというふうな、そんな状態にまでなっていたのかということを改めて市民の皆さんはあき

れて聞いていると思うんですけれども。そういう状態になった今日に至れば、しかも私が申し

上げるのは、告訴、告発しておいて、それが不起訴という形で突き返されたという現実になっ

たら、これはもうすでに政治問題ではないですかと。政治的責任をとる状態になってきた し

ょうと。

したがって、元会長であるあなたが、もともと会長をやめたというのも、違法な形でやめで

あるわけであります。違法な形でやめて、本当はまだ森田会長が会長であるべきであります。
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小山教育次長が、今遺跡調査会の会長という形になっていますけれど、あくまでこれはかいら

いであります。森田市長があくまで遺跡調査会の会長であるわけです。

憲法を市政に生かそうという市長であるならば、規約が不備であるならば、規約にのっとっ

て改正をして、そしてそれからその規約を整備して、次に会長になる人に整理した規約を与え

て自分が退く、これが当然、のことじゃないですか。そういったこともできないあなたですから、

いろいろ言いたくなるわけなんです。

したがって、 責任の問題についても申し上げますけれども、今日の事態、検察当局からの不

起訴という決定が下った段階で考えますと。もう今やこれは政治問題なんだと。市長自身が、

一体どのような責任をとるかにかかっている、ということを改めて強調したいと思います。責

任の問題についての受けとめ方、あるいは私の考え方が違っているんならば、反論していただ

きたいと思います。違っていないというんならば、そのことをひとつ市長が胸にたたき込めて、

近い将来、少なくとも来年だとか、来年の 4月じゃもう遅いわけでありますから、 早々に この

責任問題を明らかにしていただきたい。

強く要望しておきますが、政治問題として市長が責任をとるべきだという、私の主張に対し

て反論がなければ、そのように受けとめているというふうに解釈して質問を終わりますが、よ

ろしいでしょうか。

では、なければそのようで、政治的責任をとっていただきます。

以上で私の質問を終わります。( r御苦労さんJrもう 1回言ってみろ、市長。今言ったこ

とをもう一度言ってみろ。何だ、今言っているのは。答弁者に対して不まじめじゃなt¥かJ

「し¥t ¥かげんにしなさしリと呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君 ) これをもって緊急質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩たします。

0議長(高橋通夫君) 休憩、前に引き続き会議を開きます。
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午後 3時41分休憩

午後4時 15分再開

これより議案第 70号、日野市職員の定年等に関する条例の制定の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

(総務委員長登壇〕

。総務委員長(竹ノ上武俊君) 議案第 70号、日野市職員の定年等に関する条例の

制定についてでございます。総務委員会の審査結果を申し上げます。

この条例は、新しく 60歳を定年とする制度を制定した ものでございます。 6条と付目Ijから

なっておりまして、昭和 60年 3月31日から施行することになるわけでございます。定年制

をすべて 60歳にする、そして、医療業務だけは 65歳にするという内容となっております。

また、 6 0歳を超えてどうしても必要な職員を勤務させる場合の条項、並びに 60歳を過ぎて

から再採用する場合の条項なども含まれております。この条例の制定によりまして、来年の 3

月には 34人の職員の方が退職者となる予定で ございます。

質疑の中では、専門職の決め方、あ るし、は 60歳後の職員の救済制度などについて、 るる審

議などをいたしました。それが結果、全会一致で総務委員会は採択と決しましたので、よ ろし

く御審議をお願いいたします。

。議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをも って意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 70号、日野市職員

の定年等に関する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第 71号、日野市職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定の件を

議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

。総務委員長(竹ノ上武俊君〉 議案第 71号でございます。日野市職員の退職手当

支給条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

総務委員会では、この改正について審議を行いました。退職手当支給条例は、 1 7条と付則

からなっているものでございますが、その中の第 5条を改正するものでございます。
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第 5条に、以前は勧奨退職制度というものが ございました。これを今回から廃止いたしまし

て、 定年退職等という言葉に、これを置きかえるものでございます。 しかし、定年退職等とい

う、この等としづ言葉が残されておりますように、年齢構成は変わってまいりますが、勧奨制

度そのものは残してございます。

この審議について、退職金などが今後どういうふうに変化するかなど、るる審議をいたしま

した。それらの質疑を経まして、慎重審議の結果、全会一致で条例制定を原案可決と決したも

のでございます。御審議をお願いいたします。

。議長(高橋通夫君 〉 これより質疑に入ります。なければこれをも って質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをも って意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって議案第 71号、日野市職員

の退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

議案第 83号の審査報告に入る前に、理事者より報告したい旨の申し出がありますので、こ

れを許します。建設部長。

。建設部長(中村亮助君) それでは大変恐縮でございますけれども、ただいま議長か

らお時間をいただきましたので、 8 3号の議案の一部につきましてミスプリがございましたの

で、御訂正をお願い申し上げたいと思います。

議案書の 5ページ、 83号の 5ページでございますけれども、上から数えまして 5行目の欄

で、さらに左から 7つ自に高架水槽という言葉がございます。この高架水槽の架という字を、

置くという字に御訂正をいただきたいと存じます。つ まり 、高架水槽を、高置水槽に改めると

いうものでございまして、ミスプリでございます。大変恐縮でございますけれども、御訂正を

いただきたいと存じます。

ありがとうございました。

0議長(高橋通夫君) これより議案第 B3号、日野市衛生処理場ごみ焼却施設建築工

事請負契約の締結、議案第 ~ 4号、 (仮称)日野市立第七幼稚園建築工事請負契約の締結の件
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を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議な しJと呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

。総務委員長(竹 ノ上武俊君) 議案第 83号と、 84号について、総務委員会の審

査結果を一括して御報告を申し上げます。

議案第 83号、日野市衛生処理場ごみ焼却施設建築工事請負契約の締結についてでございま

す。これは、衛生処理場のごみ焼却施設を総額 17億 8‘000万円で工事を行う契約案件でご

ざいます。工期は、昭和 62年 3月31日までとなっております。入札をいたしましたのは、

西松建設株式会社でございます。この件についての審議の中では、建築確認のことも質疑が行

われました。その結果、順調に建築確認の手続が進み、間もなく終了という予定でございます。

確認がおりてくるという予定となっている ことが、確認されました。

それからまた、質疑の中では、大きな工事であるので、難しい点はあろうかと思うけれども、

工事の中には、下請工事の際に地元業者を利用するように図られたいというような質疑がなさ

れました。

以上のような質疑の中で、議案第83号は全会一致原案可決といたしました。

また、議案第 84号は、 (仮称)日野市立第七幼稚園建築工事設負契約の締結についてでご

ざいます。これは、総工費 1億 2，200万円の工事でございます。工期は、 60年の 3月30 

日までとなっております。入札につきましては、株式会社清水組が落札をいたしております。

清水組の実績についてなどの質疑が行われまして、そのほか慎重審議の結果、全会一致原案可

決と決しました。

以上 2議案につきましての審査結果でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

O議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結いたします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は原案可決であります。

本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり )

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第83号、日野市衛生
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処理場ごみ焼却施設建築工事請負契約の締結の件、 議案第 84号、 (仮称 1日野市立第七幼稚

園建築工事請負契約の締結の件は原案のとおり可決さ れました。

これより議案第 77号、昭和 59年度目野市一般会計補正予算(第 2号)の件を議題といた

します。

本件については4常任委員会に分割付託しておりますので、順次審査報告を願います。総務

委員長の審査報告を求めます。

0総務委員長(竹 ノ上武俊君) それでは、昭和 59年度日野市一般会計補正予算に

ついて、補正第 2号のうち歳入全般、歳出の うち議会費、総務費について、総務委員会の審査

結果を御報告申し上げます。

歳入全般につきましては、 6億 5，416万円の補正予算でございます。この補正を加えまし

て、 本年度の歳入は 31 1億 3，87 8万 3，000円となるわけでございます。歳入の主な内容

については、提案時、理事者より説明があったとおりでございます。

歳入全般についてるる審議いた しました結果、補正予算についても原案可決と決しました。

歳出につきましては、議会費 92万 7，000円でございます。総務費が補正額 9，80 1万円

でございます。これもるる質疑を行いました中で、市民意識調査については、 1，000人では

少ないのではないかなど、質疑が行われたわけでございます。

以上のような結果、議会費、総務費につきましても、歳出を原案どおり可決と決した次第で

ございます。よろしく御審議をお願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を締結い

これをもって総務委員会関係の審査報告を終わります。

次に文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

。文教委員長(古賀俊昭君)

報告を申し上げます。

文教委員会に付託をされました件につきまして、審査の

内容は、 5 q年度日野市一般会計補正予算第 2号の歳出のうちの教育費であります。今回の

補正は、教育費を 2億 1，320万 7，000円増額補正して、教育費の総額を 59億 9，498万

9，000円とするものであります。
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補正の主な内容は、まず人件費の補正で、 4月に開校いたしました仲田小学校及び第一中学

校、三沢中学校の給食♂コ開始に伴う栄養士、調理員、用務員、事務職の費用分と、こ の夏の期

末勤勉手当の支給率が2.0只カ月になったことによります、補正前との差0.2Rカ月を追加す

るもので、合計 8，41 0万円となっております。

教育事業費の補正は、人件費分を差し引いた 1億 2，910万 7千円で、このうち一番大きな補

正となっ ておりますのが、万願寺土地区画整理地内の埋蔵文化財発掘調査の委託料であります。

明年度、昭和 60年度の区画整理事業分のうち、 8，000平方メ ー トルをあらかじめ今年度

発掘調査するもので、 1億 700万円となっております。

このほか、学校管理費のうち需用費を 1，2 2 0万円追加をいたしまして、 潤徳小学校、平山

小学校の古くなった給食用の リフ トの取りかえ、旭が丘小学校の電気料節約のためのトランス

の交換、また、第三小学校の北門から消防自動車が容易に出入りできるようにするための拡張

工事を行うものであります。

以上が、補正の主な内容となっておりますが、委員会で採決の結果、全員異議なく原案どお

り可決すべきものと決した次第であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

これをもって文教委員会関係の審査報告を終わります。

次に、厚生委員長の審査報告を求めます。

(厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(市川資信君) 議案第 77号、昭和 59年度日野市一般会計補正予算

第 2号のうち、ただいま議題となりました民生費、衛生費、労働費、消防費につきまして、委

員会における審査の経過並びにその結果を御報告申し上げます。理事者より本件に対する提案

理由、並びに議案の内容等につき、詳細なる説明を求め、慎重なる審査を行った次第でござい

ます。

まず、民生費につきましては、補正前の額 58億 3，43 5万 3，000円に、 5，09 6万3，000

円を補正し、合計が 58億 8，531万 6，000円とするものでございます。本件に対する質疑

の主なるものは、まず 40ページの社会福祉総務費、社会福祉委員 4名分の増員分、また、身

体障害者福祉費、福祉手当国制度、障害者福祉手当都制度のアップ等に伴って、市制度の関連
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の増額分でございます。

また、 48ページの学童ク ラブ費の工事請負費 950万円は、旭が丘学童ク ラブ改築費、四

中北側の現状の建物が古くなったため、三沢中のプレハブ 2教室を移設するというものでござ

し1ます。

次に、衛生費であります。補正前の額 34億 4，594万 4，000円に、 5， 1 2 6万 7，000

円を補正し、 合計で 34億 9，7 2 1万 1，000円とするものでございます。本件に対する質疑

の主なるものは、 5 6ページの病院費 3.000万円、脳神経外科開設に伴 う投資及び出資金で

あります。

また、 55ページ節の 15工事請負費 947万円は、 バキ ュームカーの車体が 10トン車と

大きいため、施設内通路安全施設のロータリー改造費等であります。

次に、労働費でございます。労働費につき ましては、補正前の額 2，10 0万円に 25万7，000

円を補正し、合計 2，12 5万 7，00 0円とするものでございます。本件に対する質疑の主なる

ものは、職員手当の増額介を一般財源より補正するとい うものでございます。

4番目の消防費でございますが、補正前の額 9億 3.344万 8，000円に 89万 1，000円

を補正し、合計 9億 3，433万 9，000円とするものでございます。本件に対する質疑の主な

るものは、災害対策費、印刷製本費、毎年消防委員会に委託、調査作成するもので、今年度は

水路に関する委託調査費であります。貯水池、池、水路等の地図作成費で、災害時に備えると

いうものでございます。

これら各般にわたり質疑がなされたのでありますが、細部については省略させていただきま

す。

以上により質疑を終結し採決の結果、本件は全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決

した次第であります。よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 今、衛生費の中で、脳神経外科を設置するために 3.000万円

繰り出すんだと、こういうふうな御説明がありました。

脳神経外科というと、これは非常に大事な科だと。これは大変好ましいことですが、それを設

置するには、設備その他が相当要るんじゃなかろうか。 3.000万円で脳神経外科の、たとえ

ば手術をしたり、いろいろ診断をしたりすることの設備ができるのかどうか。これは、もし間
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違った手術をしたら取り返しがつかない。頭が狂っちゃう。

そこで、どのような審議をされ、これでよろしL、かというふうな判断をされたか。あるいは

また、追加をすべきだというふうな、まあ原案のそのままですから、これはこれでいいんだと

いうふうに解していいのかもしれないんですが、 どうも私にはわからない、これだけ非常に難

しい外科を設置するのに。お医者さんやいろんな問題があると思う。これは専門家じゃありま

せんが、あなたは委員長ですから十分審議されたと思う。

ひとつ、私の理解できるように御説明をお願いしたい。

O議長(高橋通夫君) 厚生委員長。

0厚生委員長(市川資信君) ただいまの古谷議員の質問にお答え申し上げます。御

指摘のとおり、 3.000万円の補正で脳神経外科がどうして対応できるのかと。ごもっともな

御質問でございます。

これにつきましては、詳細なることは議案第 80号の市立総合病院事業会計補正予算第 1号

において、私は申し上げようと思ったんですけれども、関連いたしますので、このところで御

説明を申し上げたいと思います。

3.0 0 0万円の補正で脳外科がどうしてできるのかと。そのとおりでございまして、市立総

合病院の一般会計の補正に、プラス留保資金 2，000万円を足して 5，000万円として、御存

じのように本年6月から脳神経外科医師が配置されております。その中で、とりあえず 24種

類の脳神経外科に要する機器を年内に購入しておきたい、そして来年度に向かつて、ただt¥ま

の講堂と、育児室、託児室というんですか、そこを改良して、いわゆる C T、 ETを購入して、

来年度は数億円の当初予算でそれらを購入していくという、仮定の段階の補正の予算でござい

ます。

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) これは提案者側にお聞きします。

数億円の投資を 60年度予算において、あるいは 59年補正においてかわかりませんカミいつ

なさるつもりであるか。この確約がなければ、なにか 24種類買っても何の意味もないような

気がするので、お聞きするわけです。理事者の答弁、提案者の方から答弁していただきたい。

O議長(高橋通夫君) 病院事務長。

0病院事務長(佐藤智春君) 私の方から御説明させていただきたいと思います。
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今、委員長の方からるる御説明がございましたとおりでございます。本年の 6月15日から

脳神経外科の医師が 1名採用されまして、すでに診察は開始しているところでございます。

それで医療機械の関係でございますけれども、 24種類、これは専門医の担当医とそれぞれ

協議いたしまして、拾い出しましたところが 24種類ばかりの器材が、当分の間は必要だとい

うこと。それから、もちろん従来からの外科は、総合病院でございますので、外科関係の医療

機械器具等が、現在までにかなりの機械がそろっております。脳外科の関係する機械だけが、

とりあえず 24種類が現在のところ必要だということで、 3.000万円の一般の出資金をいた

だいて、先ほどお話がございましたように、 2，000万円の内部留保資金を運用いたしまして、

5，000万円で、当分これでやっていきたい、こういうことでございます。

いずれにいたしましても、医師にしてもまだ 1名でございますので、そう最初から極端な大

きな手術等もまだちょっと無理でございますので、とりあえずこういう形で開設させていただ

きたいという内容でございます。

。議長(高橋通夫君) 厚生委員長。

。厚生委員長(市川資信君) ちょっと補足説明させていただきます。

先ほど 24種類の機器の主なるものを申し上げておきます。誘発反応記録装置、人工呼吸器、

手術台、脳外科用顕微鏡、それから手術用カラ ーテレビ等でございます。

。議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 今、 委員長の報告 と事務長の説明とでは、大きな隔たりが一つ

あるんです。というのは、補助機械は 24種類ここで購入される。

委員長は提案者のごとく、市長ではないんですが、どうも市長から聞いたとおり言われたの

かどうかわかりませんが、来年度においていろんな場所を今用意、講堂や棟を改造してやりま

すと、非常に楽しい御返事をしたんです。これは議会の議員が言 う言葉ではございません。や

はりこれは市長がわれわれに御説明していただかないと、こういう提案をいつやるか、どのく

らい出すつもりであるか、あるいはやる気があるのか、ないのか

これは脳ですから、非常に大事なんです。この補助機械だけで済まされてしまうと、脳外科

ができましたといって信頼して市民の方が入院されたが、実際には稲城病院へ回って診てきてくれ

とか、立川の共済へ回して、診てくれとかいうふうなことが起こる得るのであります。

今委員長は、数億円のお金を来年投じて、資本投資して整備しますと、こうおっしゃった。
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これは委員長の答弁どおりであるか、はっきり理事者の方の答弁を願いたい。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 最近新しし 1院長を迎えたわけでありますが、だんだん状況に

なれてまいりまして、イ可をもって病院のこれからの地域保健に対します責任を持とうかという

観点から、脳外科を設置したいとし 1うことであります。私もできるだけ新しい院長の意欲を実現

の方向にもたらすことによって、地域保健、特に市立病院としての責務を果たしていこうとい

う考え方は、向感であります。

したがって、今回の補正金額は序の口という ことになろうかと思って おりますが、 これから

どういう整備をするかということについては、これはある程度院長に任せてあります。何も約

束したというとこではありませんけれど、それは市民に対する責任を果たす、そういう体制づ

くりの脳外科部門の 1歩を踏み出す、こういうことになるわけでありまして、当然ある程度の

経費辻伴うと。このことは承知の上であります。

。議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君〉 それはまあ市長は今はっきり答弁されていない。今の答弁じゃ、

1 0年先に機械を買います、整備します、というのと同じような答弁。やはりわれわれは具体

性をお願いしたい。いつやる、来年やりますならやると。どの程度までやる、その見通しが第

1歩の段階であるから、 第 2歩第 3歩がきちんと計画が決定してなきゃ、まずいわけです。

まあ形だけ、形だけじゃありません、まあかっこうだけつければよろしいんだと。たとえば

健康センタ ーがそうなんです。医師会に対して昭和 56年、早急にやりたし 1から答申を求めた。

花輪先生は夢中で 56年の 4月に出した、 先生方皆さん。いまだこれらは何ら、一つも実現 さ

れてなし 1。政治は、具体性をもって説明していただかないと、そんな中途半端な( r大きな声

出さなくてもいいわよJと呼ぶ者ありJ)聞こえないと思って申し上げている。中途半端なこ

とでは困るわけであります。

先ほど申し上げましたように、今度の事件だってそうなんです。あなたが区画整理の、平山

台区画整理で変なことやったのが、この体質の根本になっているわけであります。もう少し具

体的に答えてもらいたい。いつ、どうするのか。はっきり答えてもらわなきゃ因る。

今、委員長は「来年やります」と言っ たんです。だけど委員長の発言する ことが、恐らく市

長から聞いて、あ るいは助役から聞いて言われたものと、私は解釈せざるを得なし 1からお聞き

-617ー



したわけです。(発言する者あり〉共産党は黙れ。おまえらとは違うぞ。( r大きな声出すなJ

と呼ぶ者あり〉おまえらみたいに臭い物にふたをする政党ではない。( rおまえらとは何です

かJr議長整理しろJr正規の発言中にけしからんJr会派内でちゃんと抑えておけ」と呼ぶ

者あり)

。議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 来年の当初予算に、この事業としてのだんだん具体的な取り

組みが出てまいると思っております。十分御真駒にこたえる、また院長の意欲にも発展をさせ

るというスター卜でありますからどうかそのあたりで御理解をしておいていただきたいと思

l ¥ます。

具体的にどうこういうことの年次計画は、まだ出ておりません。

O議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 今、非常に委員長は具体的におっしゃったわけです。 講堂を改

造して というふうに。恐らくこれは委員会で説明がなきゃ、 委員長がおっしゃるわけないと思

つ。

そこで、事務長でも結構です。今、案が、院長と検討した案としてはどのようになっている

か。それはどのくらいの予算をかける予定で、予算要求するつもりであるか、御説明をお願い

したいと思います。

0議長(高橋通夫君) 病院事務長。

0病院事務長(佐藤智春君) お答えいたします。委員長に申し上げました内容の件

でございますけれども、委員会で私の方からお話し申し上げましたのは、今、仮に CTをあの

場所に入れるということになりますと、現状の院舎ではとても入れる場所がございません。

したがいまして、強いて入れるということになりますれば、講堂に入れざるを得ないであろ

うと。こういうお話は申し上げました。講堂に入れた場合には、総合病院でございますので、

当然、講堂をどちらかにまた新たに設置しなければならぬでしょうと、こういうお話を申し上げ

ました。それで、講堂を設置する場合には、今、院の南側に保育園との間に若干余地がござい

ますので、その辺へ新たに講堂としてつくらざるを得ないだろう、こういう お話を申し上げま

した。

それから、仮に CTを購入した場合にはどのくら l¥かかるだろうかというお話もございまし
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たので、従来ですと 3億円ぐらいでした CTの機械が、最近は半額ぐらい、まあ 1億

5，0 0 0万円ぐらいで買えるような値段に下がってきたと、こういうお話を申し上げ

ました。

それで、 CTを仮に買いますと 1億 5，000万円、それにさらに講堂をつくるということに

なりますと、 5，000万円ぐらし 1かかるでしょう、合わせまして 2億円ぐらいの費用が必要で

ございますと、こういうお話を委員会で私の方から申し上げました。

以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) 今、確かに保育園、いや駐車場ですね、駐車場になっていると

ころを改造すれ 、それはできないことないような気がするが、私は、あの駐車場は高いとこ

ろにありますから、あすこを道路と並行に地下駐車場をつくられたらどうか。そうしてその上

に適当な建物をつくっていったらどうかと思うんです。本来は関口製作所、機械工場を当然、買

わなきゃいけなかった。それでわれわれ議会でもお願いしたが、何だかわかりませんが、市長

は買わなかった。しかし、この際はやむを得な l¥から、駐車場を道路に並行させる。中 2階と

いうか、させれば、わりあい安易にできるんじゃなかろうかと思うが、検討したことがありま

すか。

講堂程度のものならできるんじゃなかろうか。その点、どうなんですか。

O議長(高橋通夫君〉 病院事務長。

。病院事務長(佐藤智春君) お答えいたします。ただいまの議員さんの提案につき

ましては、私の方ではまだ検討しでございません。

ただ、地続きでございますけれども、後ろの方に、今駐車場になっておりますけれども、実

は小金井に地主さんがいらっしゃいまして、この 3人の方と、私の方から今、 「駐車場として、

現在あります駐車場をお借りしたしリということで、話を進めてございます。本議会が終わり

ました時点で、あちらの方とお話し合いをするという約束が取りつけてございますので、あそ

こが約 250坪ぐらいございますでしょうか、約 40台か 45台ぐらい自動車が入っておりま

す、現在。その辺を貸していただけるという約束を取りつけてございますので、議会が終わっ

た時点で、地主さんと一応お話し申し上げたいと、このように考えております。( r前向きで

よろしl¥Jと呼ぶ者あり)
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0議長(高橋通夫君〉

06番(古谷太郎 君〉

古谷太郎君。

事務長、大変な仕事だ と思いますけれど も、院長によく 言っ て

精力的に、脳外科はできた、入院患者を殺すというふうなことがないようにしてもらいたい。

これ、希望 しておきます。

以上です。( r時間延長」と呼ぶ者あり 〉

0議長(高橋通夫君) お諮りし 1たします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延

長をいたしたいと思いますが、 これに御異議ありませんか。

c r異議なしjと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長することに

決定しました。

橋本文子君。

01番( 橋 本 文 子君) 民生費でございますが、 50ページから 51ページにかけまし

て、生活保護総務費というのがございます。ここで職員手当等ということで、 5 4万 8，000

円の補正予算が出されているわけです。私は、この数字に関してとやかく申し上げるわけでは

ございませんが、私の質問は、むしろ福祉部長、あるいは福祉事務所長からお答えがいただき

たいということで、今、質問をさせていただくわけでございます。

まず初めにお伺いしておきたいのは、生活保護の目的といいますか、それについて、福祉に

かかわる規則を守るためにあるのか、あるいは生活に困っている人たちが安心して暮らせるよ

う支えていくためのものなのか、そこのところを、まず最初にお答えをいただいて、具体的な

質問をさせていただきたいと思います。

0議長 (高橋通 夫君) 厚生委員長。

0厚生委員長(市 川 資信君) 今、橋本議員の質問されました 50ページ、 51ペー

ジの職員手当等 54万 8，000円、これは御存じのように、期末動勉手当 O.2 8カ月分の変更

に伴う予算でございますので、委員会ではそういう審議でございますから、それ以外のことは、

ひとつ理事者からお答えいただきたい、かように存じます。

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

。福祉部長(高野 隆君) ただいま御質問の、福祉事務所で行っております生活保

護の事務の目的は一体何か、ということでございますけれども、それは御承知のように、生活
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困窮者の救済を目的として国が実施しております生活保護でございます。法によりまして実施

しております。

以上でございます。

O議長(高橋通夫君〉 橋本文子君。

01番 (橋本文子君) あち こちからいろんな声が聞こえてくるようでございますが、

職員手当、私はたくさん出すことに、一生懸命働いてくださる皆さんに少しでもお手当てたく

さんお出しできればいいと思うんですが、それに伴って皆さんのお仕事の、本当に市民のため

になるような立派な仕事をしていただきたいと思うから、あえてこの場をお借りして質問をさ

せていただいているんですけれども、今どうも生活保護の法を、規則を実施するため、という

ふうなお答えでございましたか。なにかそのように受けとめられたんですが、 もう一度そこの

ところを念押しさせていただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

。福祉部長(高野 隆君) ただいまお話し申し上げましたのは、生活保護の目的は、

あくまで生活困窮者の弱者救済ということで、私どもは実施しておるわけでございますけれど

も、これはあくまで生活保護法という法律がございますので、法に基づいて実施しているとい

うことを申し上げました。

0議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

01番 (橋本文子君) わかりました。

それでは、具体的にお伺いをしていきたいと思うんですけれども、去る 28日ですから先週

の金曜日のことでございますが、 Oさんというお宅へお邪魔をいたしまして、日曜日にヲ|っ越

しをするというお話を伺いました。生活保護家庭でございます。母子家庭でございます。

この件については、 1週間前に福祉事務所の方にということですから、多分ケースワーカー

の方に話されたんだと思うんですが、話したということで、何らその後それに対しての対応が

ないんです。と申しますのは、私が疑問に思いますのは、生活保護の規則を見ますと、第 7条

のところに、 「被保護者を保護施設もしくはその他の適当な施設に収容 し、またはこれらの施

設もしくは私人の家庭に収容を委託するときは、その施設の長または私人に対して収容依頼書

を発行しなければならなt¥Jと、規則に書かれているわけです。

ところが、 1週間前にここを出なければいけない、出たいんだ、という話があ ったにもかか
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わらず、もうあさってヲ|っ越しをするんだと言っている Oさんに対して、行く先に関して、ど

んなところへ行くのかとも、あるいはその人を突きとめて、その方にこの規則のとおりに依頼

書を発行してお願いをするという形が、全くとられていないわけです。 Oさんという のは、家

からも全く 、家といいますか、小 さいお子さんを抱えておりまして、 まだ若いお母さんでござ

います。行く先がない、仕事の当てもないまま、あさってには出なければいけない。というの

は、これが金曜日の夜のことでございました。

私は、それの報告を土曜日に福祉事務所の方へ伺って、御報告をいたしました。こういう話

があるけれど、知っているのかと。すると、 1週間前に出なければいけないという話は聞いた

と。それだけなんです。 話は聞いたということだけなんですね。

そこで、 もうその日 に福祉事務所のワーカー の皆さんは、研修旅行に午後出られま した。 土

日は全くいらっしゃらないわけです。私はどうしようもなくて、この方が無事にアパー 卜を見

つけ、居どころがきちっと決まるように、土曜日に駆けずり回りまして見つけ、日曜日 30日、

いわゆるこれが期限の 30日でございますが、引っ越しのお手伝いをいたしました。そして、

月曜日の目、担当の方がお休みだったんです。火曜日に本人と伺いました。 9時半でございま

した。そこでそのいきさつを話して、こういうところに越したからよろしくお願いしますと。

「わかりました、ではそれらにかかった費用については、明細をお出しください。明細の日付

は29日にしていただけませんかJそういうお話でございましたので、 2 9日の日付の変更を

昨日 4日、私は不動産屋さんに行きましてお願いをし、変更していただいてまいりました。 4

時45分、時間切れぎ りぎり にワーカーをお訪ねしたわけでございますけれども、そこで言わ

れたのは、これに対してはお金が出せません。 事前に借金をつくってはいけないんだ、生活保

護世帯は借金をつくってはいけないんだと。そういう通り一遍の御返事で、これは上司からの

命令だとおっしゃるから、なるほどあなた 1人でこれは決めることはできないでしょう、と い

うお話をしまして、ワーカーも聞に挟まって多分に苦しんでいるようでございましたが、その

気持ちもよくわかります。

そういう通り一遍の措置でもって、借金をつくってはいけないということがあるから 、土日

の大変な、どうしようもない、職員もいないというふうな緊急の、首を用るしかないという緊

急事態のときに、救済をしてそれが保護されないというのは、生活保護世帯です、これは許さ

れるでしょうか。そのことをお伺いしたいと思います。( I委員長は自席に戻るようだ」と呼ぶ者あり)
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。議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長 (高野 隆君) ただいまの御質問になりましたケ ースにつきましては、

まだ詳 しくその実態を把握しておりません、私としては。

いろいろと福祉事務所に対する事務のあり方については、御意見があると思いますので、先

ほどお伺いいたしました内容については、よく福祉事務所長に詳細を調査しまして、後刻それ

についてのお話を申し上げたいというぐあいに、今考えているところでございます。

何せケースはたくさんある上に、福祉事務所といたしましては、専門的なケースワーカーの

専門性を生かした活動をいろいろしておりますので、今ここで簡単にお答えをするという こと

はちょっと難しいので、後ほどにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

。議長(高橋通夫君 )

01番 (橋本文子君)

橋本文子君。

ここで、そうですかと申し上げたいと ころでございますけれど

も、つ まり私がお伺いしたいのは、そういう緊急の場合にも、規則は規則だから、つま り借金

をつく っ て はいけない、友人をつくって はいけない、これを規則に一一借金をつ くって は~，け

ないとか、友人をつく っていけないなんて、一言も書いてないんですよ。

ところが、生活保護世帯に対してはそういうふうな指導がなされているわけです。そのこと

でさえ私は違反だと思っているわけですよ。さらに、だからお金は出せないんだと。 14万

2，170円のかかった経費は出せないんだと。 これは言い切れるものでしょうか。( I議長、

整理だよJと呼ぶ者あり)私は、出せるのか、出せないのかという ことを 1点お伺いできれば

いいと思うんですけれども。できれば福祉事務所長をここにお呼びいただいて、それについて

のお計らいがいただければありがたいと思いますけれども。

職員手当が ここでこれだけ補正予算を認めるかどうかというときに、やはり職員が手当をき

ちっといただくためには、仕事の方もきちっとやっていただきたいというのが、私の気持ちで

ございますから、そこのところをぜひもう一度御答弁をいただければと思います。

0議長(高橋通夫君 ) 福祉部長。

。福祉部長(高野 隆君 ) ただいまの 14万何がしかの金額が適正に支払うべきも

のかと、うかということにつきましては、それぞれやはり定めがあると思います。 したがって、

その中での判断をいたしませんとお答えはできませんので、こ れについては後刻お登えしたい

と。( Iこれは委員会ではそういう質疑はなかったと言っておけばいいんだよJ I委員長に自
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席へ戻るように言うんだよ、議長Jr議員の質問だよJと呼ぶ者あり)

O議長(高橋通夫君 〉 橋本文子君。

01番(橋本文子君 ) 大変申 しわけ ございませんが、福祉事務所長をここへお呼び、い

ただきたいと思います。お願いいたします。( r休憩Jと呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) お諮り いたします。議事の都合に より暫時休憩いたしたいと思い

l ¥ますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なしjと呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(高橋通夫君〉 休憩前に引き続き会議を開きます。

質疑を続けます。答弁を求めます。福祉事務所長。

午後 5時 6分休憩

午後 5時 29分再開

O福祉事務所長(須藤雄示君) 私ど もの所において、いろl¥ろ御迷惑かけました。

まことにおわび申し上げます。

まず、先ほどの御質問でございますけれども、地方公共団体の議会から説明要求等があった

場合、被保護者の個人的理由、あるいは氏名、生活歴、また保護の決定の内容、いろいろのい

きさつ一切につきましては、職務上知り得たということで、地方公務員法第 34条によって拒

否することができるということでございますので、説明をお答えしかねます。ただ、それに似

通ったことを過去にありますので、類似なことでお答えしたいと思います。

たとえば、 2年間その家に住む契約していた場合、ちょうど土曜日に 1午ー自になった場合、

あと 1年契約があるわけでございます。ですから、居住権がございます。したがって私どもケ

ースワーカーは、あと 1年の聞に、たとえ立ち退きを命じられていたとしても、 1年の聞に家

を探しなさいという指導をするわけで、過去にはこうした例がございます。

なお、借金の場合はすべて収入認定されます。生活保護法に定められたことでございます。

以上でございますが、あとのことにつきましては、地方公務員法 34条第 1項により、説明

をお答えしかねます。

それから、なお一言つけ加えさせていただくならば、この事件に対しまして、ケースワ ーカ

ーが午前中私のところへ参りまして、この件について今回の議会で問題にすると、こういう不
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穏当なおどかしというんでしょうか、威圧的言葉がありました。いささか福祉事務所に対して

問題があるんじゃなかろうかと思います。異議あります。非常に私はその件については、余り

にもケースワ ーカーかわいそうじゃなl¥かということで不穏当な言葉だと思いますので、よろ

しくお願いします。(発言する者多し)

O議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君) 私は、本当にケースワ ーカ一気の毒だと思l¥ますよ。ケースワ

ーカーが 1人で決断はできる話ではありません。上司の命令により、こういう決断を下すしか

ないというケースワーカーの立場、本当に私はお気の毒だと思うばかりです。

しかしながら、実際に因っているそういう保護世帯に対して、どう行政側が対応するのかと

いうことは大変重要でございまして、たとえば生活保護の 7条について、所長にお伺いをいた

しますけれど も、御指導がございましたでしょうか。御答弁願います。

O議長(高橋通夫君) 福祉事務所長。

0福祉事務所 長(須藤雄示君) 一切拒否します。

O議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君) これは、個人の問題云々という問題からは全く関係のない質問

でございます。この 7条の、つまり内容と申しますと、もう一度読ませていただきます。 r法

第 30条第 1項の規定に基づく被保護者を、保護施設もしくはその他の適当な施設に収容し、

またはこれらの施設もしくは私人の家庭に収容を委託するときは、その施設の長または私人に

対して、収容依頼書を発行しなければならない」一一こういう条例がございます。

これについて、御指導をしていらっしゃるのかどうかということをお答えいただくのが、果

たしてそれが個人のプライパシーにかかわることでしょうか。私は違うと思います。どうぞ御

答弁お願いいたします。

0議長(高橋通夫君) 福祉事務所長。

0福祉事務所長(須藤雄示君) 一般論として申し上げたいと思います。私どもケー

スワーカーは、当然生活保護法にのっとりまして一生懸命努力しているわけでございます。

中には、自立更生のためにはしりをたたくように冷たい態度をとった方が、むしろ自立更生

につながる場合もありますし、温かい言葉を述べれJまそれで救われる方もおります。その場その場の

ケース ・パイ ・ケースにおいて、私どもケースワーカーは一生懸命尽くしていることを申し上
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げたいと思います。

以上です。

0議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君) 私は、ケースワー カーが一生懸命やっていないなんていうこと

は、一言も申し上げてないんです。ケースワ ーカーは一生懸命やっていらっしゃるんです。に

もかかわらず、生活保護世帯に対して、自分の力ではどうにもならないというと ころにワ ーカ

一自身が追い込まれて、 上司からの命令である、と言われたときに、私は本当にワ ーカーに対

しては返す言葉もありませんでした。

ですから、きのう本当に所長がいらっしゃれは¥所長にもお伺いしたはずですが、上司が一

切いらっしゃらなかったものですから、 4 5介の時点ではいらっしゃいませんでしたので、上

司にお伺いするこ ともできず、 もうきょうの議会ですから、一切時間がなかったという、こう

いう経過でございます。( r終わってからやればいいじゃなし、か」と呼ぶ者あり 〉

ですから、先ほどのこの問題に関しまして、 金額について妥当であるのかどうか、出せるの

かどうか、その 1点だけお聞かせ願えれば幸いと存じます。どうぞお答弁よろしくお願いいた

します。

0議長(高橋通夫君 〉 福祉事務所長。

0福祉事務所長(須藤雄示君〉 先ほど申し上げましたように、本件につきましては、

どういういきさつかということはお答えできませんので、お答えしかねます。

0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子 君)

橋本文子君。

l ¥きさつを、私は今お答えくださいと申し上げているんではな

いんです。この件について、出せるのか、出せないのかということのみ御答弁を今お願いして

いるわけです。いきさつを今ここで所長からお伺いしようなどとは思っておりません。

どうぞ、その点よろしく御理解の上、御答弁をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 福祉事務所長。

0福祉事務所長(須藤雄示君) 前段申し上げましたように、本件につきましては、

公務員法秘密に該当するのでお答えできないと。

ただ、過去においてこういう例があったと。借金も収入のうちなんだと。 したがって収入認

定されますので、過去においてこういう例の場合は、生活保護は出しません。
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以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君) 借金も収入のうちだと、そうし寸非常に、何て言うんでしょう、

血も涙もないお言葉で、明日の食べるお金もないという母子家庭に対して、借金もするなと言

えるんでしょうか。日野独自の温かい福祉のありょうが、このあたりでそろそろきちっと打ち

出されてもいいんじゃないかと、私は常日ごろ考えています。

ですから、 この生活保護世帯の方に対しても、通帳は全くない、空っぼである、持っている

現金も 1万円なにがししかないという状態の中で、子供が 1歳を過ぎたらアノマー トを出なけれ

ばいけないという追い詰められた、切迫した状態の中で、もしそこでだれかが手を差し伸べな

かったら、恐らく平山の事件ではございませんけれども、全く違いますけれども、自殺に追い

込まれるという可能性もあったかもしれないわけです。一つ一つ、ケース・パイ・ケースで同

じような話はあっても、全く同じ話というのはありません。

では所長にお伺いいたしますけれども、この方の様子を一度でも、直接お会いになって、最

近、この 1週間のことでございますが、その対応を何らかなさいましたでしょうか。その表情

をごらんになったでしょうか。

お願いいたします。御答弁ください。( I議長、議事進行Jと呼ぶ者あり)

O議長(高橋通夫君) 福祉事務所長。

0福祉事務所長(須藤雄示君) お答えし 1たします。

一切その件につきましては、お答えしかねます。

ただ、一言申し上げたいことは、なぜ相談されたときに、あと 1年住めるんだと。簡単に転

居を進めるんじゃなくて、あと 1年いられるならば、たとえ 1歳その子供がいたとしても、な

ぜ一言「あと 2日いられるんだからjというふうな温かみのある言葉で本人を慰め、そして引

き続きその家に住めるように、なぜ指導してくれなかったのかと、非常に私はこのケース、残

念に思うわけでございます。

ですから、後、翌週は月曜日で、福祉事務所へ来ていただけばよくわかることでございます

けれども、そういった温かみのある言葉を、ただ簡単に相談したからといって、いとも簡単に

移すんじゃなく、あと 1年間住めるわけでございますから、その聞の中に家を探すように、な

ぜ励ましてくれなかったのかと、それだけいささか残念に思います。( r議長、議事進行Jと
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呼ぶ者あり)

O議長(高橋通夫君〉 飯山茂君。

01 5番(飯山 茂君) 今、所長と橋本議員のやりとりを聞いていますと、少なくと

も私は議長の釆配だろうと思うんです。この問題については、私は、福祉事務所長と、福祉部

長と、橋本議員と、窓口でお話の結論が出ると思います。お取り計らいをお願l¥します。(Iそ

のとおりだよjと呼ぶ者あり〉

。議長(高橋通夫君) 橋本文子君、この件についてはひとつ福祉事務所長と、福祉部

長と相談して、それで解決してもらいたいと思います。委員長の審査報告とちょっと離れてい

ますので ( Iわかりました」と呼ぶ者あり)

これをもって質疑を終結いたします。

これをもって厚生委員会関係の審査報告を終わります。

次に建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

。建設委員長(旗野行雄君〉 一般会計補正予算の うち、建設委員会へ付託されまし

たのは、農業費、商工費、土木費でございます。審査報告を申し上げます。

農業費は、 278万 3，000円の補正増となっております。そのうちの主なるものは、水田

利用再編対策推進協議会、並びに米穀消費拡大推進協議会に対する負担金の補助及び交付金で

ございます。これは当初予算にも計上されておりますが、ここで都の補助金がほぼ確定したと

いうことで、今回補正に出た、こういう事情であるそうでございます。

商工費につきましては、 2 5万 9，000円の補正増でございますけれども、職員手当の増額

に伴うものでありまして、別段申し上げることはございません。

次に、土木費でございますけれども、 2億 3，55 5万 9，600円の補正増となっております。

主たる内容は、予算書の 69ページにございますけれども、 委託料、工事請負費、公有財産購

入費の増額に伴うものでございます。

工事請負費につきましては、これは 8，86 8万円の増額でございますけれども、舗装改良と

いうことでございまして、ことしの冬の雪害に伴う道路の傷みの改良ということでございまし

て、延長 19路線2.5キロということでございます。

公有財産購入費 8，569万円は、 道路用地 779平米の買収、 4路線にわた っておりますが、
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平均単価が平米 11万ということだそうでございます。

以上でございまして、理事者の説明を受けまして、建設委員会では慎重審議の結果、全員一

致で原案どおり可決ということに決定いたしました。よろしく御審議のほどをお願いいたしま

す。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 先般、私ちょっとお願いしたんですが、 こと しは非常にお米の

できがいいと言われている。確かにそうなんです。あ ったかかっ た。それと同時に、草の伸び

もいいわけであります。市道のわきの草がもうもうと繁っております。

たとえば、これは私なんかの裏の道路を見てもそうですが。われわれは大体自分の家の裏の

道路の草は刈ります。 自分でやります。市道であろうと。しかし、家のないところはそうはい

かない。そこまではできない。私、そういうことをやれば、 1年じゅうきっと市道の草刈りを

していても間に合わないでしょう。

また、仲田公園にしてもそうです、緑地にしても。国の保留地、まだ刈ってなし可。草の伸び

は、天候による。天災の一種かもしれません、これ逆を言えば。米の伸びも天候によります。

ところが、この補正の中に、この問、私「草刈り条例があり、市民には草を刈れと言ってお

きながら、市ではどうして刈らないのか」ということを助役さんにお電話したんですが、そう

したら佐々木君という係長が来まして、 1回ゃるのに相当予算がかかるんだと。確かにそうで

すね。かき集めてやらなきゃできないというふうなお話だったんですが、やはり草にとって、

草がどんどん伸びのも天災の一種だと思う。しかも条例がある。補正予算でどの程度これを組

んだか、土木費その他に。あるいはどうする気なのか。

これは、何も仲田の公園の、まだ公園になっていませんが、市有地だけではございませんけ

れども、市の道路等の周りに生えている草が非常に繁っている。道路は通りにくくなっており

ますが、もしなければ理事者の方の答弁、補正するならする、あるいは予備費を使うなら使う

と、この点。米が取れるときには草の伸びがいいわけですから、その点どうであるつもりか、

あるいはどのように審議したか。

。議長(高橋通夫君) 建設委員長。

0建設委員長(旗野行雄君) ただいまの御質問の件でございますけれども、この予

算書の 69ページに、委託料でございます、雑草除去作業道路敷として 50万円計上されてご
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ざいます。

ただし、委員会では この辺は細かい審議はしておりませんので、担当部長から答弁をお願い

したいと，思います。

。議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

。都市整備部長(結城邦夫君) 仲田につき まして、 私の方からお答え申し上げたい

と思います。

確かに仲田につきましては、非常に草の伸びがよくて、 1回刈らせていただいたわけでござ

いますが、その後、あすこに一部残土を搬入いたしました。その後の様子は見ているわけでご

ざいますが、もし非常に影響があるよ うでございましたら、工事費を私ども持っておりますの

で、その中から流用してでも刈りたいというふ うに考えておるわけでございます。

t ¥ずれにしましでも、 1 1月から本工事に入りますので、それまで様子を見た上で、刈る場

合にはその中の経費で措置できるというふうに考えております。( 11メートノレになれば。草

刈り条例 1メート ル以上だから j と呼ぶ者あり〉

0議長(高橋通夫君) 古古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 今、ありがたいことに市長は 1メート ル以上とおっしゃってく

ださいました。もちろん 1メー トノレ以上だから申し上げているわけであります。あの現地を見

てそういうことを言ってください。私は毎日見ている。

日野には自動車があります。市庁車もあります。助役の車もある。 一度ごらんになって、あ

れが 1メート ル以下であるかどうか。これは一一黙れ、そういう後ろからちゃちゃを議員が入

れる。やはり質疑はまじめにやらなきゃし、けないんです。 だからちゃちゃをいれるようなことは、ょした

方がよかろうかと，思う。( Iよく言うわね」と呼ぶ者あり、その他発言する者あり)一一それで、今の道

路です。 2・2・10ですカ¥予定路線ではないけれども、あの道路のわき と、 それから仲田緑地の間

のいわゆる市で管理しているところです。一ーや]だ、人がまじめに質問しているとき。ふざけるfム何が

お古玉しし、( l'何で大きな声出すんですかJと呼ぶ者あり)小さし、声じゃ聞こえないだろう。黙れ、女の

くせに。(I失礼なこと言うんじゃなしリと呼ぶ者あり)金切り声の女性の声というのは、すごく気になる。

今申し上げているとおり、見てくださいよ。見て、 2・2・10号線になる予定地は、市が

管理しているんじゃないんですか。市の要請であすこを空けたんじゃないのかと思う、私は。

あすこの草がどのくらいどうなっているか。草刈り条例は 1メートル以上の草があっちゃいけ
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ないんです。 カヤがいっぱい生えています。 これから、いわゆる貧乏草というやっ、 ピンボウ

グサというんだ、 あれ。白 t¥小さい花が咲いて、その種は飛んでいくわけです。近所の庭にみ

んな飛んでくる。御近所の人は、また迷惑するわけです。鼻に入れば、大変アレルギーの方も

出る。

そのような状況にならないうちに、市長の言われたように、 1メー トル以上になりゃ刈らな

きゃならないんだと、今言ったんです、市長が。だからそういうふうにしなさいと。それには、

やると 70万ぐら t¥かかるんだって言うんですよ、佐々木係長の意見では。だから今、 5 0万

円でどうするかなと思ってお聞きした。それは仲田だけじゃありませんよ。一般市道も含めて

私はお聞きしているわけです。

まあ、予算を集めてやりますということなら、これもそれだけ余裕をもって予算を組んであ

るのかどうか知りませんが、補正を組むくらいだからどうかと思うんですが、その点は大丈夫

ですね。( I答弁の前に議事進行」と呼ぶ者あり )

。議長(高橋通夫君) 竹ノ上武俊君。

022番(竹ノ上武俊君) 古谷議員の質疑の中で、 「女のくせにJという正式発言が

ございました。前回は、共産党は臭いものにふたをする、という趣旨の発言がありました。こ

ういう点について、非常にそういう発言が多いわけでございますけれども、古谷議員の場合。

今後、こ ういう点は、会議録にも残ることであるので、慎んでもらうとともに、女のくせにと

いうのは、やはり取り消していただくべきではないかと、そういうふうに思います。

議長の方でお取り計らいをお願いいたします。( I選ばれた婦人議員なんだから」と呼ぶ者

あり〕

。議長(高橋通夫君) 古谷太郎君、今後は気をつけていただきたいと思L、ます。(Iは

いはt¥Jと呼ぶ者あり )

都市整備部長。

O都市整備部長(結城邦夫君〉 それでは、ただL、まの御質問につきまして、お答え

申し上げます。

仲田緑地の関係だけになるわけでございますが、仲田緑地につきましては、市が買収いたし

ました土地、これは当然、市が草刈り等を行っていかなきゃならない、その点につきましては、

私ども重々注意して見ております。それで、今回議会が終わりましたら、直ちに現地にも飛び
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まして、再度またチェックをしてみたいと思います。

その経費につきましては、先ほど申し上げましたように、工事費をまだ私ども持っておりま

すので、その中で措置できるものというふうに考えております。ただ、これは当然財政部門の

方の了解を得て使わなければなりませんが、一応そういう手続も必要な場合はとります。

それから、 2・2・10号線のところでございますが、これは都の方の管理かと思います。

したがいまして、そこの状況を把握した上で、東京都の方に申し入れをするという手続をとり

たいと 思います。

以上でございます。

06番(古谷太郎君) 今、これ民生費のときに厚生委員長に聞きゃよかったんですけ

れど、 (生活環境部長に向かつて)直接関係をしているのはあなたの方なんだね、こ の草刈り

条例は。だから生活環境部長は、市長に命じなきゃいけないわけだ、条例違反だからちゃんと

草を刈 りなさ~\と。そういうふうに なるわけですね。今後ひとつ遠慮なしやはり条例規則に

違反した場合は、市長であろ うと遠慮なく言っていただきたし 1。 これ、市民のためですから。

この点を希望しておきます。

以上です。

。議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

国の、大蔵省の管理 している土地は、いつ、あれはきっと市の

結いたします。

これをもって建設委員会関係の審査報告を終わります。

各委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま要請というか、行政指導で刈り 始めたんではなかろうかと思 うんですが、少し刈っていますよ

ね。都市計画部長がきっと立川へ行って頼んできたんじゃなl¥かなと思って、僕も非常に感心

して 見ていたんですが、あれは国の管理地ですね。

もしそうでなければ、やはり大蔵省の方へ、 日野市では草刈り条例というのがあ るんだ、だか

らそれに協力してもらいたいと。特に仲田小学校の子供たちは毎日あすこを通ります。あと 10

日もするといわゆる花粉、花粉じゃありません、今度は種が舞うわけです。ですから、この点

も十分考えなきゃいけない。あれは連絡があったんですか、 大蔵省の方から。

す。

これよ り本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって議案第 77号、昭和 59年

度目野市一般会計補正予算(第 2号)の件は原案のとおり可決されました。

これより 議案第 72号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の制定、議案第 73 

号、 日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定、議案第 74号、

日野市立福祉センタ一条例の一部を改正する条例の制定、議案第 75号、日野市児童育成手当条

条例の一部を改正する条例の制定、議案第 76号、 日野市立総合病院事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議あり

。議長(高橋通夫君) 都市整備部長。

。都市整備部長 (結城邦夫君 ) お答え申 し上げます。

草刈り条例の関係につきましては、直接私の方の部の担当ではございませんで、 ( r単独で

もいいよ」と呼ぶ者あり〉はい。

それで、大蔵省の管理している土地でございますが、これは市の方に購入 した土地で はござ

いません関係上、当然大蔵省の方の管理になると。たとえば、そこの土地で草が非常に伸びて

いるというような場合には、生活環境部の方でその所有者に対しまして、メIjるように一応督促

ませんか。

私どもの部で大蔵省に申し出をしたという事実は、ございません。

以上です。

0議長(高橋通夫君〉 古谷太郎君。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君 〉 御異議ないものと認め一括議題とし 1たします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

O厚生委員長(市川資信君〉 ただいま議題となりました議案第 72号、 日野市老人

するということになろうかと思います。

つ山つd氏
U
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ネ冨祉手当条例の一部を改正する条例の制定について、委員会における審査の経過並びにその結

果を御報告申 し上げます。

本委員会は 9月21日開催し、理事者より本件に対する提案理由並びに議案の内容等につき

詳細なる説明を求め、慎重審査を行っ た次第であり ます。本件は、 5 q年 3月31日、 東京都

の条例改正に伴って市 も改正するもので、日野市老人福祉手当条例の第 3条中の従来の1万

5，500円を、 1万 6，5 0 0円に改めるというものであります。採決の結果、 本件は全員原案

のとおり可決すべきものと決した次第であります。

続きまして、 議案第 73号、日野市心身障害者(児 )福祉手当支給条例の一部を改正する条

例の制定について、 委員会における審査の経過並びにその結果を御報告申し上げます。

本委員会も同 じく9月21日に開催し、理事者より本件に対する提案理由並びに議案の内容

等につき詳細なる説明を求め、慎重審査を行った次第であります。本件も東京都の 3月定例議

会において都条例の改正に伴い、市もそれに準じて条例の改正をいたすものであります。改正

の主なるものは、第 3条 1の精神発育遅滞程度中以上の者等、 2番目に、特殊疾患にり患して

いる者、 3番の精神発育遅滞程度の軽度の者等、従来の 9，000円、 7，000円、 5，000円

を、それぞれ 50 O.円ずつアップして 9，500円、 7，500円、 5，500円とする ものであり

ます。本委員会では、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決と決した次第であります。

議案 74号、 日野市立福祉セ ンタ一条例の一部を改正する条例の制定について、 委員会にお

ける審査の経過並びにその結果を御報告申し上げます。

本委員会も同じく 9月21日に開催し、理事者より本件に対する提案理由並びにその内容に

つき詳細なる説明を求め、慎重審査を行ったものであります。今回の条例の改正点は、施設利

用時間第 7条 3項の、午前 9時から午後 9時までの利用時間を、 3 0分延長 して午後 9時 30 

分までとするものであります。採決の結果、本件も全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決した次第であります。

議案第 75号、日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定について、 委員会にお

ける審査の経過並びにその結果を御報告 申し上げます。

本件 も、 3月の東京都議会におきまして条例の改正に伴って、 本市においても条例の改正を

行い、制定するものであります。本条例の改正される主なる点は、第 5条の児童 1人当たり育

成手当 7，000円を 7，500円、障害者手当 9，000円を 9，500円と改正するものであり ま
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す。本委員会では採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であり

ます。

議案第 76号、 日野市立総合病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。本委員会は、理事者よ

り本件に対する提案の理由並びにその内容につき詳細なる説明を求め、慎重審査を行った次第

でございます。主なる改正点は、第 2条第 2項中、第 9号を 10号とし、第 5号から第月号ま

でを 1号ずつ繰り下げ、第 4号の次に脳神経外科を加えるものであります。 したが って、新 し

い診療科目は次のようになります。 1 内科、 2. 小児科、 3. 外科、 4 整形外科、

5. 脳神経外科、 6. 皮膚泌尿器科、順次、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、商科という順序

でございます。採決の結果、本件も全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第で

ござt¥ます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 5件について御意見があれば承ります。古谷太即君。

06番 (古谷太郎君〉 委員長さんにちょっとお聞きしたいんですが、あるいはまた理

事者でもいいんですけれども、 ( iもう意見ですから」と呼ぶ者あり)東京都知事が手当をふ

やしてくれたわけで、大変ありがたい。こういうふうな場合に、日野市長もやはり応分の増額

をすべきではなかろうか、こう思うんですが、その点はどのように思うか、希望しておきます。

ぜひひとつ、東京都知事がふやしてくれる、国のほかに別途の枠として、法外援助的措置と

してやってくれている。鈴木知事さんがせっかくやってくれたんだから、やはり市もそれにこ

たえて幾らか増額するようにしてもらいたい。今回の提案は、東京都知事がふやした分だけの

提案ですから。希望しておきます。

O議長(高橋通夫君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終

結いたします。

これより本5件について採決いたします。 本 5件に対する委員長報告は原案可決であります。

本 5件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 72号、日野市老人

福祉手当条例の一部を改正する条例の制定、議案第 73号、日野市心身障害者(児〉福祉手当

支給条例の一部を改正する条例の制定、 議案第 74号、日野市福祉センタ 一条例の一部を改正

する条例の制定、議案第 75号、日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定、議案

第 76号、日野市立総合病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は原

案のとおり可決されました。

これより議案第 80号、昭和 59年度日野市立総合病院事業会計補正予算(第 1号)、 議案

第 81号、昭和 59年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 2号)の件を一括議題とい

たしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認め一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

0厚生委員長(市川資信君) 議案第 80号、昭和 59年度目野市立総合病院事業会計

補正予算第 1号、委員会における審査の経過並びにその結果を御報告申し上げます。

理事者より本件に対する提案理由並びに議案の内容等につき詳細なる説明を求め、慎重審査

を行った次第でございます。今回の補正は、収益勘定では、収入支出それぞれ 810万円の補

正で、合計 20億 2，588万 5，000円とするものであります。

まず、収入の都補助金は、公立病院運営費補助金で、 1ベット 5万円の増額で、 1床当たり 60

万円となり、 162ベット分で計 810万円の補正となるものであります。支出は、他会計と

同様、病院職員の期末勤勉手当の支給率の変更による計上であります。

次に、資本勘定の収入の 3.000万円は、一般会計からの出資金であります。支出の 5.000

万円は、議案第 76号、脳神経外科の設置に関連するもので新設に要する初年度医療機器、器

具類の購入を行うものであります。内容は、脳外科顕微鏡、超音波外科用の吸引装置、誘発反

応記録装置等、いずれも脳外科用診療、手術に必要な機械器具の購入であります。なお、収入

支出補正介の不足額 2，000万円と、補正の 3.000万円の合計 5，000万円は、内部留保資

金で補填するものであります。

これらのほか、各般にわたり質疑がなされたのでありますが、細部については省略させてい

ただきます。
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以上により質疑を終結し採結の結果、本件は全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決

した次第でございます。

続きまして、議案第 81号、昭和 5q年度日野市受託水道事業特別会計補正予算第 2号につ

きまして、委員会における審査の経過並びにその結果を御報告申し上げます。

本件に対する提案理由並びに議案の内容等につきまして、理事者より詳細なる説明を求め、

慎重審査を行った次第でございます。本件は歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 74万

4，00 0円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12億 4，46 7万 8，000円と

するものであります。

本件の質疑の主なるものを概略申し上げますと、 5 0ページ、 51ページの節 11. 需用費

1 1 7万円は、事務所の業務とポンプアップ動力が同一系統にあったものを、都の指導等もあ

って、系統別に組みかえするものであります。

このほか各般にわたり質疑がなされたものでございますが、細部については省略させていた

だきます。採決の結果、本件は全員異議なく原案のとおり可決と決した次第でございます。よ

ろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君)

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより 本 2件について採決致します。 本 2件に対する委員長報告は原案可決であります。

本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 80号、昭和 59年

度日野市立総合病院事業会計補正予算(第 1号)、議案第 81号、昭和 59年度目野市受託水

道事業特別会計補正予算(第 2号)の件は原案のとおり可決されました。

これより詰藻第 78号、昭和59年度日野市者肺計画事業特用除計補正予算(第1号)、 議案第79号昭

和59作菱自野市下71姐事業特別会計補正予算(第1号)、議案第82号、昭和59年度日野市農業共済事

業特別会計補正予算(第1号)の件を一括議題とし、たしたいと思いますが、これに御異議ありません仇

( r異議なし」と呼ぶ者あり )

0議長(高橋通夫君 〉 御異議ないものと認め一括議題といたします。
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建設委員長の審査報告を求めます。

(建設委員長登壇〕

O建設委員長(鎌 野 行 雄 君 〉 まず、議案第 78号、都市計画事業特別会計補正予算

第 1号でございます。補正額は、歳入歳出とも 51 6万 8，000円となっております。歳入に

つきましては、全額繰越金の増によるものでございます。歳出につきましては、 1 3ページの

使用料及び賃借料、土地借上料 380万円が主たるものでございます。

次に、 7 9号、下水道事業特別会計補正予算第 1号でございます。歳入において 2，639万

7，0 0 0円、歳出も同額の補正増でございます。歳入の主なるものは、同じく繰越金の増額

2，6 2 4万 7，000円という ことでございます。歳出につきましては、委託料、秋川処理区の

認可設計に 2，400万円を計上しております。これは受益面積 400ヘクタ ールという、来年

の事業認可に備えて本年度認可設計の予算を組んだ、こういうことでございます。

次に、 82号、農業共済事業特別会計補正予算でございます。これは人件費増に伴う補正で

ございまして、補正増 17万 8，000円ということでございまして、格別御報告申し上げるこ

とはございません。

以上の 3件とも、理事者の説明を受けまして慎重審議の結果、全員一致で原案どおり可決と

決定いたしましたので、よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本 3件について採決いたします。本 3件に対する委員長報告は原案可決であります。

本 3件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって議案第 78号、昭和 59年

度日野市都市計画事業特別会計補正予算(第 1号 〉、 議案第 79号、昭和 59年度日野市下水

道事業特別会計補正予算(第 1号)、議案第 82号、昭和 59年度目野市農業共済事業特別会

計補正予算(第 1号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第 85号、市道路線の認定の件を議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。
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。建設委員長(鎌野行雄君〉

し上げます。

議案第 85号、市道路線の認定について審査報告を申

2件ございます。まず第 1件は、 南平 34号線、起点が南平五丁目 16番の23から同じく

1 6番の 25まで、延長 64 4 1メータ一、幅員 6メータ ーということでございます。これは、

向川原団地の市営住宅の改築に備えての進入路ということでございます。問題としまして、こ

れに接続する市道南平20号線、京王線に沿って東西に走っている路線でございますが、これ

が認定路線、今回の 34号線の拡張ができても狭いので、工事用の車両の進入について問題が

あるんではなt¥かというような質問がありましたが、この点も、 20号線の改良について目下

検討中というような答弁でございました。

次にいま 1点、神明上 145号線でございます。神明一丁目 10番の 3から二丁目 2番の 6

に至る 32 6. 6 3メータ一、幅員 4メーターの路線でございます。 これは、 御存じのとおり、

1・3・2号線が消防署前を通る市道神明上幹線 1号線と交差すると ころがございます。その

地点まですでに完成しておるわけでございますが、その延長に当たるわけでございます。すで

に用地は確保されておるわけでございますけれども、これに隣接する土地が市道もないという

ことで、宅地化もできないということで、 1・3・2号線ができるまでの、仮認定というよう

な形だそうでございます。

建設委員会では、現地調査を含めまして慎重審議の結果、原案どおり可決と決定いたしまし

たのでよろしく御審議のほどお願いいたします。

。議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。谷 長一君。

0 5番 (谷 長一君) 神明上の 145号線について、実は道路が、現況というのは非常

にでこぼこしておって、交通、特に自動車等を走らせると危ないんです。それとまた 雨等が

降りますと雨水等がたまりまして、非常に交通に支障を来たすという状態であるようですけれ

ども、現地を見られてよくおわかりと思いますが.どのように処置なされるか、その点お伺い

いたします。

0議長(高橋通夫君) 建設委員長。

0建設委員長(旗野行雄君) 現地調査のときに、そのことは確かに確認いたしまし

た。それで、至急舗装について検討してもらいたいというような、たしか意見が出ております。

正確を期するために、関係部長から重ねて答弁をお願いいたします。
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0議長(高橋通夫君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君〉 それでは、私の方から、ただいま委員長からのお答え

もございましたけれども、お答え申し上げます。

御質問のたしか 145号線は、延長にいたしまして、ここに書いてございますように 32 6. 

6 3メーターでございまして、一方通行になっております。特に谷戸地域の方に下る路線が悪

いわけです。特に悪いわけです。これは、先ほど補正予算の中でお認めいただきました補正予

算の補修費がございます。これらを使いまして、交通に支障のないように整備をいたす予定で、

計画をいたしております。

0議長(高橋通夫君〉

05番 (谷長一君)

終わります。

O議長(高橋通夫君)

結いたします。

谷長一君。

それでは、早急に整備をお願いいたします。

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより 本件について採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。 本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって議案第 85号、市道路線の

認定の件は原案のとおり可決されました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君)

0議長(高橋通夫君)

御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

休憩前に引き続き会議を開きます。

午後6時 21分休憩

午後 8時 59分再開

これより議案第 61号、昭和 58年度日野市一般会計決算の認定の件を議題といたします。

一般会計決算特別委員長の審査報告を求めます。
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〔一般会計決算特別委員長登壇)

。一般会計決算特別委員長(川嶋 博君)

度一般会計決算の認定についてであります。

それでは、議案第 61号、昭和58年

昭和 58年度一般会計決算特別委員会の報告を申し上げます。 9月13日の本会議において

地方自治法 23 3条の規定によって、 議案第 61号、昭和 58年度目野市一般会計決算認定の

件が付託されました。

概要といたしまして、一般会計決算特別委員会は 9月27日、 9月28日、 10月1日の 3

日間、慎重に審議を行いました。第 1日目は午後 1時より午後 5時まで、 2日目は午前 10時

より午後 5時まで、 3日目は午前 10時より午後 10時半まで、延べ 23時間 30分余り、理

事者側も含め、委員会全員真剣な審議が行われたこと、高橋副委員長とともに深く感謝を申し

上げます。

さて、昭和 58年度一般会計決算は、合計で歳入総額 264億 4，479万 4，00 0円、歳出

総額 255億 4，688万 8，00 0円翌年へ繰り越し、差しヲ|き残高 8億 9，7 9 0万 6，000円

であります。

まず、この決算に対する審議日程は、第 1日目歳入全般と歳出の総務費、議会費、第 2日目

は民生費、第 3日目は衛生、労働費を午前中に質疑を行い、午後農業、商工、土木、消防費を

まとめて質疑を行いました。そして、教育費、公債費、諸支出金、予備費の質疑を行い、最後

に総括質疑を経て採決といたしました。

それでは、審議する過程において、各委員からどのような質疑が行われたか、再質問を除い

て項目 を報告いたしま

歳入全般について、各委員から 12件の質疑が行われています。その内容につきましては、

法人税の減額について、財源の安定化確保はどのように考えているか。固定資産の確保、日野

市の対応について。不動産売り払いに適正な処分、市の対応について。市の資産運用の仕方、

工夫されているか。利子の収入に対する基金の運用。市税の減額になっている原因は何か。不

納欠損の内容について。法人税なぜ公表できないか。学童クラブ未算額について。市税につい

て。都、市町村調整交付金の内容説明。防音工事の対象地域について。以上の質問がありまし

7ご。

次に、歳出の議会、総務費について、 45件の質疑が行われました。行政施設調査の委託内
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容は。職員健康相談どのような進め方をしているか。庁内のファイリングの進捗状況について。

市の情報公開制度の状況について。電算化の進捗状況。公債費について。土地鑑定評価につい

て。報償費に関連して謝金、弁護士はどのようになっているか。 58年度ラスパイレスと人件

費アップについて、来客庁用駐車場長期の安定化について。行政調査研究について。 多摩平支

所の将来像についてどのような考えを持っているか、などの質疑がなされました。

民生費については、 54件の質疑が行われて、その内容につきましては、手書き電話の成果

について。身障者緊急一時保護費について。重度身障者と予算の滅額について。老人家庭奉仕

員派遣事業費の減額について。火災報知機の対応。高齢者の仕事をふやすことに対応を考えて

いるか。生きがい作業所と共同作業所との関係。精薄者の職親制度の就労について。ぼけ老人

対策、高齢者対応はできているのか。かしの木荘正職員 1名配置した対応について。生活保健

センタ一利用について今後の見通し。児童公園等のフェンスの修理について。国からの民生費

1割カットについて。それから学童クラブの給料水準について。保育園の費用について。国民

年金自動払い込みの費用について。不用額について。高幡福祉センタ ーの違法建築に関連して

の質問がありました。それから、市営住宅の排水の問題、進入路の問題、街路灯の問題、それ

から福祉センターの冷房の設置はできないか、ゲートボール場の設置についてでございます。

それから、用水組合に関連して、運用に補助金等の質問がありました。それから、シルバー

センタ ーの貸付金の期間について、児童館の報償費謝金について、敬老大会の会場に関連して、

進入路の問題が質問がされております。それから、自治会の見学会パスに関連して。市民の理

解を求める施策について。精薄者の仕事確保について。精薄者の親亡き後の行政依す応。宿泊施

設を持つ訓練施設をつくる考えはあるか。それから 59年度理美容券の制度の考え方。生活扶

助費、生活保護の母子家庭に関係する質問もなされております。

それから、身障者用の特殊車のガソリン補助について、自治会の掲示板設置について、身障

者緊急一時保護の PRの方法について、それから福祉センターについて の質門があります。そ

れからし尿浄化槽の検査はどのような方法があるか、平山域社公園駅の地下道の落書きの対応

についてなどの質疑が行われました。

次に、衛生、労働費については 27件の質疑が行われました。 清掃問題協議会についての説

明を求めております。それから清掃モニターについて。地域によっての収集日の明確化がなさ

れていなし 1。新しいグリーンボックスにおいてどんな形式があるか。ごみ対策について今後の
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考え方を質問しております。それから、清掃車の進入路に対するよい方法がないか。グリーン

ボックスの改善後、 置けなかった場所にも今後全市的に配置する考えはあるか。予算の取り方、

役務費でごみ運搬委託料について。それから競艇、競輪の収入予算が、財源として清掃費に使

われているかどうか。新井、石田地区の消毒地域について。年末年始ごみ保管袋について。駅

周辺の清掃実施について。温水プーノレ施設をつくる考えがあるか。清掃工場の余熱利用につい

て質問がなされております。

第一豊田荘のコイ、フナの浮き上がった問題について。防音工事についての対応は。地下水

トリクレン有害物の内容が質問されております。乾電池の処分方法、市の対応について。第三

次処理について。それからカメラ庖業者に電池の処分改修箱を置く考えがあるか、こういう質

問がなされております。

農業、商工、土木、消防費について、 2 8件の質疑がありました。日野市の商業のビジョン

について。大型庖舗対策について。豊田駅南口再開発について。河川専用の表示板、サイクリ

ング車の対応について。私道補助率について。地区条例についての方向について質問されてお

ります。

商業の補償料について。交通安全対策に関連し、豊田北口の自転車置き場について。市営住

宅建設に関連して、戸数、家賃はどのような考えでいるか。栄町の都有地、神鋼電機の跡地の、

遺跡に関連して進入路についての質問がなされております。 2・2・11に関連して、路線に

かかる住民の対応について。水田利用再編成対策実施、確認、はどのようなものになっているか、

道路新設改良、 5 8年度は何メートルであったか。豊田駅前の再開発について、 59年度予算

に計上されていないが。の問題も質問されております。

再開発によってもたらされる恩恵について。それから市長に対して、太陽エネノレギーに関連

して原子力の平和利用はどのような考え方であるか。コアラの歓迎についての行政としてのど

のような対応しているか。観光協会補助金の増額について。消防に関連して、消火器の詰めか

え費について。街路灯補助金カットについて。非常灯、太陽エネルギーを利用できないかにつ

いての質問がなされております。

水銀灯の光線による農産物に与える影響について。それから中央公園の利用状況についての

質問がなされております。

それから、多摩動物園入り口は 1個であるが、災害が発生した場合、対応について主として
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都に対応、を要請する考えがあるか、そういう質問がなされております。

次に、教育費、公債、諸支出金の質疑は、 3 4件が行われました。その中で、学校の便所の

清掃について。三小のテニスコ ー ト、程久保小の予定地についての質問がなされております。

それから、プール利用状況について。社会教育団体の補助金について。少年野球連盟に支出さ

れているか。審判の手当の問題も質問されております。それから PTA会長に感謝状を出す考

えがあるか。多摩川グラウンドにスプリンクラ一、移動トイレを設置する考えがあるか。卒業

式記念品はどんなものを出しているか。それから大成荘について。ナイター照明の問題も質問

されております。それから、管理職の校長の健康管理についての質問がなされております。そ

れから、遺跡調査会不起訴になった問題も質問されております。それから、ナイター設備、予

算の組み方に関連して、財政についての質問がな されております。

それから、アルバイト期間中の謝金について。プール指導先生方の謝金は幾らであるか。委

託料で給食用のガス器具の清掃について、調理師一一ー職員が清掃ができないか。それから謝金

についての視力障害者に対する仕事について。図書購入先を問う。それから財政力指数とは。

それから大成荘全体の整備計画について。それからプーノレ施設の規模はどのようになっている

か。それから市営フールの渡し利用状況は何名であったか。それから今後続けるかどうか、と

いう質問もあります。

それから運動会は平日によいのか、休日か、こういう問題も質問あります。

それから、学区の検討について。学校でプリント配布する用紙の質が悪い問題について。学

校近隣の騒音対策について。平山中の騒音対策についての質問がなされております。

最後に総括質疑が、 26件が行われました。そのう ち多摩平排水についての問題。それから

広報ひののファイノレの配布方法について質問がなされております。それから保育園措置につい

て年収額は。学童クラブ正職員化について、質問がされております。

それから、給与表のどの位置にあるか、相灰の高い人も措置されるのか、という問題も出て

おります。それから議会費の費用弁償について。議員の海外研修は積極的に行うべきだという

ことも出ております。通し号俸制度についての質問がされております。

根川の改修に関連して、四小周辺の生活排水の問題について。遺跡の調査に関連して、区画

整理、万願寺です、の下水道の埋設管に関連し、 不用額を利用できな~¥かという質問も出てお

ります。それから、自治会の補助金の増額に対する検討の余地はなし 1かと。 20 2・10の排
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水問題の計画は。高速道の排水が全部根川に入る問題について。それから根川の河床を下げら

れるか、の排水対策についての質問がなされております。それから車の下取り金額を明確にせよ。

学校給食の職員が夏休み中どのような作業をしたか。給食代、直営、共同方式、委託額の差

額について。税収は伸びないが、行政の対応について。行政の効率化の考え方について、質問が

なされております。

それから、 6 0年度に向かつて予算編成について、政策課題、順位はどのようになっているか、

それから東光寺河川敷の年次計画について、 5 8年度決算監査委員の意見がありましたが、繰

入金についての質問がなされております。

それから、 5 8年度国庫支出金に関連して、 補助金の減額についての質問が出ております。

以上、委員全員の質疑が終了いたしました。本委員会は、意見を保留し、認定について採決

の結果、議案第 61号、昭和 58年度一般会計決算について、賛成多数で認定と決しました。

以上、よろしく審議をお願いいたします。

0議 長 ( 高 橋通夫君)

04番 (小山良悟君)

これより質疑に入ります。小山良悟君。

民生費の中で、手書き電話の質疑がされたということでありま

すが、手書き電話に関してはちょっとわからないことが多いというか、首をかしげることが多

いんですが、まず、手書き電話について質疑がされたその内容について、ちょっと御説明いた

だきたいと思うんです。

0議長 (高橋通夫君) 一般会計決算特別委員長。

。一般会計決算特別委員長(川嶋 博君) ただいまの質問にお答えいたします。

手書き電話の質疑の内容については、成果についてという質問に、事務連絡、事務所と会長

さん、そういうところで設置し、今 10台設置されている、 5 9年度には 10台分設置されて

利用されていると いうことであ ります。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

この手書き電話なんですが、まず、手書き電話と書いてありま

すけれども 手書き電話と ミニ ファックスは違うんではな~¥かと。もし、手書き電話というこ

とで書いてありますと、現在、手書き電話というのは 1台65万ぐらいするわけであります。

全国で 350万台ぐらい普及しているそうですけれども、とても 9万 8，000円の、 58年度

予算では 9万 8，000円で、執行したのは 9万 250円ということでありますから、対応でき
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るわけじゃないんですね、そのことがまず疑問でありますし、そのミ ニファックスと手書き電

話の違いをどのように考えておるか。

さらに、手書き電話は 59年度予算にも問題がつながってくるわけでありますが、 5 9年度

の予算では、 67万ほど計上されておるわけでありますが、 6 7万 2，000円です、予算計上

されておるんですが、これがことしの 5月1日の広報に、主要事業の発表がしてあるわけです

けれども、その中では手書き電話設置が 49万円になっておるわけです。だからこれがなぜ、

補正した記憶はちょっとないわけですけれども、なぜ予算と違う形での発表になったかという

ことです。

さらには、後の問題をちょっと申し上げて、一度答弁聞いた後で申し上げたいと思いますが、

5 9年度の予算の事業執行について、 1 0月1日の広報に掲載するということを、聴覚者代表

の皆さんとのなにかお約束であったようですけれども、それが掲載されなかった、その理由は

なぜかということも、あわせて答弁をお願いしたいと思います。

。議長 (高橋通夫君) 一般会計決算特別委員長。

0一般会計決算特別委員長(川嶋 博君) ただいまの小山議員の質問にお答え

いたします。

ミニファックスと手書き電話の違いにつきましては、委員会の中では詳しい質疑はありませ

んでした。これにつきましては、正確を期すために担当部の方からも答弁させていただきま

す。

それからあと、広報に載った予算の違う問題についても、同様に答弁をしていただきたいと

思います。

0議長(高橋通夫君 ) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) ただいまの御質問に詳細にわたってお答えするだけの資

料を手元に現在持っておりませんので、概略について御説明を申し上げたいと思います。

先ず、手書き電話と ミニファックスはどう違うかということでございますが、私どもの方で

手書き電話とい う形で予算に計上しております中身といたしましては、 ミニファックスという

ことで計上しております。ですから、私どもの手書き電話という中身は、 ミニファックスとい

うことでございます。

それから、 5 9年度の予算の 67万 2，000円でございますが、これは 10台分を計上いた
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しました。これについて 10台分を執行するということで、 1 0月1日の広報にお知らせをす

るということになっておりましたんですが、紙面の関係で現在計上されておりませんけれども、

早急にこれはまた広報に載っけるということになると思います。

しかしながら、 5月1日の日野市の福祉概要でございますが、これとの関連ですが、これに

は49年度の( r広報ですよJと呼ぶ者あり )広報ですか。予算書に載っかつております 67 

万円が正解じゃなt)かと思います。 1台 6万7，0 0 0円だと思いました。

そういうことで、今後これについてはどのように活用していくか、ということでございます

けれども、これは先般聴覚者協会の方がお見えになって、 1 0台分をどうするのかということ

などいろいろお話いたしまして、これで、ちょっとそこでお話をした内容をお知らせいたしま

すと、東京都が今回身障者用具としてこの要綱を定めまして、 日野市といたしましては、この

1 0台介を運用するという中では、東京都の要綱に沿った形で当初は考えておりませんでした

けれども、その後に東京都が要綱を設置いた しまして、これで身障者の補装具 としての日常用

具としてこれを活用する際には、東京都の要綱に沿ってやるということがやはり必要だろうと

いうぐあいに、現在考えております。

これについては所得制限もございますので、これは東京都の要綱が今手元にございませんけ

れども、これに沿ってやるということになろうかというぐあいに考えておるところでございま

す。

O議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

まず、 ミニファックスと手書き電話、正確には全然違うわけで

す。そういうことで、できますればミニファックスのことであるならば、ミニファックスとい

う形で表示されたらよろしいんじゃなt)かと思います。そこで、広報の 49万については、こ

れは単なる印刷ミス、こういうことで理解してよろしいわけですね。

さらにちょっとつけ加えてお伺いしたいんですが、 10台分で 67万と予算計上したという

ことであります。この対象者は、何名目野市でおられますか。ミニファックスの今回のこの予

算計上で適用を受ける方は、何名ほどおられますか。所得制限というのがございますね、その

所得制限の面から見て何名おられるか、ちょっと教えていただきたいんですが。

0議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 1 0台ということで、当初計上いたしました段階では、
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東京都の要綱の所得制限は考えておりませんでしたので、これは市内におられます聴覚障害者

の方で、約、私ど もの把握では 90名以上おいでになるんじゃないか、こ ういう ことでござい

ました。

しかしながら、東京都の所得制限を導入いたしますと、 10台が若干下回る数字になるかも

しれない、こう いう報告を聞いております。 これは所得を正確に調べません と、私ども正確な

ことを申し上げられないわけですけれども、 1 0台とい う数字を若干下回るという形で、 所得

制限の対象としてあるん じゃな l¥かと。

しかしながら広報に掲載をいたしまして、応募を受けまして、 それで正確な数を把握したい、

こういうぐあいに考えていると ころでございます。

0議長(高橋通夫君) 小山良悟君。

04番(小山良悟君) 1 0人を下回るんじゃないか、 とい うふうなことでありますが、

所得制限しましでも、 1 8 0万かそこらぐら いの年収で、常に東京都の要綱を当てはめると抵

触してしま う、こう いう状況だと思 うんですがね。 これは福祉の森田市政としては、ちょっと

つれない姿だなあとい うふうに思 うわけであります。

年収が 500万、 1，000万ということであれば、それは当然わかるんですが、 1 8 0万ぐ

らいの年収で、 しかも健常者がそういう制限を受けるというんじゃなく て、 いわゆる聴覚障害、

身体障害の方はほかの市の適用についてもそういう東京都の要綱でたががはめられているとい

うことがあると思いますけれども、 しかし、私は、福祉のまずやるべきことは、精神的な苦痛

とか、肉体的な苦痛、そういったものを取り除いてやることをまず先にやってほしいと、常々

主張しているところであります。

したがいまして、東京都の要綱がそういう ことだからということで、 9 0人ぐらいいる聴覚

障害者の中で、東京都の要綱をはめますと 10人を割ってしまう、そういう形にしたら、こと

しの予算執行で後は該当者がいなくなるというふうな状況になるわけで、聴覚障害で悩んでい

る方を救えないことになるわけです。われわれは目が見え、耳が聞こえ、口がきけるから何と

も思わないんですけれども、 しかし現実にそういう障害を持った方々というのは、大変ふびん

な思いを私はするわけでありまして、そういった意味で、福祉の森田市政を訴えるならば、そ

の辺ぐらいは市独自の対応ができるはずであります。

この辺のところを、ひとつ日野市独自の福祉体制というものを考える気持ちがあるかないか、
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部長のひ とつ答弁をお願いしたいと思います。

O議長(高橋通夫君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 御質問の内容が、大変私どもとしましてはむずかしl¥御

質問内容に受けとっております。

と申しますのは、その他の補装具、たとえば蒋たきり老人のベッドとか、そういうようなもの

のも一定の所得制限をはめておりますので、 これは日野の福祉と申しますよりは、すでに補装

具等として補助しておりますものを、総体的に見直しをするということが必要になってくるんじ

じゃないだろうか、こういうぐあいに考えておるところでございます。

したがって、今回のミ ニファックスだけを切り離して、 1 0台、ある l¥は 90人に適用する、

こういうような考えでいきますと簡単なんですけれども、 しかし、その他の身障者、あるいは

老人の補装具の補助の基準を、すべて東京都の基準でやっております関係がありますので、そ

れをすべて市の基準に切りかえてし 1く、これはかなり膨大な予算を必要とする一一 これは全部

積算しておりませんけれども、今後積算するとかなり膨大な数字になるということを、福祉事

務所の方から報告がきておりますので、これを今後どうするかということについて は、検討 さ

せていただきたいというぐあいに考えております。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

補装具についても所得制限が課せられているというふうなこと

を、部長は答弁されましたけれども、そういったものについては所得制限云々ということを言

うんですが、私から言わせれは¥それじゃ理美容券なんか所得制限しているんですか。これは

もう日野市独自の施策です、こういうことでしょう。

ですから、すべて東京都の施策に応じて、従って、全部日野市がやっているわけじゃないわ

けです。日野市独自の対応もた くさんや っているわけですよね。

私は、単に手書き電話のことだけを取り上げて言っているわけじゃないんです。福祉全体の

見直しを、一つの考え、指針としてこの問題を取り上げているわけでありまして、そうしづ何と言

いますか、福祉部長の考え方だと、本当の意味の福祉がなかなか確立できない、日野市が胸を

張って福祉対策、福祉事業を一生懸命やっております、十介な対応しておりますなんていうこ

とは、とても言えないわけでありまして、事によって所得制限を引っ張り出してきたり、事に

よっては所得制限関係なしに、ばらまきの福祉をやったりということをやっているわけですよ。
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だからそういう意味で、こういった福祉のあり方というものを根本的に取り組み直してほし

い、そう申し上げているわけです。市長に一言、その件について御答弁をお願いいたします。

福祉のあり方でひとつ、ぜひ弱者の味方 と常日ごろ 自負されている森田市長ですから いい答

弁が期待できると思います。よろしくお願いします。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 福祉の施策は、国の制度、それから都の施策、または市の独

自の施策と、いろいろ展開があるわけであります。今御指摘のことは、東京都のいわゆる障害

者に対する用具の施策という意味で、 一定の都の基準があります。

今のお話を聞いておりますと、都の施策に調整を図りながら、市の御要請ができるものであ

れ、ば、そのような考慮を当然、行うべきだ、このように思っております。( rそういうことなら

結構です」と呼ぶ者あり〉

0議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

01番 ( 橋 本 文 子君) 教育のところでございますが、 223ページ、下から 8段上で

すか、旭が丘小学校の給食室の床の改修についての、何か質疑応答がございましたでしょうか。

委員長の覚えていらっ しゃる範囲内で、よろしくお願いいたします。

。 議長(高橋通夫君 〉 一般会計決算特別委員長。

0一般会計決算特別委員長(川嶋 博君) ただいま橋本議員の質問にお答えいた

します

特に旭が丘小学校という指定はございません。

0議 長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

そうすると、この床に関しては皆さん質問なさらなかったとい

うことで了解して、よろしゅうございますね。

それならば、私はこれを見ながらやはりどうしても思い浮かぶことが出てくるわけでござい

まして、これ 235万円の予算ですか、この給食室の床を改修しようというときに、せっかく

だから米飯給食ができるように設備を調えたらどうかというふうな論議は、教育委員会の方で

あったのかどうか、そのあたりをちょっとお伺いしたいと思います。理事者側の方からの御答

弁で結構です。よろしくお願いいたします。

0議 長(高橋通夫君) 一般会計決算特別委員長。
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0一般会計決算特別委員長(川嶋 博君) それでは、その問題について正確を期す

すために教育委員会の方から答弁をさせていただきます。

。議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

米飯給食関係の問題につきましては、施設の不備な学校から順次手だてをしておりますけれ

ど、旭が丘小学校の床の改修の問題とあわせて、その辺での改修も同時にやろうという話は、

教育委員会段階では出ておりませんでした。

O議長(高橋通夫君) 橋本文子君。

01番(橋本文子君) 出ていなかったとし 1うふうなことで、教育長にもこれまでにも

お尋ねして、一小と旭が丘だけが米飯給食ができていないという現状の中で、本当に、せっか

く床をなさったんなら残念だったなぁという気持ちが大変強いんですけれども。

この旭が丘小に限らず一小に関しても、同様にお伺いをしたいんですが、この設備をいつご

ろやろうかと、米飯給食できるような設備をね。そういう目安でもおありでしょうか。もしお

ありでしたら、大体いつごろやりたいというふうなことでお伺いしたいと思l¥ます。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

先般一般質問の際にも、米沢議員さんの方から、現在の学校給食関係で、特に施設設備関係

のおくれている学校、そういう面につきましての質問がございまして、特に教育委員会として

も米飯給食の問題についての絡みで、順次やっていきたいというその気持ち、それもなるべく

年度を縮めて年に 1校、あるいは多いときで 2校程度でなしもう少しテンポを早めて対応し

ていきたい、こういう考え方を持っておりますけれど、旭が丘小学校の場合には、一小、ある

いは四小、これらの学校等に比べますと、学校の開設年次が比較的新しいということもござい

まして、そういうような給食室が特に他の学校と比べて狭くて、非常に作業の上でも苦労して

いると。そんなところから手がけていきたいと思っているものですから、今ここで何年度とい

うことは、お約束はまだできかねますけれど、できるだけ努力はしてまいりたいと思っていま

す。

0議長(高橋通夫君)

01番 ( 橋 本 文 子 君 )

橋本文子君。

できるだけ早くやってくださるということで、その方向でお願
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いをしたいと思いますが、 旭小と 一小も同じですが、米飯は機械がないので、どこから仕入

れていらっしゃるんでしょうか。教育長、多分御存じだと思いますので、教えていただきたい

と思います。

0議長(高橋通夫君) 長沢三郎君。

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

どこから仕入れる というよりも、旭小学校と、それから第一小学校の方では、炊飯がま等の

関係で、炊飯委託と申しまして、 一応学校で直接米をといで米飯給食をするというのでなくて、

お米の分だけにつきましては、委託炊飯をして炊き上がった御飯を学校の方に運んでいただい

ている、そういう状況でございます。

。議長(高橋通夫君)

。教育長(長沢三郎君)

教育長。

お答え申し上げます。

委託炊飯 している米の内容で ございますけれど、この内容につきましては、 学校給食会で取

り扱っている米、それを委託炊飯にお願いしている、そういうことでございまして、-小、そ

れから旭が丘小学校の場合には、学校給食会で一応取り扱っているお米を使わせていただいて

いる、そういう状況でございます。

0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

教育長、それは本当でしょうか。学校給食会のルートを通った

0議長 (高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

炊飯のすべてを委託しているという、その委託先をお伺いして

米を、確かに旭小と一小に供給をしていらっしゃるというそのお答え、大丈夫で、すか。ちょっ

と私、もう一度念押ししてお聞きしたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 教育長。

いるんですが。それを教えていただきたいんです。 0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

。教育長(長沢三郎君) まことに申しわけないんですけれど、どこの会社に委託炊飯

を出しているかと、委託炊飯で現在対応しているということは聞いているわけですけれど、ど

この会社へということにつきましては、聞いていなかったもんで、また今ここに資料を持って

おりませんので、改めて担当者の方に問い合わせた上でお答えできるようにしたいと思います。

一小並びに旭が丘小学校の栄養士から、この取り扱いについては聞いておりますので、学校

給食会の米を委託炊飯で取り扱っていると。このことについてははっきり申し上げられます。

O議長(高橋通夫君 ) 橋本文子君。

01番 (橋本文子君 ) 私は、そんなにしつこく本当は聞きたくないんです。本当は間

0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

さあ、因りました。どこの会社に出しているのか聞いていない、

きたくないんですけれどね、事が子供の命の問題ですから、子供の健康の問題ですから、やは

りきちっとお聞きしておきたいと思うんですけれども、先般、何月でしたか、私が一般質問を

するより 1週間か 10日ぐらい前に、現場で働いていら っしゃる栄養士さんとか、あるいは調

理員さんのお話の中で、私の記憶に間違いがなければ、この 2校について の米飯は八王子の、

私はもう、ちょっと記憶が確かじゃないんですが、全農と聞いたような気がするんです。この

全農が本当に学校給食会の米を扱っていると、教育長がお墨つきをお出しになれるんですか。ち

ょっと私、不安なんですけれども、そのあたりもう一度お尋ねさせてくださt¥。

0議長(高橋通夫君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

全農と学校給食会のかかわりというものにつきましては、私、十分知識を持っておりません

けれど、学校給食会の米を委託炊飯で対応していると。このことにつきましては、一小と旭が

丘小学校の栄養士さんからはっきり聞いておりますし、たとえば、委託炊飯という問題が栄養

わからないということで。

そうしますと、前回私が一般質問の中で、学校給食会から、米について伺ったときには給食

会が安全だから ということで、教育長はそれは安全なんだとおっしゃった。それをここで一応

譲ると しまして、 1歩譲るとしまして、私は譲りたくないんですが、譲るといたしましでも、

この旭小及び一小について言えば、どこの米かわからないものが仕入れられていると。つまり

学校給食会のルートでないところからの米飯が子供たちに与えられているという実態を認めざ

るを得ないんでございますが、もしそうだとしたときに、この米飯についての臭素の残留のみ

ならず、その安全性についてどのような方法でこれまで調査をなさってこられましたでしょう

か。その点、ちょっとお伺いしたいと思います。
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士部会の中でも、その 2枚だけが取り扱っているということで、一部問題になっている点もあ

るわけですけれど、たとえばパン給食の場合のパンは、全部やはり委託加工です。

こういうような形で、最初のメリケン粉から学校で練っているというような状況でございま

せんので、委託炊飯というそういう過程の中で、今申し上げたような 2枚の栄養士さんのお話

ですと、委託炊飯という形が全くまずいということになると、ノマン加工もまずいということに

なる。そういうようなことゃなにかも、栄養士さんが話をされているような状況でございまし

て、今申し上げた 2校の米飯につきましては、委託炊飯という形で対応していることは承知し

ておりますし、その米については、学校給食会の配給米をもって対応している、 このこともは

っきり聞いておりますので、そういうようにお答えしておきたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

01番(橋本文子君)

橋本文子君。

教育長、私は別に教育長をいじめようと思ってこんなことを申

の卸はくず米を磨いて米飯に回し、 53年産古米を云々と書いて、非常に古米がここのところ

使われてきたということが、はっきりと、これまでの新聞もそうでしたけれども、これまさに

きょうの新聞ですからね。

それと同時に、もう一つこれ、きのうのものですよ。朝日新聞です。これは給食米にネズミ

のふんがという、これは柏の方の話ですけれども、必ずしも相だけじゃないというふうに、私

は思います。日本全国同じようなネズミのふんとか、ガの問題もあるでしょうし、臭素の問題、

全国的に、実際に薫蒸しているわけですから、あるんですよ。

ですから、話を元に戻しますが、旭小、一小について言えば、学校給食会から直接入ってい

ないというところで、特にやはり神経を使って、所定の調査なり何なりをしていただきたいと

いうふうに思っているわけです。ですからこういう質問をしているわけなんですが、教育長が

学校給食会からのものを炊飯委託していると、今おっしゃったので、私はきょうのところはそ

れを信頼するしかありませんので、質問はこれで終わらせていただきます。

。議長(高橋通夫君) これをもって質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。古賀俊昭君。( I登壇Jと呼ぶ者あり)自席で結構

です。( I従来はどうしたんだよJI討論の場合、前に出るの、意見と言ったでしょう。議長

さんJ I賛成だけでも登壇して」と呼ぶ者あり)

静かにしてください。登壇。

C 1 8番議員登壇〕

01 8番 (古賀俊昭君) それでは、私は冷静に、昭和 58年度一般会計決算の認定に

当たりまして、反対の立場で意見を申し上げたいと思います。

まず、昭和 58年度も歳入、つまり財源を見てみますと、非常に高い自主財源の割合を示し

ているわけであります。市税におきましては 58%、 トータルで自主財源は 78，3 2 %という

割合が、まず大変裕福な自治体であるということを指摘することができるわけであります。

しかし、これに反しまして、市の財政状況を見てみますと、まずーっは、地方債の現在高が

非常に多いということであります。 243億円、この額は、やはり問題にしなければならない

であろうというふうに思います。

次に、 多大な積立金が存在をするということであります。基金のトータルは 62億円、この

額が果たして適正であるかどうか、つまりただ基金として積み立てるということではなくて、

し上げているんじゃないんです。本当は教育長、とってもまじめな方だと思っていますし、一

生懸命なさる方だということもよく知っております。

だからそういう意味では、大変教育長の任にお着きになるというの、ふさわしい方だと思っ

ているんですけれども、余り御答弁をかたくなさると、わからなければわからない、よく知ら

なければ知らないとむしろお答えいただく方が、教育長らしくて私はいいんじゃなし、かなと思

っておりますので、余りそういうふうにかたくおなりにならないで、対応していただきたいと

思います。

小麦について言いますと、パンについて言いますと、それはまたいろいろあるでしょう。ア

メリカの方から輸入した小麦を使って、そんなことを言っていると、それは大豆もそうです、

お豆腐だってそうです、おそばだってそうです。ですけれども、今私が特に問題にしているの

は、お米の問題のみに焦点を当てる形で、ほかのものもいろいろ問題はあると思います。だけ

れども、このお米の問題をまず突破口にして、学校給食のもろもろの食品について、これから

いろいろ私も調査をしたいと思っていますので、米についてのみぜひ集中して御答弁をいただ

きたいと思います。

きょうの新聞あたりを見ますと、やはり米不足だったということで、 「太る太る卸売商空前

の利益」なんていう、これはきょうの新聞なんですよ。そしてこの中の最後の方に、日本米穀

小売商業組合連合会(千代田区〉発行の機関紙、中間米穀商は 58年度米不足を生かして一部
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積極的に事業を興す己とによって、 この基金を活用してし 1く、そうした努力が今回は足りなか

ったということが、一つ指摘をすることができます。

次に、 不用額と繰越金の問題であります。 不用額が 6億円、また繰り越し金額は 8億円とな

っておりますので、この不用額、繰越金の金額が、これまた非常に多いということが指摘でき

るのであります。つまり、積極的な事業の対応をもってすれば、この当該年度に事業が促進さ

れたはずでありますから、この不用額を生じたということは、それだけ事業が当初の計画どお

りに行われなかったということでありますので、この点、予算の執行に大きな問題があるとい

う点も、これまた私どもは言及せざるを得ないのであります。

不用額が生じた時点で、予算 というのは市民のいろいろな切実な要求に従いまして、そうし

た強い要望を満た していくために、施策を新たに興 し、これに割り 当てるく ふうをするべきで

ありまして、そうした立場での補正で対応する等の工夫がなかったということが言えると思い

ます。

私が決算特別委員会で聞きましたように、たとえて申しますと、道路改良、これにつきまし

ては、日野市の 4メートル未満の市道の うち、 4メートルに拡幅する計画は、当初 530メー

トjレあったにもかかわらず、実際の執行は28 5メートノレ、わずか半分の実績 しか上げていな

いのであり ます。予算編成の時点で、き ちん とした見通 し、十分な精査を行っ ていれば、こう

した事業のやり残し等を理由に、不用額、繰越金等がこれだけ多額に上るということは防げた

はずであります。

次に、 58年度の決算を見てみ まして指摘でき るのは、私どもがかねがね申 し上げておりま

すように、市長の政治的な偏向、市政運営の厳正中立という ものが侵されているとい う点であ

ります。たとえて申し上げますと、憲法記念行事、広報ひのの中に掲載されております市長の

意見等、記事、これらは明らかに偏向が見られるわけであります。政治の大きな目的というの

は、国民の生活を守ってし1く、そ して幸せのための障害となっているものがあれば、これを退

けるということが、まず第一眼目でなくてはなりません。

そうした立場からいたしますと、今回の憲法記念行事、 また広報ひの等に掲載されておりま

すことはご大方の市民の合意を得られるものではないというふうに考えるのであります。

たとえば、憲法記念行事、これはつまり安全保障政策に、日本の防衛政策に反対し、自衛隊

を解散させる目的、また安保条約を認めないという立場での護憲運動であって、少なくとも国
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の安全保障ということに最大の重きを置いて進めなければならない国の政治の基本にかかわる

問題について、こうした立場を一自治体がとるということは、私は避けてし 1かなければならな

いことであるというふうに強 く考えるのであります。 こうしたことに市民の血税が使われると

いうことは、 厳に慎んでいただきたいと思うわけであります。

次に、市民の批判の対象となっております給与制度、 このことをやはり指摘をしておかなけ

ればなりません。職員の仕事に対する意欲をそぐような現在の通し号俸制のもとでは、やはり

効率的な、そしてまた効率の上がる仕事を市の職員に求めて、それをやっていただくというこ

とは望めないわけであり ます。職務給給与制度、こ れはある面では厳しい面があるかもわかり

ませんが、同時に温かさもあるわけであります。仕事の内容、そして責任、また困難さに従っ

て、やはり給与は決めてし1かなければならない。 このことからしますと、地方公務員法にも違

反をした形で、市民の税金がたくさん今回も使われた、違法な支出があったという ことが指摘

がされるわけであります。このことについても、私どもは市民の立場で、この人件費の支出につ

いては違法性があるということで、ここで問題にしておきたいと思うわけであります。

続きまして、これ も決算の特別委員会で指摘をいたしました遺跡調査会の訴訟の事務にかか

わる公金の支出であります。つまり、弁護士等に支払われた謝金、また事務費等が今回 104

万 4，000円支払われております。 これは、予備費の流用をもって最初充てられておりました

ものに、その後、補正で追加をされて これだけの金額になったものでありますが、被害者であ

る日野市が訴訟費用を負担するということは、 これは話が逆さまであります。当然遺跡調査会

がこの費用については負担すべきでありますし、当時の会長であ った日野市長森田喜美男氏が、

この訴訟の費用についてはみずから負担をするという立場で、こ の裁判に臨むということが、

私どもは当然のことではないか、こ のように考えます。よって、この 104万 4，000円につ

いては、 不当な、違法な支出と言わざるを得ません。

遺跡調査会のこの問題は、き ょうも緊急質問もあり、また全協でもいろいろ批判の指摘があ

ったわけであります。市民の声に背き、そして清潔な姿勢を求める市民のそうした要求に背を

向けた今回の市長の行動、また、愁うべき今回の不祥事件について、市政の信頼回復は、これ

また今回先送りになったということが、この支出を見てもわかるわけであります。

その他、全般的に見まして、人件費、扶助費、公債費等、いわゆる財政構造の弾力性を欠く

こうした経費の支出が抑えられておらず、財政運営の面でさらに工夫が求められるところであ
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ります。市政はあくまで公平な立場、また効率性、そして緊急性から見て、血の通った施策が

行われなければなりません。

翻って、今指摘いたしましたことを見ますと、今回そうした姿勢が、 58年度予算を見る限

りは、私どもは認めることができないわけであります。よって、昭和 58年度一般会計の決算

の認定に反対するものであります。私どもは、当初予算にも反対をいたしておりましたので、

一貫してその立場を買いたことを申し添えておきます。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 板垣正男君。

C 1 2番議員登壇〕

01 2番(板垣正男君) 共産党市議団を代表いたしまして、 5 8年度一般会計決算認

定の立場で意見を申し上げたいと思います。

初めに、 5 8年度の政府の地方財政計画によりますと、その歳入の柱となっております地方

税の増収は、 57年度比で 0.1%滅となっております。 58年度当初から政府の地方財政が落

ち込むという見込みで立てられていたわけでございますが、これは日野市の市民税をとった場

合、同じような傾向を示していることがわかります。この落ち込みは、政府の場合、個人税の

増収によって補う、こういう方法がとられているわけであります。

たとおま、法人事業税、住民税、法人割の法人関係の2税合わせて、 57年蜜比で 9，000億円も落

ち込む、こういうふうに見積もられていたわけであります。それを、個人の増税、固定資産税、

の増税によって、わずか 254億円のマイナスにとどめる、こういう国民への増税によってマ

イナスを最小限に食いとめる、こういう言わば国民への増税路線がとられた年でもあったわけ

であります。

一昨日、国税庁が発表いたしました、民間の給与についての実態調査が発表されました。き

のうの新聞でも細かく伝えられてあるところでありますが、これによりますと、所得税の負担

率が給与の5.96%と、この 26年間で最高を記録するという、こういう厳しい課税が強まって

いるのであります。

詳しくは省きますけれど、もこの中で、 19 7 7年と比べまして、 5 8年度一一 19 8 3年は、

1人平均の給与は約 34%の伸びを示しておるものの、所得税額の伸びは 78.3%で、実に給

与の伸びの 2.3倍にもなっているのであります。ですから、昨年末、若干の減税が行われたも
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のの、年末調整で戻った金額はささやかということで、新聞でも伝えられているとおりであり

ます。わずかな減税も、大幅な増税によって帳消しにされ、この 26年間で最大の課税が強化

されたというもとで、 58年度の歳入が賄われたという点を、私たちは指摘しないわけにはいか

ないのであります。

市の一般会計に占める歳入、法人の落ち込みは、 9億 9，200万円であります。逆に、個人

の増税介が 8憶 7，100万円余、差し引きいたしますと、市民税は 1億 2，00 0万円余の前年

度比マス ナスになっておりますが、法人関係の 9億円余りの落ち込みを、わずか全体として 1

億 2，000万円にとどめたというのも、個人の税負担が大きくカバーをしたということになっ

ておるわけであります。これは、ただ単に市税の落ち込みを食い とめたということの認識にと

どまらず、国民の血税によって地方財政が補われた、こういうふうに見てし 1かなければならな

いと思うわけであります。

さらに私は、国庫支出金の落ち込みについて、若干触れておきたいと思います。監査意見の

中にも述べられてありますように、前年度比総額で 3億 7，30 0万円余りであります。これは

老人保健法の会計の創設、あるいは新しい事業の集結等、事業に伴う国庫支出金の滅がござい

ます。当然その年度によって、事業によって国庫の支出金が変化することはもちろんでありま

すけれど、 しかし、国庫支出金が年々減少しているというこの事実は、日野市の財政にも大き

なかげりをもたらしていることも、事実でございます。

5 8年度予算の意見の中にも述べておきましたけれど、共産党市議団は、自民党政府による

臨調行革路線に基づく地方財政への制度の変更、補助金の減額、補助基準の切り捨て等々、強

く反対の意思を表明してまいりました。教育関係、特に一中、三中、三沢中の増築、給食室に

かかわる補助金の減額は、 1，800万円余りに上っておりまして、他の教育関係の国庫補助金

の減額分を含めますと、 2，246万円余りの前年度比で減額されておるのであります。

こうしたことなどが重なって、日野市の財政にも負担一一国民への負担、市民への負担がま

すます強まってこようとしているわけであります。御承知のように、年度末になって市民会館

の起債 5，00 0億円が削減されるということも生じまして、 5，000万円が生じまして、([天

ぶろしきだ」と呼ぶ者あり〉これもまた大きな市民の批判へと高まってまいってきているとこ

ろであります。

さて、こうした国庫補助金や、あるいは市民の増税等々、市の財政にも大きな構造的な変化
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をもたらそうとしているわけでありますけれど、この中で、市の施策を落とさない、施策のレ

ベルを落とさない、こういう努力が当然求められていくわけであります。 58年度は全体とし

て、 森田市長以下担当部長初め職員の努力によっ て、これが維持発展させられたのではなし、か

と思うわけであります。特に、基金の繰り入れが 5億1， 6 0 0万円、繰越金が 10億円余り 、

あわせて 16億円の歳入となっ ているわけであり ます。この基金と繰越金によって施策が補わ

れた、こういう年でもあったのではないかと、特長づけられると思います。

そのことで、施策が幾つか前進してまいったわけでありますが、たとえば、市民会館の建設

に着手する ことができました。日野の歩み写真集も発行する ことができました。市政施行 20 

周年記念も行われてまいりましたが、核兵器の廃絶、平和都市宣言の啓発塔も建てることがで

きました。これは、だれにもやれることではございません。革新市長のもとで、 しかも憲法を守

り、平和を守る という姿勢がなければ、できないことでもあり ます。 ( rそのとおりJと呼ぶ

者あり)

先ほど憲法記念行事に対する批判的な意見が述べられましたが、これは全く森田市長の政治

姿勢を逆さまに受けとっているものであり、森田市長こそ、 また、革新日野市政こそ平和憲法

を守り、核兵器を廃絶し、そして市民の平和 と安全を守るために、こ の啓発塔などを中心とす

る、憲法を市政に生かす姿勢を貫いているのであ ります。

緑化基金の積み立て、 老人健康手当の増額、寝たきり老人看護手当を増額する ことができま

した。御承知のように、寝たきり老人看護手当には、支給の対象が違うと言って反対した会派

や議員もおったのでありますが、支給された人たちは大変喜んでおるという ことを、つけ加え

ておきたいと思います。

老人憩いの家新築事業にも着手することができました。いよいよ今月オープンということに

なったわけでありますが、お年寄りの皆さんが 1円募金運動を進める等々 、市民と市が一体と

なってお年寄りの要望にこたえて、こ の憩いの家の新築事業に着手することができたわけであ

ります。

団地等の汚泥処理に必要な、浄化槽汚泥処理施設の建設工事が完成した年でもありました。

仲田の緑地用地、北川原公園用地、 日野緑地の用地等の購入も進められた年であります。

黒川の流水整備、水路の改修が、一段と進んだ 58年度でもありました。

仲田小学校の新築も行われました。地域の子供たちゃ父兄からも、大変喜ばれておりますし、
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超党派的な称賛の声も寄せられておるということも、伺っているわけであります。

一中、三沢中の給食室ができ上がりました。三中の増築も行われまして、過大校の解消に着

々と手を打っているというのが、 革新市政の施策であったわけであります。( r三中のことは

忘れないぞ」と呼ぶ者あり )

私立幼稚園園児保護者負担軽減、増額を行いまして、 3歳児にも補助金が出るようになりま

したし、関連する幼稚園、保護者負担軽減等も軒並み増額を行ってまいりました。

ほかにまだまだたくさんあるわけでありますが、細かいところまでは省くといたしまして、

主な点を申し上げてきたわけでございます。しかし、私たちはすべて 100%満足する市政が

行われたというわけではありません。問題点はたくさん、もちろんあるわけでありますが、議

会、あるいは市民から指摘された問題点は、今後、市側の一層の努力によって克服し、改善し

ていかなければならないことは言うまでもありません。

平山中学校防護壁の設置の問題であるとか、あるいは谷地川改修、東光寺河川敷の利用計画

の促進等々、要望点などもあるわけでございます。

さらに、不用額の問題点なども指摘されているわけでありますが、予算計上した際、所期の

問題を十二分に達成するよう 、その予算執行には全力を挙げていただきたいことを強調してお

きたいと思います。

最後に私は、遺跡調査会訴訟事務に関しまして、一言触れておきたいと思います。御承知の

ように、この事件にかかわる市側、あるいは遺跡調査会、そして議会、告訴、告発を行ってま

いりました。先般、不起訴との通知をわれわれは受けたわけでありますが、この不起訴との通

知に、非常な不満を覚えるものであります。議会の百条委員会がまとめました調査の結論の中

で、今回の不正事件の中心は、元事務局長が経理の責任者の立場を利用して、出納独断運用し

て、遺跡調査会及び市に大きな損害を与えているところにある、このように述べておるわけ

あります。

このことか ら考えるならば、本事件が不起訴になるなどというようなことは、通知を受ける

まで予想、もできなかったことであります。市長の見解も表明されました。今後一層の努力を行

って、こ の事件の解明を続ける必要があろうかと思います。

また、議会は検察審査会に審査を申請して、引き続く解明を行う必要があるかと考えるわけ

であります。そして、今後こうした事件が絶対 2度と起きないように、市側の一層の努力をお
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願いいたしまして、 58年度一般会計決算認定の意見を終わり といたします。

O議長(高橋通夫君) 高橋徳次君。

( 9番議員登壇)

09番 (高橋徳次君) それでは、昭和 58年度一般会計決算の認定に当たり、新政会

としての意見と要望を申し上げておきます。これから申し上げること、それらを踏まえた上で、

来年度予算の編成に当たり十分これを反映していただくように、冒頭にお願い申し上げておき

ます。

昭和 58年度一般会計歳入額は、 264億 4，479万 4，008円でございます。対昭和 57 

年度歳入から比べますと、 8億 50 3万 6，000円ほど伸びてはいますが、その趨勢比率で見

ましては、昭和 57年度の前年度に対比しますと、 1 1 5.1 1であったのに対し、昭和 58年

度は同 56年度との対比では 11 8. 7 2と、その伸び率は鈍化の傾向にあります。

また、消費的経費を見ますと、昭和 58年度が 150億 594万であったのに、構成比で見

ますと 58.9 2で、前年度の昭和 57年度は 114億 8，024万 3，000円で、構成比では

5 7.7 5で、対前年比では 6.14の増加を示しています。

また、人件費で見ますと、昭和 57年度を前年度との対比では、その伸びは1.67であった

のに対し、昭和 58年度 62億 8，000万を前年度 57億 9，000万と比べてみますと、 8.29

と急激の伸びになっています。

また、投資的経費は、昭和 58年度が 52億 4，000万で、昭和 57年度の 48億 8，000

万に比較すると、確かに 7.35の伸びにはなっていますが、その財源はというと、起債に負う

ところが多くなっています。これは、後の世代に大きな借金を負わせることであり、今後の財

政運営で特に留意すべき点であると思います。

また、今後当然予想されることは、都市計画事業、たとえば公共下水道事業、区画整理事業、

都市基盤整備等に多額の費用と長い歳月を必要とすることになってまいります。そういう意味

におきまして、基本計画を定め、計画的な行財政の遂行と、徹底的な効率化が大事であると思

L、ます。

さきに申しましたように、歳入の伸びは厳しい反面、行政に期待する市民の要望は多く 、昭

和 58年度の市の事務報告書の市民の声の処理状況の中にもあるとおり、下水道、道路の拡幅

及び新設、排水路の整備、体育施設、公園、遊び場対策等、生活環境の改善が強く望まれてい
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ます。

また、福祉の面では、 本会議のたびに、たびたび各議員の方 より指摘されているとおり、日

野市においては急速に高齢化を迎えようとしています。これに対応する行政の施策もまた、急

務となってきております。

今日の地方行政は、いろいろな課題が山積しております。そ の一つに、 地方財政の悪化があ

ります。各市町村とも悪化の傾向をたどり、近い将来にはそのピークを迎えようとしておりま

す。財政運営の効率化、人件費の適正化、補助金の合理化、公債残高の削波、職員定数の抑制

と、いろいろの問題がありますが、財政運営の効率化において特に重要なのは、人件費の適正

化があると思います。この問題は、地方行政が抱えるアキレス鍵とも言えるものであ り、高給

与の実態から往々にして地方財政余裕論の論拠にされ、納税者である市民の感情を逆なでにし

ているのが現実です。

本市の財政の中で大きな比重を占めている人件費、そして職員の定数の適正化等を図らない

限り 、財政運営の健全化は期待できません。これは納税者である市民の多くが強く求めている

ことも、厳然たる事実です。また、その税負担によって賄われている給与にふさわしいサ}ビ

スの提供がされているか否かが、大きな問題となってきます。

給与問題は、また地方分権への道を阻んでいるという点も、無視できない問題であると思い

ます。この地方分権化のためには、自治体が地域住民の信頼を得ることが前提であり、高い給

与、高額退職金等の現状では、その前提条件は整っ ているとは言えません。通し号俸制の悪平

等が、まじめにやろうとする職員の士気を喪失させ、役職職員の気力への影響をもたらしてい

ます。それが行政の活力を阻害するという弊害が出てきていることも否めない事実です。この

点も、本会議の都度、強く指摘されているとおりで、過日の本会議でも、新政会の石坂議員が

一般質問で、また一般会計決算特別委員会の席では、市川議員がこの点を特に指摘されていま

す。

以上、いろいろ申し上げましたが、来年度予算の編成にはぜひ新政会の意見と要望を十分加

味された、効率的行政に見合う新年度予算であるように強く要望して、昭和 58年度一般会計

決算の意見といたします。( r認定するのかしないのか、どっちなんだJと呼ぶ者あり 〉最初

に言ってあります。

0議長(高橋通夫君) 福島敏雄君。
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C 2番議員登壇〕

02番 (福島敏雄君) 昭和 58年度日野市一般会計決算を認定する立場で、 革新ク ラ

ブを代表して意見を申し上げます。

昭和 58年度一般会計の歳入総額は、たびたび数字が出て おりますけれど も、264億4，479

万 4，0 0 0円、歳出総額が 255億 4，688万 8，00 0円で、繰越明許費 9，960万を差し引

いた 7億 9，830万 6，000円を翌年度へ繰り越すという内容でご ざいまして、 全体と してみ

ればまずまずの姿であるというふうに考えるわけでございます。

まず、歳入につきまして見解を申し上げますと、昭和 57年度に比較して、伸び率が大変低

いという ことであります。歳入総額では 3.14 %の伸びでありますが、市税については 2.28 

%の伸びであり 、こ の伸び率は、市政がしかれた昭和 38年度以降最低であった昭和 50年度

をさらに下回るものであり、この 20年間で最も低い伸び率であります。

この原因は、市税の 62.7 %を占めます市民税が、昭和 57年度 に比較 して金額で1億2，000

万円、 率で 1.1 1 %のマイナ スであったことであります。個人市民税は 8億 7，200万円、

1 2.7 %ふえましたが、法人市民税は 9億 9，20 0万円、 2 5.5%の対前年度比マ イナスであ

ります。 このことが大きく影響してきているわけであります。

さらに、国庫支出金が 3億 7，300万、 1 6. 3 %減少をしておりま して、歳入総額の伸びを

この二つが著しく鈍化 させた要因である ことを、昭和 58年度の決算書は如実に示しているわ

けでございます。

法人市民税について言えば、昭和 59年度では、米国の景気回復による対米輸出の増加、V

TR、OA機器を中心とした情報産業の好況に支えられて、民間設備投資も上向いております

ために、昭和 58年度に比べて相当伸びることが予想されますが、昭和 60年度以降について

見ますと、米国経済の先行き不安、特に日野市におきましては、超優良企業の転出などの要素

から、まことに厳しい状況であると言わざるを得ないと思います。

また、国庫支出金につきましても、公債費が歳出の最も大きいものになる国家財政を見ると

き、今後ますますこれまた厳しくなると考えざるを得ないのであります。

こうした状況の中で、市独自で努力できる徴収率の引き上げ、あるいは基金の資金運用の了

を得まして、 5 7年度より 1億円の利子歳入の増というような、いろいろの工夫につきまして

は評価をいたしますが、 こういった厳しい歳入の状況を、環境を再認識をしていただきまして、
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さらに一層財源確保に各部署が努力される こと を要望 しておきたいと思います。

一方、歳出でございますが、予算に組まれた主要政策であります市民会館建設、仲田緑地用

地の取得、 都市計画道路2・20 5号線用地の取得、仲田小学校新築、第一中学校増築及び給

食室の新築、黒川都市下水路管渠埋設、ある いは老人憩いの家の建築、市政施行 20週年記念

事業など、 所期の目的がほぼ達成 された事業内容、決算である と考えるものであります。

ただ、市民はそれぞれの年齢段階で、 ある いは住んでいる地域、あるいは生活状態等、それ

ぞれの趣味の違いなどによって、行政に対する要望をまだ数多く持っているわけであります。

こうした市民要望は、すべて早期に解決できるものでないことを理解はいたしますが、制約さ

れた条件の中で、いかに実現させるか、あるいは、実現させるために行政は、そして議会はど

のよ うな努力をして くれるのかを、市民は見守っているのだと考えます。

そうした考え方に立ちまして、 二つ要望をしておきたいと思います。

一つは、歳出のうち投資的経費を少 しでもふや 努力をしていただきたい、こ ういうことで

ございます。昭和 58年度決算を見ますと、 255億 4，680万円の歳出のうち、消費的経費

が 15 0億 5，094万円で 58.9%、投資的経費が 52億 4，7 1 3万円で 20.5%、公債費が

2 7億 3.905万円で 1O. 7 %、繰り出し金が入っておりまして、 13億 6，661万円で 5.4 

%、その他 11億 4，314万円で 4，5%と、これが歳出の内訳でありますが、 したがって、投

資的経費をふやしますには、まず、消費的経費、公債費などを総体的に抑えていかなければな

らないわけで、すこぶる難しい問題であると思います。

消費的経費の主なものは、人件費、物件費、扶助費、補助費等で、どれを見ても成り行きで

いけば必ずふえるものだけに、これを抑えるには大きな混乱があることは理解をいたしますが、

市民なり、職員なりに一方的にしわ寄せをしない施策、政策で、より効果のあるものを、職員

の皆さんの英知を結集してぜひ確立していただくよう、お願いをしておきたいと思います。

私どもは、好んでこのことを要望するものではありません。下水道、道路、交通、運動施設、

文化施設、保健医療、高齢化社会への対応など、着々と前進しながらも、まだ市民の要望する

レベルまでには相当な距離があると判断するわけであります。この距離を少しでも埋めるのが、

行政、議会の責務であると考えるからであります。そうした視点から、普通建設事業費を中心

といたしまして、投資的経費の拡大を要望をしておきたいと思います。

要望の 2点目は、長期的展望に基づいた行政施策の展開を要望しておきたいと思います。要
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望の 1点目と大きな関連があるわけでございますが、税収の伸びが鈍化する中で、いかに市民

要望を実現させていくのか、これには市民との対話の積み重ねによる真の市民ニーズの把握と、

事業の優先順位づけが必要になってくると思います。

それと同時に、市民の要望する事業がどれだけのお金を必要とするのかも、数量的に把握す

ることが必然的に要求されてくるのだと思います。言L可かえれば、基本構想、に基づいた日野市

を建設するためには、お金が幾らかかるのか、 このことについては概算でもはじき出しておく

必要があるのではないかと考えるわけであります。

財政の予測と、それに対応する事業計画の立案が、今、あるいはこれからの行政における大

きな仕事にならざるを得ないと思います。今まで以上に明確にし、市民に提示していただきた

いことを要望するわけであります。このためには職員の政策研究活動、政策立案能力も今まで

以上に要求されてくるのではなし、かと思います。地方の時代と言われる中で、特に財政難の中

で、国の積極的な政策が期待できない今、自治体みずからの知恵と工夫で、市民のニーズに合

った政策を進めるには、職員のやる気と、資質の向上に大きく頼らなければならない状況が到

来しているわけであります。

現在、地方自治体職員の自主的な政策研究活動が活濯になってきていると聞いておりますが、

これはまさに時代の要請であろうと思います。長洲一二知事の率いる神奈川県、畑 和知事の

率いる埼玉県が、特に先進的にこのような自主的な研究を進めているそうでありますが、日野

市におきましても、時代を先取りする形で職員が政策を研究できる環境づくりを進めていただ

き、当面する課題を基本計画、年次計画としてまとめていただき、長期的展望の上に立った行

政施策の展開を希望するものであります。

以上、大綱 2点の要望を申し述べ、さらに細かいことになりますが、わが会派の代表一ノ瀬

議員の方から一般質問で要望しておきました、見やすい議案書、決算書というような要望に対

しまして、 58年度一般会計並びに特別会計の決算書の作成に当って、十分配慮されているこ

とにつきまして、その労をねぎらいたいと思います。

以上、大綱 2点の要望、意見を申し述べまして、昭和 58年度日野市一般会計決算を認定す

る立場での意見とさせていただきます。

終わります。

O議長(高橋通夫君) 夏井明男君。
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C 1 6番登壇〕

01 6番(夏井明男君) 公明党を代表しまして、昭和 58年一般会計決算に対し、認

定、賛成の立場で意見を申し上げたいと思います。

昭和 58年度の施策としましては、根川改修事業を完成しまして、さらに桑園跡地に建設予

定しております仲田緑地の買収も実行され、かつ南平のいわゆる高校用地の買収も進んで、す

でに造成の段階に入っているわけであります。

また、市民会館も順調な進行を見せておりますし、長年の各議員の懸案でありました市内循

環パスの一部も実行に入っているという ことでありますし‘ 大きな課題を抱えております問題

について、こういう立場から見ますと、順調に進んでいるようにも見えるわけであります。

清掃関係におきましては、いわゆる今回の議案にも載っていますが、市の決定も行われ、実

施設計も進み、着工の準備段階に入ったということであります。

さらに、小中学校の関係におきましては、先ほどもるる賛成意見の中でお話がありましたけ

れども、第一中学校の増設、給食室新築等、また仲田小学校の完成ということで進んでいるわ

けであります。

福祉関係におきましても、いわゆる長年の議員の提案でありました老人憩いの家というもの

も、過日完成を見たわけであります。

しかし、昭和 58年度の経済状況は、まだ依然として低迷を続けているという評価もなされ

ているわけで、その中で市の行政をどのように進めていくか、かなり難しい段階に入っている

かと思うわけであります。このような立場で、今後さらに住みよい町づくり、市民要望にこた

えるためにどのような観点が中心になっているかということで、過日の決算委員会の審議を踏

まえて、若干の要望をしたいと思うわけであります。

歳入面におきましては、先ほど、るる法人市民税の約 10億近い減収ということが指摘がご

ざいましたけれども、これから長期的な経済成長率、いわゆる低成長率の中で、このようなデ

ータを見ますと、決して市民税の増収の飛躍的な増大は見込まれないということが言えるかと

思います。

さらに、国におきましても、いわゆる行財政政策の厳しい姿勢が進みつつあるわけでありま

すが、そういう観点から見ますと、日野市におきましても、将来の活力ある町づくりを具体的

に念頭に置きながら、市の財政の確立と財源確保に一層努力する必要がさらに生じているとい
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ってよいかと思うわけであります。

さらに、地方公共団体におきましても、いわゆる行財政改革が重要課題のーっといわれるに

至っておるわけであります。そ こで、日野市におきましても、職員の有効配置の工夫、 さらに

は職場のOA化、いわゆる電算化を進めて、将来の行政需要の多様化に伴う人員増を極力抑え

込んでいくという姿勢が見られつつあるわけでありますけれども、この方向性は、ぜひ堅持を

していただきたいと思うわけであります。

さらに、先ほどの意見にもありま したとおり、いわゆる投資的経費の枠を維持しながら、

経常経費の増大化を、とかく 増大する傾向性のある経常経費を抑え込んでいこうということで、

日野市も節約の方向のさまざまのものを打ち出 していると思うわけであります。小さい話であ

りますが、小中学校で、漏水節水対策ということで、約 1，000万の節約ができたという例にあ

るとおり、さまざまな分野で知恵を絞っていただき、有効な財政支出の方法を工夫をしていた

だきたいと思うわけであります。

最後に、特に高齢化社会に向けての対応という ことが、 本格化してくるわけであり ます。過

日の決算委員会でも、 1人の老人の方の対応に対して、どういうふうに施策を進めるかという

と、さまざまな問題が浮き彫りになったわけであります。その意味から言いましても、いわゆ

る本格化する高齢化社会に向けて、強力な体制をとってし 1かないと、不幸な老後を迎えてしま

う方が多くなるのではなし可かというふうに思うわけであります。そのためにも、施策の中で、

いわゆる現物給付というふうな立場ではなくて、弾力的な予算の配置をしながら、先ほどの話

もありましたとおり、市民のニーズの肯定、緊急性、そういうものを検討されて、骨太い慎重

な政策を進めていただきたいと思うわけであります。その意味から、いわゆる現物給付による

福祉施策と いうものは、 本格的な検討を迫られる立場に、時代が来るであろうと思うわけであ

ります。ぜひその研究もしておいていただきたいと思うわけであります。

また、下水処理場の用地対策が、本年秋から本格化するということで発表がありましたけれ

ども、これらのさまざまな重要政策についての実施手順のあり方について、いよいよ重要な段

階に差しかかっていると思うわけであります。その意味で、先ほど申し上げましたとおり、行

財政の執行におきましては、慎重かっ骨太な施策をお願いして、終わりたいと思います。

以上。

O議長(高橋通夫君) ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終
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結いたします。

これより本件について採決いたします。 本件に対する委員長報告は認定であります。本件は

委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

(賛成者挙手〕

O議長(高橋通夫君) 挙手多数であります。よって議案第 61号、昭和 58年度目野

市一般会計決算の認定の件は、認定されました。

特別会計決算特別委員長の審査報告に入る前に、理事者より発言したい旨申し出がありまし

たので、これを許します。都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは、ただいま議長からのお許しがございまし

たので、まことに恐縮ではございますけれども、決算書の中に字句の訂正がございますので、

よろしくお願いしたいと思います。

決算書の 375ページでございます。真ん中に、 自のところで、 3の万願寺区画整理費とい

うのがございます。そこの節の 7の賃金の欄の備考でございますが、ここに臨時職員雇上、そ

の下に万願寺地区内土木作業人夫とございます。これは適切な表現でございませんので、ここ

の人夫を作業員に、御訂正をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

0議長(高橋通夫君) これより議案第 62号、昭和 58年度目野市国民健康保険特別

会計決算の認定、議案第 63号、昭和 58年度目野市都市計画事業特別会計決算の認定、議案

第 64号、昭和 58年度目野市下水道事業特別会計決算の認定、議案第 65号、昭和 58年度

目野市立総合病院事業会計決算の認定、議案第 66号、昭和 58年度目野市受託水道事業特別

会計決算の認定、議案第 67号、昭和 58年度目野市農業共済事業特別会計決算の認定、議案

第 68号、昭和 58年度日野市老人保健特別会計決算の認定、議案第 69号、昭和 58年度日

野市仲田緑地用地特別会計決算の認定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

特別会計決算特別委員長の審査報告を求めます。

〔特別会計決算特別委員長登壇〕
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。特別会計決算特別委員長(馬場弘融君) 本委員会に付託をされました議案第62

号から 69号までの、合わせて 8議案につきまして、 1 0月3日に開催されました委員会におけ

ける審査の経過並びに結果を、 JI債を追って御報告申し上げます。

初めに、議案第 62号、昭和 58年度目野市国民健康保険特別会計決算の認定についてであ

ります。

歳入につきましては、収入済額 26億 798万 3.608円、不納欠損、額 47 0万 5，18 0円、

収入未済額 1億 3.699万 7，703円。歳出につきましては、支出済額 25億 8，769万7.090

円となっております。

本件に対する主な質疑は、国及び都支出金減額の理由は何か。一般会計繰入金の年度問のば

らつきはどうしてか。予算額に比べ調定額が大幅に伸びている。補正予算と比べても、余りに

かけ離れた決算額というのはまずいと思うがどうか。また逆に調定額に比べ、収入済額が少な

し、。つまり収納率が低下をしている。これは努力不足ではないか。納税奨励費と滞納との関連

はどうか。審査支払い手数料についてはきちんと報告がなされているのか。市民の医療費の伸

び及び現状はどうなっているか。返納金の内容。職員数と滞納の関連。納期と滞納の関連、同

規模近隣市と比べ税額給付額は適正か、などの質疑が行われましたけれども、理事者側からは

説明とともに、今後一層努力をするとの答弁がございました。

意見といたしましては、特別会計相互の比較をしてみても、 事業内容及び決算規模と職員数

にかなりばらつきがある、今後もっと整った職員体制づくりを望みたい、審査支払い手数料に

ついては、実質的な審査を要求すべきである、滞納を減らす努力をさらにするべきである、退

職者医療創設に伴い、市あるいは市民の国保負担増とならぬよう国へ強く要望せよ、などの意

見が出されました。

決算内容につきましては、月Ij段異議なく、採決の結果全会一致認定と決した次第であります。

次に、議案第 63号、昭和 58年度日野市都市計画事業特別会計決算の認定についてであり

ます。

歳入につきましては、収入済額 8億 9，81 2万 3.482円 歳出につきましては、支出済額

8億 2，681万 8，917円となっております。

本件に対する主な質疑は、委託料にかかわる区画整理業務の内容は何か、委託料について、

不用額の多い理由はなぜか。豊田南口について、区画整理と再開発とが並行しているけれども、

-670-

一般会計、特別会計の分担も踏まえ、その関連はどうなっているのか。さらに、両者の一本化

はできないものなのか、今後の市内の再開発あるいは区画整理の手順を伺いたい、全体として

事業費が前年度より少ない理由は。国庫支出金はどのように決定をされているのか。たとえば

当初の年次計画がずれ込んだような場合、協議修正をしているのか、 等の質疑が行われました

けれども、決算内容については別段異議なく、採決の結果、全会一致認定と決した次第であり

ます。

次に、 議案第 64号、昭和 58年度日野市下水道事業特別会言十決算の認定についてでありま

す。

歳入につきましては、収入済額 13億 4，081万 761円。 不納欠損額 3万 3.384円。収

入未済額 125万 9，61 9円。歳出につき ましては、支出済額 12億 6，356万 3.240円と

なっております。さらに繰越明許費として、 5，000万円が次年度へ繰り越されておりまして、

これは遺跡発掘調査によりまして、万願寺区画整理地域内の工事がおくれたということに伴う

ものであります。

なお、下水道の普及率につきましては、前年度と変わらず、対人口比で 11 %にとどまって

おります。

本件に対する主な質疑は、黒川都市下水路の現状はどうなっているか。完成式のようなもの

は行ったのか。医薬材料費で使用されている薬品はどのようなものか。また危険性はないのか。

水質検査の内容はどうなっているか。今後完成する下水道について、受益者負担を取るのか取

らないのか。多摩平処理場へのこれまでの市の負担を考えれば、安易に受益者負担を取るべき

ではないと思うがどうか。また近隣各市ではこの受益者負担についてどうしているのか。年度

末の減額補正が多すぎるけれども、努力不足ではないか、などの質疑が行われました。

意見としては、黒川都市下水路の完成は関係議員等にははっきりと知らせてほしかったし、

何らかのセレモニーがあってもよかったのではないか。公共下水道とともに、都市下水路につ

いてもその積極的推進をさらに強く要望したt¥。医薬品の使用については、慎重に対処をして

ほしい、等の意見が出されましたが、決算内容については異議なく 、採決の結果全会一致認定

と決した次第であります。

次に、議案第 65号、昭和 58年度日野市立総合病院事業会計決算の認定についてでありま

す。
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収益的収入及び支出につきましては、収入額 20億 1，226万 1，438円。 支出額 20億

727万 9，7 5 6円とな っております。 資本的収入及び支出につき ましては、収入額 3，509

万 3，000円。 支出額 8，190万 1，36 4円となっており、この不足額 4，680万 8，364円

は、過年度及び当年度分損益勘定留保資金で補棋をしております。

本件に対する質疑の主なものは、建設改良費について、ーたん増額補正をしておき ながら、

それ以上の不用額が出ているのはなぜか。外来がかなり増加している中で入院患者が減少して

いる理由は何か。本会計からの繰入金約 3億 2，000万円と多額である、要するにかなりの赤

字という ことになるけれども、こ の根本原因はどこにあるか。室料差額収益、つまり差額ベッ

ト料は他の公立病院と比べ、取りすぎてはいないか、などの質疑が行われましたが、決算内容

につきましては別段異議なく、採決の結果全会一致認定と決した次第でございます。

次に、 議案第 66号、昭和 58年度日野市受託水道事業特別会計決算の認定についてであり

ます。

歳入につきましては、収入済額 10億 4，322万 4，218円。収入未済額 392万 6，7 8 2 

円。歳出につきましては、支出済額 10億 4，322万 4，218円と なっております。

なお、決算時の水道普及率は 95.6 4 %で、前年度に比べ 0.24%のアッ プということであ

ります。

本件に対する質疑でありますが、多摩平の赤水対策について、積極的に手を打っているか。

もっと水質検査を強化してほしいと思うがどうか。漏水調査及び修理の内容は。漏水に伴いむ

だになった水の量及びその額はどれほどであるか。 専用水道の都水道への移管計画はどうなって

いるか。普及率のアップを図るべきと思うが周辺市の普及率と比較してどうなっているか、な

どの質疑が行われましたが、決算内につきましては異議なく 、採決の結果、全会一致認定と決

した次第であります。

次に、議案第 67号、昭和 58年度日野市農業共済事業特別会計決算の認定についてであり

ます。合わせて四つの勘定を総合した決算額は、収入面では、 1.8 2 9万5，444円。 支出面

では、 1，812万 2，79 6円と なっております。

本件につきましては、日野市農業共済条例の規定どおり 、収入役が行った決算であるかどう

か、との質疑がなされましたが、決算内容については別段異議なく 、採決の結果全会一致認定

と決した次第であります。
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次に、 一議案第68号、昭和58年度目野市老人保健特月Ij会計決算の認定についてであります。 歳入面では、

収入済額 21億7ユ18万909円。歳出面では支出済額 21億7，106万2，814円となっております。

本件につき ましては、医療給付費が補正予算で約 5億円も減額されている のはなぜか、見通

しを誤ったのではないか、などの質疑が行われましたが、決算内容には異議はなく、採決の結

果全会一致認定と決した次第であります。

最後に、 議案第 69号、昭和 58年度目野市仲田緑地用地特別会計決算の認定についてであ

ります。

本会計は、仲田緑地取得に伴い、昭和 58年 6月20日新たに設置をされたものであります。

収入済額、支出済額ともに 23億 8，646万 5，7 1 6円となっております。

本件につき ましては、将来の事業全体計画の中で、留保地の確保及びその利用計画はどうな

っているのかなど、主に今後の見通しについての質疑が行われ、 もっと積極的に留保地の取得

並びに利用計画をつくるべきだ、と の意見が出されましたけれども、決算内容には別段異議な

く、採決の結果、全会一致認定と決した次第であります。

以上、 本特別委員会に付託をされました 8議案につきまして、かいつまんで審査の経過並び

に結果を御報告申し上げました。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。

。議長(高橋通夫君 ) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 R件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本 8件について採決いたします。 本 8件に対する委員長報告は認定であります。本

8件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 62号、昭和 58年

度目野市国民健康保険特別会計決算の認定、議案第 63号、昭和 58年度日野市都市計画事業

特別会計決算の認定、議案第 64号、昭和 58午度日野市下水道事業特別会計決算の認定、議

案第 65号、昭和 58年度目野市立総合病院事業会計決算の認定、議案第 66号、昭和 58年

度日野市受託水道事業特別会計決算の認定、議案第 67号、昭和 58年度日野市農業共済事業

特別会計決算の認定、議案第 68号、昭和 58年度目野市老人保健特別会計決算の認定、議案

第 69号、昭和 58年度日野市仲田緑地用地特別会言十決算の認定の件は認定されました。
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これより 請願第 59- 2号、国立病院、療養所の充実を求める陳情の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

(総務委員長登壇)

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 請願第 59-2号についての総務委員会の審査結果を

御報告申し上げます。

この請願は、昭和 59年の 3月1日受け付けによりまして出された陳情でございます。全日

本国立医療労働組合(全医労)立川支部の島袋さんが出されたものでございます。

内容といたしましては、昨年の行革大綱におきまして、国立病院並びに国立療養所が統廃合、

縮小、地方自治体への移譲などが図られたという動きを見ましての陳情でございます。

総務委員会では、 7月27日、陳情代表者の島袋さんを委員会にお呼びいたしまして、るる

質疑をも行った次第でございます。そのような結果、この請願については施設長である、院長

でございましょうか、施設長の方からも厚生大臣等に、この統廃合、縮小、移譲がなされない

ように、要望を行っているということで、労働組合の方もそういう趣旨で、市議会を通じて総

理大臣と厚生大臣などに意見書を出してほしいという内容でございました。

総務委員会は、るる審議いたしました結果、 3項目を政府に要望するということで、意見の

一致を見た次第でございます。

一つは、国立病院、療養所の廃止や、地方自治体、民間への移譲計画の策定は取りやめてほ

しし 1とし、うこと。

それから、国立病院、療養所の患者給食、ボイラ一、清掃、洗濯など、現場用務の民間下請

は行わないでほしいということ。

3つ目は、国立病院、療養所が地域住民の疾病構造の変化や、医療需要に対応できるよう、

医療従事職員の増員による増床と、機能、役割りの強化拡大を図ってほしいという点でござい

ます。この三つの点に絞りまして、意見一致を見ました。

その結果、意見書を委員会で作成をいたしまして、本日提案をする予定となっております。

陳情については全会一致採択と決しました。

意見書の提案は追って行いますので、ぜひこれを本会議で可決していただくよ う要望いたし

まして、審査結果の報告といたします。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。
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01 8番(古賀俊昭君) 簡単なことを、ちょっと 1点だけお聞きいたしますが、昭和

5 9年 5月24日に閣議決定された行革大綱の中では、国立病院、療養所の統廃合、地方自治

体民間移譲についてはどのような記載がされているか、その点を委員会でお調べになったので

はな~¥かと思いますので、教えていただきたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 行革大綱の内容につきましでも、閣議決定の写しを

取り寄せまして、委員会で審査をいたしました。その結果、今、その文書をここにお持ちいた

しておりませんけれども、こ の陳情の大体趣旨の方向で、閣議でも確認をされたということを

前提といたしまして、審査をした次第でございます。( I了解」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。 本件に対する委員長報告は採択であります。 本件は

委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 59-2号、国立病

院、療養所の充実を求める陳情の件は委員長報告のとおり採択と決しました。

これより 請願第 59- 5号、日野第五小学校校舎改修及び校庭改良工事促進に関する請願の

件を議題といたします。

文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

O文教委員長(古賀俊昭君) それでは、請願第 59-5号、日野第五小学校校舎改

修及び校庭改良工事促進に関する請願につきまして、審査の経過とその結果について御報告を

申し上げます。請願の代表者は、第五小学校PTA会長の佐藤昌子さんであります。

御承知のとおり、第五小学校は昭和 34年に多摩平団地が建設されるとともにつくられた学

校であります。当時は、従来の学校建築の様式を超えまして、斬新かっ画期的な様式として評

価も高かったようでありますが、その後、児童数の急速な増加に伴いまして、校舎の増築が重

ねられたことが相まって、請願要旨にもございますとおり 、校舎は迷路のように入り組んだ構
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造となり、また職員室は校庭を見渡すことができない位置にあるなど、児童の安全、それから

教育現場としての適切さからして、非常に問題の多い建物となっているわけであります。

文教委員会では、 5 9年、ことしの 4月27日の現地視察をはさみまして、今議会まで鋭意

審査を重ねてまいりました。教育委員会は、請願者の指摘をほぼ前面的に認めま して、建てか

えの場合の補助対象になることの困難性ゃ、耐用年数の関係から、すぐに、つまり即時全面改

築には残された問題が多いとしながらも、抜本的解決のための努力をはらう旨の見解が示され、

同時に森田市長からも、今後の課題として場合によっては自己財源の活用も含めて結論を出し

ていきたい、と の答えがございました。

本件は、小学校という義務教育施設にかかわる問題であり、その重大性につきまして、 活発

な質疑が繰り返されたわけであります。

なお、同様の趣旨の請願が、過去昭和 52年にも提出をされまして、この日の市議会で採択

されていた経過もあ り、 全員異議なく この委員会で採択と決定をした次第であります。よろし

く御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(高橋通夫君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをも って意見を終結いたします。

これより 質疑に入ります。なければこれをもっ て質疑を終結い

本請願は、 6月定例議会におきまして、本委員会に付託されたものでございます。請願者は、

日野市百草 999-265-404、小舟秀雄さん外381名の方からの請願であり ます。請

願要旨は、湯沢会館に映写室があるのに映写機の設備がないため、利用者の皆さんが大変不便

を感じている、というものでございます。

本委員会においての質疑では、現在図書館に貸 し出し用の映写機が 5台あるが、そのうちの

1台を常設用 として貸し出しすること はできないのか、と の点について、理事者は、 1台は古

くて使用ができず、 1台は予備機であり 、 3台がフル回転の中で、常設用としての貸し出しは困

難である。また近くにある児童館の映写機を貸し出しすることは、同ーの福祉部に系列する中

で、行革等の推進する今日、お互いに融通できないのかとの点について も、使用日がどちらも

土曜日、日曜日に集中すること等で無理な点がある等、また映写機の施設設備も結構だが、日

野市内にはこのような文化福祉施設のないところもいっぱいある、このような地域にも日野市

の全体言植の中で、今後配慮するべきである等の意見がなされました。

本委員会は慎重審査を行いました結果、審査報告書のとおり 、採択の上執行機関へ送付すべ

きものと決した次第でご ざいます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

これより 本件について採決いたします。 本件に対する委員長報告は採択であ ります。本件は

委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議な し」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 59-5号、日野第

五小学校校舎改修及び校庭改良工事促進に関する請願の件は委員長報告のとおり採択と決しま

した。

これより請願第 59 -1 3号、福祉センター湯沢会館に映写機の設置を願う請願の件を議題

といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

(厚生委員長登壇〕

O厚生委員長(市川資信君) 請願 59-1 3号、福祉センター湯沢会館に映写機の

設置を願う請願について審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。

。議長(高橋通夫君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これよ り質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

これよ り本件について採択いた します。本件に対する委員長報告は採択であります。 本件は

委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 59-1 3号、福祉

センター湯沢会館に映写機の設置を願う請願の件は委員長報告のとおり採択と決しました。

請願第 59-6号¢審査報告に入る前に、議会事務局長より報告したい旨申し出がありました

ので、これを許します。

0議会事務局長(田倉高光君) それでは、審査に先立ちまして、陳情書の要旨のー

部変更がございます。請願人からの申し出がございましたので、確認をお願いをいたしたいと

思います。

お手元に請願 59-6号、薬王寺の寺社林保存に関する陳情というものの訂正文が配布して
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あろうかと思いますが、その文の下から 3行自の中段、 「近年都市計画により道路の予定地 に

計画されたがこれを変更し」という、この文を削除をしていただきたい、こういう申し出がご

ざいました。したがいまして、この文を削除した中で審議をされたという経過でございますので、

確認をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

の件を議題といたします。

これより請願第 59- 6号、薬王寺の寺社林保存に関する陳情

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(鎌野行雄君 〉 それでは、請願第 59- 6号、薬王寺の寺社林

保存に関する陳情の件につきまして、建設委員会の審査報告を申し上げます。

本件は、受け付けは昭和 59年 5月28日、詩願者は日野市宮 248、日野史談会代表、田

中紀子さん外 17名となっております。

要旨は、日野市栄町一丁目 13の8欝也に薬王寺とし 1うお寺がございます。そこの境内にあ

ります樹林は、竹林、あるいはケヤキ、 ある l¥はイチョウ の巨木があるそうでございます。建

設委員会も現地を視察してまいりました。その樹林が日野では珍しい緑地であり、保存の必要

があるのではないか、ぜひ保存に万全を期してもらいたい、こういう要旨であります。

6月の委員会でも審議したわけでございますが、継続審議となったわけでございます。その

事情は、今事務局長からも発言があったようなことがあるわけでございます。ということは、

都市計画により、この境内がたまたま 2・1・1号線と 202・11号線の接点に当たるわけ

でございます。この道路が完成しますと、境内のおよそ 60%が道路用地となるわけでござい

ます。その関係上、このままこの緑地を保存するということは、都市計画道路を変更する以外

にないわけであります。そのようなことは、理事者の説明を聞きますと、現在不可能というよ

うな事情があるわけでございます。

しかし、一方で、この区域は将来区画整理が予定されているようなこともございます。理事

者の説明によりますと、できるだけの木は、その際は接続しまして公園を設け、そこに移植す

るというような手段で、可能な限り緑地は保存したい、こういう説明でございました。

それに基づきまして、請願者の趣旨は万全を期するような対策は取られるんではなし 1かと、

こういうことでありますので、審査の結果、この陳情は建設委員会では、全員一致採択と決定
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いたしました。よろしく御審議のほどをお願いいたします。

。議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。本件は

委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか

C I異議なしJと呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 59-6号、薬王寺

の寺社林保存に関する陳情の件は委員長報告のとおり採択と決しました。

これより訪願第 58 -1  5号、退職金引下げに関する陳情、請願第 58-1 8号、公団家賃

の再値上げに反対し「国会要望事項」の全面実施を求める意見提出を願う請願、請願第 58-

2 4号、循環パスに関する請願、請願第 58 -29号、循環パス市案に反対する請願、請願第

59-3号、日野台一丁目に所在する(槻小笠原機械製作所旧社有地取得に関する請願、請願

第 59ー 7号、市有地払い下げに関する陳情、詩願第 59-1 0号、核巡航ミサイノレトマホー

クの日本寄港を拒否し、非核三原則の完全実施を求める決議と政府に対し、意見具申を願う請

願、請願第 59-1  1号、市道 68号線に隣接する市有地に関する陳情、請願第 59-1 4号、

衆議院議員定数格差是正に関する陳情、請願第 59-1 5号、少額貯蓄非課税制度の現行維持

を求める詰願、詩願第 59-1 7号、日野市の法務行政管轄区域を八王子登記所管轄から多摩

登記所管轄へ変更することに反対する請願の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告はこれを省略いたします。本 11件については総務委員長から目下委

員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。あわせ

て本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出がありま

す。

お諮りいたします。総務委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議あ

りませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって絞務委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。
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請願第 57-7号、遊休農地をテニスコ ート として利用することに関する請願の件を議題と

いたします。

文教委員長の審査報告はこれを省略いたします。本件については文教委員長から目下委員会

において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。あわせて

本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があり ます。

お諮りいたします。文教委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付する ことに御異議あ

りませんか。

c r異議なし」 と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって文教委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付する ことに決しました。

これより 請願第 57- 3 7号、高幡不動J駅北側地区の区画整理に対する反対請願、 請願第57

-5  1号、高幡地区区画整理に対する京王線高幡不動駅南側住民の反対請願、 請願第 57-55

号、高幡不動駅南新井東地区の区画整理に対する反対請願、請願第 57- 5 9号、土地区画整

理事業策定にあたって当該計画より第一豊田荘住宅地域を除外に関する請願、請願第 57-62

号、程久保 66 2番地地域山林緑地保存に関する請願、請願第 58-5号、高幡不動駅地区の

区画整理に対する反対請願、請願第 58-2 5号、ダイクマ出庖阻止に関する請願、請願第58

-32号、ダイクマ南平庄出庖促進に関する請願、請願第 58-3 6号、ダイクマ南平出庖阻

止に関する陳情、請願第 59-8号、生活道路設置に関する請願、請願第 59- 9号、下水道

設置に関する請願、請願第 59-1 6号、基盤整備に関する請願の件を議題といたします。

建設委員長の審査報告はこれを省略いたします。本 12件については建設委員長から目下委員

員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。あわ

せて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があり

ます。

お諮りいたします。建設委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議あ

りませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって建設委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。
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次に日程第 54、下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題 といたします。

下水道対策特別委員長より下水道対策に関する事件の調査研究のため閉会中の継続審査にさ

れたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありま

せんか。

c r異議な しJと呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第 55、農林水産省跡地利用対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題とい

たします。

農林水産省跡地利用対策特別委員長より農林水産省跡地利用対策に関する事件の調査研究の

ため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮り いたします。 委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付する ことに御異議ありま

せんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり 〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付する ことに決しま した。

次に日程第 56、高幡踏切対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

高幡踏切対策特別委員長より高幡踏切対策に関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審

査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありま

せんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付する ことに決しました。

次に日程第 57、廃棄物対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

廃棄物対策特別委員長より廃棄物対策に関する事件の調査研究のため閉会中の継続審査にさ

れたいとの申し出があります。
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お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付するこ とに御異議ありま

せんか。

「異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議 長 ( 高 橋 通 夫君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第 58、市民会館建設対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたしま

す。

市民会館建設対策特別委員長より市民会館建設対策に関する事件の調査研究のため、閉会中

の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありま

せんか。

「異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

請願第 59- 1 8号、オス卜メイ卜(人工旺門、人工勝脱造設者 〉に関する身体障害程度等

級の認定等についての陳情が提出されました。詰願の要旨は、お手元に配付しました印刷物の

とおりです。 請願第 59-1 8号の常任委員会への付託は、会議規則第 13 8条の規定により

議長において厚生委員会に付託いたします。

お諮りいたします。請願第 59-1 8号は閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、 ーこ

れに御異議ありませんか。

c c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め閉会中の継続審査に付することに決しま

した。

請願第 59- 1 9号、租税教育の推進に関する請願が提出されました。請願の要旨は、お手

元に配付しました印刷物のとおりです。

訪願第 59 -1  9号の常任委員会への付託は、会議規則第 13 8条の規定により議長におい

て文教委員会に付託いたします。

お諮りいたします。請願第 59- 1 9号は閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、こ
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れに御異議ありませんか。

c r異議なしj と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め閉会中の継続審査に付することに決しま

した。

請願第 59- 2  0号、産休あけ保育の実施と低年齢児保育の定員増に関する請願が提出され

ました。請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 59-2  0号の常任委員会への付託は、会議規則第 138条の規定により議長におい

て厚生委員会に付託いたします。

お諮りいたします。請願第 59- 2 0号は閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め閉会中の継続審査に付することに決しま

した。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたした いと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。
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午後 10時 42分休憩

後、再開に至らず閉会



地方自治法第 12 3条第 2項及び日野市議会会議規則第 81条の規定に
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